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平成２４年度厚生労働科学研究費労働安全衛生総合研究事業 

「諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効果と 

わが国への適応可能性に関する調査研究」 

総括研究報告書 

 

諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効果と 
わが国への適応可能性に関する調査研究 

 

主任研究者 三柴 丈典 近畿大学法学部・教授 

 

＊以下、昨年度の報告書に加筆修正を加えた部分に下線を付す。 

 

研究要旨 

本研究の統一課題は、①諸外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・効果を解明し、

②わが国への適応可能性を探ることにある。昨年度と本年度の調査研究は、①を目的と

している。 

得られた結論を整理すると、以下の通り。 

＜求められる実体的理念＞ 

 ・１次予防施策から３次予防施策の全てにわたり、①個別性、②（連携的）専門性、

③多面性、④柔軟性、⑤継続性、⑥人間性（心理的特性の考慮）、⑦客観性の７要素が求

められる。 

＜各論＞ 

 １）メンタルヘルスの定義 

 ・「精神疾患や障害の存否にとらわれず、物理的・心理的負荷等により、労働や日常生

活上の制約を招く問題への対応を、個人と組織の両面から図ろうとする作用」のこと。

 ・研究代表者の私見は、「社会・経済構造、自然環境や生活スタイル等の大きな変化の

中で、個人と組織の成長と適応を実践、支援する作用」のこと。「『ヤドカリの引越』の

実践と支援」と喩えることもできる。 

 ２）１次予防施策のあり方 

 ・現行の労働安全衛生法第２８条の２を準用する第８８条に規定されるメリットを産

業精神保健対策にも発展的に拡充するような施策により、実質的に性能要件化（：一律

的な規準への適合性審査ではなく、現場で実効性のあがる方策の許容と国の法政策への

積極的な吸収）を図る方途が望まれる。 

 ・要件となる性能の指標としては、現段階では、デンマークなどが採用している、休

業率、作業関連疾患罹患率（筋骨格障害（musculoskeletal disorder）や心臓血管系疾患

（cardiovascular disease）など器質性疾患の罹患率を含む）、自発的離職率、職場の問
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題（：労働環境に関する問題）とこれらの指標との因果関係、職務満足感、業務パフォ

ーマンス、守秘条件下での意見聴取の結果などが参考になるが、メンタルヘルス問題の

多因子性、多様性、多層性などを考慮し、梶木報告書が示した中間指標を重視する必要

がある。 

 ・また、欧米の法制が採るリスク管理手法や、障害者差別禁止の手法の採用を促すこ

とで、民事上の手続的債務の履行を誘うことも可能。 

 ３）メンタルヘルスは科学たり得るか 

 ・自然科学的な認識体系に基づくデータのみで論じることは困難だが、それ故に適切

な措置を講じないことの言い訳にはならない、とするイギリスの研究者グループの示唆

が妥当であろう。至局、自然科学的な解明が進むまでの間、公衆衛生疫学的な傾向分析

に拠らざるを得ない。 

 ４）各国の法制度が対策の射程に捉えているメンタルヘルス問題とは 

 ・各国の法制度の射程はさまざまだが、日本の法制度でメンタルヘルス対策を強化す

る際には、主として心理社会的・物理的リスク要因により長期（概ね２週間以上）にわ

たり労働能力に制限を受ける（ことが専門家や諸事情から客観的に裏付けられる）者の

発生を防止することを射程に捉えるべきではないかと解される。ただし、フランスやア

メリカの法制のように、生じる被害（損害）の観点を離れ、不当な差別等による人格的

利益の侵害を防止する観点も求められる。 

 ５）職域メンタルヘルス対策に相応しい法制度 

 ・諸外国のメンタルヘルス関連法制度の趣旨・性格は、障害者差別禁止アプローチを

主軸とするアメリカ型とリスク管理アプローチを主軸とするヨーロッパ型に分かれる

が、その効用をみる限り、現段階で、職域メンタルヘルス対策にとってどのような法制

度が も適当とは言い切れない。図１で示すように、労働安全衛生、経営、人事労務管

理、医療、福祉に関わる法制度の全てに対応が求められていると言わざるを得ない。た

だ、職域で可能な対策に限定すれば、イースト・アングリア大学ノーリッチ・ビジネス・

スクール行動科学教室教授 Kevin Daniels 氏や、日本の関連判例も示唆するように、結

果として、①training（教育訓練）、②motivation（動機付け）、③selection（採用・配置

等における人選、適材適所）、④job design（職務の設計と割当）の適正化を「促す」よ

うな法政策の構築が望ましいとはいえよう。 

 ・また、予防効果が直ちに確認できるか否かにかかわらず、基本的人権の保護の観点

から、ハラスメント防止や雇用平等の充実化を図る必要はある。アメリカの ADA の枠組

みも、労働力の積極活用の趣旨を基底に置きつつ、相当範囲の差別を対象とし、実効的

な救済を図ろうと努めていることがうかがわれる。 

 ６）強制的方策と誘導的方策のいずれが適当か 

 ・科学的知見が不足しているほか、精神障害を含めたメンタルヘルス不調の特質を踏

まえると、直ちに一律的な強制的方策（ヨコの方策）を採ることには困難が伴うが、全
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てを当事者の任意に委ねる誘導的方策（タテの方策）が適当とも言い切れない。タテの

対策を講じる中で、①嫌悪感に基づく差別的取扱いの禁止、②各労働時間単位の間の休

息時間の確保、③急激かつ大幅に労働条件が変化した場合の支援体制の構築など、一般

性のある条件が判明すれば、一律的な義務規定の設定が求められる。また、タテの対策

を促進するためにも、ヨコの権威や信用力が求められる。たとえば精神科医などの精神

問題の専門家も、個々人の個性・背景・脈絡を組織に説くべき存在として機能し得るが、

一般的な権威や信用力を失えば、その役割すら果たし得なくなる危険性もある。 

 ７）心理学的アプローチの正当性・妥当性 

 ・メンタルヘルス対策では、人間や組織の心理（学）的特性を考慮せざるを得ないが、

的確で客観的な現状認識が対策の出発点になること、よって、少なくとも事業主、管理

職層、産業（精神）保健の専門家等は、上掲した当該事業組織における休業率等のデー

タや関連情報を的確に把握することが適切な対策の前提条件になることは、国内外の個

別組織における個別的対策の転帰からも明らかと考えられる。 

 ・ただし、１次予防面では、グッドポイント・アセスメントとリスク・アセスメント

の併用、中間指標の開発を含め、問題の心理的特性を捉えた介入と効果について、引き

続き調査研究を進める必要がある。 

 ８）就労経験を持たないか、特別な配慮を受けずに就労した経験を持たない、真正精

神障害者対策と、過重なストレス要因へのばく露により不調に陥った仮性精神障害者・

不調者対策の関係 

 ・イギリス、アメリカの例からは、両者を連続的に捉える必要性がうかがわれる。特

に精神的な問題への対策では、真正精神障害者の就労環境の改善は、仮性精神障害者・

不調者のみならず健常者の就労環境の改善にも貢献し得るし、逆もまた然りと解される

ことが理由の１つである。ただし、真性障害者への対策では、回復の可能性や回復のゴ

ール設定をはじめ、多くの点で対応に違いが生じ得る。 

 ・そこで、イギリスの Jobcentre Plus や Remploy 社、ソーシャル・ファームのほか、

日本の先駆的企業などが果たしている役割を参考に、産業と福祉の窓口兼バッファーと

なる組織の創設について検討する必要が生じる。その際、客観的な労働能力の審査を前

提に、障害レベルを重度と中・軽度等に区分したうえで、発症の経緯、症状経過、本人

のパーソナリティや志向性、従前の労働能力等に応じ、個別的、専門的、多面的、継続

的、人間的、客観的支援を行う必要がある。支援の内容は、社会保障給付の受給支援か

ら、適当な医療機関や医師の選択、日常生活上のケア、生活上の悩みの解消、就労能力

の回復と育成、就労支援、雇用継続支援にまで及ぶものでなければならない。その際、

窓口となり、連携の核となる人物の存在と、彼らを孤立化に追い込まないためのプラッ

トフォームの存在、使用者や使用者団体との有機的連携が重要な意味を持つ。公的機関

が主導する場合、民間のＮＰＯなどの資源との連携も必要だが、コントロール・タワー

として、情報を一元的に管理する必要があり、そのために障害となる医療個人情報の取
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扱い規制などは、合理的な範囲で排除される必要がある。 

 ９）発症・増悪事由の業務上外による対策の区別の可否と是非 

 ・この課題は、産業保健を含めた保健の発想と法の発想の相違を浮き彫りにする。 

・結論的に、発症・増悪事由による対応の区分は、当事者や関係者の納得性を高める

効果は見込めるものの、実施してもしなくても良いと考える。ただし、実施する以上は、

早期の適正な業務上外認定が求められ、実施しないならば、ヨーロッパのように私傷病

罹患者に対する手厚い雇用・賃金保障をなすべきと考える。また、実施する場合、労働

基準監督署のような官公署とは別に、症例の業務上外について気軽に判断を求められる

第三者機関を設ける必要があると考える。 

１０）メンタルヘルス情報の保護のあり方 

・労働能力・適性に関する情報は使用者による取得を含めた取扱いが可能だが、疾患

名など、ダイレクトに医療個人情報に相当する情報については、それを許すべきではな

い、というのが本調査の帰結だが、症例対応の窓口やコントロール・タワーとなるべき

機関や人物には、適正範囲で情報の取扱いが認められなければならない。また、実効的

なメンタルヘルス対策に際して、人事労務部門や直属の上司等の関与が求められる場合

も多いことは、日本のメンタルヘルス指針でも明らかにされている。よって、情報の取

扱いにも手続的理性が求められる。 

・先ず、採用前のストレス脆弱性等の調査は原則として行われるべきではないが（平

成５年５月１０日付け事務連絡「採用選考時の健康診断について」、平成１３年４月２４

日付け厚生労働省職業安定局雇用開発課長補佐から都道府県労働局職業安定主務課長宛

事務連絡を参照）、労働能力・適性に関わる調査は可能である。一応の判断規準は、アメ

リカの EEOC ガイドライン等を参考に設定されるべきであろう。 

・次に、採用後の雇用過程におけるメンタルヘルス情報の取扱いについては、これま

でに労働省ないし厚生労働省から発出ないし公表されてきた数多の指針や文書（以下、

「指針等」という）が、法的観点でも参考にされるべきである。指針等の主旨は、要約、

①本人同意の獲得、②産業医等による一元的な情報管理、③衛生委員会等での審議に基

づく各事業所での情報取扱規程の整備、④産業医等以外に情報を流通させる場合の加工

（主に、実施されるべき就業上の措置を想定）の４点に集約されるが、①本人同意の獲

得が困難な場合については、直接的には触れられていない。となると、そうした場合に

は、②③④を徹底すれば、手続的理性が果たされたことになるであろう。 

ただし、（α）使用者が業務上の過重負荷を創出ないし放置し、労働者がそれにばく露

したため、心身の不調を生じても当然といえる場合、（β）定期健診、欠勤・休職時の診

断書の提出、その他自発的な申告等により、既に法人に必要な情報が提供されている場

合、（γ）「密接な接触関係」にある上司等が、本人の不調を知っているか、当然に知る

べき場合（特に、（α）の前提がある場合に妥当し易い）、（δ）労働者側が情報提供を躊

躇しても当然といえる条件を使用者側が創出していた場合には、たとえ個々の場面で情
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報提供を拒否されても、使用者側が免責されることにはならない。 

・また、現行の刑法第１３４条や個人情報保護法などの規律を整理し、所要の要件を

規定したうえで、「症例対応の窓口やコントロールタワーとなるべき機関や人物」につい

て明文の適用除外規定を設ける必要がある。また、現段階で、メンタルヘルス情報の取

扱いについて、 も詳細な指針を示した公文書は、平成１８年３月中央労働災害防止協

会（厚生労働省委託）「『職場におけるメンタルヘルス対策のあり方検討委員会』報告書」

であるが、労働者の同意の獲得が困難な場合の規律についても、一定の指針を示す必要

がある。 

１１）法政策は１次予防・２次予防・３次予防のいずれに注力すべきか 

・３次予防が喫緊の課題であり、かつその履践が１次・２次予防にも繋がることは認

められるが、３次予防と１次予防は「車の両輪」と考えるのが妥当と解される。 

・他方、３次予防面での所得・生活保障と就労支援機能の充実化も喫緊の課題である。

特に、症例対応のコントロール・タワーとなるべき多機能をもった機関の設定と、当該

機関による産業と福祉の連携は、多くの労働者の生活と福祉に貢献すると思われる。 

１２）作業関連ストレス対策と経営・人事労務管理問題の切り分けの可否と是非 

・これまで、日本の労働裁判例は、著名な電通事件 高裁判決を転換点として、「過度

な心理的負荷」を積極的に認定するようになったことで、実質的に彼らの人事労務管理

のありように介入するかのような判断を示すようになって来ている。 

・アメリカでは、労災補償に関係して、純然たる人事事項に介入するような判例傾向

に歯止めをかけるような立法もなされたが、日本では未だそうした動きは見られない。

・結論的には、やはり、メンタルヘルス対策の効果指標を中間指標も重視しつつ開発

し、性能要件的な規定（前述した第８８条の発展的拡大等がそれに当たる）の下で各組

織独自の取り組みを支援する体制を整え、結果的に上掲のような作用が誘われる方向性

が望ましいと解される。 

 

分担研究者 

 ①井村 真己 

沖縄国際大学法学部・教授 

 ②林 弘子 

 福岡大学法学部・教授 

③水島 郁子 

大阪大学大学院高等司法研究科・教授 

 ④笠木 映里 

 九州大学法学部・准教授 

 ⑤長谷川 珠子 

 福島大学行政政策学類・准教授 

 ⑥本庄 淳志 

 静岡大学人文社会科学部・准教授 

 ⑦白波瀬 丈一郎 

 慶應義塾大学医学部精神・神経科学教

室・専任講師 

 ⑧梶木 繁之 

産業医科大学産業生態科学研究所・産業

保健経営学講座・講師 

 ⑨團 泰雄 

 近畿大学経営学部・教授 
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研究協力者 

 ①鈴木 俊晴 

早稲田大学大学院法学研究科・博士後期

課程、大東文化大学環境創造学部・非常勤

講師 

 ②荻野 達史 

 静岡大学人文社会科学部・教授 

 

Ａ．研究目的 

 統一研究課題に記されている通り、①諸

外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・

効果を解明し、②わが国への適応可能性を

探ることにあるが、昨年度と本年度の調査

研究は、①を目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

法制度調査については、初年度の第１回

班会議（平成２３年４月２３日）でのブレ

インストーミングを踏まえて研究代表者が

作成、呈示したフォーマット（平成２３年

度法制度調査班「調査報告書の基本的な構

成」）に即し、原則として第一次資料のレビ

ューに基づいて必要事項を調査する方途を

採用した。初年度の調査対象国には、公権

力を用いた公的な作業関連ストレス対策を

先駆的に実施しているイギリス、デンマー

クのほか、EU を代表する大国であるドイ

ツ、フランス、この問題への対応を主に一

定の障害者を対象とする差別禁止アプロー

チにより図ってきたアメリカの５カ国を選

定した。ただし、各国の法事情に即し、研

究目的に資する限りで、フォーマットの項

目を変更するよう要請した。 

本年度は、初年度の調査結果を踏まえ、

平成２４年５月１４日付けで、研究代表者

が前記フォーマットに修正を加えた以下の

新規フォーマット（平成２４年度法制度調

査班「調査報告書の基本的な構成」）を、法

制度調査班を構成する分担研究者及び研究

協力者に呈示した。また、調査対象国に、

イギリスやデンマークと同様に１次予防面

で公的な作業関連ストレス対策を実施しつ

つ、３次予防面で充実した復職支援及び所

得・雇用保障制度を持つオランダを加えた

ほか、アメリカについて、障害者差別禁止

法以外の関連法制度を調査対象に加えた。 

 

○平成２４年度法制度調査班「調査報告書

の基本的な構成」 

 

１ 公法 

 

１.１ 法令、行政規則（ガイドラインな

ど）、計画など 

 ・行政規則等については、法令との関係

を明記する。 

 

１.２ 法の管轄機関・執行権限者 

 ・法や行政規則等の運用に関わる行政官

の権限・役割を描出する。 

 ・行政官以外の者が執行権限を持つ場

合、その権限・役割等 

例）ドイツの技術監督官（労災防止規

程の合法性監督を行う）など 

 

１.３ ストレスマネジメントの具体的な

方策（仕組み・流れ） 

 ・１次予防面 

 ・２次予防面 

 ・３次予防面 

 ・その他 
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留意点 

 ア 法令上求められるストレス調査、ス

トレスマネジメント、違法性の判断規準や

方法などを捕捉する。 

 イ ストレス対策を直接的に規定して

いない場合にも、それと同様の効果を持つ

か、それに大きく寄与する規制は積極的に

捕捉する（例えば、アメリカの障害を持つ

アメリカ人法など）。ただし、それが１次

～３次予防の各側面にどのように寄与す

るのか、を可能な限り関連づけて論じる必

要がある。 

 ウ 事業（運営）、企業風土の特質に応

じた実効的なメンタルヘルス対策（ＭＨ対

策）を促進する規制があれば、積極的に捕

捉する。 

 エ ２次予防関係では、不調の把握と講

じるべき対策の選択を促す規制のありよ

うについて、可能な限り具体的に描出す

る。 

 オ 例えば日本では、産業精神保健に限

らず、安全衛生管理全般について、事業者

に比較的広い裁量を付与する代わりに、何

か災害が生じれば重い責任を負わせる、と

いう基本方針が採られてきた。他方、イギ

リスなどでは、一次予防を罰則付きで義務

づける予防規制中心の対応が図られてき

た。 

このように、事業者に予防策を義務づけ

たり、促すにしても、どの段階で、どの程

度の強制性をもって図るべきかが問われ

るので、この点に関する調査対象国の事情

を可能な限り捕捉する。 

カ 精神保健福祉法など、職域に影響す

る関連法についても積極的に捕捉すると

共に、役割分担についても調査する。 

キ 国により強く意識されている典型

的なストレス要因が異なるので、その背景

まで調査のうえ言及する必要がある。 

 

１.４ 専門家や専門機関の活用によるス

トレスマネジメント 

 ・産業保健専門職（産業医・衛生管理者、

産業保健職、心理職など）、従業員のかか

りつけ医など専門家の育成、関与のありよ

うなどを積極的に捕捉する。 

 ・外部専門機関等による事業所への産業

精神保健サービスを予定する法令がある

場合、その定めや解釈などを捕捉する。 

 ・具体的な運用実態も可能な限り調査す

る。 

 

１.５ 雇用にかかる精神障害者差別禁止

法 

 ・こうした法制については１.３でも触れ

るが、そこでは簡潔にとどめ、独立項目を

つくり、ここで詳細を論じる。 

・その内容、射程、法的効果、実効性な

どを調査し、それが産業精神保健（予防）

に、どのレベルでどのように寄与するかに

ついて論じる。 

・法律ではなく行政規則レベル等に定め

がある場合、それも捕捉する。ただし、そ

の法的性格、違反の効果などを明らかにす

る必要がある。 

 ・他の障害類型（身体、知的）との法令

上の取扱いの異同を可能な限り明らかに

する。 

 ・公法である場合、私法上の効果を明ら

かにする。私法である場合、２で独立項目

を立て、そこで論じる。 
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１.６ メンタルヘルス情報の取扱いに関

する法規制 

 ・メンタルヘルス情報の流通は、多分に

１次予防の問題とリンクしているので、そ

の取扱い規制のありようについて積極的

に調査する。 

 ・情報取扱い規制が厳しい国において

は、情報の流通が阻害されながら、どのよ

うにＭＨ対策が図られているのか、を調査

する。 

 

１.７ 法政策の背景 

・法制定の背景、行政規則や計画等の策

定の背景。特に科学的、疫学的根拠となる

報告書、論文などがあれば、積極的にピッ

クアップし、概要を明記する。 

 

１.８ 確認できる効果 

 ・数値データ、データ以外の専門家によ

る評価等。 

 ・休業率、作業関連疾患罹患率（筋骨格

障害（musculoskeletal disorder）や心臓

血管系疾患（cardiovascular disease）な

ど器質性疾患の罹患率を含む）、自発的離

職率、職場の問題（：労働環境に関する問

題）とこれらの指標との因果関係、職務満

足感、業務パフォーマンス、守秘条件下で

の意見聴取の結果などが基本となるが、こ

れらに囚われるわけではない。また、比較

的短期に成果が出やすい指標と出にくい

指標があると思われるので、どの指標がい

ずれに属するかを整理したうえで、その双

方についてデータを得られれば理想的だ

が、いずれかについてのデータでもやむを

得ない。 

 ・公的支出のほか、民間支出、司法判断

等を経た損害賠償支出なども捕捉する。 

 

１.９ 関係判例 

 ・公法上のストレスマネジメントに関連

する判例などは、各項目ごとの整理に埋め

込むことを原則とするが、その分量や質に

応じ、独立した項目を作るのも可。 

 

２ 私法 

 

２.１ 根拠法 

 

２.２ 関係する判例 

 

２.３ 確認できる効果 

 ・数値データ、データ以外の専門家によ

る評価等。 

 ・公的支出のほか、民間支出、司法判断

等を経た損害賠償支出なども捕捉する。 

 

留意点 

 ・私法に関する調査では、賠償・補償法

理がメインの対象となる。それは、そうし

た法理が、予防法（日常的な行為規範）と

して機能している国（典型例は日本）があ

ることによる。 

 

 

全体を通じた留意点 

・３障害（精神、身体、知的）の間、と

りわけ精神障害と他の障害の法的取扱い

の異同がなるべく明らかになるようにす

る。 

 ・内因性・器質性の（本人要因が強い）

障害対策と、反応性（：外的な環境因子と

個体側の性格因などにより生じる）の障害
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対策を区分できる場合、その点も明らかに

なるようにする必要がある。 

 ・ハラスメントについては、法的規制を

敷いているところでは、「労働者人格の保

護」、「雇用差別の禁止」、「労働安全衛生」

のいずれか又は複数の趣旨でアプローチ

されているので、１.３や１.５などの一環

として論じるか、別に項目立てして論じ

る。 

 ・各産業や企業ごとの自主的な規制（協

約、経営規則など）もできる限り捕捉する

（そのため、経営者団体などを調査対象に

加えることが望ましい）と共に、その法的

性格、違反の効果について言及する必要が

ある。 

 

 

 他方、関連領域の専門家による調査につ

いては、初年度の平成２３年９月時点で研

究代表者より以下の課題が示され、概ねそ

れに沿った調査研究が実施された。 

 

○平成２３年度における関連領域の専門家

の調査課題 

 

（１）精神医学（白波瀬） 

ア 精神疾患・精神障害とその他の疾患

との違い 

 ・症状経過の不安定性？再発再燃可能性

の高さ？ 

 ・結局、違いは相対的なものでしかな

い？ 

 

イ 現在、日本の職域で多くみられる精

神疾患及び精神的な不調（以下、「疾患等」

という）の類型、様相 

 

ウ それらの疾患等の病態および発症

要因についての科学的な解明の度合い、今

後の解明の可能性 

 

エ 精神医学的観点から、職域内外でど

のような措置（介入）が講じられれば、そ

れらの疾患等の発症の予防に貢献すると

考えられるか 

・また、既に発症した疾患等について、

職域内外でどのような介入があれば、予後

の改善が図られる可能性が高いといえる

か。 

 

オ 臨床精神医学と産業精神保健の異

同について 

 ・よく産業の現場で問題になる臨床医と

産業医の診断ないし判断（の裏側にある常

識や発想）の違いのみならず、より根本的

な両者の学問的な出自や教育課程の違い

などに言及する。 

 

 ・以上のような点について、現段階で判

明している限りの知見を整理して頂く。ま

た、適宜、白波瀬先生ご自身の私見（推論）

もご提示頂く。 

 

 

（２）産業医学（梶木） 

ア 従来の日本のメンタルヘルスに関

わる安全衛生法上の規制の効果、有効性、

問題点など 

 

イ 従来の日本のメンタルヘルスに関

する行政規則やガイダンス（メンタルヘル

ス指針、職場復帰手引きなど）の効果、有
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効性、問題点など 

 

ウ 従来の日本の公的なメンタルヘル

ス支援体制（産業保健推進センター（労働

者健康福祉機構）のメンタルヘルス対策推

進事業や中災防の事業など）の効果、有効

性、問題点など 

 

エ 従来の日本の民間のメンタルヘル

ス支援事業（ＥＡＰなど）の効果、有効性、

問題点など 

 

オ 産業医学的観点からみて、既存の職

域における自主的な（組織的、個人的）介

入は奏功しているといえるか。奏功してい

る例があるとすれば、どのような形態・性

質のもので、その本質はどのようなものと

考えられるか 

 

（３）経営学（團） 

ア 現在の人事労務（学問・実務）から

メンタルヘルス問題はどう捉えられてい

るか 

 ・手間とコストのかかる厄介な流行病？

単なる経営上のリスク？ 

 ・精神的に弱い人間が罹患する特殊な病

の問題？あるいは、個々の企業では対応で

きない社会経済構造や文明論に関わる壮

大な問題？ 

・組織の活性化のヒントを得られる処方

箋？ 

 ・捉え方に企業規模、業種等の属性によ

る違いはあるか？ 

 

イ 現在の人事労務が講じているメン

タルヘルス問題への対応（法）の実情 

 ・この点については、大まかな情報は厚

生労働省や独立行政法人日本労働研究・研

修機構の調査などでも出されているが、要

は相談窓口の設置、ＥＡＰへの委託、外部

講師を呼んでのメンタルヘルス教育の実

施など、やや形式的な対応が多く、その詳

細も明らかではない。 

・ 近の人事労務情報誌では、メンタル

ヘルス対策に比較的熱心な（／かに思われ

る）企業の取り組み例などが紹介されるこ

とがあるが、実態が客観的かつ率直に示さ

れているとは限らず、仮にそうであって

も、そうした取り組みが、異なる規模や業

種、性格（体質・気質）の組織にどの程度

一般化しているのか、判然としない。 

 ・よって、できる限り実態に踏み込んだ

レビューが求められる。 

 ・特に、精神健康データが向上したとこ

ろが、具体的にどのような施策を実施して

いたか、データを押し上げた本質的なポイ

ントは何だった（と考えられる）か、その

他、組織による個別の症例への対応の実

状、嘱託精神科医の任用の有無、ＥＡＰ選

定の手続や基準、サービスの効果なども確

認したい。 

 

ウ 企業風土とメンタルヘルス問題の

関係 

 ・実証的な調査研究が非常に困難な課題

と思われるが、亡島悟教授による研究な

ど、主に産業保健領域で、質問紙などを活

用した複数の調査研究があるので、文献レ

ビューによる整理が求められる。その他、

この両者の関係を（間接的に）推定させる

ような調査研究があれば、その示唆を整理

して頂きたい。 
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エ 現にメンタルヘルス対策に取り組

んでいる組織（経営者）をそうした取り組

みに駆り立てた動機・契機 

 ・組織内での不調者の発生や多発？ 

 ・実際の裁判経験または他の組織の裁判

例に関する情報？ 

 ・労働組合からの要求？ 

 

オ 事業者や人事労務管理者は、本音で

は、どうすればメンタルヘルス問題が抑制

されると考えている（と推察される）か 

 

 ・いずれにせよ、通り一遍ではなく、人

事実務の実態を「えぐる」ような示唆を頂

きたい。従って、情報の客観性、信頼性が

担保される限り、研究論文的な資料のみで

なく、適宜、ルポルタージュ的なものも積

極的に調査対象に含めて頂きたい。 

 

 そこで本年度は、年度当初に研究代表者

より以下の（追加的）調査課題が示された。

また、本年度より研究班に参画する荻野達

史教授に対し、社会学的観点での調査課題

が示された。 

 

○平成２４年度における関連領域の専門家

の（追加的）調査課題 

 

（１）精神医学（白波瀬） 

・平成２３年度は、「鍛え育てる」作用に

よる適応支援を焦点とした論述となった

が、本年度は、「休職」や「薬物療法」、「支

持的療法」など、「鍛え育てる」とはいっ

けん真逆のベクトルを持つと思われる作

用の効用について考察する。 

 

（２）産業医学（梶木） 

 ・平成２５年度の企業調査、労働者健康

福祉機構の助力を受けて行うメンタルヘ

ルス対策推進促進員による訪問支援の効

果測定の準備作業として、法政策が労働者

のメンタルヘルスに与える影響の機序に

ついて、産業医のグループワークから、複

数のパスウェイを描出する。その過程で、

良好なメンタルヘルスの実現に至る有効

な中間指標を同定する。 

 ・公的なメンタルヘルス対策とＥＡＰな

どの民間の取り組みの効果に関する文献

を探索し、仮に見つかれば、その信頼性の

評価を含めたレビューを行う。 

 

（３）経営学（團） 

 ・平成２３年度の分担報告書のうち、未

了部分を完成させると共に、エビデンスや

裏付けが明確でない論述について、可能な

限り補充する。 

 ・新たな論点として、新たな企業内分業

が労働者のメンタルヘルスに与える影響

や、２３年度の報告書でメンタルヘルスと

の関連性が指摘された、企業間移動を可能

にする Employability 等を加える。 

 

（４）社会学（荻野） 

 ・年度途中に研究協力者として研究班に

ご参画頂いた荻野教授には（＊平成２４年

度は分担研究者としてご参画頂く予定）、

１９５０年代以後の産業精神保健の歴史

について、学問と政策を中心に、系譜を明

らかにして頂く。 
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Ｃ．結果 

１．法制度の調査結果（経過報告） 

（１）イギリス 

ア 背景 

＜労働安全衛生法上の施策＞ 

 ・１９９０年代以降、就労能力喪失者向

けの就労不能給付（incapacity benefit（現

在の雇用・支援給付（employment and 

support allowance）））の受給者数が増加傾

向を示しており、その原因の１つに職域で

のメンタルヘルス問題があると指摘されて

いた。また、福祉から就労へ（welfare to 

workfare）の国家的な政策方針の転換があ

った。 

 ・２０００年代に入り、以下のような官

民の調査報告に基づいて、メンタルヘルス

問題は、労働者の生産非効率、休業、離職

などを招く等の認識が高まっていた。他方、

国際競争など、組織をとりまく経済・経営

環境が変化する中で、こうした問題への実

効的対応の必要性認識が高まっていた。 

 ①イングランドの生産年齢人口の約６分

の１が、精神的不調（mental ill-health）

に関連する兆候（不眠、疲労、易疲労感、

強い不安感など）を経験していた（２００

１年の国立統計局の統計）。また、７名に１

人の労働者が、その仕事が「かなり」また

は「過剰に」ストレスフルであると述べて

いた（２００７年公表の HSE の統計）。 

 ②イギリス全土の労働人口の２０％が、

抑うつ状態や不安に苛まれているとのデー

タがある（イギリス実地医家の統計）。 

 ③ストレスに起因する休職は、他の作業

関連疾患より長期に及ぶ傾向があり、１年

間にストレス、抑うつ状態や不安により、

約１１００万労働日が失われている（２０

０５年から２００６年の労働力統計）。作業

に関連する精神的不調（不安、抑うつ状態、

ストレス状態と定義されるもの）により、

毎年１０５０万日の逸失労働日数がもたら

され（２００７年の HSE の統計）、作業に

関連する傷病による逸失労働日数の約３分

の１を占めるに至っている（２００９年公

表の HSE の報告書）。 

 ④キャロル・ブラック卿がイギリスの労

働年齢層の健康について実施した 近の調

査に基づく試算によれば、不調及びそれに

関連する疾病休業や失業を通じ、１０００

億ポンド（約１２兆５０００億円）を超え

る損失が発生しているとされているが、こ

のうち約３分の１（３０～４０億ポンド（約

３兆７５００億円～約５兆円））が、精神的

な不調による労働生産の喪失や健康保険現

物給付（National Health Service (NHS)）

の拠出による可能性がある（ただし、現在

就労してはいるが、精神的な不調により、

その者の潜在能力からすると労働生産性が

低下している場合の付加的ないし顕在化し

ない費用は計上されていない）（２００９年

に公開された雇用年金省と保健省の共同文

書「メンタルヘルスの改善へ向けた歩み」

（Working Our Way to Better Mental 

Health））。 

 ⑤作業関連ストレス要因の約７０％が、

ヒューマンエラー（人的過失）により生じ

た労働災害の潜在的な遠因となっている

（２００３年の海外勤務者対象の HSE の

調査）。 

 ⑥アブセンティズム（absenteeism：※

常習的な遅刻や欠勤による生産性の低下）

により雇用者が負担する費用は８４億ポン
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ド（※日本円で約１兆８０億円）、プレゼン

ティズム（presenteeism：※疾病障害り患

者の（無理な）出勤による生産性の低下））

により雇用者が負担する費用は１５４億ポ

ンド（※日本円で約１兆８４８０億円）に

のぼる（２００７年に公開されたセンズベ

リー・メンタルヘルス・センターの調査報

告）。 

 ・HSE が公表した自己申告による労災・

作業関連疾患統計を２００３／０４年と２

００９／２０１０年のもので比較すると、

作業関連ストレスにかかる推計逸失労働日

数は、職種別に多寡や増減の傾向に相違が

ある。管理監督者の逸失労働日数は０３／

０４年統計では多かったが、減少傾向にあ

る。特筆すべきは技術士補その他技術者で、

もともと逸失労働日数が多かったが、近年

に至ってもむしろ増加傾向にある。専門職

も高水準で推移している。その他、個人的

なサービスの提供、とりわけ介護的業務の

逸失労働日数が大幅に増加している。 

 ・主に産業保健、公衆衛生疫学領域の権

威ある学識者からも、作業関連ストレスが

もたらす個別の組織等における経済・経営

上の損失、多額の国家的損失について、関

連するデータや推計が挙げられ、公衆衛生

的観点や組織論的観点（≠自然科学的観点）

から、対策の重要性、必要性が説かれてい

た。 

 ・労働安全衛生法政策において、世界を

リードしてきた国家としての自負のほか、

おそらくは政策を推進する国家公務員を

「女王陛下の官吏（Her Majesty’s Civil 

Service）」として、また、政策の理念や枠

組みづくりに貢献する学識経験者について、

その学識の故に一定の権威を認めて尊重す

る気風があるものと察せられる。 近では、

メンタルヘルス対策を含め、作業関連疾患

対策全般について、雇用と健康の関係強化

に着眼して論じたキャロル・ブラック卿の

報告書が、関連施策の展開に大きく貢献し

ていることがうかがわれる。 

 また、HSE という労働衛生専門機関があ

り、HSWA（労働安全衛生法）の執行機関

として、種々の調査研究、政策立案上の基

本方針の決定、個別具体的な政策の立案か

ら運用までを一元的にカバーして来ていた

ことも、作業関連ストレス対策を労働衛生

法政策の一環として実施する決定に大きく

貢献したと解される。 

 もっとも、筆者の現地調査では、複数の

識者から、実際には、行政の権威を無条件

に信頼する国民はむしろ少なく、行政によ

る法政策についても、 低基準としての不

作為の義務づけは一定程度容認するが、作

為の義務づけは歓迎できない、との考えを

持つ者が少なくない、との見解を得た。そ

の前提に立てば、MS が国レベルで充分に

普及ないし機能しないとしても、頷ける面

もある。 

 

＜障害者差別禁止法上の施策＞ 

 ・イギリスの障害者差別禁止法は、いわ

ば前史に当たる①１９４４年障害者（雇用）

法時代、②１９９５年 DDA 時代、③２０

０３年改正法時代、④２０１０年平等法時

代の４つの時代区分に分けられる。他方、

規制内容は、（ア）福祉・保護的観点からの

障害者の雇用保障措置、（イ）直接差別、（ウ）

障害に「関連する」理由による差別、（エ）

調整義務の不履行による差別（：一種のポ

ジティブ・アクション・アプローチ）、（オ）
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間接差別、（カ）ハラスメント、（キ）報復

的取扱いの７種類に大別される。差別禁止

の対象事項は、採用時には、（a）採用者決

定のための措置、（b）採用上の雇用条件、

（c）採用拒否、採用後には、（d）雇用条件、

（e）昇進や配転、教育訓練、その他の利益

等を受けるための機会へのアクセスの許否、

（f）解雇、（g）その他の不利益に及ぶ（②

③④時代を通じて共通）。 

 ・①時代は、労働不能を本人責任に帰せ

しめる発想が強く、障害者雇用についても、

割当雇用制度を含めた（ア）による時代だ

ったが、先天的障害、労災等本人に帰責事

由のない障害への対応の必要性についての

認識の高まりもあり、アメリカの ADA を参

考に DDA が制定された経緯がある。 

 ・②時代には、「精神的または身体的な障

害を持ち」、「その障害が日常的な活動をす

る能力に実質的かつ長期にわたる悪影響を

及ぼす」こととなる者を対象として（＊こ

の点では③④時代も同じ）、（ウ）（エ）（キ）

の規制が設けられていた。 

 ・（ウ）は、障害によるタイピング不能な

どを理由（障害関連事由）とし、正当化で

きない差別を規制するものだが、②③時代

には、使用者の障害認識の有無は問われず、

事実上、（オ）の規制に近い性格を持ってい

た。２００８年貴族院判決（ London 

Borough of Lewisham v. 

Malcolm[2008]IRLR 700 HL）のように、

DDA の証明ルールを直接差別的なものに

修正したり、２００１年控訴院判決（Jones 

v. Post Office[2001]IRLR 384 CA）のよう

に使用者側の正当性の抗弁を緩やかに解釈

するなどして、間接差別的運用の抑制を図

る動きもあったが、政府は、その後、障害

者を含めた一般的な間接差別規制を置くＥ

Ｕ指令の影響も受け、間接差別規制への置

き換えを内容とする法改正を主導した。 

・（エ）は、種々の契約や労働条件などの

取り決め、建物の物理的特徴などが障害者

に不利益な影響を与える場合、使用者に、

その場面のあらゆる状況を踏まえ、当該不

利益を防止するための合理的措置（施設の

改造、業務軽減、勤務時間の変更、リハビ

リテーション、職能評価、訓練の提供、備

品・設備の整備等）を実施する義務を課し、

その不履行を禁止される差別とみなすもの

である。合理性の判断は、措置の効果、実

施可能性、使用者の経済的負担等を事案ご

とに検討してなされる。アメリカの ADA

のように、使用者に過度な負担（undue 

hardship）がかかる場合の免責規定は存し

ないが、事実上、この要件にその要素が含

まれていた。ただし、たとえ経済的コスト

がかかる場合にも、費用対効果が高ければ、

講じるべき合理的調整措置と評価され得る。

（オ）との関係では、それが対集団的性格

を持つのに対し、（エ）は対個別的性格を持

つ点で異なる。また、その対個別的性格か

ら、この義務の不履行による差別の申立人

は、当該障害者本人に限られる。 

・②時代の DDA が（エ）や（ウ）を規

制の中心に据えていた背景には、性、人種

等の属性以上に、「障害という属性自体が不

利な立場を内包している」との認識があっ

たと察せられる。おそらくはそのこととも

関連して、後掲する雇用年金省傘下の

Jobcentre Plus は、「仕事へのアクセス支援」

の枠組を通じ、雇用者による調整措置に資

金援助等を実施してきた。なお、調整義務

の不履行は、（ウ）を推定させる場合もあっ
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た。 

・（キ）は、ある者が、障害者が、障害者

差別禁止法に基づく訴訟手続を開始したり、

同手続に関連して証拠や情報を提供したり、

同法に関連する行為を行ったこと等（＊④

時代には、以上を併せて「保護される行為」

と呼ぶようになった）や、当該行為を行う

可能性があると信じたこと等を理由に、同

人を不利益に取り扱った（か、取り扱おう

とした（＊この部分は④時代に削除された））

場合に成立する。 

・③時代には、新たに（カ）の規制の他、

（イ）の定義規定が加わった。また、この

時代から（④時代も併せ）、直接差別やハラ

スメントに限り、近親者が障害者である等、

障害を有すると認識されたことを理由とし

て差別される者も保護対象とされるように

なった。 

・（カ）は、(a)障害者の尊厳を侵害するか、

(b)脅迫的、敵対的、品位を傷つける、屈辱

的、侮辱的のいずれかに該当する条件をも

たらすような目的又は効果を持つ、本人に

とって不快な行為を指すと定義されていた。

ただし、関連するあらゆる事情に照らし、

当該行為がそうした効果を持つと合理的に

解される場合、との限定も付されていた。 

・（イ）は、障害関連事由を含めた職務上

の能力等の条件が共通する前提で、正当な

理由がないのに、障害を理由に差別するこ

とを禁止するものである。職務上の能力の

共通性は、他の属性にかかる差別では求め

られない。コンピュータ技術者の募集に際

して、視聴覚障害であるというだけの理由

で採用候補者から除外するような行為がそ

れに該当する。特段の配慮を必要としない

障害者に有効な規制といえる。 

 

＜障害者福祉・雇用促進法上の施策＞ 

 ・イギリスの社会保障制度は、租税負担

による公的扶助を中心とし、無差別平等主

義的な社会保険制度によって補完される北

欧型（対義語は社会保険中心の大陸型）に

属する。同国の障害者福祉・雇用促進法上

の諸制度や諸施策も、基本的にはその前提

に基づいて設計されているが、政府の財政

難を背景にした福祉制度改革の影響を受け、

「福祉から就労へ（welfare to workfare）」

の方向性を強めている。すなわち、一方で

は、所得保障制度の統合再編と給付対象者

の絞り込みを図りつつ、他方では、ワーク・

チョイスを中核とする職業リハビリテーシ

ョン、職業訓練、職業紹介等の就労志向で

の制度の再設計と充実化を図っている。肯

定的に評価すれば、単なる経費削減ではな

く、いわば、人材活用への投資的側面を持

つ「選択と集中」とも言えよう。 

 

 

イ 特徴 

＜労働安全衛生法上の施策＞ 

 ・イギリスの作業関連ストレス対策は、

主に、MS（Management Standards：ス

トレス管理基準）と呼ばれるガイダンスを

用いて、公権力の介入をもって図られてき

た。 

 これは、職場の安全衛生および厚生水準

の確保を罰則付きで義務づけるイギリス労

働安全衛生法典（HSWA）の一般的義務条

項と、その具体化の役割と同時に、EC の８

９年「安全衛生の改善に関する基本指令（枠

組み指令）（89/391/EEC）」の国内法化の役

割を持つ、労働安全衛生管理規則に基づき
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設計されたものである。 

 ・開発作業は１９８０年代後半から開始

された。後掲図１に示すように、業務上の

ストレスの健康影響等に関するTom Cox教

授への調査研究の委託から始まり、業務上

のストレスの健康影響に関する文献レビュ

ーを含めた継続的な委託研究、後に MS の

評価ツールで採用された、集中的に対策を

講じるべき６つの心理社会的ストレス要因

（群）の同定、リスク・アセスメント手法

の効用に関するエビデンスの整理、ストレ

ス要因と不調状態の因果関係や相関関係に

関するエビデンスや好事例の収集と検証、

２４のパイロット組織によるシステムの検

証、学識者によるワークショップでの MS

草案のピア・レビュー等、学術（特に生理

学、組織の健康の観点を含めた公衆衛生疫

学・心理社会学）、政策的手続双方の観点で、

応分の実績を経て起案された経緯がある。

もっとも、自然科学的観点では、評価ツー

ルに採用された６つの心理社会的ストレス

要因と具体的な健康影響間の因果関係を検

証した文献の多くに方法論的問題があると

指摘されていた中、公衆衛生疫学や心理社

会学の観点を重視して立案及び実施に踏み

切った面も否定できない。 

 ・MS の法的な位置づけは、以下の通り。 

先ず、HSWA が上位の根拠法として存在

し、その第２条第１項に「罰則の裏付けを

伴う」職域の安全衛生および厚生水準確保

を定めた一般的義務条項が置かれている。 

 その下に法律並の法的規範性（強制力）

を持つ複数の規則（日本でいう安全衛生規

則などの政省令）があり、これらがその具

体化を図っているが、その制定改廃につい

ては、国務長官に大きな権限が与えられて

おり、安全衛生における、現場対応的柔軟

性、機動性、専門性の確保の要請を踏まえ

た選択と解される。MS との関係では、職

場のリスク調査を義務づけた９９年安全衛

生管理規則第３条が、その直接的な根拠規

定と解されている。 

 それより下位に、日本では大臣告示、局

長通達などの行政規則（解釈例規）に当た

る実施準則があり、これは、MS よりは一

段上位の格付けに当たるものの、性格的に

はガイダンスにとどまる。よって、名宛人

は、その遵守を直接的に義務づけられるわ

けではなく、別の手段で同じ目的を達する

ことも許されるが、その遵守により上位に

ある法規則の合法性が推認される点でも

MS と類似する。HSWA やその下位にある

安全衛生規則を含め、労働安全衛生に関す

る幅広い法規則の目的を達するために設け

られるもので、制定改廃については、HSE

（安全衛生庁）専門的行政機関に大きな権

限が委ねられ、その専門性、網羅性、機動

性が担保されているが、監督官による合法

性監督に際しても違法性の判断規準として

参照されるなどの意味で間接的、実質的な

法的拘束力を持ち得ることなどから、制定

改廃については、国務長官その他の行政機

関との間での協議など、やや厳しい手続的

規制が設けられている。MS をこれに格上

げすべき、との主張もあるが、今のところ

実現していない。 

 そして、位置づけ的にはこれらのルール

の更に下位にあるのが MS であり、これは、

基本的な根拠を（遠縁の）法令に置きつつ

も、リスク調査と管理の手法をベースとし

つつ、実効的なストレス対策のためにある

べき条件を掲げ、それと実際の職場との相
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違を確認させたうえで、理想的方向へ誘導

しようとするガイダンスである。よって、

実施準則と同様に、この手段を講じないこ

とがただちに法違反を導くわけではなく、

他の方法による法目的の実現ももちろん可

能である。逆に、このシステムの活用はお

おむね法遵守の推定を導くと考えられてお

り、外部の EAP（Employee Assistance 

Program）などが、このアプローチに「貢

献するもの」と記載する報告書もある 。そ

の制定改廃は HSE の専権事項とされてお

り、そのことによって、専門性、網羅性、

機動性の確保が図られているといえる。 

実際に、HSE は、MSA の開始以後、イ

ギリス国内での災害発生件数や作業関連ス

トレスの低減を図るため、数多くの国家レ

ベルでの介入計画を策定して来た。これら

の計画は、データ上、災害発生件数や作業

関連ストレスが も多い産業分野を対象と

して来た。そして、Web での公表を基本と

したガイダンス、教育研修機会、国による

無料の電話相談によるサポート、HSE の擁

する専門家への労使双方のアクセスや、組

織の取り組みの進捗状況を監視する監督プ

ログラムの提供に至るまで、数多くのソフ

トな（：誘導的な）関連施策を実施して来

た 。 

 結論的に、MS にとって、上位にある法

規則は、実質的に著しくパフォーマンスの

悪い雇用者に対する公権力行使や予算の割

当を裏付ける形式的意味しか持たないとも

いえ、現に、これまでのところ、MS に関

する罰則の適用例は４件にとどまる（いず

れもリスクアセスメント自体の実施を怠っ

たことによるもの）。もっとも、目標設定、

手続、体制整備などの規定という点では、

応分の意義が認められよう。 

 ・MS の仕組みは、基本的に既存のリス

ク管理手法を応用するものだが、評価ツー

ルとして、①職務上の要求、②裁量、③支

援を要素とする「職務の内容」と、④職務

上の人間関係、⑤役割、⑥変化を要素とす

る「職務の背景」を対象かつ指標とするス

トレス評価モデルを採用している。この仕

組み（MS）は、その根拠となる法規定との

関係からも、本来的に一次予防的な性格を

有しており、「～せねばならない」、「～して

はならない」といった要件や禁止事項を定

めて強制する方式ではなく、個々の要素に

ついて理想的な条件を掲げ、それと実際の

職場との乖離を自発的にチェックさせ、あ

るべき方向に誘導する方式を採っている。 

 

＜障害者差別禁止法上の施策＞ 

 ・先述した通り、イギリスの障害者差別

禁止法は、いわば前史に当たる①１９４４

年障害者（雇用）法時代、②１９９５年 DDA

時代、③２００３年改正法時代、④２０１

０年平等法時代の４つの時代区分に分けら

れる。他方、規制内容は、（ア）福祉・保護

的観点からの障害者の雇用保障措置、（イ）

直接差別、（ウ）障害に「関連する」理由に

よる差別、（エ）調整義務の不履行による差

別、（オ）間接差別、（カ）ハラスメント、

（キ）報復的取扱いの７種類に大別される。 

 現行の④時代には、新たに（オ）の規制

が加わり、（イ）（カ）が（＊（イ）につい

ては正当化事由も含めて）再定義され、（ウ）

については、「障害に関連する理由に基づく

差別」が、「障害に起因する差別」に代えら

れ、使用者の認識が要件化されると共に、

正当化立証（：一応立証された差別が正当
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な目的を達成するための適正な手段である

ことの証明）の余地が具体化され、事実上

拡大された。また、（エ）については、調整

義務が生じるケースとして、補助的支援

（provision of an auxiliary）がない場合に

障害者が不利な立場に置かれるケースが明

記された。 

・（オ）は、ある（いっけん）中立的な基

準等（基準又は慣行）の実際の適用が、保

護されるべき特徴を持つ集団に対して差別

的効果をもたらし、かつその基準等の適用

主体がそれを正当化できない場合や、適用

される見込みに基づき人の行動が抑制され

るような場合に成立する。たとえば、採用

の際に筆記試験方式を採ることが、視聴覚

障害者等に差別的効果を有するような場合

が該当するが、直接差別の場合と同様に、

比較の前提として、保護の対象となる集団

とならない集団の間に実質的な同質性が求

められる。本質的には、非障害者基準中心

に形成された社会のありよう自体に警鐘を

ならす「障害の社会モデル」的発想をとる

ものである。 

 ・（イ）については、③時代の直接差別規

定を引き継ぎつつ、附則９で以下の正当化

事由が明記された。 (a) 職業上の要件

（occupational requrements）に該当し、

(b)その適用が適法な目的達成のため均衡が

とれており、(c)その適用者がその要件を充

たすか、充たすと合理的に判断される場合。

また、障害者を非障害者より有利に取り扱

うことが許容される旨も明記された。 

 ・（カ）については、(a)ある者が障害に関

連する対象者にとって不快な（unwanted）

行為を行い、(b)当該行為が、(i)対象者の尊

厳を侵害するか、(ii)脅迫的な、敵意のある、

品位を傷つける、屈辱的な、または不快な

環境を生じさせる目的若しくは効果を発生

させる場合と再定義された。その具体的な

判断規準は、(a)ハラスメントを主張する者

の認識、(b)当該事案におけるその他の状況、

(c)当該行為がそのような効果を有すると合

理的に解し得るか否か、を考慮して判断さ

れる旨の規定も設けられた。 

 ・他方、平等法における履行確保につい

て整理すれば、以下の通り。 

 平等法の履行確保において、刑事制裁は

予定されておらず、行政機関によるあっせ

ん・仲裁や、より積極的な事業主等への調

査、質問、勧告などの他、司法による（主

に）民事上の救済が予定されている。もっ

とも、行政機関によるあっせん・仲裁は、

結局、当事者間の和解や協定の締結などに

よる民事上の解決を図るものなので、行政

の積極的介入をベースとして、民事的解決

を志向する法と考えて良いであろう。 

 問題解決にあたる主な行政機関には、①

助言斡旋仲裁局と②平等人権委員会があり、

①は準司法的性格が強い。労・使・中立の

三者構成の理事会が運営し、その救済手続

は、(A)（あっせん前置の考え方に基づきと

られる）労働審判所からの移送、(B)当事者

による直接の申立のいずれかにより開始さ

れるが、(A)によるものが(B)によるものの

約２０倍にのぼる。労働審判所からの移送

を受けた事件があっせん等を通じて合意に

達すれば、作成された和解協定は、労働審

判所の認証と記録を通じて事件の解決をみ

る。②は①より行政的性格が強い。平等法

等の遵守状況に関する事業主等への調査、

質問、勧告等の権限ほか、平等法の内容を

具体化する行為準則の制定権限等を持つ。 
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 民事法的解決を担保する他の手段として、

平等法上、契約法的規定（＊契約等の内容

をコントロールする規定）も置かれている。 

 すなわち、同法第１４２条第１項は、そ

れに反する取扱いを構成したり、促進する

ような契約条項には法的拘束力がないと定

め、同条第２項・第３項は、雇用関連サー

ビスや集団保険に関する協定などの契約に

類する協定について、同様の定めを置いて

いる。また、同法第１４４条第１項は、平

等法上の差別禁止規定を排除又は制限する

契約条項について、それにより利益を受け

る者にとって法的拘束力を持たない旨を規

定し、同法第１４３条第１項は、群裁判所

（county court）等が、利害関係者の申立

により、そうした契約等の削除や修正を命

じ得る旨規定している。 

 ・さらに、同法には、その履行確保を側

面支援する規定も置かれている。 

 たとえば、法第１１１条第１項は、２０

０３年改正 DDA 第１６C 条とほぼ同様に、

平等法に反する行為を行うようある者に指

示したり、違反行為者を支援するよう指示

すること（違反行為を導いたり、説得する

行為も含む）を禁止している。また、法第

７７条は、ある者の賃金格差が保護される

特性に関連して生じているか（＊≒主に直

接差別を構成するか）を判断するために行

われる「賃金に関する開示（relevent pay 

disclosure）」を禁じる契約条項を、その部

分について無効とし、かつ、かかる開示に

基づく不利益取扱いを禁じている（但し、

労働者が害意をもって誤った証拠や情報を

提供したり、不当な差別の申立を行うなど、

不誠実な行為をなした場合、報復的取扱い

は成立しない）。 

 

＜障害者福祉・雇用促進法上の施策＞ 

・施策運用の中心的役割を担っているの

は、日本ではハロー・ワーク・社会保険事

務所等の役割を兼ね備えた、雇用年金省傘

下の Jobcentre Plus である。この機関は、

障害者の就労支援のための専門家（基本的

に全て国家公務員）を配置し、レンプロイ

社やソーシャル・ファーム等の保護雇用機

関のほか、職業リハビリテーション等を行

う地方公共団体などの公的機関、民間団体、

専門家等とのネットワークを持ちつつ、障

害の性質や程度に応じ、就労・復職・雇用

継続等にわたる積極的かつ多面的で綿密な

支援策を講じている。日本で言えば、独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

傘下の都道府県障害者職業支援センターや、

主に自治体やＮＰＯなどが運営する障害者

就業・生活支援センターとしての機能も兼

ね備えている。 

 ・イギリスでは、１９４４年障害者（雇

用）法に基づき１９４５年に雇用年金省が

設立した Remploy 社と、いわゆる社会的企

業（social enterprise）の一形態であり、直

接的な根拠法を持たないソーシャル・ファ

ーム（＊但し、２０１２年に成立した公共

部門（公益）法（Public Sector（Social value） 

Act：国の行政及び地方自治体が、公益の実

現（：経済的、社会的、環境的な厚生水準

の向上）を図るために締結する公共契約に

関する法律）によって、実質的に（少なく

とも財政支援の）裏付けを得ることとなっ

た）に代表される保護雇用制度が、産業と

福祉のインターミディエイターないしバッ

ファーとして、少なからぬ役割を果たして

いる。 
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・うち前者は、主に重度障害者を対象と

し、その予算のほぼ全額が政府からの出資

や補助で賄われているが、後者は、２５％

以上の一般労働市場への参加が困難な対象

者の雇用により、税制上の優遇を受けたり、

公的機関からの事業の発注による支援等を

受けるものの、基本的には自律的に事業が

営まれる。ケータリング、リサイクリング、

園芸等の比較的創造的な業務が上位を占め、

障害者の一般就労への橋渡しも積極的にな

され、１９９７年の５社が２０１０年には

約１８０社にまで増加している。 

・Remploy 社でも、一般企業が雇用する

障害者への援助付き雇用の実施等、障害者

の一般企業への橋渡しは積極的に展開され、

２００９年には、３障害の合計で約６５０

０の仕事を見出したという。 

・現在、日本の産業と福祉は、①人と情

報の交流機会の乏しさ、②症例が福祉制度

や同施設の支援を受けることとなった場合

の一般就労機会の乏しさ、③症例が福祉的

給付を受給することとなった場合の固着性

等の意味で、相当程度乖離している状況と

解されるため、参照価値は高い。 

 ・職業訓練制度にも、workfare への傾倒

が顕れている。イギリスでの職業訓練は、

「国及び産業全体にわたり、継続的で共同

的かつ調和のとれた『成長』を目指す」政

府の基本方針に従って、ビジネス・イノベ

ー シ ョ ン ・ 技 能 省 （ Department for 

Business, Innovation and Skills（BIS））

により、技能訓練基金庁や民間企業などへ

の委託を通じて実施されている。当該訓練

では、一般的に個別ニーズに応じたプログ

ラムにより就業・復職・職務定着が図られ

ているが、障害者に対しては、年齢、失業

期間等で参加条件が緩和されているほか、

障害者特性を知る専門スタッフによる訓練

が実施されている。 

 ・また、職業紹介でも、Jobcentre Plus

が、豊富な雇用、就労支援関係情報を背景

に、雇用への仲立ちや働きかけなどのあっ

せんから、障害者が働き易い職場環境整備

にまで介入している点に特徴がある。その

際、地方自治体や民間非営利団体等が実施

す る 援 助 付 き 雇 用 （ Supported 

Employment）との連携を図っている点も

特筆される。 

 

 

ウ 効果 

＜労働安全衛生法上の施策＞ 

 ・結論的に、現段階では可視的な成果が

ナショナル・レベルで充分に認められる状

況にはない。たしかに、２００４年の MSA

導入以後、ストレス関連の症例の推定発生

件数が７％減少したとするデータは出てい

るが、説得的な値とは言えない。本文で示

した２００９年の心理社会学的労働環境に

関する調査報告（Psychosocial Working 

Conditions in Britain in 2009 HSE 2009）

の結論も、以下の通り、はかばかしいもの

ではなかった。HSE の委託によるデルファ

イ調査（専門家への聞き取り調査）でも、

「理論的には機能しているが、実務的には

そうとも言い切れない」との結果が導かれ

ている。 

 「２００４年から２００９年にかけて行

われた調査の結果からは、たしかに条件の

変化及び上司のサポートの指標では大幅

な向上傾向がみられるものの、この期間を

通じて心理社会的労働条件が一般的に有
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意に変化したとまではいえない。２００７

年の報告では、全人口平均レベルでの改善

傾向が顕れているといえるかもしれない

が、２００８年と２００９年の調査結果で

は、そうした傾向は継続していない。仕事

がかなりまたは過度にストレスになって

いると答える被用者の数の減少傾向はも

はやみられず、職場で積極的なストレス対

策がなされていると認識したり、ラインの

管理職とのストレス問題についての話し

合いがあると報告する被用者の数にほと

んど変化がみられない」。 

・とはいえ、その効果を否定する材料に

も乏しい。例えば、労災・作業関連疾患統

計上、自己申告上のストレス、抑うつ状態、

不安を原因とする推計逸失労働日数は、全

産業で２３％減少しているが、これに MSA

が貢献した可能性は否定できないし、個別

の組織での MS の活用が多額のパフォーマ

ンスをもたらしたことを示すデータも複数

出されている。また、心理社会学的労働環

境に関する調査報告からは、一般的に、未

だ雇用者側でできる努力が多々あることも

うかがわれる。 

＜障害者差別禁止法上の施策＞ 

・障害者差別禁止法は、①障害者の雇用

差別状態の是正、②就業上の福利、③雇用

率の向上、等を目的としているが、報告者

が確認できた統計は、③に関するものに限

られ、かつデータ上、殆ど変化はみられな

い。しかし、アメリカの ADA については、

雇用率の改善には必ずしも貢献しなかった

ものの、特に賃金、職責、昇格、合理的配

慮等の面での差別状態の解消には一定程度

貢献したことをうかがわせるデータが存す

るので、ADA に倣ったイギリス障害者差別

禁止法でも、ほぼ同様の効果を生じている

ものと察せられる。 

 

＜障害者福祉・雇用促進法上の施策＞ 

 ・調査が至らなかった。 

 

 

エ 図られている対応 

＜労働安全衛生法上の施策＞ 

・ノッティンガム大学の研究グループな

どの MS 推進派は、従来の MS への有力な

批判（①基準の不明確性、②評価ツールの

心理測定的特性の未開発、③リスク評価ツ

ールと基準の関係の不明確さ、④基準値に

かかる科学的根拠の脆弱性、⑤介入の現実

を想定した指針整備やその前提となる調査

の不充分さなど）を要改善点として積極的

に 受 け 止 め つ つ 、 従 来 の

Job-Demand-Control-Support モデル（職

務上の要求・裁量・支援をストレス評価の

主な尺度とするモデル）をベースとしたリ

スク管理モデルから、より積極的かつ包括

的な職場環境改善へと視点をシフトさせて

いっていることがうかがわれる。 

・すなわち、従前のモデルでは、組織に

ある問題点を一つ一つ調査して欠点として

捉え、あるべき条件へ向けて個別的に改善

を図っていくアプローチを予定していたが、

今後は、当該組織の歴史や脈絡を重視しつ

つ、個々の組織にある良い点、優れた点に

目を向けて伸ばしていく中で、問題点の解

消も図っていくアプローチにシフトさせよ

うということと解される。 

・ただし、①そうした発想や方策で、知

略を駆使して確信犯的に職場環境を悪化さ

せている人物やグループに対応できるか、
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特に経営者自身の個性や考え方の偏りに根

ざす問題や、当該組織の歴史や脈絡に根ざ

すいわゆる組織文化的な問題に対応できる

か、また、②そうした経営コンサルティン

グ的側面を持つ作用に公的支援を行ったり

公権力を介入させることに正当性は認めら

れるか、等が改めて問われよう。 

 ・もっとも、イギリスの労働安全衛生行

政が、従前の作業関連ストレス対策に関す

る調査研究や実際の取り組みを経たうえで、

「良い経営こそが、作業関連ストレス要因

を管理する鍵である（‘Good management 

is the key to managing the causes of 

work-related stress’）」と宣言しているこ

とは軽視できない。また、イギリスの産業

精神保健法政策は、彼国固有の文脈のうえ

に成り立っていることにも留意する必要が

ある。 

・いずれにせよ、イギリスの産業精神保

健法政策が頓挫したと結論づけるのはまだ

早い。個別の組織レベルでの成果は多数報

告されているのに、ナショナル・レベルで

の成果が充分に認められていないというこ

とは、”one size cannot fit all”の原則が妥

当する可能性がある。つまり、国がモデル

を示す意義は大きいが、個人にしろ組織に

しろ、その脈絡を充分に踏まえない対策は

奏功し難いことを示唆している可能性は否

定できない。 

特に、メンタルヘルス問題の心理的特性

を踏まえた介入方法の改良により成果の改

善が図られる可能性は高い。 

 

＜障害者差別禁止法上の施策＞ 

 ・不明 

 

＜障害者福祉・雇用促進法上の施策＞ 

 ・前述した通り、政府の財政難を背景に

した福祉制度改革の影響を受け、「福祉から

就労へ（welfare to workfare）」の方向性を

強めている。すなわち、一方では、所得保

障制度の統合再編と給付対象者の絞り込み

を図りつつ、他方では、ワーク・チョイス

を中核とする職業リハビリテーション、職

業訓練、職業紹介等の就労志向での制度の

再設計と充実化を図っている。 

 

 

（２）デンマーク 

ア 背景 

 ・以下のような事情を背景に、政府が、

1990 年代後半からさまざまな行動計画（特

に「クリーンな労働環境への行動計画

（Action Program for the clean working 

environment 2005）」）や戦略を積極的に設

定してきていた流れがあった。 

 ①労働政策および社会保障政策において

先進的な取り組みを行ってきているにもか

かわらず、労働災害や職業性疾病が減少し

ていないとの（政府の）認識があったこと、 

 ②１９８０年時点で、国民１０万人当た

りの自殺者数が３５人と、国際的にも有数

の自殺率の高さが社会問題となっていたこ

と、 

③国際競争条件下で、人的資源にさほど

恵まれていないことからその積極活用を図

らねばならないとの（政府の）認識があっ

たこと、 

④特に COPSOQ（コペンハーゲン心理社

会 調 査 ： Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire （COPSOQ））の開発の背

景となった事情として、労働における心理

－ 24 － 



 
 

社会的なストレス要因が、筋骨格障害

（musculoskeletal disorder）、心臓血管系

疾患（cardiovascular disease）、精神病、

ストレス、燃え尽き症候群（burnout）、生

活の質（quality of life）の低下、病気休暇

（sick leave）、労働移動（labor turnover）、

モチベーションと生産性の低下といったさ

まざまな問題を引き起こす要因となってお

り、労働者のみならず、企業および社会全

体にとっても重大な問題となっているとの

（政府や研究者などの）認識があったこと。 

・２０１０年４月に国立労働環境研究セ

ンター（内の研究グループ）より公表され

た「メンタルヘルス、疾病休業および職場

復帰に関する調査報告および勧告（Mental 

health, sick-ness absence and return to 

work）」によれば、彼国では、メンタルヘ

ルス不調による欠勤日数の増加、障害年金

受給者数の増加などが生じており（＊同不

調者の割合も、他のヨーロッパ諸国に比べ

て１２～２７％高いと指摘されていた）、そ

れらのコストはトータルで５５億デンマー

ク・クローネ（１クローネ＝１６円として、

約８８０億円）に達している。そのうち約

９割は、病気休暇、早期退職、職務遂行能

力の低下が占めており、医療コストは約１

割に過ぎない。 

 ・なお、現地調査の結果、デンマークに

おける自殺者数の多さと下掲のメンタルヘ

ルス対策に直接的な関係はないとのことで

あった。下掲の通り、既存の労働環境法上

のリスクマネジメントの仕組みにメンタル

ヘルス対策を位置づける対策が採られたの

は、あくまで上掲のような背景を踏まえ、

かかる施策の前提となった「クリーンな労

働環境への行動計画」などにおいて、公労

使がそれに「合意」したからであり、必ず

しも科学的に根拠づけられたものではない、

ということであった。 

 ・「クリーンな労働環境への行動計画」に

基づき採られた主な（法）政策には、以下

のようなものがある。 

①１９９７年：全企業における書面での

リスクアセスメントの義務づけ、５名以上

の被用者を雇用する企業への安全衛生委員

会設置の義務づけ（＊１０名未満の被用者

を雇用する企業につき、後に廃止）、労働安

全衛生コンサルタントへの教育訓練等によ

る質的保証制度の導入、労働環境監督署の

編成、国立安全衛生機構（後の国立労働環

境研究センター）の設立等。 

②２０００～２００１年：企業に経済的

インセンティブを与えるための包括的パッ

ケージの構築（一般安全衛生税制の導入（＊

２００２年に廃止）、特に良好な労働環境を

形成した企業に対する認証及び補助金給付

制度の導入（＊補助金制度は２００２年に

廃止）、特に多忙な産業部門における労働環

境監督のための手数料徴収制度の導入等

（＊２００２年に廃止））、心理社会的労働

環境を含めた主要領域での法違反に対する

過料決定権限の労働環境監督署への付与、

サービス提供事業者や建造物所有者の責任

強化、労働安全衛生コンサルタントの業務

範囲の拡大等。 

③２００２年：ハラスメントに関する協

約モデルの作成、ハラスメント事例の監視

及び処理の権限を当事者に付与する協約交

渉の承認、私宅での非営利的労働に対する

監督権限の制限等。 

④２００４年：優先的監督先決定のため

の全企業調査の実施、支援を要する企業に
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対する労働安全衛生コンサルタントによる

強制コンサルティング制度の導入と同コン

サルタントの雇用担当大臣による認可制度

の創設、後掲するスマイリーマーク制度の

導入（＊ただし、当初は３種類）、労働環境

監督署による助言への強制力の付与、企業

によるリスクアセスメントの対象への疾病

休業の追加等。 

 ・デンマーク政府は、２００５年１２月

に、「将来の労働環境に関する報告書

（ Report in Future Working 

Environment 2010）」を発表し、同年から

２０１０年までの５年間の労働環境改善の

ための優先的取組課題として、①（伝統的

な）労働災害、②心理社会的労働環境、③

騒音、④筋骨格系障害の４つを設定した。

このうち、心理社会的労働環境の改善につ

いては、病気休暇の１０％削減が数値目標

として設定された。 

 同報告書の基礎となった労働環境評議会

による「2010 年度までのデンマークにおけ

る全体的労働環境対策の優先順位に関する

新国家行動計画に関する報告書（Oplæg til 

ny national handlingsplan og 

prioriteringer for den samlede 

arbejdsmiljøindsats i Danmark frem til 

udgangen af 2010）」では、当該優先順位の

設定に際して、グローバリゼーションと国

際的競争の拡大、サービス産業の成長、急

速な技術発展、高齢化、移民人口の増加な

ど、現在のデンマーク労働市場における発

展傾向と既知の労働環境にかかる問題の継

続性、伝統的な生産に関連する職種の減少、

座業の増加、身体的負担のある職種の増加、

職場の人員構成の変化、技術発展により発

生している新しいリスク要因の可能性等の

労働環境の発展傾向を考慮すべき、とされ

ていた。 

 

イ 特徴 

 ・労働環境法（特に第１５条 a）に基づ

き、ＰＤＣＡサイクルを構築し、リスク評

価と改善を実施することを使用者に義務づ

ける、一次予防策中心の方策が採られてい

る。同条は、使用者は、事業における労働

の性質、手段、プロセス、規模に留意しつ

つ、事業場における労働安全衛生の状態に

ついて書面でリスク評価を行い、被用者が

アクセスできる場所に掲示しなければなら

ない旨を定めている。 

・その実施状況につき、労働環境監督署

による臨検と認証により担保（根拠法の履

行確保）を図る仕組みとなっている。 

・労働環境法の執行に関する 高責任者

は 、 雇 用 担 当 大 臣 （ Minister of 

Employment）であり、労働安全衛生にか

かる行政上の権限を持つ。労働環境監督署

は、中央組織と地方の監督官から構成され、

同大臣の援助の下で、実際の査察等の業務

を担当する。その主な権限及び役割は、①

労使や後述する労働環境評議会等に対する

労働安全衛生問題に関するガイダンスの提

供、②雇用担当大臣の名義による規則の策

定、③労働プロセス、作業場、技術装置、

物質・材料等にかかる法規則に基づくライ

センスの発行のための審査、法規則の遵守

の確保などである（法第７２条第１項）。中

でも も重要なのが④だが、（２０１１年３

月の与野党間合意を受け、）同年６月の法改

正により規定された法第７２条 a により、

リスクベースによる２段階の査察制度

（risk-based inspections in two tiers）が

－ 26 － 



 
 

導入され、労働環境におけるリスクが も

高い企業への査察の確保が目指されている。

また、デンマークでは、労働環境法上、同

大臣の諮問機関として、公労使の代表から

構成される労働環境評議会（Working 

Environment Council）が設置され、法政

策形成に大きな影響を及ぼしている。また、

企業外部の専門家である民間の労働安全衛

生コンサルタント制度が法定されており、

労働環境上のリスク分析を行い、職場の具

体的デザインを提案する役割を担っている。

労働環境法違反の是正に際して、同コンサ

ルタントからの支援が義務づけられる場合

もある（第１２、１３条）。 

・労働環境法上の特定の義務違反につい

ては、労働環境監督署に過料決定の権限が

与えられている。また、そのような権限を

背景に、労働環境監督署が、企業に対して

拘束力のある助言を与えることが可能とさ

れている。 

・２００４年の法改正を契機に、４種類

のスマイリーマークシステムが導入され、

企業の労働環境状態が評価、区分され、Ｗ

ＥＢサイトで公開されることとなった。 

・労働環境に関する法政策の構築と運用

の双方にわたり、政府とソーシャル・パー

トナーの協働関係が構築されており、両者

の距離の近さがうかがわれる。 

例えば、労働環境法第７２条 b１項にお

いて、労働協約に労働環境法に規定する法

的義務と類似の義務が含まれる場合、労働

環境監督署による行政的監督を受けず、協

約当事者の自治に委ねられ得る旨規定され

ている。したがって、産業別の協約も重要

な意味を持つ。 

 ・セクハラを含めたいじめにつき、協約

当事者にモデルを示しつつ、彼らに規制と

監督処理の権限を委任する制度がある。 

・労働環境法に基づく一次予防に重点を

置いたリスク管理手法は、メンタルヘルス

のみならず、彼国の労働安全衛生対策全般

で採用されている。ただし、作業関連スト

レスによる疾病休業者の増加傾向を背景に、

心理社会的労働環境整備が重視されるよう

になって来た経過がある。 

・２００１年の行政命令９６号が、使用

者にメンタルヘルスを考慮した職場の設計

を義務づけている。２００４年の行政命令

５５９号は、EC の８９年「安全衛生の改善

に 関 す る 基 本 指 令 （ 枠 組 み 指 令 ）

（89/391/EEC）」を受け、労働環境改善の

ための予防原則を明記している。 

・労働環境法第１５条 a およびその関連

行政命令を踏まえて、２００２年に、職場

におけるリスク評価を行うため、労働環境

監督署により、直接的には法的拘束力を持

たない「職場リスク評価の準備および評価

に関するガイドライン」が作成・公表され

ている 。 

・リスク評価の結果は、従業員のアクセ

ス可能な場所に掲示して公表することが義

務づけられている。 

・リスク評価は、３年ごとに実施され、

改訂されることが義務づけられている。 

・企業自身での自主的な取り組みを主眼

として、行政機関によるガイダンスツール

や調査票の提供、また外部のコンサルタン

トの利用を容易にするような施策が展開さ

れている。 

 ・リスク評価は、 

①（事業場外での就労を含めた）労働条

件の把握および対応関係の作成、②問題の
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同定と評価（＊問題の本質や重大性、範囲

等の同定、問題の本質への対策、再発防止、

可能な限り安全でストレスが少なく、多く

の被用者を保護する措置の特定など）、③疾

病休業（者）への関与（＊組織の労働環境

上の問題と疾病休業の関係の評価と、特定

された問題への実効的対策等）、④優先順位

の設定と行動計画の策定（＊安全衛生上の

喫緊の脅威に対し、それを除去するか受け

入れ可能なレベルに低減するためのアクシ

ョンプランの策定と実行）、⑤フォローアッ

プ（＊アクションプランのフォローアップ

と改訂） 

を循環させる形で行われる。 

主なリスク要因は、労働量、速度、感情

負担、夜勤・交替制勤務、暴力・脅威、い

じめ・ハラスメントと解されており、各要

因ごとに対応するガイダンスツールが作成

されている。 

②では、労働環境に関する問題と労働者

の病気休暇等との関連性も評価対象とされ

ている。 

・以上のプロセスには、管理者、被用者、

（労働環境法上設置が義務づけられた）安

全衛生委員会か被用者の代表の関与が求め

られている。ただし、③に限り、疾病罹患

の原因が複雑多様であり、またバイアスが

かかることを防ぐため、疾病罹患者本人は

関与すべきでないとされている。 

・労働環境監督署は、以上のプロセスが

適切に実施されているか否かを評価する。

査察は、おおむね３年に１度のペースで実

施され、臨検が原則ながら、実際には、資

料の準備や繁忙期を考慮し、大まかな訪問

時期は２～６か月前に使用者側に通知され

ている。査察に際しては、主に、①使用者

から提供されるデータ、②労働状況の観察、

③質問状への回答内容、が検査の対象とな

る。①については、当該データの内容と労

働環境の実情の齟齬の有無が確認され、②

については、人・物の配置、被用者の労働

の状態（＊同じ部門の労働者間で繁閑の差

が拡大していないか等）などが確認され、

③については、主に後掲する COSPAQ 簡易

版が質問状として用いられる。査察の目的

は、心理社会的なものを含めたリスク要因

の排除や低減にあり、重なる部分はあるも

のの、必要以上にビジネスに介入しないよ

う配慮されているが、特に前述した与野党

間合意の後、査察官の業務が増加している

という。 

・心理社会面での職場のリスク評価のた

め、心理社会学的知見を積極的に活用し、

独自の調査票（コペンハーゲン心理社会調

査 ： Copenhagen Psychosocial 

Questionnaire （COPSOQ））の開発が行

われて来た。主導的役割を担ったのは、国

立労働環境研究センター（調査票開発当時

の名称は、国立労働衛生機構）であり、労

働衛生サービスや労働環境監督署、労働衛

生（予防医学）を専門とする診療所などか

ら労働環境の専門家を招聘して開発された

経緯がある。 

・COSPAQ の目的は、①職域における心

理社会的リスク要因の評価のための有効か

つ妥当な手法の確立、②国内外にわたる比

較を可能とすること、③介入の評価の改善、

④サーベイランス（継続的な監視）とベン

チマーキング（ 良な例と自らの取り組み

との差を比較検討し、継続的に改善してい

くこと）の促進、⑤難解な概念や理論を利

用者にとって分かり易くすることであり、
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開発に際しての基本原則は、①理論をベー

スとしつつも、特定の理論に囚われないこ

と、②様々な次元の分析レベル（組織、部

門、職種、人と労働の界面、個人など）を

内包すること、③分析レベルに職責、組織

労働、就業上の内部的人間関係、協働、リ

ーダーシップに関連する要素を含めること、

④分析対象に、潜在的な作業関連ストレス

要因のほか、（社会的）支援、フィードバッ

ク、コミットメント、良好な健康状態など

の資源を含めること、⑤包括性を担保する

こと、⑥産業のほか、保健福祉部門、コミ

ュニケーション部門などの業種にも適用可

能な一般性を担保すること、⑦特に中間版

（原則として労働環境の専門家向け）と簡

易版（職場での簡易調査向け）の構成をユ

ーザーにとって使い易いものとすること、

とされていた。 

・COSPAQ は、調査・分析結果のフィー

ドバックや、心理測定的な面での分析機能

を強化するため、COSPAQⅡへ発展を遂げ

ている（２００４～２００５年には、

COSPAQⅡを活用し、８０００人を対象と

した心理社会的労働環境の全国調査が実施

され、３５１７人から得られた回答を基に、

様々な研究が展開されている）。なお、

COSPAQⅡを活用した被用者の心理社会的

労働環境と病気休暇取得の関連性に関する

Regulies らの２０１０年の調査研究から、

デンマークでは、感情的要求（ high 

emotional demands）と職務上の役割葛藤

（high role conflicts） が病気休暇取得の重

要なリスク要因となっている可能性が指摘

されている。これは、COSPAQ II による心

理社会的労働環境の調査が、個別被用者の

健康状態把握のためにも利用できる可能性

を示唆するものである。 

COSPAQ や開発されたガイダンスツー

ルは、デンマークのみならず世界中で活用

されるに至っている。 

 ・心理社会的労働環境に労働環境局を介

入させる政策の背景として、１９９５年に

ソーシャル・パートナー、雇用担当大臣、

労働環境監督署の代表により構成された委

員会が、詳細な調査のうえで雇用担当大臣

に対して行った勧告が重要な意味を持って

いる。これによれば、心理社会的労働環境

のリスク要因は、企業の経営上の決定に関

連する要因（賃金、昇進、雇用の不安定性、

職場におけるいじめ、ハラスメントなど）

と被用者の労働状況に直接間接に関連する

要因（反復労働、暴力のリスク、単独労働、

シフト労働、バーンアウト）に分類され、

前者は被用者や安全衛生の専門家と協力し

つつ企業が自身で解決すべき要因だが、後

者は労働環境監督署が介入すべき要因であ

るとされていた。 

 ・２次・３次予防のうち３次予防につい

ては、疾病手当法（Sickness Benefit Act：

Lov om sygedagpenge）に基づく復職に関

するフォローアップ規定があるが、実際の

運用は、労使間の協議を通じて段階的かつ

柔軟になされるよう、また、職場における

疾病予防（１次・２次予防）にも繋がるよ

う設計されている。 

 ・疾病手当法は、①疾病休業者への所得

保障と共に、②疾病休業者の早期復職支援、

③疾病予防のための地方自治体（コムーネ）

と企業等の協働の支援などを目的としてい

る（第１条）。その特徴は、(1)使用者→自治

体への給付の主体が移動し、かつ連続した

所得保障、(2)労使間協議、特に疾病休業者
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本人との話し合いを基礎とした職場復帰支

援、(3)自治体の積極的関与、(4)計画的、個

別的、継続的で、関係者が連携してなされ

るフォローアップの４点に集約される。 

 ・疾病手当法に基づく給付（①）は、「被

用者が疾病により労務を提供できない場合」

に支給されるものと規定されている。その

判断は、被用者の罹患している疾病の性質

や程度と、それが就業に与える影響の両面

を勘案して行われる。 初の３０日間は使

用者、その経過後は地方自治体に休業手当

の支給が義務づけられている（第６条第１

項）。わが国の打切補償に該当する仕組みは

設けられておらず、その補償は、職場復帰

の可能性がある限り、継続される（復職の

可能性がなくなって、補償が打ち切られる

場合には、失業保険をはじめとする社会保

障制度が適用される）。たとえ休業する場合

でも、具体的な疾患名等は、医療情報法上、

一定要件を充たす場合でなければ、問うこ

と自体ができないと解されている。支給に

際して当該疾病発症の業務上外は問われな

いが、実際に休業者が発生すれば、使用者

に上述のような負担が生じること、そもそ

も１次予防のための措置（＊これは２次予

防以下にも該当し得る）が法的に強制され

ていること、労使共に、労働環境上の問題

（特に暴力、脅迫、ストレスなどの問題）

について、上司－部下間、同僚間などでオ

ープンな協議を積極的に行い、風通しの良

い職場環境を形成すべきとする点で概ね意

見の一致をみていること、近年では、特に

管理職のメンタルヘルス・マネジメント能

力が重視され、その養成のための研修等の

受講が昇進の条件とされるようになって来

ていること等から、結果的に１次～３次の

全段階にわたる予防措置が要請される状況

となっている。 

 ・疾病手当法に基づく早期復職支援（②）

は、以下のように規定（設計）されている。

すなわち、被用者の休業開始後４週間以内

に原則として対面での面談の実施がなされ

（第７条 a 第１項、第２項）、休業初日から

８週間以内の復職が見込まれない場合、被

用者から使用者に対し、随時、雇用維持計

画（retention plan）を要求でき（使用者側

もその作成を拒否することができる）（第７

条 b 第１項、第２項）、次に述べる自治体に

よるフォローアップが実施される場合には、

それを提出することを求められる（同条第

３項）。地方自治体の関与後も、使用者によ

る早期復職支援自体は当然に継続すること

が予定されており、同法は、疾病休業期間

が３か月を超える場合には、当該被用者の

職場復帰に向けた調整（アセスメント）と

フォローアップを義務づけている。 

 ・疾病予防のための地方自治体（コムー

ネ）と企業等の協働の支援（③）は、まさ

に地方自治体が主体となって、疾病休業者

の利害関係者（使用者、医師、失業局、労

働組合、リハビリ施設、病院・診療所）と

連携し、そのフォローアップを図ることが

国法上義務づけられる、デンマーク独特の

法制度である。疾病手当法は、８週間を超

える疾病休業者に対し、地方自治体が、症

例の利害関係者と協力して、当該症例に応

じた個別的かつ柔軟性を持つ行動計画を策

定し、同人に継続的に関与することを義務

づけている（第８条第１項、第２項）。実際

の運用に際しては、特に使用者とかかりつ

け医の協力関係の構築が重視される（第９

条）。自治体は、医療機関等に対し、適正な
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手続を経て、当該症例に関する医療個人情

報の照会を行うことができる（第１０条第

１項）。また、自治体は、症例に適用可能な

疾病手当制度について説明する義務を負う

が、それに伴い、疾病休業者側でも自身の

症状等について質問への回答を求められる

（第１１条第１項、第２項）。自治体による

フォローアップでは、疾病休業者を、カテ

ゴリー１（早期復職が可能な症例）、カテゴ

リー２（長期疾病のリスクまたは就労に伴

うリスクを伴う症例）、カテゴリー３（疾病

が長期化している症例の３種類に分類し、

異なった対応を行う（第１２条）。中でも重

視されているのはカテゴリー２で、 初の

フォローアップは他と同様に休業開始から

８週間経過後に行われるが、その後は、他

では３か月ごととなるのに対し、４週間ご

とに行われる（第１３条第２項、第３項）。

フォローアップを通じて、労務への復帰が

不可能と判断される場合もあるが、自治体

によりあらゆる手段が尽くされた後でなけ

れば正当化されない（第１５条第５項）。自

治体は、症例の復職に際して、使用者と定

期的なコンタクトをとりつつ同人に積極的

な働きかけを行い、協働して支援に当たら

ねばならない（第１７条第１項）。復職の成

功のためには段階的な復職を行うべきだが、

その決定に際しては、自治体、使用者、症

例本人間の合意が求められる（第１７条第

２項、第３項）。 

 フォローアップも、所得保障と同様に、

復職の可能性がある限り、無制限に継続さ

れる。 

 ・わが国同様、デンマークでも、作業関

連ストレスによる精神障害への労災認定は

なされているが、他の対象に比べて認定率

が低いうえ（Klide:ASK(2012)Arsrapport 

2011 によれば、申請件数のうち１０％未

満）、以上に述べて来た事情、すなわち疾病

手当法による私傷病罹患者への手当が比較

的手厚いこと、一次予防への取り組みが法

定に義務づけられていること、労使間で職

場環境改善に向けた自発的な取り組みがな

される例が多いこと等から、あまりその必

要性が認識されていない状況にあるという。 

 ・被用者の医療情報の取扱いについては、

１９９６年に、「労働市場における医療情報

等の利用に関する法律（Act on the Use of 

Health Information in the Labour 

Market: Lov om brug af 

helbredsoplysninger m.v. på 

arbejdsmarkedet）」と題する法律が制定さ

れている。同法は、医療情報の不適正な取

扱いにより、被用者の雇用上の能力発揮の

機会が制限されないようにすることを主な

目的とし（第１条第１項）、使用者が被用者

の医療情報の提供を求め得るのは、被用者

が所定業務を遂行する能力に重大な影響を

及ぼすような疾病に罹患しているか、また

は現にそうした症状を呈しているかを確認

する目的を持つ場合に限られる旨定めてい

る（第２条第１項）。 

 また、2009 年に雇用担当大臣名で公表さ

れた「使用者による被用者の疾病に関連す

る 情 報 の 依 頼 に 関 す る ガ イ ダ ン ス

（ Vejledning om arbejdsgivers 

indhentelse af oplysninger i forbindelse 

med lønmodtagerens sygdom）」にも、使

用者が被用者に疾病に関して質問できるの

は、当該疾病が被用者の労務の提供に重大

な影響を与える場合に限られ、たとえ被用

者からの自発的申告があった場合にも、そ
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の病状について尋ね得るのは、その疾病が

労務提供に重要な影響を与えることが明ら

かな場合など、例外的なケースに限られる

旨、定められている。したがって、メンタ

ルヘルス不調者についても、被用者の治療

状況などに直接アクセスすることは許され

ず、確認し得るのは、その疾患が労務に与

える影響（＊疾病にかかる就業上の措置に

かかる事柄等）等の事項に限られる。 

 ただし、上述した通り、疾病手当法上、

疾病休業者対象の行動計画の運用に際して、

自治体は、医療機関等に対し、適正な手続

を経て、当該症例に関する医療個人情報の

照会を行うことができる（第１０条第１項）

ほか、症例に適用可能な疾病手当制度につ

いて説明する際、疾病休業者側も自身の症

状等について質問への回答を求められる

（第１１条第１項、第２項）。 

 また、２００９年のガイダンスでは、使

用者が労働協約等でその権利を放棄しない

限り、同人は、経営権（managimental right）

に基づき、上述の制約のもとで、就業上の

配慮等のための面談を被用者に求めること

ができる。 

 ・上掲の「クリーンな労働環境への行動

計画」に基づく労働環境改善のための経済

的インセンティブ施策の一環として、一般

安全衛生税や労災補償の拠出金に応じた税

の制度を有していた時期があったが、その

後廃止された。また、特に良好な労働環境

にあるとの認証を受けた企業に対して、安

全衛生費用の補助を行う制度があったが、

これも廃止された経緯がある。 

 

ウ 効果 

 ・労働環境一般については良好さを維持

している企業が多く、その意味で、デンマ

ーク方式は有効に機能していることがうか

がわれる。 

・他方、これはあくまで労働環境全体に

ついての評価であって、メンタルヘルス不

調に起因する疾病休業を取得する被用者数

について目立った減少が見られるわけでは

ない。具体的には、上司や同僚からの援助

は、以前より期待可能な状況になっている

が、感情的な要求の増大、意義ある労働と

感じる労働者数の減少などがみられる。ま

た 2010 年のデンマーク労働健康調査にお

いても未だに多くの被用者が心理社会的労

働環境上の問題を抱えていることが明らか

となっている。 

 ・Pejtersen らが２００９年に公表した、

上掲の COSPAQⅡを活用した全国調査結

果と１９９７年に実施された心理社会的労

働環境調査結果の比較からは、デンマーク

の被用者の心理社会的労働環境は、全体と

して悪化していることが明らかとなってい

る。特に、仕事上の葛藤などを背景とする、

中傷・陰口などの攻撃的なふるまいが増加

している。 

 

エ 図られている対応 

 ・ 近のデンマーク政府および専門家の

取り組みは、上掲したリスクベースによる

２段階の査察制度により、より労働環境上

のリスクが高い企業に対する労働環境監督

署の査察（権限）を強化すると共に、疾病

休業を取得した被用者の職場復帰も重視す

るようになって来ている。 

 ・とりわけメンタルヘルス不調者の職場

復帰の促進に焦点が置かれるようになり、

前述した通り、２０１０年４月には、国立
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労働環境研究センター（内の研究グループ）

より「メンタルヘルス、疾病休業および職

場復帰に関する調査報告および勧告

（Mental health, sick-ness absence and 

return to work）」が公表されている。 

 ここでは、雇用者と医療者の双方による

復職介入により、メンタルヘルス不調者の

疾病休業を減らすことができるが、被用者

の機能レベルを考慮し、適当な場合には、

職務内容の変更が求められること、治療に

際しても、医療と心理の双方による協働的

治療やエビデンスに基づくガイドラインの

適用が求められること等が示唆されている。 

 その他、以下の９つの勧告も記載されて

いる。①メンタルヘルス問題の早期発見及

び治療機会の保障、②個人の機能レベルと

労働能力への影響に関する資料の提供、③

機能レベルが低下している被用者の職務内

容の変更、④利害関係者全てによる職場復

帰へ向けた協働、⑤被用者の休復職にかか

るカウンセリングによる職場内の協働の推

進、⑥社会的包摂の発想に基づく職場復帰

の促進、⑦休復職に関する企業方針の策定

と実践、⑧風通しの良い職場風土の形成、

⑨職場における健康の保持増進対策の実施

とストレス要因の低減。 

 

 

（３）オランダ 

ア 背景 

・一言で言って、他の先進諸国と同様に、

welfare から workfare へと政策の重点が移

行して来た経緯がある。 

・１９２９年の傷病手当法（Ziektewet）

制定以来、疾病休職者に対して、労使の一

律的な保険料負担に基づく保険給付等によ

る長期にわたる手厚い保護が図られてきて

いたが、①疾病予防、②早期復職の両観点

でのインセンティブを欠く等の問題認識か

ら、以下の通り、１９９０年代から２００

０年代にかけて、使用者による負担の強化

を主軸に、workfare を重視する現行制度に

転換された。使用者による負担は、民事上

の義務とされているので、公法的規制から

私法的規制への軸足の変化と説明すること

もできる。ただし、民事上の規制でカバー

できない部分のセーフティーネットや、一

次予防対策については、なお公法的規制の

所掌領域となっている。 

 ・１９９４年：「疾病による休職の抑制に

関する法律（Wet TZ）」制定 

 使用者に対し、「民事上」、疾病休職開始

後２～６週間にわたる賃金継続支給を義務

化 

 ・１９９６年：同法改正 

 賃金継続支給期間を一律５２週間（１年

間）・所定賃金額の７０％に延長 

 ・２００４年：同法改正 

 賃金継続支給期間を一律１０４週（２年

間）・所定賃金額の７０％に延長 

 ・２００６年：「就労能力による所得保障

法 （ Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen：WIA）」に基づく障害保

険制度が導入された 

 ・以上の経過を経て、現行法上、上記１

０４週（２年間）の賃金継続支給期間を途

過すると、一定要件を充たす者については、

一定期間、障害保険制度が適用される仕組

みになっている。 
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イ 特徴 

（ア）１次予防関係 

・オランダにも、他の EU 諸国と同様に、

労働環境法（Arbowet）に基づく一次予防

面での規制がある。具体的には、①使用者

へのいじめ等の精神面を含めた一般的な安

全衛生対策（労働環境法第１条）とその実

現のためのリスク管理の義務づけ（同施行

規則（Arbobesluit）第２章第４款２．１５

条以下）、②安全衛生に関する労使協議と労

使協働による取組の促進、③労働安全衛生

専門家協会（Arbodienst）にアドバイスを

求めること、等が規定されている。うち②

③については、事業所委員会が一定程度代

替できる仕組みとなっている。外部労働者、

不法就労者等も適用範囲に含まれ、企業規

模等による例外も認められていないが、お

おむね２５名未満の事業所については、リ

スク・アセスメントにかかる責任や安全管

理責任者の設置義務を軽減する規定（第１

２条、第１３条）がある。 

 ・安全衛生及び労働時間規制の履行確保

については、労働監督官（arbeidsinspectie）

が管掌する。 

 

（イ）２次予防関係 

 ・不明 

 

（ウ）３次予防関係 

＜公法的規制＞ 

 ・オランダには、日本のような包括的な

労災保険制度はなく、民法典（Burgerlijk 

Wetboek Boek）による所得保障等の期間

（２年間）を途過した疾病罹患者には、発

症・増悪事由（以下「発症事由等」という）

の業務上外を問わずに「就労能力による所

得保障法」に基づく障害保険制度（WIA）

が適用される。他方、療養等に要する費用

には、一般的な国民健康保険が適用される。 

 ・WIA は、２００６年に疾病労働者の職

場復帰を主目的として導入され、使用者の

保険料負担により、疾病の発症事由等を問

わず、労働者の就労能力に応じて所得保障

を図る制度である。 

 障害により稼得能力（verdienvermogen）

が３５％以上低下した者に対して、以下の

区分に応じて適用される。 

 ①重度障害者（稼得能力が８０％以上低

下し、回復の見込が立たない者）：従前の賃

金の７５％相当額が年金支給開始年齢まで

支給される。 

 ②軽度障害者（稼得能力が３５～７９％

低下したか、８０％以上低下しても回復の

見込がある者）：就労履歴に応じ、３～３８

か月間の給付（＊ 初の２か月間：従前賃

金の７５％相当、それ以後：７０％相当。

就労履歴との関係では、疾病発症前の３６

週間のうち２６週以上賃金を得ていれば３

か月。加えて就労１年につき１か月の割合

で受給期間が決まる）が行われる。 

 

＜私法的規制＞ 

 ・オランダの民法典第７巻第１０章（労

働契約）は、疾病に罹患した労働者に対し、

①疾病休職期間中の 長２年間の解雇制限

と所定賃金の７０％の賃金保障、②労使双

方を対象とする職場復帰へのインセンティ

ブについて規定している。 

 ・オランダの法制は、そもそも期間の定

めのない労働契約の解消に際して、①労働

保険実施機関（UWV）（：行政機関であり、

日本のハローワーク等に相当）の許可、②
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裁判所での解消の認容、のいずれかを要件

としている。実体面では、日本の労働契約

法第１６条と同様、解雇一般について合理

性を求めると共に、一定の解雇禁止事由を

列挙している。例えば民法典は、産前産後

や兵役期間中にある者、従業員代表を務め

る者等の解雇を禁止しているほか、第６７

０条第１項が、発症事由等の業務上外を問

わず、原則として疾病休職中の労働者の解

雇を禁止しているが、(a)不就労期間が２年

継続した場合、(b)所轄の労働保険実施機関

（UWV）が使用者からの解雇許可の申請を

受理した後に労働者が就労不能状態となっ

た場合、を例外としているほか、明文規定

はないが、疾病の程度が重く、職場復帰の

見込が全く立たない場合にも、解雇が許容

される。 

 また、同法第６７０(b)条でも、試用期間

中、即時解雇（ただし司法での手続が要件）

（以上第１項）、事業所閉鎖（＊「見込」で

は許されない）（第２項）、労働者が復職に

向けた協力義務に違反した場合（第３項）

につき、休職期間が２年を経過しない場合

でも解雇が許容され得る旨定められている。

このうち第３項にいう労働者の協力の内容

とは、(a)使用者・使用者が指名する専門家

による合理的な指示事項を遵守し、当該労

働者の本来の労働または代替的な労働（第

６５８(a)条第４項）を可能にするための措

置への協力、(b)使用者が提供する代替的な

労働に従事すること、(c)WIA 第７１(a)条第

２項が定める復職プランの作成、評価、調

整作業への協力、の３つを指す。 

 ・他方、疾病休職者への 長２年間・所

定賃金の７０％の賃金継続支払義務は、民

法典第６２９条第１項に以下のように規定

されている。 

すなわち、「疾病および妊娠または出産に

より労務の提供ができない労働者は、・・・

１０４週にわたり、少なくとも従前の賃金

の７０％に相当する額の賃金を継続して受

ける権利を有し、そのうち 初の５２週間

については、少なくとも当該労働者に適用

される法定 低賃金額以上の賃金の支払い

を受ける権利を有する」、と。本条は、家事

使用人を断続的に使用する場合を除き、パ

ートタイム労働者などでも適用される。よ

って、低賃金者にも、少なくとも 初の１

年間は 低賃金額が保障される（＊実務上

は、 初の１年間：所定賃金の１００％、

２年目：同７０％の保障を行う企業が多い）。

また、使用者に義務違反がある場合には、

長１年間内の延長措置が義務づけられ得

る。ただし、（実務上は殆ど実施されていな

いが、） 初の２日間は待機期間として無給

とし得るほか（同条第９項）、休職を利用し

て中間収入が発生している場合には、その

金額が控除される（同条第５項）。また、２

００９年の法改正により、賃金日額に上限

（１８７．７７ユーロ）が設けられている。

さらに、有期労働契約者については、日本

の労働基準法第１９条に関する行政解釈と

同様に、期間満了により労働契約も終了す

るため、当該期間内の継続支給をもって足

り、その後は WIA による同額の傷病手当

（ZW）が支給されることとなる。 

なお、疾病休職者が休復職を繰り返すよ

うな場合、就労による休職の中断が４週間

に充たなければクーリングされず、前後の

休職期間が通算される（民法典第６２９条

第１０項）。 

また、同条第３項には、以下のような第
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１項の適用除外事由が定められている。 

(a)労働者の故意による疾病の場合や、労

働者の採用時の虚偽情報の提供により、使

用者が労務管理上適切な対応ができなかっ

た場合 

(b)労働者が故意に治癒や回復を妨げた場

合、その期間 

(c)使用者・使用者が指名する第三者のも

とでの第６５８(a)条第４項所定のリハビリ

勤務を、労働者が正当な理由なく受け入れ

ない場合、その期間 

(d)使用者・使用者が指名する専門家が勧

める合理的な注意事項に正当な理由なく従

わない場合や、第６５８(a)条第４項所定の

リハビリ勤務を可能にするための措置を、

労働者が正当な理由なく受け入れない場合、

その期間 

(e)第６５８条第３項所定の復職プランの

作成、評価、調整について、労働者が正当

な理由なく協力しない場合、その期間 

・民法典第６２９条所定の賃金継続支払

義務は、民事上の義務であり、その履行確

保は民事裁判により実現される。ただし、

事案として医療マターにわたるため、労働

保険実施機関（UWV）が指名する専門家の

意見書を添付しなければ、請求が却下され

る旨規定されている（民法典第６２９(a)条

第１項）。例外は、労務提供に支障を来すこ

とが（非専門家にも）明白な場合、専門家

の意見書の呈示を求めることが妥当でない

場合である（第２項）。なお、意見を発する

専門家には、「中立の立場で 善の知識を用

いて審査」する義務が課され（民法典第６

２９条第３項）、当該専門家が医師である場

合、対象者本人の主治医から審査上必要な

情報を入手する権利が保障されている。主

治医側は、労働者の私生活領域が不当に侵

害されない範囲内で、依頼された情報の提

供義務を負う（同条第４項）。 

・オランダ民法典では、使用者に対して、

一般的に労働者の健康情報請求権を認めて

はいないが、「労働者が、使用者の書面によ

る合理的な指示に従わない場合」、その期間

は賃金継続支給を停止できる旨が定められ

ている（第６２９条第６項）。 

 ・オランダでも、就業から離れる期間が

長くなるほど、労働者の職場復帰が困難に

なるとの認識から、特に２００２年ゲート

キ ー パ ー 法 （ Wet Verbetering 

Poortwachter）の制定以後、労働者の職務

内 容 の 変 更 を 含 め た 職 場 復 帰

（re-integratie）が重視されている。 

 オランダ民法典にも、第６５８(a)条から

第６６０(a)条にかけて、リハビリ勤務にか

かる労使双方の義務について、詳細な規定

がある。 

 先ず、第６５８(a)条第１項は、使用者に

対し、疾病による労働不能者について、事

業への再統合（inshakeling）の促進を一般

的義務としたうえ、第６２９条に基づく賃

金継続支払期間、労働者障害保険法（WAO）

第７１(a)条第３項、WIA 第２５条第３項に

定める療養期間に、本来の労働（：従前の

労務）か合理的な代替労働が不可能と判明

した場合、他の使用者の下での合理的な代

替労働への従事を促進する義務を定めてい

る。ここで「合理的な代替労働」は、「労働

者の体力と能力を考慮して期待されるあら

ゆる労働」が含まれるが、身体的、精神的

または社会的理由で強制できない場合は除

外される（民法典第６５８(a)条第４項）。い

ずれにせよ、労働者の職場復帰の可能性の
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模索が求められるため、講じるべき措置に

は、責任軽減措置はもとより、パートタイ

ム（deeltijd）労働への配置も含まれる。特

徴的なのは、他の使用者の下での代替労働

までが選択肢に含まれる点で、それが「合

理的な代替労働」と評価される限り、労働

者にも応諾義務が課され、応じなければ、

使用者の賃金継続支払義務が免責され、解

雇事由ともなり得る。 

 リハビリ勤務については、その他以下の

ような規定がある。 

 A 使用者の義務関係 

 a)民法典第６５８(a)条第２項は、使用者

に対し、リハビリ勤務に必要な基準を策定

する義務 を課している。 

b)同第６５８(a)条第３項は、使用者に対

し、労働者の協力を得て、復職プラン（WAO

第７１(a)条第２項または WIA 第２５条第

２項に規定されているもの）を策定すると

共に、策定されたプランについて、やはり

労働者の協力を得て、評価、再調整する義

務を課している。 

 c)同第６５８(a)条第５項は、リハビリ勤

務 が 専 門 的 受 入 事 業 所 ：

re-integratiebedrijf）の下で行われる場合、

原使用者に対し、労務遂行に必要な情報、

当該労働者の国民サービス番号か社会保

障・租税番号を提供する義務を課している。 

 B 労働者の義務関係 

 民法典第６６０(a)条は、①労働者に対し、

使用者または使用者が指名する専門家によ

る合理的な指示を遵守すると共に、彼らの

講じる措置に協力する義務、②第６５８(a)

条第３項所定の復職プランの作成、評価、

調整に協力する義務、③第６５８(a)条第４

項所定の合理的な代替労働に従事する義務

を課している。 

 これらの義務は、民法典第６７０(b)条（労

働者の協力義務違反による解雇）、第６２９

条第３項（賃金継続支払義務の免責事由）

と平仄を合わせている。 

 以上の規定を踏まえ、一般的なリハビリ

勤務の流れは、以下のようになると解され

ている。 

 

 ①休職開始後６週間以内（原因調査） 

 産業医（bedrijfsarts）が、疾病とそれ

に伴う休職の原因調査を行い、完全復職の

可能性と時期、リハビリ勤務による復職可

能性を検討する。その際、主治医やセラピ

ストに意見を求めるが、病名、受診情報は

使用者には提供しない。産業医が他のセラ

ピストへの受診を求める場合もあるが、労

働者に応諾義務はない。 

 ②同８週以内（復職プランの作成） 

 上記原因調査を踏まえ、産業医が当該労

働者について、労務への従事が一時的に困

難と評価した場合、使用者が復職プランを

作成する（例外：短期間での復職が見込ま

れる場合、復職の見込が全く立たない場

合）。 

 必要記載事項は、（α）労働者に従事さ

せられる作業と不可能な作業、（β）職場

復帰の具体的な目標値、（γ）目標に向け

て労使がなすべき事項、（δ）必要な調整

（他の職務への配転等の就業上の配慮、治

療内容、職業訓練・再教育等、（ε）リハ

ビリ勤務の実施主体（本来の使用者か第三

者か）、（ζ）活動の具体的な計画、（Ζ）

労使間の面談時期（半年に１回以上）であ

る。 
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 ③４２週目 

 使用者が、労働保険実施機関（UWV）

に対して疾病労働者の状況を報告する。 

 ④４４週目（UWV による評価） 

 労働保険実施機関が使用者による従前

の措置と経過を評価し、２年目に向けて同

人が講ずべき措置について指導する。ま

た、４６～５２週目にかけて、労使間で初

年度の措置と経過をチェックし、次年度に

向けた計画を策定する。 

 ⑤９１週目（WIA の申請） 

 適切な措置を講じてなお、この段階で復

職見込が立たない場合、労働者が労働保険

実施機関（UWV）に対して障害保険（WIA）

を申請する。UWV は、使用者の講じた措

置を評価し、協力義務違反を認めれば、１

年間にわたり、同人に賃金継続支払義務が

課され、労働者側に協力義務違反を認めれ

ば、WIA の給付が減額又は不支給となる。

 

 以上のプロセスの中で、労使は、 低６

週間ごとに復職プランの実施状況について

協議せねばならず、また、労使でケースマ

ネージャー（casemanager）を指名し、同

人にそのモニタリングをさせ、適宜助言を

受けることが法的に義務づけられている。 

 その他、上記プロセスに関して特筆すべ

き事項は、以下の通り。 

 a)使用者は、復職プランとその効果に関

する個人ファイルを作成・保管する義務を

負う。このファイルは、使用者の講じた措

置に関する UWV による評価に供される。 

 b)使用者は、２年にわたる休職期間満了

時に、リハビリ勤務に関する 終報告書の

作成を義務づけられ、これにはリハビリ勤

務の実施に関するあらゆる情報（①後遺症

関連情報、②労働者の職務上の地位、③産

業医による原因調査の結果や修正の経緯、

④復職プランの内容と修正の経緯、⑤復職

プラン実施後１年目及び 終時点での評価、

⑥ア記載の個人ファイル、⑦労働者の医療

（主治医+産業医）受診明細、⑧産業医の

新所見など）を含むべきものとされている。 

 c)復職プランの内容について、労使間で

調整ができない場合（＊典型的には、労働

能力の存否、リハビリ勤務の効果、配置予

定の職務内容等について意見が対立するこ

とが多い）、労使双方が、労働保険実施機関

（ UWV ） に 対 し て 専 門 的 意 見

（Deskundigenoordeel）を求めることがで

きる。この意見に法的拘束力はないが、後

の司法審査で参考にされることが多い。 

 ・第三者のもとでのリハビリ勤務（二次

的 リ ハ ビ リ 勤 務 （ Re-integratie 

tweedespoor））は、従前の使用者のもとで

は就労できないことを要件として、労働安

全衛生専門家協会（Arbodienst）または産

業医の書面による判断に基づき実施される。

第三者は、民業を営む使用者となる場合と、

リハビリ勤務に特化した専門的受入事業所

（re-integratiebedrijf）となる場合がある

が、いずれの場合にも、本来の使用者－第

三者－労働者の三者間で三つ巴の合意が前

提となる。第三者は、疾病休職者への賃金

継続支払義務など、労働契約上の義務の一

部を免責される。 

前述した通り、労働者は、リハビリ勤務

でも合理的な代替業務を課せられる。ここ

での合理性の判断では、労働者の肉体的・

精神的な能力や教育・職務経歴が考慮され、

おおむね以下の準則に従う。 

 ①疾病罹患後半年以内は、労働者の職務
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遂行能力、教育訓練、職務経歴、従前の職

務における賃金額を反映した 低限度の職

務に従事する。 

 ②同じく半年以後は、従前の教育訓練水

準に基づく職務か、ある程度軽易な作業に

従事する。２時間以上の職務への従事が期

待される。 

 ③休職期間が長くなるほど、合理的業務

の範囲が拡大する。 

 ④必要に応じ、労働保険実施機関（UWV）

の財政的支援の下で、合理的配慮（特別な

送迎やタクシー利用、施設設備の充実化等）

がなされなければならない。 

 専門的受入事業所を利用した復職支援は、

使用者に充分な知識や能力がない場合など

に有効な方法と解されているが、同事業所

は、第三者となる使用者の紹介や労働者の

再教育など、第三者での代替業務全般にか

かるアドバイザー兼教育訓練機関としての

役割も果たしている。また、実務上、使用

者団体との間で情報共有と専門特化による

役割分担が図られている。 

 

（エ）１次予防から３次予防の全てに

関わる規制 

＜差別禁止法＞ 

 ・オランダでは、「いかなる者も、同一の

条件下では同一に扱われなければならない」

ことを規定する基本法第１条や EU 指令の

要請を受け、個別立法による広範な差別禁

止規制が整備されている。 

 ・民法典第７巻第１０章（労働契約）は、

性別、労働時間や労働契約期間、労働組合

員か否か等の属性に基づく差別を禁止して

いるほか、その他の個別立法により、年齢

差別（WGBh/cz）や障害者差別（WGBl）

が禁止されている。 

 ・差別禁止に関する一般法として一般平

等取扱法（AWGB）があり、雇用関係を含

めた一定の公的生活における、性、民族、

宗教、信条、政治的思想、人種、国籍、性

的志向を理由とした直接差別及び間接差別

が禁止されている。 

 ・一般平等取扱法第１１条以下には、準

司法機関（＊おそらく行政機関）として法

違反の書面審査と認定判断を行う均等処遇

委員会（CGB）についての定めがある。同

委員会は、一般平等取扱法のみならず、差

別取扱禁止を定める個別立法違反も取り扱

い、違反が認められると、是正勧告

（aanbevelingen）を行う。この勧告に法的

拘束力はないが、爾後の司法審査では、約

６５％がその判断を支持していたという。

また、同委員会自体が訴訟の当事者適格を

持つ。 

 

＜損害賠償法＞ 

 ・前述の通り、オランダでは、疾病休職

者には、発症事由等を問わず、一定の支援

がなされる旨の定めがあるが、発症事由等

が業務上と評価される場合、以下の規定に

基づき、使用者に民事上の損害賠償責任が

課され得る。 

 民法典第６５８条第１項：「使用者は、労

務に従事する労働者に危険が及ばないよう

にするため、作業を行う部屋、作業で使用

する機械及び工具の配置、保全に配慮し、

作業のために適当かつ必要な措置を講じ、

適切な指示を与えなければならない」。 

 同条第２項：ただし、使用者が第１項に

定める義務を履行したこと、または、被害

が主として労働者の故意または重過失によ
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って惹起されたことを立証できる場合、損

害賠償責任を免れる。 

 同条第３項：「使用者は、労働者が就業中

に被った被害について、労働者に対して損

害賠償責任を負う。これらはいずれも強行

規定であって、これと異なる労働者に不利

な約定を定めることはできない」。 

 同条第４項：「職務または事業の遂行上、

労働契約を締結していない者に労働をさせ、

その労務の遂行過程で当該労働者が被害を

被った場合には、当該労働者を受け入れた

者は、第１項ないし第３項の規定に準じて

損害賠償責任を負う」。 

 このうち安全衛生に関する一般的義務を

定める第１項は、物的管理の側面ばかりを

強調する表現になっているが、イ（ア）で

示した労働環境法令の定めや２００５年の

高裁判例等を受け、精神衛生管理にも及

ぶと解されるようになっているという。ま

た、前項で示した差別禁止法違反に際して

も損害賠償責任は発生し得る。 

 

ウ 効果 

 ・不明 

 

エ 図られている対応 

 ・ウで示した通り。 

 

 

（４）ドイツ 

ア 背景 

 ・従前から疾病労働者の労働不能（欠勤）

日数が重要な関心事の１つとなっていたが、

近年は、精神疾患を理由の１つとする欠勤

が増加傾向にあり（地区疾病金庫の統計で

は、９９年以後の約１０年間で約８０％増

加しており、労働不能の事由となった主要

疾病の中で も高い増加率）、また、他の疾

病より欠勤日数が長い傾向にあり（２０１

０年では平均２３・４日であり、全体平均

の１１・６日を大きく上回る）、精神保健の

必要性認識が高まっている。 

 ・２００８年の技術者疾病金庫が公表し

たレポート（同金庫の被保険者等である１

５～６４歳までの労働能力がある者（約２

４６万人）を対象に、外来診療で ICD-10

第 V 章に該当する診断がなされた件数を調

査したもの）では、就業者の５人に１人が、

２００６年中に少なくとも１回、精神障害

の診断を受けたと記載された。 

 ・連邦統計局の患者統計上、男性につい

ては、精神および行動の障害（F00-99）の

うち も多い診断が精神作用物質使用によ

る障害（F1）であり、中でもアルコール依

存が多いが、女性については、感情障害（F3）、

とくにうつ病が多い。 

 ・地区疾病金庫の統計上、精神疾患の中

では、うつ病エピソード（F32）、重度スト

レス反応および適応障害（F43）、身体表現

性障害（F45）、他の神経性障害（F48）が

上位にあがっており、産業分類では第３次

産業に多く、特に看護助手や介護士の罹患

率が高い。 

 ・バーンアウト（労働不能の原因となり

得る精神疾患ではないが、生活管理困難

（Z73）と位置づけられ、医師が精神疾患に

かかる付加情報として診断できるもの）の

診断事例の欠勤日数が２００４年から２０

１０年にかけて約９倍に増加した。 

付加される精神疾患としては、うつ病エ

ピソード（F32）と重度ストレス反応及び

適応障害（F43）が圧倒的に多い。 
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 ・メンタルヘルス不調者の増加は、企業

の生産性や競争力の低下を招き、ひいては

国の経済力を弱める可能性が高い。また、

保険制度の仕組み上、医療保険財政、年金

保険財政（特に稼得能力減退年金関係）へ

の負担が現に大きくなっているか、その可

能性が高いとの認識が拡大して来ている。 

 ・労働者と失業者の比較では、労働者の

ほうが明らかに、精神障害を理由とする労

働不能日数が少ない。 

 ・総じて、精神疾患罹患者の増加とそれ

による種々のマイナス効果は認められるも

のの、それが 近の働き方や職場環境の変

化に直接影響を受けていることを示す証拠

は見あたらなかった。むしろ、精神疾患に

詳しい医師やテラピストの増加により精神

疾患診断がされ易くなっていることを指摘

する見解もある。 

 

イ 特徴 

・現段階で、産業精神保健法制度の枠組

みが確立しているとはいえない。 

・精神障害は、彼国の労災保険法（：社

会法典）上、典型的な職業性疾病を定めた

職業性疾病リスト（職業性疾病規則の別表

１）に掲載されておらず、頭部外傷による

外因性精神障害、重大事故（強盗や自殺な

ど）の目撃によるトラウマなど、ごく例外

を除いて業務上疾病とは捉えられていない

（：私傷病と捉えられている）。彼国で、あ

る疾病が職業性疾病リストに掲載されるか、

それと同等の取扱いを受けるための要件は、

①医学的知見に基づくもので、②特別な作

用によりもたらされるものであり、かつ、

③特定のグループに、その活動を通じて、

他の人々よりも非常に高い程度で生じるも

のである必要があり（社会法典第 7 編 9 条

1 項）、精神障害は、特に③、次いで②を充

たしにくい、との理解が定着している。 

・労働保護法（Arbeitsschutzgesetz）上、

人間らしい労働の実現を含めた 終目的の

ために求められる労働保護措置や、ＰＤＣ

Ａサイクルの構築によるリスク管理の対象

には、精神疾患にかかるものも含まれ得る

が 、 デ ィ ス プ レ イ 作 業 命 令

（Bildschirmarbeitsverordnung）第３条の

定める VDT 作業に伴う心理的負荷のリス

ク評価義務などの例外を除き、関係法令上

明示されているわけではなく、事業所ごと

の具体化は労使に委ねられている。 

・しかし、疾病労働者には、罹患事由の

業務上外、フルタイム・パートタイムを問

わず、賃金継続支払法に基づき、４週間雇

用継続の前提さえ充たせば、 長６週間の

事業主の負担による有給疾病休暇が保障さ

れているほか、医療保険制度上、医療費の

自己負担分が全体にかなり低額なうえ、２

０１３年１月から外来費用負担はゼロにな

った（社会法典第５編第６１条以下）、労働

不能期間が６週間を超えた労働者には、社

会法典第５編第４４条に基づき医療保険か

ら傷病手当金が支給される（通常賃金の７

０％（社会法典第５編４７条）、同一の疾病

につき３年間で 長７８週まで（社会法典

第５編４８条））など、療養に専念し易い条

件が整備されている。 

・また、事業主は、障害者の労働参加等

を規定した社会法典第９編において、障害

によって新たな労働不能に陥り、雇用の喪

失に至る事態の予防措置の一環として、疾

病により１年間に６週間以上労働不能とな

った労働者に対し、事業所編入マネージメ
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ント（段階的な職場復帰や、労働能力や健

康状態に応じた適職配置などにより、再発

再燃防止や雇用維持を図る措置）の実施を

義務づけられている。このような措置は、

解雇回避努力との関係でも求められる。 

前掲の社会法典第９編は、基本法（ドイ

ツ憲法）が障害を理由とする不利益取扱い

の禁止を規定していること（１９９４年改

正で設けられた第３条第３項第２文）等を

受け、第１部で、障害者（「身体的機能、知

能もしくは精神的な健康状態が、高い蓋然

性で６か月以上、その年齢に典型的にみら

れる状態から逸脱しており、それゆえ社会

生活への参加が妨げられる者」。継続性が求

められる点で、疾病と区別される）及びそ

うなるおそれのある者について、第２部で、

重度障害者および（連邦雇用エージェンシ

ーによる認定により）それと同等に扱われ

る者の参加について定めている。同法の規

制の重点は、障害者へのリハビリテーショ

ン、労働生活参加のための給付、社会生活

参加のための給付等、障害者の参加一般に

ある。障害の軽重の判断は、２０～１００

の点数で算出されることとなっている。 

ドイツ政府は、特に重度障害者の労働生

活への参加に重点的に取り組んで来た経緯

があり、その第９編第８１条第２項第１文

は、重度障害を有する就業者に対する当該

障害を理由とする不利益取扱いを禁止して

いるが（＊別途、２００６年一般平等取扱

法で、禁止対象が全ての障害者に拡大され

ている）、それとは別に、社会法典第９編第

２部（第６８条以下）は、重度障害者等の

雇用について、第７１条以下で使用者に

様々な措置等を求める制度を設けている。

第１は、法定基準を５％として、未達成者

に課金し、徴収した金員（調整金）を彼ら

の雇用支援（雇用上の援助、通勤支援、住

居の改修、職場や教育訓練場の整備など）

のための給付金として活用する割当雇用制

度（第７１条）、第２は、雇用ポストに空席

ができた場合に優先的に雇用の可能性を審

査させる制度（第８１条第１項）、第３は、

一定数以上の者に、事業所内での教育訓練

の提供、事業所外での教育訓練への参加の

ため便宜供与、障害に適合した職場の設置

と維持、技術的援助などの適切な措置を通

じて、雇用の継続を図らしめる制度（いわ

ゆる合理的配慮。但し、使用者に予期し得

ないか、過剰な費用負担が生じる場合には

労働者側の請求は否定される：同条第３項、

第４項）、第４に、行政機関（統合局）によ

る許可及び重度障害者代表の関与なく彼ら

を解雇することを禁じる制度（第８５条）

などである。 

前掲の事業所編入マネージメントに関す

る規定は、国の社会保障費の負担や将来の

労働力の減少などを慮り、２００４年にな

って同法第８４条第２項に追加された。同

条第１項は、重度障害者等を対象に、雇用

関係を脅かすおそれのある人物・行動や企

業に原因のある問題を除去し、雇用関係を

維持するための支援等を検討すべきことを

使用者に義務づけている。他方、第２項は、

そもそも障害に至らないようにするための

予防措置を規定しており、障害者に限らず、

１年間に６週間を超えて疾病により労働不

能状態に陥っている労働者全てを対象とし

て、彼らが新たな労働不能に陥らず、雇用

関係を維持できるよう、使用者に、管轄利

益代表者や重度障害者代表者との協議のう

えで、必要な予防措置（措置の目的やフロ
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ー等）を特定し、実施すべきことを義務づ

けている（適宜、産業医の意見を求めるべ

きこと、地域のサービス機関や統合局の助

言を得たうえで、受給可能な給付や支援を

活用すべきことも定められている）。雇用関

係の維持を目的として、一定の予防的措置

（＊基本的には２次ないし３次予防措置）

を使用者に求める点では第１項と共通する。

本文では、実例として、おそらくは筋骨格

系の疾患により労働不能状態に陥った者に

対して、重度障害者代表者、職員代表者、

人事部職員、産業保健スタッフなどから成

るチームが連携し、事業所編入マネージメ

ントの目的、フロー、健康情報の取扱い等

について伝えた上で本人の健康上の問題や

要望を聴き、産業医の意見も聴いた上で、

賃金低下を伴う配転等事情に応じた対応に

ついて改めて本人同意をとって実施し、職

務に定着できた（再発が防止された）例や、

アルコール依存症により労働に障害を生じ

るようになった者に対して、上司の手配を

端緒として、面談と事業所編入マネージメ

ントの適用を通じて、病識を得させ、同マ

ネージメントの一環としての社内のソーシ

ャルスタッフと外部専門支援機関の支援に

より、従前の就業を継続できた例も挙げら

れている（もっとも、事業所編入マネージ

メントは、あくまで２次予防以下の施策な

ので、別途１次予防策が必要との意見も挙

がっているという）。事業所編入マネージメ

ントは、労務管理の一環として行われるべ

きものなので、それに要する費用も、本来

使用者負担が原則だが、障害者の雇用の促

進や定着にも繋がるため、リハビリテーシ

ョン機関や統合局等による給付や社会保険

料の減額措置が、使用者や就業者本人に対

して行われ得る旨規定されている（社会法

典第９編第３３条、第３４条、第８４条第

３項）。 

・現段階で、こうした法的な保障につい

て、精神障害と他の障害の間に区別はない

が（近年、精神疾患罹患者が対象となるケ

ースが増加傾向にあるという）、これらの保

障を受けるためには、疾病罹患の故の労働

不能である旨の医師の診断書を提出せねば

ならず、単に精神的不調による労働不能と

いうだけでは対象たり得ない。すなわち、

①賃金継続支払の受給に際して、労働者は、

労働不能が４日以上となるときは、使用者

に、次の出勤日までに医師による労働不能

の診断書を提出しなければならない（賃金

継続支払法５条）。②傷病手当金の請求手続

について法律上の規定はないが、実務上、

労働者は、医師による疾病罹患による労働

不能の証明を受け、それを疾病金庫に提出

することが求められる。③事業所編入マネ

ージメントは、労働者から受益の申請をす

るものではなく、労働者の疾病罹患故の労

働不能による欠勤期間が６週間を超える場

合、事業者側に当然に措置義務が発生する

ものだが、労働者側は、その労働不能を裏

付けるため、医師の診断書の提出を求めら

れることになる）。 

・よって、事業主としては、こうした保

障にかかる拠出や負担を避けるためにも、

疾病労働者の欠勤による経済的負担や労働

意欲の減退などを避け、効率的で生産的な

企業運営を図るためにも、自主的に、ある

いは労使協議（ないし共同決定）を通じ、

「作業関連ストレス対策（≠業務上疾病対

策）」を推進する必要に迫られている状況に

あるといえる。また、国も精神疾患罹患者
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に対する医療保険費の増大や年金保険財政

への圧迫等に対応する必要に迫られている。 

・そして、実務上は、精神疾患等に作用

し得る労働上の要因については把握できる

と考えられるようになって来ている。 

・国は、法規制や労働監督により、労働

者の安全衛生全般について責任を果たすが、

各事業所においてなすべき措置の具体化は、

事業主ないし事業所ごとの自治に委ねられ

ている。よって、事業主の危機認識その他

の考え方や従業員代表委員会の積極性など

に負うところが大きい。 

・精神保健問題に関する認識は産業全体

に高まっているが、以上の前提との関係で

も、また、企業カルチャーの維持・尊重が

重要と考える企業側の要求からも、法規制

や労働監督がその問題について直接介入す

る方途はとられていない。 

・ドイツで発刊されている、事業主が法

的な安全衛生責任を果たすための実務書に

は、既に心理社会的調査票が掲載され、活

用が推奨されているが、そこには、伝統的

な労働安全衛生その他の労働基準の枠内に

包括され得るもののほか、企業理念や人事

戦略などに関する人事労務管理的なことが

らも含まれている。また、補償・賠償アプ

ローチになじむマイナス要因の発見に加え、

予防アプローチになじむプラス要因の維持

の推奨の側面も持っている。 

・労働保護法第５条に基づくリスク評価

の仕組みを事業所協定を通じて心理的負荷

の評価まで積極的に拡大し、他社にも影響

を与えた例として、ダイムラー社の例があ

り、労使と専門家が参加する複数の会議体

やチームがリスク評価に関わる仕組みとな

っ て い る 。 ま た 、 Karasek の

Job-Demand-Control モデルをベースとし

て、心理的負荷要素の危険な組み合わせ

（「労働の複雑性」が低く、「集中の必要性」

が高い場合など）などを測定ツールとして

用いているが、国際的にみて先駆的な取り

組みとまでは言い難い。 

・ドイツでもハラスメント等を理由とす

る民事紛争が生じているが、今のところ、

使用者の産業精神保健面での取り組みにさ

ほど大きな影響を与えてはいない。 

・しかし、２０１２年に至り、ドイツ

大の産業別労働組合である IG メタル（金属

産業労働組合）から、アンチストレス規則

（Anti-Stress-Verordnung、正式名称：職

場における心理的負荷による危険からの保

護のための規則）が提案され、複数の州政

府や州労働相の支持を受けているほか、社

会民主党の指示を受け、制定へ向けた流れ

がつくられつつある。これは、労働保護法

第１８条が定める特定危険領域で同法の具

体化を図る、同法の下位の規則の制定提案

に当たり、同規則案に規定された危険性評

価の文書による記録、同じく適切な教示、

同じく保護措置（介入）を、故意または過

失によって実施しない場合には、同法所定

の制裁を受ける。 

同規則案は、就労時にばく露する心理的

負荷による危険から就業者を保護する事を

目的とし、使用者に、①心理的負荷にかか

る危険性評価を行い、文書に記録すること、

②当該危険や対応する保護措置（介入）等

について就業者に教示すること、③認識さ

れた危険に応じ、工学、産業医学、衛生学

等の労働科学の知見に基づき、必要な保護

措置（介入）を行うことを義務づける内容

となっている。要するに、イギリスやデン
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マークと同様に、リスクアセスメント手法

を心理的負荷に応用しつつ、自国の法制度

用にアレンジしたものといえよう。もっと

も、国によって社会的に認識されるストレ

ス要因には違いがあり、たとえ同じストレ

ス要因を捉えていても、その重要性のレベ

ルなどに違いがある。 

同規則案が捉えるリスク要因は、ア）仕

事の課題、イ）労働体制、ウ）社会的条件、

エ）職場や労働環境の条件、オ）労働時間、

の５種類であり、個々の具体的内容につい

ては、評価・形成の基準として、以下のよ

うに具体化されている。 

ア）仕事の課題 

１）仕事の完全性／過少要求の回避、２）

権限と責任の明確化、３）適宜かつ十分な

情報、４）時間面・内容面での仕事の裁量、

５）質的・量的な過大要求の回避、６）適

切な協力／専門的・社会的コミュニケーシ

ョン、７）見通しの良さと影響可能性、８）

過度な感情的要求の回避、９）身体的変化、

１０）資格の利用・拡充 

イ）労働体制 

１）適切な行動の裁量／短い時間間隔の

工程の回避、２）労働時間と休憩時間の明

白な分別、３）個人に対する労働の要求と

事業上の進行の一致（進行の連関、情報の

流れ、フィードバック）、４）期待される労

務水準とそれが実現されるための組織上、

技術上の条件、５）全労働時間にわたる労

働総量のバランス、６）妨害や中断（技術

上の理由による中断頻繁な製造方法・工程

の変更、下請業者の期限の不遵守、人員不

足）の回避、７）透明性と予見可能性 

ウ）社会的関係 

１）共に作業する者の管理について、上

司に必要とされる資質や能力、２）適切な

管理行為（コミュニケーションや決定過程

への参加機会の提供、支援、十分な情報と

透明性、フィードバック、尊重、人間関係

面での対立の統制）、３）計画・決定過程へ

の組入れ、４）十分な社会的接触、５）事

業所の環境（人的な受容性、従業員間の敬

意をもった交流）、６）労務管理による職業

上の発展可能性 

エ）職場や労働環境の条件 

１）低い音圧レベル、２）衛生的な室内

環境、３）十分な自然光と適切な人工照明、

４）単調で変化のない環境条件の回避、５）

十分な空間的な幅、６）人間工学に基づく

ソフトウェア、７）職業生活を送るうえで

必要な情報や作業上接触する材料の危険性

に関する分かり易い警告 

オ）労働時間の形成 

１）上限を８時間とする日々の規則的な

労働時間、２）１）の労働時間の上限を超

える場合の、負荷に見合った時間調整、３）

負荷に見合った休憩（時間）の確保、４）

人間工学的なシフトプランの策定、５）週

末の休みの十分な確保、６）フレックス制

による生物学的・社会的シンクロの欠落の

回避 

 本規則案には、連邦労働社会省に、専門

家や労使の代表、労災保険者などから成る

作業時の心理的負荷に関する委員会を設置

し、新たな心理的負荷要因や、効果的な保

護措置（介入）、保護措置の実施方法などに

ついて特定し、規定や計画を策定・公表さ

せる旨の規定も盛り込まれている。 

 上述の通り、本規則案は、一部の州政府

や政党などから支持されているが、使用者

団体は、現行労働保護法でも心理的負荷の
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問題はカバーされていること、心理的負荷

は職場だけの問題ではないこと等を理由に、

その制定に一貫して強行に反対している。

しかし、地方選挙での社会民主党や緑の党

の勝利による連邦参議院の勢力図の変化に

より、制定へ向けた動きが加速するとみら

れている。 

 ・ドイツには、前掲の基本法（ドイツ憲

法）第３条第３項第２文（障害者に対する

不利益取扱い禁止規定）等の定めを受け、

やはり前掲の社会法典第９編の不利益取扱

い禁止規定とは別に、単独立法としての障

害者差別禁止立法も存在する（仮に日本で

障害者差別禁止立法が制定されれば、社会

法典第９編所定の割当雇用制度と差別禁止

立法が併存している点で、先駆例というこ

とになる）。基本法第３条第３項第２文が設

けられたのは１９９４年のことだが、むし

ろ EU の雇用平等指令の国内法化の要請を

受け、２００２年に制定された障害者同権

法（Behindertengleichstellungsgesetz）が

それに当たるが、包括的な差別禁止法とし

て、２００６年に制定された一般平等取扱

法（Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz）

も、労働関係のみでなく、民法上の債務・

取引関係全般において、障害を理由とする

不利益取扱いを禁じる規定を盛り込んでい

る。両者共に、保護対象となる障害者の定

義は、上述した社会法典第９編第２条のそ

れと変わらないが（障害者同権法第３条、

一般平等取扱法には直接的な定義規定は存

しない）、先述した通り、一般平等取扱法上

の不利益取扱禁止の対象は、重度障害者の

みではなく、定義規定に適う障害者全般に

及ぶ。 

 このうち一般平等取扱法において禁止さ

れる不利益取扱いの内容は、募集・採用、

配置・昇進にかかる選択基準や雇用条件、

賃金や解雇事由を含む労働条件、職業教育、

社会保障その他社会的給付、教育、住宅を

含む福利サービスなどの労働関係全般にわ

たる（一般平等取扱法第２条第１項）。禁止

される態様は、直接的不利益取扱い（いわ

ゆる直接差別）、間接的不利益取扱い（いわ

ゆる間接差別）のほか、ハラスメント、セ

クシュアルハラスメント、不利益取扱いの

指示である（同法第３条）。ただし、異別取

扱いの正当化事由として、職務の性格や職

務遂行上の条件に基づく実質的な要請があ

り、目的の正当性と要請の適正さが担保さ

れる場合が規定されている（同法第８条第

１項）。また、積極的差別是正措置（Positive 

massnahmen）も規定されている（同法第

５条）。 

なお、ドイツでは、従前、障害者の雇用

促進や雇用の安定化策が中心的課題とされ

て来た中、この法律がＥＵの雇用平等指令

の国内法化の要請を受けて制定された経緯

からも、アメリカの ADA に定められた合理

的配慮義務やイギリスの平等法に定められ

た調整義務のように、障害者保護独自の規

定は設けられておらず、それらは別途、社

会法典第９編に規定されている。 

 一般平等取扱法は、イギリスの平等法と

同様に、行政の専門機関の関与を規定しつ

つも（主に同法第６章）、 終的には民事的

解決を予定した法律であり、罰則は設けら

れていない。違法な不利益取扱いに該当す

る約定を無効としたり（同法第７条第２項）、

労使いずれが主体となる場合にも、違法な

不利益取扱いを契約上の義務違反とみなし

たり（同条第３項）、違法な不利益取扱いを
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犯した使用者に損害賠償責任を負わせる

（同法第１５条第１項）旨の規定もある。 

 

ウ 効果 

不明 

 

エ 図られている対応 

不明。但し、前掲の IG メタルによるアン

チストレス規則の提案が、それに該当する

と思われる。 

 

 

（５）フランス 

ア 背景 

・フランスの作業関連ストレス対策に関

する法政策は、ほぼ一貫して EU の法政策

（とりわけ EC 指令）の影響を強く受けて

来た。 

・国内法では、当初は身体的健康と精神

的健康を明確に区分し、労働安全衛生関係

法は、前者のみを対象とする考え方が支配

的であったが（＊その意味では、日本の安

衛法の方が（過労による脳心臓疾患対策の

必要性認識もあり、）従前より心身双方の健

康を一体的に取り扱って来たと解される）、

特に２００２年の法改正により、セクハ

ラ・モラハラなどのハラスメントを中心に、

心身の健康双方を射程に収めるようになり、

中でもハラスメントに関する解釈・運用論

上の議論が盛んに行われて来た。 

しかし、近年に至り、EC 指令のリスク管

理の対象が心身の両面に及ぶこと、作業関

連ストレス対策にかかる EU レベルでの施

策やソーシャル・ダイアログ（労使間の社

会的対話）の展開も影響し、専門家の関与

と労使対話、早期予防を重視したリスク管

理による精神的健康全般の確保に射程が及

ぶようになってきている。また、２００８

年のフランス・テレコムでの従業員連続自

殺の社会問題化も、自殺対策を含めた幅広

いメンタルヘルス対策のための施策の展開

を後押ししている。 

 より具体的な経過は以下の通り。 

 ①８９年６月１２日（＊笠木・鈴木報告

書では９１年）：EC の８９年「安全衛生の

改善に関する基本指令（枠組み指令）

（89/391/EEC）」の国内法化 

②９２年７月２２日：セクハラ罪を新設

し、職務権限濫用を他の性犯罪の刑の加重

事由とする規定を含む新刑法典（人に対す

る重罪及び軽罪の禁止に関する刑法典の規

定を改正する１９９２年６月２２日法

（n.92-6））の制定 

③９２年１１月２日：②を受けて雇用の

枠内においてセクハラの被害者保護及び防

止を図った９２年１１月２日法（労使関係

における性的権限濫用に関し労働法典及び

刑事訴訟法典を改正する１９９２年１１月

２日の法律（n.92-11））の制定 

④０１年１１月５日：後述する DUER に

関するデクレの制定（＊枠組み指令の国内

法化が不充分との認識に基づく） 

⑤０２年１月１７日：先行するセクハラ

防止規定や、雇用平等原則の進展を受けて

モラルハラスメント防止規定（後掲）を設

けた、「社会的近代化法」の公布（２００２

年１月１７日）と、それに伴う労働法典、

刑事法典の改正（労働法典 L.1152-1 条、刑

事法典 L.222-33-2 条の新設）。その後の、

(1)ハラスメントを根拠として民事過失責任

を認定する判例の増加→(2)職場における

「モラル・ハラスメント」概念の一人歩き
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現象（：労働者が、些細なトラブルを容易

にモラル・ハラスメントとして使用者等を

問責する現象。Wording とその一般化によ

るラベル効果との指摘もなされている）と

使用者側の過剰防衛現象による膠着状態の

出現→(3)ほんらい労働組織の問題として捉

えられるべきモラル・ハラスメントの個人

間問題への矮小化→(4)事後的な責任追及よ

り事前予防を重視する傾向の拡大（＊ただ

し、これには、心身双方の健康を対象とし

たリスク管理を求める EC 指令の国内法化

の要請も背景にある）→(5)事前予防の取組

を通じて労使対話を活性化しようとの議論

の出現（＊その後、１０００人以上の労働

者を使用する私企業において、この問題に

関する労使交渉が義務づけられた） 

 ⑥０８年７月２日：０４年１０月８日欧

州枠組協定を国内規範化し、使用者による

ストレス評価の取り組みの促進等を図った

全国職際協定（＊全国職際協定とは、フラ

ンスにおける３大使用者団体（MEDEF=フ

ランス企業運動、UPA=手工業者連盟、

CGPME=中小企業経営者総連盟）と、５大

労組（CFDT=フランス民主労働同盟、

CGT-FO=フランス労働総同盟・労働者の力、

CFTC=フランス・キリスト教労働者同盟、

CFE-CGC=管理職組合総同盟、CGT=フラ

ンス労働総同盟）によって締結される労使

協定のこと（細川良：日本労働研究雑誌, 

580: 89, 2008））の成立 

 ⑦０８年２月～０９年９月頃：フラン

ス・テレコム従業員連続自殺事件→同事件

等を受けた労働大臣による緊急計画の発表 

 ⑧１０年５月２６日：０７年４月２６日

の欧州枠組み協定を国内規範化した、労働

におけるハラスメントと暴力に関する全国

職際協定の成立 

 ・なお、フランス・テレコム従業員連続

自殺の前後にわたる政府による自殺対策に

は、(1)「労働における健康計画（Plan Santé 

au Travail）」（2005）、(2)「Plan National 

Santé Environnement」 (2004～2008)、

(3)2008 年 11 月 25 日デクレ 2008-1217 号

による「労働条件における方向性協議会

（Conseil d’orientation sur les conditons 

du travail）」での心理社会的ストレスに関

する分科会設置、(4)「労働における健康計

画Ⅱ（Plan Santé au TravailⅡ）」（2010）

などの施策がある。 

 

イ 特徴 

 ・端的に言えば、上述したように、人権

思想に裏付けられたモラル・ハラスメント

防止のための独自の国内法整備の流れと、

EU におけるリスクマネジメント手法をベ

ースとするストレス対策の国内法化の流れ

があり、近年、後者にハラスメントの要素

が盛り込まれるなどして、両者が統合され

る傾向にある。 

 ・労働安全衛生の関係者としては、使用

者、労働者、安全衛生労働条件委員会、従

業員代表、労働組合や組合代表、労働医等

の医療サービス、国の労働監督や社会保障

機関などが存在するが、使用者に対しては、

労働法典に基づき、労働者の「心身の健康」

を維持するための措置が一般的に「義務づ

けられている」。 

すなわち、労働法典 L.4121-1 条は、「使

用者は、労働者の安全を確保し、身体的及

び精神的健康を維持するために必要な措置

をとらなければならない」とし、その具体

的内容として、①「職業上のリスク及び労
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働の苦痛を予防する行動」、②「情報伝達及

び研修のための行動」、③「組織体制と調整

手段の設置」を列挙している。 

 また、労働法典 L.4121-2 条は、L4121-1

条の履行に際して使用者が遵守すべき以下

のような一般原則を示している。 

①もとより「リスクを避けること」、②「不

可避なリスクについて評価すること」、③

「根源的なリスクに対処すること」、④「労

働を人間に適応させること」（≠人間を労働

に適応させること）、⑤「技術の発展状況を

考慮すること」、⑥「危険のある状態を、危

険がないか、より危険が少ない状態に転換

すること」、⑦「技術、労働の組織編成、作

業条件、社会関係及び特に L1142-1 条に定

められた精神的ハラスメントに関わるリス

クを含む作業環境に影響する要因を統合的

に考察した、全般的な予防計画を策定し実

行すること」、⑧「個人レベルの保護措置よ

りも集団レベルの保護措置を優先して実施

すること」、⑨「労働者に適切な指示を与え

ること」。 

これらは EC の８９年「安全衛生の改善

に 関 す る 基 本 指 令 （ 枠 組 み 指 令 ）

（89/391/EEC）」第６条をほぼそのまま継

受したものであり、ドイツの労働保護法な

どにも同様の規定をみることができるが、

L1142-1 条にリンクする⑦が特徴的である。 

 ・さらに、L4121 条（使用者の一般的義

務）関係では、L4121-3 条で、事業活動の

性格に応じたリスク評価を含め、リスク管

理のための PDCA サイクルの構築と、それ

を通じた安全衛生条件のスパイラルアップ

について定めているほか、L4121-1 条、同

-2 条がその取り組み状況の文書化と公表の

義務を定め、さらに L4121-4 条が、その文

書の労働者、安全衛生労働条件委員会ない

しその職務を担当する機関、従業員代表、

労働医、労働監督官その他の機関への提出

義務を定めており、個々の事業の性格に応

じた安全衛生のリスク管理について、労働

者（組織）の関与と専門家や外部の者によ

る評価が担保ないし促される仕組みとなっ

ている。 

 これも、前掲の EC 基本指令から継受し

た規定である。 

 ・２００１年１１月５日デクレは、

L4121-1 条（当該デクレ制定当時の L.320-1

条）等を具体化し、罰則を伴う公法上の義

務を課す趣旨で、「労働者の安全衛生上のリ

スク評価に関する文書（document relatif à 

l'évaluation des risques pour la santé et 

la sécurité des travailleurs」（DUER と略

されることがある。一般に「統一文書

（document unique）と俗に呼ばれること

もある）について規定し、その作成と定期

的な及び安全衛生面での条件変更がある場

合等における更新を義務づけた（労働法典 

R.230-1 条）。特に２００２年の労働法典の

改正後、その対象には、精神的健康の保護

が明確に含まれることとなった。実務上は、

そうした問題を一切記載しなかったり、形

式的記載にとどめる文書も多く、にもかか

わらず刑事罰の適用はなされていないよう

だが、民事上、使用者の労災にかかる完全

賠償責任を導く「許し難い過失（ faute 

inexcusable：重過失の中でも高度なものと

解されてきた）」の評価等の要素となるとす

る議論もある。 

 ・２００２年の労働法典の改正により設

けられた L1142-1 条は、「いかなる労働者も、

その諸権利・尊厳を害する、もしくは、心
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身の健康を損ね、またはその職業生活上の

将来を危険にさらし得る労働条件の劣悪化

をもたらす目的で、ないしそのような効果

を伴う形で、繰り返されるモラル・ハラス

メントの行為に曝されることがあってはな

らない」として、精神的なハラスメントの

防止を明定し、その違反は、雇用平等原則

違反として、１年の拘禁刑および／あるい

は３７５０ユーロの罰金の対象となること

が明記されている（L1152-1 条）。 

 また、「ア 背景」に掲げた刑法典におい

て、「他人の権利もしくは尊厳を侵害し、そ

の身体的もしくは精神的健康を害し、また

は職業生活に影響を及ぼすおそれのある労

働条件の劣化を目的とするかその効果を有

する反復した精神的な嫌がらせ行為」が禁

止され、その違反につき１年の懲役および

１５０００ユーロの罰金が定められている

（L222-33-2 条）。 

 したがって、セクシュアル・ハラスメン

トやモラル・ハラスメントの加害者は、刑

法典と労働法典の両罪によって刑事訴追さ

れ得る（大和田敢太: 労働関係における『精

神的ハラスメント』の法理：その比較法的

検討. 彦根論叢, 360: 79, 2006）。また、こ

れらの規定は、使用者が労働契約ないし法

律上負う安全保持義務（ obligation de 

sécurité）を広く解釈させる旨を破棄院が示

しているため、私法上の効果・意義も有す

ると解される。 

 これらの規定に代表されるように、フラ

ンスの法的なメンタルヘルス対策では、先

ず精神的なハラスメントについての防止規

定が整備され、その後、より広い範囲の対

策に「解釈」ないし（特に労使間の）ルー

ル形成上の焦点が拡充されていった経緯が

ある。こうしたハラスメント規定の拡張的

解釈については、彼国の法律家内外から一

定の評価を得ているが、それが罰則の裏付

けを得ていることもあり、批判も示されて

いる。 

・使用者は、労働契約ないし法律上、安

全保持義務を負う。安全保持義務違反は、

労災被害者に使用者に対して完全賠償を求

める権利を導く「許し難い過失」を直ちに

構成する。司法では、２００２年２月２８

日のアスベスト判決を端緒として、結果責

任的解釈が採られるようになり、２００６

年６月２４日の大法廷判決がそうした解釈

を確認した。同判決は、①損害（被害）の

発生、②使用者の予見可能性、回避可能性

を充たせば、同義務違反が成立する旨を述

べている。また、２００６年６月２１日の

破棄院判決は、その射程が精神的健康にも

及ぶと解し、かつ労働法典上のモラル・ハ

ラスメント概念を極めて広く解釈して来た。

純粋な経営判断に起因するストレスについ

てもモラル・ハラスメントの存在を認める

破棄院判決も散見される。 

・こうした使用者の義務の履行に深く関

わる存在として、労働医（日本の産業医と

類似の職）、安全衛生労働条件委員会、従業

員代表制度などが重要な役割を果たしてい

る。 

 ・労使は、「ソーシャル・パートナー」と

して、（協定の締結を含めた）立法から現場

運用に至るまで、法政策に深く関与してい

る。 

 ・法律上、従業員数５０人以上の企業に

設置が義務づけられている安全衛生労働条

件委員会（CHSCT）に労働安全衛生面での

強い介入権限が保障されており、実際上も、
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この組織がメンタルヘルス対策に果たして

いる機能が大きいと察せられる。 

 すなわち、L.4612-1 条は、安全衛生労働

条件委員会が、以下の基本的職務（権限）

を有することを定めている。 

①当該事業場の労働者や外部企業から配

置された労働者（＊派遣労働者等のことと

解される）の「心身」の健康や安全の保護

への貢献（＊２００２年改正により、精神

的健康の保護が対象に含められた） 

②女性の労働条件を含めた労働条件一般

の向上 

③①②に関わる法規の遵守状況の監視 

さらに、同-2 条以下が、上記の基本的権

限を展開し、以下のような個別的職務（権

限）について規定している。 

①労働者のばく露するリスクの評価分析

（同-2 条） 

②リスク軽減に関する勧告（同-3 条） 

③事業場の巡視権限（同-4 条） 

④アンケートの実施権限（同-5 条） 

⑤監督官の臨検について使用者から伝達

され、同人（監督官）にリスク分析の結果

を伝えること（同-6 条） 

また、同-8 条には、工場設備の改変、製

品の変更、労働組織のあり方の変更から生

じる職務上の重要な変更など、労働安全衛

生その他の「労働条件（＊この概念の射程

は法典上具体化されていないが、司法は、

職務、報酬決定システム、休憩時間、食堂

に関する事柄なども含まれると解して来

た）」を変更し得る重要な決定について意見

を述べる権限（＝企業側の諮問義務）が規

定されている。なお、いわゆる賃金連動型

MOB（目標管理制度）導入計画につき、安

全衛生労働条件委員会への諮問を果たして

いないとして、使用者が当該計画実施の差

止めを求めた事件において、２００７年１

１月２８日の破棄院社会部判決は、年１回

の目標管理面談は、被用者の行動に影響を

及ぼし得るもので、労働条件に影響する精

神的圧力をもたらすため、諮問の対象とな

る旨判示している。しかし、２００６年１

１月２１日の TGI 判決のように、「あらゆ

る計画が被用者に必ず不安を引き起こすと

いう理由によって、全ての組織再編計画に

ついて」委員会が諮問を求めることはでき

ないなどとして、対象の過度な拡大に歯止

めをかけようとするものもある。 

その他、同-12 条には、事業場に深刻なリ

スクが確認された場合や、同-8 条にいう変

更をもたらす重要な計画が存在する場合、

企業外の専門家に査定を依頼し得る権限

（専門的査定権限）が規定されている。大

臣策定リストに掲載された有資格者による

査定が開始されると、 大１か月間（４５

日間まで延長可能）の調査期間が設定され、

使用者は、調査に当たる専門家の立入・情

報提供依頼を拒否できず、その間に対象と

なった計画が実施されると、罰則の適用を

受ける。また、有資格者による調査につい

ては、使用者が費用を負担せねばならない。

また、査定の終了後、その結果に反する決

定もなし得るが、司法により当該査定を根

拠に当該決定を覆される（：差止め判決等

を受ける）こともある。 

 事業者の諮問機関と位置づけられている

日本の安全・衛生委員会とは、かなり性格

が異なることがうかがわれる。 

 フランスの安全衛生労働条件委員会は、

１９８２年に安全衛生委員会と労働条件改

善委員会を統一・再編して導入された企業
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委員会制度だが、安全衛生委員会が、技術

的事項の審議を目的とするものだったのに

対し、労働者が企業内市民ないし企業内の

変化をもたらすアクターとなって、労災や

職業性疾病の予防や労働条件の改善に重要

な影響力を及ぼすことを目的に創設された

経緯がある。その構成も、基本的には事業

場長と一定数の幹部職員を含む労働者代表

団から成り、労働医や安全衛生・労働条件

部門の責任者等は、諮問的立場で会議に出

席し得るにとどまる。 

 ・従業員代表委員会についても、L2313

条が、雇い入れ、職業訓練、給与体系、配

置、格付け、昇進、配置換え、契約更新、

制裁、解雇に至る幅広い場面における人権

侵害、身体・精神の侵害、職務の性格上正

当化し得ず、達すべき目的と整合しない個

人の自由の侵害について、確認次第、使用

者に通告する権限を規定し、また、通告を

受けた使用者側がしかるべき対応をしなか

った場合、対応が不充分な場合等には、労

働審判所に急速審理命令の申し立てを行う

権限を規定しているなど、労働者のメンタ

ルヘルスの保持増進に関わる活動について

多くの法的保障がある（ただし、やはり精

神的なハラスメントが主として念頭に置か

れているように思われる）。 

 ・事業主の諮問機関である企業委員会

（L.2323-1 条）も、企業の運営全般に関す

る事項が諮問事項とされている関係上、メ

ンタルヘルス対策（作業関連ストレス対策）

も、審議の対象とすることができる。 

 ・（少なくとも法制度上は）労働医の権限

も大きく、労使双方に対する勧告者として

強い独立性と職場の監視権限や労働者の就

業に関する措置の勧告権限を含めた産業保

健に関わる広い権限を持ち、企業に対する

指示・助言には、直接・間接に一定の法的

な拘束力ないし意義を伴う場合が多い。安

全衛生労働条件委員会とも協働して職務を

遂行する。 

 フランスの労働医は、一般医となるため

の６年間の養成課程を修了した後、選抜試

験を受け、更に４年間の専門的な教育を受

けてようやく就業できる職種であり、他の

医療活動との兼業のみならず、労働医の独

立性や尊厳を侵す他の職業活動との兼業も

禁じられている（医師倫理法典第２６条）。 

 フランスでは、全ての企業が、労働医の

属する労働保健機関（service santé au 

travail）の設置を義務づけられており、こ

れは主に大企業向けの単一企業労働保健機

関と、主に中小企業向けの企業共同労働保

健機関に分かれる。メンタルヘルスに関わ

る労働医の職務は、集団的性格を持つもの

（集団的業務）と個別的性格を持つもの（個

別的業務）に分かれ、前者は、労働者の健

康リスクに関わる労働条件や職務等につい

て、使用者に改善提案をなすものであり（労

働法典 L.4624-3 条）、後者は、労働者の健

診等を契機として、個々の労働者の特性（年

齢、体力、健康状態等）に応じ、使用者に

配転や職務内容の変更等の個別的措置を提

案するものである（労働法典 L.4624-1 条）。

使用者は、いずれの提案についても充分に

考慮せねばならず、それを実施しない場合

には、労働者及び労働医に理由を示さねば

ならない。 

 かように強力な権限と責務を課された存

在ではあるが、にもかかわらず、実態とし

ては、使用者に嫌悪感をもたれないため、

労働環境整備のための助言を避けたり、労
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働者がメンタルヘルス不調に陥った場合に

も、一律的に個人の職務適性の問題等に帰

せしめてしまう労働医も少なくないという。 

 ・以上のうち労働法典の合法性監督の役

割は、労働監督官が担っており、使用者に

課せられた一般的義務の履行や個別労働者

の権利保護の場面で、罰則（の威迫）をも

って一定の作為や不作為を命じる権限を有

している。 

 ・その他、ARACT（地方労働条件改善所：

１９７３年に設立され、労働者の年齢や性

別、健康状態、スキル、地域的なデータに

基づく企業の行動計画の作成支援や診断等

を行う雇用・職業訓練・労使対話省に属す

る国立機関で、全国労働条件改善局

（ ANACT ： Agence Nationale pour 

l'amélioration des conditions de travail）

を構成する２６の地方支部のこと。作業関

連ストレス対策を含めた種々の調査研究を

実施しており、企業等への直接的なサービ

スを実施しているほか、国の政策へも大き

な影響を与えている）や CARSAT（退職

者・健康保険基金・旧 CRAM<地方健康保

険基金>）が、労使、従業員代表への情報提

供やコンサルティングサービスを実施して

いる。このうち ANACT 及び ARACT は、

１９７０年代のフランスでの労使対立の激

化、特にテイラー主義への労働者の反発等

を背景に、労使関係の安定化を図る目的で

創設された経緯があり、労働条件改善と生

産性向上は両立する、との考え方を基本と

している。具体的な活動内容は、国と締結

する契約により定まり、２００９～２０１

２年度の契約では、現代における仕事のあ

り方の変容によって生じて来た産業精神上

のリスクが、重要な課題として挙げられて

いる。日本で言えば、全国労働基準関係団

体連合会や労働基準協会など、民間の生産

性本部などに近い役割を負っているように

思われ、欧州レベルでの情報交換、調査や

中小企業向けのサポートも積極的に実施し

ている。 

 ・また、上掲の２００８年７月２日の全

国職際協定に、職業上のリスク評価と予防

義務（モラル・ハラスメント行為の防止義

務や労働者の「身体的・精神的健康」の保

護義務など）の一環として、職場における

暴力及びハラスメントに併せ、作業上のス

トレスに対して使用者が必要な措置を講ず

べき旨が定められた。これを受けて、

ARACT と CARSAT は、使用者による措置

を支援するための評価シートを作成し、提

供している。 

 ・フランスでは、ドイツと同様、労働に

起因する障害疾病については、原則として

公的補償給付で補償され、それが使用者の

faute inéxcusable（許し難い過失）による

場合に限り、付加的な給付の請求ができる

こととされて来ていたが、近年の破棄院判

決が、使用者にその予見可能性が認められ

る場合一般に faute inéxcusable の存在を

認めるかのような解釈を示したこと、また、

労働者の自殺やその未遂による後遺症につ

いて使用者の民事責任を認める判決も出て

来ていることなどから、使用者の予防への

取り組みに間接的な圧力がかかっている可

能性も否定できない。 

なお、フランスでは、やはりドイツと同

様に、労災保険給付の類型は、労働災害と

職業性疾病に区分され、前者については何

らかの事故（出来事）の発生、後者につい

ては法令に定める職業性疾病リストに掲載
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のない疾病については、専門家委員会の判

断を経て初めて認定を受ける仕組みとなっ

ており、職場外での自殺や恒常的な負荷に

よる精神的健康の悪化等、事故性のない事

案において補償を受けることは困難とされ

ている。 

 ・その他、日本におけると同様に、メン

タルヘルス対策の重要性認識を背景に、大

企業を中心として、民間のコンサルタント

会社の助言を受けて対応を行うところも増

加傾向にあるが、そうした業者の質に関わ

る問題も生じて来ており、良質な業者に対

する雇用省によるラベリング制度の創設が

検討されている。 

 

ウ 効果 

 ・保健省管轄下の国立公衆衛生監視研究

所（L'Institut de veille sanitaire (InVS)）

による調査が行われているとの情報がある

が、調査未了。 

 

エ 図られている対応 

 不明 

 

 

（６）アメリカ 

ア 背景 

・１９６０年代後半、アメリカでは、

deinstitutionalization（施設に収容された

精神障害者を社会的に包摂すること）が開

始され、以後、メンタルヘルスのためのス

トレス・ケアは、主にコミュニティ・レベ

ルで行われるようになった。 

・昨今は、アメリカでも、メンタルヘル

スという用語は、単なる精神疾患対策の枠

を超え、自己効力感、行動、社会生活、職

業生活などに関わる幅広い意味で理解され

るようになって来ており、行動科学の一環

との理解も進んでいる。その意味で良好な

メンタルヘルス状態にある国民は約１７％

に過ぎず、うつ（depression＊「うつ状態」

か「うつ病」か判然としないが、前者を指

すものと察せられる）が拡大し、全国民の

約２６％に何らかの影響を及ぼしていると

試算されている。 

 ・アメリカの職場のメンタル・ストレス

にかかる主要な問題は、①職場暴力の顕在

化、②欠勤の急増、③雇用不安である。ス

トレスにより欠勤する労働者数は毎日 100

万人に及び、約 50％以上の労働者が雇用に

関して不安を覚えている、とのデータがあ

る。 

 ・NIOSH（国立労働安全衛生研究所）は、

１９８３年に、リスクの重大性や予防の可

能性などの観点から労災・職業病のランク

付けを行ったが、精神障害はその１０位に

ランクされていた。その典型は、ノイロー

ゼ、パーソナリティ障害、アルコール中毒、

薬物依存などであったが、業務上のメンタ

ル・ストレスは、労働安全衛生上の重要な

取組課題と位置づけられた。 

 ・また、１９８０年にアメリカ労働省が

議会に提出した報告書では、精神障害を含

めた職業病は、労災補償給付の受給による

逸失利益の回復が困難で、それが故に損害

賠償請求訴訟が生じたり、その他の社会保

障給付等でカバーされる（かそれすら困難

な）場合が多く、重要な取組課題であると

の認識が示されていた。 

 ・アメリカでは、８０年代、ホワイトカ

ラー労働者の増加と共に、精神障害による

労災補償請求件数が増え、メディアの報道
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もあって、メンタル・ストレスに関心が集

まるようになった。労災補償では、民間の

団体医療保険のような支給制限や一部負担

金がないこと、労災保険のプロバイダー自

身が請求を奨励したこと、労災補償法をリ

ベラルに解釈し、作業関連ストレスによる

疾患を対象に含める司法判断が出て来たこ

となども、請求件数の増加を後押しした。 

 これに対して、州の中には、立法措置に

より、差別的、精神的な害意を持つ等に該

当しない真正な人事上の措置（配転、昇進、

降格、解雇など）については、補償対象か

ら外すところが出て来た。その背景には、

①国際競争や経済的低迷によるレイオフや

工場閉鎖はやむを得ない、②ベビーブーマ

ー世代は、その前の世代と異なる期待をし、

結果的にストレス脆弱性が高くなっている、

③組合の機能低下により、職場でメンタル

ストレスを抱える者への適切な対応ができ

なくなって来ている、等の認識があった。 

 その結果、労働者は、使用者を相手方と

する労災民事損害賠償請求や、違法解雇を

理由とする損害賠償請求を提起するように

なった。他方で、労災補償請求も増加し続

けており、こうした状況は、現在の日本の

状況によく似ている。 

 ・９０年代後半には、ダウンサイジング、

レイオフ等により大量の人員削減が行われ、

雇用不安から多くの労働者がストレスを感

じるようになり、特に白人男性の自殺率が

上昇した。また、ベトナム・シンドローム

やイラク解放作戦に参加した兵士の精神疾

患や自殺の問題も継続していたが、空軍の

自殺予防対策（コミュニティ・アプローチ）

により、多くの者が救済された。 

 ・１９９９年には、ゴア副大統領夫人

（Tipper Gore）が、アメリカ史上初めて、

ホワイトハウスでメンタルヘルス会議

（White House Conference on Mental 

Health）を開催した。 

 ・２００２年、ジョージ・Ｗ・ブッシュ

大統領がメンタルヘルス委員会（The New 

Freedom Commission on Mental Health）

を設立した。翌年、同委員会より大統領宛

に提出された報告書で、メンタルヘルスの

目的は、疾病障害の治癒ではなく、会社や

社会への復帰であり、その実現のため、政

府機関は省庁・自治体の壁を越えて連携し、

また、さまざまな専門分野の医師、精神科

医、心理職、ソーシャル・ワーカー、ＥＡ

Ｐなどのメンタルヘルス・プロバイダーも、

連携を深め、個々人に合わせたプランを作

成して対応する必要がある旨が示された。 

 この報告書をもとに、様々なメンタルヘ

ルス関連団体が「メンタルヘルス改革キャ

ンペーン」を実施し、２００４年若者の自

殺を防止するための法律（the Garrett Lee 

Smith Memorial Act（GLSMA））、２００

７年退役軍人の自殺を防止するための法律

（ the Joshua Omvig Veterans Suicide 

Prevention Act（JOVSPA））など、複数の

メンタルヘルス対策法の制定に至った。 

 ・アメリカでは、２００７年段階で、自

殺者は年間３４，０００人以上にのぼり、

人口１０万人当たり１１．３人に達してい

た。中でも若年者の自殺が多く、１５～２

４歳の若者の死亡理由の３番目、大学生の

２番目に位置していた。 

 ・アメリカでも、メンタルヘルス問題に

関するスティグマ意識は強く、精神科医や

セラピストへの受診には抵抗感を持つ者が

多かったが、対策の一環として、２００８
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年にセキュリティ・クリアランスに関する

法規定が改定され、心神喪失者でも原則と

して国家の重要機密にアクセスすることが

認められるようになった。 

 ・前述したように、アメリカに特徴的な

現象として、労災死亡事故に占める職場暴

力、とりわけ殺人件数の多さが挙げられる。

労働統計局（BLS）の致死的業務上傷病セ

ンサス（Census of Fatal Occupational 

Injuries（CFOI））によれば、２０００～２

００９年にかけて毎年平均５９０人の殺人

が発生し、業務関連死亡災害の４位、２０

０９年の女性の職場での死亡災害の１位は

殺人であった。また、毎年平均１５，００

０件以上の非致死的な傷害が報告されてお

り、被害者の１９％が法執行官、１３％が

小売業、１０％が医療関係労働者であった。 

 

イ 特徴 

・アメリカには OSHA（アメリカ労働安

全衛生法）があり、その中に一般的義務条

項も規定されているが、同条項を含め、全

条項が、基本的に職場における身体的なリ

スクを射程としており、メンタルヘルスへ

の適用は予定されていない（ただし、２０

１１年９月８日には、同国において深刻な

職場暴力の問題について、一般的義務条項

の下での執行を前提に、「職場暴力の調査ま

たは監督の執行手順（OSHA Directive CPL 

02-01-052(2011,September 8). 

Enforcement Procedures for 

Investigating or Inspecting Workplace 

Violence Incidents）」が発令されている）。 

・OSHA では、日本でいう一般健診の定

めはなく、特殊健診の一部に相当する制度

が定められているに過ぎない。また、産業

医の選任を義務づける規定もない。その理

由の１つは、同法の規制行政的性格にあり、

基本的に各州で設定された安全衛生基準を

監督官による臨検と罰則により履行確保を

図る仕組みを採っている。それゆえに、産

業医制度はもとより、自主的な安全衛生の

確保を求める内容に乏しい。また、同法に

基づく私訴権（private cause of action）も

認められていないため、民事の領域で同法

の規定を緩やかに解釈するような司法判断

も下され得ない。 

・他方、 OSHA を離れた一般的な

negligence（過失の不法行為）による訴訟

等でも、精神的苦痛を導く職場のいじめ等

についてさえ、使用者責任が殆ど認められ

ていない。２００３年以降、いじめに対す

る使用者責任を強化する法案（the Healthy 

Workplace Bill）が２４の州で提出されて

いるが、立法化された例はない。 

 

＜労災補償法関係＞ 

 ・労災補償は、あくまで事後的な措置な

ので、予防に直接的には関わらない。また、

アメリカでは、日本のように、精神障害で

労災認定が下りると、企業のブランド・イ

メージが毀損されるといった事情は殆どな

い。州により異なるが、彼国の労災補償制

度は、州法によりその枠組みを決定される

一方、その財政と運用は、①州基金、②使

用者の加入する私保険、③（災害リスクが

少ない事業など例外的な場合に限り）労働

者自身が加入する自己保険（self-insurance）

に委ねられ、基本的に民間ベースで運営さ

れているからである。また、彼国の労災補

償制度は、州により千差万別であり、一概

に論じられない。 
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 それでも、メリット制が前提となってい

る場合が多く、精神障害の労災認定は、使

用者にも一定の不利益をもたらすため、そ

の認定基準は、予防にも間接的な関わりを

持つ。 

 ・各州のメンタルに関する労災補償申請

は、次の３種類に大別される。 

 ① フ ィ ジ カ ル － メ ン タ ル 請 求

（physical-mental claims）：いわゆる外因

性精神障害についての労災補償請求。身体

的外傷による精神症状による労働不能等を

請求原因とするもの。 

 ② メ ン タ ル － フ ィ ジ カ ル 請 求

（mental-physical claims）：メンタルな刺

激によって身体的疾患が惹起されたことを

原因とする労災補償請求。長時間労働によ

る心筋梗塞などが該当する。 

 ③ メ ン タ ル － メ ン タ ル 請 求

（mental-mental claims）：メンタルな刺激

によって精神的な障害が惹起されたことを

原因とする労災補償請求。業務上のプレッ

シャーによる慢性的なうつ症状などが該当

する。 

 このうち①②は、全ての州で補償対象と

しているが、③を対象とする州は２０１２

年１月時点で１８州にとどまる。その１８

州の中にも、（ア）短時間内の突然の出来事、

（イ）同等の職場で働く労働者と比較して

甚大で異常なストレス、（ウ）職場のストレ

スが精神障害の主たる原因であること、（エ）

仕事のストレスが真正な人事上の措置（訓

練、職務評価、配転、レイオフ、降格、解

雇など）により引き起こされたものでない

こと、（オ）医師免許を持った精神科医か心

理学者の証明があること、（カ）身体的症状

を伴うこと、等を認定の要件とするところ

がある。 

 また、原則として③を補償対象としない

州の中にも、業務遂行中に生じたレイプ、

暴力的な犯罪被害などを例外的に補償対象

とする州もある。 

 

＜ADA と労災補償法の関係＞ 

 ・ADA の詳細は、次項（６）に記載の通

りだが、労災補償法との関係について、以

下の点が特筆される。 

 ・ 労 災 補 償 法 上 の 労 働 不 能 給 付

（disability benefit）を受ける者は、合理

的配慮があれば、あるいはなくても、原則

として、職務の本質的機能を遂行できる個

人（適格性を持つ障害者）（ADA 第１０１

条(8)）の条件を充たさないと解され、ADA

の適用を受けない。 

 ・ただし、ADA の前身であるリハビリテ

ーション法については、たとえ労災補償が

認められても、同法所定の障害者差別に基

づく損害賠償請求は可能とする判例がある

（ Johnson v. Sullivan,764 

F.Supp.1053(D.Md.1991)）。また、労災に

よって障害者となった労働者は、労災補償

を得られるだけでなく、ADA の適用条件を

充たせば、合理的配慮として、職場復帰措

置を請求することもできるが、仮に使用者

が正当な理由なく当該措置を拒めば、同法

に基づく損害賠償を請求できることになる。 

 

＜FMLA と ADA の関係＞ 

 ・FMLA（家族・医療休暇法）は、日本

でいう育児・介護休業法と組織が任意に設

ける疾病休職制度の内容を併せ持った法律

である。具体的には、①出産・育児、養子

の養育、②重度の（：３日以上の休暇取得
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により認められる）傷病を被った配偶者、

近親者の世話、③労働者自身の深刻な健康

状態（：入院治療または医療介護機関によ

る継続的治療が必要な状態）により、労働

不能に至った場合に、１２か月以上の雇用

期間、前年に１２５０時間以上の就労の条

件を充たす労働者に、 長１２週／年の無

給休暇を保障する規定を置いている。労働

者が休暇開始前から団体保険に加入してい

れば、使用者は、当該休暇期間中の保険金

（＊保険料の趣旨か要確認）負担を維持せ

ねばならないが、労働者が職場復帰しない

ことが明らかになった時点で、保険給付が

停止される。休暇の取得方法は、連続的取

得、断続的取得、軽減労働日程に合わせた

取得のいずれも可能である。 

 休暇を経て、労働者の職場復帰が可能に

なれば、原則として、休暇前に就いていた

ポストに復職できるが、それが廃止又は改

変された場合、それと同様のポストか、そ

れと同等（：同じ賃金・手当、その他の労

働条件）のポストに復職できる。 

 ・FMLA と ADA の関係は以下の通り。 

 ア ADA では、使用者は、たとえ労働者

が同法の定める合理的配慮等を求める場合

にも、職務に関連し、業務上の必要性に合

致することが立証される場合でなければ同

人の障害を調査することはできないが、

FMLA では、労働者が同法に基づく休暇を

取得しようとする場合、その必要性を証す

るヘルスケア・プロバイダーの診断書の提

出を求めることができる。 

 イ ADA では、使用者に過度の負担を強

いるものでない限り、合理的配慮の一環と

して、労使間で決められた期間、休暇の取

得が認められるが（いったん決定した期間

の満了後の延長も可能）、FMLA では、任

意の１２か月間に 長１２週間の無給休暇

を、連続的、断続的または軽減労働日程で

取得する権利が付与される一方、追加給付

は認められない。他方、FMLA では、家族

等の看護・介護のための休暇取得を認めら

れるが、ADA では認められない。 

 ウ 休暇後の復職については、ADA でも、

合理的配慮の一環として、従前のポストの

確保が過度の負担に当たらない限り、当該

ポストかそれと同様ないし同等のポストに

復帰する権利が付与されるが、あくまで使

用者側の過度の負担がかからない範囲に限

られる。 

 

＜メンタルヘルス・パリティ法＞ 

 ・アメリカには、高齢者医療保険として

のメディケア（Medicare）、低所得者層向

け 医 療 保 険 と し て の メ デ ィ ケ イ ド

（Medicaid）などはあるが、全国民を対象

とする社会保険としての医療保険制度がな

く、各企業が従業員福利厚生施策の一環と

して、労働者とその家族を対象に民間保険

会社と団体保険契約を締結し、医療保障サ

ービスを提供する例が殆どである。 

 ・１９９６年には、精神疾患罹患者に対

して身体疾患罹患者等と同様の医療保険給

付の保障を図るため、９６年メンタルヘル

ス・パリティ法（MHPA : the Mental 

Health Parity Act of 1996）が制定され、

１９９８年に発効したが、以下の通り、そ

の内容は、必ずしもその目的に沿うもので

はなかった。 

 ア メンタルヘルス・プログラムを一般

的なヘルス・プランの一環として取扱い、

団体医療保険の給付パッケージにメンタル
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ヘルスを含める必要も規定していなかった。 

 イ 団体医療保険につき、従業員数５０

人未満の企業への適用を免除していた。 

 ウ 同じく、精神疾患罹患者への給付に

特別な制限を設けることを禁止していなか

った。 

 エ 同じく、精神疾患罹患者のみを対象

に、医療受診の回数、年間給付金額、生涯

給付金額に制限を設けていた（精神疾患に

対する典型的な年間給付限度額は 5,000 ド

ル、生涯給付限度額は 50,000 ドルだったが、

身体疾患の場合、年間給付に上限はなく、

生涯給付でも 100 万ドルまで許容されてい

た）。 

 ・９６年 MHPA は、サンセット条項（＊

当該法律について、一定期間ごとに適否を

審査し、廃止か続行かを決する旨の条項）

により６回延長された後、２００１年９月

３０日に廃止された。 

 ・しかし、２００８年になって、ジョー

ジ・Ｗ・ブッシュの尽力により、MHPA よ

り保障内容を拡大するメンタルヘルス・パ

リティ・依存症衡平法（the Paul Wellstone 

and Pete Domenici Mental Health Parity 

and Addiction Equity Act（MHPAEA））が

制定された。同法は、リーマン・ショック

を契機とする金融危機対策のために制定さ

れた「金融安定化法（ the Emergency 

Economic Stimulus Act）」の一部であり、

従来、上掲のようにさまざまな制限が付さ

れていた精神疾患対象の保険の保障レベル

を、控除、自己負担、私費負担、自己保険、

適用される入院、外来受診など、まさにさ

まざまな面で身体疾患と同レベルに引き上

げさせると共に、メンタルヘルス（不調者）

に対する偏見と差別の抑制に国家として取

り組むことを宣言した点に意義がある。 

 

＜医療費負担適正化法＞ 

 ・オバマ政権下の２０１０年３月に、患

者保護および医療費負担適正化法（the 

Patient Protection and Affordable Care 

Act（PL 111-148））にヘルスケア及び教育

負担抑制調整法（the Health Care and 

Education Reconciliation Act of 2010（PL 

111-152））を上乗せして成立した法律であ

り、一般にヘルスケア改革法と呼ばれてい

る。 

 ・同法は、国民の大半に医療保険への加

入を義務づけると共に、 

 ①零細企業の労働者や自営業者など企業

保険に加入できない者も、新設される保険

市場（Exchange）から加入できる体制をつ

くること、 

 ②持病や重病、性別等を理由に保険加入

や契約更新を拒否されないようにすること、 

 ③医療業界が医療の質の向上とコスト削

減のための措置を講じるようにさせること、 

 等を定めている。 

 ・同法制定の背景には、 

 ア 医療費高騰と景気後退を背景とする

企業の保険離れと約５０００万人にのぼる

保険未加入者の発生、保険加入者の負担増

加（「隠れた税金（Hidden Tax）」問題の深

刻化）、 

 イ 予防医療を軽視する傾向の拡大、 

 等の事情があった。 

 ・この法律の制定に際しては、２６の州

や、個人企業全国連合等が違憲訴訟を提起

し、２つの州連邦地裁が違憲判決をだした

が、２０１２年６月１８日の連邦 高裁判

決は、裁判官５対４の僅差で合憲とした。
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４名の裁判官は、医療保険に加入しない者

への罰則について、州際通商条項違反とし

たが、長官を含む５名は、税負担とみなし、

合憲とした。 

 

＜民間の制度～EAP～＞ 

 ・アメリカでは、労災補償制度を筆頭に、

他国では公的制度となっているものも、民

間に委ねられていることが多い。日本でも

その役割と存在感を増しつつある EAP が、

アメリカ発祥であることはよく知られてい

るが、現在のアメリカの EAP は、日本であ

れば精神保健福祉センター、保健所、独立

行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

傘下の都道府県障害者職業支援センター、

イギリスであれば Jobcentre Plus などが果

たしている役割の多くを担っている。 

 ・アメリカの EAP は、１９４０年代に、

労働者のアルコール問題への対応のニーズ

から生まれ、アルコール中毒や薬物依存問

題への対応を主な業務として拡大して来た。

６０年代には、職務のパフォーマンス障害

全般に焦点が移り、８０年代中頃から、諸

障害発生の前段階での予防を図るウェルネ

ス・プログラムの策定と実施にも取り組む

ようになった。現在の EAP は、通例、フル

タイムの従業員を対象に、職務に関連する

諸種の支援を行っており、その範囲は、抑

うつ、ストレス、不安、摂食障害から、キ

ャリアに関する困難、結婚・家族、家計、

エイズ・がんなどの医療、その他の法律関

連問題など多岐にわたる。ただし、セクシ

ュアル・ハラスメントの問題は、一般に、

EAP ではなく、HR（人事労務）が対応す

べ き 課 題 と 捉 え ら れ て い る 。 う つ

（depression）については、EAP が直接診

断する場合もあるし、医師の診断を前提に

個人・グループでのカウンセリングを施す

場合もあるが、基本的には、原則として本

人の健康保険プランに従い、医療受診を勧

める。特に自殺念慮がうかがわれる場合に

は、直ちに医療機関にリファーする。 

 ・一例として、ボストンのパートナー・

ヘルス・ケアは、身体障害、家族の介護資

源、家庭内暴力、性的暴行、高齢者介護、

母乳サポート、子育て、一般的な人間関係

なども業務範囲に含めている。 

 ・EAP の主なスタッフは、Ph.D 等の学

位を有する心理学の専門家だが、産業医が

そのサービスに関与する例も多い。 

 ・なお、EAP の品質保証を図る動きもあ

る。たとえば、 Journal of Workplace 

Behavioral Health : Employee assistance 

practice and research を刊行している従業

員支援サービス協会（ the Employee 

Assistance Trade Association）は、１９８

５年に EAP プロバイダー基準を策定する

ために設立された団体である。また、北ア

メリカ EAP 事業者協会（the Employee 

Assistance Society of North America

（EASNA））は、２００１年に、認定基準

協会（the Council on Accreditation）と協

力し、基準による認定を開始し、現在まで

に６０近い EAP プログラムを認定してい

る。 

 ・２０１１年段階での北アメリカ EAP 事

業所協会の調査によれば、同協会傘下に８

００のグループ会員があり、アメリカ国内

で３１４０万人、国外を併せると計４６１

０万人の労働者をカバーしているという。 
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ウ 効果 

・不明 

 

エ 図られている対応 

・イで示したもの。 

 

 

（７）アメリカ（障害者差別禁止法関

係） 

ア 背景 

・（６）で述べたように、アメリカでは、

デンマークやイギリスのように、作業関連

ストレス対策のための法に基づく体系的な

制度は存しない。 

・しかし、世界で初めて包括的な障害者

差別禁止法を制定した国として、その領域

での法規定や法理を大きく発展させて来て

おり、メンタルヘルス不調者対策の一部（主

として２次・３次予防面）をカバーするま

でに至っている。 

 すなわち、同国の障害者差別禁止法は、

１ ９ １ ８ 年 の ス ミ ス ・ シ ア ー ズ 法

（Seare-Smith Veterans’ Rehabilitation 

Act）に淵源を持ち、当時は傷痍軍人を対象

に職業訓練や教育を提供することを主な目

的としていたが、１９２０年のスミスフェ

ス法（Smith-Fess Act）により、身体障害

を持つ全てのアメリカ人に対象が拡大され、

４３年の改正で精神障害者・知的障害者に

も拡大された。しかし、障害者の職業訓練

とカウンセリングを主な目的としていたた

め、むしろ社会的分離に繋がり易い面があ

った。 

 その後、公民権運動とそれを経て制定さ

れた１９６４年公民権法は、障害者の自立

運動の拡大にも影響を及ぼし、１９７３年

リハビリテーション法（Rehabilitation Act 

of 1973）や、その後の１９９０年障害を持

つアメリカ人法（ADA）の制定にも一定の

影響を及ぼした。 

 うち１９７３年リハビリテーション法は、

連邦政府と同政府から財政補助を受ける計

画や事業につき、適格性を持つ障害者の参

加の自由の剥奪、利益の享受の否定、差別

を禁止したほか（同法第５０４条）、連邦政

府に対し、適格性を持つ障害者の採用、配

置、昇進などにつき積極的差別是正措置

（Affirmative Action）を義務づけ（第５０

１条）、さらに、連邦政府と１万ドルを超え

る契約を締結する民間企業に、適格性を持

つ障害者の採用、昇進について積極的差別

是正措置を義務づけた（第５０３条(a)）が、

その射程は非常に狭かった。 

そこで、全米障害者評議会（NCH（現在

は NCD））は、１９８６年に「自立に向け

て」と題するレポートにより、包括的な障

害者差別禁止法の制定に向けた提言を行い、

１９８８年には、「自立の入口」と題するレ

ポートにより、障害を理由とする差別の禁

止 と 合 理 的 配 慮 （ reasonable 

accommodation）の義務づけ等の提言を行

い、これらが草案となって１９９０年 ADA

が制定された。 

 また、ADA の制定過程では、障害者の隔

離・差別の実態が再確認され、それらが、

①数十億ドルの不要な国家的コスト負担、

②貴重な労働力の喪失、等に繋がっている

ことと、それらへの対策の必要性が強調さ

れた経緯がある。 

 ・メンタルヘルス対策に関連するその他

の差別禁止立法として、２００８年に、使

用者が従業員・応募者の遺伝子情報を得る
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ことを原則として禁止し、遺伝子情報に基

づく差別を雇用の全局面において禁止する

遺 伝 子 情 報 差 別 禁 止 法 （ Genetic 

Information Nondiscrimination Act of 

2008）が制定されている。 

 ・同じ２００８年に ADA が改正され、現

在の ADA は、２００８年 ADA となってい

る。この改正は、１９９０年 ADA の制定以

後、裁判所が同法における障害者の範囲を

狭く解釈する傾向に対して寄せられていた

批判に対応することを主な目的としていた。 

 

イ 特徴 

・上記の経緯から、ADA の下では、メン

タルヘルス不調者も、①労働力として活躍

することが期待され、②その障害ゆえに職

務遂行上支障がある場合には、その障害を

取り除くための「合理的配慮」の提供が使

用者に求められる。 

 ・ADA および遺伝子情報差別禁止法の施

行規則やガイドラインを策定し、差別の救

済窓口となって実際に救済にあたるのは、

雇用機会均等委員会（ EEOC ： Equal 

Employment Opportunity Committee）で

あり、議会上院の助言と承認を得て大統領

の任命を受けた、各種の差別問題について

専門的な知識経験を持つ５名の委員から構

成されている。スタッフ数は約２４００名

で、ワシントン DC の本部のほか全米に５

３の支部を持つ。 

 ADA を含め、EEOC が取り扱う連邦法

（リハビリテーション法、１９６３年同一

賃金法、１９６４年公民権法第７編、１９

６７年雇用における年齢差別禁止法、１９

９１年公民権法第７編及び GINA）につい

ては、EEOC による調整前置主義が採られ

ており、訴訟の前に EEOC への申立

（charge）がなされなければならない。こ

こで調整が成立すれば、申立人・被申立人・

EEOC の三者間で拘束力を持つ書面が締結

されるが、成立しない場合、EEOC が自ら

原告となって訴訟を提起することができる。

申立人は、①EEOC が訴訟を提起しない場

合、②EEOC が申立を却下した場合、③申

立後１８０日を経過した場合、EEOC から

訴権付与通知（notice of rights to sue）を

受け取り、裁判所に訴訟を提起することが

できる。 

 ・ADA の適用対象となる障害者の範囲に

ついて、同法は、９０年法、０８年法共に、

第３条(1)において、(A)その人の１つ以上の

主要な生活活動を実質的に制限する身体的

又は精神的機能障害があること、(B)そのよ

うな機能障害の記録があること、(C)そのよ

うな機能障害をもつとみなされること、の

「いずれか」を障害と定義して来た。 

 (C)から明らかなように、ここでは、実際

の機能障害の有無にかかわらず、機能障害

と認識された者も障害者と解され、したが

って差別を禁止される。 

 ・現行の０８年法は、９０年法とは異な

り、「読むこと、集中すること、考えること、

コミュニケーションをとること」などを主

要な生活活動の一環と規定し（第３条

(2)(A)）、実質的にその範囲を拡大した。０

８年の法改正後に策定された ADA 施行規

則§1630.2(1)(i)も、「座ること、手を伸ば

すこと」と共に、「他者と交流すること」が

主要な生活活動に含まれると規定した。ま

た、法でも規則でも、これらはあくまで例

示列挙に過ぎないと強調されている。 

 精神障害との関係では、これらの活動の
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ほか、９０年法時代から規定されていた「自

分自身の世話をすること」、「話すこと」、「手

作業をすること」のほか、０８年法で加え

られた「眠ること」などが実質的に制限さ

れる主要な生活活動に該当する可能性が高

い。 

 ・０８年法は、９０年法とは異なり、障

害の定義について、第３条(4)で以下の解釈

ルールを規定した。(A)障害の定義は広範囲

の個人に有利となるよう、ADA の文言上許

される 大限になされるべきこと、(B)「実

質的に制限する」の解釈は、国家が差別を

なくすための明確で包括的な命令を発する

等の目的に沿うよう解釈されるべきこと、

(C)（省略）、(D)時々生じるか寛解期にある

機能障害でも、発症時に主要な生活活動を

制限する以上、障害に該当すること（＊こ

れにより、フラッシュバック等により主要

な生活活動に相当程度制限を受けることが

ある PTSD のほか、うつ病・てんかん等の

罹患者が障害認定を受ける可能性が拡大す

ると解される）、(E)軽減措置による改善効

果（※精神障害の場合、服薬による（一時

的な）症状緩和等の改善効果等が該当する

と解される）を考慮しないこと。 

また、新たな ADA 施行規則§1630.2(j)

は、すべての機能障害が本法にいう障害に

当たるわけではないが、一般人口の殆どの

人びとの能力と対象者の能力を比較する際、

科学的、医学的又は統計的な証拠を用いる

必要はないことなどを規定している。 

・EEOC の「精神障害ガイドライン」は、

ADA 第３条(1)(A)における精神的機能障害

に該当する例として、以下のものを挙げて

いる。 

①うつ（major depression）、②躁うつ

（bipolar disorder）、③不安障害（anxiety 

disorder）：パニック障害、強迫神経症、

PTSD を 含 む 、 ④ 統 合 失 調 症

（schizophrenia）、⑤パーソナリティ障害

（personality disorder） 

ただし、違法な薬物使用による精神的な

機能障害は、ADA の保護する障害の定義か

ら除外されると解されていることから、文

言解釈に法理論的な価値判断（＊この場合

は刑事法上の「原因において自由な行為」

に類似する考え方）が介在することを看取

できる。 

また、これらの疾病類型に該当しても、

それ（ら）によって１つ以上の主要な生活

活動が実質的に制限されなければ同法にい

う障害には該当しない。 

「実質的な制限」の有無は、０８年法と

施行規則上、①制限の程度と②期間の長さ

を参考に判断されるとされており、EEOC

のガイドラインでは、生活活動の制限が数

ヶ月以上継続することが必要とされている。

しかし、前掲の第３条(4)(D)との関係上、問

われるのは症状の継続期間自体の長短では

なく、あくまで生活活動の制限の長短であ

ることに留意する必要がある。 

 ・EEOC のガイドライン（「精神障害ガイ

ドライン」）に掲載されている精神障害に関

わる生活活動ごとの判断規準は以下の通り。 

 ①他者との交流：同僚や上司と仲が悪い

のみでなく、常に敵対的関係にある、社会

的引きこもりである、必要なコミュニケー

ションがとれない等の深刻な問題が必要。 

 ②集中すること：長時間会議での疲労に

よる一時的なものではなく、不安障害によ

り集中できず、細かいミスを繰り返し、注

意を受けても改まらない等の状況が該当す
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る。 

③睡眠：精神的機能障害による場合にも、

寝付きが悪い、時々充分な睡眠がとれない

だけでは不充分であり、PTSD により数ヶ

月にわたり睡眠薬なしではわずかしか寝ら

れない場合や、うつ病により数か月間１日

に２、３時間しか寝られない場合等が該当

する。 

④自分自身の世話：平均人と比較して、

起床、入浴、着替え、食事の用意と摂取な

どの基本的活動が困難な場合が該当し、う

つ病により睡眠過多となり、基本的行動が

取りにくくなる場合も含まれ得る。 

 ・ADA において差別禁止対象となるのは、

合理的配慮があれば、あるいはなくても、

職務の本質的機能を遂行できる個人（適格

性を持つ障害者）（第１０１条(8)）に限られ

る。使用者が、学歴、熟練、経験等の職務

に関連する基準を設定している場合、障害

の有無にかかわらず、その基準を充たさな

ければ、適格性を欠くことになる。 

 ・ADA 第１０２条(a)は、「いかなる適用

対象事業体も、応募手続き、労働者の採用、

昇進、解雇、報酬、職業訓練、並びにその

他の雇用上の規定、条件及び特典に関して、

適格性を有する人を障害を理由として差別

してはならない」と定め、雇用の全局面に

おける差別を禁止している。ADA 施行規則

§1630.2(1)も、同法により禁止される行為

には、「採用拒否、降格、休職命令、解雇、

ハラスメント、その他の労働条件に関する

不利益取扱い等」が含まれるとしている。 

 ・ADA 第１０２条(b)は、同条(a)が規定

する差別に該当する例として、以下の７例

（要約）を列挙している。 

 (1)障害を理由として、応募者や労働者の

地位や機会に不利となる方法で制限、分離

又は分類すること。 

 (2)適格性を持つ障害者を差別するような

契約その他の取り決めや関係に参加するこ

と。 

 (3)障害者等の差別につながったり固定化

させる管理上の基準、判断規準、方法を用

いること。 

 (4)適格性を持つ個人が関わっている個人

が障害を持っていること（の認識）を理由

に、その者（適格性を持つ個人）に均等な

職務や特典（付加給付等）を付与しないこ

と。 

 (5)(A)労働者または応募者であって、（そ

うした制約がなければ適正に業務を遂行で

きるという意味で）適格性を持つ、認識さ

れた（known）障害者の身体的または精神

的制約に対して合理的配慮を行わないこと、

ただし、その配慮の提供が、使用者の事業

の運営にとって過度の負担を課すことを使

用者が証明できる場合はこの限りではない。

(B)合理的配慮を提供する必要があること

を理由に、適格性を持つ障害者である応募

者や労働者の雇用機会を否定すること。 

 (6)障害者やその集団を排除するような適

格性審査基準、試験等の選考基準を用いる

こと。ただし、業務上の必要に基づくこと

等を事業側が証明できる場合は該当しない。 

 (7)感覚、手作業、発話機能等の障害を持

つ労働者などを対象とする試験の実施に際

して、測定を目的とする技能、適性などの

要素が も効果的に測定されるような方法

を用いないこと。 

 ・以上の第１０２条(b)(1)～(7)のうち、(1)

～(4)と(7)がいわゆる直接差別（≒差別的取

扱い（disparate treatment））、(6)がいわゆ
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る 間 接 差 別 （ ≒ 差 別 的 イ ン パ ク ト

（disparate impact））に関する規定と解さ

れている。また、以上のうち(5)が、（実質的

に）使用者に合理的配慮の提供を義務づけ

ると共に、過度な負担による免責を認める

規定と解されている。 

 ・ADA 施行規則§1630.4(b)は、障害の

ない人による逆差別の申し立てを認めない

旨規定している。 

 ・ADA の定める合理的配慮は、もとは１

９７２年の公民権法第７編改定時に、従業

員の宗教上の行為に安息日を付与するなど、

積極的な配慮をなすべき定めが設けられた

ところに法律上の起源があるが、そこでは

小限のコストの範囲内を超えるものは過

度な負担と解されていた。しかし、ADA の

下では、 小限以上のコストを課す概念と

して再構成された。 

 ・ADA 第１０１条(9)では、(A)にバリア

フリー等の施設上の物的な配慮が規定され、

(B)に「職務の再構成、労働時間の短縮、勤

務割の変更、空席の職位への配置転換、機

器や装置の購入・改良、試験・訓練材料・

方針の適切な調整・変更、資格をもつ朗読

者や通訳の提供、および個々の障害者に応

じた他の類似の配慮」が例示列挙として規

定されている。 

 ・合理的配慮の要請は、原則として応募

者や労働者側からなされねばならないが、

根拠法や意味づけ（＊合理的配慮として）

を伝える必要はなく、理由と要望事項を端

的に伝えることで足りる。ただし、精神障

害者の場合、自身の障害について認識がな

かったり、合理的配慮の必要性や如何を使

用者に伝達することが困難な場合もあるの

で、使用者側に精神障害罹患に関する認識

がある場合、使用者側に「相互関与プロセ

ス（interactive process）」の中で措置内容

を特定するなどの積極的な働きかけを求め

る判例もある。 

 ・合理的配慮は、現実に障害を持つ人

（ADA 第３条(1)(A)）と、障害の記録を持

つ人（ADA 第３条(1)(B)）であって、適格

性を持つ人に対して求められるが、障害を

持つとみなされた人（ADA 第３条(1)(C)）

に対しては求められない（＊実質的に不要

の故と解される）。 

 ・使用者が指定医への受診を求めること

は、職務関連性と業務上の必要性がある場

合にのみ許される。 

 ・ADA の定める過度な負担は、「著しい

困難又は費用を要する行為」を指し、配慮

の性質及び費用、使用者の財政状況、従業

員数、使用者の事業の種類等、多様な基準

により判断される（ADA 第１０１条(10)）。 

 ・合理的配慮のコストに対する直接的な

公的援助の制度はないが、企業規模により、

年間５０００ドル以内の税額控除などの優

遇措置制度がある。 

 ・精神障害者に対する典型的な合理的配

慮について、EEOC の精神障害ガイドライ

ンには、以下のような例が記載されている。 

 ①労働時間の短縮、勤務スケジュールの

変更、休暇の付与 

 有給休暇や追加的な無給休暇の付与、服

薬等で午前中の集中力が低下する場合の出

勤時間の遅めの時間への変更など。 

 ②職場環境・設備の変更 

 個室やパーテーションの付与、ヘッドフ

ォンの着用を認めること、集中力を欠く者

には会議の際に録音を認めることなど。 

 ③職場のルールの修正 
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 水分補給のための短時間の休憩を１時間

に１回認めることなど。 

 ④ジョブコーチの提供 

 一時的にジョブコーチを障害者に付ける

ことなど。 

 ⑤配置転換 

 配置転換が合理的配慮となるのは、現職

での合理的配慮が使用者にとって過度の負

担となるか不可能な場合に限られる。また、

使用者が配転義務を負うのは、配転先が空

席の場合に限られる。 

 ・精神障害者の服薬管理は職場特有のバ

リアを取り除くことに当たらず、合理的配

慮とはいえない。 

 ・ADA に関する従前の判例は、障害者認

定に関するもので、かつ原告敗訴となるも

のが多かったが（＊２００９年に各巡回区

控訴裁判所に提訴された ADA に関する訴

訟４５４件（ただし、障害者認定に関する

ものに限られない）のうち、障害者側が勝

訴した件数は９件。精神障害者に限ってみ

ると、同年の訴訟７９件のうち障害者側勝

訴は０件であった）、合理的配慮に関するも

のも一定数存在する（＊林弘子報告Ⅳでは、

ADA 施行後１０年間は、障害の定義の範囲

に争点が集中していたが、 高裁（U.S.Air 

Ways,Inc.v.Barnett,535 U.S.391(2002)が、

その点を明確化して以後は、合理的配慮の

内容に争点が移行していると指摘されてい

る ）。 例 え ば 、 Ralph v. Licent 

Technologies,Inc.,135 F.3d 166(1st 

Cir.1998)は、同僚からのセクハラにより精

神疾患に罹患して休職した原告が、合理的

配慮として復職後の短時間勤務を求めた事

案で、当該措置を合理的配慮として認めた。

他方、Mobley v. Allstate Ins.Co.,531 F.3d 

539(7th Cir.2008)は、睡眠障害を伴う神経

性疾患に罹患した原告が、個室での勤務や

始業時間の遅延等を認められた他に、在宅

勤務等の配慮を求めた事案で、そこまでの

措置を講じる必要はないとした。過度な負

担について定める ADA 第１０１条(10)と

の関係からか、一般に、低コストで済む措

置は認められ易い傾向があるようだが、疾

病罹患の背景（業務上外）などが考慮され

ている可能性もある。 

 ・ADA と予防理論（１次予防から３次予

防）の関係を整理すると、以下のように言

える。 

 ①１次予防との関係：障害者の有無にか

かわらず、従業員や職場全体に対して講じ

られるものである限り、ADA と直接的な関

係はない（合理的配慮にも当たらない）。 

 ②２次予防との関係：たとえ使用者が従

業員の利益のために不調（者）ないし障害

（者）の有無を調査し、発症を予防しよう

とする場合にも、そのような調査は、業務

上の必要性や職務遂行上の必要性がない限

り、ADA の禁止する差別に該当する可能性

がある。 

 ③３次予防との関係：ADA が予定する障

害を持つと判明した者に対して当該障害に

応じた合理的配慮を尽くす枠組みは、３次

予防と親和的である。ADA では、発症（事

由）の業務上外を問わず、障害を持つと判

明した者に対して、差別とみなされること

を避けるために３次予防的措置として合理

的配慮の提供を求められるが、たとえ本人

の健康に資する場合でも、配転による降格

や、労働時間短縮による賃金減額などは、

逆に差別的取扱いに当たる可能性もあるた

め、労使間の協議が求められることになる。 
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 ・情報の取扱いについて、ADA は、基本

的に、医学的検査や障害に関する調査につ

いて規制を加え、職務の本質的機能のみを

調査の対象とすることを促して来た。具体

的には、①採用前、②採用後・配置（就労）

前、③雇用期間中、の三段階に分けて規制

しており、①では、応募者に対する医学的

検査や障害に関する調査（質問を含む）を

差別として禁止する一方、②では、一定の

条件（全応募者に同じ検査を受けさせるこ

と、検査結果情報の適正管理が行われるこ

と等）の下に、採用者への医学的検査の義

務づけ又は医学的検査の結果をもって（遡

って）採用の条件とすることを認め（調査

や検査後に採用を取り消した場合、障害者

差別に当たるかが改めて審査されるが、職

務に関連し業務上の必要性に合致すること

が立証されれば、許容される）、③では、や

はり、職務に関連し業務上の必要性に合致

することを立証できる限り、障害に関する

質問や医学的検査を実施できる（以上、ADA

第１０２条(d)）。 

 ・EEOC は、情報取扱いについて、採用

前調査ガイドラインと採用後調査ガイドラ

インを公表しており、そこには、「障害に関

する調査に該当する質問例」、「使用者が自

由に労働者に問える質問例」、「医学的検査

に該当する例」「・・・しない例」などが詳

細に記載されている。この中で、MRI や病

気・遺伝情報を明らかにするための血液・

尿・唾液・毛髪検査はむろん、精神的不調

や精神的機能障害を確認するために作成さ

れた心理テストも、医学的検査に該当する

例に含められている。しかし、職務能力を

測るための身体的な敏捷さの検査、同じく

読解力や認識力の能力検査、正直さ・好み・

癖などの個性を図る心理テスト、うそ発見

器による検査等は、医学的検査には該当し

ないとされている。 

 

ウ 効果 

 ・障害者の就業率についての調査では、

ADA 制定前後で、悪化したか変化なしとす

る結果が出されている。 

 ・ADA 制定前後で、賃金水準に変化はな

かったが、雇用水準については、２１～３

９歳範囲で障害者の水準が低下したとする

研究が発表されている。 

 ・以上のように、雇用率の改善には必ず

しも貢献しなかったものの、特に賃金、職

責、昇格、合理的配慮等の面では差別状態

の解消に一定程度貢献したことをうかがわ

せるデータがある（National Council on 

Disability(NCD), The Impact of the 

Americans with Disabilities Act: 

Assessing the Progress Toward Achieving 

the Goals of the ADA, July 26 2007）。ただ

し、このデータでも、採用（面接）面の拒

否については、大きな変化はみられない。 

 ・なお、以上は身体・精神障害者の双方

を含む調査結果であり、アメリカでは、制

度や統計上、障害の種別や程度による分類

が存しないため、精神障害者に特徴的な結

果が生じているかの確認には極めて困難を

伴う。 

 ・他方、EEOC での紛争解決状況につい

ては、障害類型別の詳細なデータがある。 

 ２０１２年に EEOC で解決に至った

ADA に基づく申立２８，７９９件のうち、

申立人に有利な解決（和解、取下げ、差別

の合理的根拠ありとする調整を含む）は、

約２割の５，９０７件となる。その解決済
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件数２８，７９９件のうち、精神障害関連

事案は約３割の約６，４８２件を占め、う

ち約２割（１９．６％）が申立人に有利な

形で解決している。その６，４８２件のう

ち、疾病類型として も多いのはうつ病（解

決件数２，００８件）で、申立人に有利な

形で解決した割合が も高いのもうつ病

（４０２件：６．８％）であった。その他、

不安障害（解決件数１６１３件のうち申立

人に有利な解決２９９件）、躁うつ病（解決

件数９２２件のうち申立人に有利な解決１

９５件）、PTSD（解決件数６８４件のうち

申立人に有利な解決１４４件）などがこれ

に続く。PTSD はもちろん、うつ病の中に

も心因性のものが含まれている可能性はあ

るので、特に申立人に有利な解決を得たも

のの中には、作業関連ストレスによるもの

が多く含まれていると察せられる。 

 このように、EEOC による調整は、障害

をめぐる紛争に一定の役割を果たしている

ことがうかがえ、個別事情に応じた ADA

の遵守を確保することで、結果的にメンタ

ルヘルスの３次予防、ひいては２次予防や

１次予防にも一定の貢献をしている可能性

がある。 

 

 

２．関連領域の調査結果（法制度調査

への示唆） 

（１）精神医学 

ア 精神疾患における病態およびそ

の発症要因の科学的な解明の度合い

と今後の解明の可能性について 

 ・精神疾患は、疾患単位としての要件（同

一の原因、症状、経過、転帰、病理組織変

化を持つもの）を充たしていないことが多

く、そのほとんどは、個人の準備性と環境

要因との相互関係によって発症すると考え

られている以上に（科学的）解明は行われ

ておらず、現時点では今後も解明される可

能性は低い。 

 

イ わが国の職域において多くみら

れる精神疾患の類型および様相につ

いて 

 ・大企業での調査データに基づくと、外

因性精神疾患の中の中毒性精神病に含まれ

る①アルコール症のほか、②いわゆる神経

症（不安障害や身体表現性障害が含まれる）

やパーソナリティ障害との鑑別が困難な軽

症のうつ病、③不安障害、④身体表現性障

害、⑤パーソナリティ障害などが多くみら

れる。 

 ②～⑤は、環境と個人の不適合により生

じる心因性精神疾患と言える。 

 ・非定型のうつ病では、病気と性格の区

別をつけにくい例が多い。他方、中村と行

正（２００７）（中村純、行正徹: 気分障害. 

日本産業精神保健学会（編）: 産業精神保

健マニュアル: 307-311. 中山書店）は、こ

うした典型的でないうつ病は、ストレス関

連疾患としての職場不適応症に代表される

としている。 

 

ウ 職域における精神疾患の発症予

防の効果について 

 ・現在行われている従業員全体への一次

予防策の試みについて、ハイリスク群への

介入を除き、うつ病の発症防止の効果は確

認されていない。他方、二次予防、三次予

防に当たる介入では、職域内外で治療効果、

再発防止効果が数多く認められている。 
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エ 適応論的観点に基づく措置（介入）

の可能性について 

 ・職域でストレス関連疾患が多いことを

踏まえると、人と環境の関係性を「適応」

の観点で捉える適応論的観点に基づく措置

（介入）が有効に働く可能性があり、それ

は、場合によっては環境への働きかけ（＊

職場の管理監督者への指導や職場異動など）

となる（ことが適当な）場合もあれば、罹

患者自身の振り帰りを通じた成長課題の発

見と課題達成への介入となる（ことが適当

な）場合もある。いずれにせよ、この観点

を採ると、発症要因は労働者の成長を促す

機会となり得る。 

 ・ただし、適応論的介入は企業（組織論）

的な価値基準に干渉ないし支配されること

とイコールではないので、精神保健活動に

は（一定の）独立性が求められる。しかし、

人事労務管理と産業保健活動の相互交流は

必要であり、その実現のためには、相互に

尊重し合う姿勢が求められる。 

 

オ 臨床精神医学と産業精神健康の

違いについて 

 ・小比木（１９８５）（小比木啓吾: 精神

健康と適応・不適応. 小比木啓吾他（編）：

産業精神医学 臨床産業医学全書 7:27-33. 

医歯薬出版株式会社）が言うように、「産業

医学の実践では、患者または症例としての

個々人を扱うだけでなく、その個々人が適

応すべき環境側とその相互関係をも診断し、

治療するという方法論が特徴的である」。 

 ・産業精神医学の出自の１つに軍隊精神

医学があり、特にイギリスのビオン（Bion, 

WR（１９６１））らの精神分析医のグルー

プがノースフィールドのホリームア病院で、

精神疾患のために前線から本国に後送され

た兵士の治療にあたり実施した取り組み

（ノースフィールド実験）が有名である。

ここでは、戦闘という過酷なストレス状況

による有害な影響に対する兵士の耐性を高

めることが目的とされていた。視点を変え

れば、有害な影響のもとで兵士が酷使され

続けるのに手を貸すことになる危険性を孕

んでいた。 

 ・この流れを汲む産業精神医学は、１９

６０年代から１９７０年代にかけて現れた

反精神医学の立場からの以下のような批判

に晒された。 

 「精神衛生の名のもとに差別を合理化す

る動きさえでています。大企業で注目して

きている産業精神衛生がそれです。そこで

なされていることは、精神衛生的な職業環

境の整備などよりは、精神障害者を企業か

ら排除しようということで、そのためにあ

やしげなチェック・リストがいくつもつく

られています。職場に不満をもつことも、

精神障害と見なすような項目をそれは含ん

でいます。さらには、組合活動家に精神障

害のレッテルを貼って追い出すようなこと

も、産業精神衛生の名で行われています」

（岡田靖雄, 小坂英世: 市民の精神衛生. 

勁草書房, 1970）。 

 ・現状でも、（既に多くの論者から指摘さ

れている通り、）臨床精神医学では精神医学

的判断を通じて患者の利益（病状の快復等）

を実現することを 優先にするが、産業精

神健康ではその判断が相対化され、企業利

益等も勘案したうえで、「落としどころ」が

模索される傾向がある。その結果、疾病休

業者の職場復帰等の際、同人の職務上の生
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産性を考慮する必要が生じたりする。また、

未だに診断名のみで処遇を決めたり、採用

時にパーソナリティ障害や発達障害を見分

け、それらを排除するための方法を精神科

専門医に求めたりする企業が存在するとの

情報も側聞する。そして、企業の精神科医

がいかに良心的に、精力的に活動しても、

その企業のポリシーの限界を超えることは

極めて困難との現実はある。 

しかし、「精神科医が企業に関与しないよ

りはしている方が、精神障害者の利益に叶

っている（小西輝夫: 企業のなかの精神衛

生. 精神医学, 13(12): 1163-1167）」との考

えをもとに、ベターな方策を懸命に模索し

ていくのが産業精神医学の本来的な営みで

はなかろうか。 

 

カ 「育て鍛える」という視点の妥当

性について 

 ・適応論的観点に基づいた措置（介入）

は、労働者を取り巻く環境の調整と共に、

労働者の適応能力の成長を図ることを重視

するが、企業が配慮できる限界と労働者が

発揮し得る生産性に乖離があるような場合

には、解雇や退職措置を含めた不利益措置

を排除しないため、批判を受けることがあ

る。しかし、労働者保護を強調する方策の

みでは、労使双方にとってベターな結果に

至り難い。近年、うつ病が市民権を得たと

いう状況がある反面、保護を強調する考え

方の蔓延もあり、実は本当の意味では多く

の者がその問題に触れがたい状況が生まれ

ている。結局、精神疾患を持つ労働者に対

応する人びとは、それに伴う痛みを重く受

け止めたうえで、固定観念によって決定的

なルールや立場に拠る姿勢を排し（：力動

的視点に立ち）、個人と個人をとりまく環境

の双方を対象として、「悩みながら」、適応

論的観点に基づく措置（介入）の整備改良

に努めていく必要がある。 

・その際、ビオン（Bion, WR: Experiences 

in group and other papers. Routledge, 

1961）の説く集団力動的な集団分析理論（全

ての集団には生産的に実働を果たす作業集

団（work group）と何らかの幻想（非合理

的発想）に囚われて生産的実働に至らない

基底的想定集団（basic assumption group）

の両面があり、心理的重圧に曝されると後

者の面が活性化するとして、後者をさらに

①依存集団、②逃走逃避集団、③つがい集

団に分類して説明する考え方）などを参考

にして、①基底的想定集団という現象の普

遍性に関する認識の集団内での共有、②集

団での話し合い、③心理的重圧感などの情

緒の開示と共有などの手段を通じ、集団的

に対策を練り上げることや、心理的重圧に

よる基底的想定集団的側面の活性化と対策

の立案・実践による課題集団的側面の回復

というプロセスを経ることが、個人と集団

双方の成長にとって有効に働くことも多い

と解される。 

 

キ 「育て鍛える」視点に基づく休復

職保障と支援のあり方 

 ・育て鍛える視点に基づく介入では、ス

トレス関連疾患の罹患者が、休養と治療に

よって健康回復に専念できる条件整備が不

可欠の前提となる。よって、法的な発症増

悪事由の業務上外等を問わず、全ての労働

者に充分な休養を保障する法整備が必要で

ある。その際、適当な保障期間について、

医学的側面からも検討する必要がある。ま
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た、疾病休職者に対して、適当な時期に、

休養可能な期間やその他の条件について説

明する必要がある。 

 ・そのうえで、目的意識を持った休養を

実践させる必要がある。具体的には、①治

療に専念すべき時期、②生活リズムの調整

や、活動性及び作業能力の向上に努める時

期、③労働能力を高める時期に加え、各時

期の到達目標を明確化し、支援のプロセス

を可視化する必要がある。 

 

 

（２）産業医学 

１）昨年度の調査結果 

 ・本研究では、法制度調査グループとの

連携の下、産業保健専門職として、それら

の効果指標を同定し、必要に応じて新たな

指標の開発を行うことを目的としている。 

 

ア 政府による公的な職域メンタル

ヘルス対策の効果について 

・わが国において、政府による関係法整

備を含めた公的な職域メンタルヘルス対策

の効果を直接的かつ客観的に評価できる指

標は存しないが、政府が主導ないし支援す

る公的サービス事業では、受益者の満足度

等を指標とする調査が行われ、その点では

比較的高い値を示して来た。 

なお、労働者健康福祉機構のメンタルヘ

ルス対策支援センター事業では、受動的な

相談・情報提供サービスと能動的な訪問支

援サービスの双方で、比較的中小規模事業

所の利用件数が多いこと、両サービス共に

満足度調査の値が高いことは特筆されるべ

きであろう。 

また、中央労働災害防止協会のメンタル

ヘルス関連セミナーのアンケートでも、参

加者の５割以上が中小規模事業所に所属し

ていたことは注視されるべきであろう。 

 

イ 民間の EAP 機関の活動の効果に

ついて 

・WEB 調査等による限り、民間の EAP

機関の効果に関する公的な調査結果等は現

段階で存在せず、それらが開設している

WEB ページ上、客観的に検証可能な効果を

明示した例も見あたらず、おおむねサービ

ス内容の概要を示すにとどまっていた。 

 

ウ 個々の事業所で実際に実施され

ているメンタルヘルス対策とその効

果について 

・実際に事業所が取り組んでいるメンタ

ルヘルス対策に関する労働者健康状況調査

によれば、労働者からの相談対応体制の整

備や、労働者や管理監督者への教育研修等

を実施したり、産業医、衛生管理者・衛生

推進者、カウンセラー、保健師・看護師等

の専門スタッフを配置している事業所が一

定割合あり、そうした取り組みにつき、「効

果があると思う」と回答した事業所の割合

は７割近くにのぼっている。他方、労働者

対象の調査によれば、「健康管理やストレス

解消のために会社に期待することがある」

とする労働者の割合も７割近くに達してお

り、回答された具体的な措置の中には、「休

養施設・スポーツ施設の整備、利用の拡充」

（特に若年層）や「健康診断の結果に応じ

た健康指導の実施」（特に中高年層）のほか、

「施設整備等の職場環境の改善」も含まれ

ていた。 

同じく独立行政法人・労働政策研究・研
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修機構が平成 23 年 6 月 23 日に結果報告を

行った「職場におけるメンタルヘルスケア

対策に関する調査」によれば、メンタルヘ

ルス対策への取り組みとメンタルヘルス不

調者の復職状況との関係について、前者が

あると後者における完全復帰の割合が高か

った。また、メンタルヘルス不調による休

職・退職者がいる事業所の方が、いない事

業所よりも、復職に関する手続ルールが整

備されている割合が多かった。 

 

エ 諸外国の関連法制度調査等を行

う際に注視すべき事項等 

 （略） 

 

２）今年度の調査結果 

・今年度の調査では、先ず、昨年度の調

査結果の総括が行われた。結果、国内外で

採用されている指標は、いずれも関係法令

等が意図した労働者のメンタルヘルスに関

する重要な指標ではあるが、メンタルヘル

スという多因子的（multifactorial）かつ

種々の媒体を通じて初めて実現され得る複

雑多様・多層的な概念を考えたとき、充分

とはいえないとの評価が導かれた。 

・この結果を踏まえ、産業医科大学産業

医実務研修センター及び同大学産業保健経

営学研究室に在籍する医師２０名によるグ

ループワークにより、メンタルヘルスに関

する過去及び将来実施が予想される関係法

令等を基礎として、労働者の健康に影響が

及ぶまでのプロセスを整理し、社会、企業、

労働者への法令等の影響の浸透度を捕捉で

きる指標（案）ならびに指標（案）の策定

手順について検討した。 

・その結果、法令等の制定から労働者個

人の健康度に変化が起こるまでの有効な中

間プロセス指標（案）として、 

①社会全体の指標：EAP（Employee 

Assistance Program）機関数、 

②企業・事業場に関する指標：メンタル

ヘルスに関する管理職研修の実施数、衛生

委員会での議題出現数、産業医等によるメ

ンタルヘルス関連面談数、産業医意見書の

発行枚数、産業医の関連業務時間、メンタ

ルヘルス不調者の職場復帰者数、人事部門

がこの問題に調整的に関与する機会の回数、

メンタルヘルス対策担当者の役割の明確化

数、メンタルヘルスに関する個人情報管理

の強化数、 

③労働者に関する指標：メンタルヘルス

対策の重要性などに関連する理解度 

等が抽出された（詳細は、梶木報告書の

添付資料を参照されたい）。 

 ・これらの指標案は、法令等の社会、企

業、労働者への浸透度を捕捉するものとし

て活用が期待されるが、やや産業保健専門

職の視点に偏ったものとなっている可能性

がある。メンタルヘルス関連の法令等は多

くの利害関係者に影響を与え、それらが複

雑に関与しあい労働者の健康に影響を与え

ると考えられるため、様々な利害関係者の

協力のもと、多様な視点から法令等の影響

を測るための指標を検討する必要がある。

たとえば、法令等の変更時に利害関係者の

将来にわたる健康影響を予測するツールと

し て 健 康 影 響 評 価 （ Health Impact 

Assessment）があり、有効に活用すること

で、効果的な指標（の素材）となる可能性

があることが認識された。 
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（３）経営学 

ア 日本企業によるメンタルヘルス

対策の実状 

・独自に何らかのメンタルヘルス対策を

講じている企業は、大企業を中心に増加傾

向にあり、EAP の導入、相談窓口の設置、

一般職や管理職に対するメンタルヘルス教

育などが多く実施されている（ 近、セル

フケアよりラインケアが重視される傾向を

示唆する調査結果もあり、個々人の問題と

いうより職場組織全体の問題と捉える傾向

とも解され得る）。また、やはり大企業を中

心に、不調者の復職後の支援を担う専門担

当者を置いている企業もある。 

・ただし、中小企業での対策は、全体に

不充分である（たとえば、「職場におけるメ

ンタルヘルスケア対策に関する調査」結果 

独立行政法人  労働政策研究・研修機構 

Press Release （平成２３年６月２３日）

では、従業員規模１０００人以上の事業所

では、７５．４％が何らかのメンタルヘル

スケアに取り組んでいたが、３０人未満か

ら９９人以下規模では、約３割しか当該取

組を実施していなかった）。 

 

イ 日本企業がメンタルヘルス対策

の必要性を感じるようになった主な

理由 

 ・人事管理論でメンタルヘルス問題が注

目されるようになったのは、ごく 近のこ

とである。 

 ・企業などがメンタルヘルス対策の必要

性を感じるようになった主な理由と解され

るものは、以下の通り。 

 ①CSR との関係 

 正社員を中心とした長期雇用慣行が実質

的に残存する中で、経営環境の変化を背景

とする長時間労働や賃金低下等が生じ、か

つ自発的労働力移動も困難なため、企業が

雇用者として社会的責任を自覚して対応す

べきとの考え方が広まったこと。 

 ②リスクマネジメントとの関係 

 労災訴訟、従業員の離職、パフォーマン

ス低下などのリスクがあること。 

 ③人事管理上のメリットとの関係 

 従業員の新規採用、新規育成より、休業

者を復職させた方がコストがかからないな

ど、人事管理上のメリットがあること（た

だし、企業は、もとより利益の増大ではな

く減少を防ぐ趣旨を持ち、効果が短期に現

れ難い課題には充分な経費をかけない傾向

にある中、メンタルヘルス対策については、

それに加えて職域での対策のみでは奏功し

難いものと認識し、尚更に経費をかけない

傾向にある）。 

 ④企業イメージとの関係 

 CSR とも関連するが、企業が適切なメン

タルヘルス対策を怠れば、「人材の使い捨て」

というイメージが社会的に定着し、優れた

人材の採用、労働者の帰属意識、取引先の

信用などさまざまな面で中長期的にマイナ

ス影響を与える可能性があると解する企業

もあること。 

 ⑤職場組織の風土・快適性との関係 

 メンタルヘルス不調者の増加を背景に、

職場でのコミュニケーション機会や助け合

いの減少、個人作業の増加などを挙げる人

事担当者が増えており、有効なメンタルヘ

ルス対策は、職場組織の風土・快適性に貢

献する可能性があると解されていること。 

 ただし、いずれも具体的かつ明確なデー

タに基づいた説ではない。組織風土とメン
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タルヘルスの関係については、主に海外で

一定の研究の蓄積があるが、日本での適応

可能性については、未だ充分に検証されて

いない。 

 

ウ 経営学的観点から考えられるメ

ンタルヘルス不調者増加の普遍的背

景 

 ・企業活動のグローバル化や IT（情報技

術）を中心とした技術の高度化により、予

測困難な変化にさらされている現代の組織

は、コストを削減し効率性を高めるために、

柔軟性を重視した戦略を実施するようにな

った。このことは従業員にとっては、安心

して働く基盤を提供する雇用の不安定化を

もたらした。 

 

エ 経営学的観点から考えられるメ

ンタルヘルス不調者増加の日本的背

景 

 ・以下のような指摘がなされてきた。 

 ①日本的雇用慣行がもたらす曖昧な職務

構造（：分担範囲の不明確性）により、柔

軟な職務編成と多能化が叶い、日本企業に

多くのメリットがもたらされたが、以下の

ような問題も指摘されて来た。 

 ア 柔軟な職務編成と労働者の多能化→

法的・倫理的な解雇制限ルール→一時的な

職務の増加に際して現有勢力での残業、と

いう経路を辿りやすく、特に現在のような

景気低迷の条件下では、企業側の求める時

間軸と労働者側の求める時間軸にギャップ

が生じ、結果的に個々の労働者の作業負荷

の増大を招き易い。 

イ 欠勤が周囲に直接迷惑をかけるなど、

個々のメンバーの働きぶりが相互に影響し

合うこととなるため、同僚間の相互監視状

況が生じ易くなり、日常的にも休職者の復

職時にも、勤務軽減の具体的条件（職務の

質量や目標、労働時間限界など）を決めに

くいなどの問題が生じ易くなる。かつ、個々

人のキャパシティーなどによる職務配分の

偏りが他のメンバーのモチベーションに直

接影響し易くなる。 

ウ 近では、管理職にもプレイング・

マネージャーとしての役割が求められるよ

うになって来たため、管理職自身が管理業

務に専念できなくなり、部下をケアできず、

結果として人材育成が困難になる、等の問

題も生じている。 

 ②同様に、人事考課において情意考課を

重視する傾向から、労働者がメンタルヘル

ス不調を上司に知らせることに不安を感じ

やすい。 

 ③他方、９０年代に広まった成果主義的

人事管理は、個人の職務の切り分けに貢献

したが、逆に孤立感の深まりなど新たな問

題を生んだ（コミュニケーション（多）＋

周囲からのプレッシャー（多）→コミュニ

ケーション（少）＋孤立感（多）へ）。こう

した急激な変化に労働者の適応が追いつい

ていない。 

 ④①～③に共通する背景として、自発的

な労働力移動の困難がある。「転職しにくい

こと＝自身の就労環境を変えにくいこと」

との事情が作用している可能性がある（も

っとも、世代ごとに転職のしやすさ等が異

なることから問題状況や背景が異なる可能

性もある）。また、その背景に、労働者自身

がいわゆる定年雇用（：長期雇用）を支持

しているというデータもあり、外部労働市

場へ参入するリスクを感じる労働者が多い
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ことをうかがわせる。 

 ・もっとも、近年、人事管理の特徴は、

企業が活動している国や社会に規定される

のではなく、産業（業種）や職種に規定さ

れるものとの主張もなされている。例えば、

コールセンターでの顧客対応や営業職など

の感情労働のほか、逆に仕事上他者との接

触が少ない職種や、職務上自律性を発揮し

ずらい職場で問題が多いと指摘もある。 

 しかし、現段階では、看護職や教育職な

どの専門職以外の職種についてのストレス

研究の蓄積が少なく、今後の取り組みが求

められる。 

 

オ 対策の効果及び考えられる理由 

・上掲のような、これまで実施されて来

た対策に著しい効果が見られたとする調査

結果は、現段階では見あたらない。 

 ・その理由の１つとして、対策の中身よ

りも対策を実施しているという形式が重視

されている可能性も否めない。また、EAP

を利用している組織には、対策を丸投げし

てしまっていたり、必要な連携、EAP によ

るサービスから判明した事柄の社内へのフ

ィードバック等を充分に行い得ていないと

ころも少なくない。組織がセルフケア教育

を重視することで、却って利用率の向上を

妨げている可能性もある。 

 ・メンタルヘルス対策が本来的に個別的

性格を持つが故の問題もある。策定した制

度を一律に適用するのみでは実効的対策に

なり難い反面、運用を個別化すれば処遇の

不公平に繋がりかねない。 

 

カ 現在よく行われている新たな取

り組み 

 ・先進事例から学ぼうとの機運は見られ

る。そうした事例からは、①継続的支援の

実施が復職率の向上に貢献する可能性があ

ること、②トップの理解と関与が実効的対

策にとって重要であること、③管理者同士

の意見交換等により個々の管理者の孤立化

を避ける必要があることなどが示されてい

る。 

 ただし、客観的な分析をするには、未だ

事例の集積が不足している。 

 

キ 経営学的観点からの提言～求め

られる対応～ 

 ・経済主体たる企業は効率性の原理を重

視せざるを得ず、なおかつ労働者に対して

強い立場に立ち易い構造があるため、その

抑制手段ないし望ましい方向性へ向けた対

策の促進手段が必要である。考えられるも

のとして、以下のものが挙げられる。 

 ①経営戦略の一環としての位置づけを基

本とした経営者による積極的取り組み 

 ア ワークライフバランスの視点に立っ

た企業活動 

 出産・育児などと比較して、休復職の過

程を経る場合が多いこと、その失敗、成功

が労働者の離職やモチベーションに影響す

る可能性がある点などで共通項が多い。 

よって、たとえばアメリカでは、ワークラ

イフバランスを経営戦略の一環とする考え

方が拡大しているとの情報があるが、日本

では短期的な経営効率優先の考え方が支配

的なため、この点で確たる効用を示さなけ

れば積極的取り組みの一般化は見込まれ難

い。 

－ 75 － 



 
 

 打開策の１つとして、比較的効果を測定

しやすい３次予防面、とりわけ休職者の復

職支援に着眼し、発症・増悪事由を踏まえ、

適宜職場環境の調整を含めた積極的介入を

行った場合の職務定着率や雇用維持割合等

を測定することで、効用を顕在化させる方

法が考えられる。 

 イ サポーティブな組織風土の醸成 

 有効なメンタルヘルス対策を実施するた

めには、個人、職場、全社の各レベルが連

携しつつ、各々必要な取り組みを図る必要

がある。 

 その際、以下の事項が要目となる。 

 ア）管理職の役割 

 ソーシャル・サポート研究では、メンタ

ルヘルスの専門家ではない、職場の上司や

同僚等による有形無形のサポートが、労働

者のストレス軽減に結び付く可能性が示唆

されており、とりわけ上司には、職場運営

上の日常的なストレス予防と改善努力、部

下への適切なサポート、部下のストレスへ

の気付きと専門家への相談の勧奨など、さ

まざまな役割が期待されている。 

 その延長線上で、問題上司の早期発見や

チェック体制の確立、管理職の評価項目に

ソーシャル・サポートを採り入れる等の人

事管理施策も模索されている。 

 しかし、結果的に管理職層にも不調者が

生じている実態があり、こうした問題には、

一般的な管理職教育や彼らへの情報提供の

みでは対応できないので、上述したトップ

の理解と関与、管理者同士の意見交換等に

より個々の管理者の孤立化を避ける必要が

ある。 

 イ）組織内の情報共有 

 １次予防から３次予防、とりわけ２次予

防や３次予防では、組織内の各レベルの連

携的取り組みが必要となり、そのためには

労働者のメンタルヘルス情報の共有が不可

欠の前提となる。しかし、たとえばメンタ

ルヘルス不調者への対応に際してその担当

部署に強い権限が委ねられているような場

合には、関連情報の独占等のリスクが生じ

易い。こうした問題への対応に際しては、

各部署間の力学の検討等が求められる。 

 ウ）働き易い組織風土づくり 

 組織風土の測定尺度は、日本でも開発が

進められており、その１つに社会心理的安

全風土（PSC：「労働者の健康と安全の保護

のための政策、施策、手続」）がある。これ

は、心の健康とワークストレスの抑制のた

め、経営者に求められるサポートとコミッ

トメントを詳述するものであり、組織の財

産であると説明されている。具体的には、

経営者の関与と注力によるストレス防止へ

のサポート、組織内コミュニケーション（：

ストレス防止策が組織内の全ての階層レベ

ルで講じられていること）、組織的な参加

（：労働安全衛生上の課題を解決するため

の意見の具申と経営者による聞き入れ）、関

与（個々の労働者、労働組合、企業内の安

全衛生担当者の取り組みへの参加）等の尺

度が設定されている。 

 PSC を用いた実証研究では、組織風土は

心理的消耗感や精神的苦痛に影響し、その

メカニズムは労働環境の媒体効果により説

明されること、PSC にはトップダウン効果

があること、PSC は労働者の心の健康とワ

ーク・エンゲージメントに関係する基本的

な組織環境と位置づけ得ることなどが明ら

かにされている。また、そこから、PSC へ

の取り組みによる経営者の行動変容や労働
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者へのケアの実践が、１次予防に繋がる可

能性があること、組織においていったん強

固な PSC が形成されれば、持続的な生産性

に繋がる可能性が高いことなどが示唆され

る。加えて、経営者の関連情報の共有によ

るコミットメントの重要性も示唆される。 

 エ）労働者のストレス耐性の強化 

 近年、心の健康のポジティブな側面に注

目し、従業員にストレス耐性を強化しても

らうことで、メンタルヘルス問題に対応し

ていこうとする考え方が発展して来ている。

そうした実務上の動きに関連して、心の活

力に注目するポジティブ心理学の知見に関

連する議論が展開して来ている。その一例

として、労働者の長所を伸ばし、いきいき

と働ける状況を形成しようとするワーク・

エンゲージメントの考え方が注目を集めて

おり、実際に、これが実現している労働者

や組織では、好業績、高い収益性が図られ

る傾向が、実証研究から明らかにされてい

る。 

 また、メンタルヘルス対策の一環として

組織活性化策を講じる企業も出て来ている

が、ワーク・エンゲージメントとの関係は

充分に整理されていない。 

 ②法規制 

 現実に、CSR の視点ばかりでは拡がりに

限界があることもあり、企業行動により直

接的な影響力を持つ法規制が求められるが、

企業の自律性を奪うような規制は望ましく

なく、他国の法制度も参考に、受益者視点

で規制のあり方等を検討する必要がある。 

 ③労働組合による対応 

 労働組合は、ほんらい従業員の細かなニ

ーズを汲み取ることができ、必要に応じて

使用者と交渉できる存在であり、この問題

への対策に際しても果たし得る役割は多い。

現に、労働組合のこの問題への関心は高ま

っており、先進事例の中には、経営者と管

理者に加え、労働組合にもストレス調査の

結果を積極的に開示している例があった。

しかし、現段階で労働組合自身による積極

的な取り組み例は稀少であり、また一般化

していく保障もない。 

 ④労働者のエンプロイアビリティの向上 

その他、労使双方が、労働者のエンプロ

イアビリティ（：雇用される能力）を高め

ることにより、移動可能性を高めると共に、

結果的に内部労働市場で通用する実力も育

成され、結果的に企業の内部外部双方での

雇用保障が高まる可能性が生じる。 

エンプロイアビリティに関する研究は、

当初、ヨーロッパで盛んに行われ、日本で

も日経連などが注目し、報告書を公表する

などしたが、その後、注目度が低下した。

しかし、グローバル競争の激化等に伴い、

再度その重要性が増している。特に日本で

は、（従前に比べて瓦解状況にあるとはい

え、）比較的手厚い雇用保障が確保されてき

た反面、いったん失業すると、再就職が困

難となり易い傾向があるため、エンプロイ

アビリティ育成の重要性が高い。この課題

に関する 近の研究は、その要素となる能

力やスキルのリスト化の作業をおおむね終

え、臨床（実践）も進み、雇用可能性を実

現するための具体的方策の調査研究にステ

ージを移しているので、近い将来これらの

成果を活用できるようになるかもしれない。 

なお、エンプロイアビリティの認識は、

雇用不安（「脅かされた雇用状況における望

ましい継続雇用維持の知覚された無力感」

と定義される）によるマイナス影響を緩和
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する有力なストレス・コーピング資源とな

り得るとする研究もある。たとえば、雇用

不安やエンプロイアビリティの認識が労働

者のストレスや職務態度に与える影響に関

する研究から、以下の事柄が明らかにされ

ている。 

ア 雇用不安は、職務満足、組織コミッ

トメント、キャリア意識にマイナス影響を

及ぼし、労働者の退職意思を促進している。 

イ エンプロイアビリティの認識は、雇

用不安と職務態度等に一定の影響を及ぼし

ている。 

ウ エンプロイアビリティの認識は、雇

用不安がキャリア意識に及ぼすマイナス影

響を緩和する効果を持つ。 

ただし、エンプロイアビリティを人事管

理施策に反映させる具体的なプロセスや、

その向上がもたらす効果等は、未だ明らか

にされていない。たとえば日本では、中途

採用に積極的な企業は未だ少なく、外部労

働市場が未整備なこともあり、個々の労働

者のエンプロイアビリティの向上が転職に

繋がるとは限らない。よって、その効用は、

万一雇用機会を喪失した際の備えになると

いう心理面での安心や、企業内部での労働

能力の向上による企業業績の向上にとどま

る可能性が高い。 

 従って、当面は、企業内部での公正評価、

職務へ目標の明確化、企業側が求める時間

軸と労働者が求める時間軸のマッチング等

に焦点を当て、企業自身が人事管理・職業

能力開発施策の改善を図る必要がある。 

 ⑤「心理的契約」の履行確保等 

心理的契約とは、法的ルールと社会的関

係の総体をもって履行を担保された約束全

体を指し、職域メンタルヘルス問題と有意

な関係を持つと解される。 

この概念に関する研究は、当該契約の内

容に着眼するものと、その履行・不履行が

招く結果に着眼するものに大別され、うち

後者によれば、昨今、多くの企業において

組織側による契約不履行が生じ、それが従

業員の情緒的コミットメントを低下させ、

職務態度の質の低下や離職意図を高めてい

る。 

しかし、それでも日本の労働者の多くは

当該企業にとどまって契約関係を維持し、

(a)期待水準を下げる、(b)履行水準を下げる、

(c)離職する、等の自己調整を迫られている

が、多くは(a)で対応し、それも不可能な場

面でメンタルヘルス不調の問題が発生して

いる可能性がある。 

 よって、先ずは心理的契約の履行確保が

求められるが、それが不可能ならば、やは

り、個々の労働者のエンプロイアビリティ

の向上等により対応を図る他はない。 

 

 

Ｄ．考察 

＜求められる実体的理念＞ 

 ・以上の調査結果から示唆される確保す

べき実体的理念を端的にキーワードで示せ

ば、①個別性、②（連携的）専門性、③多

面性、④柔軟性、⑤継続性、⑥人間性（心

理的特性の考慮）、⑦客観性に加え、これら

を包括する⑧手続的理性となる。以下では、

個々のキーワードごとに、その内容を論じ

る。 

 ①個別性は、個々の労働者ないし症例の

現在の症状、パーソナリティ、志向性など

の他、先天的資質、育成環境・条件、入職

後にばく露したストレス要因などの経緯・
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脈絡などを考慮した対応を意味する。また、

個人のみではなく、組織の個別性も対象に

含まれる。組織の場合には、当該組織が抱

える現在の問題、実権者の個性や経営方針、

個々の部門・職場の責任者の個性や管理方

針、創業以後の経緯などを考慮した対応が

求められることになる。 

 ②専門性は、対策ないし対策決定プロセ

スへの専門家の関与と、そうした専門家の

養成及びその前提となる専門的調査研究の

支援を意味する。基本的には、精神科臨床

と産業保健の双方に詳しい医師の関与が望

ましいが、そうした領域の学識と臨床に詳

しいコ・メディカルや心理専門職等の主体

的関与も選択肢とされる余地はあり、その

ための人材育成も求められよう。また、人

事労務管理者やライン管理者、経営者らが、

そうした領域の基本的な思考様式等を習得

する必要もある。メンタルヘルス対策では、

経営・人事労務管理、医療・心理・保健・

福祉、それらを包括する法務の観点が欠か

せない。本調査プロジェクトから、たとえ

ば休職者の復職過程についても、こうした

分野のプロフェッショナリズムの連携を求

める法制度を持つ国があることが判明し、

現に国内でも、そうした作業により、復職

後の職務定着に奏功する確率が上昇する旨

を示すデータや事例報告が散見される。よ

って、当初は専門的属性間の連携から誘い、

時間の経過と共に相互に専門性が浸透して

いくよう誘う作用が制度的に求められるこ

とが示唆される。 

 ③多面性は、主に①個別性やメンタルヘ

ルス問題の多因子的性格、複雑多様、多層

性を前提とした介入方法の多様性を意味し、

症例へのアプローチと組織へのアプローチ、

介入場面と介入方法のいずれにも妥当する。

１次予防面では、リスク・アセスメント手

法のみではなく、グッドポイント・アセス

メント手法を併せ持つ対策を講じること等

がそれに当たる。３次予防面では、何より、

雇用上の施策のみではなく、現状では一般

的に乖離状況（①人と情報の交流機会の乏

しさ、②症例が福祉制度や同施設の支援を

受けることとなった場合の一般就労機会の

乏しさ、③症例が福祉的給付を受給するこ

ととなった場合の就労意欲の低下等）にあ

る産業と福祉を連携させ、精神障害者等の

離職後の安心と再生を確保し、再度就労に

適切に復帰させるための施策が求められる。

一例として、イギリスの Jobcentre Plus の

体制と業務が挙げられる。同機関は、日本

でいうハローワーク、社会保険事務所のほ

か、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用

支援機構傘下の都道府県障害者職業支援セ

ンターや、主に自治体やＮＰＯなどが運営

する障害者就業・生活支援センターとして

の機能も兼ね備え、労働能力テストを基礎

として就労困難者を適切に「切り分け」、ま

さに多面的かつ継続的な支援を行っている。

その際、Remploy 社やソーシャル・ファー

ムへの財政援助や彼らとの連携、ＮＰＯや

地方自治体との連携などが実施されていた

ことも想起されるべきであろう。デンマー

クでは、地方自治体が、症例の利害関係者

（使用者、医師、失業局、労働組合、リハ

ビリ施設、病院・診療所）と協力して、当

該症例に応じた個別的かつ柔軟な行動計画

を策定し、同人に継続的に関与することを

義務づけられている。オランダでは、労働

保険実施機関（UWV）が、使用者の復職プ

ランを審査し、労使間に労働者の労働能力
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の存否、リハビリ勤務の効果、配置予定の

職務内容等について意見の対立が生じた場

合には、彼らの求めに応じて専門的意見を

発する役割を担っているほか、リハビリ勤

務 に 特 化 し た 専 門 的 受 入 事 業 所

（re-integratiebedrijf）が、企業外で遂行

される代替業務全般につき、使用者団体と

の情報共有を図りつつ、アドバイザー兼教

育訓練機関としての役割を果たしている。 

他方、主に２次・３次予防の双方に関わ

る障害者差別禁止法の設定に際しても、障

害者の定義について、心理社会的要因によ

り行為障害の常況にある者（職域では労働

能力に支障を来している者）等を中心に広

く捕捉し、（誤認も含めて）社会的に障害者

と認識され得る者なども含めること、また、

雇用者・被用者共に受入ないし実施可能な

介入・救済策を規定し、雇用上の差別禁止

が採用抑制等に繋がらないようにする工夫

が求められる。 

 加えて、経営者や人事労務管理責任者に

メンタルヘルス対策の重要性を理解させる

ための施策やコミュニケーション手法等の

開発も重要な課題である。一般に、メンタ

ルヘルスを担当することの多い保健職・心

理職等には、彼らへの説得的なコミュニケ

ーション能力が充分に備わっていない場合

もあり、他方、経営者側は、メンタルヘル

ス問題を、短期に効果があがりにくく、個

人要因の強い問題と捉えがちなため、必要

なコストを投じた専門的、継続的、多面的

対応には消極的な姿勢をとり易い。よって、

いっけん労働衛生の所掌を外れるが、場合

によっては第三者を活用した経営コンサル

ティング的要素を持つメンタルヘルス対策

も求められよう。 

 ④柔軟性は、③多面性と特に密接な関係

にある。１次予防面で、リスク・アセスメ

ント手法のみではなく、グッドポイント・

アセスメント手法を併せ持つ対策を講じる

ことも、求められる柔軟性の一環といえる。

３次予防面で、個々の症例に対して、その

症状の性質、レベル、期間、経過、症例の

個性や志向性等に応じ、本人希望も踏まえ

た適正な配置、療養等を実施したりさせた

りすることも、その一環といえる。という

より、どの次元の予防措置でも、個人の労

働能力制限の性質、レベル、期間、経過等

に応じた対応の柔軟性は求められる。たと

え障害者差別禁止法によるアプローチをと

る場合でも、障害の定義や、合理的配慮の

内容の確定を含めた差別の認定、救済方法

等の場面で、保護法益の実現を図るための

一定の柔軟性が求められざるを得ない。 

 ⑤継続性もまた、１次予防から３次予防

の全てで求められる。１次予防面では、心

理社会的側面を含めた職場環境改善や個々

の労働者のレジリエンスの強化へ向けた継

続的取り組みが求められる。これは、個々

の組織や人間の背景・脈絡・特徴に応じた

措置でなければならないため、一定の試行

錯誤が必要となる場合が多く、仮に実効性

のある措置が発見された場合にも、一定期

間にわたる粘り強い介入が求められること

が多い。２次予防は、不調の早期発見・早

期介入ではあるが、実効的かつ妥当な措置

の如何は、たとえ専門家の所見や本人の希

望を得ても、一定の試行錯誤なしには認識

され得ないことが多いと思われる。もとよ

り、専門家の介入も、個々の人や組織につ

いての継続的な経過観察がなければ困難で

あろう。他方、３次予防こそは、もっとも
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継続性が求められる場面といえる。この点

では、実質的に日本の比較的恵まれた大企

業の任意制度とほぼ同レベルの雇用・賃金

保障を労働者及び国民全体に実施している

デンマークやオランダの法制度が参考にな

る。デンマークでは、疾病手当法に基づく

休業手当の支払が、 初の３０日間は使用

者、その後は地方自治体に義務づけられ、

日本の打切補償に相当する仕組みはない。

報告書からは定かではないが、その期間途

中の解雇も原則として認められない仕組み

になっていると解される。オランダでは、

民法典に基づき、原則として、計２年間に

わたり雇用と一定割合の賃金が保障されて

いる。ただし、どちらの国でも、そうした

手厚い保障とセットで、利害関係者（使用

者、主治医、外部リハビリ施設、労働者、

労働組合等）の連携を前提とした復職支援

が規定され、特にオランダでは、労使双方

の復職へ向けた措置ないし協力義務が明文

化されている。デンマークでも、復職支援

の主体となる自治体に、当事者に復職可能

性がある限り、利害関係者と協働して早期

復職支援を果たす義務が課されている。ま

た、両国共に、こうした３次予防措置と１

次予防措置が関係者間の協議の下で一体的

になされるよう、制度が整備されている。

不調者を就労に連結するための関係者の連

携の必要性については、イギリスのキャロ

ル・ブラック卿の報告書でも示唆されてお

り、日本の場合、連携が求められる関係者

には、一次的には、産業医、主治医、人事

労務担当者、リハビリテーション機関、安

全衛生委員会、労働組合など、二次的には、

職業紹介機関、社会保険機関、障害者就労

支援機関などが該当するであろう。 

 ⑥人間性は、メンタルヘルス問題の心理

的特性を考慮した対策を意味する。それも、

個人のみでなく、組織の心理的特性も考慮

する必要がある。よって、この意味でも、

１次予防面で、リスク・アセスメント手法

のみではなく、グッドポイント・アセスメ

ント手法を併せ持つ対策を講じることは、

その代表例となる。加えて、２次・３次予

防面でも、専門家の所見を基礎としつつ、

本人希望と組織に可能な措置を調整して就

業上の配慮を講じることなどが、その要請

に応えることとなる。 

 ⑦客観性は、一義的には自然科学や疫学

的エビデンスに基づく対策の必要性を意味

するが、メンタルヘルス問題では、疫学的

エビデンスが根拠となることが多く、それ

すら不明な場合が少なくない。よって、組

織内部での利害関係者による充分な協議の

ほか、②で述べた専門家を含めた第三者（機

関）の関与が客観性を担保することになる。 

 ⑧手続的理性は、合理的な手続を設定し、

公正な運用を図ることを意味する。メンタ

ルヘルス問題は、自然科学的な解明が進ん

でいないこともあり、民事訴訟を管掌する

司法でさえ、過失、損害、因果関係等の認

定の各場面で、基準の設定に悩みを抱える

ことが多く、人事・産業保健実務において

は、一方では使用者側の利益や意向に沿い

過ぎた解決、他方では（特に訴訟リスクを

恐れる大企業等において）本人の保護に偏

り過ぎた「抱え込み」に帰結し易い。それ

だけに、その解決に際しては、当事者や関

係者の「納得」が重要な意味を持ち、その

「納得」に貢献する手続的理性の履践が求

められる。その実現は、政府レベル、地方

自治体レベルの他、事業者と外部専門機関
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との関係、事業所内では、組織全体、個々

の部門や職場、個々の労働者への対応の各

レベル・場面で求められるが、特に１次予

防での快適職場形成や、３次予防での個々

の労働者に対する休復職措置への適用の必

要性が高い。また、上記①～⑦の要素を全

て手続に盛り込む必要がある。例えば、休

職者の復職場面では、専門家である主治医

と産業医の連携を基本としつつ、労使の代

表者が参加する衛生委員会の下部組織とし

て復職判定委員会を設立し、そこに当事者

に直接関わる専門家、労使の代表、人事担

当者、直属の上司のほか、客観的観点を持

つ第三者（外部の専門家等）を参加させ、

専門的かつ民主的な審議を行わせることで、

納得性の高い結論が得られ、参加者の問題

認識も深められる可能性がある。なお、デ

ンマークにおけるように、復職支援プログ

ラムの策定と運用に地方自治体の資源を活

用する方途や、オランダにおけるように、

外部の専門的支援機関を充実化させ、たと

え雇用者に就業可能なポストがない場合に

も、当該雇用者との連携の下で本人に代替

的な就業を行わせつつ、アドバイザー兼教

育訓練機関として機能させたり、使用者が

講じた復職支援を第三者に審査させるよう

な方途も考えられる。 

 

＜各論＞ 

 １）メンタルヘルスの定義 

 ・本調査の結果を述べれば、国、関係機

関、関係部門などにより、捉え方が異なる。

個人の資質や生き方を強調するもの、伝統

的な重度精神障害者対策を基本として、軽

度精神疾患対策を含めて考えるもの、組織

の健康という概念を設定し、職務満足度を

重視するものなどが代表例と言えようが、

概ね、精神疾患や障害の存否にとらわれず、

物理的・心理的負荷等により、労働や日常

生活上の制約を招く問題への対応を、個人

と組織の両面から図ろうとする作用と解さ

れる。なお、研究代表者自身は、「『ヤドカ

リの引越』の実践と支援」という表現で、

社会・経済構造、自然環境や生活スタイル

等の大きな変化の中で、個人と組織の成長

と適応を実践、支援する作用と理解してい

る。 

 

 ２）１次予防施策のあり方 

 ・１次予防面では、デンマーク、オラン

ダ、イギリスのように、公権力の介入によ

り法的対策を講じている国もあるが、その

成果が見えにくい状態が続いている。本調

査の対象各国は、その国の個性、法制度展

開の脈絡に見合ったアプローチ、それも直

接的に１次予防策を講じる方途から２次・

３次予防に注力することで間接的に１次予

防を推進する方途、はたまたその両者を組

み合わせる方途など、様々な方途でこの問

題に取り組んできた（＊結果的に、各国の

労働・社会保障政策、とりわけ安全衛生法

政策のノウハウのエッセンスが凝縮されて

いるような様相を呈している）が、確たる

成果を挙げているとまではいえない。正確

にいえば、国・政策レベルで講じた対策と

成果の因果関係が明らかになっていない。 

・相撲に喩えれば、①「初顔合わせの相

手に従来の成功体験を踏まえた得意の型を

大幅にアレンジし、積極的に勝負を挑んで

来た」（イギリス、デンマーク、オランダ）、

②「そもそも相手の存在を認め切れておら

ず、仮に認めるにしても従来の取り口でそ
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れなりに対応できているように思えるので、

改めて正面から挑むべきか否か迷っている、

または流行の取り口の受け売りで済ませて

いる」（ドイツ）、③「従来の取り口自体が

新たな問題に対応可能なものとの確信のも

と、それを展開させる形で対応を図って来

た」（アメリカ、フランス）、のいずれかの

状態にあり、たとえ積極的な勝負をして来

た力士でも、結局、「相手に土俵を割らせて

はおらず、そもそも技がしっかりかかって

いるのか、空を切っているのか定かでない」

といったところであろう。 

 ・このうちヨーロッパの制度は、ほぼ例

外なく、心理社会的リスクを対象とした EU

の PRIMA-EF （ Psychological Risk 

Management- European Framework）の

影響を受けている。これは、WHO を中心

とする複数の国の関係機関が連携して設置

したコンソーシアムにより開発されたもの

だが（詳細は、矢倉尚典／川端勇樹「欧州

におけるメンタルヘルス対策と取り組み―

PRIMA-EF プロジェクトの成果の概要―」

損 保 ジ ャ パ ン 総 研 ク オ ー タ リ ー

52:2-32,2009 等を参照されたい）、法的には、

１９８９年に EU（EC）のローマ条約第１

１８条(a)に基づき発令された「安全衛生の

改善に関する基本指令（枠組み指令）

（89/391/EEC）」及び２００２年に欧州委

員会が公表した職業性ストレスに関する欧

州 委 員 会 指 針 （ European 

Comission,”Guidance on work-related 

stress”,2002）の具体化ないし促進を図るも

のと解される。 

 ・しかし、この仕組みは、おおむね、Job-D

（Demand）C（Control）S（Support）モ

デルを活用したリスク調査・管理を中心と

しており、いわば欠点を見つけ出してバン

ソコを貼るような個別的、治療的な改善方

式といえる。しかし、昨今は、より積極的

に 理 想 的 な 職 場 環 境 が 持 つ 条 件

（competence）を類型化し、現実の条件を

それに沿わせていくことで、良好な職場環

境形成を包括的に実現していく改善方式

（proactive approach）の方が有効と考え

られるようになって来ている。また、そこ

では、必然的に「叱る」「縛る」規制から、

「褒める」「伸ばす」作用を支援する規制へ

の転換も求められる。これは、西洋医学的

アプローチから東洋医学的アプローチへ、

と形容することもできるであろう。要する

に、「～がいけない」とか「～してはいけま

せん」と叱るより、「～ができて立派だね～」

と褒めつつ、必要な要件を明示してあるべ

き方向に誘導するほうが、個人・組織を問

わず長所の伸張と欠点の改善に役立つ、と

いう組織心理学的特性を活かした発想であ

ろう。もっとも、そうした発想や方策で、

知略を駆使して確信犯的に職場環境を悪化

させている人物やグループに対応できるか、

特に経営者自身の個性や考え方の偏りに根

ざす問題に対応できるか、等の疑問は残る。

また、そうした経営コンサルティング的側

面を持つ作用に公的支援を行ったり公権力

を介入させることの正当性も改めて問われ

よう。 

 ・また、リスク・マネジメント手法をベ

ースにした制度の下でも、積極的な取り組

みを行っている国では、既に個別的な成

功・失敗事例の集積が図られて来ており、

そのうち成功例はおおむね、一定の標準を

踏まえつつ、個々の事業の個性や脈絡を踏

まえたオーダーメードの取り組みであるこ
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とがうかがわれる。 

・となれば、国の産業精神保健法政策で

も、いわば性能要件化（：一律的な規準へ

の適合性審査ではなく、現場で実効性のあ

がる方策の許容と国の法政策への積極的な

吸収）への発想の重点の移行ないし追加が

求められることになる。要件となる性能の

指標としては、現段階では、デンマークな

どが採用している、休業率、作業関連疾患

罹患率（筋骨格障害（musculoskeletal 

disorder ） や 心 臓 血 管 系 疾 患

（cardiovascular disease）など器質性疾患

の罹患率を含む）、自発的離職率、職場の問

題（：労働環境に関する問題）とこれらの

指標との因果関係、職務満足感、業務パフ

ォーマンス、守秘条件下での意見聴取の結

果などが参考になろう。もっとも、メンタ

ルヘルス問題の多因子性、多様性、多層性

などを考慮すれば、梶木報告書が示した中

間指標を重視する必要もある。 

もとより、日本の安衛法政策でも、先の

衆議院解散で審議未了廃案となった安全衛

生法案を含め、医師による個別面談や個別

的な就業上の措置の勧告など、専門性と協

議に基づくオーダーメード方策の基礎は提

供されているが、個々の労働者とその所属

組織の双方に対する、より包括的かつ継続

的な措置を基礎づけるような法政策が求め

られている可能性はある。より具体的にい

えば、現行安衛法第２８条の２を準用する

第８８条に規定するようなメリットを産業

精神保健対策にも発展的に拡充するような

施策が求められよう。 

 ・また、「欧」「米」の手法は、たとえ現

段階で予防への貢献が充分にみられないと

しても、少なくともわが国における補償・

賠償上の過失責任の切り分けに貢献する可

能性はある。すなわち、障害者差別禁止法

を含め、欧米で法政策上講じられているよ

うな合理的な対策を積極的に講じた事業主

には、科学的に原因の不分明な災害が生じ

た場合にも、手続的理性を尽くしたとみな

され、民事上の過失責任が免責ないし減責

されるケースが増加する可能性はあるよう

に思われる。そして、民事上の賠償責任ル

ールの具体化は、組織の日常的な行動を促

進する可能性が高いため、至局、予防文化

の拡大に繋がる可能性もある。 

 

３）メンタルヘルスは科学たり得るか 

 ・イギリスの調査報告が応えている通り、

公衆衛生疫学的なアプローチは可能だが、

自然科学的なアプローチは困難な課題とい

うことになる。精神障害だけをみても、精

神医学の報告が示唆する通り、そもそも疾

患単位を充たしておらず、外因性精神障害

を除き、発症要因や病態も未解明である。

よって、どこか雲を掴むような課題となら

ざるを得ないが、イギリスでもドイツでも、

職種別では介護職や看護職などの心身のハ

ードワークにおいて作業関連ストレスにか

かる逸失労働日数や精神障害罹患率が多い

といった傾向が見られるなど、業務上の疲

労やストレスによる健康影響を含めた負の

影響を否定することもできない。そうした

中で、デンマーク、オランダ、イギリスな

どは、問題状況の深刻さ等を背景に、一定

の方法論的問題点を意識しつつも、実験室

での生物学的研究、臨床報告、一定の労働

環境条件を再現した上での行動観察、パイ

ロット事業でのチェックリスト等を用いた

調査、フィールド調査、専門家・実務家に
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よるグループワーク、デルファイ調査、執

筆者の学識や権威なども踏まえた疫学的エ

ビデンスを根拠に、一定の強制性を持つ施

策を講じてきた。日本の司法も、確たる根

拠の乏しさや基準設定の困難さを意識しつ

つも、equity（狭義の「公平」の上位概念

としての「衡平」）の実現のため、「過重な

心理的負荷」を比較的積極的に認定してき

た。 

 ・結論的に、この点については、イギリ

スのノッティンガム大学の研究グループが

著した以下の論述が妥当すると思われる。 

 仮に心理社会的危険源へのばく露とスト

レス反応および健康影響の間に「因果関係

が存しない場合、心理社会的なばく露への

介入が集団の健康改善という効果をもたら

さない可能性が高いため、因果関係が不明

であることは軽視できないとの主張がある

（Macleod ら ）。しかし、この主張に充分

な根拠があるともいえない。公衆衛生的観

点（McPherson ）と組織論的観点（Griffiths、

Cox ら ）の双方から、この主張を支える自

然科学的な認識体系（パラダイム）は、組

織への介入（方法）を特定し評価するうえ

で も適切な方法ではないと示唆されてい

る。公衆衛生領域に『金科玉条的な基準

（gold standard）』がないことは、適切な

措置を講じないことの言い訳にはならない

（HM Treasury  ）。 

組織における生活の複雑さや流動的な性

格を前提にすれば、自然科学的な認識体系

に基づくデータを文字通りに受け取ること

はできず、修正も可能であろう」。 

 

４）各国の法制度が対策の射程に捉え

ているメンタルヘルス問題とは 

 ・デンマークやイギリスでは、作業関連

ストレスによる休業や業務遂行能力の低下

などを射程に捉えているので、日本でいう

メンタルヘルス不調（厚生労働省「『職場に

おけるメンタルヘルス対策検討会』報告書

（平成２２年９月７日公表）１頁）と同様

に、精神疾患・障害以外の問題が幅広く捉

えられていると解される。フランスでは、

ハラスメント対策や雇用平等対策では、精

神疾患・障害はおろか不調の存在すら問わ

れていないが、EU のリスクマネジメント

政策を継受した対策では、デンマークやイ

ギリスと同様に、広くメンタルヘルス不調

全体が捉えられていると解される。ドイツ

では、既存の法制度の枠組みでは、業務上

と捉えられる精神疾患・障害の範囲が極め

て狭いうえ、たとえ私傷病（ないし制度上

労災とは扱われないもの）として賃金継続

支払法による有給疾病休暇制度や、社会法

典所定の社会補償給付や事業所編入マネー

ジメント制度の適用を受ける場合にも、実

質的には疾病罹患の故に労働不能である旨

の医師の診断書の提出が要件とされている

ので、その射程は医療上の疾病障害対策に

限られている。しかし、おそらくは、私傷

病でも受けられる保障が厚い（裏を返せば、

企業側の負担が大きい）ことも一助となり、

また、従業員の休業、生産性などさまざま

な人事管理上の問題への対策のため、一部

では、事業主自身または従業員代表委員会

との協議等を通じて、不調レベルの問題へ

の対策も図られるようになって来ている段

階と解される。アメリカでは、障害者差別

禁止法の枠組みの中で、雇用主が合理的な
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配慮さえ提供すれば職務の本質的機能を果

たせるレベルの障害者が、救済の対象とさ

れて来た。もっとも、障害者の定義自体、

同法の性格や機能を決する大問題であり、

多くの議論を生み、法改正の契機ないし要

目ともなって来た。そして現段階では、必

ずしも医科学的裏付けがなくても、他者と

のコミュニケーションや、仕事への集中、

睡眠や自身の世話などに生活を実質的に制

限するような機能的な障害が現にあるか、

そのような記録があるか、そのように認識

される事情がある限り、同法の適用を受け

るなど、同法の趣旨目的の実現に資するよ

うな、比較的広い解釈基準が確立されてい

る。 

 ・結論的に、日本の法制度でメンタルヘ

ルス対策を強化する際には、主として心理

社会的・物理的リスク要因により長期（概

ね２週間以上）にわたり労働能力に制限を

受ける（ことが専門家や諸事情から客観的

に裏付けられる）者の発生を防止すること

を射程に捉えるべきではないかと解される。

ただし、フランスやアメリカの法制のよう

に、生じる被害（損害）の観点を離れ、不

当な差別等による人格的利益の侵害を防止

する観点も求められる。 

 

５）職域メンタルヘルス対策に相応し

い法制度 

 ・諸外国のメンタルヘルス関連法制度の

趣旨・性格は、アメリカ型とヨーロッパ型

に大別される。アメリカは、精神障害者の

雇用対策という観点で、主に差別禁止アプ

ローチを採用しているので、その延長で、

結果的にメンタルヘルス対策の実体まで規

制の具体化が図られることとなっているが

（＊もっとも、細部の細部がガイドライン

や労使間協議に委ねられざるを得ない事情

はヨーロッパ型の手続的アプローチの場合

と変わらず、その事情は、アメリカの障害

者差別禁止法（ADA）が飛び火したイギリ

ス、ドイツなどの法制でも変わりはない）、

ヨーロッパでは、フランスのハラスメント

防止規定などの基本的な人権侵害対策を別

として、EC 指令の定めるリスク評価と管理

の仕組み、すなわち手続的アプローチを基

本に制度展開が図られてきたので、対策の

実体は、心理学や組織論を活用して国が示

したガイドラインを参考に各事業組織ごと

に決定されて来た（＊もっとも、ハラスメ

ント対策等でも、リスク管理的な手続的ア

プローチとの融合は進んでいる）。 

・ドイツでも、統計上、精神疾患罹患者

が増加し、産業精神保健に関する問題認識

も拡大しているが、私傷病でも 初の６週

間は事業主負担で、その後の３年間は 長

７８週まで社会保障による所得保障がなさ

れる仕組みを基本として、業務上の対策は

事業主（ないし労使）による自主的取り組

みに委ねられ、現段階で政府による本格的

な予防対策は法制度化されていない。 

 ・しかし、いずれも明らかに奏功してい

るとは言えない。障害者差別禁止法は、差

別状況の抑制と障害者の雇用の促進を主な

目的としているが、少なくとも後者の目的

は充分に達せられていない。ドイツでは、

先述した事情から、そもそも効果を問う前

提に欠ける。デンマークやオランダは、１

次予防と３次予防の両面で、かなりラディ

カルとも言える施策を講じているが、なお

成果が明らかではない。 

 ・となると、現段階で、職域メンタルヘ
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ルス対策にとってどのような法制度が も

適当とは言い切れない。後掲の図１で示す

ように、労働安全衛生、経営、人事労務管

理、医療、福祉に関わる法制度の全てに対

応が求められていると言わざるを得ない。

ただ、職域で可能な対策に限定すれば、イ

ースト・アングリア大学ノーリッチ・ビジ

ネス・スクール行動科学教室教授 Kevin 

Daniels 氏や、日本の関連判例も示唆する

ように、結果として、①training（教育訓

練）、②motivation（動機付け）、③selection

（採用・配置等における人選、適材適所）、

④job design（職務の設計と割当）の適正化

を「促す」ような法政策の構築が望ましい

とはいえよう。 

 ・また、予防効果が直ちに確認できるか

否かにかかわらず、基本的人権の保護の観

点から、ハラスメント防止や雇用平等の充

実化を図る必要はある。たとえば、フラン

スでは、「労働における差別禁止法」の改正

（２００１年１１月１６日法）により、差

別を定義する労働法典（L１２２―４５条）

の適用範囲が拡大され、実質的に賃労働者

の訴訟上の立証責任が軽減されることとな

ったが、これは、従来の差別事由（出身、

性別、家族内の地位、民族・国民・人種へ

の所属など）に、肉体的外観（身長・体重・

美容など）、姓名、性的志向、年齢を追加す

るものであった。そして、２００５年秋に

は、青年を主とした「暴動」事件を契機に、

履歴書「匿名化」立法（２００６年３月９

日法）が制定され、従業員５０人以上の企

業では、履歴書に年齢・性別・氏名・住所・

写真を記述、記載させてはならないことと

なるなど、差別としての救済範囲の拡大に

より、精神面に関わる基本的人権の保護が

図られている（大和田敢太: 労働関係にお

ける『精神的ハラスメント』の法理：その

比較法的検討. 彦根論叢, 360: 77, 2006）。

アメリカの ADA の枠組みも、労働力の積極

活用の趣旨を基底に置きつつ、相当範囲の

差別を対象とし、実効的な救済を図ろうと

努めていることがうかがわれる。 

 この面でも、欧米のアプローチに参照価

値を見出すことはできるように思われる。 

 

６）強制的方策と誘導的方策のいずれ

が適当か 

 ・この課題への回答に際しては、強制的

方策を採る前提として科学的知見が不足し

ていることのほかに、精神障害を含めたメ

ンタルヘルス不調の特質を踏まえる必要が

ある。たとえば、精神障害者に対する合理

的配慮は、身体障害者に対するバリアフリ

ー建築などの一律的措置ではなく、相性の

良い人物との隣接配置、フレックスタイム

制など、医学等の専門所見を踏まえつつ、

本人希望と会社都合を調整する個別的な措

置が求められることは、アメリカの ADA

からも示唆されるし、そもそも人間の心理

的反応から主観性を排除できないことから

も導かれ得る。「率直な対話の必要性」とい

う意味では、ビオンのいう基底的想定集団

の改善という観点でも同様・同類のことが

妥当する。 

 ・要するに、メンタルヘルス対策の本質

として、ヨコ（一律）からタテ（オーダー

メード）への流れを促進する必要性を説く

趣旨だが、かといって、全てを当事者の任

意に委ねる誘導的方策が適当とも言い切れ

ない。タテの対策を講じる中で、①嫌悪感

に基づく差別的取扱の禁止、②各労働時間
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単位の間の休息時間の確保、③急激かつ大

幅に労働条件が変化した場合の支援体制の

構築など、一般性のある条件が判明すれば、

一律的な義務規定の設定が求められる。ま

た、タテの対策を促進するためにも、ヨコ

の権威や信用力が求められる。たとえば精

神科医などの精神問題の専門家も、個々人

の個性・背景・脈絡を組織に説くべき存在

として機能し得るが、一般的な権威や信用

力を失えば、その役割すら果たし得なくな

る危険性もある。 

 

７）心理学的アプローチの正当性・妥

当性 

 ・多くの国の公的・私的メンタルヘルス

対策で用いられている質問紙方式のストレ

ス調査測定ツールを好例として、メンタル

ヘルス対策では、人間や組織の心理（学）

的特性を考慮せざるを得ない。また、精神

医学でも、診断や投薬などの純然たる医療

行為以外に、精神療法など心理学との境界

が曖昧な作用と不可分な面はあるし、組織

の人事労務管理でも、集団統制や職場秩序

の維持増強から個別交渉の場面に至るまで、

心理的手法が用いられることが少なくない。

本研究班による調査でも、特にイギリスの

法制度調査から、心理学的アプローチにつ

いて、以下のような特徴的態度が看取され

た。 

①そもそも自然科学は、人間心理の実相

や作用を捉え切れていない。生理学的検査

なども進展しつつはあるが、心理的側面へ

のアプローチは困難で、捕捉できる事象が

あっても極めて限られている。 

②心理学的な事実は、そもそも百面相で

あり、相対的なものにとどまる。心理学的

調査研究では、介入のあり方自体の個別性

が高いことからも、確証性の高い前向き・

大規模・横断的コホート調査などは極めて

困難である。 

③たとえ同じ事象についても、捉えどこ

ろ、表現・伝達方法により、相手方への伝

わり方が変わる可能性が高い。個人や組織

の中には、事実に関する客観的な指摘や批

判に耐えられない者が多いことも、こうし

た理解を支援する。 

したがって、科学的な事実検証を多少放

棄しても、結果志向（「結果オーライ」の態

度）で臨むべきであり、組織の心理学的診

断などでも、その対象設定から診断結果の

分析・評価、伝達に至るまで、このような

姿勢が容認されるべきではないか、と。 

 ・仮にこうした理解が正しいとすれば、

その妥当性（ないし妥当する範囲）と正当

性が問われるが、現段階では、報告者が関

連知識に疎いこともあり、未だ確たる回答

を持ち得ていない。ただ、たとえ産業精神

保健に非科学的な面があるとしても、的確

で客観的な現状認識が対策の出発点になる

こと、よって、少なくとも事業主、管理職

層、産業（精神）保健の専門家等は、上掲

した当該事業組織における休業率等のデー

タや関連情報を的確に把握することが適切

な対策の前提条件になることは、国内外の

個別組織における個別的対策の転帰からも

明らかと考えられる。 

 ・かといって、現段階では、未だ世界的

に実効的な介入方法、とりわけ組織的介入

方法について研究の蓄積が乏しく、たとえ

１次予防面でのストレス対策のため、リス

ク管理システムを導入したところで、

P(Plan)-D(Do)-C(Check)-A(Action)サイク
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ルのうち、D（Do）や A（Action）の場面

で逡巡する担当者を増やす結果となりかね

ない。よって、グッドポイント・アセスメ

ントとリスク・アセスメントの併用、中間

指標の開発を含め、問題の心理的特性を捉

えた介入と効果について、引き続き調査研

究を進める必要がある。 

  

 ８）就労経験を持たないか、特別な

配慮を受けずに就労した経験を持た

ない、真正精神障害者対策と、過重な

ストレス要因へのばく露により不調

に陥った仮性精神障害者・不調者対策

の関係 

 ・イギリス、アメリカの例からは、両者

を連続的に捉える必要性がうかがわれる。

特に精神的な問題への対策では、真正精神

障害者の就労環境の改善は、仮性精神障害

者・不調者のみならず健常者の就労環境の

改善にも貢献し得るし、逆もまた然りと解

されることが理由の１つである。もっとも、

仮に対応の基本理念に通底する面があると

しても、遺伝を含めた内因的な素因や疾患

を持ち、職業・日常生活面での機能障害が

前提となる真性障害者への対策では、回復

の可能性や回復のゴール設定をはじめ、多

くの点で対応に違いが生じ得る。 

 ・そこで、イギリスの Jobcentre Plus や

Remploy 社、ソーシャル・ファームのほか、

日本の先駆的企業などが果たしている役割

を参考に、産業と福祉の窓口兼バッファー

となる組織の創設について検討する必要が

生じる。その際、客観的な労働能力の審査

を前提に、障害レベルを重度と中・軽度等

に区分したうえで、発症の経緯、症状経過、

本人のパーソナリティや志向性、従前の労

働能力等に応じ、個別的、専門的、多面的、

継続的、人間的、客観的支援を行う必要が

ある。支援の内容は、社会保障給付の受給

支援から、適当な医療機関や医師の選択、

日常生活上のケア、生活上の悩みの解消、

就労能力の回復と育成、就労支援、雇用継

続支援にまで及ぶものでなければならない。

その際、窓口となり、連携の核となる人物

の存在と、彼らを孤立化に追い込まないた

めのプラットフォームの存在、使用者や使

用者団体との有機的連携が重要な意味を持

つ。公的機関が主導する場合、民間のＮＰ

Ｏなどの資源との連携も必要だが、コント

ロール・タワーとして、情報を一元的に管

理する必要があり、そのために障害となる

医療個人情報の取扱い規制などは、合理的

な範囲で排除される必要がある。 

 ・障害者差別禁止法の介入も考えられる

が、ADA の射程に鑑みても、真正精神障害

者の採用や雇用の継続は困難を極めると解

されるため、基本的には、上記の枠組で対

応すべきではないかと考えられる。 

 

 ９）発症・増悪事由の業務上外によ

る対策の区別の可否と是非 

 ・この課題は、産業保健を含めた保健の

発想と法の発想の相違を浮き彫りにする。 

日本では、疾病障害の発症・増悪事由が

業務上と認められれば、少なくとも労基法

と民事法上、私傷病の場合より手厚い所得

や雇用の保障がなされる。しかし、本研究

班の調査対象国では、そもそもストレス関

連疾患を業務上疾病と認める枠組自体に乏

しく、従って、両者を区分して対応を図る

発想自体乏しいことが判明した。確かに、

アメリカの一部の州では、精神的なストレ
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ス要因による精神的な疾病障害に労災補償

をするところがあるし、オランダのように、

雇用者と社会保障給付による保障とは別に、

業務上疾病にかかる使用者への民事損害賠

償請求訴訟を認めるところもあるが、そう

した枠組の存在、適用共に例外といえる。

また、デンマーク、イギリス、オランダの

ように、公権力の介入により、業務上のス

トレス対策（１次予防対策）を講じている

国もあるが、３次予防面で業務上外を区別

した対応を図っているわけではない。 

 ・そこで、改めて、疾病障害の発症・増

悪事由による対応の区別の可否と是非が問

われるが、実際問題として、日本の企業の

多くは、ストレス関連疾患を私傷病として

取り扱い、雇用条件に恵まれた大企業等で

あれば、その代わりに、（勤続年数等にもよ

るが、）概ね２～３年間程度は一定割合の賃

金と雇用が保障される仕組みを設け、適用

しており、奇しくもヨーロッパの保障制度

に概ね相当する内容となっている。要は、

日本の大企業の３次予防策は、日本の大企

業のそれと概ね一致している、ということ

になる。他方、中小零細企業の多くは、そ

の範疇から外れることとなり、ここでは業

務上外を区分した法的救済が求められざる

を得ない構造になっている。 

 ・結論的に、報告者は、発症・増悪事由

による対応の区分は、当事者や関係者の納

得性を高める効果は見込めるものの、実施

してもしなくても良いと考える。ただし、

実施する以上は、早期の適正な業務上外認

定が求められ、実施しないならば、ヨーロ

ッパのように私傷病罹患者に対する手厚い

雇用・賃金保障をなすべきと考える。また、

実施する場合、労働基準監督署のような官

公署とは別に、症例の業務上外について気

軽に判断を求められる第三者機関を設ける

必要があると考える。 

 

 １０）メンタルヘルス情報の保護の

あり方 

 ・端的に言えば、労働能力・適性に関す

る情報は使用者による取得を含めた取扱い

が可能だが、疾患名など、ダイレクトに医

療個人情報に相当する情報については、そ

れを許すべきではない、というのが本調査

の帰結である。 

 ・ただし、症例対応の窓口やコントロー

ル・タワーとなるべき機関や人物には、適

正範囲で情報の取扱いが認められなければ

ならない。また、実効的なメンタルヘルス

対策に際して、人事労務部門や直属の上司

等の関与が求められる場合も多いことは、

日本のメンタルヘルス指針でも明らかにさ

れている。よって、情報の取扱いにも手続

的理性が求められることを前提として、以

下のような対応が求められよう。 

 ・先ず、採用前のストレス脆弱性等の調

査は原則として行われるべきではないが

（平成５年５月１０日付け事務連絡「採用

選考時の健康診断について」、平成１３年４

月２４日付け厚生労働省職業安定局雇用開

発課長補佐から都道府県労働局職業安定主

務課長宛事務連絡を参照）、労働能力・適性

に関わる調査は可能である。メンタルヘル

ス情報は、その両者に関わる点で区分が困

難だが、一応の判断規準は、アメリカの

EEOC ガイドライン等を参考に設定される

べきであろう。また、採用時に病歴等を秘

匿ないし偽って採用された後、健常者であ

れば不調を来さないレベルの業務上の負荷
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により発症・増悪した場合、本人の不調を

察知しているか、すべき場合を除き、使用

者側は過失責任を免れる。ただし、使用者

側は、①取得した情報の適正管理を含めた

合理的な情報取扱規程の策定、②本人同意

を得て情報を取得する努力、③情報取得を

理由として不利益取扱いを行わないことの

宣言、④取得した生情報の専門家（産業医、

衛生管理者等）による一元的管理、⑤情報

を必要とする部署や人物に対しては、加工

情報を提供することなど、労働者側が情報

提供する前提条件を整える必要がある。 

 ・次に、採用後の雇用過程におけるメン

タルヘルス情報の取扱いについては、これ

までに労働省ないし厚生労働省から発出な

いし公表されてきた数多の指針や文書（以

下、「指針等」という）が、法的観点でも参

考にされるべきである。指針等の主旨は、

要約、①本人同意の獲得、②産業医等によ

る一元的な情報管理、③衛生委員会等での

審議に基づく各事業所での情報取扱規程の

整備、④産業医等以外に情報を流通させる

場合の加工（主に、実施されるべき就業上

の措置を想定）の４点に集約されるが、①

本人同意の獲得が困難な場合については、

直接的には触れられていない。となると、

そうした場合には、②③④を徹底すれば、

手続的理性が果たされたことになるであろ

う。 

 ただし、（α）使用者が業務上の過重負荷

を創出ないし放置し、労働者がそれにばく

露したため、心身の不調を生じても当然と

いえる場合、（β）定期健診、欠勤・休職時

の診断書の提出、その他自発的な申告等に

より、既に法人に必要な情報が提供されて

いる場合、（γ）「密接な接触関係」にある

上司等が、本人の不調を知っているか、当

然に知るべき場合（特に、（α）の前提があ

る場合に妥当し易い）、（δ）労働者側が情

報提供を躊躇しても当然といえる条件を使

用者側が創出していた場合には、たとえ

個々の場面で情報提供を拒否されても、使

用者側が免責されることにはならない。 

 ・残る問題は、冒頭に述べた「症例対応

の窓口やコントロール・タワーとなるべき

機関や人物」に誰が相当するか、である。

日本の指針等の立場では、産業医や衛生管

理者等のほか、中小企業者の場合、地域産

業保健センター（以下、「地産保」という）

等がそれに該当することとなろうが、産業

医には刑法第１３４条の守秘義務が課され、

地産保には概ね個人情報保護法の規律が及

び、情報管理委託契約の締結と、情報委託

元による監視がなされない限り、たとえ加

工情報といえども、個人を特定する情報を

使用者側に提供すれば、法律論的には違法

の取扱いを受けることになる。逆に、衛生

管理者は、人事労務管理者が兼務している

場合が多いので、いかに役割を切り分ける

といっても、知り得た情報の同一人物内で

の使い分けは、実質的に困難であろう。ま

た、近時の判例の中には、直属の上司と産

業医間の情報流通を当然視し、注意義務の

一内容と解するものもある（例えば東芝事

件東京高判平成２３年２月２３日労働判例

１０２２号５頁）。従って、こうした法令上

の規律を整理し、所要の要件を規定したう

えで、「症例対応の窓口やコントロール・タ

ワーとなるべき機関や人物」について明文

の適用除外規定を設ける必要があると思わ

れる。また、現段階で、メンタルヘルス情

報の取扱いについて、 も詳細な指針を示
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した公文書は、平成１８年３月中央労働災

害防止協会（厚生労働省委託）「『職場にお

けるメンタルヘルス対策のあり方検討委員

会』報告書」であるが、労働者の同意の獲

得が困難な場合の規律についても、一定の

指針を示す必要があると思われる。 

 ・メンタルヘルス情報の取扱いについて

は、その他にも言及すべき論点は多いが、

研究代表者において、別稿を期す予定であ

る。 

 

 １１）法政策は１次予防・２次予

防・３次予防のいずれに注力すべきか 

 ・３次予防が喫緊の課題であり、かつそ

の履践が１次・２次予防にも繋がることは

認められるが、本研究班による国際法制度

比較の結果からいえば、３次予防と１次予

防は「車の両輪」と考えるのが妥当と解さ

れる。 

 ・たしかに、１次予防については、実効

的な介入方策が未だ明らかでない等の問題

もあるが、繰り返すように、リスク・アセ

スメントをベーストした取り組みでも、

個々の組織ごとの個性・背景・脈絡を踏ま

えた組織的介入を行うことで奏功した事例

は数多く報告されている。よって、これに

グッドポイント・アセスメント等を併用す

ることで、より効果的な改善が図られる可

能性がある。 

 ・他方、３次予防面での所得・生活保障

と就労支援機能の充実化も喫緊の課題であ

る。特に、症例対応のコントロール・タワ

ーとなるべき多機能をもった機関の設定と、

当該機関による産業と福祉の連携は、多く

の労働者の生活と福祉に貢献すると思われ

る。ただし、この対策には、労働衛生行政

と社会・援護行政等との連携が求められる

であろう。 

 

 １２）作業関連ストレス対策と経

営・人事労務管理問題の切り分けの可

否と是非 

 ・これまで、日本の労働裁判例は、おお

むね、人事一般については使用者に広く裁

量を認め、解雇や安全衛生については厳し

い基準を課すポリシーで来たと言えようが、

著名な電通事件 高裁判決を転換点として、

「過度な心理的負荷」を積極的に認定する

ようになったことで、実質的に彼らの人事

労務管理のありように介入するかのような

判断を示すようになって来ている。また、

ここでは、研究代表者が行った体系的な判

例調査（三柴丈典『裁判所は産業ストレス

をどう考えたか』（労働調査会、２０１１年）

と、この領域では著名なイギリスの Kevin 

Daniels 教授の組織的健康に関する文献レ

ビュー等の結果が奇妙に一致した事実も指

摘できる。すなわち、職域では、①採用・

配置等における人選、②教育訓練、③動機

付け、④職場における労働の構成に関わる

職務設計、といった人事管理の基本事項の

再構成がメンタルヘルス状況の改善に有意

に影響を与える。加えて、人事管理上のミ

ス・コミュニケーションや人間関係のあり

よう、労働条件の変化等が、過度な心理的

負荷を招き易いという示唆である。契約法

理として、これらの要素を義務化する議論

も可能だろうが、立法論としての議論も不

可能ではない。 

 ・アメリカでは、労災補償に関係して、

純然たる人事事項に介入するような判例傾

向に歯止めをかけるような立法もなされた
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が、日本では未だそうした動きは見られず、

むしろ精神障害の労災認定基準の精緻化

（「心理的負荷による精神障害の認定基準

について」（平成２３年１２月２６日付け基

発１２２６第１号別添）を参照）により、

人事事項との境界線が混沌として来ている

ようにも思われる。 

 ・この点について結論を言えば、やはり、

メンタルヘルス対策の効果指標を中間指標

も重視しつつ開発し、性能要件的な規定（前

述した第８８条の発展的拡大等がそれに当

たる）の下で各組織独自の取り組みを支援

する体制を整え、結果的に上掲のような作

用が誘われる方向性が望ましいと解される。 

 

＜補論～産業精神保健法学の構想～

＞ 

 ・補論として、研究代表者が現行法を前

提に開発を進めている産業精神保健法学の

構想について述べる。その目的は、「『切り

捨て』ではなく『切り分け』により、個人

と組織の成長と適応を支援すること」にあ

る。 

 

（１）産業精神保健法学の所掌 

 ・この領域の所掌に関する理解の一助と

して、研究代表者が作成した産業精神保健

法（職場のメンタルヘルスに関する法）の

鳥瞰図を示す（図１）。ここでは、現在、国

の職域メンタルヘルス対策は、労働法体系

の「一部の一部の一部の一部」という位置

づけに留められているものの、それに実質

的に関わる法体系は幅広く、従って、その

成功がもたらす効果も極めて幅広いことを

一覧できるようにしている。このことは、

国の発出する関連指針などが、かなり幅広

い分野の法規に関連する内容となっている

ことからも、容易に看取される。 

 ・先ず、企業のガバナンスや会計等を司

る商法・会社法、税法・会計法等は、メン

タルヘルス不調の遠因となり得る。例えば、

国際会計基準や外形標準課税の導入などに

よる企業経営への圧力はもとより、商法改

正による分社化がもたらした不調者に雇用

責任等を負う主体の変容等が挙げられる。

民法は、加害者等の過失責任のみならず、

メンタルヘルスに関わる民事問題全般を取

り扱い、同法や個人情報保護法、刑法・特

別刑法等は、不調者の情報管理に関わる。

しかし、法の定め・趣旨を見誤った過剰反

応は、却って適切な健康管理のみならず、

個々人の人格的な成長の妨げとなりかねず、

他方、偏見を招き易い関連情報の不適正な

取扱いは、問題を悪化させることもあり得

る（ex.）民間保険への加入や事故発生時の

保険金受給への障害等）。医療関係法は、専

門科間の関係を含め、医療機関や医療人の

業務のありように関わり、社会保障・福祉

関係法は、在職者、離職者の安心や再生に

深く関わる。とりわけ、産業と福祉が乖離

している（(i)人材と情報交流の断絶、(ii)福

祉対象者の一般就労機会の乏しさ、(iii)福祉

給付対象者の再生の困難さ等）現状の打開

は、これらの法にも関わる喫緊の課題であ

る。また、労働法の中でも、職場の秩序や

具体的な労働条件（や人事労務管理の基本

方針）を規定する就業規則等を司る労働契

約法は、職域メンタルヘルスと極めて深い

関係を持つ。就業規則は、悪用すれば、使

用者に過度な裁量を根拠づけ、労働者の恣

意的な排除をもたらすが、適正に活用すれ

ば、不調者への適正手続を明示したり、快

－ 93 － 



 
 

適な職場環境形成にも貢献する。労働市場

法も、労働者の横断的職務能力の形成や転

職市場の開発等を通じ、特定企業の組織風

土に適応しにくい人物のメンタルヘルス等

に貢献する可能性がある。集団的労使関係

法が司る労働組合や組合と使用者の関係は、

未だメンタルヘルス領域では存在感が薄い

と言わざるを得ないが、本来、組合が貢献

すべき余地は多くあり、その存在意義も示

し得る。 

 

（２）「切り分け」とは 

 ・端的にいえば、「法的に適正な区分け」

を意味する。ここで「法的に」という場合、

そこには、組織経営、医療、心理、福祉な

ど、さまざまな視点が含まれる。これは、

一律的な発想で組織経営を制約する、とい

うことではなく、メンタルヘルス法務とい

う観点で、個人と組織のリスク・マネジメ

ントと、成長・適応を支援する趣旨である。 

 それを具体化したものが、図２である。 

 ・図２は、横の軸と上下の軸で構成され

ている。横軸は、右が発症や増悪の事由が

業務上に当たる疑いが濃い例、左が業務外

に当たる疑いが濃い例、上下軸は、上が軽

度の例、下が重度の例を指す。もっとも、

特にメンタルヘルス不調について、業務上

外を敢然と区分することは困難なので、当

初は、あくまで蓋然性レベルでの切り分け

とならざるを得ない。また、症状の軽重も、

単なる医学的診断によるものではなく、行

動上の制約（職域においては就業上の制約）

の程度や改善・寛解までの期間等を加味し

て決定することになる。 

 ・こうした軸を立てると、①～④の４つ

のフィールドが形成される。 

 ①は、業務上の事由による発症・増悪の

疑いが濃く、軽症レベルの不調者への対応

領域なので、基本的に１次予防策（＊「風

通しの良い職場環境形成」や「個々人のレ

ジリエンスの維持増強」など、不調者を生

じさせないための本質的対策）や、２次予

防策（＊不調が生じつつあるところでの早

期発見・早期介入策）で対応することが、

（上述した意味で）「法的に」求められる。 

 ②は、業務上の事由による発症・増悪の

疑いが濃く、重症レベルの不調者への対応

領域なので、基本的に３次予防対策（＊不

調者の休職・復職管理と支援、再発防止策

など）が法的に求められる。併せて、所得

と雇用の保障も求められる。また、再発防

止策は、翻って、①の措置を要求すること

になる。 

 ③は、業務外の事由による発症・増悪の

疑いが濃く、軽症レベルの不調者への対応

領域である。業務外の事由による不調への

対応領域ではあるが、安衛法第６２条や第

６６条以下が示すように、人間を雇用して

いる以上、所要のパフォーマンスがあがら

ないからといって、直ちに休職措置や退職

措置などの不利益措置を講じるべきではな

く、期限付きではあれ、専門医や産業医の

判断、本人希望等を踏まえ、短時間勤務、

勤務軽減、配置の変更などの就業上の措置

で対応することが、法的に求められる。 

 ④は、業務外の事由による発症・増悪の

疑いが濃く、重症レベルの不調者への対応

領域である。ここでも、解雇権濫用規制（労

働契約法第１６条）から導かれる解雇回避

努力義務や、障害者の雇用促進等の信義則

上の要請を果たすため、原則として、休職

措置や復職支援は法的に求められるが、a.
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難治性、b.所定業務・職場秩序・治療への

悪影響などの要件を充たせば、解雇や自然

退職措置も正当化される。 

しかし、ただ離職させてよしとすべきで

はなく、社会保障や福祉制度にスムーズに

連結する方が、当事者や関係者の納得性を

高め、司法を含めた第三者への説得性も増

すこととなる。さらに、可能であれが、当

該症例を単に福祉に受け渡すのではなく、

「人間再生」の視点を持つべきであろう。

すなわち、先に述べた産業と福祉の乖離状

況（(i)人材と情報交流の断絶、(ii)福祉対象

者の一般就労機会の乏しさ、(iii)福祉給付対

象者の再生の困難さ等）を打開するための

バッファーとして、一定の事業性と自律性

を持ち、一般就労機会を積極的に創出する

企業合弁型授産施設などを創設し、福祉と

産業の人材・情報の交流を図るとともに、

継続雇用となる高齢者等も受け入れる、と

いった方策も考えられよう。イギリスの保

護雇用などの先駆例もあるので、日本の社

会保障や福祉制度に関する実践的な知識に

併せ、そうしたアイディアの着想や実践の

基礎となる知識も獲得する必要がある。も

とより、メンタルヘルス対策では、「道なき

ところに道をつくる」、「無いものは作れば

良い」、という発想が求められる。 

 ・次に、図３を参照されたい。 

 これは、図３を横倒しにして、高さの軸

として、いわゆるパーソナリティの偏りを

採用したものである。一般に、法律論上、

疾病障害の場合、その性質や程度により、

その影響下での非違行為は、責任能力や有

責性がないとして、免責されたり、対抗的

な不利益措置から救済されることがある。

他方、パーソナリティに起因する非違行為

が法的に救済されることは、原則としてな

い。このことは、図２の４領域のいずれに

も当てはまる。しかし、精神障害の場合、

客観的にはパーソナリティの問題にも映る

周辺症状などもあって、両者の切り分けは、

実際には非常に困難であり、現状、 終的

には、経験値の高い専門医の判断に拠る場

合が多い。特に、業務上の事由と本人のパ

ーソナリティの双方が不調に寄与した場合

などには、「どこまでが疾病障害の影響で、

どこからが（社会科学的な意味での）『わが

まま』か」を、経験豊かな専門医に切り分

けてもらう必要性が生じる。よって、法的

に適正な対応に際しても、然るべき専門医

などとのネットワーク形成が重要な意味を

持つことになる。 

 

 （３）結語 

 ・以上の通り、現行法の解釈からも、メ

ンタルヘルス問題への適正な対応は一定程

度可能だが、産業精神保健法の観点から解

釈論を整理する必要がある他、１次予防の

促進や３次予防面での産業－福祉連携を含

め、①個別性、②（連携的）専門性、③多

面性、④柔軟性、⑤継続性、⑥人間性（心

理的特性の考慮）、⑦客観性に加え、これら

を包括する⑧手続的理性を実現するための

立法論を含めた創設的措置に関する議論が

求められる。 

 ・この点は、次年度の課題となる。 

 

Ｅ．結論 

 ・以上の考察の結果を、端的に示す。 

＜求められる実体的理念＞ 

 ・１次予防施策から３次予防施策の全て

にわたり、①個別性、②（連携的）専門性、
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③多面性、④柔軟性、⑤継続性、⑥人間性

（心理的特性の考慮）、⑦客観性の７要素が

求められる。 

＜各論＞ 

 １）メンタルヘルスの定義 

 ・「精神疾患や障害の存否にとらわれず、

物理的・心理的負荷等により、労働や日常

生活上の制約を招く問題への対応を、個人

と組織の両面から図ろうとする作用」のこ

と。 

 ・研究代表者の私見は、「社会・経済構造、

自然環境や生活スタイル等の大きな変化の

中で、個人と組織の成長と適応を実践、支

援する作用」のこと。「『ヤドカリの引越』

の実践と支援」と喩えることもできる。 

 ２）１次予防施策のあり方 

 ・現行の労働安全衛生法第２８条の２を

準用する第８８条に規定されるメリットを

産業精神保健対策にも発展的に拡充するよ

うな施策により、実質的に性能要件化（：

一律的な規準への適合性審査ではなく、現

場で実効性のあがる方策の許容と国の法政

策への積極的な吸収）を図る方途が望まれ

る。 

 ・要件となる性能の指標としては、現段

階では、デンマークなどが採用している、

休業率、作業関連疾患罹患率（筋骨格障害

（musculoskeletal disorder）や心臓血管系

疾患（cardiovascular disease）など器質性

疾患の罹患率を含む）、自発的離職率、職場

の問題（：労働環境に関する問題）とこれ

らの指標との因果関係、職務満足感、業務

パフォーマンス、守秘条件下での意見聴取

の結果などが参考になるが、メンタルヘル

ス問題の多因子性、多様性、多層性などを

考慮し、梶木報告書が示した中間指標を重

視する必要がある。 

 ・また、欧米の法制が採るリスク管理手

法や、障害者差別禁止の手法の採用を促す

ことで、民事上の手続的債務の履行を誘う

ことも可能。 

 ３）メンタルヘルスは科学たり得るか 

 ・自然科学的な認識体系に基づくデータ

のみで論じることは困難だが、それ故に適

切な措置を講じないことの言い訳にはなら

ない、とするイギリスの研究者グループの

示唆が妥当であろう。至局、自然科学的な

解明が進むまでの間、公衆衛生疫学的な傾

向分析に拠らざるを得ない。 

 ４）各国の法制度が対策の射程に捉えて

いるメンタルヘルス問題とは 

 ・各国の法制度の射程はさまざまだが、

日本の法制度でメンタルヘルス対策を強化

する際には、主として心理社会的・物理的

リスク要因により長期（概ね２週間以上）

にわたり労働能力に制限を受ける（ことが

専門家や諸事情から客観的に裏付けられる）

者の発生を防止することを射程に捉えるべ

きではないかと解される。ただし、フラン

スやアメリカの法制のように、生じる被害

（損害）の観点を離れ、不当な差別等によ

る人格的利益の侵害を防止する観点も求め

られる。 

 ５）職域メンタルヘルス対策に相応しい

法制度 

 ・諸外国のメンタルヘルス関連法制度の

趣旨・性格は、障害者差別禁止アプローチ

を主軸とするアメリカ型とリスク管理アプ

ローチを主軸とするヨーロッパ型に分かれ

るが、その効用をみる限り、現段階で、職

域メンタルヘルス対策にとってどのような

法制度が も適当とは言い切れない。図１
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で示すように、労働安全衛生、経営、人事

労務管理、医療、福祉に関わる法制度の全

てに対応が求められていると言わざるを得

ない。ただ、職域で可能な対策に限定すれ

ば、イースト・アングリア大学ノーリッチ・

ビジネス・スクール行動科学教室教授

Kevin Daniels 氏や、日本の関連判例も示

唆するように、結果として、①training（教

育訓練）、②motivation（動機付け）、③

selection（採用・配置等における人選、適

材適所）、④job design（職務の設計と割当）

の適正化を「促す」ような法政策の構築が

望ましいとはいえよう。 

 ・また、予防効果が直ちに確認できるか

否かにかかわらず、基本的人権の保護の観

点から、ハラスメント防止や雇用平等の充

実化を図る必要はある。アメリカの ADA

の枠組みも、労働力の積極活用の趣旨を基

底に置きつつ、相当範囲の差別を対象とし、

実効的な救済を図ろうと努めていることが

うかがわれる。 

 ６）強制的方策と誘導的方策のいずれが

適当か 

 ・科学的知見が不足しているほか、精神

障害を含めたメンタルヘルス不調の特質を

踏まえると、直ちに一律的な強制的方策（ヨ

コの方策）を採ることには困難が伴うが、

全てを当事者の任意に委ねる誘導的方策

（タテの方策）が適当とも言い切れない。

タテの対策を講じる中で、①嫌悪感に基づ

く差別的取扱いの禁止、②各労働時間単位

の間の休息時間の確保、③急激かつ大幅に

労働条件が変化した場合の支援体制の構築

など、一般性のある条件が判明すれば、一

律的な義務規定の設定が求められる。また、

タテの対策を促進するためにも、ヨコの権

威や信用力が求められる。たとえば精神科

医などの精神問題の専門家も、個々人の個

性・背景・脈絡を組織に説くべき存在とし

て機能し得るが、一般的な権威や信用力を

失えば、その役割すら果たし得なくなる危

険性もある。 

 ７）心理学的アプローチの正当性・妥当

性 

 ・メンタルヘルス対策では、人間や組織

の心理（学）的特性を考慮せざるを得ない

が、的確で客観的な現状認識が対策の出発

点になること、よって、少なくとも事業主、

管理職層、産業（精神）保健の専門家等は、

上掲した当該事業組織における休業率等の

データや関連情報を的確に把握することが

適切な対策の前提条件になることは、国内

外の個別組織における個別的対策の転帰か

らも明らかと考えられる。 

 ・ただし、１次予防面では、グッドポイ

ント・アセスメントとリスク・アセスメン

トの併用、中間指標の開発を含め、問題の

心理的特性を捉えた介入と効果について、

引き続き調査研究を進める必要がある。 

 ８）就労経験を持たないか、特別な配慮

を受けずに就労した経験を持たない、真正

精神障害者対策と、過重なストレス要因へ

のばく露により不調に陥った仮性精神障害

者・不調者対策の関係 

 ・イギリス、アメリカの例からは、両者

を連続的に捉える必要性がうかがわれる。

特に精神的な問題への対策では、真正精神

障害者の就労環境の改善は、仮性精神障害

者・不調者のみならず健常者の就労環境の

改善にも貢献し得るし、逆もまた然りと解

されることが理由の１つである。ただし、

真性障害者への対策では、回復の可能性や
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回復のゴール設定をはじめ、多くの点で対

応に違いが生じ得る。 

 ・そこで、イギリスの Jobcentre Plus や

Remploy 社、ソーシャル・ファームのほか、

日本の先駆的企業などが果たしている役割

を参考に、産業と福祉の窓口兼バッファー

となる組織の創設について検討する必要が

生じる。その際、客観的な労働能力の審査

を前提に、障害レベルを重度と中・軽度等

に区分したうえで、発症の経緯、症状経過、

本人のパーソナリティや志向性、従前の労

働能力等に応じ、個別的、専門的、多面的、

継続的、人間的、客観的支援を行う必要が

ある。支援の内容は、社会保障給付の受給

支援から、適当な医療機関や医師の選択、

日常生活上のケア、生活上の悩みの解消、

就労能力の回復と育成、就労支援、雇用継

続支援にまで及ぶものでなければならない。

その際、窓口となり、連携の核となる人物

の存在と、彼らを孤立化に追い込まないた

めのプラットフォームの存在、使用者や使

用者団体との有機的連携が重要な意味を持

つ。公的機関が主導する場合、民間のＮＰ

Ｏなどの資源との連携も必要だが、コント

ロール・タワーとして、情報を一元的に管

理する必要があり、そのために障害となる

医療個人情報の取扱い規制などは、合理的

な範囲で排除される必要がある。 

 ９）発症・増悪事由の業務上外による対

策の区別の可否と是非 

 ・この課題は、産業保健を含めた保健の

発想と法の発想の相違を浮き彫りにする。 

・結論的に、発症・増悪事由による対応

の区分は、当事者や関係者の納得性を高め

る効果は見込めるものの、実施してもしな

くても良いと考える。ただし、実施する以

上は、早期の適正な業務上外認定が求めら

れ、実施しないならば、ヨーロッパのよう

に私傷病罹患者に対する手厚い雇用・賃金

保障をなすべきと考える。また、実施する

場合、労働基準監督署のような官公署とは

別に、症例の業務上外について気軽に判断

を求められる第三者機関を設ける必要があ

ると考える。 

１０）メンタルヘルス情報の保護のあり

方 

・労働能力・適性に関する情報は使用者

による取得を含めた取扱いが可能だが、疾

患名など、ダイレクトに医療個人情報に相

当する情報については、それを許すべきで

はない、というのが本調査の帰結だが、症

例対応の窓口やコントロール・タワーとな

るべき機関や人物には、適正範囲で情報の

取扱いが認められなければならない。また、

実効的なメンタルヘルス対策に際して、人

事労務部門や直属の上司等の関与が求めら

れる場合も多いことは、日本のメンタルヘ

ルス指針でも明らかにされている。よって、

情報の取扱いにも手続的理性が求められる。 

・先ず、採用前のストレス脆弱性等の調

査は原則として行われるべきではないが

（平成５年５月１０日付け事務連絡「採用

選考時の健康診断について」、平成１３年４

月２４日付け厚生労働省職業安定局雇用開

発課長補佐から都道府県労働局職業安定主

務課長宛事務連絡を参照）、労働能力・適性

に関わる調査は可能である。一応の判断規

準は、アメリカの EEOC ガイドライン等を

参考に設定されるべきであろう。 

・次に、採用後の雇用過程におけるメン

タルヘルス情報の取扱いについては、これ

までに労働省ないし厚生労働省から発出な
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いし公表されてきた数多の指針や文書（以

下、「指針等」という）が、法的観点でも参

考にされるべきである。指針等の主旨は、

要約、①本人同意の獲得、②産業医等によ

る一元的な情報管理、③衛生委員会等での

審議に基づく各事業所での情報取扱規程の

整備、④産業医等以外に情報を流通させる

場合の加工（主に、実施されるべき就業上

の措置を想定）の４点に集約されるが、①

本人同意の獲得が困難な場合については、

直接的には触れられていない。となると、

そうした場合には、②③④を徹底すれば、

手続的理性が果たされたことになるであろ

う。 

ただし、（α）使用者が業務上の過重負荷

を創出ないし放置し、労働者がそれにばく

露したため、心身の不調を生じても当然と

いえる場合、（β）定期健診、欠勤・休職時

の診断書の提出、その他自発的な申告等に

より、既に法人に必要な情報が提供されて

いる場合、（γ）「密接な接触関係」にある

上司等が、本人の不調を知っているか、当

然に知るべき場合（特に、（α）の前提があ

る場合に妥当し易い）、（δ）労働者側が情

報提供を躊躇しても当然といえる条件を使

用者側が創出していた場合には、たとえ

個々の場面で情報提供を拒否されても、使

用者側が免責されることにはならない。 

・また、現行の刑法第１３４条や個人情

報保護法などの規律を整理し、所要の要件

を規定したうえで、「症例対応の窓口やコン

トロール・タワーとなるべき機関や人物」

について明文の適用除外規定を設ける必要

がある。また、現段階で、メンタルヘルス

情報の取扱いについて、 も詳細な指針を

示した公文書は、平成１８年３月中央労働

災害防止協会（厚生労働省委託）「『職場に

おけるメンタルヘルス対策のあり方検討委

員会』報告書」であるが、労働者の同意の

獲得が困難な場合の規律についても、一定

の指針を示す必要がある。 

１１）法政策は１次予防・２次予防・３

次予防のいずれに注力すべきか 

・３次予防が喫緊の課題であり、かつそ

の履践が１次・２次予防にも繋がることは

認められるが、３次予防と１次予防は「車

の両輪」と考えるのが妥当と解される。 

・他方、３次予防面での所得・生活保障

と就労支援機能の充実化も喫緊の課題であ

る。特に、症例対応のコントロール・タワ

ーとなるべき多機能をもった機関の設定と、

当該機関による産業と福祉の連携は、多く

の労働者の生活と福祉に貢献すると思われ

る。 

１２）作業関連ストレス対策と経営・人

事労務管理問題の切り分けの可否と是非 

・これまで、日本の労働裁判例は、著名

な電通事件 高裁判決を転換点として、「過

度な心理的負荷」を積極的に認定するよう

になったことで、実質的に彼らの人事労務

管理のありように介入するかのような判断

を示すようになって来ている。 

・アメリカでは、労災補償に関係して、

純然たる人事事項に介入するような判例傾

向に歯止めをかけるような立法もなされた

が、日本では未だそうした動きは見られな

い。 

・結論的には、やはり、メンタルヘルス

対策の効果指標を中間指標も重視しつつ開

発し、性能要件的な規定（前述した第８８

条の発展的拡大等がそれに当たる）の下で

各組織独自の取り組みを支援する体制を整
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え、結果的に上掲のような作用が誘われる

方向性が望ましいと解される。 

 

 

Ｆ．健康危険情報 

 該当せず 

 

 

Ｇ．研究発表（関連著作を含む） 

三柴 丈典 

学術論文 

１． 三柴 丈典：離職者はどこへ行く？～

行き場のない人達の再生は誰がする？：座

長 か ら ～ 、 産 業 精 神 保 健 

20(4):310-315,2012 

２． 三柴 丈典：東芝事件（うつ病・解

雇）事件、判例時報（判例時報社） 

2160:190-202,2012 

 

解説 

１． 三柴 丈典：講座・メンタルヘルス

と法（１）～現場課題への法的処方箋～、

安全と健康 64(1):73-77,2013 

２． 三柴 丈典：講座・メンタルヘルス

と法（２）～現場課題への法的処方箋～、

安全と健康 64(2):73-77,2013 

３． 三柴 丈典：講座・メンタルヘルス

と法（３）～現場課題への法的処方箋～、

安全と健康 64(3):73-77,2013 

 

白波瀬 丈一郎 

学術論文 

１． 白波瀬 丈一郎：境界領域としての

働く場―適応と不適応―：精神科治療学 

27(4):437-442,2012 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

 該当せず 
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む

・
ト
ッ
プ
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向
・
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定
の
反
映

:

ト
ッ
プ
の
威
厳
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
維
持
・
強
化
を
含
む

人事労務実務 法務・コンプライアンス

労働市場法（雇用対策法、職安法…）
労働法

健康確保・保持増進≒作業関連疾患対策 快適職場形成

商
法
・
会
社
法
・
税
法
・
会
計
法
な
ど

そ
の
他
の
関
係
法
（
民
法
・
個
人
情
報
保
護
法
な
ど
）

メンタルヘルス対策

従来は行政規則などによる誘導策中心

様々な発展可能性

日本の企業・産業に
日本型の手法で
もう一度元気を

取り戻してもらうこと

労働契約法

集団的労使関係法
（労組法など）

個別的労働関係法
（労基法など）

失
業
対
策
な
ど

全体に
未開拓

就業規則、
有期労働、
解雇など

第5章14ヶ条

安全衛生法

労
働
時
間
そ
の
他
の
最
低
労
働
条
件
基
準

医療関係法、社会保障
・福祉関係法

問題・対策の本質を深く洞察しなおす作業

産業精神保健法の構想

社
会

= ≠

「メンタルヘルスという概念の守備範囲」

①：主に職域での１次予防（職場環境整

備等）ないし２次予防（個別的な就業上の
措置等）で対応すべき領域

典型的な病態は、不調レベルの軽度の
心身症状や、適応障害などの心因性精神
障害のうち軽度のもの

②：主に職域での３次予防（休職・復職

管理・支援など）＋再発防止策としての１
次・２次予防で対応すべき領域

典型的な病態は、適応障害などの心因
性精神障害のうち重度のものや、心因性
のうつ病など

③：主に就業上の措置（但し、基本的に

は期限付き）で対応すべき領域

典型的な病態は、内因性・外因性精神
障害のうち、軽度のもの

④：主に休職・復職管理・支援、a.難治

性、b.所定業務・職場秩序・治療への影響
などの要件を充たせば、解雇や自然退職
措置、社会保障・福祉制度への連結など
で対応すべき領域

典型的な病態は、統合失調症などの重
度な内因性精神障害など

本人要因その他
業務外の事由

軽度の疾病障害

重度の疾病障害

業務上の事由
（環境要因大）
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2

・不調の事由、疾病障害の軽重の軸に加え、
人格・性格の偏りの軸も考慮する必要がある。
・一般に、どの領域でも、人格・性格の偏りが

強い場合、疾病の影響を超える（：責任能力、
有責性が認められる）非違行為については、
本人責任としての法的評価を受ける。
・但し、精神疾患等の周辺症状と区別する

必要がある。
→結局、専門医のスクリーニングが手続とし

て求められる。

業務上の事由
（環境要因大）

本人要因その他
業務外の事由

人格・性格の偏り（強）

人格・性格の偏り（弱）

軽度の
疾病障害

重度の
疾病障害
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Ⅱ． 分担研究報告書 

 

 

 

 





Ａ． 法制度の調査結果 

 

 

 

 





厚生労働科学研究費補助金 

分担研究報告書 

 

イギリスの産業精神保健法制度 

 
分担研究者 三柴 丈典  近畿大学法学部・教授 

 

研究要旨 

（１）労働安全衛生法上の施策について 

イギリスでは、職場の安全衛生や厚生水準の確保を罰則付きで義務づけるイギリス労

働安全衛生法典（HSWA）の一般的義務条項及びその下にあってリスク管理の実施を罰

則付きで義務づける安全衛生管理規則に基づき、MS（Management Standards：ストレ

ス管理基準）と呼ばれるガイダンスを用いて、公権力の介入する作業関連ストレス対策

（MSA）が図られてきた。 

その背景には、①政府の財政支出（福祉給付）を減らすことを主要な目的の１つとす

る「福祉から就労へ」政策、②世界をリードする安全衛生法政策を展開してきた伝統に

関する自負と、多額の国家的損失を生み出している（とされる）作業関連疾患対策を同

法政策の一環として行う必要性認識の高まり、③国際競争など組織をとりまく経済・経

営環境が変化する中での休業率上昇や生産効率低下への対応の必要性認識の高まりなど

があったと解される。 

開発作業は１９８０年代後半から開始された。後掲図１に示すように、業務上のスト

レスの健康影響等に関する Tom Cox 教授への調査研究の委託から始まり、業務上のスト

レスの健康影響に関する文献レビューを含めた継続的な委託研究、後に MS の評価ツー

ルで採用された、集中的に対策を講じるべき６つの心理社会的ストレス要因（群）の同

定、リスク・アセスメント手法の効用に関するエビデンスの整理、ストレス要因と不調

状態の因果関係や相関関係に関するエビデンスや好事例の収集と検証、２４のパイロッ

ト組織によるシステムの検証、学識者によるワークショップでの MS 草案のピア・レビ

ュー等、学術（特に生理学、組織の健康の観点を含めた公衆衛生疫学・心理社会学）、政

策的手続双方の観点で、応分の実績を経て起案された経緯がある。もっとも、自然科学

的観点では、評価ツールに採用された６つの心理社会的ストレス要因と具体的な健康影

響間の因果関係を検証した文献の多くに方法論的問題があると指摘されていた中、公衆

衛生疫学や心理社会学の観点を重視して立案及び実施に踏み切った面も否定できない。 

 具体的な仕組みとしては、基本的に既存のリスク管理手法を応用するものだが、評価

分担研究報告書（三柴 丈典）
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ツールとして、①職務上の要求、②裁量、③支援を要素とする職務の内容と、④職務上

の人間関係、⑤役割、⑥変化を要素とする職務の背景を対象かつ指標とするストレス評

価モデルを採用している。また、この仕組み（MS）は、その根拠となる法規定との関係

からも、本来的に一次予防的な性格を有しているが、（だからこそ）「～せねばならない」、

「～してはならない」といった要件や禁止事項を定めて強制する方式ではなく、個々の

要素について理想的な条件を掲げ、それと実際の職場との乖離を自発的にチェックさせ、

あるべき方向に誘導する方式が採られている。現に、これまでのところ、MS に関する罰

則の適用例は４件にとどまっており（＊そのいずれも、リスク・アセスメント手続の整

備を怠ったことに対するものであった）、法規定の根拠は、行政官による介入と予算措置

の裏付けという実質にとどまっているように思われる。 

 問題は、かような方策の実際の効果だが、結論的に、現段階では可視的な成果がナシ

ョナル・レベルで充分に認められる状況にはない。たしかに、２００４年の MSA 導入以

後、ストレス関連の症例の推定発生件数が７％減少したとするデータは出ているが、説

得的な値とは言えない。本文で示した２００９年の心理社会的労働環境に関する調査報

告（Psychosocial Working Conditions in Britain in 2009 HSE 2009）の結論もはかばか

しいものではなかった。とはいえ、その効果を否定する材料にも乏しい。例えば、労災・

作業関連疾患統計上、自己申告上のストレス、抑うつ状態、不安を原因とする推計逸失

労働日数は、全産業で２３％減少しているが、これに MSA が貢献した可能性は否定でき

ないし、個別の組織での MS の活用が多額のパフォーマンスをもたらしたことを示すデ

ータも複数出されている。また、上掲の心理社会的労働環境に関する調査報告からは、

一般的に、未だ雇用者側でできる努力が多々あることもうかがわれる。 

 MS の開発は、作業関連ストレスという定性的、定量的評価の困難な心理的課題を直接

的な対象とすることから、心理社会学者や産業保健学者を中心とする研究グループに委

ねられてきた経緯があり、もとより純粋な自然科学ではなく、主に公衆衛生疫学的な知

見をベースとしてきた。その意味でも、確たるデータ上の成果が認められないことにや

むを得ない面はあろうが、（おそらくは）多額の公的資金を得て MS を開発推進してきた

研究者らに、可視的な成果や、それが認められないならばその理由と今後の具体的展望

の呈示が求められている事情はうかがわれる。 

 対してノッティンガム大学の研究グループなど、これまで MS 推進に積極的な立場を

採ってきた研究者達は、従来の MS への有力な批判を要改善点として積極的に受け止め

つつ、従来の Job-Demand-Control-Support モデル（職務上の要求・裁量・支援をスト

レス評価の主な尺度とするモデル）をベースとしたリスク管理モデルから、より積極的

かつ包括的な職場環境改善へと視点をシフトさせていっていることがうかがわれる。す

なわち、従前のモデルでは、組織にある問題点を一つ一つ調査して欠点として捉え、あ

るべき条件へ向け、バンソコを貼るようにその改善を図っていくというアプローチを予

定していたが、今後は、当該組織の歴史や脈絡を重視しつつ、個々の組織にある良い点、
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優れた点に目を向けて伸ばしていく中で、問題点の解消も図っていくアプローチにシフ

トさせようということである。要するに、「～がいけない」とか「～してはいけません」

と叱るより、「～ができて立派だね～」と褒めるほうが、個人・組織を問わず長所の伸張

と欠点の改善に役立つ、という組織心理学的特性を活かした発想であろう。もっとも、

そうした発想や方策で、知略を駆使して確信犯的に職場環境を悪化させている人物やグ

ループに対応できるか、特に経営者自身の個性や考え方の偏りに根ざす問題や、当該組

織の歴史や脈絡に根ざすいわゆる組織文化的な問題に対応できるか、等の疑問は残る。

また、そうした経営コンサルティング的側面を持つ作用に公的支援を行ったり公権力を

介入させることの正当性も改めて問われよう。 

 もっとも、イギリスの労働安全衛生行政が、従前の作業関連ストレス対策に関する調

査研究や実際の取り組みを経たうえで、「良い経営こそが、作業関連ストレス要因を管理

する鍵である（‘Good management is the key to managing the causes of work-related 

stress’）」と宣言していることは軽視できない。また、イギリスの産業精神保健法政策は、

彼国固有の文脈のうえに成り立っていることにも留意する必要がある。 

うち第１は、ある面での行政の権威である。繰り返しになるが、イギリス安全衛生法

は、職場の安全衛生と厚生水準の確保を罰則付きで雇用者に義務づけ、さらに下位の規

則によって安全衛生に関するリスク管理を義務づけている。こうした解釈に裁量余地の

大きい一般条項などに罰則を付すことは、けっきょく、その運用にかかる行政規則等の

策定を担当する行政官や、現場を巡る監督官等の裁量・権限の拡大に繋がる。周知のよ

うに、イギリスの国家公務員は、伝統的に Her Majesty's Civil Service（「女王陛下の官

吏」）と解されており、こうした行政の権威の背景には彼らの頂点に君臨する女王陛下

（Her Majesty the Queen）の権威の存在を見ざるを得ない。もっとも、筆者の現地調査

では、複数の識者から、実際には、行政の権威を無条件に信頼する国民はむしろ少なく、

行政による法政策についても、 低基準としての不作為の義務づけは一定程度容認する

が、作為の義務づけは歓迎できない、との考えを持つ者が少なくない、との見解を得た。

その前提に立てば、MS が国レベルで充分に普及ないし機能しないとしても、頷ける面も

ある。 

第２は、学者（の学識）への信頼性である。イギリスの安衛法典（HSWA）は、そも

そもその制定に際してローベンス卿の報告書を礎とし、近年のメンタルヘルス対策（：

作業関連ストレス対策）を含めた作業関連健康問題対策の推進へ向けた政策展開に際し

てブラック卿の報告書の影響を大きく受けて来た。また、MS の開発から展開まで心理社

会学者や産業保健学者が大きく貢献して来たことも既述の通りである。（自然）科学的な

研究の蓄積や開発を重視する傾向はイギリスに限らないだろうが、ここで重視すべきは、

学者（の学識）に一定の権威を認めている点であろう。権威となれば、たとえ（自然）

科学的にいまいち不明確なことでも、「～が述べているから」という理由が公的にも力を

持つことになる。 
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 いずれも一長一短あろうが、彼国で公的なメンタルヘルス対策を進めるうえではプラ

スに作用してきたように思われる（それだけに、現在、その精算の時期を迎えているの

かもしれない）。 

いずれにせよ、イギリスの MS が頓挫したと結論づけるのはまだ早い。個別の組織レ

ベルでの成果は多数報告されているのに、ナショナル・レベルでの成果が充分に認めら

れていないということは、やはり、この問題については特に、”one size cannot fit all”

ということを示しているのではなかろうか。つまり、国がモデルを示す意義は大きいが、

個人にしろ組織にしろ、その脈絡を充分に踏まえない対策は奏功し難いことを示唆して

いる可能性は否定できない。要は、介入の手法に改善の余地がある可能性もある。 

 

（２）障害者差別禁止法上の施策について 

 障害者差別禁止法は、主に３次予防面でメンタルヘルスに貢献する。また、障害者へ

の個別的な調整義務の履行、障害に関連する理由による差別や障害に起因する差別、間

接差別やハラスメント規制への対応を通じて、より本質的には同法の枠組が精神障害を

含めた障害の本質洞察に一定の歴史と経験を持つことにより、２次予防や１次予防にも

直接ないし間接的に貢献する。 

 イギリスの障害者差別禁止法は、いわば前史に当たる①１９４４年障害者（雇用）法

時代、②１９９５年 DDA 時代、③２００３年改正法時代、④２０１０年平等法時代の４

つの時代区分に分けられる。他方、規制内容は、（ア）福祉・保護的観点からの障害者の

雇用保障措置、（イ）直接差別、（ウ）障害に「関連する」理由による差別、（エ）調整義

務の不履行による差別（：一種のポジティブ・アクション・アプローチ）、（オ）間接差

別、（カ）ハラスメント、（キ）報復的取扱いの７種類に大別される。差別禁止の対象事

項は、採用時には、（a）採用者決定のための措置、（b）採用上の雇用条件、（c）採用拒

否、採用後には、（d）雇用条件、（e）昇進や配転、教育訓練、その他の利益等を受ける

ための機会へのアクセスの許否、（f）解雇、（g）その他の不利益に及ぶ（②③④時代を通

じて共通）。 

 ①時代は、労働不能を本人責任に帰せしめる発想が強く、障害者雇用についても、割

当雇用制度を含めた（ア）による時代だったが、先天的障害、労災等本人に帰責事由の

ない障害への対応の必要性についての認識の高まりもあり、アメリカの ADA を参考に

DDA が制定された。 

 ②時代には、「精神的または身体的な障害を持ち」、「その障害が日常的な活動をする能

力に実質的かつ長期にわたる悪影響を及ぼす」こととなる者を対象として（＊この点で

は③④時代も同じ）、（ウ）（エ）（キ）の規制が設けられていた。 

 （ウ）は、障害によるタイピング不能などを理由（障害関連事由）とし、正当化でき

ない差別を規制するものだが、②③時代には、使用者の障害認識の有無は問われず、事

実上、（オ）の規制に近い性格を持っていた。２００８年貴族院判決（London Borough of 
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Lewisham v. Malcolm[2008]IRLR 700 HL）のように、DDA の証明ルールを直接差別的

なものに修正したり、２００１年控訴院判決（Jones v. Post Office[2001]IRLR 384 CA）

のように使用者側の正当性の抗弁を緩やかに解釈するなどして、間接差別的運用の抑制

を図る動きもあったが、政府は、その後、障害者を含めた一般的な間接差別規制を置く

ＥＵ指令の影響も受け、間接差別規制への置き換えを内容とする法改正を主導した。 

（エ）は、種々の契約や労働条件などの取り決め、建物の物理的特徴などが障害者に

不利益な影響を与える場合、使用者に、その場面のあらゆる状況を踏まえ、当該不利益

を防止するための合理的措置（施設の改造、業務軽減、勤務時間の変更、リハビリテー

ション、職能評価、訓練の提供、備品・設備の整備等）を実施する義務を課し、その不

履行を禁止される差別とみなすものである。合理性の判断は、措置の効果、実施可能性、

使用者の経済的負担等を事案ごとに検討してなされる。アメリカの ADA のように、使用

者に過度な負担（undue hardship）がかかる場合の免責規定は存しないが、事実上、こ

の要件にその要素が含まれていた。ただし、たとえ経済的コストがかかる場合にも、費

用対効果が高ければ、講じるべき合理的調整措置と評価され得る。（オ）との関係では、

それが対集団的性格を持つのに対し、（エ）は対個別的性格を持つ点で異なる。具体的に

は、（エ）の場合、①具体的な障害者（集団）・非障害者（集団）間の比較を必要としな

い、②不利益が些末でないことの立証で足りる、③（特定個人の差別状態の解消を図る

趣旨から）雇用者の差別的意図を必要とする、④障害者の申立や差別状態の予見可能性

を前提とするため、対応が後手に回りがちとなる、等の特徴を持つ。また、その対個別

的性格から、この義務の不履行による差別の申立人は、当該障害者本人に限られる。 

②時代の DDA が（エ）や（ウ）を規制の中心に据えていた背景には、性、人種等の属

性以上に、「障害という属性自体が不利な立場を内包している」との認識があったと察せ

られる。おそらくはそのこととも関連して、後掲する雇用年金省傘下の Jobcentre Plus

は、「仕事へのアクセス支援」の枠組を通じ、雇用者による調整措置に資金援助等を実施

してきた。なお、調整義務の不履行は、（ウ）を推定させる場合もあった。 

（キ）は、ある者が、障害者が、障害者差別禁止法に基づく訴訟手続を開始したり、

同手続に関連して証拠や情報を提供したり、同法に関連する行為を行ったこと等（＊④

時代には、以上を併せて「保護される行為」と呼ぶようになった）や、当該行為を行う

可能性があると信じたこと等を理由に、同人を不利益に取り扱った（か、取り扱おうと

した（＊この部分は④時代に削除された））場合に成立する。 

③時代には、新たに（カ）の規制の他、（イ）の定義規定が加わった。また、この時代

から（④時代も併せ）、直接差別やハラスメントに限り、近親者が障害者である等、障害

を有すると認識されたことを理由として差別される者も保護対象とされるようになっ

た。 

（カ）は、(a)障害者の尊厳を侵害するか、(b)脅迫的、敵対的、品位を傷つける、屈辱

的、侮辱的のいずれかに該当する条件をもたらすような目的又は効果を持つ、本人にと
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って不快な行為を指すと定義されていた。ただし、関連するあらゆる事情に照らし、当

該行為がそうした効果を持つと合理的に解される場合、との限定も付されていた。 

（イ）は、障害関連事由を含めた職務上の能力等の条件が共通する前提で、正当な理

由がないのに、障害を理由に差別することを禁止するものである。職務上の能力の共通

性は、他の属性にかかる差別では求められない。コンピュータ技術者の募集に際して、

視聴覚障害であるというだけの理由で採用候補者から除外するような行為がそれに該当

する。特段の配慮を必要としない障害者に有効な規制といえる。 

 ④時代には、新たに（オ）の規制が加わり、（イ）（カ）が（＊（イ）については正当

化事由も含めて）再定義され、（ウ）については、「障害に関連する理由に基づく差別」

が、「障害に起因する差別」に代えられ、使用者の認識が要件化されると共に、正当化立

証（：一応立証された差別が正当な目的を達成するための適正な手段であることの証明）

の余地が具体化され、事実上拡大された。また、（エ）については、調整義務が生じるケ

ースとして、補助的支援（provision of an auxiliary）がない場合に障害者が不利な立場

に置かれるケースが明記された。 

（オ）は、ある（いっけん）中立的な基準等（基準又は慣行）の実際の適用が、保護

されるべき特徴を持つ集団に対して差別的効果をもたらし、かつその基準等の適用主体

がそれを正当化できない場合や、適用される見込みに基づき人の行動が抑制されるよう

な場合に成立するものである。たとえば、採用の際に筆記試験方式を採ることが、視聴

覚障害者等に差別的効果を有するような場合が該当するが、直接差別の場合と同様に、

比較の前提として、保護の対象となる集団とならない集団の間に実質的な同質性が求め

られる。本質的には、非障害者基準中心に形成された社会のありよう自体に警鐘をなら

す「障害の社会モデル」的発想をとるものである。 

 （イ）については、③時代の直接差別規定を引き継ぎつつ、附則９で以下の正当化事

由が明記された。(a)職業上の要件（occupational requrements）に該当し、(b)その適用

が適法な目的達成のため均衡がとれており、(c)その適用者がその要件を充たすか、充た

すと合理的に判断される場合。また、障害者を非障害者より有利に取り扱うことが許容

される旨も明記された。 

 （カ）については、(a)ある者が障害に関連する対象者にとって不快な（unwanted）行

為を行い、(b)当該行為が、(i)対象者の尊厳を侵害するか、(ii)脅迫的な、敵意のある、品

位を傷つける、屈辱的な、または不快な環境を生じさせる目的若しくは効果を発生させ

る場合と再定義された。その具体的な判断規準は、(a)ハラスメントを主張する者の認識、

(b)当該事案におけるその他の状況、(c)当該行為がそのような効果を有すると合理的に解

し得るか否か、を考慮して判断される旨の規定も設けられた。 

 以下、平等法における履行確保について整理する。 

 平等法の履行確保において、刑事制裁は予定されておらず、行政機関によるあっせん・

仲裁や、より積極的な事業主等への調査、質問、勧告などの他、司法による（主に）民
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事上の救済が予定されている。もっとも、行政機関によるあっせん・仲裁は、結局、当

事者間の和解や協定の締結などによる民事上の解決を図るものなので、行政の積極的介

入をベースとして、民事的解決を志向する法と考えて良いであろう。 

 問題解決にあたる主な行政機関には、①助言斡旋仲裁局と②平等人権委員会があり、

①は準司法的性格が強い。労・使・中立の三者構成の理事会が運営し、その救済手続は、

(A)（あっせん前置の考え方に基づきとられる）労働審判所からの移送、(B)当事者による

直接の申立のいずれかにより開始されるが、(A)によるものが(B)によるものの約２０倍に

のぼる。労働審判所からの移送を受けた事件があっせん等を通じて合意に達すれば、作

成された和解協定は、労働審判所の認証と記録を通じて事件の解決をみる。②は①より

行政的性格が強い。平等法等の遵守状況に関する事業主等への調査、質問、勧告等の権

限ほか、平等法の内容を具体化する行為準則の制定権限等を持つ。 

 民事法的解決を担保する他の手段として、平等法上、契約法的規定（＊契約等の内容

をコントロールする規定）も置かれている。 

 すなわち、同法第１４２条第１項は、それに反する取扱いを構成したり、促進するよ

うな契約条項には法的拘束力がないと定め、同条第２項・第３項は、雇用関連サービス

や集団保険に関する協定などの契約に類する協定について、同様の定めを置いている。

また、同法第１４４条第１項は、平等法上の差別禁止規定を排除又は制限する契約条項

について、それにより利益を受ける者にとって法的拘束力を持たない旨を規定し、同法

第１４３条第１項は、群裁判所（county court）等が、利害関係者の申立により、そうし

た契約等の削除や修正を命じ得る旨規定している。 

 さらに、同法には、その履行確保を側面支援する規定も置かれている。 

 たとえば、法第１１１条第１項は、２００３年改正 DDA 第１６C 条とほぼ同様に、平

等法に反する行為を行うようある者に指示したり、違反行為者を支援するよう指示する

こと（違反行為を導いたり、説得する行為も含む）を禁止している。また、法第７７条

は、ある者の賃金格差が保護される特性に関連して生じているか（＊≒主に直接差別を

構成するか）を判断するために行われる「賃金に関する開示（relevent pay disclosure）」

を禁じる契約条項を、その部分について無効とし、かつ、かかる開示に基づく不利益取

扱いを禁じている（但し、労働者が害意をもって誤った証拠や情報を提供したり、不当

な差別の申立を行うなど、不誠実な行為をなした場合、報復的取扱いは成立しない）。 

 問題は、以上の法的枠組がもたらした実際の効果である。障害者差別禁止法は、①障

害者の雇用差別状態の是正、②就業上の福利、③雇用率の向上、等を目的としているが、

報告者が確認できた統計は、③に関するものに限られ、かつデータ上、殆ど変化はみら

れない。しかし、アメリカの ADA については、雇用率の改善には必ずしも貢献しなかっ

たものの、特に賃金、職責、昇格、合理的配慮等の面での差別状態の解消には一定程度

貢献したことをうかがわせるデータが存するので、ADA に倣ったイギリス障害者差別禁

止法でも、ほぼ同様の効果を生じているものと察せられる。 
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（３）障害者福祉・雇用促進法上の施策について 

 障害者福祉・雇用促進法は、メンタルヘルスとの関係では、雇用者のみならず実施主

体を跨ぐ３次予防の領域を司る。その対象には、重度就労困難者（hard to help）も多く

含まれており、特に多面的で柔軟性のあるアプローチの必要性が認識されている。 

 イギリスの社会保障制度は、租税負担による公的扶助を中心とし、無差別平等主義的

な社会保険制度によって補完される北欧型（対義語は社会保険中心の大陸型）に属する。

同国の障害者福祉・雇用促進法上の諸制度や諸施策も、基本的にはその前提に基づいて

設計されているが、政府の財政難を背景にした福祉制度改革の影響を受け、「福祉から就

労へ（welfare to workfare）」の方向性を強めている。すなわち、一方では、所得保障制

度の統合再編と給付対象者の絞り込みを図りつつ、他方では、ワーク・チョイスを中核

とする職業リハビリテーション、職業訓練、職業紹介等の就労志向での制度の再設計と

充実化を図っている。肯定的に評価すれば、単なる経費削減ではなく、いわば、人材活

用への投資的側面を持つ「選択と集中」とも言えよう。施策運用の中心的役割を担って

いるのは、日本ではハロー・ワーク・社会保険事務所等の役割を兼ね備えた、雇用年金

省傘下の Jobcentre Plus である。この機関は、障害者の就労支援のための専門家（基本

的に全て国家公務員）を配置し、レンプロイ社やソーシャル・ファーム等の保護雇用機

関のほか、職業リハビリテーション等を行う地方公共団体などの公的機関、民間団体、

専門家等とのネットワークを持ちつつ、障害の性質や程度に応じ、就労・復職・雇用継

続等にわたる積極的かつ多面的で綿密な支援策を講じている。日本で言えば、独立行政

法人高齢・障害・求職者雇用支援機構傘下の都道府県障害者職業支援センターや、主に

自治体やＮＰＯなどが運営する障害者就業・生活支援センターとしての機能も兼ね備え

ている。 

 イギリスでは、１９４４年障害者（雇用）法に基づき１９４５年に雇用年金省が設立

した Remploy 社と、いわゆる社会的企業（social enterprise）の一形態であり、直接的

な根拠法を持たないソーシャル・ファーム（＊但し、２０１２年に成立した公共部門（公

益）法（Public Sector（Social value） Act：国の行政及び地方自治体が、公益の実現（：

経済的、社会的、環境的な厚生水準の向上）を図るために締結する公共契約に関する法

律）によって、実質的に（少なくとも財政支援の）裏付けを得ることとなった）に代表

される保護雇用制度が、産業と福祉のインターミディエイターないしバッファーとして、

少なからぬ役割を果たしている。 

うち前者は、主に重度障害者を対象とし、その予算のほぼ全額が政府からの出資や補

助で賄われているが、後者は、２５％以上の一般労働市場への参加が困難な対象者の雇

用により、税制上の優遇を受けたり、公的機関からの事業の発注による支援等を受ける

ものの、基本的には自律的に事業が営まれる。ケータリング、リサイクリング、園芸等

の比較的創造的な業務が上位を占め、障害者の一般就労への橋渡しも積極的になされ、
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１９９７年の５社が２０１０年には約１８０社にまで増加している。精神障害や知的障

害のほか、ホームレスや触法なども積極的に雇用しているところが多く、ソーシャル・

ファームにおける精神障害者の有用性とその実現方策については、調査報告書も出され

ている（McDermid, L. et al. (2008) Making an Impact-Exploring how to measure the 

mental health impacts of working in a Social Firm, Social Firms Scotland＆Scottish 

Development Centre for Mental Health）。 

Remploy 社でも、一般企業が雇用する障害者への援助付き雇用の実施等、障害者の一

般企業への橋渡しは積極的に展開され、２００９年には、３障害の合計で約６５００の

仕事を見出したという。 

現在、日本の産業と福祉は、①人と情報の交流機会の乏しさ、②症例が福祉制度や同

施設の支援を受けることとなった場合の一般就労機会の乏しさ、③症例が福祉的給付を

受給することとなった場合の固着性等の意味で、相当程度乖離している状況と解される

ため、参照価値は高い。 

 職業訓練制度にも、workfare への傾倒が顕れている。イギリスでの職業訓練は、長い

間、イノベーション・大学・職業技能省の管掌下にあったが、現在は、「国及び産業全体

にわたり、継続的で共同的かつ調和のとれた『成長』を目指す」政府の基本方針に従っ

て、２００９年６月に同省とビジネス・企業及び規制改革省を統合して設立された、ビ

ジネス・イノベーション・技能省（Department for Business, Innovation and Skills

（BIS））により、技能訓練基金庁や民間企業などへの委託を通じて実施されている。当

該訓練では、一般的に個別ニーズに応じたプログラムにより就業・復職・職務定着が図

られているが、障害者に対しては、年齢、失業期間等で参加条件が緩和されているほか、

障害者特性を知る専門スタッフによる訓練が実施されている。 

 また、職業紹介でも、Jobcentre Plus が、豊富な雇用、就労支援関係情報を背景に、

雇用への仲立ちや働きかけなどのあっせんから、障害者が働き易い職場環境整備にまで

介入している点に特徴がある。その際、地方自治体や民間非営利団体等が実施する援助

付き雇用（Supported Employment）との連携を図っている点も特筆される。 

 

（４）まとめ 

 以上の通り、イギリスでは、政府の基本方針としての welfare から workfare への流れ

については共通しているが、メンタルヘルスという総合的概念について、各省庁が、そ

れぞれの管掌に応じた捉え方（定義）をもち、それぞれの方法論で取り組んでいること

が伺われる。メンタルヘルス問題の総合性からすれば、多方面からのアプローチ自体は

評価できるが、筆者の現地調査では、ややセクショナリズム的な印象を受けたことも否

めない。特に HSE は、医療や保健、福祉や従来型の就労支援の法政策の枠を超え、組織

経営への介入と受け止められ得る前衛的な政策を独立的に進めて来たが故に、その実効

性から始まり、科学、非科学の両立場から応分の批判も受けている。 
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 メンタルヘルス対策は、国家の大事でもあるだけに、一定の手続を尽くして前衛的な

政策に踏み切られた経緯はあるものの、従来型のリスク・マネジメント手法の一律的適

用では奏功し難いことは、かなり明らかになって来ている。しかし、従来の労働危険と

は質的に異なる面を持つ課題に対し、そうした試行錯誤はある程度不可避な面もあり、

今後、リスクを捉える枠組の修正や、仮にそれが不要な場合にも、捕捉されたリスクに

対する介入手法の修正等により、一定の効果をあげる可能性は否定できないし、そもそ

もリスク・アセスメント手法とは真逆の、いわばグッド・ポイント・アセスメント的な

手法の必要性も指摘され、開発が進められている。時代を経れば、両者の混交的手法も

開発されるかもしれない。 

 となると、それらを支援する法制度にも、フォーディズム的なトップダウン様式に加

え、ボトムアップ様式を組み込むような、パラダイムの転換が求められる。しかも、そ

れは、既に日本のメンタルヘルスに関する指針等の内容が示すように、ひとり労働安全

衛生のみではなく、組織経営・人事労務管理、医療・福祉、障害者の保護と自律、労働

市場、個人情報保護、集団的労使関係、就業規則統制など、相当領域に関わる法政策に

求められる大きな課題となり得る。 

 とはいえ、イギリスの法政策の調査から、あえて労働衛生法政策の課題を抽出すれば、

イースト・アングリア大学ノーリッチ・ビジネス・スクール行動科学教室教授 Kevin 

Daniels 氏をはじめ、日本の関連判例も示唆するように、①training（教育訓練）、②

motivation（動機付け）、③selection（採用・配置等における人選、適材適所）、③job design

（職務の設計と割当）の適正化を「促す」ような法政策の構築が望ましいとはいえよう。
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Ａ．研究目的 

 統一研究課題に記されている通り、①諸

外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・

効果を解明し、②わが国への適応可能性を

探ることにあるが、前年度と本年度の調査

研究は、①を目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

 初年度は、第１回班会議（平成２３年４

月２３日）でのブレインストーミングを踏

まえて研究代表者が作成、呈示したフォー

マット（「調査報告書の基本的な構成」）に

即し、原則として第一次資料のレビューに

基づいて必要事項を調査する方途を採用し

た。ただし、イギリスの法事情に即し、研

究目的に資する限りで、フォーマットの項

目を変更した。 

 本年度は、初年度の調査結果を踏まえ、

「調査報告書の基本的な構成」に若干の修

正を加え、それに基づいて、ペーパー・レ

ビューと現地渡航調査を実施した。その際、

初年度に未了となっていた MS の開発の経

緯と障害者雇用関連法制の調査に注力した。 

 なお、現地調査に際しては、公的な作業

関連ストレス対策の法政策的背景について、

総務省人事・恩給局調査官の石津克己氏（元

在英国日本国大使館１等書記官）、インタビ

ュー先へのアポイントメントについて、在

英国日本国大使館１等書記官松原哲也氏、

雇用年金省のメンタルヘルス関連政策につ

いて、同省健康局局長（ Health and 

Well-being Directorate）Gareth Roach 氏、

保健省のメンタルヘルス関連政策について、

同省メンタルヘルス・障害・平等局長

（Director of Mental Health, Disability & 

Equality）Bruce Calderwood 氏、労働安全

衛生庁のメンタルヘルス関連政策について、

同庁職場環境・放射線・ガス担当部 Tony 

Almond 氏、英国産業連盟のメンタルヘル

ス関連施策について、英国産業連盟雇用・

安全衛生部門政策アドバイザーPippa 

Morgan 氏、公的な作業関連ストレス対策

を支援する心理社会学的調査研究の動向に

ついて、イースト・アングリア大学ノーリ

ッチ・ビジネス・スクール行動科学教室教

授 Kevin Daniels 氏、ノッティンガム・ト

レント大学心理学系上級講師（ senior 

lecturer）Maria Karanika-Murray 氏より、

資料の紹介を含めて多くの情報提供を受け

た。 
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Ｃ．研究結果 

 イギリスでは、HSWA（イギリス労働安

全衛生法）の一般条項等を根拠として、MS

（Management Standards：ストレス管理

基準）というシステムを構築して、専門性

を持つ行政機関に一定の権限・裁量を委ね

る方途により作業関連ストレス対策が図ら

れており、デンマーク、オランダなどと並

んで、世界的にも進んだ政策展開が図られ、

またその前提として、先駆的な政策志向の

調査研究が進められている。その調査研究

では、心理社会学（psychosociology）や産

業保健（industrial health）などの専門家

が中心的な役割を果たしており、医学、法

学などの研究者とも協働しながら、政策を

リードする研究が行われている。 

 日本にもこれに類似した枠組み自体は存

在するが、イギリスの制度の特徴の１つは、

HSWAの一般条項が刑事罰に裏付けられた

強制規範とされている点である。これによ

り、現場の監督官（や彼らを指揮する行政

官庁）には法運用にかかる大きな裁量・権

限が委ねられることになり、上掲の研究者

らも、間接的かつ緩やかながら、こうした

（強制）法規の創造に深く関与することに

なる。また、一般条項の性格上、必然的に

１次予防に重点が置かれることとなり、少

なくとも法の強制的関与という観点では２

次予防対策以後に重点が置かれがちな現在

の日本の法政策とは、発想を異にする。 

 なお、日本では民事裁判例が事業者に少

なからず過重ストレス対策のモチベーショ

ンをもたらして来た経緯があるが、イギリ

スでも、産業ストレス被害にかかる賠償請

求訴訟が少なからず生じ、雇用者にプレッ

シャーを与えている。とはいえ、一次予防

を原則とする予防法（安全衛生法）とは異

なり、基本的には個人の関心事項と解され

ている１。他方、労災補償の枠組では、ドイ

ツなどと同様に、原則として、作業関連ス

トレスによる精神障害に補償給付はなされ

ない。 

 

１ 公法 

 イギリス（UK）における作業関連ストレ

ス対策は、主に MS を用いたアプローチ

（MSA）手法によって実施されて来た。イ

ギリスにおける MSA 開発の法的な立脚点

は、１９７４年に制定されたイギリス労働

安全衛生法：The Health and Safety at 

Work etc Act 1974：HSWA）及び１９９９

年に発令された労働安全衛生管理規則

（The Management of Health and Safety 

at Work Regulations 1999）にあり、この

うち後者は、１９８９年に EU（EC）のロ

ーマ条約第１１８条(a)に基づき発令された

「安全衛生の改善に関する基本指令（枠組

み指令）（89/391/EEC）」の国内法化の要請

に基づくものである。 

 これらの規制に基づき、雇用者は、職域

の危険源（hazards）について適当かつ充分

なリスク調査を行うと共に、被用者の安全

衛生へのストレス関連の影響を 小化する

ための妥当な措置を講じる義務を負う。

Cox、Cox らによれば、そこで重点となる

のは、心理社会的、または労働組織的な観

点に照らした労働、労働の制度及び組織の

設計と管理を通じた一次予防である２。 

 

１.１ HSWA の一般的義務条項と安全衛

生に関する規則 

 １９７４年に制定された HSWA は、労務
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従事者（persons at work）の安全衛生及び

厚生水準（welfare）の確保と共に、彼らの

活動に関連して生じる安全衛生上のリスク

から彼ら以外の者を保護することを目的と

して定められたものであり、作業関連スト

レスを一因とする不調（ill health）も、そ

の適用対象に含まれている。 

 同法は、以下のように構成されている３。 

 先ず、本法の目的が、①労務従事者の安

全衛生及び厚生水準を確保すること、②労

務従事者の活動に起因もしくは関連して生

じる安全衛生上の危険から労務従事者以外

の者を保護すること、③爆発性もしくは着

火性その他の危険性のある物質の保存や使

用、違法な取得、所有、使用を管理するこ

と、④所定の施設からの有害または不快感

を与える物質の大気への排出を管理するこ

とであることを宣言する（第１条）。 

 次に、雇用者等が負う一般的義務を規定

する（第２～９条）。 

 第３に、労働安全衛生関係立法に携わる

行政機関である HSE（イギリス安全衛生

庁：Health and Safety Executive）の構成、

機能、権限等を規定する（第１０～１４条）。 

 第４に、安全衛生規則及び実施準則の制

定と効力について規定する（第１５～１７

条）。 

 第５に、関係法令の履行確保のための機

関、その構成員の任命、権限、その措置に

対する不服申立等につき規定する（第１８

～２６条）。 

 第６に、罰せられる行為、訴追、証明責

任等、刑罰について規定する。 

 HSWA は、わが国の安衛法と同様、雇用

者のみならず、有害物質管理者、職場で使

用する物の製造者、設計者、設置者、輸入

者、被用者等さまざまな者を義務規定の主

体としているが、それによる保護の対象と

して被用者以外の者を一般的に規定してい

る点で特徴的である（もっとも、日本の安

衛法でも、事業者以外の者を義務の主体と

する規定は、特定の事業者の労働者（≒被

用者）以外の者を保護対象としているとも

言える。とりわけ同法第３条第３項、第２

９条、第３０条、第３０条の２、第３１条

などは、関係請負人の労働者など、特定の

事業者と直接雇用関係にない労働者を保護

対象としている（うち、第３条第３項以外

はその旨を明記している））。 

 以上の規制は、いずれもメンタルヘルス

対策と密接に関係するが、特に重要な意味

を持つのが、雇用者に、被用者がその職務

の過程において健康状態を維持できる条件

の確保について、罰則の裏付けをもって一

般的な義務を負わせる HSWA 第２条及び

第３条である。 

 

１.１.１ HSWA 第２条 

 HSWA 第２条の定めは以下の通り。 

（試訳） 

(1)It shall be the duty of every employer 

to ensure, so far as is reasonably 

practicable, the health, safety and 

welfare at work of all his employees. 

 雇用者たる者は全て、合理的に実行可能

な限り、その被用者の就労上の安全衛生及

び厚生水準を確保する義務を負う。 

 

(2)Without prejudice to the generality of 

an employer’s duty under the preceding 

subsection, the matters to which that 

duty extends include in particular— 
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 前項に基づく雇用者の義務の一般性を

前提として、その義務の適用範囲内には、

特に以下の事柄が含まれる。 

 

(a)the provision and maintenance of 

plant and systems of work that are, so 

far as is reasonably practicable, safe and 

without risks to health; 

 生産施設及び作業システムの設置及び

維持について、合理的に実行可能な限り、

安全で衛生的な条件を確保すること、 

 

(b)arrangements for ensuring, so far as 

is reasonably practicable, safety and 

absence of risks to health in connection 

with the use, handling, storage and 

transport of articles and substances; 

 物品や物質の使用、取扱い、貯蔵及び輸

送に関連して、合理的に実行可能な限り、

安全衛生を確保するための条件整備を行

うこと、 

 

(c)the provision of such information, 

instruction, training and supervision as 

is necessary to ensure, so far as is 

reasonably practicable, the health and 

safety at work of his employees; 

 被用者の労働安全衛生を確保するため、

合理的に実行可能な限り、それに必要な情

報、指示、教育訓練及び監督を提供するこ

と、 

 

(d)so far as is reasonably practicable as 

regards any place of work under the 

employer’s control, the maintenance of it 

in a condition that is safe and without 

risks to health and the provision and 

maintenance of means of access to and 

egress from it that are safe and without 

such risks; 

 雇用者の支配下にある全ての作業場所

が、合理的に実行可能な限り、安全で衛生

的な条件に保たれると共に、その場所への

出入りの手段が安全かつ衛生的に設置及

び維持されていること、 

 

(e)the provision and maintenance of a 

working environment for his employees 

that is, so far as is reasonably 

practicable, safe, without risks to 

health, and adequate as regards 

facilities and arrangements for their 

welfare at work. 

 その被用者のための労働環境の整備及

び保全が、合理的に実行可能な限り、安全

かつ衛生的であり、設備や作業上の厚生水

準のための条件整備の観点で充分なもの

となるようにすること、 

 

(3)Except in such cases as may be 

prescribed, it shall be the duty of every 

employer to prepare and as often as may 

be appropriate revise a written 

statement of his general policy with 

respect to the health and safety at work 

of his employees and the organisation 

and arrangements for the time being in 

force for carrying out that policy, and to 

bring the statement and any revision of 

it to the notice of all of his employees. 

 特に定める場合を除き、雇用者たる者は

全て、労働安全衛生に関する基本方針及び
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当該方針を実施するための組織体制及び

有効期限を明文化した声明を策定し、適宜

改訂すると共に、その被用者に対し、当該

声明及びその改訂につき周知する義務を

負う。 

 

(4)Regulations made by the Secretary of 

State may provide for the appointment 

in prescribed cases by recognised trade 

unions (within the meaning of the 

regulations) of safety representatives 

from amongst the employees, and those 

representatives shall represent the 

employees in consultations with the 

employers under subsection (6) below 

and shall have such other functions as 

may be prescribed. 

 国務長官の制定した規則は、特定のケー

スについて（当該規則が定義する）承認さ

れた組合による被用者代表の指名を規定

することができ、その代表は、本条第６項

に基づく使用者との協議について被用者

を代表すると共に、規則の規定があれば、

それに沿ったその他の役割を付与される

ものとする。 

 

(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

 

(6)It shall be the duty of every employer 

to consult any such representatives with 

a view to the making and maintenance 

of arrangements which will enable him 

and his employees to co-operate 

effectively in promoting and developing 

measures to ensure the health and 

safety at work of the employees, and in 

checking the effectiveness of such 

measures. 

 雇用者たる者はすべて、自身及びその被

用者が被用者の労働安全衛生を確保する

ための措置を促進、発展させると共に、そ

うした措置の効果を確認するうえで効果

的に協働できる条件を維持するため、被用

者の代表と協議を行う義務を負う。 

 

(7)In such cases as may be prescribed it 

shall be the duty of every employer, if 

requested to do so by the safety 

representatives mentioned in subsection 

(4) above, to establish, in accordance 

with regulations made by the Secretary 

of State, a safety committee having the 

function of keeping under review the 

measures taken to ensure the health 

and safety at work of his employees and 

such other functions as may be 

prescribed. 

 雇用者たる者は全て、特に定めのある場

合、本条第４項に定める安全衛生代表の求

めがあった場合、国務長官の制定した規則

に従い、その被用者の労働安全衛生の確保

のために講じるべき措置の見直しを継続

する役割及びその他規則に規定された場

合にはその役割を有する安全衛生委員会

を設置する義務を負う。 

 

 繰り返しになるが、本条 大の特徴は、

一般的義務規定でありながら、罰則の裏付

けを得た強制規範であることである。これ

は、労災の背景には、働き方の習慣を含め、

さまざまな脈絡を持つ複雑多様な現場実態

が反映している場合が多いこと、また職場
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の立ち入り検査を行う監督官に法規則違反

と併せ、そのような現場実態に関心を抱か

せる必要があることを指摘したうえで、素

人にも分かり易い具体的な条項で、具体的

な法規則違反が見出されない場合にも監督

官の判断で労災防止のために適当な措置を

強制し得るよう規制を図るべきとしたロー

ベンス報告を受けたものと解されている４。 

 

１.１.２ HSWA 第３条 

 HSWA 第３条は、以下の通り、雇用者や

自営業者が自身の雇用する被用者以外に対

して負う安全衛生上の義務等について定め

ている。これは、「リスクを作り出す者こそ

が、 善の安全管理者たり得る」との発想

に基づいており、彼国において伝統的な労

働者参加施策も、この発想の延長線上にあ

ると解される５。 

（試訳） 

(1)It shall be the duty of every employer 

to conduct his undertaking in such a 

way as to ensure, so far as is reasonably 

practicable, that persons not in his 

employment who may be affected 

thereby are not thereby exposed to risks 

to their health or safety. 

 雇用者たる者は全て、合理的に実行可能

な限り、自身と雇用関係にはないが、彼が

運営する事業に関わる者が、その事業の故

に安全衛生上のリスクにばく露すること

のないよう事業運営を行う義務を負う。 

 

(2)It shall be the duty of every 

self-employed person to conduct his 

undertaking in such a way as to ensure, 

so far as is reasonably practicable, that 

he and other persons (not being his 

employees) who may be affected thereby 

are not thereby exposed to risks to their 

health or safety. 

 自営業者たる者は全て、合理的に実行可

能な限り、彼及びその他の者（彼の被用者

でない者）であって、彼が運営する事業に

関わる者が、その事業の故に安全衛生上の

リスクにばく露することのないよう事業

運営を行う義務を負う。 

 

(3)In such cases as may be prescribed, it 

shall be the duty of every employer and 

every self-employed person, in the 

prescribed circumstances and in the 

prescribed manner, to give to persons 

(not being his employees) who may be 

affected by the way in which he conducts 

his undertaking the prescribed 

information about such aspects of the 

way in which he conducts his 

undertaking as might affect their health 

or safety. 

 別に定める場合において、雇用者および

自営業者たる者は全て、彼の事業運営に関

わる（彼自身の被用者ではない）者に対し、

彼らの安全衛生に影響可能性を持つよう

な事業方法に関する別に定める情報を、別

に定める条件において、別に定める手段に

より、提供する義務を負う。 

 

 本条は、雇用者及び自営業者に対し、自

身の被用者ではないが、その事業運営に関

わる者に安全衛生上のリスクが及ばないよ

う事業運営する義務等を課したものであり、

例えば建設現場の下請・孫請企業の労働者
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や一人親方、いわゆる出入り業者等の工場

訪問者、工場の爆発により被害を受ける近

隣住人などが対象に含まれる６。 

 義務の主体としてあえて自営業者が規定

されているのは、ローベンス委員会が、特

に自営業者の不注意な振る舞いにより労働

者が危険にさらされているケースが多いと

認識していたことによる７。 

 「リスクを作り出す者こそが、 善の安

全管理者たり得る」との発想に基づいた規

定には、本条以外にも以下のようなものが

ある。 

①事業所やそこへの出入り口等の占有

者・所有者８が、その場所やそこにある工場

や物質等を、そこで就労する自身の被用者

以外の者にとって、合理的に実施可能な限

り安全な状態に保つ一般的義務などを定め

た第４条。 
②施設管理者が、有害または不快感を与え

る物質の大気への排出を抑制するために実

施可能な 良の手段を用い、排出される物

質を可能な限り無害で不快感を与えないも

のとする一般的義務などを定めた第５条
９。 

③職場で用いられる物品や移動遊具関係

の機材を設計、製造、輸入、供給する者が、

合理的に実施可能な限り、それらの物品等

の設置、使用、清掃その他のメンテナンス

に際して、いついかなる場合にも安全で衛

生上のリスクのない条件が保たれるよう設

計、構築する一般的義務、その一般的義務

を果たすために必要となる検査の実施義務、

物品等の提供を受ける者にそれらの用途・

用法、安全で衛生的な状態を保つための条

件など必要な情報を提供する義務、当該物

品等の提供を受ける者に安全衛生上深刻な

リスクをもたらす事態が認識されつつある

場合、合理的に実施可能な限り、彼らに更

新された情報が提供されるよう必要な措置

を講じる義務などを定めた第６条１０など。 

 

１.１.３ HSWA 第７条 

 HSWA第７条は、日本の安衛法と同様に、

被用者側の義務を定めている。同条の定め

は以下の通り。 

（試訳） 

It shall be the duty of every employee 

while at work— 

 全ての被用者は、就業に際して以下の事

柄を行う義務を負う。 

 

(a)to take reasonable care for the health 

and safety of himself and of other 

persons who may be affected by his acts 

or omissions at work; and 

 自己およびその作為もしくは不作為の

影響を受ける可能性のある他者の安全衛

生に合理的な配慮をなすこと 

 

(b)as regards any duty or requirement 

imposed on his employer or any other 

person by or under any of the relevant 

statutory provisions, to co-operate with 

him so far as is necessary to enable that 

duty or requirement to be performed or 

complied with. 

 雇用者もしくはその他の者に対して関

連法規により課された義務もしくは法的

要件に関して、同人による当該義務もしく

は要件の履行のため必要となる場合、雇用

者に協力すること 

  

日本法では、使用者側の措置への協力の

努力義務を一般的に定めた第４条のほか、
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第２６条、第３２条第６項、第６６条の７

第２項、第６６条の８第２項、第６９条第

２項、第７９条（その他、一定の事業者に

よる法規定上の指示に従うべきことを定め

た第２９条第３項、第３２条第７項）など

が労働者の義務を定めているが、このうち

刑事罰が設けられているのは第２６条と第

３２条第６項の２か条のみである（法第１

２０条）。 

 他方、本条は、①被用者自身及び関係者

への安全衛生上の配慮と②雇用者の安全衛

生上の法的義務の履行への協力１１という

２つの側面にかかる被用者の一般的義務を

定めたものでありながら、その違反には

高１２か月の自由刑という重い刑が規定さ

れている（附則第３A 条）点に一つの特徴

がある１２。 

 

１.１.４ HSWA 第１８条 

 HSWA 第１８条は、HSWA 関連法規の管

轄機関について規定している。同条の定め

は以下の通り。 

（試訳） 

(1)It shall be the duty of the Executive to 

make adequate arrangements for the 

enforcement of the relevant statutory 

provisions except to the extent that 

some other authority or class of 

authorities is by any of those provisions 

or by regulations under subsection (2) 

below made responsible for their 

enforcement.  

 HSE は、本法の条項もしくは次条に基

づく規則により、他の機関が当該法規の執

行につき管轄責任を委ねられない限り、本

法の関連法規の執行のため充分な条件整

備をなす義務を負う。 

 

(2)The Secretary of State may by 

regulations—  

 国務長官は、規則により、以下の事柄を

行う権限を持つ。 

 

(a)make local authorities responsible for 

the enforcement of the relevant 

statutory provisions to such extent as 

may be prescribed;  

 規則に定める限りにおいて、地方公共団

体に関連法規の執行の管轄責任を委任す

ること。 

 

(b)make provision for enabling 

responsibility for enforcing any of the 

relevant statutory provisions to be, to 

such extent as may be determined under 

the regulations—  

(i)transferred from the Executive to local 

authorities or from local authorities to 

the Executive; or  

(ii)assigned to the Executive or to local 

authorities for the purpose of removing 

any uncertainty as to what are by virtue 

of this subsection their respective 

responsibilities for the enforcement of 

those provisions;  

and any regulations made in pursuance 

of paragraph (b) above shall include 

provision for securing that any transfer 

or assignment effected under the 

regulations is brought to the notice of 

persons affected by it. 

 関連法規のうちいずれかの規定の執行
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の管轄責任を、規則に定める範囲内で、 

 (i)HSE から地方公共団体へ、もしくは

地方公共団体から HSE へ移行させる、 

または、 

 (ii)法規の執行にかかる各機関の管轄責

任の所在に関する不確実性を解消するた

め、HSE か地方公共団体のいずれかに割

当を行う、 

ための規定を設けること。 

ただし、本項に基づいて設けられる規定

には、規則に基づく移行や割当が、その影

響を受ける者に通知されるよう保障する

規定が盛り込まれなければならない。 

 

(3)Any provision made by regulations 

under the preceding subsection shall 

have effect subject to any provision 

made by health and safety 

regulations . . . in pursuance of section 

15(3)(c). 

 前項に基づく規則により設けられる規

定は、本法第１５条(3)(c)項所定の安全衛

生規則により設けられた規定と同等の効

果を持つ。 

 

(4)It shall be the duty of every local 

authority— 

 地方公共団体は、以下の義務を負う。 

 

(a)to make adequate arrangements for 

the enforcement within their area of the 

relevant statutory provisions to the 

extent that they are by any of those 

provisions or by regulations under 

subsection (2) above made responsible 

for their enforcement; and 

（未了） 

 

(b)to perform the duty imposed on them 

by the preceding paragraph and any 

other functions conferred on them by 

any of the relevant statutory provisions 

in accordance with such guidance as 

[F2the Executive] may give them. 

（未了） 

 

(4A)Before the Executive gives guidance 

under subsection (4)(b) it shall consult 

the local authorities.  

（未了） 

 

(4B)It shall be the duty of the Executive 

and the local authorities— 

（未了） 

 

(a)to work together to establish best 

practice and consistency in the 

enforcement of the relevant statutory 

provisions;  

（未了） 

 

(b)to enter into arrangements with each 

other for securing cooperation and the 

exchange of information in connection 

with the carrying out of their functions 

with regard to the relevant statutory 

provisions; and 

（未了） 

 

(c)from time to time to review those 

arrangements and to revise them when 

they consider it appropriate to do so. 
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（未了） 

 

(5)Where any authority other than . . ., 

the Executive or a local authority is by 

any of the relevant statutory 

provisions ... made responsible for the 

enforcement of any of those provisions to 

any extent, it shall be the duty of that 

authority— 

（未了） 

 

(a)to make adequate arrangements for 

the enforcement of those provisions to 

that extent; and 

（未了） 

 

(b)except where that authority is the 

Office of Rail Regulation,]to perform the 

duty imposed on the authority by the 

preceding paragraph and any other 

functions conferred on the authority by 

any of the relevant statutory provisions 

in accordance with such guidance as the 

Executive may give to the authority.  

（未了） 

 

(6)Nothing in the provisions of this Act 

or of any regulations made thereunder 

charging any person in Scotland with 

the enforcement of any of the relevant 

statutory provisions shall be construed 

as authorising that person to institute 

proceedings for any offence. 

（未了） 

 

(7)In this Part—  

（未了） 

 

(a)“enforcing authority” means the 

Executive or any other authority which 

is by any of the relevant statutory 

provisions or by regulations under 

subsection (2) above made responsible 

for the enforcement of any of those 

provisions to any extent; and 

（未了） 

 

(b)any reference to an enforcing 

authority’s field of responsibility is a 

reference to the field over which that 

authority’s responsibility for the 

enforcement of those provisions extends 

for the time being;  

（未了） 

but where by virtue of subsection (3) of 

section 13 the performance of any 

function of ... the Executive is delegated 

to a government department or person, 

references to ... the Executive (or to an 

enforcing authority where that 

authority is the Executive) in any 

provision of this Part which relates to 

that function shall, so far as may be 

necessary to give effect to any 

agreement under that subsection, be 

construed as references to that 

department or person; and accordingly 

any reference to the field of 

responsibility of an enforcing authority 

shall be construed as a reference to the 

field over which that department or 

person for the time being performs such 
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a function. 

（未了） 

 

１.１.５ HSWA 第２０条 

（試訳）（未了） 

(1)Subject to the provisions of section 19 

and this section, an inspector may, for 

the purpose of carrying into effect any of 

the relevant statutory provisions within 

the field of responsibility of the 

enforcing authority which appointed 

him, exercise the powers set out in 

subsection (2) below 

 

(2)The powers of an inspector referred to 

in the preceding subsection are the 

following, namely—  

 

(a)at any reasonable time (or, in a 

situation which in his opinion is or may 

be dangerous, at any time) to enter any 

premises which he has reason to believe 

it is necessary for him to enter for the 

purpose mentioned in subsection (1) 

above; 

 

(b)to take with him a constable if he has 

reasonable cause to apprehend any 

serious obstruction in the execution of 

his duty; 

 

(c)without prejudice to the preceding 

paragraph, on entering any premises by 

virtue of paragraph (a) above to take 

with him—  

 

(i)any other person duly authorised by 

his (the inspector’s) enforcing authority; 

and 

 

(ii)any equipment or materials required 

for any purpose for which the power of 

entry is being exercised; 

 

(d)to make such examination and 

investigation as may in any 

circumstances be necessary for the 

purpose mentioned in subsection (1) 

above; 

 

(e)as regards any premises which he has 

power to enter, to direct that those 

premises or any part of them, or 

anything therein, shall be left 

undisturbed (whether generally or in 

particular respects) for so long as is 

reasonably necessary for the purpose of 

any examination or investigation under 

paragraph (d) above;  

 

(f)to take such measurements and 

photographs and make such recordings 

as he considers necessary for the 

purpose of any examination or 

investigation under paragraph (d) 

above; 

 

(g)to take samples of any articles or 

substances found in any premises which 

he has power to enter, and of the 

atmosphere in or in the vicinity of any 
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such premises;  

 

(h)in the case of any article or substance 

found in any premises which he has 

power to enter, being an article or 

substance which appears to him to have 

caused or to be likely to cause danger to 

health or safety, to cause it to be 

dismantled or subjected to any process 

or test (but not so as to damage or 

destroy it unless this is in the 

circumstances necessary for the purpose 

mentioned in subsection (1) above);  

 

(i)in the case of any such article or 

substance as is mentioned in the 

preceding paragraph, to take possession 

of it and detain it for so long as is 

necessary for all or any of the following 

purposes, namely—  

 

(i)to examine it and do to it anything 

which he has power to do under that 

paragraph;  

 

(ii)to ensure that it is not tampered with 

before his examination of it is 

completed; 

 

(iii)to ensure that it is available for use 

as evidence in any proceedings for an 

offence under any of the relevant 

statutory provisions or any proceedings 

relating to a notice under section 21 or 

22; 

 

(j)to require any person whom he has 

reasonable cause to believe to be able to 

give any information relevant to any 

examination or investigation under 

paragraph (d) above to answer (in the 

absence of persons other than a person 

nominated by him to be present and any 

persons whom the inspector may allow 

to be present) such questions as the 

inspector thinks fit to ask and to sign a 

declaration of the truth of his answers; 

 

(k)to require the production of, inspect, 

and take copies of or of any entry in— 

 

(i)any books or documents which by 

virtue of any of the relevant statutory 

provisions are required to be kept; and 

 

(ii)any other books or documents which 

it is necessary for him to see for the 

purposes of any examination or 

investigation under paragraph (d) 

above; 

 

(l)to require any person to afford him 

such facilities and assistance with 

respect to any matters or things within 

that person’s control or in relation to 

which that person has responsibilities as 

are necessary to enable the inspector to 

exercise any of the powers conferred on 

him by this section;  

 

(m)any other power which is necessary 

for the purpose mentioned in subsection 
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(1) above. 

 

(3)The Secretary of State may by 

regulations make provision as to the 

procedure to be followed in connection 

with the taking of samples under 

subsection (2)(g) above (including 

provision as to the way in which samples 

that have been so taken are to be dealt 

with). 

 

(4)Where an inspector proposes to 

exercise the power conferred by 

subsection (2)(h) above in the case of an 

article or substance found in any 

premises, he shall, if so requested by a 

person who at the time is present in and 

has responsibilities in relation to those 

premises, cause anything which is to be 

done by virtue of that power to be done 

in the presence of that person unless the 

inspector considers that its being done 

in that person’s presence would be 

prejudicial to the safety of the State. 

 

(5)Before exercising the power conferred 

by subsection (2)(h) above in the case of 

any article or substance, an inspector 

shall consult such persons as appear to 

him appropriate for the purpose of 

ascertaining what dangers, if any, there 

may be in doing anything which he 

proposes to do under that power. 

 

(6)Where under the power conferred by 

subsection (2)(i) above an inspector 

takes possession of any article or 

substance found in any premises, he 

shall leave there, either with a 

responsible person or, if that is 

impracticable, fixed in a conspicuous 

position, a notice giving particulars of 

that article or substance sufficient to 

identify it and stating that he has taken 

possession of it under that power; and 

before taking possession of any such 

substance under that power an inspector 

shall, if it is practicable for him to do so, 

take a sample thereof and give to a 

responsible person at the premises a 

portion of the sample marked in a 

manner sufficient to identify it. 

 

(7)No answer given by a person in 

pursuance of a requirement imposed 

under subsection (2)(j) above shall be 

admissible in evidence against that 

person or the spouse or civil partner of 

that person in any proceedings. 

 

(8)Nothing in this section shall be taken 

to compel the production by any person 

of a document of which he would on 

grounds of legal professional privilege be 

entitled to withhold production on an 

order for discovery in an action in the 

High Court or, as the case may be, on an 

order for the production of documents in 

an action in the Court of Session. 

１.１.６ HSWA 第３３条 

（試訳）（未了） 
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(1)It is an offence for a person— 

 

(a)to fail to discharge a duty to which he 

is subject by virtue of sections 2 to 7;  

 

(b)to contravene section 8 or 9;  

 

(c)to contravene any health and safety 

regulations F1. . . or any requirement or 

prohibition imposed under any such 

regulations (including any requirement 

or prohibition to which he is subject by 

virtue of the terms of or any condition or 

restriction attached to any licence, 

approval, exemption or other authority 

issued, given or granted under the 

regulations); 

 

(d)to contravene any requirement 

imposed by or under regulations under 

section 14 or intentionally to obstruct 

any person in the exercise of his powers 

under that section; 

 

(e)to contravene any requirement 

imposed by an inspector under section 

20 or 25; 

 

(f)to prevent or attempt to prevent any 

other person from appearing before an 

inspector or from answering any 

question to which an inspector may by 

virtue of section 20(2) require an 

answer; 

 

(g)to contravene any requirement or 

prohibition imposed by an improvement 

notice or a prohibition notice (including 

any such notice as modified on appeal); 

 

(h)intentionally to obstruct an inspector 

in the exercise or performance of his 

powers or duties or to obstruct a customs 

officer in the exercise of his powers 

under section 25A; 

 

(i)to contravene any requirement 

imposed by a notice under section 27(1);

 

(j)to use or disclose any information in 

contravention of section 27(4) or 28; 

 

(k)to make a statement which he knows 

to be false or recklessly to make a 

statement which is false where the 

statement is made— 

 

(i)in purported compliance with a 

requirement to furnish any information 

imposed by or under any of the relevant 

statutory provisions; or 

 

(ii)for the purpose of obtaining the issue 

of a document under any of the relevant 

statutory provisions to himself or 

another person; 

 

(l)intentionally to make a false entry in 

any register, book, notice or other 

document required by or under any of 

the relevant statutory provisions to be 

kept, served or given or, with intent to 
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deceive, to make use of any such entry 

which he knows to be false; 

 

(m)with intent to deceive, to forge or use 

a document issued or authorised to be 

issued under any of the relevant 

statutory provisions or required for any 

purpose thereunder or to make or have 

in his possession a document so closely 

resembling any such document as to be 

calculated to deceive; 

 

(n)falsely to pretend to be an inspector; 

 

(o)to fail to comply with an order made 

by a court under section 42. 

 

(2)Schedule 3A (which specifies the 

mode of trial and maximum penalty 

applicable to offences under this section 

and the existing statutory provisions) 

has effect. 

 

(3)Schedule 3A is subject to any 

provision made by virtue of section 

15(6)(c) or (d). 

 

(5)Where a person is convicted of an 

offence under subsection (1)(g) or (o) 

above, then, if the contravention in 

respect of which he was convicted is 

continued after the conviction he shall 

(subject to section 42(3)) be guilty of 

further offence and liable on summary 

conviction to a fine not exceeding £100 

for each day on which the contravention 

is so continued. 

 

(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

１.１.７ 附則第３A条 

 別添（附則第３A条）参照。 

 

１.２ 安全衛生規則 

HSWA 第１５条は、国務長官の制定する

安全衛生規則につき、以下の定めを置いて

いる。 

（試訳） 

(1)Subject to the provisions of section 50, 

the Secretary of State . . . shall have 

power to make regulations under this 

section for any of the general purposes of 

this Part (and regulations so made are 

in this Part referred to as “health and 

safety regulations”). 

 国務長官は、本法第５０条の規定に従

い、本章の定める一般的な目的のため、本

条の定めに基づいて規則を制定する権限

を持つ（そして、そのように策定された規

則を、本章において「安全衛生規則」と呼

称する）。 

 

(2)Without prejudice to the generality of 

the preceding subsection, health and 

safety regulations may for any of the 

general purposes of this Part make 

provision for any of the purposes 

mentioned in Schedule 3. 

 前項の定める目的の一般性を前提とし

て、安全衛生規則は、本章の定める一般的

な目的のため、別表３に記載された目的に

沿う規定を設けることができる。 

分担研究報告書（三柴 丈典）

－ 136 － 



 

(3)Health and safety regulations— 

 安全衛生規則は、 

 

(a)may repeal or modify any of the 

existing statutory provisions; 

現行の法規定のいずれをも改廃するこ

とができる。 

(b)may exclude or modify in relation to 

any specified class of case any of the 

provisions of sections 2 to 9 or any of the 

existing statutory provisions; 

分類された特定のケースとの関係で、本

法第２条から第９条の規定、または現行の

法規定についても、その適用を除外しもし

くは修正することができる。 

(c)may make a specified authority or 

class of authorities responsible, to such 

extent as may be specified, for the 

enforcement of any of the relevant 

statutory provisions. 

関連する法規定の執行について、特定さ

れた一定範囲内で責任を持つ特定の公的

機関か、分類された公的機関を創設するこ

とができる。 

 

(4)Health and safety regulations— 

 安全衛生規則は、 

 

(a)may impose requirements by 

reference to the approval of the 

Executive or any other specified body or 

person; 

 HSE（法第１０条第５項参照）その他特

定の団体や個人による同意を参考に、要件

を課すことができる。 

 

(b)may provide for references in the 

regulations to any specified document to 

operate as reference to that document as 

revised or re-issued from time to time. 

 特定の文書が改訂又は再版された際に、

規則を参照すればそのことが分かるよう

に、当該規則の中に特定の文書への参照を

付すことができる。 

 

(5)Health and safety regulations— 

 安全衛生規則は、 

 

(a)may provide (either unconditionally 

or subject to conditions, and with or 

without limit of time) for exemptions 

from any requirement or prohibition 

imposed by or under any of the relevant 

statutory provisions; 

 関連する法規定により課されたか、それ

に基づく要件や禁止事項からの適用除外

を、（無条件か、または時間制限ありもし

くはなしで一定条件を付したうえで）定め

ることができる。 

 

(b)may enable exemptions from any 

requirement or prohibition imposed by 

or under any of the relevant statutory 

provisions to be granted (either 

unconditionally or subject to conditions, 

and with or without limit of time) by any 

specified person or by any person 

authorised in that behalf by a specified 

authority. 

 関連する法規定により課されたか、それ

に基づく要件や禁止事項からの適用除外
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が、特定の人物か特定の公的機関に代理権

限を与えられた者により実施され得るよ

うにすることができる。 

 

(6)Health and safety regulations— 

 安全衛生規則は、 

 

(a)may specify the persons or classes of 

persons who, in the event of a 

contravention of a requirement or 

prohibition imposed by or under the 

regulations, are to be guilty of an 

offence, whether in addition to or to the 

exclusion of other persons or classes of 

persons; 

 関連する法規定により課されたか、それ

に基づく要件や禁止事項に反する事態が

生じた場合に、犯罪者として処罰されるべ

き人物もしくは人物の類別、または除外さ

れるべき人物または人物の類別を特定す

ることができる。 

 

(b)may provide for any specified defence 

to be available in proceedings for any 

offence under the relevant statutory 

provisions either generally or in 

specified circumstances; 

 一般的にもしくは特定された条件下で

なされた、関連する法規定の下での違反行

為に対し、訴訟手続で活用できる特定され

た抗弁を規定することができる。 

 

(c)may exclude proceedings on 

indictment in relation to offences 

consisting of a contravention of a 

requirement or prohibition imposed by 

or under any of the existing statutory 

provisions, sections 2 to 9 or health and 

safety regulations; 

 現行法規定、本法第２条から第９条もし

くは安全衛生規則により課されたか、それ

に基づく要件や禁止事項の違背から成る

違反に関わる起訴手続を排除することが

できる。 

 

(d)may restrict the punishments (other 

than the maximum fine on conviction on 

indictment) which can be imposed in 

respect of any such offence as is 

mentioned in paragraph (c) above. 

 前号で示された類の違反について科せ

られ得る（起訴手続後の有罪判決にかかる

高刑以外の）制裁に制限を加えることが

できる。 

 

(7)Without prejudice to section 35, 

health and safety regulations may make 

provision for enabling offences under 

any of the relevant statutory provisions 

to be treated as having been committed 

at any specified place for the purpose of 

bringing any such offence within the 

field of responsibility of any enforcing 

authority or conferring jurisdiction on 

any court to entertain proceedings for 

any such offence. 

 本法第３５条の趣旨を損ねることなく、

安全衛生規則は、関連法規の違反を、執行

機関の管轄範囲内に置くか、そうした類の

違反にかかる訴訟維持の管轄権をいずれ

かの裁判所に委譲することを目的として、

当該違反が特定の場所で行われたとみな
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す旨の規定を設けることができる。 

 

(8)Health and safety regulations may 

take the form of regulations applying to 

particular circumstances only or to a 

particular case only (for example, 

regulations applying to particular 

premises only). 

 安全衛生規則は、特定の条件または特殊

な事例にのみ適用される形式（例えば、特

定の施設のみを適用対象とするなど）を採

ることもできる。 

 

(9)If an Order in Council is made under 

section 84(3) providing that this section 

shall apply to or in relation to persons, 

premises or work outside Great Britain 

then, notwithstanding the Order, health 

and safety regulations shall not apply to 

or in relation to aircraft in flight, 

vessels, hovercraft or offshore 

installations outside Great Britain or 

persons at work outside Great Britain in 

connection with submarine cables or 

submarine pipelines except in so far as 

the regulations expressly so provide. 

 本法第８４条第３項に基づき、本条がイ

ングランド（イギリス本国）以外にある人、

施設または作業に適用またはそれらに関

連して適用される旨を定める枢密院令が

発令された場合であっても、安全衛生規則

は、その適用について定める同規則上の明

文規定がない限り、イングランド以外にあ

る飛行中の航空機、船舶、ホバークラフト、

沖合施設や、海中ケーブルや海中パイプラ

インに関連してイングランド以外で作業

に従事する人物に適用またはそれらに関

連して適用されない。 

 

(10)In this section “specified” means 

specified in health and safety 

regulations. 

 本条において、「特定された」とは、安

全衛生規則において特定されたことを指

す。 

 

 このように、国務長官（行政）の制定す

る安全衛生規則には、法律並み又はそれ以

上の強大な法的効力が付与されている。こ

れは、安全衛生における、現場対応的柔軟

性、機動性、専門性の確保の要請を踏まえ

た選択と解することができる１３。 

 かかる規定に基づき、HSE は、作業関連

ストレスにかかる被用者の安全衛生の確保

のため、現段階で以下のような規則の活用

を図っている。なお、以下には直接作業関

連ストレスに関係しないものも含まれてい

るが、作業関連ストレスは、安全衛生問題

全てと密接に関係しており、これらの規則

をすべからく遵守しなければ、被用者がス

トレス要因にばく露したり、作業関連スト

レスに苛まれる可能性は高まる１４。 

 

 １）１９９９年労働安全衛生管理規則（略

称：管理規則） 

 日本の安衛法は、使用者によるリスクア

セスメントを努力義務にとどめているが

（法２８条の２）、イギリスの労働安全衛生

管理規則は、雇用者にリスクアセスメント

の実施を義務づけている。その適用対象は、

５名以上の被用者を雇用する雇用者に限ら

れるが、これに該当する限り、リスクアセ
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スメントによる重要な結果を記録し、あら

ゆる必要な対策が講じられるよう手配

（arrangements）し、適任な人物を選任し、

適切な情報提供を行い、被用者に対する教

育訓練を実施する必要が生じる１５。 

 リスクアセスメントの基本規定であり、

以下で詳述する MS（ストレス管理基準）

の法的根拠とされている同規則第３条は、

以下のように定める。 

（試訳） 

(1) Every employer shall make a 

suitable and sufficient assessment of— 

 雇用者たる者は全て、該当する法令およ

び１９９７年の防火（職場）規則第２編に

基づき課される要件および禁止事項を遵

守するために講じるべき措置を特定する

ため、以下の事柄につき、適切かつ充分な

調査を行わなければならない。 

 

(a)the risks to the health and safety of 

his employees to which they are exposed 

whilst they are at work; and 

 彼が雇用する被用者が、就労中にばく露

する安全衛生上のリスク、および 

 

(b)the risks to the health and safety of 

persons not in his employment arising 

out of or in connection with the conduct 

by him of his undertaking, 

 彼の事業活動に起因または関係して、彼

と雇用関係にない者に及ぶ安全衛生上の

リスク 

 

for the purpose of identifying the 

measures he needs to take to comply 

with the requirements and prohibitions 

imposed upon him by or under the 

relevant statutory provisions and by 

Part II of the Fire Precautions 

(Workplace) Regulations 1997. 

 

(2) Every self-employed person shall 

make a suitable and sufficient 

assessment of— 

 自営業者たる者は全て、該当する法令に

基づき課される要件および禁止事項を遵

守するために講じるべき措置を特定する

ため、以下の事柄につき、適切かつ充分な

調査を行わなければならない。 

 

(a)the risks to his own health and safety 

to which he is exposed whilst he is at 

work; and 

 彼自身が就労中にばく露する安全衛生

上のリスク、および 

 

(b)the risks to the health and safety of 

persons not in his employment arising 

out of or in connection with the conduct 

by him of his undertaking, 

 彼の事業活動に起因または関係して、彼

と雇用関係にない者に及ぶ安全衛生上の

リスク 

 

for the purpose of identifying the 

measures he needs to take to comply 

with the requirements and prohibitions 

imposed upon him by or under the 

relevant statutory provisions. 

 

(3) Any assessment such as is referred to 

in paragraph (1) or (2) shall be reviewed 
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by the employer or self-employed person 

who made it if— 

 第(1)項および第(2)項に規定する調査を

実施した雇用者または自営業者は、以下の

場合において、その見直しを行わねばなら

ない。 

 

(a)there is reason to suspect that it is no 

longer valid; or 

 その有効性が疑われる理由がある場合、

または、 

 

(b)there has been a significant change in 

the matters to which it relates; and 

where as a result of any such review 

changes to an assessment are required, 

the employer or self-employed person 

concerned shall make them. 

 それが前提としていた関連事項に重大

な変化が生じた場合。また、そうした見直

しの結果、調査の変更自体が必要となる場

合、雇用者または自営業者は、それを実施

せねばならない。 

 

(4) An employer shall not employ a 

young person unless he has, in relation 

to risks to the health and safety of young 

persons, made or reviewed an 

assessment in accordance with 

paragraphs (1) and (5). 

 雇用者は、彼らに及ぶ安全衛生上のリス

クについて、本条第(1)項および第(5)項に

基づく調査の実施または見直しを行わな

い限り、若年者を雇用してはならない。 

 

(5) In making or reviewing the 

assessment, an employer who employs 

or is to employ a young person shall take 

particular account of— 

 若年者を雇用し、もしくは雇用しようと

する雇用者は、調査の実施または見直しに

際し、以下の点に特に留意しなければなら

ない。 

 

(a)the inexperience, lack of awareness of 

risks and immaturity of young persons; 

 若年者の未経験、リスク認識の欠如およ

び未熟さ 

 

(b)the fitting-out and layout of the 

workplace and the workstation; 

 職場およびワークステーションの装備

およびレイアウト 

 

(c)the nature, degree and duration of 

exposure to physical, biological and 

chemical agents; 

 物理的、生物学的、化学的な物質へのば

く露の性格（危険性）、程度および期間 

 

(d)the form, range, and use of work 

equipment and the way in which it is 

handled; 

 作業機器の型式、範囲、使用およびその

取扱い方法 

 

(e)the organisation of processes and 

activities; 

 作業工程や活動の構成 

 

(f)the extent of the health and safety 

training provided or to be provided to 
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young persons; and 

 若年者に現に提供されているか、される

予定の安全衛生教育の程度 

 

(g)risks from agents, processes and work 

listed in the Annex to Council Directive 

94/33/EC(1) on the protection of young 

people at work. 

 若年者の労働保護に関するＥＣ理事会

指令（94/33）付属文書に挙示された物質、

工程、作業によるリスク 

 

(6) Where the employer employs five or 

more employees, he shall record— 

 ５名以上の被用者を雇用する雇用者は、

以下の事項を記録しなければならない。 

 

(a)the significant findings of the 

assessment; and 

 調査の結果判明した重要な事実、およ

び、 

 

(b)any group of his employees identified 

by it as being especially at risk. 

 調査の結果、特に高いリスクに晒されて

いると特定された被用者集団。 

 

 ２）１９９２年職場の安全衛生及び厚生

水準に関する規則（Workplace(Health, 

Safety and Welfare)Regulations 1992） 

 この規則は、職場に特化した規制であり、

充分な換気、温度、照明、作業空間、座席、

厚生施設が各組織の職場内で確保されるこ

となど、安全衛生及び厚生水準に関する基

本的な問題を幅広くカバーしている１６。 

 ３）１９９３年コンピュータの画面表示

機器に関する安全衛生規則（The Health 

and Safety (Display Screen Equipment) 

Regulations 1992） 

 この規則は、コンピュータ画面を見なが

ら行われる作業（：VDT 作業）について遵

守されるべき基準を提供している１７。 

 

１.３ 実施準則 

 HSWA 第１６条は、実施準則について定

めている。 

実施準則とは、制定法による規制の具体

化がもたらす弊害を低らし、制定法には基

本原則の規定の役割を委ねる一方、直接的

な法的効力を持たず、かつ技術革新や予防

科学の進展に合わせた柔軟な規制を行うこ

とを目的に発案された法政策上の技術であ

る１８。 

現在のところ、HSE（イギリス安全衛生

庁）による MSA（ストレス管理基準による

アプローチ）に直接的には関わらないが、

基本的には共通の発想に基づき、現に専門

家の一部からは MS（ストレス管理基準）

をこれに格上げすべき、との主張もなされ

る１９など一定の関わりを持っていること

から、ここで取り扱う。 

第１６条の定めは次の通り。 

（試訳） 

(1)For the purpose of providing practical 

guidance with respect to the 

requirements of any provision of any of 

the enactments or instruments 

mentioned in subsection (1A) below, the 

Executive may, subject to the following 

subsection. 

次項（第１(A)項）に記された法令また

は法的文書の規定上の要件の履行にかか
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る実務的なガイダンスを提供するため、

HSE は、以下の各号に従い、所定の措置

を講じることができる。 

 

(a)approve and issue such codes of 

practice (whether prepared by it or not) 

as in its opinion are suitable for that 

purpose; 

 （HSE が起案したものであるか否かを

問わず）実施準則を承認し、公布すること

 

(b)approve such codes of practice issued 

or proposed to be issued otherwise than 

by the Executive as in its opinion are 

suitable for that purpose. 

 HSE 以外の機関により公布されたか、

公布の提案がなされ、HSE がその目的に

適合すると認める実施準則を承認するこ

と 

 

(1A)Those enactments and instruments 

are— 

 ここで法令及び法的文書とは、以下のも

のを指す。 

 

(a)sections 2 to 7 above; 

 本法第２条（※上記の雇用者の一般的義

務条項など）及び第７条（※被用者側の自

他の安全衛生にかかる注意義務など） 

 

(b)health and safety regulations, except 

so far as they make provision exclusively 

in relation to transport systems falling 

within paragraph 1(3) of Schedule 3 to 

the Railways Act 2005; and 

 ２００５年鉄道法に即し、別表３の１

（３）章に定める鉄道輸送システムに関す

る規定をそれに対象を絞って設ける場合

を除き、安全衛生規則 

 

(c)the existing statutory provisions that 

are not such provisions by virtue of 

section 117(4) of the Railways Act 1993. 

 １９９３年鉄道法第１１７条第４項に

定める規定を除く現行法規定 

 

(2)The Executive shall not approve a 

code of practice under subsection (1) 

above without the consent of the 

Secretary of State, and shall, before 

seeking his consent, consult— 

 HSE は、国務長官の同意なくして前項

に基づき実施準則を承認してはならず、ま

た、同人の同意の獲得に先んじて、以下の

者と協議しなければならない。 

 

(a)any government department or other 

body that appears to the Executive to be 

appropriate (and, in particular, in the 

case of a code relating to electromagnetic 

radiations, the Health Protection 

Agency); and 

 HSE が協議相手として適当と判断する

省庁・部局（及び、特に電離放射線に関す

る準則については、健康保護局（HPA）２０）

 

(b)such government departments and 

other bodies, if any, as in relation to any 

matter dealt with in the code, the 

Executive is required to consult under 

this section by virtue of directions given 

to it by the Secretary of State. 
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 実施準則が取り扱う問題に関わり、国務

長官が指図を与えることとの関係上、本条

のもとで HSE が協議することが求められ

る省庁・部局その他の機関があればそれら

 

(3)Where a code of practice is approved 

by the Executive under subsection (1) 

above, the Executive shall issue a notice 

in writing— 

 本条第１項に基づいて HSE による実施

準則の承認が行われた場合、HSE は、以

下の事柄につき、文書により通知を行わな

ければならない。 

 

(a)identifying the code in question and 

stating the date on which its approval by 

the Executive is to take effect; and 

 該当する実施準則を特定し、HSE によ

る承認の発効日を明示すること 

 

(b)specifying for which of the provisions 

mentioned in subsection (1) above the 

code is approved. 

 当該準則が、第１項の示す規定のうちい

ずれに対して承認されたものかを特定す

ること 

 

(4)The Executive may— 

 HSE は、以下の事柄を行うことができ

る。 

 

(a)from time to time revise the whole or 

any part of any code of practice prepared 

by it in pursuance of this section; 

 策定された実施準則の全てまたは一部

を、本条に基づいて適宜改定すること 

 

(b)approve any revision or proposed 

revision of the whole or any part of any 

code of practice for the time being 

approved under this section; 

 実施準則の全部または一部の修正また

は修正提案を、正式な承認に必要な期間

中、本条に基づいて暫定的に承認すること

 

and the provisions of subsections (2) and 

(3) above shall, with the necessary 

modifications, apply in relation to the 

approval of any revision under this 

subsection as they apply in relation to 

the approval of a code of practice under 

subsection (1) above. 

 本条第２項及び第３項は、それらが第１

項に基づき実施準則の承認に適用される

のと同様に、必要な修正に伴い、本項に基

づく修正の承認にも適用される。 

 

(5)The Executive may at any time with 

the consent of the Secretary of State 

withdraw its approval from any code of 

practice approved under this section, but 

before seeking his consent shall consult 

the same government departments and 

other bodies as it would be required to 

consult under subsection (2) above if it 

were proposing to approve the code. 

 HSE は、いつ何時でも、国務長官の同

意を得て、本条に基づき承認された実施準

則についてその承認を撤回することがで

きる。ただし、国務長官に同意を求めるよ

り前に、第２項に基づき承認の提案の際に

協議が求められる省庁・部局及びその他の
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機関との間で、改めて協議を行わなければ

ならない。 

 

(6)Where under the preceding 

subsection the Executive withdraws its 

approval from a code of practice 

approved under this section, the 

Executive shall issue a notice in writing 

identifying the code in question and 

stating the date on which its approval of 

it is to cease to have effect. 

 HSE が、前項に基づき、本条のもとで

承認された実施準則につき、その承認を撤

回する場合、該当する準則を特定し、その

承認の効力が停止される期日を明示する

通知を、文書で発行しなければならない。

 

(7)References in this Part to an 

approved code of practice are references 

to that code as it has effect for the time 

being by virtue of any revision of the 

whole or any part of it approved under 

this section. 

 本章において承認された実施準則とは、

本条に基づき承認された準則の全てまた

はどこか一部の修正により暫定的に発効

している準則を指す。 

 

(8)The power of the Executive under 

subsection (1)(b) above to approve a code 

of practice issued or proposed to be 

issued otherwise than by the Executive 

shall include power to approve a part of 

such a code of practice; and accordingly 

in this Part “code of practice” may be 

reADAs including a part of such a code 

of practice.. 

 HSEが、本条第１(b)項に基づいて、HSE

以外の機関により公布されたか、公布の提

案がなされた実施準則を承認する権限に

は、そのような実施準則の一部を承認する

権限も含まれる。したがって、本章におい

て「実施準則」とは、そのような準則の一

部も含まれると解することができる。 

 

 このように、HSE には、HSWA や安全

衛生規則その他労働安全衛生に関する現行

法規則の目的に資する準則につき、策定、

承認・公布から改定、改定準則の暫定承認、

承認の撤回に至る大きな権限が付与されて

いる。しかし、規定上ガイダンスにとどま

るはずの当該準則について、承認や承認撤

回に際しての国務長官による同意の獲得、

適当な省庁・部局との協議の義務づけなど、

即応性を損ねない範囲で、やや厳しい手続

的規制が設けられている。ガイダンスとは

いえ、監督官による合法性監督に際しても

違法性の判断規準として参照されるなどの

意味で、日本の解釈例規とも重複する性格

を持つことの証左といえよう。すなわち、

HSE は、少なくとも法律並に強い法的効力

を持つ安全衛生規則に併せ、即応性、網羅

性に加え、実質的な法的効力を有する実施

準則のコントロール権限を付与されている、

ということになる。 

 

１.４ MS（ストレス管理基準） 

１.４.１ 概要 

HSE は、職域における作業関連ストレス

問題対策として、他の利害関係者の関与を

得て、ストレス管理基準（MS）を用いたア

プローチ手法を開発し、その普及促進を図
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っている。これは、職場内で遵守すること

で、高レベルの健康、厚生水準と組織的な

パフォーマンスの実現が図られるような一

連の条件を設定したものである。要は、一

般の法令のように、要件（～をせねばなら

ない）や禁止事項（～してはならない）を

定めて強制するのではなく、ストレス管理

の観点で理想的な条件を列挙し、実際の条

件との乖離、適合状況を自主的にチェック

してその結果を対策に活用するサイクル

（手続）を構築させることにより、少しで

も列挙された理想条件に近づけようとする

仕組みである。 

この基準を用いた取り組みを MSA

（Management Standards approach）とい

い、それを通じ、組織内で、作業関連スト

レスに起因する災害疾病の予防や、組織と

個人双方の健康と厚生水準の促進の役割を

担う者への支援となるよう設計されている

２１。 

 この基準が重点を置いているのは、以下

のことがらである。 

 

１）リスク調査アプローチ 

２）質の高いストレス管理 

３）治療より予防 

４）個人的アプローチから集団的アプロー

チへのシフト 

５）活用可能な 良の証拠（ the best 

available evidence）に基づくこと２２ 

 

 MSA には、２つの基本的側面がある。１

つは、リスク管理の方法論としての側面、

もう１つは、リスク調査のモデルとしての

側面である。このうちリスク調査モデルは、

６ つ の 領 域 （ domain ） ま た は 尺 度

（dimension）として機能するよう主要な

心理社会的危険源を列挙した体系的分類の

形式を採っている２３。先述した通り、６つ

の危険源の類型は、リスク管理プロセスを

通じて達成されるべき望ましい状態を示す

一連の基準という形式で示されてきた。と

はいえ、この基準をもって、当該組織が今

現在講じている措置の有効性を測定したり、

その効果を調査する指標たり得るかについ

ては議論がある２４。 

 MSA は、HSE が提供するストレス対策

のための「道具箱（toolbox）」の中でも主

軸をなしている。この道具箱は、いまや、

組織の人事管理能力、個別的なメンタルヘ

ルス対策に関するその他の取り組みを含む

ところまで、その機能を拡大してきている。

こうした機能拡大により、MSA の機能は、

既に実現している１次予防戦略に、２次予

防や３次予防戦略を加えるところまで拡大

するとの予測も示されている２５。 

 HSE の MS 計画は、これまでに、全国的

に３段階で展開されて来た。第１は、「戦略

的な実施計画（SiP1）」の段階、第２は、「健

康な職場づくりのための問題解決（SiP2）」

の段階、第３は、「より幅広い実施計画

（SiP3）」の段階である。この過程を通じ、

既に大量の関連情報が蓄積されている

２６２７。 

 なお、HSE は、Web サイトを通じて、組

織内の作業関連ストレスに関するリスクア

セスメントの実施責任者向けの情報を盛り

込んだ MS の実施手引き（toolkit）を提供

している。加えて、MSA を通じて組織の支

援を行うためのツール（①HSE 版評価ツー

ル[The HSE indicator tool]、②HSE 版分

析ツール[The HSE analysis tool]。両ツー
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ルには、ユーザーマニュアルが添付されて

いる）やケーススタディ、ガイダンスも Web

サイトで提供している２８。 

 なお、２０１２年５月に発刊された

Daniels らによる 新著作２９の第１節では、

MSについて以下のように説明されている。 

 

 ・WHO（World Health Organization）、

ILO （ International Labour 

Organization）、EU（European Union）

は、イギリスが MSA を実施する以前から、

ストレス要因を調査し、それを根源的に除

去するための予防措置を実施する必要性

を強調するガイダンスを公表していた

（ETUC、ILO、Leka ら３０）。このガイダ

ンスには既に、職務の性格に関わる問題

（adverse job characteristics）は、職場に

おける不快感（poor well-being）や不調の

リスク要因となる、との考え方が盛り込ま

れていた（MacKay ら３１）。例示されたも

のの中には、①高レベルの要求、②低レベ

ルの裁量、③同僚からの低水準の支援と、

④ 役 割 の 不 明 確 さ が 含 ま れ て い る

（Cousins ら３２）。こうした職務の性格に

関する問題は、ストレス関連問題のリスク

要因とみなされて来たため、心理社会的な

危険源と認識されるようになっている。そ

うした職務の性格は、まるで労働環境の客

観的な特徴であるかのように取り扱われ

てきた（Mackay ら３３）。仕事上の性格を

労働環境の客観的側面として取り扱うこ

とで、そうした問題がリスクマネジメント

の対象となるその他の安全衛生上のリス

クと同様に扱われ得ることとなる（Cox ら

３４）。 

 このようなストレス管理手法は、極めて

洗練された手法を政策として実現させた。

それが作業関連ストレスを対象とした MS

である（HSE、Mackay ら３５）。国家レベ

ルでそのような取り組みを実施した例は

珍しく、その先駆性のゆえに、・・・手続

き上の問題も生じる。MS は、６つの心理

社会的な危険源（①仕事上の要求、②仕事

上の裁量、③支援、④職場の人間関係、⑤

役割の明確性、⑥変化の管理）の規制を行

おうとするものである。MS は、①使用者

が労働者にかかる心理社会的危険源を調

査するための質問紙（評価ツールと呼ばれ

る（http://www.hse.gov.uk/stress/ 

standards/pdfs/indicatortool.pdf))、②危

険源が特定された際に講じるべき手続、③

評価ツールで指標化された達成されるべ

き目的を提供している（Cousins ら、

Mackay ら３６）。もっとも、MS を遵守す

ることと HSE の評価ツールの活用は必ず

しも一致せず、他の調査ツールの活用も、

同じ目的と効果が見込まれる限り許され

る。MS は、法的強制力をもたない。その

根拠となる規制の枠組み（が要件としてい

るの）は、職場の諸要素から生じるリスク

を調査し、そのリスクから生じ得る効果を

低減することに限られている。MS は、リ

スク調査を組織的な行動へと移行させる

ための段階的かつ参加型の問題解決手法

である３７。 

 MSA は、イギリス本土において、２０

０４年末に開始された。MSA の普及およ

び組織による作業関連ストレス対策を推

進するため、様々な介入が試みられた。３

年間にわたり、作業関連ストレスは国家と

しての優先的な計画の対象とされ、複数の

実験・実施計画が実行された。HSE が MS
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の導入に際して設定した目的は、各組織が

作業関連ストレス対策（すなわちストレス

に関連する事件や疾病休業を減少させる

こと）に際して優れた管理を実践できるよ

うに支援することであった３８。 

 MS には、数多くの長所がある。その第

１は、 新の科学的証拠のレビューに基づ

いた基準の開発であり（Rick ら３９）、第２

は、支援（care）的要素、第３は、細部へ

の注目、第４は、運用への多様な利害関係

者の関与である（Cousins ら４０）。その他、

MS には、組織が国内・EU の精神衛生や

厚生水準にかかる安全衛生規制を遵守す

ることを容易にする面、診断（：調査によ

る問題の特定）をベースとし、問題解決志

向であり、かつ参加型である等の面がある

（Kompier４１）４２。 

 MS の良し悪しを評価するには、３つの

レベルがあり得る。第１は、MS に関連す

る政策の進展や全国統計を尺度とするも

の、第２は、MS の運用に伴う実務家の経

験の調査結果を尺度とするもの、第３は、

MS の基礎となる仮説の検証結果を尺度と

するものである４３。 

 

１.４.２ 背景 

１.４.２.１ 背景思想 

MSA は、HSE により、労働者が遭遇な

いし愁訴する作業関連ストレスを低減する

ために開発されたものであり、その一般的

な目的は、ストレス関連疾患により休業す

る労働者やストレスに晒された経験から充

分な職務遂行を果たし得なくなる労働者の

数を減少させることにある。MSA の役割は、

管理者に対してそれを達成するのに必要な

情報、手続、ツールを提供することにある。

また、証拠に基づき、かつリスク管理手法

を活用し、（管理者とその他の被用者間の）

協働作業を通じた問題解決による労働衛生

管理の模範的な実践モデル（good practice）

を示す意図で採用されたアプローチである

４４。 

HSE が２００１年に公刊した「リスク軽

減、被災防止」と称する報告書（Reducing 

Risks, Protecting People（R2P2）, 2001）

には、HSE による健康上のリスク管理手法

の基底にある思想が示されている４５。

R2P2 は、HSE が自ら策定する規則を実効

的かつ妥当なものとするために設置した規

則改善専門委員会（Better Regulation Task 

Force）が示した以下の５原則に従っている。 

 

１）開放性と透明性 

２）結果についての説明責任 

３）均衡性 

４）一貫性 

５）明確な目標の設定 

 

そしてその中心的な目的は、HSE が

（HSC４６に代わって）リスク管理措置に関

する決定を行う際の手続と基本原則を明ら

かにすることにある４７。 

R2P2 は３部構成となっており、第１部

にはその目的が記載されている。第２部で

は、HSWA 導入以後に蓄積されたリスク及

びリスク管理に関する知見についてレビュ

ーされており、特に、以下のことがらにつ

いて議論が展開されている。 

１）人びとのリスクに関する認識の拡

大、個人的な懸念（個人が察知する危害）

及び社会的な懸念（強い恐怖感をもたらす

リスク、ふだんなじみのないリスク、現実
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化すると多数の犠牲者をもたらしたり、特

に脆弱性の強い特定の人びとに危害が及

ぶようなリスクに対する社会政策的な対

応） 

２）（国際化、多様化、「リスク」の意味

に関する法的判断などの）規定的な環境変

化 

３）事業状況の変化 

４）社会における指向性、価値観、期待

の変化 

 

第３部では、HSC および HSE を対象に

決定・判断の枠組みを提供している。これ

は以下の６つの反復的なステージによって

構成されており、利害関係者は、その全て

の段階に積極的に関与する仕組みとなって

いる。 

 

１）HSC および HSE が扱うべき問題か

否かを決定する 

２）問題を定義し、特徴を描出する 

３）問題に対応し得る方策の選択肢とそ

れを採用するメリットを精査する 

４）問題に対する一連の対応策を採用す

る 

５）決定事項を実施する 

６）採用した措置の効果を評価し、必要

に応じて当初の決定を見直す 

 

このうち４）のステージの適正化は、特

に重要と解されている。R2P2 には、その

適正化の鍵は、あるリスクが、①受け入れ

不可能か、②何とか堪え得る範囲か、③お

おむね可能か、の判断規準に関する理解の

ありようにある、と記載されている。この、

「リスクへの対応能力」の判断規準は、そ

もそも１９８８年に HSE が公刊した出版

物（「原子力発電所におけるリスクへの対応

能力」（The Tolerability of Risk from 

Nuclear Power Stations））で示されたもの

である。 

HSE の長官は、R2P2 が公刊された２０

０１年に、全職員に向けて、以上の枠組み

が職務上確実に遵守されるよう通達してい

る。また、R2P2 は、HSC および HSE の

意思決定に一貫性の確保を求めているので

（むろん、R2P2 は細部にわたり厳格な指

示を与えるものではなく、あくまで枠組み

にすぎないので、両者の判断が完全に一致

する必要はない）、やむを得ない事情がない

限り、上記プロセスの遵守が当然に期待さ

れる条件となっている４８。 

 

１.４.２.２ データ・学術的背景 

 本報告書内の白波瀬報告でも述べられて

いるように、とりわけ環境因や心因と精神

疾患との関係については自然科学的な解明

が不充分であり、メンタルヘルスにかかる

１次予防への投資と回収効果の関係につい

て不明瞭な事情はイギリスでも変わらない。 

 そこで、そうした条件下、同国では、ど

のような論理・論法で公的なストレス対策

が基礎づけられてきたのかについて、以下

で整理する。 

 

１.４.２.２.１ HSE 自身による説明～ス

トレスの定義とストレスが及ぼす負の影響

にかかる一般論～ 

HSE は、まず、ストレスの定義において、

相対的に心理学的な知見を採用した。例え

ば、HSE が 2007 年に公刊したガイダンス

には、ストレスについて、以下のように定
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義されている。 

す な わ ち 、「 過 重 負 荷 （ excessive 

pressures）や当該人物にかかるその他の要

求に対する人間の負の反応（ adverse 

reaction）であり、興奮をもたらし、よっ

てモチベーションを向上させ得るような負

荷と、負荷が過剰にわたる際に生じ得るス

トレスの間には明確な違いがある」、と４９。 

 周知の通り、ストレスに関するこのよう

な理解は、Nature 誌に掲載された Selye の

生理学・心理学的なストレス学説５０（の説

く定義）を端緒とし、Lazarus らによる心

理学的側面を強めた学説５１の定義を経て、

確立されてきたものである。 

 ガイダンスは、かような理解のうえに立

ち、以下のように述べている。 

 

HSE が MSA を開始した背景には、作

業関連ストレスが、職業性疾病、生産性の

低下、ヒューマンエラーの主要な原因であ

るばかりでなく、病気休職、職員の頻繁な

入れ替わり、パフォーマンスの低下や、ヒ

ューマンエラーによる災害の増加すら招

きかねない、との認識があった５２。 

すなわち、調査結果によれば、作業関連

ストレスは、次の観点で組織に負の影響を

もたらすことが明らかにされている５３。 

１）被用者の職務への従事 

２）職員のパフォーマンスや生産性 

３）ヒューマンエラーに起因する労働災害

４）職員の入れ替わりや休業 

５）勤怠水準 

６）職員の採用活動や定着 

７）顧客満足 

８）組織のイメージや評価 

９）訴訟リスク 

また、誰かが作業関連ストレスに関わる

疾病で長期間にわたって職場を離れると、

周囲の者の作業負荷やモラール（志気）に

大きな影響を及ぼしかねないことも認識

されていた５４。 

さらに、現在では、作業関連ストレスを

含め、長期間にわたる連続したストレス

は、負の健康影響をもたらすことについて

も、説得的な証拠が示されている。調査研

究成果からは、ストレスと以下のことがら

との強い関係が示されている５５。 

①心臓病、腰痛、頭痛、胃腸の障害の他、

様々な軽度の疾病 

②不安、抑うつ状態、集中力の喪失や判

断力の低下などの心理的効果 

その他、ストレスは、社会的な引きこも

り（social withdrawal）や、攻撃的行動、

アルコールや薬物の濫用、摂食障害、長時

間労働といった心身両面の健康や厚生水

準に負の影響を及ぼし得る行動を導く可

能性もある５６。 

 

１.４.２.２.２ HSE 自身による説明～

ストレスがもたらす負の影響に関する社会

調査データ等～ 

HSE のガイダンスには、作業関連ストレ

スがもたらす負の影響を示す具体的なデー

タについて、以下のような記載がある５７。 

 

１）７名に１名の割合で、その仕事が「か

なり」または「過剰に」ストレスフルであ

ると述べている（Psychological working 

conditions in Britain in 2007５８）。 

２）２００５年から２００６年にかけて

の１年間で、イギリス本土において、５０

万人弱の者が、自ら疾病に発展すると考え
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るレベルの作業関連ストレスに苛まれて

いるとの報告があった。 

３）『イギリス実地医家（UK General 

Practitioners:GPs）』によれば、ストレス

に関連する愁訴のうち もよくみられる

ものが、抑うつ状態（depression）や不安

（anxiety）であり、イギリス全土の労働

人口の２０パーセントがこのような不調

に苛まれているとされている。 

４）ストレスが休職に発展した場合、病

気休業期間の平均は３０．１日である

（Labour Force Survey 2005/06５９）。こ

の数値は、作業関連疾患一般による疾病休

業期間の平均日数（２１．２日）をはるか

に凌いでいる。 

５）２００５年から２００６年にかけて

の１年間に、ストレス、抑うつ状態や不安

により、トータルでほぼ１１００万の労働

日が失われている。 

 ６）２００３年に海外勤務について行わ

れた HSE の調査６０の結果、作業関連スト

レス要因の約７０パーセントが、ヒューマ

ンエラー（人的過失）により生じた労働災

害の潜在的な遠因となっていることが判

明した。 

 

１.４.２.２.３ 雇用問題研究所らのグル

ープによる報告書の示唆～精神的不調がも

たらす経済的損失の指摘～ 

 雇用問題研究所（The Institute for 

Employment Studies）が HSE に提出する

目的で作成し、２００９年に公刊された報

告書６１には、以下の通り、MSA の開始前

後のイギリスでの精神的不調の状況と、そ

れがもたらす経済的損失が示されている。 

 

 Lelliot ら６２に掲載された２００１年の

国 立 統 計 局 （ Office for National 

Statistics）の統計によれば、どの時点で

みても、イングランド（イギリス本国）の

生産年齢人口の６分の１が、精神的不調

（mental ill-health）に関連する兆候を経

験していた。これには、人間の生活機能に

影響を及ぼし得る、および／または休業を

も た ら し 得 る よ う な 、 不 眠 （ sleep 

problem ）、 疲 労 （ fatigue ）、 易 怒 性

（irritability）、強い不安感（worry）が含

まれる。作業に関連する精神的不調（不安、

抑うつ状態、ストレス状態と定義されるも

の）は、毎年１０５０万日の逸失労働日数

をもたらし、当該不調にり患した個人の平

均的な逸失労働日数は３０．１日と試算さ

れている６３。 

職業性ストレス（Occupational Stress）

は、イングランドの労働人口にとって も

一般的な作業に関連する精神衛生問題と

認識されてきた６４。精神的不調が個々の労

使双方にもたらす費用的負担は甚大であ

り、アブセンティズム（absenteeism：※

常習的な遅刻や欠勤による生産性の低下）

により雇用者が負担する費用は８４億ポ

ンド（※日本円で約１兆８０億円）、プレ

ゼンティズム（presenteeism：※疾病障害

り患者の（無理な）出勤による生産性の低

下））により雇用者が負担する費用は１５

４億ポンド（※日本円で約１兆８４８０億

円）にのぼると試算されている。 

 

１.４.２.２.４ ノッティンガム大学の研

究グループによる報告書の示唆～公衆衛生

疫学・組織論的観点の重要性の指摘～ 

ノッティンガム大学の研究グループは、
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HSE の委託研究を積極的に実施してきて

おり、少なくとも従前は、MSA の推進に積

極的な立場で、MSA の学術的背景としての

公衆衛生疫学・組織論的観点の重要性につ

いて、以下のように指摘していた。 

 

科学雑誌では、MSA が採用した調査モ

デルを支える理論とリスク管理の成功事

例を水平展開する手法の双方を一般的に

支持する多くの研究が公表されているが、

当該方法論を具体的に特定して、その有効

性（validity）と利便性（usefulness）を

直接調査したものは殆どない。僅かに存在

するものの殆どは、Cox ら６５によりイギリ

ス（UK）ノッティンガムで実施された開

発作業か、Kompier ら、Jansen ら６６によ

りオランダで実施された作業関連ストレ

ス へ の 段 階 的 取 り 組 み （ stepwise 

approach）に関連するものである。 

２００４年に Mackay ら、Cousin ら６７

による２編の論文が関連する解説書（特筆

さるべきものとして、Kompier ら６８およ

び MSA による公式の紹介が挙げられる）

と共に公表されて以降、その科学的根拠、

適応性及び利便性の観点から MSA の問題

点を指摘する論文が蓄積されてきている

６９。 

近年、心理社会的危険源へのばく露とス

トレス反応および健康影響の間の関係に

ついて、いくつもの権威あるレビューが発

表されている（例えば、Cox、Cox ら７０な

ど）。そして、こうした変数集団の間には

有意な、時には本質的な関係があることが

明らかになっている。しかし、よく論文等

でも指摘されるいくつかの概念上、方法論

上の理由から、その関係の本質や、何らか

の因果関係が示唆するものを特定するこ

とは困難である（Mackay ら、Kasl ら、

Cox ら、Karanika７１）。 

仮にそこに因果関係が存しない場合、心

理社会的なばく露への介入が集団の健康

改善という効果をもたらさない可能性が

高いため、因果関係が不明であることは軽

視できないとの主張がある（Macleod ら

７２）。しかし、この主張に充分な根拠があ

る と も い え な い 。 公 衆 衛 生 的 観 点

（ McPherson ７３ ） と 組 織 論 的 観 点

（Griffiths、Cox ら７４）の双方から、この

主張を支える自然科学的な認識体系（パラ

ダイム）は、組織への介入（方法）を特定

し評価するうえで も適切な方法ではな

いと示唆されている。公衆衛生領域に「金

科玉条的な基準（gold standard）」がない

ことは、適切な措置を講じないことの言い

訳にはならない（HM Treasury７５ ）。 

組織における生活の複雑さや流動的な

性格を前提にすれば、自然科学的な認識体

系に基づくデータを文字通りに受け取る

ことはできず、修正も可能であろう。また、

人為的操作のない変数集団において、線形

（≒連続的なもの）、非線形（≒非連続的

なもの）を含めて有意な相関関係を示すこ

とは可能であった。こうした状況は、作業

に関連した健康状態に関する確率的な多

因子アウトカムモデルとも共通する。むろ

ん、関連性の指摘は、介入を基礎とする共

同的問題解決手法にとっては充分な根拠

となろうが、組織横断的な比較の結果を容

易に導くには至らないであろう。したがっ

て、組織の全メンバーに適用できる簡便化

された質問紙方式のツール（ポピュレーシ

ョン・アプローチ）は、実務的な考慮によ

分担研究報告書（三柴 丈典）

－ 152 － 



って支持される。しかし、それが 適の戦

略であるか否かには未だ疑問が残る。その

ような取り組みは、挑戦的なものとならざ

るを得ず、組織や部門を横断する基準の

「意義」にかかる問題から、HSE の６つ

の領域にわたる調査モデルの信頼性、有効

性、実務的な利便性についての疑問が即座

に生じるし、他のモデルが存在し得ないか

などの疑問も避けられず、現に特定の部門

において幾つかは既に示されている

（Griffiths ら７６）。 

 

このように、MSA の推進に好意的な立場

の研究者からも、その自然科学的根拠が不

充分なこと自体は認められている。しかし、

HSE は、MS の開発に際して活用可能な

良の証拠（the best available evidence）に

基づくことを基本方針の１つとしており

７７、学術的根拠付けを放棄することはでき

ない。そこで、現段階では、公衆衛生学的

観点や組織論的観点、とりわけ疫学的観点

に拠ることでその実現が図られているが、

依然として克服すべき課題があるというこ

とであろう。例えば、HSE による 近の試

算では、ストレス、不安、抑うつ状態が、

作業に関連する傷病による逸失労働日数の

３分の１を占めており、新規疾病罹患者に

ついては、その３分の１を超えているとい

う７８。こうしたデータも、職域ストレス対

策推進の説得材料とはなり得るが、異論を

許さないといった性格のものではない。 

 

１.４.２.３ （法）政策的背景 

１.４.２.３.１ 国内事情 

１.４.２.３.１.１ 「福祉から就労へ」政

策との関係 

 １.４.６.２で後述する通り、イギリスで

は、２０００年代になると、メンタルヘル

ス問題は、労働者の生産非効率、休業、離

職などを招くほか、労働者の安全面での労

働災害の遠因となるとの調査報告７９が出

されるようになり、MSA を中心とするメン

タルヘルス対策が積極的に進められるよう

になったが、こうした動向の背景の１つに、

「福祉から就労へ（welfare-to-work）」政

策があった。 

すなわち、彼国の福祉給付は、主に、①

失業者向けの求職者給付、②生活困窮者向

けの生活扶助（所得扶助）、③就労能力喪失

者向けの就労不能給付（incapacity benefit）

（現在の雇用・支援給付（employment and 

support allowance））から成るが、うち①

は、１９９２年から２００８年に至る経済

成長により歴史的低水準に至り、②は、労

働党政権による一人親支援策などにより、

緩やかな減少傾向を示していた。他方、③

については、１９９０年代以降、受給者数

が増加傾向を示しており、その原因の１つ

に職域でのメンタルヘルス問題があると指

摘されて来ていた８０。 

 

１.４.２.３.１.２ 労働安全衛生政策と

しての展開 

もっとも、周知の通り、イギリスは、労

働安全衛生については、古くは工場法（１

８３３年制定）、その後は HSWA 制定の土

台となったローベンス報告（１９７２年）

などに遡る世界に先駆ける伝統を持ってお
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り、彼国におけるメンタルヘルス対策も、

こうした政策的流れを汲んでいる。 

そこで以下では、この領域での政策的展

開について述べる。 

 

１.４.２.３.１.２.１ MSA 開始以前の動向

８１ 
１.４.２.３.１.２.１.１ Cox レポー

ト 

 １９８０年代後半、HSE は、健康に及ぼ

すリスクのランク付けを実施し、その結果、

作業関連ストレスは、筋骨格系障害に次い

で、業務上の不調（ill-health）を招く２番

目の要素に位置づけられた。この結果を受

け、HSE は、Tom Cox 教授に作業関連スト

レスに関する文献のレビューを委託するな

どして、この問題への対策を本格化させた。

委託に際しては、現行の安全衛生法制度の

枠組みの中で、職務上のストレスの性格、

健康影響や、ストレス管理プログラムの性

格、効果に関する科学論文を概観すること

が求められた。 

 その成果をまとめた Cox, T.: Stress 

research and stress management: 

Putting theory to work. Sudbury: HSE 

Books, 1993（Cox, 1993）では、先ず、ス

トレスについて、客観的に認識可能な側面

と感情的な側面の双方から成る心理的状態

との理解が定着しつつあるとして、交流分

析的なアプローチに基づく既存のストレ

ス・モデルを採用した。その上で、ストレ

スが生じるプロセスの中に鍵となる要素

（ストレスを構成する一連の出来事

（event））があることについても、今や充

分な合意があり８２、その代表格の１つに職

務上の要求（demand）があるとした。これ

は、脅威（threat）、体力・気力・時間など

の個人的資源への圧迫（impact）その他個

人に通常機能以上の何かを求めるものとい

う意味で、客観的に過重と認識されるプロ

セスであって、一般に、個人の厚生水準に

影響を及ぼす（ストレス）反応の拡大をも

たらすものを意味する８３。 

 たしかに、この時点で既に、要求に対す

る個体側の評価や受け止め方、ストレス・

コーピングの問題を指摘する見解も存在し

た８４。また、そもそも組織のシステムとい

うものは、組織リーダーによる一方的な作

用のみを頼みとするものではなく、自己効

力感のような個人的資質を拡大する能力を

統合するものであるはずで、そうした能力

は、組織側による職務設計の見直しや、変

化への対応によってもたらされる自律性の

拡大を活用する上でも重要な意味を持つ、

とする見解もあった。しかし、結局、こう

した見解が説くものは、特定の環境因の理

想的レベルと現実的レベルの相違の重要性

であって、環境因自体の否定ではなかった

８５。 

 なお、Cox レポートは、心理的なストレ

ス要因のみならず、心身両面のストレス要

因を統合し、職務の内容とその背景に着眼

して、そこに存する危険源（hazard）をベ

ースとした分類を行うと共に、リスク管理

にＰＤＣＡサイクルの概念（the concept of 

control cycle approach）を導入した。この

考え方は、HSE による雇用者の意識啓発の

ためのガイドライン（HSE: Stress at 

Work-A Guide for 

Employers.HS(G)116,1995(HSE,1995)）に

踏襲され、このガイドラインは、過剰な要

求は、被用者のストレス耐性を奪う可能性
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があることを強調すると共に、より優れた

職務適応を導く職務設計や効果的な教育訓

練のコンビネーションを通じて実現される

「遂行可能な職務（job that are ‘do-able’）」

という概念を導入することとなった。その

後、この手法は、更に改良され、「組織介入

のための基本的枠組（ frameworks for 

intervention）８６」に統合された８７。 

 Cox レポート及びその他複数の HSE の

補助を受けた調査研究から導かれた作業関

連ストレス要因の分類は、Management 

Standards（MS）と命名された、ストレス

管理の好事例の基準をまとめた草案の基礎

をなした。また、後述する１９９９年のデ

ィスカッション・ペーパーの公開の後、HSE

は一連のワーク・ショップを開催し、そこ

でその分類の実践面での課題について議論

した。さらに、既存の作業関連ストレスに

関する分類や、個々のストレス要因の相互

作用についてもレビューを行った。こうし

た調査や議論の結果、以下の７つのストレ

ス要因群への分類について、大筋の合意が

得られた。この考え方は、２００１年に公

表された HSE のガイダンス（ HSE: 

Tackling Work-related Stress: A 

Manager’s Guide to Improving and 

Maintaining Employee Health and 

Well-Being(HS(G)218),2001(HSE,2001)）

に反映されることとなった８８。 

 ①要求（仕事量、作業の型（パターン）、

職場環境を含む） 

 ②裁量（職務を遂行するうえで、当該被

用者がどの程度の発言権（say）を持つか） 

 ③支援（組織、ライン管理職、同僚によ

る励まし、援助、資金の提供などが含まれ

る） 

 ④職場における人間関係（紛争を避ける

ための積極的な取り組みの促進や、受け入

れがたい行為への対応が含まれる） 

 ⑤役割（就労者が組織内での自身の役割

を理解しているか、就労者が役割葛藤に陥

らない状態を組織が確保しているか） 

 ⑥変化（（大小を問わず）組織的な変化が、

当該組織内でどのように管理され、伝達さ

れているか） 

 ⑦文化（組織による運営管理手法及び公

正で開放的な手続） 

 もっとも、以上のストレス要因群のうち

⑦文化だけは、後の基準の開発作業の過程

で、他の要因群とは異質である（＊指標化、

測定共に困難との趣旨と思われる（報告

者））との理由から削除され、他の６つの要

因群に要素として吸収されることとなった

８９。 

 なお、２００１年の HSE のガイダンスで

は、以下の５段階のアプローチを用いたリ

スク管理の概念が導入された。これは、あ

らゆる安全衛生上の危険源に有効な手法と

して提案され、作業関連ストレス対策でも

採用されるべきとされている９０。 

 ステップ１：危険源の調査 

 ステップ２：危険源にばく露する人物と

その機序の特定 

 ステップ３：リスク評価と従前の対策の

実効性の確定 

 ステップ４：（対策の過程と効果の）記録 

 ステップ５：必要な場合の評価の見直し 

 

１.４.２.３.１.２.１.２ HSE・HSC

が進めた主な手続 

 １９９９年に公表された HSE のレポー

トによれば、作業関連ストレスにより雇用
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者が負担する費用は、１年に３億５３００

万ポンド（＊日本円で約４２３億６０００

万円）から３億８１００万ポンド（＊同じ

く約４５７億２０００万円）にのぼり、社

会全体のコストは、３７億ポンド（＊同じ

く約４４４０億円）から３８億ポンド（＊

同じく約４５６０億円）にのぼると推計さ

れていた９１。また、この推計の実施以後、

MS 開始直前の２００２年までに、作業関

連ストレスによる逸失労働日数の推計値は、

約２倍にまで膨らんでいた９２。 

 こうしたデータを基礎に、何らかの対抗

施策が必要との認識が拡がり、イギリス全

土の安全衛生問題の監理責任を負う HSE

が、国家の労働衛生にかかる全ての負担の

軽減を目標に、作業ストレス対策をリード

することとなった。 

 先ず、１９９９年４月から６月にかけて

公開型の聴聞会（ public consultation 

exercise）が開催され、その結果がディスカ

ッション・ペーパーにまとめられた

（HSE:Managing Stress at Work, 1999

（HSE,1999））。同文書には、数多くの斬新

かつ実施可能な対応策が盛り込まれ、その

中には行為準則を策定すべきとする提案も

含まれていた。この際、所見を述べた者の

殆どは、職場のストレスは、労働安全衛生

ないし厚生水準の問題であり、現行のイギ

リスの規制枠組の下で取り扱われるべき課

題とする点では一致していた。また、多く

の者が、対策に際して、行為準則を活用す

べきであり、そこに問題対応のノウハウを

書き込むべきと考えていた。結果的に、HSC

は、この課題へのアプローチに際して、行

為準則を用いて（間接的とはいえ）強制を

かけるには、不確実性を伴うと考え、その

時点での実行はしないこととしたが、将来

的にその必要性が生じる可能性を踏まえ、

経過を観察することとした。HSC は、スト

レス管理について勧告を発するには、科学

的、実践的な面での障害があることも認識

していた。それには、①用語の定義や理論

面での合意が存在しないこと、②介入の効

果に関する研究が殆ど存しないこと、③措

置の実施に消極姿勢をとるライン管理職が

多かったこと、などが含まれていた９３。 

 こうした障害に直面して、HSC は、作業

関連ストレス対策を、向こう１０年間の優

先的取り組み課題の一環と位置づけた。そ

の第一目的は、一定のストレス要因を射程

に収めた、明確かつ関係者（特に雇用者）

の納得に足る好事例の基準を開発すること、

すなわち、雇用者に何が期待されるかを明

確にできるような基準を開発することにあ

った。労働者の安全衛生や厚生水準の確保

と共に組織的な効用（＊生産性）の拡大を

図ることも、この基準に求められる課題の

一つであった９４。 

 具体的な基準の策定に当たり、HSC は、

解決すべき課題として以下の５項目を設定

した。 

 ①基準が具体的に意味するものは何か

（問題管理のプロセスか、達成されるべき

成果か、あるいはその双方か） 

 ②幅広い雇用者に対し、いかにして適用

可能性を担保するか 

 ③主なストレス要因の同定と、相関関係

等の解明 

 ④利害関係者（stakeholders）の役割を

含めた、基準の開発プロセス 

 ⑤個々の組織が基準に照らして自身の取

り組み成果を評価する手法 
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 その後、図１（後掲）の⑥以降の展開を

経て、MS の成案の公開に至った。 

 

１.４.２.３.１.２.１.３ 科学的な議

論経過①～３つのキーワードについ

て～ 

 以下では、MS の開発に際してなされた

科学的議論の系譜を辿る。 

 その前提として、Mackay et al.,2004 に

示された３つのキーワードに関する解説を

紹介する。 

 

 ①危険源（Hazards）：身体的なもの、

心理社会的なもの、またはその両者を含

め、職場にある要素のうち、人間に危害ま

たは受け入れがたい結果をもたらす可能

性を持つもの。このうち心理社会的要因

は、職務の設計、組織や作業管理のありよ

うと関連が深く、現段階の知見では、個々

人の人格や行動特性、職場外の社会的要

素、コーピングのありよう、情動の消極性、

家族状況や社会経済的位置づけなどとは

関係しないと解されている。こうした理解

を踏まえ、Cox,1993 は、心理社会的危険

源を、職務内容、労働組織や作業管理、環

境ないし組織的条件のうち心理社会的、身

体的危害をもたらし得るものと定義して

いる９５。 

 ②危害（Harm）：被用者の健康影響の

類型またはそうした性格を持つもの。危害

という以上、ある程度、重大（acute）か、

慢性的（chronic）なものであって、心身

両面の効果や機能に関係するものでなけ

ればならない。Mackay,2004 の執筆当時、

職場のストレスとの関連性が一般に指摘

されていた身体的効果には、心臓病やメタ

ボリック・シンドロームなどがあり９６、

精神的な効果には、不安や抑うつ状態など

があるが、その重篤さは区々多様である。

また、ごく 近（２０００年）には、職場

のストレスによる心身への効果が、共通の

生物学的経路を辿る可能性を示唆する研

究成果が発表されている９７。 

 なお、危害という用語は、被用者個人へ

の健康影響とは別に、疾病休業や職務上の

ミス、パフォーマンスの低下など、組織へ

の影響を意味する場合もある。 

 ③リスク（Risk）：危険源へのばく露が

危害をもたらす可能性。なお、あらゆる予

防措置は、ばく露レベルを危険源が表面化

するレベル以下に抑えるよう目標設定さ

れねばならない。 

  

１.４.２.３.１.２.１.４ 科学的な議

論経過②～心理社会的危険源と危害

の関係について～ 

 British Medical Journal に掲載されたレ

ビュー９８によれば、２０００年の時点で既

に、リスク要因と疾病の関係を裏付けるエ

ビデンスの確証度を評価する仕組みや、介

入効果の科学的エビデンスの質を評価する

場は、数多く存在していた。これらが指標

化するエビデンスの中には、無作為抽出さ

れ、臨床的にコントロールされた試験デー

タを体系的に整理分析したものから、権威

ある研究者の見解、臨床的な経験則、記述

的研究、専門家会合の報告に至るまで、さ

まざまなレベルのものがあった９９。 

 そうした条件下、作業関連ストレスにつ

いては、作業上の要因と不調の関係性を説

得的に示す研究は極めて多数あるものの、

そうした研究が依拠するデータの解釈とい
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う点では、例えば、特定の作業上の要因が

特定の健康上の影響をもたらすといった因

果関係の証明を結論づけるには、多くの文

献が示唆する方法論的問題があった。そし

て、両者の因果関係が明確にならなければ、

たとえ心理社会的ストレス要因へのばく露

に介入したとしても、労働者の健康に寄与

するとは限らなくなる以上、その問題は軽

視できない、との見解もあった１００。しか

し、公衆衛生的観点１０１や組織の健康の観

点１０２からこの問題に取り組んできた論者

からは、上記のような評価システムの背景

にある臨床医学的、自然科学的なパラダイ

ムは、労働組織への介入効果を判定するに

は適応せず、公衆衛生領域で質の高いデー

タが存しないことは、何の措置も講じない

ことの方便にはならない１０３、と指摘され

ていた１０４。 

 当時の心理社会的危険源と特定の危害の

因果関係に関するエビデンスは、２つの領

域に跨がっていた。うち一方は、実際の職

業生活で通常経験する労働条件、職務遂行

に関する経験則の調査から得られたもの、

他方は、生物学的な経路ないし機序の調査

から得られたものであった。人体を対象と

する研究で得られたデータの蓄積もあるが、

その殆どは（必ずしもそれに限られるわけ

ではないが、）疫学的調査に基礎を置くもの

であった１０５。それには、ラボ（実験室）

で調査されたもの、一定の労働環境を再現

して調査されたもの、フィールド調査によ

るもの、臨床報告によるもの、事例検討（ケ

ース・スタディ）資料に基づくものなどが

含まれていた１０６。 

 以下、類型ごとに当時のエビデンスの集

積状況を整理する。 

 

１）生物学的エビデンス 

 MS の開発時点で既に、ストレスと様々

な病態間を結び付ける生物学的機序が幾通

りも存在することを示すエビデンスが少な

からず存在した。そうした文献を一通り概

観 し た も の と し て 、 Brunner et 

al.,2002 １０７ 、 McEwan,2000 １０８ 、

Sapolsky,2003１０９などが挙げられるが、そ

れらを要約すると、心理社会的要因と特定

の健康影響の関係にあるメカニズムと考え

られるものには、概ね以下のようなものが

あった１１０。 

 ①ストレスによるホメオスタシス（：恒

常的機能）及びアロスタシス（：環境反応

的機能）両面での変化 

 ②神経内分泌や自律神経機能の変化 

 ③メタボリック・シンドロームの増悪や

インスリン抵抗性の進展 

 ④血液凝固機能の低下 

 ⑤感染症への罹患を媒体する炎症や免疫

応答 

 ⑥不安、過覚醒（不眠）、危険行動などの

心理的メカニズム 

 

２）疫学的・心理社会学的エビデンス 

 １.４.２.３.１.２.１.１で挙示した要素に

代表される心理社会的要因については、そ

の全てについて、労働と精神・身体的機能

障害の関係を裏付ける機序の存在が認めら

れていた（以下の枠内を参照）。ここでいう

障害には、精神衛生、一般的な身体的健康、

免疫機能、血圧レベルに関するものが含ま

れていた１１１。 

 作業上のストレスの概念化を試みた初期

の研究では、その背景に、被用者が持つ技
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術や能力と職務上の要求の齟齬、被用者に

設定される目標とその価値の齟齬があるこ

とが強調されていた。こうした知見に基づ

き、過重な業務（overload）、役割の不明確

さ（role ambiguity）、求められる役割間の

葛藤（conflicting role demands）などをも

たらす「人間－環境間の不適応」という概

念が構成された。「人間－環境間の不適応」

概念、とりわけ役割の不明確さや役割葛藤

は、数多くの調査研究で検証された。また、

その過程で、職場における個別的な人間関

係（上司、同僚、部下との関係）の重要性

も浮かび上がって来た１１２。 

 そ の 後 、 Karasek,1979 １１３ が 、

Demand-Control モデルを打ち出した。こ

れは、客観的な職務上の要求と被用者がそ

の要求に応える際に持つ決定上の裁量の相

関関係に焦点を当てたものである１１４。ま

た、このモデルを洗練する過程で、上司及

び同僚による支援の重要性が認識されるよ

うになった１１５。このモデルの開発前には、

社会的支援が人間の健康に及ぼす影響に関

する調査に研究者の関心が集中していたが、

このモデルの登場後には、職務に関連する

要素が個人や組織の成果に及ぼす影響に関

する新たなデータが、文献の中で蓄積され

ていった。それと同時に、これら２つのア

プローチ（①社会的支援が人間の健康に与

える影響、②職務に関連する要素が個人・

組織の成果に及ぼす影響）を統合する実験

的試みもなされるようになっていった１１６。 

 

 以下では、１.４.２.３.１.２.１.１で挙示

した６つの心理社会的要因の健康影響に関

する当時の主要な研究に関する Mackay et 

al,2004 の整理１１７を掲示する。 

 

（１）職務上の要求（Demand）と職務遂

行上の裁量（Control） 

 政府による２つの調査から得られたデ

ータの分析１１８から、職務上の要求レベル

の高さは、身体機能や精神疾患の「先行指

標（predictor）」となり、職務遂行上の裁

量の欠如は、アルコール依存のリスクと緩

やかな関連性を持つことが判明した。他

方、職務ないし職務遂行上の社会的支援や

裁量は、被用者の精神衛生や健康機能を保

護する効果を持ち、連続的な疾病休業のリ

スクを減少させる効果を持つことも判明

した。また、身体的な健康との関係に関す

る調査研究１１９の結果、職務上の要求の高

さ、職務遂行上の裁量の少なさと努力に対

する（様々な意味での）報酬の不均衡は、

冠状動脈性心疾患と関連することが判明

した。これらの効果は、喫煙や血圧などの

習慣的、慢性的なリスク要因では説明でき

ないものである。職場における社会的支援

を 好 例 と す る 「 職 務 の 性 格 （ work 

characteristics）」の質的低下が、男女双

方の精神衛生上の機能の悪化をもたらす

可能性が高いことも判明した。さらに、た

とえ職務の性格の変化が身体的機能や冠

状動脈性心疾患に及ぼす影響がさほど強

くない場合にも、身体的機能や慢性疾患に

長期的影響を与えることを示すエビデン

スも存在する１２０。 

 D-C モデルの検証を図る数多くの調査

をレビューした文献も、複数公表されてい

る。ここから、特に過重な仕事量などの職

務上の要求は、身体的、医学的な健康影響

を説明するうえで、本人の裁量（の有無や

程度）に関する認識と相関関係に立つとい
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う Karasek,1979 の仮説について、経験則

的な裏付けが複数あることが示唆される。

とはいえ、それを支えるエビデンスは、分

野横断的な研究に拠る傾向があり、要求と

裁量は、それぞれが別個にストレスに重要

な影響を与えるものであり、両者は必ずし

も相関関係にないとする批判もあった。そ

して、こうした批判は、大規模な前向きの

疫学的調査の結果、職務上の要求と職務遂

行上の裁量は、相関関係よりむしろ独自の

健康影響を持つとの傾向が示されたこと

で、一定の裏付けを得ることとなった

１２１。こうした事情を踏まえ、HSE は、

特に実践面の理由から、少なくとも現段階

では、MS の運用上、要求と裁量について

は、その主要な効果に基づく勧告を行うに

とどめている。 

 

（２）社会的支援（social support） 

 組織的な観点での調査研究を記した文

献において、「社会的支援」という用語は、

被用者と上司、同僚、家族、友人の関係の

可用性（availability）や質（quality）、彼

らから得られる能動的な配慮や職務上の

援助と定義されている。社会的支援全般に

そうだが、特に上司からの支援は、労働者

の成果や厚生水準にプラスの効果をもた

らすこと、ストレスによる不調への影響を

緩和し、健康管理にかかる費用の低減に役

立つことを示唆する文献もある。また、メ

タ分析では、社会的支援の可用性は、スト

レスや緊張を緩和し、ストレス要因へのば

く露の影響を抑制する等の効果を持つこ

とが判明した。 

 Selye,1974１２２は、他者と生活せねばな

らない状況は、人生の中でも もストレス

がかかる局面だと示唆していたが、労働生

活も然りである。なぜならば、相手が同僚、

上司、部下のいずれであろうと、職場にい

ることは他者との密接に関わることに他

ならないからである。この関係は、ストレ

スの要因にも支援の要因にもなり得る。

Arnold,Cooper,Robertson,1998１２３は、人

間関係の乏しさを、信頼関係の欠如、支援

の少なさ、職場問題への取り組みへの関心

不 足 を 含 む も の と 定 義 し て い る 。

Quick,Quick,1984１２４は、職場の体制的関

係性に由来する５つの人間関係面でのス

トレス要因（①設定された立場と個性や適

性の不調和、②接触関係の（過剰な）濃密

度、③他者に不快感を与える人格、④リー

ダーシップのありよう、⑤集団的圧力）を

同定した。このような変数（variables）に

関連するものとして、一般に、被害者に著

しい苦痛を与えると認識されている職場

でのいじめ（bullying）や暴力（violence）

がある。たしかに、こうした関係性にかか

る変数とストレスや健康の関係を明確に

象（かたど）る研究は少ないが、裁判に発

展したストレスに関する事件に、当事者の

初の不満の基礎となる何らかの人間関

係面での障害（困難、問題）が含まれてい

ることが多いことは、我々の観察から明ら

か で あ る 。 さ ら に 、

Mayhew,Chappell,2003１２５は、いじめや

暴力は、個人レベルと組織レベル双方の費

用を発生させると論じている。彼らの論述

は、被害者のうち４割は、誰にも助けを求

めず、いじめが継続すると、就業への意欲

を失い、終には組織を去る、という調査結

果（エビデンス）に依拠している。 

 同様に、看護職のいじめについて調査し
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た Birman,1999１２６は、いじめは、看護職

の人手不足の重要な要因であると報告し、

Quine,1999１２７は、いじめの愁訴に対して

早期対応を怠る保健機関（看護職の雇用

者）は、却って高いコストを支払うことに

なりかねない、と警告している。この指摘

は、保健業種に限らず妥当する可能性が高

い。 

 

（３）役割の不明確さ（role ambiguity）

 「役割の不明確さ」は、そもそも、ある

者が遂行した役割がもたらす結果の予測

可能性が欠けている状態を示す用語であ

った。後のモデルは、その定義を、役割の

遂行に必要な情報が欠けている状態を含

むようになった。その結果、この構成概念

の典型的な指標は、役割に沿った行動にか

かる予測不可能性と情報の欠如の双方を

測るものとなった。そして、数多くの調査

研究が、具体化された職務上の役割の不明

確さと高レベルの心理的負荷の間の持続

的関係性を論証してきた。同様に、特定の

人物への相矛盾する要求を意味する役割

葛藤が、自己申告による心理的負荷

（strain）のみならず、生理学的指標に悪

影響をもたらすことを示唆する研究もあ

る１２８。 

  

（４）組織的な変化（ organizational 

change） 

 「組織的な変化」は、今や、組織での生

活上、多くの者が直面するようになって来

ているストレス要因である。言うまでもな

く、（規模の大小を問わず）変化のプロセ

スの管理法や、その手法の適切さは、それ

に関係する人物の受容や経験に大きく影

響する。ストレスと変化の関連性を示す報

告は、組織が効率的に変化を管理する上で

大きな困難を抱える、という事実に裏付け

を得ている。現実に、組織の改変計画が失

敗に終わった例を示す文献は枚挙に暇が

ない。ストレスは、多くの組織的変化が、

「合理化」の要請から強制されるところに

発生している。ここで「合理化」とは、雇

用不安や、少ない人員への負担増（＊より

少ない人員でより多くの職務を遂行させ

ようとするところに生じる負担の増加）を

伴う人員削減を意味する。現在、変化の管

理に関する様々なモデルが開発されて来

ているが、その殆どは、１９４０～５０年

代に、アメリカで Kurt Lewin が行った研

究を実質的な基礎としている。組織的変化

とストレスの関係について、HSE の MSA

（Management Standards’ Approach）

は、組織の改編管理計画の策定・運用に際

しては、Clarke,1994１２９が述べるように、

開始から終了まで、被用者とのボトムアッ

プ型の協議を実施すべきと強く推奨して

いる。 

 

３）文献が示唆するその他のエビデン

ス 

３－１）体系的な文献レビュー 

 MSの開発段階にあった２０００年前後、

職場の心理社会的ストレス要因による健康

等への影響に関する公表文献を対象とする

体系的レビューが、数多く実施されていた

１３０。そのうち、Rick et al.,2002 は、HSE

から、MS の普及を支える科学的根拠の調

査を委託されたことを受けて実施された文

献レビューである。このレビューが着目し

たのは、①イギリス（UK）の労働者にかか
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る要求、裁量、支援と人間関係の側面がス

トレス要因たり得るか、②それらのストレ

ス要因が健康、厚生水準、労働生産性に及

ぼす効果、③それらのストレス要因がそう

した評価指標に影響する機序、④組織的な

活動がストレス要因による悪影響の低減や

健康の増進に貢献する程度、の４項目であ

った。そしてその結論は、この４項目のい

ずれについても、確たる回答を得るにはエ

ビデンスが不充分というものであった１３１。 

 いわく、調査対象となる組織や個人の「背

景・脈絡の重要性、また、あらゆる背景・

脈絡を通じて適用可能なエビデンスが相対

的に不足している状況を前提にすると、開

発された基準の全てについて、ストレス要

因が特定の個別的組織や組織の一部におい

てどのように問題を生じるか、そうした課

題の解決のために、個々の現場で何をなし

得るか、について現場の理解を誘う取り組

みが必要とされる。この文脈では、現場重

視の取り組みが、特に求められる。現代の

労働をめぐる事情の下では、職務の性格に

も相当の幅があるからである」、と（Rick et 

al.,2002 at 163）。 

 要は、現行の MS に沿ったリスクアセス

メント手法では、たとえ基準との相違とい

う意味での問題点は浮かび上がっても、そ

れが真に解決すべき問題か否か、仮にそう

だとしても、その対処法が分からず、それ

は個々の組織や集団の背景・特質に即した

現場重視の取り組みによって初めて明らか

になり、客観的検証の対象となり得る、と

の趣旨であろう。 

 なお、２００２年に HSE の補助を受けて

行われた組織的介入に関する研究には、プ

ロセスをベースとする取り組み１３２と、基

準をベースとする取り組み１３３の２種類が

あったが、両者共に、被用者のプロセスへ

の関与の少なさについて、批判的に指摘し

ていた１３４。 

 

３－２）職務設計における変化を射程

に収めた研究 

 従前より、推認されている心理社会的な

リスク要因が、疾病の発症や増悪との因果

関係に一定の介入を及ぼすことは確かだが、

当該リスク要因へのばく露制限が、疾病の

発症や増悪の可能性を低減させる効果が実

証される必要がある、との指摘がなされて

いた１３５。これまでに、職務の再設計（典

型 的 に は 非 実 験 的 手 法

（quasi-experimental design：実際には同

一主体ではないものについて、その客体の

個人属性を限りなく近い状態でマッチング

させる等の統計的処置を行いつつ、計量経

済学的手法を駆使して、プログラムへの参

加グループと非参加グループから成る比較

対象グループについての比較を行うことに

より、プログラム本来の効果を抽出すると

いった、自然科学のような実験が容易でな

い社会科学の分野において確立しつつある

評価手法のこと（伊藤実＝小倉一哉＝原ひ

ろみ＝堀晴彦＝勇上和史＝弓場美裕「労働

市場政策の効果に係る定量的評価の欧米に

おける先行研究についての調査」労働政策

研究報告書 No.L-4（２００４年）１０頁（堀

晴彦執筆部分））による設計）という形式で

の組織的介入が個々人の健康や組織的指標

に与えた影響について調査した、質の高い

事例研究が複数公表されて来た。これらの

研究には、そのいずれにも、重要な職務特

性（裁量、多様性、要求、役割葛藤など）
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や、精神的な不調状態（ psychological 

morbidity ： GHQ （ General Health 

Questionnaire）１３６による）、職務に関連

する心理的負荷（strain）や職務満足感に

関するデータが含まれていた。これらの研

究の示唆は、要約、職務設計が、作業シス

テムの内部に被用者の積極的関与（そもそ

も必要条件とされている）を得て導入され

ると、メンタルヘルスが著しく改善する、

というものであった。他方、より望ましい

状況からさほど望ましくない状況（同じ工

程を繰り返すような単純作業への再配置に

より、自律性や技術の多様性が低下する場

合など）への変化は、メンタルヘルスに重

大な障害をもたらす、とする事例研究もあ

った１３７。 

 また、異なったタイプの病室に看護学生

を配置して比較する実験的手法と、運転手

に課す作業量を減少させる実験的手法を用

いた研究の双方において、メンタルヘルス

における著しい変化が顕れた１３８。 

  

３－３）特論：心理社会的危険源に関

連する直接的・間接的効果 

 そもそも、心理社会的ストレス要因が効

果を現す機序はどのようなものか、という

点について、Brunner,2002１３９は、２つの

経路（pathway）が認められると論じてい

た。うち１つ目は、ストレス要因が、喫煙、

麻薬の使用、欠勤、特定の食べ物の過剰摂

取などの行動傾向に影響を及ぼすことによ

る間接的な経路であり、これらは、短期的

にはストレスへの対処を支援するが、長期

的には負の健康影響を及ぼしかねない、と

指摘していた。２つ目は、心理社会的な侵

襲や脅威への反応として、生理学的変化が

生じるという直接的な経路である１４０。 

 実際には、両経路は排他的なものではな

いが、健康管理政策の観点では、そのいず

れかに焦点を合わせることが、介入との関

係で意味を持つことが指摘されていた。た

とえば、裁量性の低い労働条件によりもた

らされる生理学的変化は、不適切なストレ

ス対処行動を通じ、不要な身体反応を下方

制御する効果をもたらす可能性がある。高

いレベルの要求が課される職務は、運動や、

少なくとも休養に専念できる自由時間を奪

う長時間労働をもたらす可能性がある１４１。

よって、一所（ひとところ）に焦点を合わ

せた介入により、副次的効果が期待される

と考えられた。 

 そして、政府による２つの調査から得ら

れたデータの分析１４２を含めた多数の調査

研究から抽出された実験的データにより、

①上記の両経路共に、心理社会的労働環境

と健康の間の重要な媒体となる、②アルコ

ールの過剰摂取のようなストレス対処法は、

裁量のような心理社会的ストレス要因と関

連する、という仮説が裏付けられていた

１４３。 

 

１.４.２.３.１.２.１.５ 科学的な議

論経過③～作業関連ストレスへのリ

スク・アセスメントアプローチの有

効性について～ 

 MS は、以上に述べて来た裏付けを背景

に開発されたにもかかわらず、１.４.５で詳

述するように、ナショナル・レベルでは、

確たる成果を認められていない。その原因

について、様々な指摘がなされているが、

その１つに、介入方法の妥当性、とりわけ

リスク・アセスメント手法の妥当性を指摘
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するものがある。この手法では、組織に存

在すると推定される心理社会的ストレス要

因を欠点として抽出し、個別的に手当（管

理）するサイクルを回転させていくことに

なるが、そうした手法では、経営者や管理

者、その他組織の構成員の心理的抵抗感を

招くほか、当該組織の脈絡や個性を捨象な

いし軽視し、優れた点まで圧殺してしまい

かねない、といったものがそれに当たる。 

 安全衛生へのヨーロッパ型のアプローチ

は、おおむね、上掲のイギリス（UK）の９

９年安全衛生管理規則が規定する「階層的

管理（hierarchy of control）」を好例として、

一次予防（primary prevention）の観念に

集約される１４４。階層的管理によるアプロ

ーチの要諦は、個別的措置より集団的措置

を重視する点にある。「安全衛生管理＝基準

（standards）型のアプローチを典型とする

管理手法の適用」との考え方は、職場で実

際に措置を推進する上で、それなりに有効

である。しかし、このアプローチには異論

も あ る 。 た と え ば 、 Rick and 

Briner,2000１４５は、ストレス発生の過程は、

本質的に心理学的なものである（特に、危

険源と危害の関係に不確実性がある）ため、

リスク・アセスメントやリスク・マネジメ

ントの手法が常に奏功するとは限らない、

と指摘していた。 

 そこで以下、改めて現行の MS が採用す

るリスク・アセスメントの仕組みを確認す

る（詳細は、１.４.３以下で詳述する）。 

 MSA のリスク・アセスメントにおいて、

「組織の現状」と「望ましい状態」を区別

する必要があることについては、既に述べ

た。「望ましい状態」は、一方で観念的な状

態と解し得るが、他方では「より客観的な

観点での」労働環境とも理解できる。ここ

で「より客観的な観点」という表現は、先

に触れた D(Demands)-C(Control)モデルに

関する文献でも用いられており、特定の職

務の性格にかかる 低基準を設定するため

の出発点であって、「達成されるべき状態」

と解することもできる。現に、組織心理学

や職務設計に関する文献には、そうした状

態に含まれるものがもたらす効用に関する

良質なエビデンスが示されていた。他方、

現実のレベルは、まさに調査作業従事者が

「現状（current situation）」と認識し得る

ものであり、リスク・アセスメントにより

具体化される。この具体化作業によって、

「現状」と「望ましい状態」間の比較が可

能になる。その比較は、労働者集団を対象

とする調査の集計データに基づいて行われ

ることになる１４６。 

 データの収集方法は様々だが、心理社会

的危険源に関する調査で用いられている標

準的なリスク・アセスメント手法は、おお

むね適切と評価されていた。ただし、MSA

開始前の時点で既に、その適切さを担保す

るには、いずれのアセスメント手法も、前

述した６つの重要なストレス要因に関する

新のエビデンスと、個々の組織の個性と

脈絡を捉えた現場志向のアプローチを反映

したものでなければならないと指摘されて

いた１４７。 

 リスク・アセスメントのその他の特徴と

して、雇用者によるリスク管理が特定され

た リ ス ク に 「 見 合 っ た も の

（commensurate）」となるよう確保する点

が挙げられる。リスク・アセスメントの原

則は、完全で理想的な状態より、実情に見

合い充分な状態の実現にある。特に業務上

分担研究報告書（三柴 丈典）

－ 164 － 



のストレス要因のアセスメントについては、

労働者の主体的な参加と関与の重要性を強

調する必要があると指摘されていた。リス

ク・アセスメントとマネジメントの手法は、

物理的リスクについては発達しているが、

心理社会的リスクについてはそう言い切れ

ない。しかし、Mackay et al.,2004 などの

積極派は、その基本原則の適用は可能と考

えていた１４８。但し、その際のリスク・ア

セスメントは、一定の確実性（安定性）を

もった特定の被用者集団を対象として、そ

の職務や労働条件に関わり、その集団の健

康や厚生水準との関係が立証可能な、何ら

かのストレス要因の同定を図るものでなけ

ればならない、とも指摘していた１４９。 

 

 

１.４.２.３.１.２.２ MSA 開始以後の

動向 

 別添図２参照。 

 

１.４.２.３.１.２.２.１ ２０１０年以

後の国家労働安全衛生戦略 

トニー・ブレア労働党政権下、MSA が開

始された２００４年に公表された「２０１

０年以後の国家労働安全衛生戦略（A 

strategy for workplace health and safety 

in Great Britain to 2010 and beyond））」

は、メンタルヘルス対策に直接言及しては

いないが、まさに世界をリードする安全衛

生対策の実施を宣言すると共に、作業関連

疾患対策の重要性や、労働者の健康が社会

的な利害得失に与える幅広い影響を指摘し

ていた。 

その概要は以下の通り。 

 

序章 

１）設定目標 

 我々の目標は、安全衛生は文明社会の基

礎であるとの認識を共有すると共に、その

認識に基づいて、世界をリードする労働安

全衛生の成果を成し遂げることにある。 

 

２）機関の使命 

 HSC および HSE の使命は、地方公共団

体と協働し、変化する職場に内在するリス

クの適切な管理を通じ、人びとの安全衛生

を守ることにある。 

 ①HSC および HSE の継続的目標 

 国民への情報やアドバイスの提供、国に

よる規制（法律・規則および行為準則など）

における目標設定の促進およびその確保、

調査の実施や促進、必要に応じ、法の強制

を通じて人びとを保護すること。 

 組織に高い安全衛生水準の採用と実効

的対策がもたらす社会経済的便益の認識

を促すこと。 

 災害危険を伴う主要な産業における重

大災害を防止するために、民間事業と協働

すること、また、これらの使命や目標を達

成するため、保有する資源活用の 適化を

図ること。 

 ②HSC および HSE の新たな目標 

 変容する経済情勢の下で、効果的な安全

衛生を確立・維持するための手法を開発

し、全ての雇用者がその責任を重く受け止

め、労働者の完全参加、リスクの適切な管

理が果たされるようにすること。 

 新しい、もしくは新たに顕在化する作業

に関連した健康問題への取り組みを強化

すること、また、安全衛生は、現代の競争

的な民間事業や公共部門の双方にとって
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不可分の要素であり、社会正義や社会的包

摂への貢献であるという、高いレベルの認

識と敬意を獲得すること、そして、先ずは

公共部門において、保有する資源の 適な

活用例を示すこと。 

 

第１章 連携関係の強化 

１）他者との連携により可能となる幅広

い目的への貢献 

我々は、適切に計画・実施された安全衛

生システムが、安全衛生を超えた、より広

い課題にもたらす貢献について、完全な認

識の共有を図ると共に、目指す目的のため

に、他の領域の方々の協力を得たい。 

我々は、我々自身の体制やその作用につ

いて精査し、効果的な共同作業に悪影響を

及ぼしている事情が認められれば修正す

る。 

我々は、以下の目的への貢献を拡大する

ため、より緊密な戦略的協働関係の展開を

図る。 

 ・雇用と生産性（手段：就業者の健康と

就労の維持） 

 ・教育（手段：早い時期からのリスク管

理についての適切な理解の促進） 

 ・健康とリハビリ（手段：国民の健康と

厚生水準への貢献、健康格差対策） 

 ・公共サービス改革（手段：公共部門の

疾病の削減および同部門のサービスの拡

大） 

 

 ２）HSE と地方公共団体の協働 

 我々は、地方公共団体と HSE の間の執

行責任の分担及び各業務の実情について、

詳しく観察してきたが、現時点で両者を区

分する実質的意味はないと言って良い。こ

うした重複構造は、複雑で分かり難く、事

業や労働者の実際的な必要性よりも、監督

取締側の都合による境界や取り組みに沿

ったものである。こうした構造は、HSE

と地方公共団体の協働の潜在能力を完全

に引き出すものではなく、我々は、その両

者が地方の取り組みと中央の取り組み双

方の価値について相互に理解し合い、緊密

な協働関係を築くことを望んでいる。特定

の産業や大規模組織であれば、中央で立案

された計画を通じてもたらされる国レベ

ルの取り組みから利益を得られるであろ

う。例として、HSE が主導する建設業安

全 衛 生 対 策 （ the construction 

programme）への地方公共団体の協力や、

全国展開する大規模小売店舗に対する地

方公共団体の働きかけの中央による調整

などが挙げられよう。その他の産業ないし

そこに内在する全ての問題については、地

方同士の共同計画、共同的な意思決定ない

し協働がマッチするであろう。その結果、

地方公共団体と HSE は、より理性的で相

互理解のある執行領域と合意された枠組

み内での合意された目標へ向けて、協働で

きるようになるだろう。 

 この新たな協働関係は、互いの姿勢と文

化の変容によって進展する。この関係の模

範を示すため、HSE と地方公共団体は、

現段階での成功事例の拡大を図ると共に、

教育訓練および知識経験の共有化のため

の仕組みの開発を行う予定である。 

 この新たな共同関係は、地方公共団体の

首長、HSE、HSC の署名を得た 高レベ

ルの文書で表明される予定である。我々

は、「HSE と地方公共団体間の運営連携委

員会（HELA）」を含め、現段階における
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HSE と地方公共団体の連携の枠組みの効

果と価値について、それらが新たな志に沿

ったものとなるよう適宜点検する予定で

ある。 

 

 看取できる特徴は以下の通り。 

 ①イギリスが、国家の威信をかけて労働

安全衛生政策に取り組む旨の強い決意が示

されている。その際、「安全衛生は文明社会

の基礎であるとの認識」がベースとなるこ

とが示されている。 

②変容する経済情勢の下での新たな安全

衛生対策の手法の開発の必要性が示されて

いる。その際、雇用者の責任意識、労働者

の完全参加、リスクの適切な管理が第１条

件となることが示されている。 

③②に関連して、作業関連疾患対策の強

化の必要性が示されている。そこでは、安

全衛生は、官民双方にとっての重大事であ

り、社会正義や社会的包摂への貢献である、

との理解がベースとなることが示されてい

る。また、その模範を公共部門が率先して

示すべきとされている。 

 ④直接的にメンタルヘルス対策に言及し

てはいないが、安全衛生対策は、狭義の安

全衛生のみならず、雇用と生産性、国民の

健康、教育、公共サービス改革など幅広い

課題に貢献することが示されている。 

 ⑤以上の理念を達成するため、HSE や

HSC といった中央機関と地方公共団体間

の縦割り行政から、戦略的な協働関係の構

築が必要となることが示されている。ただ

し、どちらかが他方（の機能）を吸収する

方途ではなく、あくまで双方の長所につい

ての理性的な相互理解を前提とした協働関

係が前提とされている。 

 

１.４.２.３.１.２.２.２ ブラック報告 

 この戦略の公表後、保健省と雇用年金省、

HSE は、それを具体的に実施に移す狙いも

あって、２００５年に「健康、労働と厚生

水準～私達の未来を考える～」（Health, 

Work and Well-Being –Caring for Our 

Future）と題する報告書を公表すると共に、

「健康、労働と厚生水準戦略」（Health, 

Work and Well-Being Strategy）をスター

トさせた（現在も active であり、専用の

Web サイト（http://www.dwp.gov.uk/ 

health-work-and-well-being/）に 新の活

動状況を含めた関連情報が掲載されてい

る）。 

 この戦略は、保健省、雇用年金省、HSE、

ウェールズ議会政府、スコットランド政府

間の横断的なパートナーシップであり、産

業保健に国民の注目を充分に向けさせ、よ

り多くの人びとが幸福で健康的に就労でき、

雇用の条件や機会の改善により、不調や障

害を抱える者も恩恵を受けられるようにす

ることを目的とするものであった。 

 本戦略の一環として、雇用年金省と保健

省は、共同して、産業保健の専門家であり、

この戦略の推進責任者（ the National 

Director for Health and Work）でもあった

キャロル・ブラック卿（Dame Carol Black）

に、（メンタル・ヘルス対策を含め）イギリ

スの産業保健政策に関する見直し案の策定

を委嘱し、同卿は、（ゴードン・ブラウン労

働党政権下の）２００８年３月１７日付け

で、両大臣に対して「もっと健康な明日の

た め に 」（ Working for Healthier 

Tomorrow）と題する報告書（以下、「ブラ

ック報告書」という）を提出した。 
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 この報告書は、導入部分で、労働自体が

労働者の心身の健康に与える正の影響、疾

病による社会的排除、貧困が子どもの健康

に与える影響、労働衛生の改善が社会全体

（経済成長、社会正義を含む）に与える正

の影響などを指摘したうえ、イギリス国民

全てが享受すべきベースラインとして、以

下の３つの視点を提示している。 

 ①疾病の予防と健康及び厚生水準の増進 

②健康状態の快復を図る者への早期介入 

③失業者の健康の改善（就労可能性を持

つ全ての者が、必要な支援を受けられるよ

うにすること） 

 その他、概要は以下の通り。 

 

 １）イギリスは長寿化しているが、主観

的な健康状態は必ずしも連動していない。

雇用率は相対的に高い水準にあるが、依然

約７％が就労不能給付を受給し、３％は疾

病により休業している。疾病は休業に至ら

なくても労働生産性を低下させる。 

 ２）喫煙率は低下傾向にあるが、依然２

２％が喫煙している。他方、肥満は急増し

ており、現在のペースでいくと、２０５０

年には男性の約９割、女性の約８割が肥満

状態となる。 

 ３）たしかに、生活習慣病罹患者が増え

ているが、休業・失業の主因ではなく、そ

れらの主因は、メンタルヘルス問題や筋骨

格系障害である。これは、タイムリーで適

切な診断や治療の機会の喪失とも連動し

ている。給付費用、保健にかかる追加費用、

税による補助などによる納税者負担は６

００億ポンド（約７兆５０００億円）にの

ぼり、その他、不調に関わる疾病休業や失

業による国の経済的な損失は、１０００億

ポンド（約１２兆５０００億円）に達し、

これは保健省の年間予算より大きく、ポル

トガル１国の予算に匹敵する。 

 ４）よって、労働力人口全体の健康と厚

生水準を改善する、すなわち健康的で活動

的な退職を確保し、社会的な包摂（取込）

を促進し、個人、雇用者及び国家全体に富

と繁栄をもたらすための取り組みは、極め

て有益である。 

 ５）現在求められているのは、労使双方

が、不調の予防の重要性のみでなく、職場

が健康や厚生水準を増進するために果た

し得る役割を認識する、という考え方のシ

フトである。国レベルでの大規模なアンケ

ート調査（Responses to the Call for 

Evidence）によれば、多くの雇用者が健

康・厚生水準の増進のための職場での取り

組みに投資して来たが、投資の事業面での

効果については、未だ不透明な面があると

されていた。しかし、本報告のためになさ

れた調査からは、健康・厚生水準増進計画

が全業種、全事業規模において経済的利益

をもたらすことを示す多くの証拠が判明

している。言い換えれば、「良い健康状態

こそが良い経営をもたらす（good health 

is good business）」ということである（※

下線は報告者が添付した）。 

 ６）雇用者の健康・厚生水準増進への投

資効果を示す具体的なモデルができれば、

雇用者の事業面での理解を促すことがで

き、安全衛生スタッフや労働組合の安全衛

生代表が存在するところでは、その役割も

拡大するであろうし、民間の専門支援機関

もその活動の幅を拡げられ、各企業（ごと

の事情）にカスタマイズされたサービスを

行うこととなり、特に中小企業には大きな
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意味を持つであろう。 

 ７）健康や厚生水準は、単に医療的な問

題ではない。被用者の従事する職務の性質

は、職務満足感、（物心両面にわたる）報

酬、裁量の観点からも非常に重要な意味を

持つ。ライン管理職の役割も鍵になる。優

れたライン管理は、良好な健康、厚生水準

およびパフォーマンスの改善をもたらし

得る。ライン管理職は、職責を果たすうえ

で支援を必要とする者を特定し、実際に支

援する役割、必要に応じてその職責を調整

する（：就業上の措置を講じる）役割も持

っている。 

 ８）健康状態の快復を図る者に対する就

業上の支援の改善に際しては、作業への適

合性をめぐる一般的認識の本質的な変化

が求められる。すなわち、１００％の適合

性が保証されない前提での労働は不適切

であり、そのような状態の者が通常の労働

に従事することは、その回復を妨げること

になる。雇用者は、疾病休業者の早期復職

を促進するうえで、大きな鍵を握る。休業

期間中、早い段階からの、定期的で、繊細

さを備えたコンタクトは、早期復帰を促進

する重要な要素となり得る。にもかかわら

ず、４割もの組織が、休業管理方針を一切

持っていない。 

 ９）疾病障害の問題に正面から取り組む

ことは、健康に問題を抱える人びとを職に

結び付け、定着させる上での鍵となる。こ

のことは、メンタルヘルス不調の状態にあ

る者に特に当てはまるが、実際には、多く

の組織が自身にできる貢献の価値を充分

に認識し得ていない。 

 １０）関係者の認識を変えるには、健康

への取り組みがもたらす効用（の調査や情

報提供）について公がより大きな関与を果

たしたり、働きがいのある仕事（good job）

を創出する要素や、健康に問題を抱える人

びとが就労を継続したり休業状態から復

職したりするために求める支援について

の期待値を高める必要がある。 

 労働と患者の健康の関係について理解

が不足していたり、産業保健スタッフの教

育研修においてその点に関するエビデン

スの伝達を怠ると、たとえ意欲自体は充分

に持っていても、彼らが患者に与える就業

に関するアドバイスも自然に慎重なもの

となり、結局、長期的には患者の利益にな

らないということになりかねない。 

 １１）産業保健専門職のリーダー達によ

って署名された先駆的な合意文書には、働

きがいのある仕事と良好な健康の関係促

進により深く関与すべきことが示されて

いる。また、この宣言は、産業保健スタッ

フが労働者に対して職務適応に関するア

ドバイスを提供するための支援をより充

実化させることが前提となるとしている。

 １２）これまで紙媒体で残していた疾病

記録（カルテ）を電子媒体（電子カルテ）

に代えることは、こうした取り組みに貢献

することになる。また、人びとができない

ことよりできることに着目することや、お

そらくは、雇用者と臨床医（患者の主治医）

とのコミュニケーションを改善すること

も同様の効果をもたらすであろう（※下線

は報告者が添付した）。 

 １３）昨今、多くの対象者にとって、早

期介入が短期間疾病休業の長期化や失業

への発展を防ぐのに役立つことを示す証

拠がどんどんと出て来ている。よって、仮

に現在計画中の新しい職務適応支援サー
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ビス（事例対応型、学際的アプローチに基

づくサービス）が実現すれば、疾病休業に

入ってから早い時期にある人びとに向け

た個別対応、アドバイス、ガイダンスを提

供することができるようになるだろう。現

実に、医療適応でない者も多いことを考え

れば、職務適応支援サービスに所属するケ

ース・マネージャーが、これまでとは異な

る、様々な種類の支援サービス機関（理学

療法（physiotherapy）やカウンセリング

（talking therapy）のような伝統的な保健

サービスはもちろん、経済・住宅など社会

的な問題に対するアドバイスや支援を含

んだサービスを実施する機関）に紹介する

こともできるようになるだろう。 

 １４）実際には、多くの雇用者が産業保

健を被用者に利用させる機会を提供せず、

結果として納税者や国家経済にかかるコ

スト負担が嵩み、保健省が以上のような産

業保健の介入の提供に取り組む上での強

い根拠が生じている。本報告書での分析か

ら、効果的な職務適応支援サービスがもた

らす経済的便益は、税収の増益、職場の生

産性向上、保険給付額の減少、保健省の費

用の削減を含め、相当額に達し得ることが

示唆される。この便益は、これらの支援サ

ービスの設置及び運営にかかる費用をは

るかに上回る。 

 １５）職務適応支援サービスのパイロッ

ト事業は、介入のタイミングや公共・民

間・ボランティアなどサービス提供者の組

みあわせといった面で、様々な形態のサー

ビスの提供を試みるべきである。そして、

当然のことながら、そうした事業の効果が

評価されるべきである。仮にその効果が認

められる場合、職務適応支援サービスは、

イギリス全土において、より効果の認めら

れないサービスより優先活用され、一部の

者に独占されるのではなく、全労働者の利

用が可能な条件が整備されねばならない。

 １６）この報告書に示された調査研究

は、イギリスに存する全労働力人口の健康

と厚生水準を支援するための新たなアプ

ローチを示すものである。この変化の実現

は、現在および今後生じるニーズに見合う

サービスを提供し得る産業保健スタッフ

の質量を確保できるか否かにかかってく

るであろう。そのため、彼らには適正な技

能、証拠に基づく業務、組織的な構成が求

められる（※下線は報告者が添付した）。

 １７）仮に我々が労働力人口を構成する

人びとの健康を支援する方法を本質的に

変えようと望むならば、産業保健を今現在

のような状況に直面させている数多くの

課題に取り組まねばならない。これには、

現在主流となっている健康管理、すなわち

作業中の健康管理のみに着目する姿勢、不

規則性、質のムラ、学問的基礎の後退に伴

う 作 業 の 質 量 の 低 下 （ diminishing 

workforce）や質の高いデータの欠如とい

った状況からの歴史的な転回が含まれる。

 １８）労働力人口への統一的なアプロー

チを進展させるには、産業保健を健康管理

業務の主流とする必要がある。臨床医（か

かりつけ医）も、全ての労働力人口のニー

ズをマッチングさせるうえで、公衆衛生

（予防医療）、一般診療、職業リハビリテ

ーションとより緊密に協働せねばならな

い。これは、明確な業務計画（ロードマッ

プ）、明確な基準及び全てのサービス提供

者による公式の参加表明により実施され

ねばならない。 
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 こうした取り組みは、産業保健や職業リ

ハビリテーション領域の専門家による労

働力人口を構成する人びとの健康支援に

おける積極的な協働の拡大へ向けたリー

ダーシップを含むものでなければならな

い。 

 １９）これらの取り組みに際しては、労

働力人口の健康に関わる調査や支援を提

供する上で求められる学問的根拠の発展

を支えるに充分な質量の要員の確保が必

要となる。そして彼らには、政策立案や健

康管理サービスへの委託に際して必要な

情報を提供させるためにも、全国、地方、

地域レベルでの体系的なデータ収集と分

析のための条件が付与されねばならない。

 ２０）本報告書は、労働力人口の健康に

関わる全ての者の積極的取り組みがあっ

て初めて成し遂げ得る産業保健への新た

なアプローチを示すものである。 

 個々人は、自身の健康を保持する基本的

な責任を負っている。他方、雇用者は、単

に既存の法的義務を果たすのみではなく、

被用者と協働して、現在の職場の性格を変

え、健康と労働力の生産性の両者を確保せ

ねばならない。労働組合は、職場の健康と

厚生水準を擁護する機会を積極的につか

み取らねばならない。 

 産業保健スタッフは、患者に対し、可能

な限り、職務にとどまるか、復職すること

の重要性をアドバイスせねばならない。政

府は、早期介入へ向けた新規開発的な取り

組みや、公共部門を模範例とする取り組み

を通じて長期的な変化を促進するための

基金（財政措置）を設定せねばならない。

 

 以上の通り、本報告書からは、以下の特

徴を看取できる。 

 ①メンタルヘルスに関する問題と対策を

かなり重視している。 

 ②とはいえ、基本的には主観的な職務満

足感や客観的な労働生産性を含めた仕事の

充実度合いと健康一般の関係、すなわち労

働と健康の関係（職務適応）一般に焦点を

合わせているので、メンタルヘルスのみで

はなく、他の作業関連疾患ないしそれ以外

の様々な疾患も広く射程に捉えている。 

 ③健康問題がもたらす社会的性格を重視

し、疾病障害や不調がもたらす社会的損失

（７兆円を超える納税者負担や１２兆円を

超える国家経済にかかる損失など）、その改

善がもたらす社会的利益を、個々の組織に

おける生産性から税収、医療・社会保険給

付、行政コストの低減、社会的包摂、生活

の質に至るまで多角的に捉えている。 

 その他、 

 ④有効な対策として、快適職場形成（職

場の性格の変容・改善）、労働者の職務適応

等の本質的対策（いわゆる１次予防）が

も重要としつつ、早期発見・早期介入（い

わゆる２次予防）の重要性も指摘している。

また、公的支援を受けた健康増進投資の「見

える化」（：モデル化）の重要性も指摘して

いる。 

 ⑤関係者の協働などのため、事業者と臨

床医（かかりつけ医）とのコミュニケーシ

ョンや、電子カルテ化の必要性が説かれて

いる。また、より大きなレベルでの臨床医

療と予防医療、職業リハビリテーション等

の連携の必要性も説かれている。 

 ⑥医療適応でない段階の者に対する職務

適応支援サービスによるカウンセリングや

理学療法等の保健サービスや、経済・住宅・
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社会的問題等の解決支援などの重要性が説

かれている。 

 ⑦産業保健スタッフの質量の確保は、新

たな産業保健アプローチにとって決定的に

重要な意味を持つと解され、その技能の向

上、業務の科学的裏付けの強化のほか、組

織的構成（チーム編成）の重要性などが説

かれている。 

 ⑧現在の産業保健の問題点として、作業

中の健康管理ばかりに着目する傾向、不規

則性、質のムラ、学問的基礎の不充分さに

よる業務の質量の低下、質の高いデータの

欠如といった問題が指摘されている。 

 ⑨労働者の健康支援には、学問的な調査

研究を支える充分な質量の要員確保と彼ら

によるデータ収集への公的な支援が必要と

なることが指摘されている。 

 

１.４.２.３.１.２.２.３ メンタルヘル

スと雇用に関する国家戦略 

 やはりゴードン・ブラウン労働党政権下

の２００８年１１月２５日、雇用年金省と

保健省は、ブラック報告書に対する政府の

対応方針を示す文書として、「健康と労働の

改善のために～生活の変革～」（Improving 

Health and Work:Changing Lives）を公表

し、この中で、２００９年春に、「メンタル

ヘルスと雇用に関する国家戦略」（National 

Strategy for Mental Health and 

Employment）を公表予定であることを明

記した。 

 そ の 後 、 省 庁 横 断 的 戦 略

（Cross-Governmental Strategy）の体制

が整えられ（その中にメンタルヘルス部門

も設定され）、やはりブラウン政権下の２０

０９年１２月７日になって、(a)保健省など

「新たな地平線～メンタルヘルスのための

共通見解～」（New Horizons: a shared 

vision for mental health）、(b)雇用年金省、

保健省「メンタルヘルスの改善へ向けた歩

み」（Working Our Way to Better Mental 

Health）、(c)パーキンスら「志を形に～メ

ンタルヘルス不調者に対する就労支援の改

善 ～ 」（ Realizing Ambitions: Better 

Employment Support for People with a 

Mental Health Condition）、(d)イギリス中

央政府「労働、健康の回復と包摂～外部専

門機関の利用者に対する就労支援～」

（ Work, Recovery ＆ Inclusion: 

Employment Support for People in 

Contact with Secondary Mental Health 

Services）という４つの関係重要文書が公

表されたが１５０、このうち雇用とメンタル

ヘルスの関係を正面から取り扱った政府の

政策宣言（雇用年金省と保健省が議会に宛

てた文書）に当たる(b)の概要（要約）は以

下の通り。 

 

１）メンタルヘルス不調が一般化してい

る。どの時点をとっても、労働力人口の３

分の１は、何らかの種類のストレスに苛ま

れ、抑うつのような状態にあるとされてい

る。圧倒的多数は、幸いにも早期に回復す

る。しかし、かなり多くの者が、長期の疾

病休業や失業状態に至る。 

 ２）精神的不調は、いまや、（※就労不

能給付などの（※三柴添付））健康関連給

付の 多申請事由であり、８６パーセント

が３か月を超えて受給している（他の事由

による申請者の場合、７６パーセント）。

また、労働市場から離れる期間が長いほ

ど、職務への復帰が困難となるとするデー
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タもある。 

 ３）この問題は、国際的な経済問題が世

界中で失業者数を押し上げている現在、よ

り一層深刻である。我々は、過去の不況か

ら、短期的な雇用の喪失が永続的な失業へ

と転化する現実の危険があることを学ん

でおり、二度と同じ過ちを繰り返すまいと

誓っている。 

 ４）雇用とメンタルヘルス間に相関関係

があることは、絶対的に明白である。人間

は、職にあるとメンタルヘルスが良好とな

ることは、調査上示されている。対照的に、

離職状態が長くなるほど抑うつや不安に

苛まれ易くなる。すなわち、労働は、人間

の厚生水準やメンタルヘルスの改善にと

って決定的な役割を果たし得る。 

 ５）メンタルヘルス不調が個人と家族に

甚大な影響を与えることは言うまでもな

いが、そのことで国にかかる費用負担も相

当に大きい。キャロル・ブラック卿が実施

したイギリスの労働年齢層の健康に関す

る 近の調査が示した試算によれば、不調

及びそれに関連する疾病休業や失業を通

じ、１０００億ポンド（約１２兆５０００

億円）を超える損失が発生しているとい

う。 

 ６）そして、我々の試算では、このうち

約３分の１（３０～４０億ポンド（約３兆

７５００億円～約５兆円））が、精神的な

不調による労働生産の喪失や健康保険現

物給付（National Health Service (NHS)）

の拠出による可能性がある。もっとも、こ

こには、現在就労してはいるが、精神的な

不調により、その者の潜在能力からすると

労働生産性が低下している場合の付加的

ないし顕在化しない費用は計上されてい

ない。 

 ７）現在の経済情勢は、こうした個人的

能力の無駄や高い福祉コストを容認する

ような状況にはない。我々は、現在就労し

ている人びとの支援と共に、就労を離れた

者が早期に復職して職務を遂行し、報酬を

得られるようにするため、より一層の取り

組みを果たす決意である。 

 ８）「メンタルヘルスの改善へ向けた歩

み」は、メンタルヘルスと雇用の関係に関

する初めての国家的な枠組みであり、こう

した費用や無駄を解消するための省庁横

断的な取り組みの確立を図るものである。

この枠組みの開発は、「健康、労働と厚生

水準戦略」の推進責任者であり、メンタル

ヘルス不調を抱える人びとはもちろん、メ

ンタルヘルス問題の専門家、ベテランの研

究者、経営者や第３セクターの代表との協

議を重ねてきたキャロル・ブラック卿との

協働で行われた。 

 

 また、ラカエル・パーキンス（Rachel 

Perkins）ら３名の学識者が雇用年金省に宛

てた政府のメンタルヘルス不調者支援の改

善に関する建議的文書に対する政府の基本

的な対応方針を記した(d)「労働、健康の回

復と包摂」１５１の概要（要約）は、以下の

通り。 

 

 １）「労働、健康の回復と包摂」は、高

いレベルの将来構想と、外部専門機関の利

用者の復職支援のための一連の取り組み

を提示するものである。 

 ２）「労働、健康の回復と包摂」におけ

る も重要なメッセージは、働くことは就

労中の労働者のメンタルヘルスに貢献す
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るだけでなく、不調状態にある者の回復に

も正の影響をもたらすということである。

 ３）我々の設定した長期視点での将来構

想は、２０２５年までに、こうした状態（：

不調状態）にある人びとの就労者数を劇的

に増やすこと、及び彼らの雇用率と障害者

一般の雇用率の差異を縮小すること（：障

害者一般の雇用率をその程度まで向上さ

せること）にある。 

 ４）「労働、健康の回復と包摂」には、

外部専門機関の利用者の雇用機会の改善

への取り組みが含まれる。これには、労働

市場で競えるだけの技能を身につけるた

めの訓練の支援措置や、直接的な就職支援

措置のほか、労使双方が雇用維持を図るよ

う支援するための措置が含まれている。 

 

 もっとも、これらの文書が、２０１０年

５月の政権交代を経て、保守党・自民党政

権によってどれほど尊重されて来たかは定

かではない。 

 上記(a)は、保健省主導で策定された文書

であり、保守党・自民党政権下で、「メンタ

ルヘルスなくして健康なし～メンタルヘル

スの改善に関する省庁横断的国家戦略～」

（No Health Without Mental Health: A 

Cross-Government Mental Health 

Outcomes Strategy for People of All 

Ages）に上書きされる形で継承されたが、

比較的時の政権との関わりが深かった(b)～

(d)の文書は、２００５年の発足後、政権を

跨いで現在まで運営されている「健康、労

働と厚生水準戦略」（Health, Work and 

Well-Being Strategy）の WEB ページのリ

ソース欄（http://www.dwp.gov.uk/health 

-work-and-well-being/resources/）に一切

掲載されていないことからも、保守党・自

民党政権下において、あまり尊重されてい

ない可能性が高い。 

 他方、ブラック報告書は政権を跨いで尊

重され、その実現へ向け、予算措置に基づ

く各種の取り組みが実施された。現在は、

その殆どがトライアル（試行作業）や政府

補助による支援期間を終えているが、ブラ

ック報告書に記載された提言の多くは、ブ

ラック計画として、イギリス政府が運営す

る「健康、労働と厚生水準戦略」（Health, 

Work and Well-Being Strategy）に統合さ

れた。そして、ごく 近の２０１１年２月

１７日にも、雇用年金省が、その計画のう

ちの幾つかに１２００万ポンド（約１５億

円）の追加補助を行う旨を発表した。この

中には、職務適応支援サービスや労働衛生

電話相談サービスも含まれている。政府は、

これらの業務は、既に雇用者と疾病休業初

期段階にある被用者個々人の双方への支援

において高い効果をあげていると認めたと

いうことである１５２。 

 このうち、職務適応支援サービスの促進

策は２００９年１０月に公表されたもので、

その中には１１の地域で２０１１年３月を

期限に実施された、中央政府による一時的

な刺激策としての補助金の支給も含まれて

いた。このサービスの目的は、人びとの職

務定着や疾病休業後の早期復職、健康の保

持増進や障害の克服などを支援することに

ある。このサービスの具体的内容は、その

規模や条件によって異なるが、健康づくり、

治療、労働市場能力、その他借金、人間関

係、住宅など広範な問題に関わる支援サー

ビスをカバーする。２０１１年２月の雇用

年金省による公表の後、現段階で、従前補
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助を受けていた１１のサービス地域のうち

７つ（の地域）が２０１３年３月を期限と

する追加補助を受けている。 

 その他、主な提言の帰趨は以下の通り

１５３。 

 

 １）雇用年金省のウェブサイトに掲載さ

れた「健康、労働と厚生水準」政策の推進

者（Coordinator）は、２０１０年より９

つのイギリスの地域（region）とスコット

ランド、ウェールズで活動を開始してい

る。彼らの役割は、「健康、労働と厚生水

準」をまもり、それに関する事柄をリード

すると共に、各地域レベルで健康と雇用へ

むけた統一的な取り組みを促進すること

にある。 

 

 ２）「職場の厚生水準測定ツール（The 

Workplace Wellbeing Tool）」は、雇用者

が被用者の不調状態が事業に与えるコス

トや対策の結果の指標化を支援するもの

であり、２０１０年３月９日に運用が開始

された（※下線は報告者が添付した）。 

 

 ３）労働党政権は、ブラック卿の提言の

殆どについて、その全てまたは一部を採り

入れたが、その重要な要素の一つ（新たな

ビジネス主導型の健康・厚生水準に関する

コンサルティング）についてはあえて実施

しなかった。また、２つ目の勧告（「健康、

労働と厚生水準」基金）にかかる施策は、

予算的制約を理由に正式に廃止された。こ

の基金は、中小企業やローカル・パートナ

ーシップ（※地方公共団体等に有効な支援

をもたらすことにより公益の実現を図る

民間組織）に対して、被用者の健康や厚生

水準に関する革新的な計画を支援するた

め、１０００ポンド（約１２万５０００円）

から５０,０００ポンド（約６２５万円）

の範囲で授与されるものである。その第１

段階は２０１０年４月に開始され、第２段

階の公募受付は同年９月に開始される予

定だったが、雇用年金省が、「必要な財源

が確保され次第、２０１１年から２０１２

年の間に実施の可能性を検討する」と約束

し、延期した。しかし、結局廃止を公表す

るに至った。 

 

１.４.２.３.２ 国際事情 

 （未了） 

 

１.４.３ 具体的内容 

 先述した通り、２００４年に初めて公表

された MS は、要件や禁止事項の設定によ

る規制的なアプローチより、ガイダンスと

しての活用を予定したものであり、国内の

雇用者に実務的なモデルを示すことを目的

としている１５４。 

 

１.４.３.１ 仕組み 

 繰り返しになるが、HSE による MSA は、

作業関連ストレスをゼロにするのではなく、

それによる悪影響を 小化することを目的

とするものであり、被用者やその代表によ

るそうした問題への理性的対応を支援する

ものである 。そのため、MS は、先ず、そ

の活用者に組織の現状と理想的条件とのギ

ャップを認識させ、その後、そのギャップ

を埋める支援が行われるよう設計されてい

る１５５。 
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１.４.３.１.１ ５段階の管理プロセス 

HSE は、MSA の一環として、組織内の

管理者に作業関連ストレスを低減する手続

と手段を提供するため、５段階のリスク管

理プロセスを開発した。このプロセスは、

管理者とその他の被用者が、証拠に基づく

共同的な問題解決手法によって労働衛生管

理を行えるよう、模範的な実践モデルを示

そうとするものである。HSE の報告書には、

この管理プロセスを活用した MSA やそれ

に準じる取り組みを履行した組織は、自身

に課された法的義務を履行したとみなされ

ることになろう（would be deemed）、と記

されている１５６。この手法が焦点を当てて

いるのは、特定の部署や作業工程、就業管

理だが、このアプローチの力点は、予防お

よび組織的な統制手法にあり、専門家から

は、ポピュレーション・ベースのアプロー

チと捉えられてきた（Mackay ら１５７）１５８。 

遵守されるべき段階は、以下の通り。 

 

（別添図３参照） 

 

 Cox、Cox らの分析では、ここで示され

た５段階は、①一連のリスク調査、②リス

ク調査結果の管理・介入計画への反映

（translation）、③当該計画の実行、④記録、

⑤評価に集約される１５９。リスク調査とそ

れに続く介入の焦点は、心理社会的な危険

源、すなわち作業の設計や管理、システム

や組織にある。 

 

１.４.３.１.２ 評価ツール（Indicator 

Tool） 

 イギリスでも、大規模な組織の中には、

MSA が導入される前から、心理社会的要因

の調査をリスク管理手続に組み込んでいた

ところもあったが（Jordan ら１６０）、殆ど

の組織はそこまでは行っていなかった。そ

の理由として指摘されていたのが、情報や

支援の不足、リスク調査にふさわしい手続

やツールの不足などであった。そこで HSE

は、調査ツールとその実施手順を併せた評

価ツールの開発を含め、MSA の実施に前向

きな組織を支援するための段階的取り組み

を開始した（Cousins ら１６１）。その結果、

評価ツールは、MSA の主軸となるに至った

１６２。 

 評価ツールは、MS の現場運用に基づい

て編み出された測定手段である。６つの項

目にわたって被用者の回答をはかる自記式

の質問用紙の形式を採っている。個々の項

目 の そ れ ぞ れ が 心 理 社 会 的 な 尺 度

（dimension）であり、共同的に１つの調

査モデルを形成している。この尺度は、HSE

の委託により実施された、作業上のストレ

ス要因と健康の関係に関する調査研究の

新のレビューに基づき選択されたものであ

る（Rick ら１６３）。このレビューで調査対象

となった労働条件は、 

①仕事量、仕事のスケジュール、作業計

画、身体的環境その他の要求（demand） 

②作業の手段に関する裁量、決定権限そ

の他の裁量（control） 

③支援、いじめ（bullying or harassment） 

 であった。 

 MSA の開始後比較的早い時期に被用者

を対象に実施された Cousins らの調査１６４

によって、６つの尺度から成るこのモデル

（の適正さ）が支持され、MSA の実践的性

格も一定の評価を受けた１６５。 

 以下の通り、６つの尺度のうち３つは職
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務の内容を反映し、他の３つはその背景を

示している。 

 （別添図４参照） 

 実のところ、以上の６区分は、労働心理

学（の文献）では伝統的な区分法である。

職務内容を示す３つの尺度は Karasek and 

Theorell （ 1990 ） １６６ に い う Job 

Demands-Control モデル（DC モデル）や、

（要求、裁量、支援を尺度とする）Cox ら

（Cox、Cox ら、Cox ら１６７）の評価モデル

（Job Demands-Control-Support モデル：

DCS モデル）のような 近の作業関連スト

レスに関する理論と一致している。DC モ

デルは、MS の評価ツールを開発する際の

基礎として用いられたし、職務の背景を示

す３つの尺度は、主にミシガン州立大学社

会科学部の研究に基づく（役割、人間関係、

変化を尺度とする）理論を支柱としている。

すなわち、６つの尺度は、心理社会的な不

調や疾病休業に影響する作業関連要因に関

する体系的なレビューを反映させたもので

ある（Michie ら１６８）。評価ツールを活用

して収集されたデータから各領域ごとに特

定 の 集 団 の 平 均 ス コ ア が 示 さ れ る

（HSE１６９）。 

 評価ツールは、一律的な国の基準とは異

なり、作業関連ストレス管理に関する組織

のパフォーマンスを測定する「方法の１つ」

として提供されたものである。そこに示さ

れた基準値（threshold）を達成すれば、当

該組織の管理は、作業関連ストレスの発生

防止について、模範例に準ずる範囲内にあ

ると推認される１７０。 

 

１.４.３.２ 流れ 

 （未了） 

 

１.４.４ 法的位置づけ及び法的効力 

 先述した通り、MS は、あくまでガイダ

ンスとして設計されたものであり、少なく

とも現段階では、それ自体が直接的に法的

拘束力を持つわけではない。もっとも、組

織が HSWA の一般的義務条項を履行した

というためには、作業関連ストレスについ

て適切かつ充分なリスクアセスメントを実

施したことを証明せねばならず、それを怠

れば、強制措置（enforcement）を招くこと

もある１７１。その意味では、間接的な強制

性を持つとはいえよう。 

 また、HSE が Web と紙媒体で公表してい

る MS のガイダンスには、当該ガイダンス

について以下の記載がある１７２。 

 「このガイダンスの遵守は義務ではない

ので、他の手段を採用するのも自由です。

しかし、このガイダンスを遵守すれば、通

常は、充分に法令遵守を果たしたこととな

ります。安全衛生監督官は、その職分とし

て法令遵守の確保を求めますが、その一環

として模範例を示す際、このガイダンスを

参考に挙げることになるでしょう」。 

 MS の法的な位置づけを改めて整理すれ

ば、以下の通り。 

先ず、HSWA が上位の根拠法として存在

し、その第２条第１項に「罰則の裏付けを

伴う」職域の安全衛生および厚生水準確保

を定めた一般的義務条項が置かれている。 

 その下に法律並の法的規範性（強制力）

を持つ複数の規則（日本でいう安全衛生規

則などの政省令）があり、これらがその具

体化を図っているが、その制定改廃につい

ては、国務長官に大きな権限が与えられて

おり、安全衛生における、現場対応的柔軟
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性、機動性、専門性の確保の要請を踏まえ

た選択と解される。MS との関係では、職

場のリスク調査を義務づけた９９年安全衛

生管理規則第３条が、その直接的な根拠規

定と解されている。 

 それより下位に、日本では大臣告示、局

長通達などの行政規則（解釈例規）に当た

る実施準則があり、これは、MS よりは一

段上位の格付けに当たるものの、性格的に

はガイダンスにとどまる。よって、名宛人

は、その遵守を直接的に義務づけられるわ

けではなく、別の手段で同じ目的を達する

ことも許されるが、その遵守により上位に

ある法規則の合法性が推認される点でも

MS と類似する。HSWA やその下位にある

安全衛生規則を含め、労働安全衛生に関す

る幅広い法規則の目的を達するために設け

られるもので、制定改廃については、専門

的行政機関たる HSE（安全衛生庁）に大き

な権限が委ねられ、その専門性、網羅性、

機動性が担保されているが、監督官による

合法性監督に際しても違法性の判断規準と

して参照されるなどの意味で間接的、実質

的な法的拘束力を持ち得ることなどから、

制定改廃については、国務長官その他の行

政機関との間での協議など、やや厳しい手

続的規制が設けられている。MSA の開始前

から MS をこれに格上げすべき、との主張

があるが、今のところ実現していない。 

 そして、位置づけ的にはこれらのルール

の更に下位にあるのが MS であり、これは、

基本的な根拠を（遠縁の）法令に置きつつ

も、リスク調査と管理の手法をベースとし

つつ、実効的なストレス対策のためにある

べき条件を掲げ、それと実際の職場との相

違を確認させたうえで、理想的方向へ誘導

しようとするガイダンスである。よって、

実施準則と同様に、この手段を講じないこ

とがただちに法違反を導くわけではなく、

他の方法による法目的の実現ももちろん可

能である。逆に、このシステムの活用はお

おむね法遵守の推定を導くと考えられてお

り、外部の EAP（Employee Assistance 

Program）などが、このアプローチに「貢

献する」と記載する報告書もある１７３。そ

の制定改廃は HSE の専権事項とされてお

り、こうした方途により、専門性、網羅性、

機動性の確保が図られているといえる。 

実際に、HSE は、MSA の開始以後、イ

ギリス国内での災害発生件数や作業関連ス

トレスの低減を図るため、数多くの国家レ

ベルでの介入計画を策定して来た。これら

の計画は、データ上、災害発生件数や作業

関連ストレスが も多い産業分野を対象と

して来た。そして、Web での公表を基本と

したガイダンス、教育研修機会、国による

無料の電話相談によるサポート、HSE の擁

する専門家への労使双方のアクセスや、組

織の取り組みの進捗状況を監視する監督プ

ログラムの提供に至るまで、数多くのソフ

トな（：誘導的な）関連施策を実施して来

た１７４。 

 結論的に、MS にとって、上位にある法

規則は、実質的には、リスク管理自体を行

っていない雇用者や、著しくパフォーマン

スの悪い雇用者に対する公権力行使や予算

の割当を裏付ける形式的意味しか持たない

ともいえるが、目標設定、手続、体制整備

などの規定という点では、応分の意義が認

められよう。 
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１.４.５ 確認できる効果 

１.４.５.１ ノッティンガム大学の研究

グループによるデルファイ調査の示唆 

 MSA の効果に関する専門家の評価につ

いては、ノッティンガム大学労働衛生・産

業組織研究所の研究班が HSE の委託を受

けて実施したデルファイ調査（専門家を対

象とする反復的な聞き取り調査をベースと

した将来予測）１７５が、 も詳細に論じて

いると思われるため、以下に該当箇所を引

用する（以下、斜字部分は、聞き取り調査

を受けた専門家の発言を指す）。 

 

「回答者には、MSA が総じてうまく機

能していると思うか、と問われた。幸い、

実務的な経験不足のために回答できなか

った者は殆どいなかった。おおむね意見の

一致をみたのは、MS は、作業関連ストレ

スを管理するうえで、現実のニーズがあ

り、革新的かつシンプルで、実務的な包括

的アプローチではあるが（「MS は、まさ

に前向きかつ積極的なもの。現存する問題

をそのままにとどめるより、その克服に努

め、予防的措置による積極介入を図るもの

である」（J 氏へのインタビューによる））、

実施上の重要な問題がある、ということで

ある。たしかに、MSA は、特に中小企業

にとっては（「MS は、おそらくヨーロッ

パ全土で重大な関心を持たれているであ

ろう中小企業にとっては、 も抜本的かつ

シンプルな出発点である」（U 氏へのイン

タビュー））、理解も実施もし易い優れた包

括的枠組みである（「ストレスを理解し、

概念化するための枠組みとして、雇用者は

両者（※MS による測定結果とストレス）

の関連づけをうまく行えているように思

われる。MS が採用した６つのストレス要

因の類型は、彼らの理解と合致している。

つまり彼らは、もしあなた方がここに挙げ

られた６つの類型を侵せば、『ストレス』

と呼ばれるものを見ることになることに

なるという、その理由をちゃんと理解して

いる。MS は、まさに枠組みとして機能し

ている」（F 氏へのインタビューによる）。

 しかし、専門家の一致した見解として、

MS には更に改善の余地がある（「それは、

決して MS が機能していないということ

ではない。その適用実績が、未だその潜在

能力を全て示すに至っていないというに

過ぎない」（P 氏へのインタビューによ

る）。たしかに、MS のリスク・アセスメ

ントの要素はよく出来あがっているが、組

織が MS を実施する方法やその要求を達

成するために求められるスキルやコンピ

テンシー（適格性）（「ラインの管理職は、

現実に MS で求められるアドバイスやガ

イダンスを行うスキルや知識を欠いてい

る。私の考えでは、このことは、メンタル

ヘルス問題のみならず、その他の労働安全

衛生上の問題に広く当てはまるのではな

いか」（Q 氏へのインタビューによる）の

観点では、まだ残された課題がある。組織

は、リスクを削減するための介入の際か、

その後に多くの問題に直面する（「私とし

ては、MS が、組織が問題解決のためにな

すべきことを的確に捉えているか、確信が

持てない。おそらく、少々規範的介入が行

き過ぎているのではなかろうか」（L 氏へ

のインタビューによる））。回答者の一人

は、MS の効果をあげるためには強制的要

素は必要だろう、と述べたが、その他複数

の回答者は異なる見解を述べた。また、
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MS は、既に作業関連ストレスを管理する

ための包括的なシステムやプログラムを

構築している大規模な組織には何の意味

も持たない、との意見もあった。 

 ヨーロッパ諸国では、全体に労働衛生管

理が進んでいるが、特定の問題の管理につ

いては他の国々より進んでいる国がある。

HSE の MSA も、「他のヨーロッパ諸国に

はない興味深い管理の取り組みである（G

氏へのインタビューによる）」。また、MSA

は、今現在作業に関連する健康管理に本気

で取り組もうとしているヨーロッパの

国々の幾つかに、一定の先例的枠組みを提

供する役割を果たしている、との見方もあ

る（「現在、多くのヨーロッパの国々が、

HSE が MSA を用いて実施している取り

組み―どのように定義され、どのように実

施されているかなど―に注目している。

MSA は、我々が既に持っている知識を現

場に適用するシステムを構築するための

も実践的なアプローチではなかろうか」

（K 氏へのインタビューによる））。ただ

し、仮に MS が他のヨーロッパ諸国に採用

される場合にも、文化的な相違については

考慮される必要があろう。 

 以上の通り、MS が実務的または理論的

に機能しているか、との問いへの回答は明

らかである。合意の到達点は、理論的には

機能しているが、実務的にはそうともいい

切れない、ということになる」１７６。 

 

１.４.５.２ Danielsらによる 新著作の

示唆 

 MSA の効果を推定させる数値について

は、２０１２年６月に発刊された Daniels

らによる 新著作が も詳細かつ具体的に

論じていると思われるため、以下に該当箇

所１７７を引用する。 

 

 ２００９年に公表されたデータでは、国

全体レベルにおいて、自己申告による作業

関連疾患の調査から、２００４年に MSA

が導入されて以来、ストレス関連の症例の

推定発生件数が７％減少した１７８ことが

示唆されている。他方、労働力人口におけ

る自己申告に基づく作業関連ストレス、抑

うつ状態、不安の保有・発生率は、２００

１／０２年から０８／０９年にかけて、０

１／０２年の数値が例外的に０８／０９

年に比べて著しく高かったことを除き、お

おむね横ばいであった１７９。ストレス、抑

うつ状態、不安による推定逸失労働日数

も、上記の保有・発生率とほぼ同様の傾向

を示してきた。すなわち、０１／０２年か

ら０８／０９年にかけて、０６／０７年の

数値が例外的に０８／０９年に比べて著

しく高かったことを除き、おおむね横ばい

であった１８０。 

 ストレスレベルの動向は、２００４年か

ら２００９年の６年間、イギリスで行われ

た心理社会的労働環境調査の結果からも

うかがわれる１８１。その 初の調査は、

MS 導入の直後に完了したので、初期的な

条件を示すものといえる。調査結果から

は、「（労働条件の）変化の管理」および「上

司による支援」において積極的な変化が見

られたが、「要求」、「裁量」、「同僚の支援」、

「人間関係」や「役割の明確化」について

は、６年間を通じて有意な変化は見られな

かった１８２。 

 ２００７年に実施された、公共部門に勤

務し、HSE が主催した MSA の実施方法に
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関する教育研修ワークショップに参加し

た５００名の人事労務管理・労働衛生スタ

ッフへの調査によれば、①（彼らの所属す

る）組織は、それまでの時点で既にストレ

ス対策に関する内部の方針や手続を改善

していたこと、②（研修機会を通じて）ス

トレスや休業の問題に注目し直したこと、

③研修の受講者は、こうした問題への対応

およびストレスのリスク調査の実施につ

いて、より自信を持ったことなどが明らか

にされている１８３。 

 組織の中には、事例検討で示されたスト

レス軽減努力を継続し、その結果、休業日

数やストレス関連問題の発生件数が相対

的に減少したと報告した例もあるが１８４、

克服すべき多くの障害に直面し、実効を挙

げられなかった例もあった。要するに、統

計分析上は、職場において何らかのストレ

ス対策を講じる例が増加しているものの、

組織による MS の実施を実効的に支援す

るには、相当程度の政策上の支援やガイダ

ンスが必要とされることが示唆されよう

１８５。 

 

１.４.５.３ 政府による統計調査の示唆 

 その他、報告者の調べによれば、MSA と

の直接的な因果関係は定かではないが、そ

れを推定させるような政府による統計調査

の結果がある。 

 すなわち、HSE が公表した自己申告によ

る労災・作業関連疾患統計（Self-Reported 

Work-Related Illness and Workplace 

Injuries in 2003/04 and 2009/2010: 

Results from the Labour Force Survey 

HSE 2005 and 2011）から、MSA が開始さ

れる直前の２００３年から２００４年にか

けての１年間、 近の２００９年から２０

１０年にかけての１年間の作業関連ストレ

スにかかる推計逸失労働日数のデータを比

較してみると、以下のように整理できる。 

 なお、より正確にいえば、下掲の数値は、

調査時点より過去１２か月間に、現在また

は 近の仕事に起因するか、それによって

増悪した、自己申告上のストレス、抑うつ

状態、不安を原因とする推計逸失労働日数

（※単位１０００）（および労働者一人あた

りの平均逸失労働日数）を現している。 

 

 １）産業別データ 

別添（産業別データ）参照 

 

 ２）職種別データ 

 別添（職業別データ）参照 

 

 ３）事業場規模別データ 

 別添（事業場規模別データ）参照 

 ここから読み取り得る傾向は、以下の通

り。 

 

 １）トータルでの逸失労働日数は、明ら

かに減少している（約２３パーセント）。 

 ２）産業別では、公共・防衛、保健・社

会事業の逸失労働日数が相対的にかなり多

い。うち前者は減少傾向にあるが、後者は

増加傾向にある。 

 ３）職種別では、管理監督者の逸失労働

日数が多かったが、減少傾向にある。経営・

秘書も大幅に減少している。特筆すべきは

技術士補その他技術者で、もともと逸失労

働日数が多かったが、近年に至ってもむし

ろ増加傾向にある。専門職も高水準で推移

している。また、０３／０４年調査では、
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単純作業でも逸失労働日数が多かった。そ

の他、個人的なサービスの提供、とりわけ

介護的業務の逸失労働日数が大幅に増加し

ていることが注目される。 

 ４）事業場規模別では、０９／１０年で

みると、意外なことに、中規模より大規模

のほうが絶対数、一人当たり平均逸失労働

日数、減少率共に多い／大きい。また、０

３／０４年、０９／１０年の双方で、大規

模は、小規模と比べても、一人当たり平均

逸失労働日数が多い。 

 

 他方、HSE が２００９年に公表した心理

社 会 的 労 働 環 境 に 関 す る 調 査 報 告

（ Psychosocial Working Conditions in 

Britain in 2009 HSE 2009）には、以下の

ような調査結果が記されている。 

 

 「２００４年から２００９年にかけて行

われた調査の結果からは、たしかに条件の

変化及び上司のサポートの指標では大幅

な向上傾向がみられるものの、この期間を

通じて心理社会的労働条件が一般的に有

意に変化したとまではいえない。２００７

年の報告では、全人口平均レベルでの改善

傾向が顕れているといえるかもしれない

が、２００８年と２００９年の調査結果で

は、そうした傾向は継続していない。仕事

がかなりまたは過度にストレスになって

いると答える被用者の数の減少傾向はも

はやみられず、職場で積極的なストレス対

策がなされていると認識したり、ラインの

管理職とのストレス問題についての話し

合いがあると報告する被用者の数にほと

んど変化がみられない」。 

 

 この資料は、HSE が２００４年から毎年

実施している心理社会的労働条件調査の２

００９年版であり、同調査は、①仕事上の

要求度合い（ Demand ）、裁量の程度

（ Control ）、 上 司 に よ る サ ポ ー ト

（Managerial Support）、同僚によるサポ

ート（Peer Support）（いわゆる D-C-S モ

デル）や、②役割（Role）、③人間関係

（Relationships）、④条件の変化（Change）

の観点からみた心理社会的労働条件の変化

をモニターすることを目的に開始されたも

ので、これらの要素は、HSE がまさに使用

者による MSA の実施を通じて改善を図ろ

うとしてきた労働条件である。 

 その意味では、イギリスにおける公的ス

トレス対策の限界が示されているともいえ

るが、良心的に解釈すれば、MSA の有効性

自体が否定されているとまではいえず、雇

用者サイドの実施努力により結果が改善さ

れる可能性は認めているともいえる。 

 

１.４.５.４ HSE が示す個々の組織レベ

ルでの改善例 

 上述の通り、今のところ、全国レベルで

のデータ上、MSA の効果が有意に認められ

る状況にあるとはいえないが、HSE のガイ

ダンスには、個々の組織レベルにおいて、

MS を参考にした積極的な作業関連ストレ

ス対策により、１.４.２.２.１～１.４.２.２.

３で述べたような負の影響を回避または

小限にとどめることに成功した例が数多く

あると記されている１８６。 

以下で、当該ガイダンスに掲載されてい

る４例を、原文試訳形式で紹介する。 
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 １）Bradford and Bingley 社の例１８７ 

 

 この会社のストレス対策の取り組みは、

職員の申告を受けた地方環境衛生監視官

（EHO:Environmental Health Officer）

による査察をきっかけに開始された。査察

の結果、強制措置がとられるには至らなか

ったが、会社は EHO の助けを得つつ、ス

トレス管理体制の改善のためのアクショ

ンプランの策定に取り組んだ。 

 会社は、データ分析から聞き取りに至る

種々の情報源を活用して同社にあるスト

レス問題の範囲の特定を図り、これを MS

に照らして図式化した。こうした情報源の

分析からは、作業関連ストレスに繋がるよ

うな体系的（制度的）な問題は認められな

かったが、仕事上の要求（Demands）や

条件の変化（Change）といった基準の周

囲に集中する問題が数多く認められた。 

 そこで、そうした問題の解決のためのア

プローチでは、同社の実情に合ったストレ

ス管理計画の構築とその運用に携わる管

理者全てを対象とした教育研修に焦点が

置かれた。新たなマネジメント体制の基礎

として、各部門の管理者がストレスの潜在

的要因を特定し、適切な対応手段を見出せ

るよう、新たなリスクアセスメントツール

が採用された。 

 たしかに、同社のストレス管理の取り組

みは、これから始まる長期的な取り組みの

第一歩に過ぎないともいえる。しかし、設

定目標、長時間労働、組織的な変化を含め

た問題群に対しては、即時に可能な介入が

数多くある。 

 初の取り組みから１年経った時点で、

同社のプロジェクトは、既に事業面で明ら

かな利益をもたらしていた。すなわち、（逸

失労働時間で計った）ストレスに関連する

休業は、ピーク時の７５パーセント減とな

り、逸失賃金のみでも２５万ポンド（※日

本円で約３１２５万円）分の損失の削減を

同社にもたらした。結果として、この組織

は、ほとんどコストをかけずに生産性にお

いて１パーセントの利益をあげたことに

なる。 

 

 ２）Hinchingbrooke 国民保健サービス

基金の例１８８ 

 

 この組織では、２００３年にストレス関

連疾患の罹患者が増加し、国民保健サービ

スの年次職員調査の結果、職員が受けてい

る作業負荷が、全国民保健サービス基金の

上位２割にランクされた。そこで同基金

は、HSE の MS の評価ツールを活用した

調査を実施した。その調査の結果、２つの

基準、すなわち仕事上の要求度合い

（Demands）と、それほどには至らない

ものの、裁量の程度（Control）について

も問題が指摘された。 

 これを受け基金は、２００４年の秋、６

か月間にわたる「職員の価値向上（Valuing 

Staff）」キャンペーンを導入した。このキ

ャンペーンには、以下を含む９つの領域で

の改善策が盛り込まれていた。 

 ①管理者対象の教育研修の改善 

 ②現場の要請をより的確に予測して、そ

の要請に見合う人材配置を可能にするよ

うな方策（formula）の導入 

 ③様々なレベル・方向におけるコミュニ

ケーションの改善 

 ④休業管理システムの導入 
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 このキャンペーンは、その実施に要した

費用を超える測定可能かつ有意義な

（measurable）結果をもたらした。 

 ①職員の疾病休業が、２００３年１０月

に６パーセントあったが、２００５年１０

月には３．８パーセントにまで減少した。

これは、当該機関において実に５０万ポン

ド（※日本円で約６２５０万円）もの損失

が削減されたことを意味する。 

 ②疾病休業が減る一方で、産業保健部門

（Occupational Health）にストレスに苛

まれていると愁訴する職員の数が増加し

た。これは、職員の側に、疾病休業に至る

前段階で支援を求めようとする意識が拡

がったためと解される。 

 ③この基金では、２００３年時点におい

て、消化されない長期休暇（vacance）が

随分とあったが、２００５年までに、対象

者の選抜システムをパスした申込者が待

機する状態にまで至った。このことから、

当該病院（基金）の雇用者としてのイメー

ジが改善したことが窺われる（※下線は報

告者が添付した）。 

 ④生産性はかなりの程度向上した。患者

の待ち時間が減り、患者の数が増えた。 

 

 ３）Somerset 地区協議会の例１８９ 

 

 この機関は、もとより疾病休業問題の存

在を認識しており、その中には作業関連ス

トレスに関係するものもあった。そこで、

２００１年の秋に「職業生活の質（Quality 

of Working Life）」と題するプロジェクト

を立ち上げることにより、この問題に対処

することとした。この計画には、この問題

に関わる重要な職員を理事会メンバーに

参加させる、徹底したストレス測定を実施

する、その結果を介入に活用する、こうし

た活動の費用対効果を監視する、といった

策が盛り込まれた。 

 その結果、疾病休業水準が低下し（２０

０１／０２年の１０．７５日が２００４／

０５年には７．２日へ）、２年間で約１５

７万ポンド（※日本円で約１億９６２５万

円）の損失削減が実現した。 

 

 ４）Nortfork 地区協議会の例１９０ 

 

 この協議会は、約６５００名の教員を雇

用しており、ストレスは休業や職員入れ替

わりの代表的要因であると認識していた。

そこで、HSE の作業関連ストレスにかか

るリスクアセスメント手法を基礎に、学校

対象の快適化計画を開発し、運用を開始し

た。 

 その結果、教員の作業関連ストレスに起

因する疾病による逸失勤務時間は、２００

５年の夏学期には、２００４年の夏学期と

の比較で４０パーセントも減少した。 

 

１.４.６ 問題点、発展可能性と克服すべ

き課題 

１.４.６.１ 指摘されている問題点 

１.４.６.１.１ Kompier の示唆する総合

的な問題点 

 ノッティンガム大学の研究グループが執

筆した HSE 発刊の報告書でも詳しく採り

上げられているように１９１、MSA に関する

幾多の批評の中でも、 も説得的なものの

１ つ に 、 ２ ０ ０ ４ 年 に 公 刊 さ れ た

Kompier１９２がある。彼は、リスク管理の

変形ともいえる MSA について、（その当時）
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以下の５つの問題点を指摘していた。 

 

 １）基準の不明確性 

 Cousins et al.には、初期の開発検討会に

おいて、「達成されるべき条件」のいくつ

か、すなわちその基準自体が、非常に一般

的で曖昧に過ぎると捉えられていたと記

されている。好例は、基準内で繰り返し使

われている「個人が苦情を申し立てるシス

テムが存在する」との要件である。このよ

うな要件では、肯定も否定も困難であろ

う。 

 ２）評価ツールの心理測定的特性の未開

発 

 評価ツールには高いレベルの表面的妥

当性（face validity）があるが、実務で活

用されるためには、その心理測定的特性が

さらに開発されるべきと感じられる。この

問題は、Main１９３を含め、他の学者からも

度々指摘されてきた。 

 ３）リスク評価ツールと基準の関係の不

明確さ 

 過去の様々な報告を踏まえると、この点

が充分に明確でない。また、個々の基準値

がやや恣意的で、意思決定ルールによる充

分な裏付けがないようにも感じられる

１９４。 

 ４）基準値（threshold）にかかる科学

的根拠の脆弱性 

たしかに、組織の成長支援を可能にする

尺度を基準に採ることが も有効な可能

性が高いが、その科学的根拠が脆弱である

ことは否めない。もっとも、そうした基準

値に関する疑問は心理社会的危険源に特

有のものではなく、その決定は社会的パー

トナー間の合意に基づいてなされるべき

である（それが共同的問題解決手法とも一

貫する）（※下線は報告者が添付した）。 

 ５）介入の現実を想定した指針整備やそ

の前提となる調査の不充分さ 

 MSA 開始直後の論文（Cousins ら、

Mackay ら１９５）に徴する限り、組織がリ

スク調査を行い、その結果を基準や達せら

れるべき条件と比較することによって、確

たる介入指針が充分に得られるかが明ら

かでない。この点は、未だ臨床的に精査さ

れていない。２２の企業が実験的な調査対

象とされた経緯があるものの、実際に介入

が実施されたか否か（仮に実施された場

合、どのような類のものが、どのように実

施されたか）も、介入の結果も判明してい

ない。 

 

１.４.６.１.２ Daniels らによる 新著

作の示唆 

 ２０１２年５月に刊行された Daniels ら

１９６には、MS の問題点について、実務・理

論の両面にわたり、以下のような記載があ

る。もっとも、基本的には MSA に肯定的

な立場に立っており、問題点というより改

善課題の抽出という性格が強い。 

 

１.４.６.１.２.１ 実務面 

 

 MSA の手続上の問題点については、そ

の導入初期に社会奉仕団体での実験で調

査されていたが１９７、その後、これら以外

での機能を評価するため、９つの事例検討

と５００の組織調査からデータが収集さ

れた（Broughton ら１９８）。 

その結果特定された MSA 実施上の阻害

要素（barriers）は、前者の実験的調査結
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果とほぼ一致していた。すなわち、①資源、

情報、教育訓練の不足、②改革実施への意

欲 の 欠 如 、 ③ 上 級 管 理 職 （ senior 

management）の協力の欠如、④ストレス

状況に関する開示性の欠如が含まれてい

た。逆に、その促進要素（enablers）の中

には、①ストレスや休業問題に関する方針

の存在、②管理職の関与および改革実施へ

の主体的な参加（commitment）、③予防

的取り組み、④的確なデータの収集、⑤（外

部支援を含め）支援体制の整った環境が含

まれていた。その他、（国内（UK）や EU

の政策立案者、研究者、実務家を含めた）

MS に関する専門家の見解や、彼らの認識

する MS の有益性や現場適応性を整理し

た研究もある（HSE１９９）。 

 本書の中では、Bourbonnais らが、MS

に関する調査から明らかとなった介入上

の阻害要素と促進要素を論証しているが

２００、そこでは、矯正施設（correctional 

establishment）における介入調査の結果

が引用され、①上級管理職による支援、②

相応の財政的、人的資源の存在および割

当、③（関係情報の）開放性、④信頼関係、

⑤自主的な関与、⑥意思疎通に加え、⑦先

例のデータ収集を含めた確実な根拠に基

づく方法論の重要性が強調されている。ま

た、この例だけでなく、その他の産業や施

設における同様の調査を踏まえて研究者

や実務家が発する提言は、現場での介入の

成否には、一定範囲における何らかの手続

や背景が関係している、という点でほぼ一

致しているように思われる。 

そこで以下では、MSA の実施に際して

の阻害要素のいくつかを４つの見出し（①

組織的背景（organizational context）、②

資源（ resource）、③実施手続の支援

（ implementation ）、 ④ 適 格 性

（competence））に集約して論じる。 

 １）組織的背景 

HSE の評価ツールは、作業関連ストレ

スを対象とする MS の一部として、６つの

ストレス要因（①仕事上の要求、②仕事上

の裁量、③支援、④職場の人間関係、⑤役

割の明確性、⑥変化の管理）を調査するた

めに開発された３５項目の質問紙から成

るが、その焦点がわずか６つの心理社会的

な危険源に絞られてしまったことから、調

査の感度（sensitivity）や、調査の結果な

される組織的背景に対する介入の可否や

方法等の決定に問題が生じることとなっ

た。例えば、専門家からは、密接な意思疎

通、支援、参加、フィードバックがあり、

フォーカスグループ（※情報の収集を目的

に作られる少人数のグループ（三柴注））

の実施が容易な小規模組織に対しては、よ

り焦点を絞った、シンプルな、質問紙を用

いないアプローチが求められる可能性が

指摘されてきた２０１。要は、１つのモデル

が全てのリスク調査や管理に適合すると

は限らないということである。リスク管理

は、むしろ、異なる組織的ニーズ、環境、

資源に適応し得るものでなければならな

い。既に指摘されているように、組織の中

には、従前の取り組みの枠内で MSA に適

応するための 善の方法について困惑す

るところも少なくないであろう。そうした

ところは、MS に組織的に従うことができ

なくなるか、特定のニーズに形だけ合わせ

る結果になりかねない（Cox ら、HSE、

Tyers ら２０２）。MS の手続は、予防的

（ preventative ） に も 事 後 対 応 的
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（reactive）にもツールとして用いられ得

るものだが、その程度もまた、組織により

異なる（Broughton ら２０３）。柔軟で適応

性の高い手続であれば、より効果的であ

り、かつ事業主や組織の「学び」を促進で

きるであろう。 

２）資源 

第２に、介入段階で様々な障害に直面す

る組織も少なくない（HSE、Tyers ら

２０４）。この実務上典型的な障害は、欧州

レベルの事例検討でも確認されている（例

えば、European Agency for Safety & 

Health at Work, 2009２０５）。MS の実施を

複雑で困難にするような要素は数多く、そ

の中には、資源の不足、組織の規模や構造、

モチベーション維持の難しさ、MS の手続

の伝達の難しさなどが含まれる（Cox ら、

HSE、Tyers ら２０６）。 

 ３）実施手続の支援 

 第３に、実務家の多くが、MS の手続を

支援するための柔軟で包括的な「道具箱

（toolbox）」が開発されることが望ましい

と指摘してきた（Cox ら２０７）。そうした

道具箱は、組織的背景やニーズに適応で

き、補完的な調査ツール、ガイダンス、実

例や、MS を実施するために必要なスキル

や適格性（competence）の向上を支援す

る（組織的な）意思決定ルールを含むこと

が望まれる。模範的な実践モデルや過去の

経験をクローズアップすることにより、知

識の蓄積や組織による学びを支援するこ

とは充分に可能であろう。 

 ４）適格性 

 第４に、MS の実施・機能状況を評価す

るための調査において、組織内の人的・物

的資源、役割、適格性と業務遂行能力の形

成に関する問題が、たびたび指摘されてき

た（Broughton ら、Cox ら、HSE、Tyers

ら２０８）。上級管理職の主体的参加は、リ

スク調査の成功にとって鍵となる重要な

要素ではあるが、実際の作業担当者が MS

を実施し、上級管理職に関連する情報を報

告するうえで必要な経験や適格性を欠い

ていることも少なくないであろう。したが

って、管理者の主体的参加や実務担当者の

適格性を育むことは、組織の MS に関する

業務遂行能力の形成にとって 優先課題

であり、それらはその組織で実効性を持つ

統一的な方針によってカバーされ得る。ま

た、MS 導入の初期には、組織が利用でき

る外部支援機関があって、多くの組織が活

用していた。そうした専門家の介入サービ

スや専門知識の提供による支援の継続は、

とても重要であり、好意的に受け止められ

る可能性が高い（HSE２０９）。組織の業務

遂行能力を育成するその他の方法として、

外部の労働衛生サービスを増強する、すな

わちリスク調査よりも各組織における職

務の設計（job design）、教育、高いレベル

の意思決定などの本質的対策へと機能を

拡大させることや、彼ら（：外部労働衛生

サービス）に必要なスキル、適格性、知識

を身につけさせるなどの方法が挙げられ

る。これには、組織・健康管理面でのスキ

ルのみならず、交渉や分析のスキルも含ま

れる可能性がある（Broughton ら２１０）。

 以上を整理すると、結論的に、MS が利

便性の高い枠組みを提供し（Tyers ら

２１１）、優れた衛生管理の原則や組織管理

の 取 り 組 み を 体 現 し て い る こ と

（HSE２１２）については一般的なコンセン

サスを得られている。しかし、実務家間で
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は、「MSA は、理論的にはうまく機能して

いるが、実務的にはそうもいいきれない」、

との意見が大勢を占めている（HSE２１３）。

既に述べたように、MSA は、ストレス問

題や、その問題の特定や対策への積極的取

り組みへの意識を高めること、ストレスが

被用者に与える影響や管理者教育（の重要

性）についての理解に大いに貢献した

（Tyers ら２１４）。一方で、実務家的視点か

らは、実施の質、その実施を支えるための

資源、スキル、適格性という点で、未だ克

服すべき課題が残っている（Cox ら、

HSE２１５）。 

 

１.４.６.１.２.２ 理論面 

 

 MS は、その開発作業の直後から盛んに

行われた作業関連ストレスに関する調査

の取り組みを受けて発展してきた経緯が

ある（Rick ら２１６）。この調査の取り組み

は、１９６０年代から組織調査において支

配的だったものだが、今現在も専門文献を

席巻している。この取り組みは、職務の性

格に関する調査に基づいているが、その調

査は、まるで労働者から独立した存在かの

ように、さまざまな厚生水準やストレス関

連問題の指標との関係を対象としている。

この関係は、時に「人格」のような労働者

の個人的性格に関する統計的管理により

調査されたり、労働者の個人的性格との統

計的な相関関係により調査されることも

ある。Daniels(2011)２１７は、MS の科学的

根拠を支える４つの主要な前提を列挙し、

それらの妥当性に疑問を呈している。 

 うち第１は、職務の性格は、客観的かつ

比較的安定的な要素だという前提である。

たしかに、この前提がなければ、一定期間

内の一時点における職務の負の性格への

労働者のばく露を調査し、将来の一定期間

内の一時点でそれを 小化するための手

続を開発することは不可能となるだろう

し、このことは、同じ職務に従事している

他の労働者にも同様に当てはまる。しか

し、エビデンスの示唆に徴する限り、職務

の性格は、客観的でも安定的でもない。こ

の点に疑問を呈する見解の中には、職務の

性格について、自己申告式の調査が広く活

用されていることを指摘するものがあり

（Daniels２１８）、現に、MS の評価ツール

は自己申告式である。その代替的方法も、

何の工夫もないとか、従来の考え方の延長

に 過 ぎ な い と し て 批 判 さ れ て 来 た

（Daniels２１９）。 

 とはいえ、・・・・・（未了）・・・・・。

 

１.４.６.１.３ ノッティンガム大学の研

究グループによるリスク管理手法に関する

批判の整理 

 先述の通り、ノッティンガム大学の研究

グループは、少なくとも従前は MSA の推

進に積極的な立場にあったと解されるが、

MS が採用するリスク管理手法への批判に

ついても、以下のように整理している２２０。

もっとも、いずれも反論可能か今後の克服

課題であって、MSA の土台を揺るがすもの

ではないと捉えられている。 

 

 今や、多くの応用心理学者や安全衛生の

専門家が、ストレスに関するものを含め、

職場の健康問題へのリスク管理手法の活

用の有効性を認めているが、中にはそれを

不適切とする者もいる。 
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例えば、Rick＆Briner２２１は、ストレス

のプロセスが本質的に心理学的な性格を

持つこと、危険源と（健康）障害の関係が

不明確なことを理由に、（当初は身体的な

危険源を念頭に開発された）リスク管理手

法は適切でないと示唆している（※下線は

報告者が添付した）。リスク管理手法の活

用に反対の立場を代表するこの見解には、

支えとなるポイントがある。それは、リス

ク管理手法には１つの形態しかなく、ひと

たび身体的な危険源での活用を想定して

開発されると、何ら修正されることもなく

心理社会的危険源にも活用される、という

暗黙の主張である。しかし実際には、リス

ク管理にも危険源の種類に応じて多様性

があり、それこそが各職場における安全衛

生上の基本方針（philosophy）または枠組

み（framework）に他ならない。 

とはいえ、MSA に関連して HSE が開発

したリスク管理手法には、より有力な批判

がある。主なものの１つは、リスク調査と

リ ス ク 低 減 の 背 景 依 存 性

（context-dependency）や、既存の方法論

を問題視している。（MSA を含めた）ほと

んどのリスク管理の方法論は、定義づけら

れた特定の職場もしくはシステム、作業集

団に焦点を絞るか、既存の設備や手続に依

拠するものとなっている。これは、危険源

の性格、それに応じて必要となる管理手段

が、そのレベルで特定されるからである。

これらはやはり背景依存であり、その背景

依存は、リスクに基づく特定的な労働衛生

のアプローチとそれより広いポピュレー

ション・アプローチに区別される。この際、

後者は、作業に関連する健康問題を管理す

るには不適切であり、誤った適用がなされ

ると、当事者個々人にさらなる被害をもた

らす可能性もある（ADAms ら２２２）。 

MSA が抱える核心的な問題の１つは、

「１つのモデルが全てのケースに適合す

るのか（does one size fit all?）」、あるいは、

そもそもその調査モデルやツールを個々

の作業の背景や集団に適合させることが

適当なのか、という点にある（※下線は報

告者が添付した）。これに対しては、これ

までに２つの主張が提起されて来た。うち

第１は、主要な心理社会的危険源は、作業

集団、組織のレベル、業種といった属性を

問わず、ほとんどの形態の作業に共通して

存在することを示唆する高いレベルの分

析結果があるので、「レベルの高い」モデ

ルやツールであれば、あらゆる形態の作業

に適用可能（すなわち、one size can fit all）

というものである。第２は、背景依存を容

認すると、あまりに複雑になりすぎ、組織

内での簡便な活用が困難な手続を生み出

してしまう、という実務上の懸念である。

 

１.４.６.２ 今後の発展可能性と課題 

１.４.６.２.１ 踏まえるべき環境条件の

変化 

 ノッティンガム大学の研究グループは、

HSE の委託調査報告書において以下のよ

うに述べ、今後の MSA の発展には、個々

の組織における労働安全衛生とその組織の

経済・経営事情に加え、それらを取り巻く

マクロレベルでの経済情勢との関係を重視

することが必要と説いている。その限りで

は当然の理とも言えるが、グローバルな自

由市場の競争条件を前提に、個人の健康に

関する組織の責任という保護的・消極的姿

勢から、組織的行動管理（＊高い透明性、

分担研究報告書（三柴 丈典）

－ 189 － 



説明責任、組織のガバナンスの改善、分権

化・独立採算制の活用、調達ガイドライン

の強化、成果及び財政貢献を管理し追跡す

るための新しい手法、知識管理の強化、適

切な多様性を有する適切な人材の確保、よ

り良い環境・社会的セーフガードの実施、

健全なリスク管理等に代表される自律性や

効率性の確保による新たな管理手法のこ

と）の進展による個人・組織レベルでのパ

フォーマンスの向上という自立的・積極的

姿勢への転換を説いている点に斬新さ（と

一種の危うさ２２３）を認めることができる。 

 

 組織的な安全衛生環境は、旧来の概念や

認識への挑戦を伴う経済的考慮に影響さ

れる度合いが大きくなってきている。この

ような考え方の変化は、EU 法に顕在化し

て来ている。今や、組織レベルでは、経済

的な議論が、労働安全衛生に関する意思決

定において、以前より大きな役割を果たす

ようになっている。結果的に、衛生管理に

関する措置を講じる際には、以前より事業

の実情に注目する必要が生じている。こう

した議論は、ブラック報告の説くところと

も一致する。また、グローバルな自由市場

の競争条件下にある組織の思考をより良

く理解する必要性を説くものでもある。こ

のような労働衛生管理をめぐる現実の変

化は、世界中で生じている現象である

２２４。 

 現在の経済環境下において、組織に対

し、被用者がばく露する長期的な危険源を

減らし得るという口上のみで法令や法令

外の施策（instruments）の遵守を説得す

ることは、ますます困難になって来ている

（※下線は報告者が添付した）。少なくと

もいくつかの業種では、組織の考え方が、

継続的改善ではなく、「充たすべき 低条

件としての安全状態のいかん」や、安全衛

生措置がもたらす「実際のパフォーマン

ス」、そしてそれらの措置が 低基準の達

成にどう貢献するかの評価に焦点が置か

れるようになっていることが、証拠上示さ

れている。こうした考え方の変化は、おそ

らく、個々人の健康に対する組織の配慮

（concern）や責任から、組織的行動管理

や個人・組織のパフォーマンスへと議論の

対象が変化してきていることを示してい

るように思われる。また、個人がばく露す

る危険源を組織が排除・低減するという発

想から離れるという根本的な変化をも示

していると解される（※下線は報告者が添

付した）２２５。 

 

１.４.６.２.２ 一般論 

ノッティンガム大学の研究グループの手

による HSE の委託調査報告書によれば、

MSが採用するリスク管理のアプローチは、

作業に関連する筋骨格系障害を代表とする

他の労働衛生上の問題の管理とも共通項が

多いことが判明して来ているため、今後、

理論面、実務面の双方で統合を進めること

な ど に よ り 、 ア ブ セ ン テ ィ ズ ム

（absenteeism：常習的な遅刻や欠勤によ

る生産性の低下傾向）やプレゼンティズム

（presenteeism：疾病障害り患者の無理な

出勤による生産性の低下傾向）の管理のほ

か、組織的なパフォーマンスを測る指標に

も転用可能なツールとして、大きなパフォ

ーマンスを生む可能性があるとされる２２６。 

 そして、それを実現し、ひいては目下の

経済環境にも対応できる組織形成を図るた
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めの条件として、以下の３点が挙げられて

いる２２７。 

 

①HSE による労働衛生管理の取り組み

が、理論的にも実務的にも、より統一的で

一貫したものとされること 

この点に関しては、以下のような事柄が

問われる。 

ア MS の手法は、作業関連ストレス対

策の手段として真に有用で実務的なもの

か？ 

イ それは、一般的な労働衛生上の問題

にも役立つか？ 

ウ 一般に、何が健康を脅かし、それを

職場で管理するにはどうすればよいの

か？ 

エ 統一的な取り組みを実施すれば、本

当に費用対効果は高まるのか？ 

 また、労働衛生管理に関する現在および

将来の組織的な意思決定に大いに注目す

る必要がある。 

 ②HSE によるアプローチの経済的、法

的背景（脈絡）について、より広く深く理

解されること 

 ③イギリス（UK）における考え方の展

開を、EU のモデルや政策展開の中に位置

づけること 

 

１.４.６.２.３ 中小企業への適用可能性 

（未了） 

 

１.４.６.２.４ 不調者の復職を含めた個

別事例管理への適用可能性 

（未了） 

 

１.５ 法の管轄機関・執行権限者 

１.５.１ HSWA の関連規定 

１.５.１.１ HSWA 第１１条 

（試訳）（未了） 

(1)It shall be the general duty of the 

Executive to do such things and make 

such arrangements as it considers 

appropriate for the general purposes of 

this Part. 

(2)In connection with the general 

purposes of this Part, the Executive 

shall—  

(a)assist and encourage persons 

concerned with matters relevant to 

those purposes to further those 

purposes; 

(b)make such arrangements as it 

considers appropriate for the carrying 

out of research and the publication of 

the results of research and the provision 

of training and information, and 

encourage research and the provision of 

training and information by others; 

(c)make such arrangements as it 

considers appropriate to secure that the 

following persons are provided with an 

information and advisory service on 

matters relevant to those purposes and 

are kept informed of and are adequately 

advised on such matters— 

(i)government departments, 

(ii)local authorities, 

(iii)employers, 

(iv)employees, 

(v)organisations representing employers 

or employees, and 
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(vi)other persons concerned with 

matters relevant to the general purposes 

of this Part. 

(3)The Executive shall submit from time 

to time to the Secretary of State such 

proposals as the Executive considers 

appropriate for the making of 

regulations under any of the relevant 

statutory provisions. 

(4)In subsections (1) to (3)— 

(a)references to the general purposes of 

this Part do not include references to the 

railway safety purposes; and 

(b)the reference to the making of 

regulations under the relevant statutory 

provisions does not include a reference 

so far as the regulations are made for 

the railway safety purposes. 

(5)It shall be the duty of the Executive—

(a)to submit to the Secretary of State 

from time to time particulars of what it 

proposes to do for the purpose of 

performing of its functions; 

(b)to ensure that its activities are in 

accordance with proposals approved by 

the Secretary of State; and 

(c)to give effect to any directions given to 

it by the Secretary of State. 

(6)The Executive shall provide a 

Minister of the Crown on request— 

(a)with information about its activities 

in connection with any matter with 

which the Minister is concerned; and 

(b)with advice on any matter with which 

he is concerned, where relevant expert 

advice is obtainable from any of the 

officers or servants of the Executive, but 

which is not relevant to the general 

purposes of this Part. 

 

１.５.１.２ HSWA 第１２条 

（試訳）（未了） 

(1)The Secretary of State may approve 

any proposals submitted to him under 

section 11(5)(a) with or without 

modifications. 

(2)The Secretary of State may at any 

time give to the Executive— 

(a)such directions as he thinks fit with 

respect to its functions, or 

(b)such directions as appear to him 

requisite or expedient to give in the 

interests of the safety of the State. 

(3)The Secretary of State may not under 

subsection (2) give any directions with 

regard to the enforcement of the 

relevant statutory provisions in any 

particular case. 

(4)The reference to directions in 

subsection (2)(a)— 

(a)includes directions modifying the 

Executive's functions, but 

(b)does not include directions conferring 

functions on the Executive other than 

any functions of which it was deprived 

by previous directions given under 

subsection (2)(a). 

 

１.５.１.３ HSWA 第１３条 

（試訳）（未了） 

(1)Subject to subsection (2), the 

Executive shall have power to do 
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anything which is calculated to 

facilitate, or is conducive or incidental 

to, the performance of its functions, 

including a function conferred on it 

under this subsection. 

(2)The power in subsection (1) shall not 

include the power to borrow money. 

(3)The Executive may make agreements 

with a government department or other 

person for that department or person to 

perform any of its functions, with or 

without payment. 

(4)Subject to subsections (5) and (6), the 

Executive may make agreements with a 

Minister of the Crown, with a 

government department or with a public 

authority to perform functions 

exercisable by that Minister, 

department or authority, with or 

without payment. 

(5)The functions referred to in 

subsection (4)— 

(a)in the case of a Minister of the Crown, 

include functions not conferred by an 

enactment; 

(b)shall be functions which the 

Secretary of State considers can be 

appropriately performed by the 

Executive; and 

(c)do not include any power to make 

regulations or other instruments of a 

legislative character. 

(6)The Executive may provide services 

or facilities, with or without payment, 

otherwise than for the general purposes 

of this Part, to a government 

department or public authority in 

connection with the exercise of that 

department's or authority's functions. 

(7)The Executive may appoint persons 

or committees of persons to provide it 

with advice in connection with any of its 

functions and, without prejudice to 

subsection (8), it may remunerate these 

persons. 

(8)The Executive may, in connection 

with the performance of its functions, 

pay to any person— 

(a)travelling and subsistence 

allowances, and 

(b)compensation for loss of remunerative 

time. 

(9)Any amounts paid under subsections 

(7) and (8) shall be such as may be 

determined by the Secretary of State, 

with the approval of the Minister for the 

Civil Service. 

(10)The Executive may— 

(a)carry out, arrange for, or make 

payments for the carrying out of, 

research into any matter connected with 

its functions, and 

(b)disseminate or arrange for or make 

payments for the dissemination of 

information derived from this research. 

(11)The Executive may include, in any 

arrangements made for the provision of 

services or facilities under subsection 

(6), provision for the making of 

payments to the Executive, or any 

person acting on its behalf, by other 

parties to the arrangements and by 
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persons using those services or facilities.

 

１.５.１.４ 附則第２条 

（試訳）（未了） 

THE HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE 

1The Executive shall consist of— 

(a)the Chair of the Executive, and 

(b)at least seven and no more than 

eleven other members (referred to in this 

Schedule as “members”). 

2(1)The Secretary of State shall appoint 

the Chair of the Executive. 

(2)The Secretary of State shall appoint 

the other members of the Executive 

according to sub-paragraph (3). 

(3)The Secretary of State— 

(a)shall appoint three members after 

consulting such organisations 

representing employers as he considers 

appropriate; 

(b)shall appoint three members after 

consulting such organisations 

representing employees as he considers 

appropriate; 

(c)shall appoint one member after 

consulting such organisations 

representing local authorities as he 

considers appropriate; and 

(d)may appoint up to four other members 

after consulting, as he considers 

appropriate— 

(i)the Scottish Ministers, 

(ii)the Welsh Ministers, or 

(iii)such organisations as he considers 

appropriate, including professional 

bodies, whose activities are concerned 

with matters relating to the general 

purposes of this Part. 

(4)Service as the Chair or as another 

member of the Executive is not service in 

the civil service of the State. 

(5)The Secretary of State, with the 

approval of the Chair, may appoint one 

of the other members appointed under 

sub-paragraph (2) to be the deputy chair 

of the Executive. 

TERMS OF APPOINTMENT OF THE 

EXECUTIVE 

3Subject to paragraphs 4 and 5, a person 

shall hold and vacate office as the Chair 

or as another member according to the 

terms of the instrument appointing him 

to that office. 

4The Chair or any other member of the 

Executive may at any time resign his 

office by giving notice in writing to the 

Secretary of State. 

5The Secretary of State may remove a 

Chair or other member who— 

(a)has been absent from meetings of the 

Executive for a period longer than six 

months without the permission of the 

Executive; 

(b)has become bankrupt or has made an 

arrangement with his creditors; 

(c)in Scotland, has had his estate 
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sequestrated or has made a trust deed 

for creditors or a composition contract; 

(d)has become incapacitated by physical 

or mental illness; or 

(e)is otherwise, in the opinion of the 

Secretary of State, unable or unfit to 

carry out his functions. 

REMUNERATION OF MEMBERS 

6(1)The Executive shall pay to each 

member such remuneration and such 

travelling and other allowances as may 

be determined by the Secretary of State.

(2)The Executive shall pay to, or in 

respect of, any member, such sums by 

way of pension, superannuation 

allowances and gratuities as the 

Secretary of State may determine. 

(3)Where a person ceases to be a member 

otherwise than on the expiry of his term 

of office, and the Secretary of State 

determines that there are special 

circumstances which make it right that 

he should receive compensation, the 

Executive shall pay to him such amount 

by way of compensation as the Secretary 

of State may determine. 

PROCEEDINGS OF THE EXECUTIVE 

7(1)The Executive may regulate its own 

procedure. 

(2)The validity of any proceedings of the 

Executive shall not be affected by any 

vacancy among the members or by any 

defect in the appointment of a member. 

(3)The Executive shall consult with the 

Secretary of State before making or 

revising its rules and procedures for 

dealing with conflicts of interest. 

(4)The Executive shall from time to time 

publish a summary of its rules and 

procedures. 

STAFF 

8(1)The Executive shall, with the 

consent of the Secretary of State, appoint 

a person to act as Chief Executive on 

such terms and conditions as the 

Secretary of State may determine. 

(2)The Executive shall appoint such 

other staff to the service of the Executive 

as it may determine, with the consent of 

the Secretary of State as to numbers of 

persons appointed and as to the terms 

and conditions of their service. 

(3)The Executive shall pay to the 

Minister for the Civil Service at such 

times as that Minister may direct, such 

sums as the Minister may determine in 

respect of any increase attributable to 

this paragraph in the sums payable out 

of monies provided by Parliament under 

the Superannuation Act 1972. 

(4)A person appointed to the staff of the 

Executive may not at the same time be a 

member of the Executive. 

(5)Service as a member of staff of the 

Executive is service in the civil service of 

the State. 

PERFORMANCE OF FUNCTIONS 

9(1)Subject to sub-paragraphs (2) to (4), 
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anything authorised or required to be 

done by the Executive (including 

exercising the powers under this 

paragraph) may be done by— 

(a)such members of the Executive or 

members of staff of the Executive as the 

Executive considers fit to authorise for 

that purpose, whether generally or 

specifically; or 

(b)any committee of the Executive which 

has been so authorised. 

(2)Sub-paragraph (1)(b) does not apply to 

a committee whose members include a 

person who is neither a member of the 

Executive nor a member of staff of the 

Executive. 

(3)The Executive— 

(a)shall authorise such of its members of 

staff as it considers fit to authorise for 

that purpose, to perform on its behalf 

those of its functions which consist of the 

enforcement of the relevant statutory 

provisions in any particular case; but 

(b)shall not authorise any member or 

committee of the Executive to make 

decisions concerning the enforcement of 

the relevant statutory provisions in any 

particular case. 

(4)The Executive shall not authorise any 

person to legislate by subordinate 

instrument. 

(5)The Executive shall publish any 

authorisations which it makes under 

this paragraph. 

ACCOUNTS AND REPORTS 

10(1)It shall be the duty of the Chief 

Executive— 

(a)to keep proper accounts and proper 

records in relation to the accounts; 

(b)to prepare in respect of each 

accounting year a statement of accounts 

in such form as the Secretary of State 

may direct with the approval of the 

Treasury; and 

(c)to send copies of the statement to the 

Secretary of State and the Comptroller 

and Auditor General before the end of 

November next following the accounting 

year to which the statement relates. 

(2)The Comptroller and the Auditor 

General shall examine, certify and 

report on each statement referred to in 

sub-paragraph (1)(c) and shall lay copies 

of each statement and his report before 

each House of Parliament. 

(3)As soon as possible after the end of the 

accounting year, the Executive shall 

make to the Secretary of State a report 

on the performance of the Executive's 

functions during the year. 

(4)The Secretary of State shall lay the 

report referred to in sub-paragraph (3) 

before each House of Parliament. 

(5)In this paragraph, “accounting year” 

means the period of 12 months ending 

with 31st March in any year; but the 

first accounting year of the Executive 
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shall, if the Secretary of State so directs, 

be of such other period not exceeding 2 

years as may be specified in the 

direction. 

SUPPLEMENTAL 

11The Secretary of State shall not make 

any determination or give his consent 

under paragraph 6 or 8 of this Schedule 

except with the approval of the Minister 

for the Civil Service. 

12(1)The fixing of the common seal of the 

Executive shall be authenticated by the 

signature of the Chair or some other 

person authorised by the Executive to 

act for that purpose. 

(2)A document purporting to be duly 

executed under the seal of the Executive 

shall be received in evidence and shall be 

deemed to be so executed unless the 

contrary is proved. 

(3)This paragraph does not apply to 

Scotland. 

 

１.５.１.５ HSWA 第１４条 

（試訳）（未了） 

(1)This section applies to the following 

matters, that is to say any accident, 

occurrence, situation or other matter 

whatsoever which the Executive thinks 

it necessary or expedient to investigate 

for any of the general purposes of this 

Part or with a view to the making of 

regulations for those purposes; and for 

the purposes of this subsection 

(a)those general purposes shall be 

treated as not including the railway 

safety purposes; but 

(b)it is otherwise immaterial whether 

the Executive is or is not responsible for 

securing the enforcement of such (if any) 

of the relevant statutory provisions as 

relate to the matter in question. 

(2)The Executive may at any time— 

(a)investigate and make a special report 

on any matter to which this section 

applies; or 

(b)authorise another person to 

investigate and make a special report 

into any such matter. 

(2A)The Executive may at any time, 

with the consent of the Secretary of 

State, direct an inquiry to be held into 

any matter to which this section applies.

(3)Any inquiry held by virtue of 

subsection (2A) above shall be held in 

accordance with regulations made for 

the purposes of this subsection by the 

Secretary of State, and shall be held in 

public except where or to the extent that 

the regulations provide otherwise. 

(4)Regulations made for the purposes of 

subsection (3) above may in particular 

include provision— 

(a)conferring on the person holding any 

such inquiry, and any person assisting 

him in the inquiry, powers of entry and 

inspection; 

(b)conferring on any such person powers 

of summoning witnesses to give evidence 

or produce documents and power to take 

evidence on oath and administer oaths 
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or require the making of declarations; 

(c)requiring any such inquiry to be held 

otherwise than in public where or to the 

extent that a Minister of the Crown so 

directs. 

(5)In the case of a special report made by 

virtue of subsection (2), or a report made 

by the person holding an inquiry by 

virtue of subsection (2A), the Executive 

may cause the report, or so much of it as 

the Executive thinks fit, to be made 

public at such time and in such manner 

as it thinks fit. 

(6)The Executive— 

(a)in the case of an investigation and 

special report made by virtue of 

subsection (2) above (otherwise than by 

an officer or servant of the Executive), 

may pay to the person making it such 

remuneration and expenses as the 

Secretary of State may, with the 

approval of the Minister for the Civil 

Service, determine; 

(b)in the case of an inquiry held by 

virtue of subsection (2A) above, may pay 

to the person holding it and to any 

assessor appointed to assist him such 

remuneration and expenses, and to 

persons attending the inquiry as 

witnesses such expenses, as the 

Secretary of State may, with the like 

approval, determine; and 

(c)may, to such extent as the Secretary of 

State may determine, defray the other 

costs, if any, of any such investigation 

and special report or inquiry. 

(7)Where an inquiry is directed to be 

held by virtue of subsection (2A) above 

into any matter to which this section 

applies arising in Scotland, being a 

matter which causes the death of any 

person, no inquiry with regard to that 

death shall, unless the Lord Advocate 

otherwise directs, be held in pursuance 

of the Fatal Accidents and Sudden 

Deaths Inquiry (Scotland) Act 1976. 

 

１.５.２ MS を用いた監督指導の実際 

１.５.２.１ 概要 

 HSE の安全衛生監督官（inspectors）は、

調査に当たって監督ツールを用い、作業関

連ストレスの観点から組織的なパフォーマ

ンスの評点（score）を行う。この監督ツー

ルは、以下の２つの要素から成る 。 

 ・問題解決志向の備忘録（ an aide 

memoire） 

 ・パフォーマンス評価指標（A set of 

performance indicators）２２８ 

 監督指導の実際については、厚生労働省

の石津克己氏（元在英国日本国大使館書記

官、現職業安定局派遣・有期労働対策部企

画課課長補佐）の２０１０年３月時点での

調査から、以下の事柄が判明している。 

１）メンタル・ヘルス対策を目的とした

監督の方法は、現時点においては、メンタ

ル・ヘルスの維持向上の観点から職場の環

境を整備していくよう事前に指導するとい

う方法によっている。具体的には、安全衛

生監督官が事業場を臨検し、上述の法令の

規定に関連して MS に沿って、職場のリス

ク調査を行うよう指導し、これに従わない

雇用者に対しては改善命令（improvement 
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notice）を発し、改善報告の提出を求める

とともに、一定期間経過後に事業場を再度

臨検し、改善措置を確認するという手順に

なる。 

２）MS を利用した臨検及び指導は、２

００４年から２００９年までの５年間で延

べ約１，６００事業所に及んだが、実際に

臨検した事業所数は、約１，０００事業所

であった。なお、その約半数は２００９年

に行われた。 

３）雇用者がリスク調査を怠った事実が

確認された場合、その事実のみを以てＨＳ

ＷＡ第２条第１項違反に該当する事件とし

て検察官に送致し（つまり事前送致し）、刑

法犯として処罰する可能性も、法的には否

定されていない。 

 ４）HSE は、現段階では、より多くの事

業主に対してメンタル・ヘルス対策の重要

性に関する認識を持たせていく段階であり、

特定少数の雇用者に対して刑事罰を課すこ

とは不相当との認識の下、同人への措置を

改善命令にとどめていたが、報告者が２０

１２年１１月に行った HSE の担当者への

インタビューによれば、現段階までに計４

件の刑事罰が下され、いずれもリスクアセ

スメントの不履行によるものであったとい

う（雇用者がメンタルヘルス対策を怠った

ことが原因となり労働者の不調が発生した

という因果関係を証明する法的証拠を監督

官が収集し、事件として検察官に送致する

ことも理論上可能だが、現時点では実務上

困難と認識されている）。 

 

１.５.２.２ 問題点と講じられた対策 

イギリス（UK）では、１８３３年の工場

法の制定期以来、事務所や商店は、労働保

護を要するリスクがさほど大きくなく、地

方の環境衛生行政に委ねるほうが効率も良

い、ということで、国法の規制対象は、工

場などに限られてきた。この傾向は、１９

４９年の ILO第８８号条約（労働監督条約）

の批准、１９７４年の HSWA 制定によって

も変わることはなく、「リスクに応じた役割

分担」という呼び声で慣行化してきた。そ

の背景には、博士号取得者を含め、関係領

域の専門家を擁し、高い専門性に基づいて

施策を立案、遂行する中央機関と、少ない

人員で多領域の職務をカバーする地方機関

の間の信頼関係の壁も寄与してきたと解さ

れる。しかし、同じ業種でも事業場内の些

細な違いにより管轄が決まること（例えば、

小売業の商店の場合、商店主の居住用家屋

との一体性の程度により中央の監督になる

こともあれば、地方の監督になることもあ

る）や、家内労働は、一般に労働保護上の

リスクが低いにもかかわらず国の管轄とな

ることなどの弊害が指摘されていたうえ、

メンタルヘルス対策が実施されるとなると、

旧来の管轄区分は、いよいよ現実的妥当性

を失うこととなり、「歴史的事故」（historic 

accident）として、自嘲の的となっていた。 

そこで同国では、両者のパートナーシッ

プを強化すべく、様々な対策が講じられて

きた。 

例えば、２００３年には、HSE が、「HSE

と地方公共団体の関係の見直し」（Review 

of the relationship between the Health 

and Safety Executive and Local 

Authorities）と題する文書を公表し、①地

方公共団体に一元化する、②HSE に一元化

する、③現行の分担体制を維持する、④業

種別分担から事業場規模別分担に改める、
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⑤労働安全衛生に関する監督を他の政策分

野（例えば食品安全）と統合する、⑥労働

安全衛生に関する自主規制団体を設け、行

政機関による監督は例外的に行う、という

６種類の案を提示して意見を募集した。し

かし、多く（殆どは地方公共団体からのも

の）は③を支持する意見であった。その後、

HSC は、「２０１０年以降の英国における

労 働 安 全 衛 生 戦 略 」（ Strategy for 

workplace health and safety in Great 

Britain to 2010 and beyond）を公表し、再

度意見を募集したが、やはりその能力面や

全国展開企業への対応の必要性などから、

地方公共団体への権限委譲について懸念す

る意見が多く出された。 

２００４年には、HSE と地方公共団体規

制 行 政 調 整 機 構 （ Local Authorities 

Coordinators of Regulatory Services; 

LACORS）が、制度的見直しに先んじて、

現行制度の下での運用の見直しを進めるべ

き旨の共同声明を発表し、その後、政府は、

５００万ポンド（当時の為替レート（１ポ

ンド＝約２００円）で換算すると約１０億

円）の基金を造成するとともに、約３０設

置 さ れ て い た 地 方 事 務 所 （ Regional 

Offices）に対して管轄区域内の地方公共団

体と共同で研修プログラムを策定、実施さ

せた。これは、地方公共団体ごとに大きく

異なっていた監督官の能力向上を図ること

を主眼とするもので、中央と地方の両者か

らおおむね好意的な評価を受けた。 

以上の取り組みは、結局国と地方の旧来

的な管轄区分が抱える問題（「歴史的事故」）

を本質的に解消するものではなかったが、

２００５年に至り、とある地方公共団体の

監督官の機転がきっかけで、監督官相互任

命制度（Flexible Warrant Scheme）とい

う制度ができあがり、地方の監督官が管轄

権限を有する市町村（District）と中央の監

督官がほんらい管轄権限を有する国（実際

には、全国に約３０ある地方事務所の管轄

区域内で活動している）の中間に位置する

県（County）レベルで運用されることとな

った。この制度は、HSE は地方公共団体の

監督官に中央政府の監督官の権限の一部を

付与し、地方公共団体は HSE の監督官及び

隣接する地方公共団体の監督官に対して同

様の措置を執ることを通じて、１人の監督

官に業種横断的及び地域横断的な権限を付

与し、監督の効率をあげようとするもので

ある。実際には、HSE の地方事務所が音頭

を取り、管轄区域内の県ごとに市町村と協

議 を 行 っ て 覚 書 （ Memorandum of 

Understanding）を作成し、実際に権限を

付与し合う監督官の氏名リストを交換し、

それぞれ HSE 長官及び市町村の責任者に

報告する。これを踏まえ、HSE 長官と市町

村の責任者は、それぞれの監督証票を相手

方に交付する。この制度は、全国一律的な

強制より、地域ごとの信頼関係の醸成によ

る方が却って効果的との考えに則って運用

されているが、既に首都ロンドンの一部で

も試行されており、全国的な拡大が見込ま

れている。 

 

１.５.３ MS の浸透を支援する民間の専

門機関 

（未了） 

 

１.６ 雇用にかかる精神障害者差別

禁止法 
 ・障害者差別禁止法は、主に３次予防面
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でメンタルヘルスに貢献する。また、障害

者への個別的な調整義務の履行、障害に関

連する差別や障害に起因する差別、間接差

別やハラスメント規制への対応を通じて、

より本質的には同法の枠組が精神障害を含

めた障害の本質洞察に一定の歴史と経験を

持つことにより、２次予防や１次予防にも

直接ないし間接的に貢献する。 

・障害者差別の禁止という法的枠組みで

は、障害が職業能力や職場秩序適合性に影

響を与える可能性がある点などで、他の雇

用差別禁止とは異なったアプローチを必要

とする事情は、日英に共通している。 

 以下では、主に５編の関連文献及び資料

（①長谷川聡:イギリス障害者差別禁止法

の 差 別 概 念 の 特 徴 , 季 刊 労 働

法,225:49-57,2009、②長谷川聡:イギリス,

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援

機構障害者職業総合センター:欧米の障害

者 雇 用 法 制 及 び 施 策 の 動 向 と 課

題,147-193,2012、③鈴木隆:障害者差別禁止

法 制 の 新 展 開 , 労 働 法 律 旬

報,1756:20-23,2011、④長谷川聡:イギリス

障害者差別禁止法の構造と限界, 内閣府:障

がい者制度改革推進会議差別禁止部会第 4

回資料 1,2011、⑤内閣府:障がい者制度改革

推進課意義差別禁止部会第 4 回議事録）な

らびに筆者自身の追加調査を踏まえ、１９

９５年障害者差別禁止法（DDA : Disability 

Discrimination Act 1995）と、同法を全面

的に置き換え、一部重要な改正を施した２

０１０年平等法（Equality Act 2010）の特

徴的な点を抽出し、イギリス労働者のメン

タルヘルスとの関係について考察する。 

 

１.６.１. １９９５年障害者差別禁

止法 

 ・イギリスでは、当初、１９４４年障害

者 （ 雇 用 ） 法 （ Disabled 

Persons(Employment) Act 1944）に基づい

て、割当雇用制度（quota system）を含め、

行政が中心となり、福祉的・保護的観点か

ら障害者の雇用保障を図る仕組みが採られ

ていたが、障害者の雇用状況の改善には至

らず、他方、先天的障害、労災、交通事故

など本人に帰責事由のない障害に雇用に関

する権利を保障すべきとの声の高まり、

ILO、国連などにおける国際的動向などを

受け、障害を持つアメリカ人法（Americans 

with Disabilities Act of 1990:ADA）を参考

にして制定されたのが、障害者差別禁止法

（DDA）である。同法には、同国の他の差

別禁止法と異なり、間接差別の禁止規定が

なく、他方で障害に「関連する」差別、調

整義務の不履行に基づく差別の禁止規定が

あった。 

 ・DDA は、成立当初より、①障害そのも

のに基づく差別ではなく、障害に関連する

理由（＊障害によるタイピング不能など）

に基づく差別（＊不採用、解雇などの不利

益取扱い）を禁止していた。すなわち、そ

うした差別は、障害に関連する理由に基づ

いて、当該障害者を、その理由が現に当て

はまらないか当てはまらないであろう者を

取り扱う場合より不利に取り扱い、かつ②

それを正当化できない場合に成立する（第

５条第１項(a)(b)、２００３年改正により第

３Ａ条第１項(a)(b)）、とされていた。使用

者による障害の認識の有無は問われなかっ

た。 

 ①②の双方共に、DDA に特徴的な点であ

り、実質的には既に間接差別規制に近かっ
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たと言える。 

 ・たしかに、非障害者基準中心に形成さ

れた社会のありよう自体に警鐘をならす

「障害の社会モデル」を基底に置く DDA

の福祉法的、積極的差別是正性格について

は、却って障害者特殊論に基づく差別の固

定化と強化に繋がるとの指摘もあった。ま

た、２００８年貴族院判決（ London 

Borough of Lewisham v. 

Malcolm[2008]IRLR 700 HL）は、障害に

関連する差別に関する DDA の証明ルール

を直接差別的なものに修正し（＊精神障害

者が公営住宅の部屋を転貸したことを理由

に退去処分を受けた件で、転貸しなかった

者との差別を観念せず、転貸すれば誰にで

も退去処分がなされる条件にあったとして、

障害に関連する理由に基づく差別には該当

しないと判断した）、２００１年控訴院判決

（ Jones v. Post Office[2001]IRLR 384 

CA）も使用者側の正当性の抗弁を緩やかに

解釈するなどして、その形骸化を図った。 

しかし、政府はその後、逆に間接差別規

制への置き換えを内容とする法改正を主導

した。もっとも、その前提として、EU 法

の影響を受け、DDA の制定時からすると、

特に障害に関連する差別の規制下において、

厳密な統計的証拠を求めずに差別的効果を

認めるような変化が既に生じていた。 

イギリスにおける「障害の社会モデル」

的観点の根強さをうかがわせる。 

 ・なお、２００３年改正で初めて定義規

定が設けられた直接差別規制（第３Ａ条第

５項）では、障害に関連する理由（＊障害

によるタイピング不能など）が共通する前

提での障害者と非障害者間の差別が問題と

された。特段の配慮を必要としない障害者

差別の排除に有効な規制といえるが、そこ

でわざわざ能力の共通性が前提となる旨を

規定したため、DDA において中心的な直接

差別以外の差別規制では、能力面での差異

の存在が前提とされていることを浮き彫り

にする結果となった。 

 ・DDA には、成立当初から調整義務の不

履行を理由とする差別の概念があった。こ

れも障害者差別に特有の概念であり、かつ

障害に関連する理由に基づく差別と共に

DDA の差別禁止構造の中心をなしていた。

これは、①使用者が調整義務を負うこと、

②同義務が不履行であること、の２つのパ

ーツから構成されていた（第５条第２項、

２００３年改正により第３Ａ条第２項）。 

 調整義務は、種々の契約や労働条件など

の取り決め、建物の物理的特徴が、非障害

者に比べ、当該障害者に不利益な影響を及

ぼす場合に発生するものであった。調整義

務を負う使用者は、その場面のあらゆる状

況を踏まえ、そのような不利益を防止する

合理的な措置（例えば、施設の改造、業務

軽減（業務の一部を他者に割り当てること）、

勤務時間の変更、リハビリテーション、職

能評価、訓練の提供、備品・設備の整備、

視覚障害者への読み上げ等）の実施を求め

られ、その合理性は、措置の効果、実施可

能性、使用者の経済的負担その他の負担か

ら事案ごとに検討されることとされていた

（第６条第４項など、２００３年改正によ

り第１８Ｂ条第１項など）。 

 調整義務の不履行は、障害に関連する理

由に基づく差別を推定させる場合もあった。

例えば DDA 第３A 条第５項（２００３年

改正前は第５条第５項）は、使用者が当該

差別の正当化を図る際、調整義務を負う場
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合にはそれを履行する必要がある旨定めて

いた（＊長谷川前掲論文 54 頁では、調整義

務不履行による差別概念が DDA の差別構

造の中心にあることの証左とされている）。

この関係は、間接差別への置き換え後も維

持されている。 

 ２０００年 EU 一般雇用均等待遇指令

（2000/78/EC）第２条第２項では、障害者

に限定せず、一般的に間接差別が明文化さ

れたが、調整措置の履行を間接差別の正当

化事由の一つと定めており（第２条第２項

は、b 号(i)で、ある集団に特定の不利益を

与える措置に正当な目的があり、その目的

達成のための適切かつ必要な手段がとられ

ている場合を定め、b 号(ii)で、そのような

措置が障害者に対する合理的便宜（：調整

措置）である場合を定めている（訳文は、

平成２０年度内閣府（WIP ジャパン株式会

社）「障害者の社会参加推進に関する国際比

較調査研究」委託報告書（平成２１年３月）

第３部第４章２（廣田久美子執筆担当部分）

による）、ここからも両者の密接な関連性が

うかがわれる。なお、イギリスは、当初、

調整措置の義務づけ規定の内容を間接差別

に関する同指令条項の内容に近づける（：

検討対象となる「規定、基準または取扱い」

の文言を同指令条項の文言と一致させる）

微調整により、同指令条項（間接差別）の

直接的な国内法化を避けようとした経過が

ある。 

 ただし、調整義務不履行に基づく差別は、

①具体的な障害者と同じく非障害者の比較

を前提ないし必要としない点（関連して、

必ずしも特定の集団を対象として不利益を

把握しない点）や、②義務の発生要件が緩

やか（：不利益が些末でないことを証明す

れば足りる）である点、③差別的意図が必

要となる点（＊調整義務は、特定個人の障

害を理由とする差別の是正を図るものなの

で、対象者が障害者であることを知らない

か、知ることを合理的に期待できない場合、

発生しない（DDA 第６条第６項、２００３

年改正により第４A 条第３項）。結果的に、

使用者が知り得ない障害について調整を受

けるには自己申告の必要が生じる。他方、

間接差別においてこれらの事情は一切当て

はまらない）などで間接差別とは異なる。

その他、④障害者の存在に関する予見可能

性を前提とする調整義務不履行アプローチ

では、対応が消極的になりがちな一方、間

接差別アプローチでは、差別状態の事前防

止、個別対応ではない包括的な防止につな

がり易い等の違いもある。総じて、調整義

務不履行アプローチは対個別的性格を持ち、

間接差別アプローチは対集団的性格を持っ

ていたと解される。 

 ・DDA が調整義務不履行アプローチ（：

一種のポジティブ・アクション）や実質的

に間接差別的性格を持つ障害に関連する理

由に基づく差別アプローチを中心に据えて

いたということは、性、人種等の属性以上

に、障害という属性自体が不利な立場を内

包しているとの認識があったことをうかが

わせる。特に間接差別的なアプローチは、

いっけん中立的な基準等の殆どに一応の差

別立証を認め得るという点で、「障害の社会

モデル」的発想を採るものとも言える。 

おそらくはこの発想に関連して、イギリ

スでは、雇用年金省の下に日本では職業安

定所・社会保険事務所・障害者職業支援セ

ンター等の役割を兼ね備えたジョブセンタ

ー・プラス（Jobcentre Plus）という機関
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が設けられ、「仕事へのアクセス支援

（ATW : Access To Work）」という制度を通

じ、使用者が調整措置を講じるのに必要な

資金等が補助されて来た。 

 

１.６.２ ２０１０年平等法 

 ・２０１０年平等法の施行により、DDA

は、原則として北アイルランドを除いて廃

止された。平等法は、DDA の他、性差別禁

止法、人種関係法など９つの主な差別禁止

法、その他約１００の諸法を統合したもの

である。そのうち、障害者差別関連箇所は、

おおむね DDA を継承しているが、主な改

正点として、①障害を理由とする間接差別

の禁止規定が設けられたこと、②DDA 第３

A 条第１項が規定していた障害に関連する

理 由 に 基 づ く 差 別 （ disability-related 

discrimination）が、障害に起因する差別

（discrimination arising from disability）

に代えられたこと、③調整義務が生じるケ

ースについて、補助的支援（provision of an 

auxiliary aid）がない場合に障害者が不利

な立場に置かれるケースが明記されたこと

などが挙げられる。 

 ・平等法第６条、附則１およびそれに基

づく規則は、DDA の類似の規定や同法に基

づく規則の規定を置き換え、同法が保護の

対象とする障害を定義している。法第６条

では、DDA 第１条を継受し、「精神的また

は身体的な障害を持ち」（第１項(a)）、「その

障害が日常的な活動をする能力に実質的か

つ長期にわたる悪影響を及ぼす」（第１項

(b)）場合を同法上の障害と定めている。 

 障害による悪影響が「長期にわたる」と

いうためには、(a)その影響が１２か月間以

上継続する、(b)１２か月以上の継続が見込

まれる、(c)終生にわたる継続が見込まれる、

のいずれかに該当することが基本的な要件

とされる（平等法附則１第２条第１項）が、

その影響が一旦解消しても再発可能性が見

込まれる場合には、影響の継続が認められ

る（同条第２項）。また、進行性の病状の場

合には、未だ実質的な悪影響を受けるに至

っていなくても、現時点で日常生活能力に

影響を受けていれば、機能障害を受けてい

るものと取扱いを受ける（平等法附則１第

８条）。 

 その他判断基準の詳細については、平等

法附則１第１条に基づき、行為準則が別添

１で規定しているほか、障害問題担当局が、

障害の定義を概説する手引きを作成してい

る （ Equality Act 2010 Guidance : 

Guidance on matters to be taken into 

account in determining questions 

relating to the definition of disability, 

Office for Disability Issues (HM 

Government) 2010）。 

 ・なお、DDA も、アメリカの ADA と同

様に、直接差別やハラスメントについては、

非障害者でありながら、近親者が障害者で

ある等の理由から障害者と認識されたこと

を理由に差別される者も保護対象とすると

解されて来た（Coleman v. Attridge Law 

[2008] IRLR 722 ECJ）。 

 ・差別禁止の対象となる事項は、労働者、

契約労働者（＊一定期間、特定の業務に従

事する自営業者など。いわゆる請負労働者。

派遣労働者などを意味することも多い）な

どの適用対象や、直接差別、間接差別、ハ

ラスメント、報復的取扱いなどの禁止事項

により異なるが、応募者を含む労働者につ

いては、採用の場面で、(a)採用者決定のた
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めの措置（arrangements）、(b)採用上の雇

用条件、(c)採用拒否（以上、法第３９条第

１項。DDA 第４条第１項にも同様の規定が

あった）、雇用契約締結後は、(a)雇用条件、

(b)昇進や配転、教育訓練、その他の利益等

を受けるための機会へのアクセスの許否、

(c)解雇、(d)その他の不利益（以上、法第３

９条第２項。DDA 第４条第２項にも同様の

規定があった）について、差別が禁止され

る。 

 ・平等法第１３条第１項は、ある者があ

る者を、障害を理由として、その他の者を

取り扱う場合よりも不利益に取り扱った場

合に直接差別（direct discrimination）が成

立する旨を定めている。これには当然に採

用差別も含まれ、例えばコンピュータ技術

者の募集に際して、視聴覚障害であるとい

う理由だけで、採用候補者から除外するよ

うな行為がそれに該当する。他方、障害者

を非障害者より有利に取り扱うことは許容

される（同条第３項）。興味深いことに、差

別行為者が障害者であっても、差別の成立

に影響しない旨の規定もある（法第２４条

第１項）。 

 直接差別の証明は、人種による分離や妊

娠・出産者の差別の場合とは異なり、差別

を主張する者と、前提条件が「実質的に異

ならない」比較対象者との比較を通じてな

される（法第２３条第１項）。ここで、前提

条件が「実質的に異ならない」というため

には、比較対象となる非障害者が、当該障

害者と同レベルの能力や技術（これらは、

当該障害自体を原因としたものでなくても

良い）の保有者でなければならない旨が規

定されている（法第２３条第２項 a 号）。 

 なお、平等法附則９では、特定の保護さ

れる特性を有することが、当該職務の性

質・状況に照らして、 (a)職業上の要件

（occupational requirements）に該当し、

(b)当該要件の適用が適法な目的の達成のた

め均衡のとれた方法であり、(c)その適用者

がその要件を充たさなかった場合（または、

適用者が、その者が要件を充たさないと判

断する合理的理由を有する場合）、直接差別

は成立しない旨が定められている（平等法

附則９第１条第１項各号）。 

 ・前述したように、直接差別（平等法第

１３条第１項）やハラスメント（平等法第

２６条第１項）においては、差別取扱いの

理由が障害である場合のほか、障害を有す

ると認識された場合にも、法の保護対象と

なる。例えば、子どもが障害者であること

を理由に出産休業後の職場復帰を拒否され

たり、労働時間を柔軟化する制度の利用を

拒否された場合などには、母親自身は障害

者でなくても、差別の申立を行うことがで

きる（ Coleman v. Attridge Law[2008] 

IRLR 722 ECJ）。また、法第２７条第２項

は、ある者が平等法の保護を受けるべく申

立ないし訴訟を提起すること、それらの手

続のために証拠や情報を提供したことなど

を理由とする不利益取扱い（報復的取扱い）

を禁止しているが、その保護の対象は、障

害者以外の者にも及ぶ。 

 ・平等法第１５条は、DDA 第３A 条第１

項（２００３年改正前は第５条第１項）に

代えて、障害自体ではなく、障害に起因す

る理由に基づく差別を規制しているが、上

述した２００８年貴族院判決等により形骸

化させられた反省を踏まえ、障害者に障害

に起因する差別からの救済可能性を与えつ

つ、使用者やその他の者にも正当化立証の

分担研究報告書（三柴 丈典）

－ 205 － 



余地を具体化し、事実上拡大することで、

その実効性確保を図った。使用者の正当化

立証は、一応立証された差別が正当な目的

を達成するための適正な手段であることの

証明によりなされる（第１５条第１項(a)）。

また、DDA 時代とは異なり、この種の差別

の証明には、障害者が障害を持っているこ

とを使用者またはその他の者が現に知って

いるか知っていると合理的に期待される必

要がある旨の規定もなされている（同条第

２項）。 

 よって、例えば、ある従業員の無断欠勤

が適応障害の故であり、本人の主治医から

本人を通じて使用者に対し、適応障害によ

ってそのような事態が生じ得る旨の示唆が

なされていたような場合、当該欠勤を理由

に彼を従前のポストから外せば、当然に違

法な差別の推定を受けようが、それが事業

の遂行との関係でバランスのとれた措置で

あることを立証できれば、正当化の余地が

生じることになる。 

 ・平等法第１９条は、間接差別に関する

規制である。これは、EU 法の間接差別の

定義を、妊娠と出産を除き、保護されるべ

き特徴に適用させようとするもので、障害

への間接差別規制の適用を初めて可能にし

たものである。ある中立的基準等（基準又

は慣行：provision,criterion or practice）の

実際の適用が保護されるべき特徴を持つ集

団に対して差別的効果をもたらし、かつそ

の基準等の適用主体がそれを正当化できな

い場合を典型とするが、適用される見込み

に基づき人の行動が抑制されるような場合

も射程に含む。たとえば、採用の際に筆記

試験方式を採ることが、視聴覚障害者等に

とって一般的に差別的効果を有することが

それを主張する者により証明されれば、使

用者は、その正当化事由を主張できなけれ

ば、この差別が成立する。 

差別の立証は、差別の主張を行う障害者

と同様の障害を有する集団と有しない集団

の間の比較によりなされ、直接差別の立証

と同様に、比較の前提として両集団間の実

質的な同質性が求められる（法第２３条第

１項）。鈴木前掲論文 21 頁は、この規定も

前掲の２００８年貴族院判決への対応を念

頭に置いたものと指摘している。 

・平等法第２１条第２項は、DDA 第５条

第２項（２００３年改正により第３Ａ条第

２項）を踏襲し、調整義務の不履行による

差別を規定している。 

調整義務の内容は、①ある者の規定、基

準、慣行が障害者を実質的に不利に置く場

合に求められるもの（同条第３項）、②ある

者の施設の物理的特徴が障害者を実質的に

不利に置く場合に求められるもの（同条第

４項）、③（文書読み上げ機器などの）専門

的機器や（手話通訳者などの）支援要員な

どの補助的支援がなければ障害者が実質的

不利に置かれる場合に求められるもの（同

条第５項）、の３つから構成されているが、

その具体化は、主に手引きや行為準則、審

判例や裁判例に委ねられている。 

アメリカの ADA のように、「過度の負担」

に当たる場合に調整を免じるような規定は

ないが、そもそも調整措置は合理的に実施

可能な範囲で義務づけられるものであり

（法第２０条第１項）、ADA でいう過度の

負担は、合理性判断の要素の１つとなるた

め、それ故に調整措置が講じられなくても、

違法とならない場合がある。ただし、たと

え経済的コストがかかる場合にも、費用対
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効果が高ければ、講じるべき合理的調整措

置と評価され得るほか、雇用年金省傘下の

Jobcentre Plus による仕事へのアクセス支

援（Access to Work）による財政的支援が

得られる場合には、それを継続的に得るこ

とにより可能な調整措置を講じることが合

理的に実施可能とみなされ得る。なお、仕

事へのアクセス支援の範囲は、雇用期間、

必要な支援の種類、自営業か否か等を考慮

して決定されるが、日本とは異なり、雇用

期間が短かい者や、自営業者の方が、長期

雇用を得ていた労働者より手厚い保護を受

ける点が興味深い。保護の必要性を重視す

る施策と解されるからである（＊もっとも、

日本でも、求職者支援制度など、保護の必

要性に応じた制度の創設と充実化が進めら

れている）。 

調整義務は、当該障害者の置かれた個別

事情との関係で生じるので、DDA における

と同様に、この義務の不履行による差別の

申立人は、当該障害者に限られる。同様に、

直接差別や間接差別で必要とされる比較前

提の整った対象者との比較も必要とされな

い。また、使用者は、応募者については障

害者であることを知っているか、知り得べ

き場合、雇用済みの被用者については障害

者であって実質的に不利な立場に置かれて

いることを知っているか知り得べき場合に

限り、この義務を負う（平等法附則８第２

０条第１項）。 

 ・平等法第２６条は、２００３年改正

DDA 第３Ｂ条、第４条第３項などの定めを

受け、ハラスメントについて統一的に規定

している。ハラスメントの定義は、(a)ある

者が障害に関連する対象者にとって不快な

（unwanted）行為を行い、(b)当該行為が、

(i)対象者の尊厳を侵害するか、(ii)脅迫的な、

敵意のある、品位を傷つける、屈辱的な、

または不快な環境を生じさせる目的若しく

は効果を発生させる場合と規定されている

（法第２６条第１項）。その具体的な判断規

準は、(a)ハラスメントを主張する者の認識、

(b)当該事案におけるその他の状況、(c)当該

行為がそのような効果を有すると合理的に

解し得るか否か、を考慮して判断される（法

第２６条第４項）。 

・平等法第２７条は、DDA 第５５条（２

００３年改正によってもナンバリング変更

なし。但し、第５項、第６項が加えられた）

とほぼ同様に、(a)対象者が保護される行為

を行ったこと、又は、(b)同人が当該行為を

行ったか、行う可能性があるとある者が信

じたことを理由に、対象者を不利益に取り

扱ったか、取り扱おうとした場合、報復的

取扱いが成立する旨定めている。ここでい

う「保護される行為」については、(a)平等

法に基づく訴訟手続の開始、(b)平等法に基

づく訴訟手続に関連する証拠や情報の提供、

(c)平等法の目的に資する行為か、同法に関

連する行為、(d)ある者またはその他の者が

平等法違反を犯したとの申立（allegation）

を行うこと、と定められている（同条第２

項）。 

また、同法第７７条は、ある者の賃金格

差が保護される特性に関連して生じている

か（＊直接差別の成否の要件）を判断する

ために行われる「賃金に関する開示

（relevant pay disclosure）」を禁ずる契約

条項を、その部分について無効とし、かつ、

かかる開示に基づく不利益取扱いを禁じて

いる。但し、労働者が害意をもって誤った

証拠や情報を提供したり、不当な差別の申
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立を行うなど、不誠実な行為をなした場合、

報復的取扱いは成立しない（法第２７条第

３項）。 

 ・平等法第１１１条第１項は、２００３

年改正 DDA 第１６Ｃ条とほぼ同様に、平

等法に違反する行為を行うようある者に指

示したり、違反行為者を支援するよう指示

することを禁止している。違反行為を導い

たり（cause）、説得する（induce）行為も

禁止される。興味深いことに、この規定の

違反は、指示された行為が実行されなくて

も成立する一方（同条第６項）、働きかけを

受けた者は、働きかけをなした者から当該

支援行為が適法と告げられ、これを信じる

ことが合理的と認められる場合、違法に問

われない（法第１１２条第２項）。 

 ・他の差別問題とは異なり、障害者差別

問題については、メンバーの半分以上と議

長を障害者が占める障害委員会（Disability 

Committee）が、実施状況の監視や相談サ

ービスを提供している（２００６年平等法

附則第１の５０条、５２条）。 

 ・平等法の履行確保のため、刑事制裁は

予定されておらず、行政機関によるあっせ

ん・仲裁や、より積極的な事業主等への調

査、質問、勧告などの他、司法による（主

に）民事上の救済が予定されている。うち、

行政機関によるあっせんや仲裁は、結局、

当事者間の和解や協定の締結などによる民

事上の解決を図るものである。 

 司法上の救済としては、平等法上、権利

の宣言、申立人への補償金の支払い、差別

の当事者への勧告などが予定されている

（法第１２４条第２項、第５項）。 

 これらの救済は、通常、先ずは労働審判

所への申立により開始されるが、後述する

ように、その申立書面が被申立人と行政機

関である助言斡旋仲裁局にも送付され、同

局によるあっせん等が試みられる。しかし、

当事者が同局でのあっせんに合意しない場

合や、同局によるあっせんになじまないと

判断された場合等には、労働審判所に移送

される。そして、労働審判所の審判に不服

がある場合、控訴審判所（Employment 

Appeal Tribunal ）、控訴院（ Court of 

Appeal）、 高裁判所（Supreme Court）

の順に上訴される。 

 また、平等法には、契約法的規定（＊契

約等の内容をコントロールする規定）も置

かれている。 

先ず、同法第１４２条第１項が、それに

反する取扱いを構成したり、促進するよう

な契約条項には法的拘束力がないと定め、

同条第２項及び第３項が、雇用関連サービ

スや集団保険に関する協定などの契約に類

するがそれに該当しない協定についても、

同様の定めを置いている。 

 また、法第１４４条第１項は、平等法上

の差別禁止規定を排除又は制限する契約条

項についても、それにより利益を受ける者

にとって法的拘束力を持たない旨規定して

いる他、法第１４３条第１項は、群裁判所

（county court）等が、利害関係者の申立

により、そうした契約等の削除や修正を命

じ得る旨規定している。 

 ・問題解決に当たる主な行政機関には、

助言斡旋仲裁局（Adovisory Conciliation 

and Arbitration Service）と平等人権委員

会 （ Equality and Human Rights 

Commission）がある。前者は準司法的性格

が強い。労・使・中立の三者で構成される

理事会によって運営され、その救済手続は、
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①労働審判所からの移送、②当事者による

直接の申立のいずれかを通じて開始される

が、①による取扱い件数が②によるものの

約２０倍にのぼる。障害を理由とする差別

を争点とする事件の取扱いに際しても、あ

っせん官としての障害者の参加は要件づけ

られていない。①は、あっせん前置の考え

方に基づきとられる手法であり、移送を受

けた事件が、あっせん等の手続を通じて合

意に達すれば、作成された和解協定が労働

審判所に送付され、その認証と記録を通じ

て事件の解決をみる。後者は、前者より行

政的性格が強い。２００６年平等法により

設立され（同法第１条）、職域の問題に限ら

ず、かつ障害差別、性差別、人種差別の三

種を全て取り扱うが、委員会内に障害問題

に 特 化 し た 障 害 委 員 会 （ Disability 

Commission）を組織し、同問題について委

任する仕組みを持つ。平等法等の遵守状況

に関する事業主等への調査、質問、勧告等

を行う権限や、平等法の内容を具体化する

行為準則を制定する権限等を持つ。 

 ・実のところ、イギリスでも、１９９５

年 DDA の制定以前は、１９４４年障害者

（雇用）法に基づいて雇用率制度が設けら

れ、障害者を Jobcentre に任意登録させ、

一定規模以上の事業の事業主に、当該登録

者を一定割合以上雇用するよう努力義務を

課す一方、雇用率未達成の事業主が非障害

者等を新規採用した際には罰則が科される

旨の規定を設けていた。しかし、１９６１

年に６１％であった障害者雇用率が、１９

９３年には１９％まで減少するなど、同法

が事実上機能不全に陥っていたこともあり、

１９９５年 DDA の制定と同時に雇用率制

度は廃止された経緯がある。機能不全に至

った理由としては、Jobcentre への登録者

数が要求された雇用率を充たす水準に達し

なかったこと、上記の罰則規定の適用が殆

ど無かったことなどが指摘されている。 

 

１.６.３ 差別禁止法の実際の効果 

 ・イギリスでは、政策の効果に関する統

計的指標には乏しいとの評も聴くが、障害

者の就労状況については、各省から独立し

た政府機関である全国統計局が実施してい

る人口調査（Annual Population Survey：

APS）が、障害者差別禁止法（DDA）の適

用対象となる障害者と、それ以外の労働制

約的（work-limiting）な障害者のそれぞれ

につき、四半期ごとに過去１年間のデータ

を整理している。 

 その 新（２０１２年６月までの１年間）

のデータとそれに対応する期間の７年前

（２００５年６月までの１年間）のデータ

を併記すれば以下の通りであり、結論的に

殆ど変化は見られない。 

 

 ２００４年７月～２００５年６月 

 全生産年齢人口：３８４８万人 

 生産年齢（１６～６４歳）の障害者数：

４３３万人 

  全生産年齢人口に占める割合：１１．

３％ 

 生産年齢の労働力人口：１５８万人 

 生産年齢の障害者数に占める労働力率：

３６．５％ 

 生産年齢の障害者数に占める被用者の割

合：２７％（１１７万人） 

 生産年齢の障害者数に占める失業者の割

合：３３％（１４３万人） 
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 ２０１１年７月～２０１２年６月 

 全生産年齢人口：４０１８万人 

 生産年齢（１６～６４歳）の障害者数：

４８７万人 

  全生産年齢人口に占める割合：１２．

１％ 

 生産年齢の労働力人口：１８９万人 

 生産年齢の障害者数に占める労働力率：

３８．８％ 

 生産年齢の障害者数に占める被用者の割

合：２６％（１２７万人） 

 生産年齢の障害者数に占める失業者の割

合：３３％（１５９万人）  

 

 アメリカの ADA については、雇用率の改

善には必ずしも貢献しなかったものの、特

に賃金、職責、昇格、合理的配慮の面では

差別状態の解消に一定程度貢献したことを

うかがわせるデータが存するが（National 

Council on Disability(NCD), The Impact 

of the Americans with Disabilities Act: 

Assessing the Progress Toward Achieving 

the Goals of the ADA, July 26 2007）、イギ

リスの DDA や平等法については、筆者の

調査の限り、そうしたデータは見あたらな

かった。 

 

１.７ 障害者の福祉と雇用を促進す

る制度 

 ・現在、イギリス政府は、精神疾患罹患

者等を仕事に繋げることに尽力しており、

そのため様々な施策を講じている。その対

象者には、重度就労困難者（hard to help）

も含まれており、彼らには、特に多面的で

柔軟性のあるアプローチの必要性が認識さ

れている。 

 メンタルヘルスとの関係では、まさに（実

施主体を跨ぐ）３次予防の領域に当たる。 

 

１.７.１ 保護雇用制度 

 ・前項で、イギリスでも、１９４４年障

害者（雇用）法に基づく法定雇用率制度が

存在したものの、確たる効果をあげられず、

障害者差別禁止法の制定に伴い廃止された

経緯について述べたが（＊この点からも、

障害者差別禁止法と障害者の雇用促進施策

及び職場のメンタルヘルス対策は、有機的

な関係にあることが看取される）、障害者雇

用を促進するための現行制度として、保護

雇用制度がある。これは、障害の特性、程

度が一般労働市場での雇用には困難を伴う

者が５０％以上就労する工場や事業を指す

が（１９４４年障害者（雇用）法第１５条、

２００６年公的契約規則第７条、２００６

年公益事業契約規則第１０条。なお、保護

雇用の対象となる障害者は、DDA 第１条や

平等法第６条の規定する者とは異なり、こ

れらの条項が規定する「競争的労働市場で

就労するには障害の特性または重度のため

に困難を伴う者」を指し、臨床医（General 

Practitioner）等による医学的診査を基礎と

して、雇用年金省大臣の責任で、傘下のジ

ョブセンター・プラスによる労働能力アセ

スメント（Work Capability Assessment）

と保護雇用事業所の独自評価に基づき認定

される）、本来的に障害者を一般労働市場に

統合する支援的役割を持つため、近年は一

般就労への支援にも尽力する傾向にあると

いう。具体的には、雇用年金省により運営

されるワーク・ステップ・プログラムを、

保護雇用事業が個々の事業と障害者に応じ、

個別的にカスタマイズして柔軟なサポート
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を行う。 

 保護雇用の代表例として、レンプロイ社

（Remploy Ltd.）とソーシャル・ファーム

２２９があり、前者は、１９４４年障害者（雇

用）法に基づき１９４５年に雇用年金省に

より設立され、２００８年時点で５４事業

所が存在し、３０００人以上の障害者が就

労している２３０。後者は、社会的企業（social 

enterprise）の一形態であり、直接的な根

拠法を持たないが、２０１２年に成立した

公共部門（公益）法（Public Sector（Social 

value） Act：国の行政及び地方自治体が、

公益の実現（：経済的、社会的、環境的な

厚生水準の向上）を図るために締結する公

共契約に関する法律）によって、実質的に

（少なくとも財政支援の）裏付けを得るこ

ととなった。 

前者は重度障害者を対象とし、自動車部

品の加工、電気製品のリサイクル、家具製

造など、日本の授産施設等でも行われてい

る手作業を中心に行い、その予算のほぼ全

額が雇用年金省等からの出資ないし補助で

賄われているが、後者は、２５％以上の一

般労働市場への参加が困難な対象者の雇用

により税制上の優遇を受けられるほか、金

融機関の優遇融資や公的機関からの受注支

援などがなされているものの、財政的には

独立経営であり、ケータリング、リサイク

リング、園芸などの比較的創造的な業務が

上位を占めている。 

もっとも、前者でも一般企業が雇用する

障害者をレンプロイ社が援助したり、レン

プロイ社が雇用する障害者を一般企業に派

遣する援助付き雇用（Remploy Interwork

＊援助付き雇用については、下掲の説明を

参照されたい）も行われるなど、一般就労

への橋渡しの取り組みが積極的になされて

おり、２００９年には、３障害（身体、知

的、精神）の合計で６５００の仕事を見出

しているという。 

他方、後者では、精神障害や知的障害の

ほか、ホームレスや触法なども積極的に雇

用しているところが多く、精神障害者の有

用性とその実現方策については、調査報告

書が出されている（McDermid, L. et al. 

(2008) Making an Impact-Exploring how 

to measure the mental health impacts of 

working in a Social Firm, Social Firms 

Scotland＆Scottish Development Centre 

for Mental Health）。 

特筆すべきは、両者、特にソーシャル・

ファームはかなりの増加・拡大傾向にある

ということである。１９９７年の５件が２

０１０年には約１８０社に及んでいる

（http://socialfirmsuk.co.uk/about-social-f

irms/sector-mapping/2010-sector-mappin

g）。ブレア政権下での「第三の道」に基づ

き、２００１年に貿易産業省内に社会的企

業ユニットが設置されたことや、０２年に

「社会的企業：成功への戦略」（Social 

Enterprise:a strategy for success）が公表

されたことなど、政府による施策の効果も

大きいが、実施主体たるソーシャル・ファ

ーム自体による事業化の努力も大きいと察

せられる。 

 

１.７.２ 所得保障制度 

 ・障害者対策法制における福祉的救済の

中には、当然ながら金銭ないし現物給付も

含まれる。これは、資産調査を伴わない、

① 障 害 者 生 活 手 当 （ Disability living 

allowance）、②重度障害者手当（Severe 
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Disablement Allowance）、③就労不能給付

（Incapacity Benefit）、④拠出型雇用・生

活支援手当（Contributory employment 

and support allowance）と、資産調査を伴

う、⑤所得補助（Income Support）、⑥求

職手当（Jobseeker’s allowance）、⑦収入対

応型雇用・生活支援手当（Income-related 

employment and support allowance）に分

かれる。 

 ①は、生活上の介護や移動支援が必要な

成人又は児童に支給される手当であり、介

護給付（Care Component）は要介護度に

応じて３段階（週２０．５５ポンドから７

７．４５ポンド）、移動支援給付（Mobility 

Component）は移動の困難度に応じて２段

階（週２０．５５から５４．０５ポンド）

に分かれており、いずれか又は双方を受給

することができる。就労しているか否かは

問われない。課税や資産調査はなく、国民

保険料の支払いにも関係しないが、各給付

の必要度の判定に際して医学的診査が求め

られる。 

 ２０１３年４月８日より、１６歳から６

４歳までの障害者を対象とする自立支援給

付（Personal Independence Payment）に

移行することとなったが、これも病態や障

害の重さではなく支援の必要度に応じて要

否やレベルが判定されることに変わりはな

い。 

 ②は、重度障害による就労困難者に対し、

基本支給額＋年齢別３段階の加算という形

式で支給されていたが、２００１年４月よ

り新たな申請ができなくなっており、２０

１４年までには労働能力アセスメントを伴

う⑦に移行すべく、現受給者への審査が進

められている。 

 ③は、疾病障害により就労に困難を伴う

者を対象に支給されていたが、国の財政健

全化の要請を背景に障害者の自立的就労を

目指した福祉制度改革の一環として、２０

０８年１０月以後、制度的には④に移行し

て廃止されたが、それ以後も既存の受給者

には支給が継続され、徐々に④への移行が

進められているようである。 

 ④は、まさに２００８年１０月に③から

移行して創設された制度であり、国民保険

拠出記録とリンクし、一定期間の保険料

（national insurance contributions）の支

払を前提に支給される。日本の障害年金に

相当する給付制度だが、③と同様に、疾病

や障害により就労に困難を伴う者を対象と

するものの、③よりも単なる金銭的給付と

しての色彩を弱め、就労に向けた自立を促

進するように設計されている。 

支給対象者は、疾病障害により就労能力

に影響を受け、(i)１６歳以上公的年金（老

齢年金）支給開始年齢未満、(ii)法律上の疾

病給付（Sick Pay）、出産給付（Maternity 

Pay）を受給しておらず、復職していない、

(iii)⑥を受給していない、という３つの要件

を充たす者である（⑦も同じ）。疾病障害そ

のものではなく、あくまでそれによる就労

能力の制限が要件とされていることに留意

する必要がある。①を受給する被用者、自

営業者、失業者または学生であっても、受

給できる（同前）。本人及び配偶者の収入、

貯蓄、年金収入の合計額により支給の可否、

額が判定される（基本的な生活費として、

初の１３週は 大７１ポンド、１４週目

から 大１０５．０５ポンド。他に作業関

連活動給付と支援給付が３０ポンド前後ず

つ支給される可能性がある）。 
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 報告者が２０１２年１１月５日に実施し

た雇用年金省へのインタビューでは、⑦を

含め、この手当の受給者のうち４割は精神

疾患に罹患しているということであった。 

Jobcentre Plus のパーソナル・アドバイ

ザーによるインテーク（＊相談にきた人か

ら事情を聞く 初のケースワークの段階）

から始まり、就労、教育訓練、生活条件に

わたる幅広い支援を得られる。たとえば⑤

に比べると、１３週間以上にわたる質問紙

や医学的診査による労働能力アセスメント

（＊字義通り、本来は、疾病障害が労働能

力に与える影響を審査するためのもの）が

要件とされており、「何ができないか」より、

「何ができるか」を焦点を当てた審査がな

され、容易には認定されない傾向にある（結

果的に、障害者差別禁止法上の障害者より、

おおむね射程が狭くなる）。 

これは、第１段階の労働の前提となる基

礎的能力の制限に関するアセスメント

（ limited capability for work 

assessment）と、第２段階の作業関連活動

制限に関するアセスメント（ limited 

capability for work-related activity 

assessment）から成る。 

うち前者は、身体機能評価（１０項目）

と精神・認知・知的能力評価（７項目）の

２軸から成り、各項目ごとに０～１５の評

点が付され、合計１５点以上に達すると、

能力制限ありと評価されることになってい

る。他方、後者では、就労に必要となる行

動に制限があるか否かを評価する。その結

果、賃労働（作業関連活動）が困難と認め

られた場合、支援グループ（The support 

group）にカテゴライズされ、基本手当に支

援給付が追加されると共に、自身の希望に

応じ、ボランタリー・ワークの紹介を受け

る（アセスメント受検者のうち約９％）。他

方、将来いずれかの時点で賃労働が可能で、

直ちに就労に向けたステップを踏めると認

められた場合、すなわち前掲の第１段階ア

セスメントによる点数が一定レベルを超え

た場合、または自傷他害のおそれがあって、

通常の職場環境に適さないと判断されたが、

第２段階アセスメントでは、制限なしと判

断された場合などには、作業関連活動グル

ープ（The work-related activity group）に

カテゴライズされ（アセスメント受検者の

うち約２３％）、基本手当に作業関連活動手

当が追加される。 

作業関連活動グループと支援グループの

主な違いは、(i)先ず労働に焦点を当てた聴

聞（work-focused interviews）を受け、所

定の教育訓練や条件管理計画のような作業

関連活動に従事すること、(ii)支援グループ

のメンバーより補助金の受給金額が低いこ

と、(iii)政府が拠出型雇用・生活支援手当に

ついて、１年間を期限とする申請制限をか

けた場合、このグループのメンバーには適

用が及ぶことなどである。両者共に原則と

して２０歳以上の者を対象とするが、２０

歳未満の者（場合によっては２５歳未満の

者）に特化した制度も用意されている。 

 ⑤は、低所得者か無収入者で、週１６時

間未満しか就労していないが、失業者登録

をしていない者に支給されるもので、無収

入者には 低週５６．２５ポンドが支給さ

れるが、単身か否か、家族構成、年齢等の

条件により支給額が異なる（夫婦等のカッ

プルには 高額の週１１１．４５ポンドが

個人給付として支給され、年金生活者や障

害者には、別途 高週１１６．４０ポンド
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の手当が支給される）。また、対象者に子が

ある場合、税額控除を受けることができる。 

 おおむね日本でいう生活保護制度に相当

するものと解されるが、具体的な資格要件

として、(i)１６歳以上公的年金（老齢年金）

支給開始年齢まで、(ii)片親もしくは介護を

担当している、又は場合によっては、疾病

もしくは障害により就労できない、(iii)低所

得、(iv)週１６時間未満の就労（配偶者が週

２４時間以下の就労）、(v)イングランド、ス

コットランド、ウェールズに在住（但し、

住所不定でも構わない）、の５つが設定され

ている。 

 ⑥は、１８歳以上公的年金（老齢年金）

支給開始年齢までの求職者に対して支給さ

れる。具体的な資格要件は、(i)平均して週

１６時間未満の就労、(ii)原則として１８歳

以上公的年金（老齢年金）支給開始年齢ま

で（例外的に１６ないし１７歳でも許され

る場合がある）、(iii)全日制の教育を受けて

いない、(iv)イングランド、スコットランド、

ウェールズのいずれかに在住、の４つを充

たし、労働能力を持ち、労働できる状態に

あることである。日本では雇用保険に近い

制度と解される。 

 支給額の上限は、条件によって異なるが、

高でも週１１１．４５ポンドである。 

 上掲の雇用年金省へのインタビューでは、

この手当の受給者のうち２３％は精神疾患

に罹患しているが、それゆえに就職できな

いとは限らない、ということであった。 

 ⑦は、非拠出型で資産調査を伴う雇用・

生活支援手当であり、本人及び配偶者の収

入、貯蓄、年金収入の合計額により支給の

可否、額が判定される点でも④と共通する

が、原則として、貯蓄額が１６，０００ポ

ンドを超える場合には受給できない。手当

に課税や併給調整がなされない点も相違す

るが、障害認定の基本的枠組は共通する。 

 なお、これらの制度は、近い将来、自立

支援的性格を強め、複数の制度を統一する

趣旨を持つユニバーサル・クレジットに移

行される予定である。 

 

１.７.３ 職業リハビリテーション 

 ・るる述べて来た通り、現在、イギリス

政府は、精神疾患罹患者等を含めた疾病障

害者を仕事に繋げることに尽力しており、

疾病障害により不利益を受ける者の就労及

び雇用の継続やそれらへの復帰を目的とす

る 職 業 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 制 度

（Vocational rehabilitation）の下でも、ワ

ーク・プログラム（Work programme）、ワ

ーク・チョイス（Work choice）、財政支援

策を含めたさまざまな施策を講じている。 

 ・職業リハビリテーションは、地方自治

体によっても行われており、それらの施策

を根拠づける法律として、国民支援法

（National Assistance Act 1948）や国民保

健サービス法（National Health Act 1977）

などがあるが、雇用年金省が管轄するリハ

ビリテーション関連施策は、主に１９４４

年障害者（雇用）法に基づいて行われて来

た。同法に基づく施策は、同法制定と共に

開始された産業リハビリテーション・ユニ

ット（Industrial Rehabilitation Unit）に

よる職業準備プログラムに始まり、１９７

３年にはそれが職業リハビリテーションセ

ンターに改称され、１９９１年に職業リハ

ビリテーション・プログラムとなり、２０

０１年に職業準備（Preparation Program）

となり、さらに現在は、上掲のワーク・チ
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ョイスに統合されている。 

 ・その主な担い手は、イギリス全土に約

１５００箇所ある雇用年金省傘下の

Jobcentre Plus であり、同機関は、基本的

には失業者を労働市場に戻すための施策の

実施を担い、特に労働年齢にある人物への

手当の給付と就労支援サービスを行ってい

る。上述した通り、この機関から手当を受

給する者の中には精神疾患罹患者が少なく

ないため、機関側でもそれに応じた人員的

対応を図っている。まず、障害の種別を問

わず、障害者であって、Jobcentre Plus が

窓口となる手当の受給者への対応は、パー

ソナル・アドバイザーが担当する。彼らは、

手当や就労、訓練機会等に関する情報提供

のほか、就労に焦点を当てた面談の役割を

担う。他方、雇用アセスメント（employment 

assessment）の実施とそれに基づく助言、

訓練コースの紹介などは、障害者雇用アド

バ イ ザ ー （ Disability Employment 

Advisers）が担当する。同アドバイザーは、

複雑な事情や背景を抱える障害者に多面的

な支援を行う役割を負っており、就職支援

のみならず、就労への適応支援などによる

就労継続支援や、必要に応じ、専門家への

紹介なども行っている。 

 また、上掲の雇用年金省へのインタビュ

ーによれば、メンタルヘルスに関連する

Jobcentre Plus への配置要員には、以下の

ようなものがあり、全てのスタッフがメン

タルヘルスに関する体系的な研修を受けて

おり、メンタルヘルス・アドバイザー用の

手引き（mental health adviser toolkit）や、

非公開の障害者への対応手引き（hidden 

impairment toolkit）にアクセスする権限

と能力を備えている。もっとも、これらの

要員とパーソナル・アドバイザーや障害者

雇用アドバイザーとの関係については、調

査が至らなかった。職務内容からは、障害

者雇用アドバイザーの小分類に該当するも

のと、別立てのものが混在しているように

察せられる。 

 ①メンタルヘルスと福祉の連結マネージ

ャー・アドバイザー（Mental Health and 

Well-being Partnership Manager, 

Adviser） 

 地域間格差もあるが、この要員が配置さ

れているところでは、主に受給者を外部の

リソース（人的・物的資源）へ連結させる

役割を担っている。制度上は、マネージャ

ーの方がアドバイザーよりスキル・レベル

が高い前提がとられている。 

 ②メンタルヘルス・チャンピオン

（Mental Health Champion） 

 この要員は、受給者が自ら①にアクセス

できるとは限らないため、主に彼らを①に

橋渡しする役割を担っている。 

 ③労働問題に詳しい心理の専門家（work 

psychologist） 

 Jobcentre Plus には、労働問題に詳しい

心理の専門家（日本の産業カウンセラーな

どに相当すると解される）も所属しており、

自ら労働能力アセスメントを行い、その結

果を踏まえて、受給者に 適の職をあっせ

んすると共に、復職へ向けた個別具体的な

アドバイスを行う役割を担っている。 

 なお、インタビューの際、①②③のいず

れも雇用年金省に所属する国家公務員であ

るとの情報を得た。また、彼らの支援を受

けるには、必ずしも医学的診査を受ける必

要はないが、だからこそ、適格者の判定の

ためには②の役割が鍵になる、との所見を
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得た。 

 ・目下、雇用年金省が管轄する職業リハ

ビリテーション施策の中でも、ワーク・チ

ョイスは重要な位置を占めている。繰り返

しになるが、現在、イギリス政府は疾病障

害者を雇用に繋げることに尽力しており、

この施策もその一環を担い、全ての障害者

に柔軟で多面的な支援を行うことを主目的

として、２０１０年１０月に、従来の（上

掲の）職業準備（Work Preparation）、ワ

ーク・ステップ（Workstep）、職業導入制

度（Job Introduction Scheme）に分かれて

いた関連制度を統合して出来上がったもの

である。これは、長期にわたり週１６時間

以上就労できる見込のある者を対象に、①

６か月間の就労導入支援（自己効力感の回

復へ向けた作用を含めた職業ガイダンス、

求職票作成支援など、就労に結び付けるた

めの様々な支援）、②２年間の就労時支援

（当事者が職場で技術や知識を習得するた

めの支援）、③長期的支援（既に一定期間の

就労を経た者に対し、職務経験の蓄積によ

る自己効力感や経済社会面など様々な面で

の向上を促すことに焦点を当てて行う長期

的視点での支援）、という３つのモジュール

をもって、必要な情報を関係者が共有しつ

つ、一体性と継続性をもった支援を行うと

共に、障害者自身にも主体意識を持って、

支援プログラムを選択し、就労に参加ない

し復帰・継続してもらうことを企図したも

のであり、「専門家による障害者雇用プログ

ラム（Specialist Disability Employment 

Programme）」とも呼ばれる。 

 ワーク・チョイスの管理運営は、

Jobcentre Plus が行うが、就労時の実際の

担当は、そこから紹介を受けたレンプロイ

社等の民間、非営利団体や公的機関が行っ

ている。 

 ・職業リハビリテーションの対象者は、

主に、①労働能力に制限がある、②１６歳

以上、③公的年金（老齢年金）支給開始年

齢未満、④英国在住、などの要件を充たす

者であり、うち①を測るため、上述した労

働能力アセスメントが実施される。 

 ・職業訓練は、ビジネス・イノベーショ

ン・技能省（Department for Business, 

Innovation and Skills (BIS)：＊同省は、国

及び産業全体にわたり、継続的で共同的か

つ調和のとれた「成長」を目指す政府の基

本方針に沿って、２００９年６月、ビジネ

ス・企業及び規制改革省（Department for 

Business, Enterprise and Regulatory 

Reform）及びイノベーション・大学・職業

技 能 省 （ Department for Innovation, 

Universities and Skills）を統合して設立さ

れた経緯がある。職業訓練は、そもそも後

者が主管していた）が、技能訓練基金庁

（Skills Funding Agency）や民間企業など

と契約を結び、実施されている。 

 この職業訓練では、個別ニーズに適合し

たプログラムにより就業・復職・職務定着

が図られているほか、障害者に対しては、

一般の場合（２５歳以上、６か月以上の失

業期間）より参加条件が緩和されている（１

８歳以上、失業期間６か月未満も可）。地域

で適切な訓練を受けられない１８～６３歳

までの身体・学習・感覚障害者などを対象

とした寄宿制職業訓練施設も、イングラン

ドに計９箇所設置されており、職業技能資

格 認 定 （ NVQ ： National Vocational 

Qualifications）のレベル１～３（＊レベル

１～５から成り、数字が上がるほどレベル
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が高い。基準は概ね次の通り。レベル１：

職業の基本的技能を充たす。レベル２：操

作的で、僅かながら熟練が必要な技能を持

つ。レベル３：テクニシャン、クラフトマ

ン、熟練者など。レベル４：専門的職業、

経営管理の基本を習得している。レベル

５：専門職や、熟練した経営管理者など。

試験ではなく、仕事の成果により評価され

る仕組みが採られている）の取得を目的と

して、専門スタッフによる個別ニーズに適

合した訓練が実施されている。 

 ・精神障害者を含めた障害者への職業紹

介は、Jobcentre Plus が主に担当している

が、その職務は、職業のあっせん（雇用へ

の仲立ち、積極的な働きかけ）から、障害

者が働き易い職場環境整備にまで及ぶ。職

業紹介は、Jobcentre Plus 以外に、地方自

治体や民間非営利団体などでも実施されて

いるが、Jobcentre Plus は、多くの雇用、

就労支援関係情報を持つほか、新たに障害

者を雇用する雇用主に対し、職業導入支援

制度（Job Introduction Scheme）による助

成金など、さまざまな制度的な給付の実施

主体となっており、同機関と連携関係を持

つ機関も多い。 

 ・アメリカと同様に、イギリスでも、

Jobcentre Plus からの財政的支援と照会を

受け、地方自治体や民間非営利団体等が実

施 す る 援 助 付 き 雇 用 （ Supported 

Employment）の制度が設けられている。

これは、適切な支援があれば就労できる障

害者を対象に、ジョブ・コーチ、職業能力

開発、移動支援、特定的な職業訓練、個々

人のニーズに合わせた指導・支援などを内

容としており、用語として、①雇用機会の

増加と、②既に雇用されている者の就労継

続支援の双方を意味し、基本的コンセプト

は、中等度から重度の障害者を就労による

稼得能力の獲得まで引き上げることにある。

また、そうした効用を生むための包括的な

プログラムないし要素の組み合わせという

趣旨でも理解されている。 

 雇用年金省が財政的支援等を行う援助付

き雇用は、これまでワーク・ステップの一

環として実施されてきた。上述した通り、

ワーク・ステップは、雇用年金省が財政支

援し、運営する広範なプログラムの１つで

あり、レンプロイ社を含む民間、非営利団

体や公的機関により提供されて来たが、２

０１０年１０月をもって、ワーク・チョイ

スに移行した。 

・障害者を対象とするその他の就労支援

制度には、以下のようなものがある。 

１）仕事へのアクセス支援（Access to 

Work） 

 障害者の就労支援のための制度だが、一

部は、そのために事業者側にかかるコスト

負担を軽減する役割も担っている。

Jobcentre Plus が主体となり、①雇用のた

めの特別な補助具や福祉機器、②建物や既

存の設備の改修、③公共交通機関の利用が

困難な障害者への通勤支援、④職場での支

援（読み上げなど）を行うサポートワーカ

ー、⑤採用面接を支援するコミュニケータ

ーなどにかかる費用を支給する。 

 １９９４年に制度化され、２００９年時

点での支援者は３７０００人に及ぶが、近

年は財政的制約が厳しくなり、Jobcentre 

Plus が発行した新しいガイダンスでは、標

準的な福祉機器とみなされるものを支援対

象から除外するなどの調整が進められてい

る。 
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 ただし、この制度は、通常企業での実際

の雇用を前提とするため、政府の設置した

調査グループの報告書において、レンプロ

イ社や入所型訓練機関の利用より重視され

るべき、との提言も示されている（Sayce 

Consultation Team: Specialist disability 

employment programmes –Consultation 

on the recommendations in Liz Sayce’s 

independent review, Department for 

Work and Pensions, 2011, p.10）。 

２）障害者のためのニュー・ディール

（New Deal for Disabled People） 

 ニュー・ディール制度は、政府の「福祉

から雇用」施策の一環として、民間・公的

部門のジョブ・ブローカー（職業斡旋事業）

を活用して、障害者を含め、個々人のニー

ズに応じた包括的かつ系統的な就労及び就

労継続支援を行うために創設された。障害

者が対象に含まれたのは１９９７年以後の

ことで、ジョブ・ブローカーは、この制度

の下で、教育訓練、汎用性のある保有能力

の特定、適職判定、原則として６週間のワ

ーク・トライアル（事業主への助成金の支

給を含む）、求職票作成支援、面接スキルの

向上、面接の際のコミュニケーター、場合

によっては自営業の支援などのほか、 初

の６か月間に限り、職場内での支援（援助

付き雇用など）を行うこともある。利用に

際しては、就労の意思を持ち、就労不能給

付などを受給していることが前提となり、

Jobcentre Plus に所属し、特別な訓練を受

けた障害者雇用アドバイザーが、障害者の

抱える個別的な事情を踏まえたうえで、事

業者とリンクさせる役割を果たすが、ジョ

ブ・ブローカーの選択は受給者に委ねられ

ている点（voluntariness）に特徴がある。

ただし、全ての地域にこの制度が普及して

いるわけではない。 

 ２０１１年に、雇用年金省は、前労働党

政権の施策からの脱却の趣旨もあり、様々

なニュー・ディールのプログラムを単一の

「就労プログラム」に置き換えた。 

 ・以上のように、原則として障害者を給

付対象とする制度とは異なり、事業主を対

象とする補助制度もある。例えば、障害者

を新たに雇用する事業主に対し、ワーク・

チョイスの提供者が、必要な支援の内容を

確認した上で、障害者の自立的就労のため、

２年間を限度に支援を実施する制度がある。

また、上掲の仕事へのアクセス支援の下で

も、事業主との合意に基づき、障害者雇用

のための諸条件の整備につき、彼らへの補

助が行われる。 

 また、主に障害者を雇用する雇用主が結

成したフォーラム（Business Disability 

Forum：BDF）もあり、障害者雇用を事業

の成功に導くための情報交換、問題解決策

の 考 案 等 が 行 わ れ て い る

（http://businessdisabilityforum.org.uk/）。 

 

１.８ メンタルヘルス情報の取扱いに関

する法規制 

（未了） 

 

１.９ 関係判例 

（未了） 

 

２ 私法 

（未了） 

２.１ 根拠法 
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２.２ 関係判例 

 

２.３ 確認できる効果 

 

３ その他の重要な個別的論点 

（未了） 

３.１ アブセンティズムとプレゼンティ

ズム 

（未了） 

 

Ｄ及びＥ．考察及び結論 

（１）労働安全衛生法上の施策について 

イギリスでは、職場の安全衛生や厚生水

準の確保を罰則付きで義務づけるイギリス

労働安全衛生法典（HSWA）の一般的義務

条項及びその下にあってリスク管理の実施

を罰則付きで義務づける安全衛生管理規則

に基づき、MS（Management Standards：

ストレス管理基準）と呼ばれるガイダンス

を用いて、公権力の介入する作業関連スト

レス対策（MSA）が図られてきた。 

その背景には、①政府の財政支出（福祉

給付）を減らすことを主要な目的の１つと

する「福祉から就労へ」政策、②世界をリ

ードする安全衛生法政策を展開してきた伝

統に関する自負と、多額の国家的損失を生

み出している（とされる）作業関連疾患対

策を同法政策の一環として行う必要性認識

の高まり、③国際競争など組織をとりまく

経済・経営環境が変化する中での休業率上

昇や生産効率低下への対応の必要性認識の

高まりなどがあったと解される。 

開発作業は１９８０年代後半から開始さ

れた。後掲図１に示すように、業務上のス

トレスの健康影響等に関するTom Cox教授

への調査研究の委託から始まり、業務上の

ストレスの健康影響に関する文献レビュー

を含めた継続的な委託研究、後に MS の評

価ツールで採用された、集中的に対策を講

じるべき６つの心理社会的ストレス要因

（群）の同定、リスク・アセスメント手法

の効用に関するエビデンスの整理、ストレ

ス要因と不調状態の因果関係や相関関係に

関するエビデンスや好事例の収集と検証、

２４のパイロット組織によるシステムの検

証、学識者によるワークショップでの MS

草案のピア・レビュー等、学術（特に生理

学、組織の健康の観点を含めた公衆衛生疫

学・心理社会学）、政策的手続双方の観点で、

応分の実績を経て起案された経緯がある。

もっとも、自然科学的観点では、評価ツー

ルに採用された６つの心理社会的ストレス

要因と具体的な健康影響間の因果関係を検

証した文献の多くに方法論的問題があると

指摘されていた中、公衆衛生疫学や心理社

会学の観点を重視して立案及び実施に踏み

切った面も否定できない。 

 具体的な仕組みとしては、基本的に既存

のリスク管理手法を応用するものだが、評

価ツールとして、①職務上の要求、②裁量、

③支援を要素とする職務の内容と、④職務

上の人間関係、⑤役割、⑥変化を要素とす

る職務の背景を対象かつ指標とするストレ

ス評価モデルを採用している。また、この

仕組み（MS）は、その根拠となる法規定と

の関係からも、本来的に一次予防的な性格

を有しているが、（だからこそ）「～せねば

ならない」、「～してはならない」といった

要件や禁止事項を定めて強制する方式では

なく、個々の要素について理想的な条件を

掲げ、それと実際の職場との乖離を自発的

にチェックさせ、あるべき方向に誘導する
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方式が採られている。現に、これまでのと

ころ、MS に関する罰則の適用例は４件に

とどまっており（＊そのいずれも、リスク・

アセスメント手続の整備を怠ったことに対

するものであった）、法規定の根拠は、行政

官による介入と予算措置の裏付けという実

質にとどまっているように思われる。 

 問題は、かような方策の実際の効果だが、

結論的に、現段階では可視的な成果がナシ

ョナル・レベルで充分に認められる状況に

はない。たしかに、２００４年の MSA 導

入以後、ストレス関連の症例の推定発生件

数が７％減少したとするデータは出ている

が、説得的な値とは言えない。本文で示し

た２００９年の心理社会的労働環境に関す

る 調 査 報 告 （ Psychosocial Working 

Conditions in Britain in 2009 HSE 2009）

の結論もはかばかしいものではなかった。

とはいえ、その効果を否定する材料にも乏

しい。例えば、労災・作業関連疾患統計上、

自己申告上のストレス、抑うつ状態、不安

を原因とする推計逸失労働日数は、全産業

で２３％減少しているが、これに MSA が

貢献した可能性は否定できないし、個別の

組織での MS の活用が多額のパフォーマン

スをもたらしたことを示すデータも複数出

されている。また、上掲の心理社会的労働

環境に関する調査報告からは、一般的に、

未だ雇用者側でできる努力が多々あること

もうかがわれる。 

 MS の開発は、作業関連ストレスという

定性的、定量的評価の困難な心理的課題を

直接的な対象とすることから、心理社会学

者や産業保健学者を中心とする研究グルー

プに委ねられてきた経緯があり、もとより

純粋な自然科学ではなく、主に公衆衛生疫

学的な知見をベースとしてきた。その意味

でも、確たるデータ上の成果が認められな

いことにやむを得ない面はあろうが、（おそ

らくは）多額の公的資金を得て MS を開発

推進してきた研究者らに、可視的な成果や、

それが認められないならばその理由と今後

の具体的展望の呈示が求められている事情

はうかがわれる。 

 対してノッティンガム大学の研究グルー

プなど、これまで MS 推進の立場を採って

きた研究者達は、従来の MS への有力な批

判を要改善点として積極的に受け止めつつ、

従来の Job-Demand-Control-Support モデ

ル（職務上の要求・裁量・支援をストレス

評価の主な尺度とするモデル）をベースと

したリスク管理モデルから、より積極的か

つ包括的な職場環境改善へと視点をシフト

させていっていることがうかがわれる。す

なわち、従前のモデルでは、組織にある問

題点を一つ一つ調査して欠点として捉え、

あるべき条件へ向け、バンソコを貼るよう

にその改善を図っていくというアプローチ

を予定していたが、今後は、当該組織の歴

史や脈絡を重視しつつ、個々の組織にある

良い点、優れた点に目を向けて伸ばしてい

く中で、問題点の解消も図っていくアプロ

ーチにシフトさせようということである。

要するに、「～がいけない」とか「～しては

いけません」と叱るより、「～ができて立派

だね～」と褒めるほうが、個人・組織を問

わず長所の伸張と欠点の改善に役立つ、と

いう組織心理学的特性を活かした発想であ

ろう。もっとも、そうした発想や方策で、

知略を駆使して確信犯的に職場環境を悪化

させている人物やグループに対応できるか、

特に経営者自身の個性や考え方の偏りに根
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ざす問題や、当該組織の歴史や脈絡に根ざ

すいわゆる組織文化的な問題に対応できる

か、等の疑問は残る。また、そうした経営

コンサルティング的側面を持つ作用に公的

支援を行ったり公権力を介入させることの

正当性も改めて問われよう。 

 もっとも、イギリスの労働安全衛生行政

が、従前の作業関連ストレス対策に関する

調査研究や実際の取り組みを経たうえで、

「良い経営こそが、作業関連ストレス要因

を管理する鍵である（‘Good management 

is the key to managing the causes of 

work-related stress’）」と宣言していること

は軽視できない。また、イギリスの産業精

神保健法政策は、彼国固有の文脈のうえに

成り立っていることにも留意する必要があ

る。 

うち第１は、ある面での行政の権威であ

る。繰り返しになるが、イギリス安全衛生

法は、職場の安全衛生と厚生水準の確保を

罰則付きで雇用者に義務づけ、さらに下位

の規則によって安全衛生に関するリスク管

理を義務づけている。こうした解釈に裁量

余地の大きい一般条項などに罰則を付すこ

とは、けっきょく、その運用にかかる行政

規則等の策定を担当する行政官や、現場を

巡る監督官等の裁量・権限の拡大に繋がる。

周知のように、イギリスの国家公務員は、

伝統的に Her Majesty's Civil Service（「女

王陛下の官吏」）と解されており、こうした

行政の権威の背景には彼らの頂点に君臨す

る女王陛下（Her Majesty the Queen）の

権威の存在を見ざるを得ない。もっとも、

筆者の現地調査では、複数の識者から、実

際には、行政の権威を無条件に信頼する国

民はむしろ少なく、行政による法政策につ

いても、 低基準としての不作為の義務づ

けは一定程度容認するが、作為の義務づけ

は歓迎できない、との考えを持つ者が少な

くない、との見解を得た。その前提に立て

ば、MS が国レベルで充分に機能しないと

しても、頷ける面もある。 

第２は、学者（の学識）への信頼性であ

る。イギリスの安衛法典（HSWA）は、そ

もそもその制定に際してローベンス卿の報

告書を礎とし、近年のメンタルヘルス対策

（：作業関連ストレス対策）を含めた作業

関連健康問題対策の推進へ向けた政策展開

に際してブラック卿の報告書の影響を大き

く受けて来た。また、MS の開発から展開

まで心理社会学者や産業保健学者が大きく

貢献して来たことも既述の通りである。（自

然）科学的な研究の蓄積や開発を重視する

傾向はイギリスに限らないだろうが、ここ

で重視すべきは、学者（の学識）に一定の

権威を認めている点であろう。権威となれ

ば、たとえ（自然）科学的にいまいち不明

確なことでも、「～が述べているから」とい

う理由が公的にも力を持つことになる。 

 いずれも一長一短あろうが、彼国で公的

なメンタルヘルス対策を進めるうえではプ

ラスに作用してきたように思われる（それ

だけに、現在、その精算の時期を迎えてい

るのかもしれない）。 

いずれにせよ、イギリスの MS が頓挫し

たと結論づけるのはまだ早い。個別の組織

レベルでの成果は多数報告されているのに、

ナショナル・レベルでの成果が充分に認め

られていないということは、やはり、この

問題については特に、”one size cannot fit 

all”ということを示しているのではなかろ

うか。つまり、国がモデルを示す意義は大
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きいが、個人にしろ組織にしろ、その脈絡

を充分に踏まえない対策は奏功し難いこと

を示唆している可能性は否定できない。要

は、介入の手法に改善の余地がある可能性

もある。 

 

（２）障害者差別禁止法上の施策について 

 障害者差別禁止法は、主に３次予防面で

メンタルヘルスに貢献する。また、障害者

への個別的な調整義務の履行、障害に関連

する理由による差別や障害に起因する差別、

間接差別やハラスメント規制への対応を通

じて、より本質的には同法の枠組が精神障

害を含めた障害の本質洞察に一定の歴史と

経験を持つことにより、２次予防や１次予

防にも直接ないし間接的に貢献する。 

 イギリスの障害者差別禁止法は、いわば

前史に当たる①１９４４年障害者（雇用）

法時代、②１９９５年 DDA 時代、③２０

０３年改正法時代、④２０１０年平等法時

代の４つの時代区分に分けられる。他方、

規制内容は、（ア）福祉・保護的観点からの

障害者の雇用保障措置、（イ）直接差別、（ウ）

障害に「関連する」理由による差別、（エ）

調整義務の不履行による差別（：一種のポ

ジティブ・アクション・アプローチ）、（オ）

間接差別、（カ）ハラスメント、（キ）報復

的取扱いの７種類に大別される。差別禁止

の対象事項は、採用時には、（a）採用者決

定のための措置、（b）採用上の雇用条件、

（c）採用拒否、採用後には、（d）雇用条件、

（e）昇進や配転、教育訓練、その他の利益

等を受けるための機会へのアクセスの許否、

（f）解雇、（g）その他の不利益に及ぶ（②

③④時代を通じて共通）。 

 ①時代は、労働不能を本人責任に帰せし

める発想が強く、障害者雇用についても、

割当雇用制度を含めた（ア）による時代だ

ったが、先天的障害、労災等本人に帰責事

由のない障害への対応の必要性についての

認識の高まりもあり、アメリカの ADA を参

考に DDA が制定された。 

 ②時代には、「精神的または身体的な障害

を持ち」、「その障害が日常的な活動をする

能力に実質的かつ長期にわたる悪影響を及

ぼす」こととなる者を対象として（＊この

点では③④時代も同じ）、（ウ）（エ）（キ）

の規制が設けられていた。 

 （ウ）は、障害によるタイピング不能な

どを理由（障害関連事由）とし、正当化で

きない差別を規制するものだが、②③時代

には、使用者の障害認識の有無は問われず、

事実上、（オ）の規制に近い性格を持ってい

た。２００８年貴族院判決（ London 

Borough of Lewisham v. 

Malcolm[2008]IRLR 700 HL）のように、

DDA の証明ルールを直接差別的なものに

修正したり、２００１年控訴院判決（Jones 

v. Post Office[2001]IRLR 384 CA）のよう

に使用者側の正当性の抗弁を緩やかに解釈

するなどして、間接差別的運用の抑制を図

る動きもあったが、政府は、その後、障害

者を含めた一般的な間接差別規制を置くＥ

Ｕ指令の影響も受け、間接差別規制への置

き換えを内容とする法改正を主導した。 

（エ）は、種々の契約や労働条件などの

取り決め、建物の物理的特徴などが障害者

に不利益な影響を与える場合、使用者に、

その場面のあらゆる状況を踏まえ、当該不

利益を防止するための合理的措置（施設の

改造、業務軽減、勤務時間の変更、リハビ

リテーション、職能評価、訓練の提供、備
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品・設備の整備等）を実施する義務を課し、

その不履行を禁止される差別とみなすもの

である。合理性の判断は、措置の効果、実

施可能性、使用者の経済的負担等を事案ご

とに検討してなされる。アメリカの ADA

のように、使用者に過度な負担（undue 

hardship）がかかる場合の免責規定は存し

ないが、事実上、この要件にその要素が含

まれていた。ただし、たとえ経済的コスト

がかかる場合にも、費用対効果が高ければ、

講じるべき合理的調整措置と評価され得る。

（オ）との関係では、それが対集団的性格

を持つのに対し、（エ）は対個別的性格を持

つ点で異なる。具体的には、（エ）の場合、

①具体的な障害者（集団）・非障害者（集団）

間の比較を必要としない、②不利益が些末

でないことの立証で足りる、③（特定個人

の差別状態の解消を図る趣旨から）雇用者

の差別的意図を必要とする、④障害者の申

立や差別状態の予見可能性を前提とするた

め、対応が後手に回りがちとなる、等の特

徴を持つ。また、その対個別的性格から、

この義務の不履行による差別の申立人は、

当該障害者本人に限られる。 

②時代の DDA が（エ）や（ウ）を規制

の中心に据えていた背景には、性、人種等

の属性以上に、「障害という属性自体が不利

な立場を内包している」との認識があった

と察せられる。おそらくはそのこととも関

連して、後掲する雇用年金省傘下の

Jobcentre Plus は、「仕事へのアクセス支

援」の枠組を通じ、雇用者による調整措置

に資金援助等を実施してきた。なお、調整

義務の不履行は、（ウ）を推定させる場合も

あった。 

（キ）は、ある者が、障害者が、障害者

差別禁止法に基づく訴訟手続を開始したり、

同手続に関連して証拠や情報を提供したり、

同法に関連する行為を行ったこと等（＊④

時代には、以上を併せて「保護される行為」

と呼ぶようになった）や、当該行為を行う

可能性があると信じたこと等を理由に、同

人を不利益に取り扱った（か、取り扱おう

とした（＊この部分は④時代に削除され

た））場合に成立する。 

③時代には、新たに（カ）の規制の他、

（イ）の定義規定が加わった。また、この

時代から（④時代も併せ）、直接差別やハラ

スメントに限り、近親者が障害者である等、

障害を有すると認識されたことを理由とし

て差別される者も保護対象とされるように

なった。 

（カ）は、(a)障害者の尊厳を侵害するか、

(b)脅迫的、敵対的、品位を傷つける、屈辱

的、侮辱的のいずれかに該当する条件をも

たらすような目的又は効果を持つ、本人に

とって不快な行為を指すと定義されていた。

ただし、関連するあらゆる事情に照らし、

当該行為がそうした効果を持つと合理的に

解される場合、との限定も付されていた。 

（イ）は、障害関連事由を含めた職務上

の能力等の条件が共通する前提で、正当な

理由がないのに、障害を理由に差別するこ

とを禁止するものである。職務上の能力の

共通性は、他の属性にかかる差別では求め

られない。コンピュータ技術者の募集に際

して、視聴覚障害であるというだけの理由

で採用候補者から除外するような行為がそ

れに該当する。特段の配慮を必要としない

障害者に有効な規制といえる。 

 ④時代には、新たに（オ）の規制が加わ

り、（イ）（カ）が（＊（イ）については正
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当化事由も含めて）再定義され、（ウ）につ

いては、「障害に関連する理由に基づく差

別」が、「障害に起因する差別」に代えられ、

使用者の認識が要件化されると共に、正当

化立証（：一応立証された差別が正当な目

的を達成するための適正な手段であること

の証明）の余地が具体化され、事実上拡大

された。また、（エ）については、調整義務

が生じるケースとして、補助的支援

（provision of an auxiliary）がない場合に

障害者が不利な立場に置かれるケースが明

記された。 

（オ）は、ある（いっけん）中立的な基

準等（基準又は慣行）の実際の適用が、保

護されるべき特徴を持つ集団に対して差別

的効果をもたらし、かつその基準等の適用

主体がそれを正当化できない場合や、適用

される見込みに基づき人の行動が抑制され

るような場合に成立するものである。たと

えば、採用の際に筆記試験方式を採ること

が、視聴覚障害者等に差別的効果を有する

ような場合が該当するが、直接差別の場合

と同様に、比較の前提として、保護の対象

となる集団とならない集団の間に実質的な

同質性が求められる。本質的には、非障害

者基準中心に形成された社会のありよう自

体に警鐘をならす「障害の社会モデル」的

発想をとるものである。 

 （イ）については、③時代の直接差別規

定を引き継ぎつつ、附則９で以下の正当化

事由が明記された。 (a) 職業上の要件

（occupational requrements）に該当し、

(b)その適用が適法な目的達成のため均衡が

とれており、(c)その適用者がその要件を充

たすか、充たすと合理的に判断される場合。

また、障害者を非障害者より有利に取り扱

うことが許容される旨も明記された。 

 （カ）については、(a)ある者が障害に関

連する対象者にとって不快な（unwanted）

行為を行い、(b)当該行為が、(i)対象者の尊

厳を侵害するか、(ii)脅迫的な、敵意のある、

品位を傷つける、屈辱的な、または不快な

環境を生じさせる目的若しくは効果を発生

させる場合と再定義された。その具体的な

判断規準は、(a)ハラスメントを主張する者

の認識、(b)当該事案におけるその他の状況、

(c)当該行為がそのような効果を有すると合

理的に解し得るか否か、を考慮して判断さ

れる旨の規定も設けられた。 

 以下、平等法における履行確保について

整理する。 

 平等法の履行確保において、刑事制裁は

予定されておらず、行政機関によるあっせ

ん・仲裁や、より積極的な事業主等への調

査、質問、勧告などの他、司法による（主

に）民事上の救済が予定されている。もっ

とも、行政機関によるあっせん・仲裁は、

結局、当事者間の和解や協定の締結などに

よる民事上の解決を図るものなので、行政

の積極的介入をベースとして、民事的解決

を志向する法と考えて良いであろう。 

 問題解決にあたる主な行政機関には、①

助言斡旋仲裁局と②平等人権委員会があり、

①は準司法的性格が強い。労・使・中立の

三者構成の理事会が運営し、その救済手続

は、(A)（あっせん前置の考え方に基づきと

られる）労働審判所からの移送、(B)当事者

による直接の申立のいずれかにより開始さ

れるが、(A)によるものが(B)によるものの

約２０倍にのぼる。労働審判所からの移送

を受けた事件があっせん等を通じて合意に

達すれば、作成された和解協定は、労働審
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判所の認証と記録を通じて事件の解決をみ

る。②は①より行政的性格が強い。平等法

等の遵守状況に関する事業主等への調査、

質問、勧告等の権限ほか、平等法の内容を

具体化する行為準則の制定権限等を持つ。 

 民事法的解決を担保する他の手段として、

平等法上、契約法的規定（＊契約等の内容

をコントロールする規定）も置かれている。 

 すなわち、同法第１４２条第１項は、そ

れに反する取扱いを構成したり、促進する

ような契約条項には法的拘束力がないと定

め、同条第２項・第３項は、雇用関連サー

ビスや集団保険に関する協定などの契約に

類する協定について、同様の定めを置いて

いる。また、同法第１４４条第１項は、平

等法上の差別禁止規定を排除又は制限する

契約条項について、それにより利益を受け

る者にとって法的拘束力を持たない旨を規

定し、同法第１４３条第１項は、群裁判所

（county court）等が、利害関係者の申立

により、そうした契約等の削除や修正を命

じ得る旨規定している。 

 さらに、同法には、その履行確保を側面

支援する規定も置かれている。 

 たとえば、法第１１１条第１項は、２０

０３年改正 DDA 第１６C 条とほぼ同様に、

平等法に反する行為を行うようある者に指

示したり、違反行為者を支援するよう指示

すること（違反行為を導いたり、説得する

行為も含む）を禁止している。また、法第

７７条は、ある者の賃金格差が保護される

特性に関連して生じているか（＊≒主に直

接差別を構成するか）を判断するために行

われる「賃金に関する開示（relevent pay 

disclosure）」を禁じる契約条項を、その部

分について無効とし、かつ、かかる開示に

基づく不利益取扱いを禁じている（但し、

労働者が害意をもって誤った証拠や情報を

提供したり、不当な差別の申立を行うなど、

不誠実な行為をなした場合、報復的取扱い

は成立しない）。 

 問題は、以上の法的枠組がもたらした実

際の効果である。障害者差別禁止法は、①

障害者の雇用差別状態の是正、②就業上の

福利、③雇用率の向上、等を目的としてい

るが、報告者が確認できた統計は、③に関

するものに限られ、かつデータ上、殆ど変

化はみられない。しかし、アメリカの ADA

については、雇用率の改善には必ずしも貢

献しなかったものの、特に賃金、職責、昇

格、合理的配慮等の面での差別状態の解消

には一定程度貢献したことをうかがわせる

データが存するので、ADA に倣ったイギリ

ス障害者差別禁止法でも、ほぼ同様の効果

を生じているものと察せられる。 

 

（３）障害者福祉・雇用促進法上の施策に

ついて 

 障害者福祉・雇用促進法は、メンタルヘ

ルスとの関係では、雇用者のみならず実施

主体を跨ぐ３次予防の領域を司る。その対

象には、重度就労困難者（hard to help）も

多く含まれており、特に多面的で柔軟性の

あるアプローチの必要性が認識されている。 

 イギリスの社会保障制度は、租税負担に

よる公的扶助を中心とし、無差別平等主義

的な社会保険制度によって補完される北欧

型（対義語は社会保険中心の大陸型）に属

する。同国の障害者福祉・雇用促進法上の

諸制度や諸施策も、基本的にはその前提に

基づいて設計されているが、政府の財政難

を背景にした福祉制度改革の影響を受け、
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「福祉から就労へ（welfare to workfare）」

の方向性を強めている。すなわち、一方で

は、所得保障制度の統合再編と給付対象者

の絞り込みを図りつつ、他方では、ワーク・

チョイスを中核とする職業リハビリテーシ

ョン、職業訓練、職業紹介等の就労志向で

の制度の再設計と充実化を図っている。肯

定的に評価すれば、単なる経費削減ではな

く、いわば、人材活用への投資的側面を持

つ「選択と集中」とも言えよう。施策運用

の中心的役割を担っているのは、日本では

ハロー・ワーク・社会保険事務所等の役割

を兼ね備えた、雇用年金省傘下の Jobcentre 

Plus である。この機関は、障害者の就労支

援のための専門家（基本的に全て国家公務

員）を配置し、レンプロイ社やソーシャル・

ファーム等の保護雇用機関のほか、職業リ

ハビリテーション等を行う地方公共団体な

どの公的機関、民間団体、専門家等とのネ

ットワークを持ちつつ、障害の性質や程度

に応じ、就労・復職・雇用継続等にわたる

積極的かつ多面的で綿密な支援策を講じて

いる。日本で言えば、独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構傘下の都道府県

障害者職業支援センターや、主に自治体や

ＮＰＯなどが運営する障害者就業・生活支

援センターとしての機能も兼ね備えている。 

 イギリスでは、１９４４年障害者（雇用）

法に基づき１９４５年に雇用年金省が設立

した Remploy 社と、いわゆる社会的企業

（social enterprise）の一形態であり、直接

的な根拠法を持たないソーシャル・ファー

ム（＊但し、２０１２年に成立した公共部

門（公益）法（Public Sector（Social value） 

Act：国の行政及び地方自治体が、公益の実

現（：経済的、社会的、環境的な厚生水準

の向上）を図るために締結する公共契約に

関する法律）によって、実質的に（少なく

とも財政支援の）裏付けを得ることとなっ

た）に代表される保護雇用制度が、産業と

福祉のインターミディエイターないしバッ

ファーとして、少なからぬ役割を果たして

いる。 

うち前者は、主に重度障害者を対象とし、

その予算のほぼ全額が政府からの出資や補

助で賄われているが、後者は、２５％以上

の一般労働市場への参加が困難な対象者の

雇用により、税制上の優遇を受けたり、公

的機関からの事業の発注による支援等を受

けるものの、基本的には自律的に事業が営

まれる。ケータリング、リサイクリング、

園芸等の比較的創造的な業務が上位を占め、

障害者の一般就労への橋渡しも積極的にな

され、１９９７年の５社が２０１０年には

約１８０社にまで増加している。精神障害

や知的障害のほか、ホームレスや触法など

も積極的に雇用しているところが多く、ソ

ーシャル・ファームにおける精神障害者の

有用性とその実現方策については、調査報

告書も出されている（McDermid, L. et al. 

(2008) Making an Impact-Exploring how 

to measure the mental health impacts of 

working in a Social Firm, Social Firms 

Scotland＆Scottish Development Centre 

for Mental Health）。 

Remploy 社でも、一般企業が雇用する障

害者への援助付き雇用の実施等、障害者の

一般企業への橋渡しは積極的に展開され、

２００９年には、３障害の合計で約６５０

０の仕事を見出したという。 

現在、日本の産業と福祉は、①人と情報

の交流機会の乏しさ、②症例が福祉制度や
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同施設の支援を受けることとなった場合の

一般就労機会の乏しさ、③症例が福祉的給

付を受給することとなった場合の固着性等

の意味で、相当程度乖離している状況と解

されるため、参照価値は高い。 

 職業訓練制度にも、workfare への傾倒が

顕れている。イギリスでの職業訓練は、長

い間、イノベーション・大学・職業技能省

の管掌下にあったが、現在は、「国及び産業

全体にわたり、継続的で共同的かつ調和の

とれた『成長』を目指す」政府の基本方針

に従って、２００９年６月に同省とビジネ

ス・企業及び規制改革省を統合して設立さ

れた、ビジネス・イノベーション・技能省

（Department for Business, Innovation 

and Skills（BIS））により、技能訓練基金

庁や民間企業などへの委託を通じて実施さ

れている。当該訓練では、一般的に個別ニ

ーズに応じたプログラムにより就業・復

職・職務定着が図られているが、障害者に

対しては、年齢、失業期間等で参加条件が

緩和されているほか、障害者特性を知る専

門スタッフによる訓練が実施されている。 

 また、職業紹介でも、Jobcentre Plus が、

豊富な雇用、就労支援関係情報を背景に、

雇用への仲立ちや働きかけなどのあっせん

から、障害者が働き易い職場環境整備にま

で介入している点に特徴がある。その際、

地方自治体や民間非営利団体等が実施する

援助付き雇用（Supported Employment）

との連携を図っている点も特筆される。 

 

（４）まとめ 

 以上の通り、イギリスでは、政府の基本

方針としてのwelfareからworkfareへの流

れについては共通しているが、メンタルヘ

ルスという総合的概念について、各省庁が、

それぞれの管掌に応じた捉え方（定義）を

もち、それぞれの方法論で取り組んでいる

ことが伺われる。メンタルヘルス問題の総

合性からすれば、多方面からのアプローチ

自体は評価できるが、筆者の現地調査では、

ややセクショナリズム的な印象を受けたこ

とも否めない。特に HSE は、医療や保健、

福祉や従来型の就労支援の法政策の枠を超

え、組織経営への介入と受け止められ得る

前衛的な政策を独立的に進めて来たが故に、

その実効性から始まり、科学、非科学の両

立場から応分の批判も受けている。 

 メンタルヘルス対策は、国家の大事でも

あるだけに、一定の手続を尽くして前衛的

な政策に踏み切られた経緯はあるものの、

従来型のリスク・マネジメント手法の一律

的適用では奏功し難いことは、かなり明ら

かになって来ている。しかし、従来の労働

危険とは質的に異なる面を持つ課題に対し、

そうした試行錯誤はある程度不可避な面も

あり、今後、リスクを捉える枠組の修正や、

仮にそれが不要な場合にも、捕捉されたリ

スクに対する介入手法の修正等により、一

定の効果をあげる可能性は否定できないし、

そもそもリスク・アセスメント手法とは真

逆の、いわばグッド・ポイント・アセスメ

ント的な手法の必要性も指摘され、開発が

進められている。時代を経れば、両者の混

交的手法も開発されるかもしれない。 

 となると、それらを支援する法制度にも、

フォーディズム的なトップダウン様式に加

え、ボトムアップ様式を組み込むような、

パラダイムの転換が求められる。しかも、

それは、既に日本のメンタルヘルスに関す

る指針等の内容が示すように、ひとり労働
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安全衛生のみではなく、組織経営・人事労

務管理、医療・福祉、障害者の保護と自律、

労働市場、個人情報保護、集団的労使関係、

就業規則統制など、相当領域に関わる法政

策に求められる大きな課題となり得る。 

 とはいえ、イギリスの法政策の調査から、

あえて労働衛生法政策の課題を抽出すれば、

イースト・アングリア大学ノーリッチ・ビ

ジネス・スクール行動科学教室教授 Kevin 

Daniels 氏をはじめ、日本の関連判例も示

唆するように、①training（教育訓練）、②

motivation（動機付け）、③selection（採用・

配置等における人選、適材適所）、③job 

design（職務の設計と割当）の適正化を「促

す」ような法政策の構築が望ましいとはい

えよう。 
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Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

該当せず。 

 

2．学会発表 

該当せず。 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

該当せず。 
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該当せず。 
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○別添（附則第３A 条） 

 

（試訳）（未了） 

Offence Mode of trial Penalty on summary conviction Penalty on conviction on 

indictment 

An offence under section 33(1)(a) 

consisting of a failure to discharge a 

duty to which a person is subject by 

virtue of sections 2 to 6. 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(a) 

consisting of a failure to discharge a 

duty to which a person is subject by 

virtue of section 7. 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding the 

statutory maximum, or both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(b) 

consisting of a contravention of 

section 8. 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(b) 

consisting of a contravention of 

section 9. 

Summarily or 

on indictment.

A fine not exceeding £20,000. A fine. 

An offence under section 33(1)(c). Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(d). Summarily 

only. 

A fine not exceeding level 5 on the standard 

scale. 

 

An offence under section 33(1)(e), (f) 

or (g). 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(h). Summarily 

only. 

Imprisonment for a term not exceeding 51 

weeks (in England and Wales) or 12 months 

(in Scotland), or a fine not exceeding level 5 

on the standard scale, or both. 
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An offence under section 33(1)(i). Summarily or 

on indictment.

A fine not exceeding the statutory 

maximum. 

A fine. 

An offence under section 33(1)(j). Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding the 

statutory maximum, or both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(k), (l) 

or (m). 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under section 33(1)(n). Summarily 

only. 

A fine not exceeding level 5 on the standard 

scale. 

 

An offence under section 33(1)(o). Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

An offence under the existing 

statutory provisions for which no 

other penalty is specified. 

Summarily or 

on indictment.

Imprisonment for a term not exceeding 12 

months, or a fine not exceeding £20,000, or 

both. 

Imprisonment for a term 

not exceeding two years, 

or a fine, or both. 

2(1)This paragraph makes transitional modifications of the table as it applies to England and Wales. 

(2)In relation to an offence committed before the commencement of section 154(1) of the Criminal 

Justice Act 2003 (general limit on magistrates' court's powers to imprison), a reference to 

imprisonment for a term not exceeding 12 months is to be reADAs a reference to imprisonment for a 

term not exceeding six months. 

(3)In relation to an offence committed before the commencement of section 281(5) of that Act 

(alteration of penalties for summary offences), a reference to imprisonment for a term not exceeding 51 

weeks is to be reADAs a reference to imprisonment for a term not exceeding six months. 
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○別添（産業別／職業別／事業場規模別データ） 

 

１）産業別データ 

２００３／０４年     ２００９／２０１０年 

全産業             １２８０３（０．５６）   ９８３０（０．４２） 

公共・防衛            ２０４３（１．２８）   １１３７（０．７１） 

保健・社会事業          １４９０（０．６１）   ２３２５（０．８２） 

製造               １２９７（０．３７）    ５４２（０．２０） 

金融仲介・不動産（仲介・賃貸等） １１２０（０．３０）   １１９３（０．２８） 

卸売・小売業           １０６８（０．３２）    ９５３（０．２４） 

（自動車修理、オートバイ、個人・家庭用グッズ） 

教育                ９８５（０．５６）   １１７３（０．５６） 

 

２）職業別データ 

２００３／０４年     ２００９／２０１０年 

全職種             １２８０３（０．５６）   ９８３０（０．４２） 

管理監督者            １９３１（０．４９）   １０８８（０．２６） 

技術士補その他技術者       １９２２（０．５８）   ２２０１（０．６２） 

経営・秘書            １６１４（０．６２）    ６３４（０．２７） 

うち経営管理者         １２７７（０．６５）    ５９４（０．３２） 

専門職              １３７２（０．４６）   １５１１（０．４３） 

単純作業             １０７５（０．４９）     不明 

個人的なサービスの提供       ７０２（０．４８）   １３８３（０．７９） 

 うち介護的業務          ５０４（０．４７）   １１３５（０．８３） 

営業・接客             ５５９（０．４１）     不明 

スキルを要する取引         ５６４（０．１８）    ８４１（０．３０） 

 

３）事業場規模別データ 

２００３／０４年     ２００９／２０１０年 

全産業             １２８０３（０．５６）   ９８３０（０．４２） 

小規模 

（被用者数５０人未満）      ４５４６（０．３７）   ４１９６（０．３４） 

中規模 

（被用者数５０～２４９人）    ２９３３（０．６２）   １７４９（０．３７） 

大規模 

（被用者数２５０人以上）     ２９６９（０．５７）   ２６１１（０．４８） 
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（図１） 

 

① 健康上のリスクに関する
レビュー計画の策定及び Cox
によるレビュー（Cox,1993） 

② 出来事（incidence）と有
病率（prevalence）に関する
新たなデータの公表（Jones et 
al.,2003） 

④ HSE によるディスカッショ
ン・ペーパー（「職場における
ス ト レ ス 管 理 」） の 公 表
（HSE,1999） 

⑨ HSC が作業関連ストレス対
策に関する戦略を公表した 

⑩ 一定のストレス要因を射
程に収めた、明確かつ関係者
（特に雇用者）の納得に足る
好事例の基準の開発が進めら
れることとなった 

⑪ MS（Management Standards）
って何？何のためのもの？と
いう視点で、その開発が進め
られた 

⑯ 開発されたストレス管理
プロセスとリスク評価ツール
を２４のパイロット組織で検
証した 

⑰リスク評価ツールとガイダ
ンスの改訂 

⑲ ２００４年１１月に MS の
完成版が公開された 

⑤ HSC が、作業関連ストレス
対策を、向こう１０年間の優
先的取り組み課題の一環と位
置づけた 

⑥ ストレス要因と不調状態
の因果関係に関するエビデン
ス、好事例（がもたらす効用）
に関するエビデンスの収集が
進められることとなった 

⑫ 各組織において「達成され
るべき状態」を示すものとし
て、MS の起案が進められた 

⑬ ワークショップにおいて、
MS 草案のピア・レビューが実
施された 

③ HSE による意識啓発のた
め の ガ イ ダ ン ス （ HSE: 
Stress at Work-A Guide for 
Employers.HS(G)116,1995(
HSE,1995)）の公表 

⑦ リスク管理手法を用い
た場合の効用について、エ
ビデンスが示された（Cox et 
al.,2000 など）。ただし、そ
の具体的プロセスのありよ
うが、後の検討課題として
残された 

⑧ 経営者向けのガイダン
スと用語の定義等を示すた
め、HSE:Tackling 
Work-related Stress:A 
Manager’s Guide to 
Improving and Maintaining 
Employee Health and 
Well-Being(HS(G)218),200
1(HSE,2001)が公表された 

⑮ ストレス管理のプロセ
スとリスク評価ツールの開
発が進められた 

⑱ 総合調査の開始：全英国立
統計局（UK National 
Statistics organization）
が、ストレス要因へのばく露
がもたらす効果についての基
準データの収集を開始した 

⑭ ２００４年５月から８月
にかけて実施された公開型の
聴聞会で、改訂された MS 草案
が公表された 

 出典：Mackay,C.J., Cousins,R., Kelly,P.J., Lee,S., Mccaig,R.H.: ‘Management 
Standards’ and work-related stress in the UK: Policy background and science. Work
＆Stress,18:91-112,2004(Mackay et al.,2004) 
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（図４） 

 

○イギリスのストレス管理基準（MS：Management Standard）のストレス評価指標 

 

職務の内容 

要求（Demands） 

これには仕事量、作業の型（パターン）、作業環境が含まれる。 

 基準： 

 ・被用者が、課せられた職務に対応できると述べているか。 

 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 

 ・組織が、被用者に対して、所定労働時間との関係で充分かつ達成可能な要求を与え

ている。 

 ・その者のスキルや能力と仕事上の要求が見合っている。 

 ・職務が被用者の許容能力範囲内で設計されている。 

 ・被用者の作業環境に関する苦情が申し立てられている。 

裁量（Control） 

 仕事のやり方についてどれだけ意見を述べられるか。 

 基準： 

 ・被用者が、仕事のやり方について発言権を持っていると述べているか。 

 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 

 ・可能な場面において、被用者自身が作業のペースを決定できる。 

 ・被用者が、職務遂行にあたり、保有するスキルを活用したり、積極性を発揮するこ

とが奨励されている。 

 ・可能な限り、被用者が新しく挑戦的な仕事を遂行できるようになるような新たなス

キルの習得が奨励されている。 

 ・被用者がそのスキルを高めることが組織的に奨励されている。 

 ・被用者が休憩をとるタイミングについて発言権を持っている。 

 ・被用者が、実施する作業の型（パターン）について協議することができる。 

支援（Support） 

 これには組織、ラインの管理職および同僚による励まし、援助、資源の提供が含まれ

る。 

 基準： 

 ・被用者が、充分な情報と同僚や上司からの支援を受けていると述べているか。 
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 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 

 ・組織が、被用者を充分に支援できるだけの方針や手続を策定している。 

 ・管理者が部下を支援することが可能となり、奨励されるような体制がある。 

 ・被用者が同僚を支援することが可能となり、奨励されるような体制がある。 

 ・被用者が、どのような支援を活用でき、いつどのようにそれを得られるかを知って

いる。 

 ・被用者が、その職務遂行に必要な資源を得る方法を知っている。 

 ・被用者が、定期的で建設的なフィードバックを受けている。 

 

 

職務の背景 

人間関係（Relationship） 

 これには紛争を避けるための積極的な取り組みの促進や、受け入れがたい行為への対

応が含まれる。 

 基準： 

 ・被用者が、職場でのいじめなどの受け入れがたい行為に侵されていないと述べてい

るか。 

 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 

 ・組織が、紛争を避け、公正さを確保するため、職場でのポジティブな行動を促進し

ている。 

 ・被用者が、作業に関する情報を共有している。 

 ・組織が、受け入れがたい行動を回避し、解決するための方針や手続を策定している。

 ・管理者が受け入れがたい行為に対応することが可能となり、奨励されるような体制

がある。 

 ・被用者が受け入れがたい行為を報告することが可能となり、奨励されるような体制

がある。 

役割（Role） 

 就労者が組織内での自身の役割を理解しているか、就労者が役割葛藤に陥らない状態

を組織が確保しているか。 

 基準 

 ・被用者が、自身の役割や責任を理解していると述べているか。 

 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 
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 ・組織が、被用者に課される異なる役割の間で、できる限り調和がとれるようにして

いる。 

 ・組織が、被用者が自身の役割と責任を理解できるだけの情報を提供している。 

 ・組織が、被用者に課される役割が、できる限り明確になるようにしている。 

 ・被用者がその役割や責任に関する不明確さや葛藤について、苦情を申し立てること

が可能となり、奨励されるような体制がある。 

変化（Change） 

 （大小を問わず）組織的な変化が、当該組織内でどのように管理され、伝達されてい

るか。 

 基準 

 ・被用者が、組織的な変化に遭遇する際には組織の支援がなされていると述べている

か。 

 ・個々人の苦情にその場所ごとに対応できる体制が整っているか。 

 達せられるべき事柄／状態 

 ・組織が、被用者に対して、予定された変化の理由を理解させられるだけの時機に叶

った情報を提供している。 

 ・組織が、変化に関して被用者と充分に協議し、その予定について被用者の意見を反

映させる機会を提供している。 

 ・被用者が、変化がその職務に与える可能性の高い影響について認識している。また、

必要に応じて、その職務上の変化に応じた支援のための教育訓練の機会が提供されてい

る。 

 ・被用者が、変化のスケジュールを認識している。 

 ・被用者が、変化の過程でそれに関連する支援を受けられる。 
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１ WHO Profile Report 2009: Overview of Occupational Health and Safety. United 
Kingdom. 2009（以下、WHO Profile Report 2009 と略称する）at 39. 
２ HSE: Developing the Management Standards Approach within the Context of 
Common Health Problems in the Workplace, 2009（以下、HSE, 2009a という） at 7. 
 なお、ここでは以下の参照文献が挙げられている（以下、間接参照文献は、一括して文

献一覧に記載し、本文・脚注では文献一覧に掲げた略語のみを記載する）。 
Cox, 1993; Cox et al., 2000; Cox et al.,2003. 

３ 小畑史子:労働安全衛生法規の法的性質(2).法学協会雑誌,112:381-382,1995 を参考にしつ

つ、現行規定に基づいて報告者が整理した。 
４ 小畑前掲論文 383 頁を参照した。 
５ HSE: A Strategy for Workplace Health and Safety in Great Britain to 2010 and 
beyond, 2010（以下、HSE, 2010 という） at 2. 
６ 小畑前掲論文 383 頁を参照した。 
７ 小畑前掲論文 384 頁。 
８ 典型は、さまざまな会社に店舗を貸している１ブロックの商店街の所有者などである

（小畑前掲論文 385 頁）。 
９ 本規定は、まさに一般公衆の安全衛生も目的に含めた規定である。この規定のもとに規

則や附則（schedule）が策定され、有害物質の取扱いにライセンス・登録が要求されてい

る（小畑前掲論文 385 頁）。 
１０日本の安衛法でも、第３条第２項（努力義務、罰則なし）、第５章第１節（機械等に関

する規制）、同第２節（危険物及び有害物に関する規制）などに同様の規制がある。 
うち第５章第１節の規定に付された罰則は以下の通り。 
・第３７条第１項、第４４条第１項、第４４条の２第１項：１年以下の懲役又は１００

万円以下の罰金（第１１７条） 
・第５３条（第５３条の３から第５４条の２までにおいて準用する場合を含む。）、第５

４条の６第２項の規定による業務停止命令違反：当該違反者たる登録製造時等検査機関等

の役員又は職員に対して１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金（第１１８条） 
 ・第３８条第１項、第４０条第１項、第４２条、第４３条、第４４条第６項、第４４条

の２第７項：６か月以下の懲役又は５０万円以下の罰金（第１１９条第１号） 
 ・第４３条の２の規定による命令に違反した場合：当該違反者に対し同上（第１１９条

第２号） 
 ・第４０条第２項、第４４条第５項、第４４条の２第６項、第４５条第１項若しくは第

２項：５０万円以下の罰金（第１２０条第１号） 
 ・第４４条第４項又は第４４条の２第５項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示を

したとき：当該違反者に対し同上（第１２０条第３号） 
 ・第４９条（第５３条の３から第５４条の２までにおいて準用する場合を含む。）の規定

による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき：当該違反者たる登録製造時等検査機関等

の役員又は職員に対し５０万円以下の罰金（第１２１条第１号） 
 その他、製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務に従事する登録製造時

等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関の役員又は職員

の収賄等については、懲役刑の定めが設けられている（第１１５条の２）。 
他方、第５章第２節の規定に付された罰則は以下の通り。 
・第３７条第１項、第４４条第１項、第４４条の２第１項：１年以下の懲役又は１００

万円以下の罰金（第１１７条） 
・第５５条：３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金（第１１６条） 
・第５６条第１項：１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金（第１１７条） 
・第５６条第３項もしくは第４項、第５７条の３第５項、第５７条の４第５項：６月以
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下の懲役又は５０万円以下の罰金（第１１９条第１号） 
・第５６条第５項の規定による命令に違反した場合：当該違反者に対し同上（第１１９

条第２号） 
・第５７条第１項の規定による表示をせず、もしくは虚偽の表示をし、又は同条第２項

の規定による文書を交付せず、もしくは虚偽の文書を交付した場合：当該違反者に対し同

上（第１１９条第３号） 
・第５７条の３第１項：５０万円以下の罰金（第１２０条第１号） 
・第５７条の４第１項の規定による命令又は指示に違反した場合：当該違反者に対し同

上（第１２０条第２号） 
１１ 「協力」義務は工場法等既存の労働安全衛生立法には規定されておらず、HSWA で初

めて設けられた義務であったという（小畑前掲論文 385 頁）。 
１２ もっとも、本条違反は、使用者が第２条所定の義務を果たしていたことが明らかにさ

れた場合にのみ問題とされるのが通例であるという（小畑前掲論文 385 頁）。 
１３ HSWA 立法の土台となったローベンス報告の示した方向性の中には、事後的な補償の

仕組みの構築による間接的なインセンティブよりも、専門性を持つ履行確保措置の担当機

関に禁止命令や改善命令の発令権限など、法の運用にかかる大きな権限を与えることとも

って、実効的な労災予防を図る方策が含まれていた（小畑前掲論文 379 頁）。 
１４ WHO Profile Report 2009 at 39. 
１５ Id. at 39-40. 
１６ Id. at 40. 
１７ Id. at 40. 
１８ 小畑前掲論文 379 頁。 
１９ HSE: Managing the Causes of Work-Related Stress(2d edition), 2007（以下、HSE, 
2007 という） at 2. 
２０ 英国健康保護局（HPA）は、同国政府により２００３年に設立された独立機関であり、

公衆を感染症や環境上の危険から保護することをその目的としている。その主な方法は、

公衆一般、医師・看護師等の衛生専門職、国・地方政府へのアドバイスの提供である。ロ

ンドンを含め計４か所にセンターを持つが、２０１３年に、そのうち１箇所を除き、英国

保健省に新たに設置された英国公衆衛生庁（Public Health England）に組み込まれる予定

である。 
２１ WHO Profile Report 2009 at 39; HSE, 2007 at 1. 
２２ WHO Profile Report 2009 at 40. 
２３ HSE, 2009a at 7. 

ここでは以下の参照文献が挙げられている。 
Cousins et al., 2004; Mackay et al., 2004. 

２４ HSE, 2009a at 7. 
２５ Ibid. 
２６ Ibid. 
 ここでは以下の参照文献が挙げられている。 

Cox et al., 2007b; Broughton et al., 2008. 
２７ このうち健康な職場づくりのための問題解決（SiP2）については、ストレスに関する

MSA と公共部門の疾病休業管理プログラムの MS との連携が図られてきた。しかし、この

連携の試みは、「いささか性急になされ、たしかにメッセージとして聞こえはよいが、い

ささか原理論的に過ぎる」と指摘されている。このような事態を招いた原因の一部には、

ストレスと疾病休業間の特別な関係についての理解不足があったが、のみならず、ブラッ

ク報告書が勧告していた「健康と労働の関係性の認識と強化（health and work）」へ向け

た一体的取り組みを支える概念的なモデル、知識、姿勢が未成熟であったことも指摘され

ている（HSE, 2009a at 8）。作業関連ストレス－健康－労働の三者関係に関する専門家を
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含めた関係者の理解や、そうした理解に基づく関係強化のための概念づくりや仕組みづく

りが進まなければ、実効的な対策が困難なことをうかがわせるが、逆に、そうした取り組

みの充実化が望ましい結果を担保するかは定かでない。 
２８ WHO Profile Report 2009 at 41. 
２９ Daniels, K., Karanika-Murray, M., Mellor, N.,Veldhoven M., Moving Policy and 
Practice Forward:Beyond Prescriptions for Job Characteristics. 313-332, In 
Biron,C.,Karanika-Murray,M.,Cooper,C.L.(Eds.). Improving Organizational  
Interventions for Stres and Well-Being:Addressing Process and Context.Routledge, 
2012（Daniels et al., 2012）. 

本稿は、イギリスの国家的ストレス対策について新たな方向性を打ち出している。すな

わち、これまでの施策は、MS を含め、Job-D（Demand）C（Control）S（Support）モ

デルを活用したリスク調査・管理を中心としており、これらはいわば欠点を見つけ出して

バンソコを貼るような個別的、治療的な改善方式であったが、今後は、より積極的に理想

的な職場環境が持つ条件（competence）を類型化し、現実の条件をそれに沿わせていくこ

とで、良好な職場環境形成を包括的に実現していく改善方式（proactive approach）の方が

有効と考えるようになって来ている。喩えれば、西洋医学的アプローチから東洋医学的ア

プローチへ、と形容することもできるであろう。 
３０ ETUC, 2004; ILO, 2001; Leka et al., 2008; Leka et al., 2003（Daniels et al., 2012 at 
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Cox et al., 2007b; Broughton et al., 2008. 
４５ HSE, 2009a at 7. 
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政府の省庁・部局、雇用者、被用者、両者がそれぞれ組織する団体などが必要な情報の提

供を受け、またアドバイスを受けられるような条件を整えること、④規則を提案すること
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６０ Briner et al., 2003. 
６１ HSE: Organisational responses to the HSE management standards for work-related 
stress, 2009（以下、HSE, 2009b という）. 
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６６ Kompier, 2006; Kompier et al., 2000; Jansen et al., 2005（HSE, 2009a at 14 に掲載さ
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６７ Mackay et al., 2004; Cousins et al., 2004（HSE, 2009a at 14 に掲載された間接参照文
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１３６ Goldberg,D.P.: Manual for the General Health Questionnaire, 1978(Goldberg,1978) 
( Mackay et al.,2004 at 100 に掲載された間接参照文献）. 
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１３８ Ibid. 
１３９ Brunner,E.: Stress mechanisms in country heart disease. In S.Stansfeld＆
M.Marmot(Eds.), Stress and the Heart: Psychosocial Pathways to Coronary Heart 
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スなくして健康なし～メンタルヘルスの改善に関する省庁横断的国家戦略～」（No Health 
Without Mental Health: A Cross-Government Mental Health Outcomes Strategy for 
People of All Ages）と命名されている。(c)はラカエル・パーキンス（Rachel Perkins）、

ポール・ファーマー（Paul Farmer）、ポール・リッチフィールド（Paul Litchfield）の３

名の学識者が雇用年金省に宛てた、政府のメンタルヘルス不調者支援の改善に関する建議

的な文書であり、次の３つの視点を基本としている。 
 ①メンタルヘルス不調状態にある人びとのニーズにより的確に応えられるような基盤を

増大させると共に、現行の仕組みの中にある神話（：できもしないことをさもできるかの

ように言うこと）を排除すること。 
 ②より充実した支援モデル～イギリス本国の歴史的文脈の中での「個人の就職支援
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 ③取り組みの成果の効果的な監視及び修正実行のためのシステムの確立 
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 この調査に際しては、並行して科学・政策関連論文や関連する灰色文献（政府や公的機
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（１）イギリスのストレス管理基準（Management Standards）の効果が充分に確認され

ない理由に関する一考察～公衆衛生学の立場から～ 

 

北里大学医学部公衆衛生学講座教授 堤 明純 

 

メンタルヘルス対策にリスクアセスメントの考え方を取り入れることには賛同できる。

マネジメントスタンダードが、これまでのところ好ましい効果を挙げていない要因として

は、開発プロセス自体の問題とともに、メンタルヘルスが有する固有の問題（客観的な指

標の欠如）、および、理論・実務間のギャップ（個々の現場における、理想的な介入のむつ

かしさ）などがあるのではないかと考える。 

開発プロセス自体の問題としては、困難を極めたと推測される、「具体的基準の策定」が、

最も大きな要因になっているように思われる。 

 

１）リスクアセスメントの妥当性・実効性 

おおむね代表的なストレス要因（６つの要因群）はとらえられている。また、ステップ 1

からステップ５の手続きも正当で、作業関連ストレス対策でも採用されるべきであるとす

る意見には同意できる。しかし、稿でも述べられているように、具体的にどうリスクアセ

スメントされたか、リスクアセスメントは実効的であったか、という点は大きな課題と思

われる。 

基準の設定の妥当性（「望ましい状態」の基準は何か？妥当か？）、および、職場のスト

レスの程度の把握の正確性（「組織の現状」をどの程度正確に把握できているのか？）の両

側面から妥当なリスクアセスメントが可能なのか課題が残っているのではないだろうか。 

 

２）介入の実効性 

介入の実効性（implication）に関する評価が必要と思われる。稿で述べられているよう

に、個々の現場において対処法が不明だということに加えて、以下の 3 項目から実際の介

入には、困難が伴ったであろうことが推測される。 

介入方策に関するモデルの欠落：個々の事業場特異的に有効な介入が不明。一般的な問

題でも、いじめや暴力は、メンタルヘルス不調のリスクとするエビデンスはあるが、介入

についてはその方策を含めてエビデンスがない（お手本がない）。 

被用者の関与：参加型の職場環境改善の効用など、被用者の関与が好ましい結果を生じ

ているという根拠が提出され始めたところであり、現時点で、一般的に誰でもができる水

準ではない。 

介入に伴う「副作用」：本務を営みながら、MS に関わる作業を進めなければならない負

担などが、介入活動を阻害する可能性がある。 

以上より、理論的には正しいはずでも、実際に実行がされたのか（薬はあっても、服用
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されたのか）、検証が必要。 

 

３）アウトカム評価の困難 

客観的な指標の欠如していること、多要因から影響を受けること、からアウトカムの評

価が困難である。 

リスク低減の測定が客観的に可能な化学物質などに対して、客観的な指標が欠如してい

るメンタルヘルスではアウトカムの評価が困難である（もちろん、化学物質でも、有害要

因の低減は確認できても、そのために健康状況が改善するところまで把握することは、予

防的活動の中では困難）。 

さらに、職務レベルのリスク低減ができたとしても、別の要因、たとえば不況などの経

済要因が、アウトカム増悪の方向に作用する可能性もある。 

 

４）ストレス要因の把握の仕方 

リストアップされた６つのストレス要因群は、それぞれメンタルヘルスのリスク要因と

して確立されたものであり、抽出されるべき構成概念としては妥当なものであると考える。

しかし、個々にアプローチしたときのストレス対策効果は存在するものの、まだ乏しい。

たとえば、要求度‐コントロールの要素である仕事の要求度と裁量は主要効果に基づく勧

告をしているが、「要求度が高く裁量の低い」両者の交互作用を重視する所見や、要求度だ

けで言えば、過小な要求度もストレス要因となりうるとする所見があり、要求度低減だけ

の効果は不明である。 

－ 258 － 



（２）イギリスのストレス管理基準（Management Standards）の効果が充分に確認され

ない理由に関する一考察～精神医学の立場から～ 

 

         慶応義塾大学医学部精神神経科学教室助教 佐渡充洋 

 

 筆者は、三柴丈典主任研究者より、英国における MSA が少なくとも国家レベルにおいて

その効果が確認されていない状況について、その理由として検討される事象を精神医学的

立場から考察することを求められた。よって、その結果をここに報告する。ただし、筆者

は、本報告書で引用されている様々な文献（一次文献）を直接精読しているわけではなく、

報告書に記述されている内容から、筆者自身が理解した内容をもとに、上記の理由につい

て考察を行っている。その結果、筆者の考察と一次文献の報告内容との間に何らかの矛盾

が生じる可能性がある。そのような矛盾が生じたとすれば、それは筆者自身の理解不足に

起因するものであり、主任研究者および本報告書の内容に起因するものでないことをあら

かじめ述べておく。 

 

 筆者は、「MSA が明確な効果を上げたという根拠が乏しい」という事象に対する原因は、

大きく以下の二つの要因に帰結するのではないかと考える。 

 

１．MSA のそのものの妥当性の問題 

２．MSA の効果の検証手法の問題 

 

 

１. MSA そのものの妥当性の問題 

 まず、MSA そのものの妥当性の問題についてであるが、この問題を検証するには、以下

の二点についての検討が必要になる。 

 

① MS が規定する介入が組織において実施されるプロセスにおける妥当性 

② MS によって規定されたリスク要因そのものの妥当性 

 

① MS が規定する介入が組織において実施されるプロセスにおける妥当性 

 MS で規定されているリスク項目についてであるが、研究報告書でも述べられている通り、

「『〜せねばならない』、『〜してはならない』といった要件や禁止事項を定めて強制する方

式ではなく、個々の要素について理想的な条件を掲げ、それと実際の職場との乖離を自発

的にチェックさせ、あるべき方向に誘導する方式」（p１ 研究要旨）がとられている。こ

れは、組織としての理想的な状況（ゴール）を提示していることになるが、そこに到達す

るための手法については、必ずしも十分な提示がなされているわけではないようである。
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もちろん、MSA が単に「理想的な状況」を提示するだけでなく、組織におけるリスク評価

を行い、「理想」と「現実」のギャップを認識させることによって、理想的な状況の達成へ

のアシストを行っていることは事実である。しかし、それでもなお、「現実」から「理想」

へいかに到達するかの方略に関しては、必ずしも明らかにされているとはいいがたく、こ

の介入を実施するプロセスにおいてつまずいてしまった組織が出ている可能性があるので

はないかと推測する。筆者のこの仮説が正しいか否かを検証するためには、MSA が規定す

る介入が、組織においてどの程度実施されているのかをまず検証する必要があるが、実は

これが十分に実施されていないことが窺われる（1.4.6.1.1 Kompier の示唆する総合的問題

点  ５）介入の現実を想定した指針整備やその前提となる調査の不十分さ）。MSA の問

題点を抽出するためにも、まずこの点の解明が必要になると思われる。 

 次に、検証の結果、もし MSA の介入の実施率が高くなかったと仮定すると、その実施可

能性を高めるためのなんらかの工夫をこらすことが必要になるだろう。そのための１つの

方策として、実験的に検証を行った企業において、うまく実施できている企業ではどのよ

うなプロセスでこれらが実施されたのか、いわゆる「ベストプラクティス」事例を提示す

ることも有効であるかもしれない。しかし、その場合でも、ある組織で有効であった介入

の方法が、他の組織でも常に有効であるという保証はない。 

 これは、精神医療においてある患者の治療に有効であった精神療法的アプローチが別の

患者に必ずしも有効とは限らないという事象と基本的に同じことであろうと考える。 

 これについて少し解説を加える。うつ病の治療では、認知行動療法という精神療法の有

効性が実証されている。これは、うつ病の患者において、物事の捉え方（認知）が過度に

悲観的になっていたり、自責的になっていたりしてバランスを欠いてしまっている事象に

着目し、その認知をよりバランスのとれたものに改善してくことで抑うつ的な気分の改善

を図ることを目的とした治療法である。認知療法を実施した結果としての「理想像」は、「認

知がバランスのとれたものになること」になる。そして、その「理想像」と「現実（様々

に歪んでいる認知）」のギャップを認識し、その変容を促すためのツールも様々開発されて

いる。しかし、それぞれの患者のどの認知に着目し、どのようにその変容を促すかといっ

た理想像に到達するための方略については、必ずしも定式的に導かれるものではなく、患

者の背景、現在抱えている問題の重大さ、本人の認知の特徴などを加味しながら、臨床的

に決定されていくことになる。そして、適切な方略を採用する力量をあげるためには、一

定の期間のトレーニングが必要になる。 

 筆者は、これと同じことが、それぞれの組織における適切な MSA の介入法の選択につい

てもいえるのではないかと考えている。精神療法において、キーコンセプトは抑えながら

も、患者の背景、抱えている問題、認知の特徴などをふまえてテーラーメードでその介入

法を検討するのと同じように、組織において適切な MSA の介入法を検討する際にも、組織

の風土、組織を構成する個人個人の特性、事業環境などをふまえた上で、その組織にその

タイミングで有効な介入法を作り上げる作業が必要になるのではなかろうか。もしそうで
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あるならば、MSA がそのプロセスにおいて、組織のリスク要因を明らかにし、理想的状況

とのギャップを明確にすることでその改善を促すといった標準化されたアプローチをとっ

たとしても、その理想像に到達するための方略は、標準化されたアプローチから半ば自動

的に決定されるものではないため、そのことが MSA の実行率を低下させたり、その効果を

減じさせているのではないか、筆者はそのように推測する。 

 

② MS によって規定されたリスク要因そのものの妥当性 

 MS 開発の経緯を確認する限り、MS によって規定されたリスク要因は、現時点で入手で

きる最良の科学的根拠にもとづいて決定される努力がなされており、そのプロセス自体に

大きな問題はないと考える。ただし、これらのリスク要因の根拠となっているエビデンス

の科学的根拠が必ずしも頑健でないことを考えると、これらのリスク要因の除去（介入）

が真に効果的であるかは実際にこれらの介入を実施しその効果について検証をしないと確

認ができない。しかし、先述のとおり、パイロットスタディにおいてもその検証が十分に

実施されているとはいえない状況のようであり、そのことがリスク要因の妥当性の検証を

困難にしている要因となっている。①でのべたとおりであるが、MSA の介入の実施率を上

げる努力をすることが、間接的に、MS によって規定されたリスク要因そのものの妥当性の

検証にも貢献すると考えられる。 

  

 

  

２．MSA の効果の検証手法の問題 

 もう一つは、MSA の効果検証の手法にまつわる問題である。本報告書を見る限り、MSA

の効果検証は、デルファイ法による評価や政府統計による様々なストレス関連疾患の発生

率や休業日数といったデータの MSA 導入前後での経年的な変化をモニターすることで行

われている。しかし、これらの手法は、MSA の効果を疫学的に評価するには必ずしも適切

な方法とはいえない。デルファイ法は、客観的データが存在しない場合などにそれを補う

目的などで実施されることが多く、これらの結果が客観性を有するとはいいがたい。また、

政府統計による様々なデータについては、これらのデータに影響を与えうる MSA 以外の要

因について、その補正はほとんどなされていないと考えられるため、これらのデータをも

ってして、MSA の効果を論じることには無理があるように感じられる。むしろ、MSA 導

入以前に２２の組織で試験的な導入がなされているわけであり、この段階で、MSA 以外の

要因を除去できるような形で（Cluster randomized control trial）その効果を検証するのが

適切であったのではないかと推測する。 

 

 

 以上、MSA が国家レベルでその効果が確認されていない状況について、その原因を、MSA
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そのものの妥当性の問題、MSA の効果の検証手法の問題の観点から考察を行った。 

 その結果、精神医学的観点から、MSA による介入を実施するにあたってその方略を選択

する困難さが、効果が明確に出ない結果に関与している可能性が考えられた。しかし、同

時にこの可能性を評価するだけの効果検証がほとんど実施されていないことも明らかにな

った。これらのことから、現状では、「『MSA の効果がみとられない』ことが確認されてい

る」訳ではなく、「MSA に効果があるのかどうかの検証が十分にされていない」と考える

ほうがむしろ自然であり、まずは小規模でも良いので適切な形でその効果の検証を行うこ

とが重要なのではないかと考えられた。 
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デンマークの産業精神保健法制度 
 

分担研究者 井村 真己 沖縄国際大学法学部・教授 

 

 

研究要旨 

デンマークにおける産業精神保健法制度は、労働環境法を中心として、いわゆる PDCA サイク

ルに準じた形で心理社会的労働環境（psychosocial working environment）に関する職場リスク評価と

その改善という 1 次予防を中心として進めていくことを企業に義務づける形で発展してきた。その

上で、企業の労働環境改善の実施状況を労働環境監督署による予告なしの査察および認証を通じて

法の履行を確保するところに制度としての特徴を見ることができる。 

デンマークの法政策の背景としては、労働政策および社会保障政策において先進的な取り組みを

行ってきているにも関わらず、労働災害や労働を要因とする病気休暇が減少していないこと、人的

資源にさほど恵まれていないことからその活用を図っていかなければならないことなどが挙げら

れよう。そうした中で、デンマークにおける一つの特徴である政府・使用者団体・労働組合の話し

合いによって労働政策の方向性が定まるという法文化が、心理社会的労働環境の知見を利用した労

働環境のリスク評価とその改善という形で結実したものといえるが、これは、あくまでも従来の労

働安全衛生の枠の中で考えられてきており、メンタルヘルス対策に特化したものではないという点

には留意が必要であろう。1990 年代後半から現在に至るまで、デンマーク政府はさまざまな行動

計画や戦略を積極的に設定してきているが、このことはメンタルヘルス対策を含む労働環境の改善

が、デンマークにとって重要な政策課題となっていることを示しているということができる。 

1 次予防の中心をなす労働環境法に基づく職場のリスク評価は、労働状態の認識および対応関係

の作成、問題の記述と評価、病気休暇への関与、優先順位と行動計画、フォローアップという循環

的な形で行われるものである。企業自身で取り組むことを主眼として、行政機関によるガイダンス

ツールや調査票の提供、また外部のコンサルタントの利用を容易にする方策が展開されている。ま

た、この職場リスク評価のために独自の調査票（COPSOQ）の開発を行うなど、心理社会的労働環

境の知見を積極的に活用している点は注目に値すると思われる。 

また、2 次予防、3 次予防のうち 3 次予防に関しては、疾病手当法に基づく復職に関するフォロ

ーアップの規定があるとはいえ、その根底にあるのはいずれも被用者と使用者との間の話し合いを

通じて職場における疾病の予防と被用者の段階的復職を図っていくというプロセスを重視し、柔軟

な対応を可能としている点にデンマークの特徴を見ることができ、この点は上記のデンマークの法

文化を反映したものであるといえよう。 
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このようなデンマーク政府の取り組みに対する具体的効果であるが、現時点では、良好な労働環

境を維持している企業が多く、その意味では労働環境法に基づく職場リスク評価と査察制度は一定

の効果を上げているものということができるが、これはあくまでも労働環境全体に対する評価であ

って、メンタル不調に起因する病気休暇を取得する被用者数について目立った減少が見られるわけ

ではなく、また 2010 年のデンマーク労働健康調査においても未だに多くの被用者が社会心理的労

働環境上の問題を抱えていることが明らかとなっている。 

こうした状況を受けて、 近のデンマーク政府および専門家の取り組みは、よりリスク要因の高

い企業に対する査察を強化すると共に、病気休暇を取得した被用者の職場復帰へと政策の焦点を

徐々に移行させているように見受けられるが、これまでの 15 年間で展開されてきた政策に対する

評価にはもう少し時間が必要なのではないかと思われる。 

分担研究報告書（井村 真己）

－ 264 － 



A．研究目的 

統一研究課題に記されている通り、①諸

外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・

効果を解明し、②わが国への適応可能性を

探ることにあるが、本年度と次年度の調査

研究は、①を目的としている。 

 

B．研究方法 

基本的には、第１回班会議（2011 年 4

月 23 日）でのブレインストーミングを踏

まえて研究代表者が作成、呈示したフォー

マット（「調査報告書の基本的な構成」）に

即し、原則として第一次資料のレビューに

基づいて必要事項を調査する方途を採用

した。本研究の対象国であるデンマークに

関しては、基本的に上記のフォーマットに

即して研究を行っている。 

 

C．研究結果 

デンマークは、人口約 554 万人ほどの小

国であるが、労働政策1、社会保障政策の

領域においては先進的な取り組みを行っ

ている国として知られている。デンマーク

における産業精神保健法制度は、基本的に

はわが国と同様に労働における安全衛生

確保という枠組の中で行われているが、デ

ンマークの場合は、いわゆる PDCA サイ

クルに準じた形で心理社会的労働環境

（psychosocial working environment）の職

場リスク評価とその改善という 1 次予防

を中心として進めていくことを企業に義

務づけた上で、その実施状況を労働環境監

督署による予告なしの査察および認証を

通じて法の履行を確保していこうとする

ところにその特徴をみることができる。こ

の職場リスク評価は、メンタルヘルス対策

に特化したものではなく、むしろ労働安全

衛生全般を対象として予防を図ろうとす

るものであるが、近年のストレスによる病

気休暇の増加傾向を受けて、よりメンタル

ヘルス対策としての側面を強めている。 

また、企業が職場リスク評価を行うにあ

たって、さまざまなガイダンスツールや調

査票に関する研究が積極的に行われてお

り、その成果はデンマークのみならず世界

各国で利用されるに至っている。 

 

1. 公法 

1.1. 法令、行政規則（ガイドラインなど）、

計画など 

1.1.1. 労働環境法 

デンマークにおける産業精神保健法制

度は、労働安全衛生に関する一般的規制を

定める法制度である労働環境法（Working 

Environment Act, デ ン マ ー ク 語 ：

Arbejdsmiljøloven）2がその中心となってい

る。労働環境法の目的は、社会における技

術的社会的発展に調和した安全かつ健康

な労働環境を創設することである（法 1

条）。かかる法の目的の実現のために、行

政機関である労働環境監督署による行政

的監督が行われるが、デンマークの特徴と

して、労使間の協約にも同等の効力を認め

た上で、これらによって労働環境に関する

問題の解決を図ろうとしている。具体的に

は、72 条 b 1 項において、労働協約におい

て労働環境法に規定する法的義務と類似

の義務を含む場合には、労働環境監督署に

よる行政的監督を受けず、協約当事者の自

治に委ねられる旨規定されている。この規

定に従って、2004 年 11 月 25 日行政命令

1156 号および 2005 年 8 月のガイダンスに
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より除外対象となる規定が定められてい

る3。したがって、デンマークにおけるメ

ンタルヘルス対策は、労働環境法のみなら

ず、各産業における労働協約も重要な役割

を果たしているものと考えられるが、本報

告では、ひとまず立法上の規制内容を明ら

かにすることに主眼を置くことにする4。 

デンマークにおけるメンタルヘルス対

策は、心理社会的労働環境（Psychosocial 

Working Environment）を改善するというい

わゆる 1 次予防を中心とするが、労働環境

法の規定上重要なのは、使用者に対して職

場リスク評価を義務づける15条 aである。

同条は、使用者は、事業における労働の性

質、手段、プロセス、規模に留意しつつ、

事業場における労働安全衛生の状態につ

いて書面で職場リスク評価を行い、それを

被用者がアクセスできる場所に掲示しな

ければならない義務を負うとしている。さ

らに、職場リスク評価は、3 年ごとに改訂

が義務づけられているため、職場における

労働環境の直近の問題点を洗い出して対

応することが必要となっている。 

1.1.2. 疾病手当法 

デンマークにおいては、被用者が疾病に

より休業した場合の保障として疾病手当

法（Sickness Benefit Act, デンマーク語：

Lov om sygedagpenge）に基づく給付を受

けることができる。 

疾病手当法の目的は、（1）疾病による欠

勤に対する所得保障の供給、（2）疾病によ

る欠勤者ができる限り早期の復職を可能

とするための援助、（3）疾病を減少・予防

するための地方自治体、企業等の協働を支

援すること、となっており（1 条）、単な

る社会保障給付としての規定のほか、疾病

により欠勤している被用者の職場復帰に

関する規定も設けられている点に特徴が

ある。 

疾病手当は、被用者、自営業者、失業者、

労災被災者等を対象として（法 2 条）、自

らの疾病により労務を提供できなくなっ

た者に対してその休業期間中支給される。

手当の支給を行うのは、 初の欠勤の日か

ら 30 日間については当該被用者を雇用し

ている使用者であり、30 日間経過後は、

地方自治体（コムーネ）がそれを引き継ぐ

形で支給することとなっている（法 6 条 1

項）。 

疾病手当の支給要件に関連して、被用者

が労務の提供が不能であるということに

ついては、被用者が罹患している疾病とそ

れが病気休暇へ与える影響とを勘案して

決定される（法 7 条 1 項）。また、疾病に

より、遅刻や早退などが生じ、部分的に労

務を提供できなくなっている時間が週当

たり 4 時間を超えた場合にも支給される。

これには、通院のために要する時間（診察

時間のほか、移動時間、診察までの待ち時

間を含む）も含まれる（法 7 条 2 項）。 

被用者の病気休暇取得が 3 カ月を超え

る場合には、被用者の職場復帰に向けての

調整（アセスメント）およびフォローアッ

プが行われる。この点に関しては、3 次予

防の項目にて詳述する。 

1.1.3. 行政命令 559 号（2004 年 6 月 17

日） 

行政命令（Executive Order, デンマーク

語:Bekendtgørelse）559 号は、労働安全衛

生の改善を促進するための施策の導入に

関する 1989 年 6 月 12 日 EU 指令 6 条 2 項

に掲げられている予防原則5を前提としつ
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つ、デンマークにおける労働環境の改善の

ための規則を定めている。 

1.1.4. 行政命令 96 号（2001 年 2 月 23

日） 

行政命令96号6条では、職場に関して、

メンタルヘルスへの影響を考慮してデザ

インしなければならないとしている。 

1.1.5. 職場リスク評価の準備および評価

に関するガイドライン 

労働環境法 15 条 a およびその関連行政

命令を踏まえて、職場におけるリスク評価

を行うためのガイドラインとして、「職場

リスク評価の準備および評価に関するガ

イドライン（Guidelines to preparation and 

review of workplace assessments, D.1.1）」が

2002 年に労働環境監督署によって作成さ

れている6。このガイドライン自体は法的

な拘束力を持つものではないが、法律およ

び規則を遵守するに当たっては、このガイ

ドラインに基づく職場リスク評価を行う

ことが必要となる。ガイドラインの詳細に

ついては、後述の 1 次予防の項目において

扱う。 

 

1.2. 法の管轄機関・執行権限等 

労働環境法の執行に関する 高責任者

は、雇用担当大臣（Minister of Employment）

であり、労働における安全衛生に関する行

政上の権限を有する（法 69 条）。労働環境

監督署は、雇用担当大臣の援助の下で実際

の査察等を担当する（デンマークにおける

労働安全衛生にかかる枠組については、後

掲の図を参照）。また、デンマークの特徴

として、労働環境法において雇用担当大臣

の諮問機関として労使の代表により構成

される労働環境評議会（Working Environ-

ment Council）が設置されており、労働安

全衛生分野における法政策形成に大きな

役割を果たしている。 

1.2.1. 労働環境監督署 

労働環境監督署（Working Environment 

Authority; WEA, デンマーク語：  Ar-

bejdstilsynet）は、中央組織と地方の監督

官（regional inspectorates）により構成され

ており、その権限については、労働環境法

72 条 1 項に定められているが、主なもの

として、（1）企業、産業別労働環境評議会、

労働者団体、使用者団体、および一般公衆

に対して、労働安全衛生のすべての問題に

関するガイダンスの提供、（2）雇用担当大

臣の名の下での規則の策定、（3）労働のプ

ロセスから作業場、技術装置、さらには物

質・材料に関して、法または行政規則に基

づくライセンスの発行に関する計画の精

査、（4）本法に基づき規定された法律およ

びその規則への遵守の確保、などが挙げら

れる。このうち、 も重要な権限と認識さ

れているのは、（4）の規則遵守確保を目的

とした労働環境に関する査察制度である。 

デンマークにおける労働環境への査察

制度は、72 条 a に規定されているが、こ

の部分は、2011 年 6 月の改正7により、二

段 階 の リ ス ク ベ ー ス に よ る 査 察

（risk-based inspections in two tiers）が導入

されるに至っている。この改正は、後述す

る 2011 年 3 月の与野党合意を反映したも

のであり、労働環境についてもっともリス

クの高い企業への査察を確保することを

その目的としており、特にメンタルヘルス

対策に特別な焦点を合わせたものと説明

されている。 

労働環境監督署による査察の実際につ
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いては、1 次予防の項目にて詳述する。 

1.2.2. その他の当事者 

直接的な法の執行権限を有するわけで

はないが、メンタルヘルスに関する法政策

の形成や企業がメンタルヘルス対策を行

っていく上で重要な役割を果たしている

機関として、労働環境法に基づき設定され

ている労働環境評議会や、私企業による労

働安全衛生コンサルタントが挙げられる。 

1.2.2.1. 国立労働環境研究センター 

国立労働環境研究センター（National 

Research Centre for Working Environment; 

NRCWE, デンマーク語：Det Nationale 

Forskningscenter for Arbejdsmiljø）は、それ

までの国立安全衛生機構（National Institute 

of Occupational Health, デンマーク語：

Arbejdsmiljøinstituttet）を 2006 年に改組し

て設立されたものであり、健康および安全

に関する学術的なハブとして、雇用担当大

臣やソーシャル・パートナー、企業や労働

安全衛生コンサルタントなどに健康や労

働状態に関する専門的知見を提供する機

関として設置されており、所属する研究者

が、Scandinavia Journal of Public Health、

Scandinavia Journal of Work, Environment & 

Health といった北欧系の学術雑誌に 新

の研究成果を発表している。 

1.2.2.2. 労働環境評議会 

労働環境評議会（Working Environment 

Council）は、労働組合や使用者団体の中

央組織、および政府関係者の参加により設

置されている機関であり、労働環境法第

12 章以下に規定が置かれている。労働環

境評議会の主な権限は、（1）労働環境に関

する目標および優先順位、（2）労働環境評

議会、産業別労働環境評議会（現在建設業、

重工業、小売業、農業、サービス業、福祉

業など 11 種の産業について設立されてい

る）、国立労働環境研究センター間で、法

68 条に規定された基金の分配、（3）労働

環境の問題について雇用担当大臣に対し

て助言を行い、必要に応じて勧告を行うこ

とである（法 66 条 1 項）。 

また、評議会は、労働環境に関して重要

な問題につき討議を行うことができ、また

その問題に関する意見を雇用担当大臣に

提出することができる。評議会は、その目

的のために、学際的な性格をもつ開発ある

いは分析活動を開始することや（同条 2

項）、法の改正および新規立法に関する意

見や提案、法に基づく規則の草案作成に関

与することができる（同条 3 項）。 

このように、労働環境法は、労使参加に

よる評議会を通じて、法政策決定前に三者

間での協議を行うように規定されており、

労使が法の具体的内容に関して大きく関

与する余地があるということができるが、

これはメンタルヘルス対策に限らず、デン

マークの労働・社会保障関係の立法におけ

る一つの特徴であるといえよう。 

1.2.2.3. 労働安全衛生コンサルタント 

労働安全衛生コンサルタントは、労働環

境に関する分析を行い、職場の具体的なデ

ザインを提案することを通じて企業を援

助する私企業である。使用者が、その内部

に必要な労働安全衛生に関する専門家が

存在していない場合、労働安全衛生コンサ

ルタントに職場の労働環境について援助

を受けることができるが、労働環境法違反

の是正に際してコンサルタントからの援

助が義務づけられる場合がある（法 12

条・13 条）。 
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1.3. ストレスマネジメントの具体的方

策 

1.3.1. 1 次予防面 

労働環境監督署による査察により労働

環境の評価・改善のサイクルを通じて、企

業による心理社会的ストレス対策の取り

組みを進めることを目的としており、危険

因子（労働量、速度、感情負担、夜勤・交

替制勤務、暴力・脅威、いじめ・ハラスメ

ント）ごとにガイドラインツールの活用に

より問題点を洗い出した上で、その改善の

ための対策を行っていくことが求められ

る。 

ガイドラインは、職場リスク評価を行っ

てより良い労働環境を構築することによ

る利点を以下の 4 点に集約している。 

 事故および職業上の疾病に起因する

コストの削減 

 病気休暇の削減 

 （病気等による）被用者の配置転換の

削減 

 ・労働満足度、モチベーション、およ

び生産性の向上 

1.3.1.1. 職場リスク評価の要件 

ガイドラインによれば、企業が職場リス

ク評価を遂行するに当たって必要となる

のは以下の点である。 

 職場リスク評価は書面によらなけれ

ばならない。 

 職場リスク評価は、管理職、被用者お

よび労働監督官が読むことのできる

場所に掲示されていなければならな

い。 

 職場リスク評価のプロセスに関して

は、通常 5 つのフェーズから構成され

ており、各企業は、その中からもっと

もよく作用すると考える手法および

ツールを選択しなければならない。 

 管理職および被用者は、職場リスク評

価のプロセスにおいて協働しなけれ

ばならない。 

職場リスク評価のプロセスについては、

労働環境法に基づいて設置が義務づけら

れている安全衛生委員会が関与すること

になる。このプロセスには、計画、編成、

監視および評価を含むものである。安全衛

生委員会の設置が義務づけられていない

企業においては、被用者の代表が同様に関

与しなければならない。 

1.3.1.2. 職場リスク評価の 5 つの要素 

職場リスク評価を機能させるためには、

（1）労働条件の認識および対応関係の作

成、（2）問題の記述と評価、（3）病気休暇

への関与、（4）優先順位とアクションプラ

ン、（5）フォローアップ、という 5 つの要

素を含む形で職場リスク評価を行わなけ

ればならないものとされている。 

1.3.1.2.1. 労働条件の認識および対応関

係の作成 

職場リスク評価のプロセスは、事業のす

べての面における労働環境がどのように

なっているかを位置づけなくてはならな

い。この場合、事業場外での労働について

も同様に評価しなければならない。この位

置づけに関して具体的な要件は定められ

ていないが、少なくとも、被用者との面談、

円 卓 会 議 、 満 足 度 調 査

（Trivselsundersøgelser）、質問票の配布、

労働監督官によるチェックリストの利用、

労働環境評議会による資料の活用などを

通じて行わなければならない。問題がある

場合、それは場合に応じてエルゴノミクス、
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バイオテクノロジー、化学、物理、社会心

理に関して記述する必要がある。 

1.3.1.2.2. 問題の記述と評価 

問題の認識と位置づけによって、安全に

関する問題が明らかとなった場合、当事者

は、当該問題について記述し、どのように

解決するかを評価しなければならない。こ

の場合、企業が当該問題の本質、重大性お

よびその範囲について記述することが重

要となる。同様に、問題の要因およびその

適な解決策について記述することも重

要である。解決策については、問題の再発

の回避、問題の源に向けられていること、

被用者がより適切な方法で労働を行うこ

とができるものであること、危険有害な状

態について、より安全／ストレスの少ない

／有害でない状態に置き換えること、でき

る限り多くの被用者を保護するものであ

ること、必要に応じて被用者への教育訓練

を行うこと、などが求められる。 

1.3.1.2.3. 病気休暇への関与 

安全かつ健全な労働環境は、被用者の長

期欠勤を回避させるということは、逆に言

うと労働環境に問題があれば、長期欠勤が

増えるということである。したがって、職

場リスク評価においては、企業の労働環境

と病気休暇との関連性について明らかに

することが重要となる。この場合の評価の

目的は、病気による休暇を減少することが

できるか否かである。 

病気休暇が問題となっていない場合で

も、企業は労働環境が全体としての病気休

暇とどのように関連しているかについて

評価を行わなければならない。病気の要因

は多くの場合複雑かつ個別的であるため、

病気休暇を取得している被用者は職場リ

スク評価に関与すべきではない。 

1.3.1.2.4. 優先順位とアクションプラン 

安全に関する問題は早急に解決される

べきであるため、企業は、安全に関する問

題を把握した場合、その解決のために 良

の方法を明らかにしなければならない。こ

のアクションプランは、問題の概略および

解決策の概略を記載することが求められ

る。職場リスク評価によって、健康に関す

る問題に被用者の安全衛生に喫緊の脅威

が含まれている場合、企業は、即座に当該

危険を除去するか受け入れ可能なレベル

まで減少するための手段を執らなければ

ならない。 

1.3.1.2.5. フォローアップ 

後に、企業がアクションプランをどの

ようにフォローアップするかについてガ

イドラインを確立しなければならない。ア

クションプランを実施するのに誰が責任

を持つのかを明らかにしなければならず、

解決策がいつどのように機能しているか

見定めた上で、必要に応じてアクションプ

ランの改定を行わなければならない。 

1.3.1.3. 労働環境監督署による査察の実

際 

上記の職場リスク評価のサイクルは、労

働環境法に基づいて各企業により行われ

るが、これが適切になされているか否かの

評価は労働環境署による査察を受けなけ

ればならない。以下では、労働環境監督署

へのインタビューを踏まえた労働環境監

督署による査察の実際について、その概略

を述べる。 

査察は、各企業に対して 3 年に 1 回のペ

ースで行われることを基本とするが、労働

環境に関してよりリスクが高いと評価さ
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れた企業に対しては、必要に応じてこれよ

りも短いサイクルで行われる場合がある。

また、査察のための使用者への訪問は、予

告なしで抜き打ち的に行われるものとさ

れているが、実務上は、査察に際して使用

者側が提供すべき資料の準備や使用者の

繁忙期などを考慮して、大まかな訪問時期

については2ヵ月から6ヵ月前には使用者

側に通知している。 

使用者への訪問に当たって、査察官は、

（1）使用者から提供されたデータ、（2）

労働状況の観察、（3）質問状への回答内容、

という 3 点を中心として査察を行う。この

うち、（1）については、当該資料が示すも

のと、実際の労働環境との間に齟齬がない

かどうかを確認する。（2）については、人

の配置、物の配置、被用者の労働の状態な

どについて観察するものであり、たとえば、

ある部門の被用者が忙しく働いている状

況の中で、他の部門の被用者が暇をもてあ

ましているような状態であれば、人員の配

置に問題があるものと判断される。（3）に

ついては、後述する COPQSOQ の簡易版

の質問状への回答から、被用者の労働環境

への認識や問題状況について調査を行う

ことになる。 

このような査察の結果、労働環境に問題

があるとされる場合であっても、その場で

の判断は行わず、持ち帰って合議の上で

終的な判断を行うものとされている。査察

結果に不満がある使用者は、異議申立をす

ることができる。 

査察の主たる目的は、被用者が病気にな

らない、あるいは疾病を引き起こす要因の

排除である。あくまでもリスク要因を予防

することが重要であって、必要以上に使用

者のビジネスに介入することを目的とす

るものではない。査察官からみた労働環境

法への対応に問題が生じる使用者の例と

しては、使用者自身の認識としては法に則

した対応を行っているにもかかわらず、実

質的にリスク要因を排除できていない場

合、あるいは法への対応を必要以上に行っ

た結果、かえって被用者へ過負荷が生じる

場合などが挙げられる。こうした事例に対

しては、査察官による十分な説明を通じて

対応してきており、 近では徐々に減少し

ているとのことである。 

また、後述する与野党間の合意に基づく

査察範囲の拡大を受けて、査察官自身の業

務量が増加しており、その労働環境の悪化

が懸念されるが、この点に関しては、上司

と査察官との間で話し合いにより適宜調

整を行うことになる。 

1.3.2. 2 次予防面 

職場における被用者のメンタルヘルス

関連疾病の早期発見という 2 次予防に関

しては、デンマークでは公的な規制ないし

ガイダンスは設けられてはいない。ただし、

そのことがデンマークにおいて 2 次予防

に関する意識が低いということを意味す

るものではない。以下、現地調査を踏まえ

たデンマークにおける 2 次予防の概要を

述べる。 

2 次予防に関連する前提として、疾病手

当法の規定により、被用者が疾病により欠

勤する場合、同法に基づく給付は、被用者

が疾病により労務を提供できないとのみ

規定されており、疾病が業務に起因するか

否かを問わず支給される。したがって、疾

病により欠勤する被用者は使用者に対し

てその病名を通知する必要がなく、また使
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用者も被用者の復職に関連して後述する

医療情報法上の要件を満たす場合でなけ

れば、単なる欠勤についてその理由を尋ね

ることは原則としてはできない。実務上も、

デンマークへの訪問調査で見聞した限り

ではあるが、一般に使用者が疾病により欠

勤している被用者がどのような疾病で欠

勤しているかについて問うことは、プライ

バシーとの兼ね合いで難しいと認識され

ている。 

したがって、2 次予防については、もっ

ぱら個々の使用者によるその雇用する被

用者の労務遂行状況へのマネジメントを

通じて、被用者が職場環境に起因するメン

タルヘルス関連疾患に罹患しないように

するという一般的な予防が中心となり、ど

のような予防策がとられるかは、もっぱら

各企業の裁量に委ねられているといえよ

う。この点、デンマークへの訪問調査にお

いて、使用者団体、労働組合へのインタビ

ューを通じて得られた話を総合するなら

ば、労働環境に関連する問題に関してオー

プンに話し合いができる職場作りをして

いかなければならないとの点については

労使双方にて見解は一致しており、それを

実現するための具体的な方策としては、職

場におけるいじめ、暴力、脅迫、ストレス

などに関するガイダンスの作成および周

知、年に 1 回は全員参加の話し合いの場を

設けて上司と部下間、あるいは同僚間にお

いてメンタルヘルスを含むさまざまな労

働環境に関する問題について積極的なコ

ミュニケーションをとることなどが重要

視されている。こうしたコミュニケーショ

ンを通じて、上司や同僚によるメンタル不

調となっている被用者への「気づき」や「声

かけ」、また被用者自身によるメンタル不

調の申出ができるような職場環境の構築

が可能となるものと認識されている。 

また、そうした環境作りの中では、管理

職によるマネジメントが重要な役割を果

たすことが期待されている。 近では、管

理職への昇進要件として、部下たる被用者

への適切な指示・配置など従来的な人的資

源の管理能力に加えて、メンタルヘルスに

問題を抱える被用者への対処法について

講習ないし研修を受けているかが問われ

ることも多くなってきている。したがって、

管理職への評価は、業績を上げているか否

かのみならず、こうした被用者への対処が

できているかどうかも 近では重視され

るようになってきているといえよう。 

1.3.3. 3 次予防面 

1.3.3.1. 疾病手当法に基づく復職手続 

上述のように、病気休暇からの復職に関

しては、疾病手当法に規定が設けられてい

る。以下に疾病手当法の規定内容を詳述す

る。 

1.3.3.1.1. 使用者による面談および雇用

維持計画 

疾病手当法によれば、 初の欠勤の日以

後 4 週間以内に、被用者の職場復帰の態様

および時期に関する個別的な面談を行う

ために被用者を呼び出すことができる（法

7 条 a1 項）。この面談は対面で行うことが

基本であるが、被用者の病状ないしその他

の事情により出席が困難であるならば、電

話によることも可能である。被用者が対面

での面談に協力できなかったことは、疾病

手当の受給には影響を与えないものとさ

れている（同条 2 項）。 

また、疾病により病気休暇を取得してい
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る被用者が、 初の欠勤日から 8 週間以内

に復職することができないと予期してい

る場合、被用者がどの程度の期間で復職で

きるかについて記載した雇用維持計画

（retention plan）を要求することができる

（法 7 条 b 1 項）。被用者はいつでも雇用

維持計画を要求することができるが、使用

者がかかる維持計画を作成しないと決定

した場合には、使用者は被用者からの要求

を拒否することができる（同条 2 項）。疾

病被用者が雇用維持計画を受け取った場

合、被用者は、自治体との間でフォローア

ップのために行う 初の面談の際に当該

プランを提出しなければならなず、フォロ

ーアップは当該維持計画をベースとして

行われる（同条 3 項）。 

1.3.3.1.2. 地方自治体による面談および

フォローアップ 

疾病手当法は、8 週間を超えて病気休暇

を取得している被用者に対する自治体に

よる面談およびフォローアップに関する

規定を設けている。 

1.3.3.1.2.1. 面談と情報シートの作成 

自治体は、被用者の病気休暇の特徴と状

態を考慮に入れた上で、個別的かつ柔軟な

フォローアップのための行動計画を作成

しなければならない。この過程において、

自治体は被用者へ関与していかなければ

ならない（法 8 条 1 項）。行動計画は、首

尾一貫性と包括性を持ったものでなけれ

ばならず、自治体は関係者と協力して作成

していかなければならない（同条 2 項）。 

自治体の担当者は、関連する利害関係者

（使用者、医師、失業局、労働組合、リハ

ビリ施設、病院・診療所）と連携していか

なければならず、なかでも使用者とかかり

つけ医との協力関係を構築することが必

要となる（法 9 条）。 

自治体は、被用者の病状等について必要

に応じて照会を行うことができるが、医療

情報の取得に関しては、適切な手続をふま

なければならない（法 10 条 1 項）。また自

治体は、当該事例に対する疾病手当の給付

等に関して十分な説明を行わなければな

らず、また病休被用者は、自らの病状を含

む関連する情報について回答しなければ

ならない（法 11 条 1・2 項）。自治体は、

病気休暇の事例について情報シートを作

成し、被用者に送付しなければならない。

自治体は、この情報シートとフォローアッ

プのための面談の結果を踏まえて、事例を

以下の 3 つのカテゴリに分類して病休被

用者に対応すべきとされる（法 12 条）。 

・ 早期復職が可能な事例（カテゴリ 1）

・ 長期の疾病のリスクまたは労働に関

してリスクを伴う事例（カテゴリ 2）

・ 疾病が長期化している事例（カテゴリ

3） 

1.3.3.1.2.2. フォローアップ 

疾病被用者へのフォローアップの頻度

は、上記のカテゴリごとに異なっており、

カテゴリ 1 および 3 の場合は、 初のフォ

ローアップは 初の欠勤日から 8 週間を

経過したあとに行われ、2 回目は 1 回目の

フォローアップから 3 ヵ月後に、それ以後

は 3 ヵ月ごとに行われる。これに対して、

カテゴリ 2 に属する場合は、 初のフォロ

ーアップについては同様であるが、2 回目

以降は 4 週間ごとにフォローアップを行

うこととされている（法 13 条 2 項・3 項）。 

自治体が行うフォローアップも、使用者

が行う場合と同様に対面での面談が基本
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となっているが、被用者からの要望や、復

帰可能性が高い場合、手術を受ける予定が

ある場合、また病状により面談が困難な場

合などの理由があれば、電話や電子メール、

手紙で面談を行うことが可能である（同条

4 項）。これらのフォローアップについて

は再面談を行うことができ、その結果とし

てカテゴリの変更を行うこともできる（同

条 7 項）。 

自治体によるフォローアップは、病休被

用者の雇用維持および早期復帰を図るこ

とを目的として、病休被用者のニーズに合

わせて全体的な調整を図っていくことが

求められ、また継続的な対話を通じて、常

に調整されなければならない（法 15 条 1・

2 項）。被用者が労務復帰不可能と判断す

る場合もありうるが、それが正当化される

のは、自治体が当該被用者の復職に関して

あらゆる手段を尽くした後である（同条 5

項）。 

自治体が病休被用者に対して行うフォ

ローアップは単発的なものでなく、常に次

のフォローアップへと引き継がれていか

なければならず、またフォローアップが調

整・変更された場合には、後続のフォロー

アップにそれを反映させなければならな

い（法 16 条 1-3 項）。フォローアップに関

する行動計画は、病休被用者に手交されな

ければならず、これはプランに重大な変更

が加えられた場合にも同様である（同条 4

項）。 

自治体は、段階的な復職に関連して使用

者への働きかけを行い、また被用者をサポ

ートすると共に、病状の進行について使用

者と定期的なコンタクトを取っていかな

ければならない（法17条1項）。自治体は、

すべての事例において、被用者ができる限

り早期に完全復職することを確実にする

ために、段階的な復職を使用者に求めて行

く必要があるが、かかる段階的な復職に関

しては、基本的には自治体、使用者、病休

被用者間の合意によって決定されるべき

である（同条 2・3 項）。 

1.3.3.1.3. 小括 

以上、使用者・自治体による職場復帰に

関する疾病手当法の規定を概観してきた

が、これらの規定からデンマークにおける

特徴を見いだすならば（1）話し合いを基

礎とした職場復帰、（2）自治体の積極的関

与、（3）フォローアップの継続性といった

点が挙げられよう。（1）については、疾病

手当法は、病気休暇を取得している被用者

の職場復帰に関する使用者、自治体の果た

すべき役割を規定しているが、そのベース

となっているのは病休被用者との間の話

し合いであり、被用者の病状や職場の状況

を勘案して柔軟な対応を取ることが可能

となっている。（2）については、疾病手当

法の法的構造とも関連しているとはいえ、

被用者と使用者という職場復帰の当事者

にいわばコーディネーター的な役割を持

って自治体が関与していくことによって、

より冷静かつ客観的に職場復帰を進めて

いくことが可能となっている。 

また、（3）については、上記の一連のフ

ォローアップの過程について、わが国の労

災補償における打切補償に相当する規定

が疾病手当法には設けられておらず、フォ

ローアップは病休被用者の職場復帰の可

能性がある限り継続して行われる。このよ

うにフォローアップが長期化する可能性

がある点について、たとえばオランダのよ
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うにフォローアップ期間の上限を画する

べきではないか、という意見はあるものの、

人的資源の確保という目的からは重要で

あると一般には認識されている。ただし、

フォローアップに関しては、使用者の経営

状況次第で被用者の復職をどの程度待て

るかは相当に異なるため、被用者間で不公

平が生ずる可能性があるが、復職できなか

ったとしても失業保険をはじめとする社

会保障制度が充実しているため、そこまで

大きな問題とはなっていないようである。 

デンマークにおいては、法的な規定は上

記の通りであるが、実際の復職に関しては、

いずれにしても使用者と労働者の話し合

いを通じてどのような形で進められるか

が決まるといえよう。 

1.3.3.2. メンタルヘルス、病気休暇およ

び職場復帰に関する調査報告お

よび勧告 

上記のような疾病手当法に基づく復職

に関連して、国立労働環境研究センター内

の研究グループは、特にメンタル関係に起

因する病気休暇と復職に関する研究とし

て、「メンタルヘルス、病気休暇および職

場復帰に関する調査報告および勧告

（Mental health, sickness absence and return 

to work, デンマーク語：Hvidbog om men-

talt helbred, sygefravær og tilbagevenden til 

arbejde）」と題する報告書を 2010 年 4 月に

発表している8。 

この報告書によれば、デンマークにおけ

るメンタルヘルスの問題は、メンタル不調

による欠勤の増加のほか、障害年金の受給

者数増加といった問題を惹起しており、こ

れら問題によるコストは、55 億デンマー

ククローネに達しており、そのうちの

90％を病気休暇、早期退職、能力の減少が

占めており、医療にかかる費用は 10％に

すぎないとされている。 

また、雇用及び医療の介入を組み合わせ

た復職介入により、メンタルヘルス問題を

抱える被用者の病気休暇取得を減少させ

る効果がみられるとするが、かかる介入に

当たっては、被用者の機能レベルを考慮し、

職務内容の変更をすることが重要である。

治療に関しても、医学療法のみならず心理

療法へアクセス可能とすることを意味す

る協働的治療およびエビデンスを基礎と

したガイドラインの適用により改善され

ると結論付けている。 

また、メンタルヘルス問題に関して、ネ

ガティブな結果を避けるための 9 つの勧

告を行っている。 

1． メンタルヘルス問題の早期発見およ

び治療の保証 

2． 個人の機能レベルと、それがどのよう

に労働能力に影響するかについての

資料へのアクセス 

3． 機能レベルが低下している被用者に

対する職務内容の変更 

4． 職場復帰に関して、利害関係者すべて

による協力および関与 

5． 被用者の病気休暇および職場復帰の

選択についてのカウンセリングによ

る職場内の協力の促進 

6． 被用者の職場復帰に関して、社会的統

合の促進 

7． 病気休暇および職場復帰に関する企

業方針の採用および実践 

8． オープンで、メンタルヘルス問題を受

け入れられる職場文化の発展 

9． 職場における健康促進介入の実践お
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よび職場におけるストレス要素の減

少 

 

1.4. 専門家や専門機関の活用によるス

トレスマネジメント 

デンマークにおけるメンタルヘルス対

策は、上述のように労働環境に対する職場

リスク評価とその改善が中心となってい

る。実際に政策を展開していくにあたって

は、国立労働環境研究センターによるさま

ざまな研究に基づく専門的知見が利用さ

れてきているが、そうした知見の中でも特

に重要なのは、労働環境の職場リスク評価

に関する標準的調査票として開発された

コペンハーゲン心理社会調査（Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire; COPSOQ）では

ないかと思われる。以下、その背景と概要

について述べる。 

1.4.1. コペンハーゲン心理社会調査

（COPSOQ） 

1.4.1.1. COPSOQ 開発の背景と目標 

COPSOQ は、デンマークの労働環境の

専門家や研究者のために、広範囲な心理社

会的要素を包含した標準的かつ有効な調

査票として 1997 年に開発された9。その背

景には、労働における心理社会的なストレ

ス要因が、筋骨格障害（musculoskeletal 

disorder）、心臓血管系疾患（cardiovascular 

disease）、精神病、ストレス、燃え尽き症

候群（burnout）、生活の質（quality of life）

の低下、病気休暇（sick leave）、労働移動

（labor turnover）、モチベーションと生産

性の低下といったさまざまな問題を引き

起こす要因となっており、それは労働者の

みならず、企業にとっても社会にとっても

重大な問題となっているとの認識が存在

している。 

COPSOQ に関する研究は、1990 年代半

ばに当時のデンマーク国立労働衛生機構

（現在の国立労働環境研究センター）に心

理社会部門が設立されたことを契機とし

ており、労働衛生サービスや労働環境監督

署、労働衛生クリニックなどから労働環境

の専門家の知見を得て作成されている。

COPSOQ は、調査票の長さに応じて、研

究者向けとして詳細版、労働環境の専門家

向けとして中間版、職場での簡易調査向け

として簡易版という 3 種類により構成さ

れており、目的に応じて利用することがで

きるようになっている10。 

COPSOQ が目標としているのは、（1）

労働における心理社会的要素の評価のた

めの有効かつ妥当な手法の展開、（2）国内

的および国際的な比較を可能とすること、

（3）介入の評価を改善すること、（4）サ

ーベイランスおよびベンチマーキングの

促進、（5）利用者にとって難解な概念およ

び理論を理解しやすくすること、である。

その上で、COPSOQ における調査票は、（1）

理論をベースとするが特定の理論に固執

するものではないこと、（2）様々な分析レ

ベル（組織、部門、職種、人と労働の界面

（person-work interface）、個人）に関連し

た次元により構成されていること、（3）職

責（worktasks）、組織労働、労働における

内部的人間関係、協働、リーダーシップに

関連した次元を包含していること、（4）潜

在的な労働へのストレッサーのほか、サポ

ート、フィードバック、コミットメント、

良好な健康状態のようなリソースを含め

ること、（5）包括的であること、（6）労働

市場におけるすべての産業部門（産業のみ
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ならず、サービス部門、保健福祉部門、コ

ミュニケーション部門など）に適用可能で

あるという意味で一般的であること、（7）

調査票のうち、中間版および簡易版につい

ては、労働環境の専門家や被回答者（被用

者）にとってユーザーフレンドリーである

こと、といった原則により作成されている
11。 

1.4.1.2. COPSOQ II 

今日では、COPSOQ は労働環境におけ

る心理社会的状況を把握するためのツー

ルとして、特に労働環境法上定められてい

る職場リスク評価を行う際の標準的な調

査票として利用されるようになっている。

COPSOQ は、その後のフィードバックや

心理測定学的分析（psychometric analyses）

を利用することを可能とするために、現在

では、COPSOQ II へと発展を遂げている12。 

（この項未了） 

1.4.2. COPSOQ 調査に見るデンマーク

の労働環境の現状 

COPSOQ の調査票による労働環境の現

状測定は、デンマークのみならず、調査票

が各国語に翻訳されるなど世界各国にお

いて利用されるようになってきている。ま

た、その調査内容も、職種を区別しない一

般的な調査から、女性労働者、福祉サービ

ス労働者、看守、看護師など特定の労働者

を対象として、その労働環境の調査が行わ

れてきている13。 

また、デンマーク国内においては、国立

労働環境研究センターによって、2004 年

から 2005 年にかけて、COPSOQ II を利用

した心理社会的労働環境の全国調査が行

われている。これは、無作為抽出により

20歳から 60歳までのデンマーク国内に居

住する 8,000 人に対して、COPSOQ による

アンケート調査を行い、賃金労働者である

3,517 人から得られた回答をベースとして

デンマークの被用者の社会心理的労働環

境の現状を示したものである14。これを基

礎データとして、さまざまな研究が国立労

働環境研究センターを中心として展開さ

れてきている。以下にそのうちの主要な研

究の概要を述べる。 

1.4.2.1. デンマークにおける被用者の心

理社会的労働環境の推移に関す

る研究 

Pejtersen らによる研究は、上記 2004 年

から 2005年に行われたCOPSOQ IIによる

調査結果を、1997 年調査と比較してデン

マークにおける心理社会的労働環境の状

況の推移を分析したものである15。デンマ

ークの被用者の心理社会的労働環境は、上

記の期間中全体として悪化していると結

論づけており、特に攻撃的なふるまい

（offensive behavior）については、仕事上

の葛藤（conflicts at work）や中傷・陰口

（slander and gossip）などが増加している

と指摘している。 

1.4.2.2. 心理社会的労働環境と病気休暇

の連関性に関する研究 

Rugulies らによる研究は、COPSOQ 調

査により測定された心理社会的労働環境

の状況をベースとして、調査後 1 年以内に

3 週間以上の病気休暇を取得した被用者

の心理社会的労働環境を健常者と比較し

て、被用者の心理社会的労働環境の状態と

病気休暇取得との関連性を調べたもので

ある16。それによれば、デンマークにおい

ては、特に高度の感情的要求（high emo-

tional demands）および高度の役割葛藤
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（high role conflicts）が病気休暇取得に関

する重要なリスク要因となっており、これ

らの状態を把握することにより、COPSOQ 

II による社会心理的労働環境の調査は、個

別被用者の健康状態把握のためにも利用

できることを示唆している。もっとも、こ

の研究における調査対象の被用者の病気

休暇測定は、デンマーク全国社会移転支出

公報（Danish National Regsiter of Social 

Transfer Payments, DREAM）から病気休暇

給付の取得の有無を調査するという形で

行われているため、当該被用者の具体的な

病名については明らかではない。したがっ

て、メンタルヘルス対策として、上記の要

素について特に重視すべきということに

はならないものの、労働環境が被用者の健

康に与える影響の予測について COPSOQ

が利用できるという示唆は、メンタルヘル

ス対策にも重要な意義を有するものであ

るといえよう。 

 

1.5. 雇用にかかる精神障害者差別禁止

法 

1.5.1. 雇用差別禁止法 

（この項未了） 

 

1.6. メンタルヘルス情報の取扱いに関

する法規制 

1.6.1. 労働市場における医療情報等の利

用に関する法律 

上述のように、デンマークにおいては、

被用者が疾病により欠勤する場合には、疾

病手当法に基づいて所得保障が行われる

が、いかなる病気によって休業するかにつ

いて使用者に報告する義務はない。しかし、

復職に関しての話し合いを行うにあたっ

ては、段階的に復職を行っていく際に、あ

る程度までは被用者の病状を把握する必

要性があるが、使用者が被用者の医療情報

を取得することによって被用者の雇用上

の地位に不利益が生じる可能性があるこ

とは否定できない。 

デンマークでは、被用者の医療情報への

アクセスに関して、「労働市場における医

療情報等の利用に関する法律（Act on the 

Use of Health Information in the Labor Mar-

ket, デンマーク語：Lov om brug af hel-

bredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet）」

と題する法律が 1996 年に制定されている。 

同法は、「採用または雇用を維持するた

めの被用者の能力を制限するために誤っ

て医療情報が使われることがないように

確保すること」をその目的とし（法 1 条 1

項）、使用者が、被用者に対してその医療

に関する情報の提供を求めることができ

るのは、「労働者の採用および雇用に関し

て、被用者が当該職務を遂行するための労

働能力に重大な影響を及ぼすような疾病

に罹患しているかまたは疾病の症状を示

しているか否かを明確にするため」の場合

に限られるとの原則を定立している（法 2

条 1 項）。 

医療情報法に関連して 2009 年に雇用大

臣名で公表された「使用者による被用者の

疾病に関連する情報の依頼に関するガイ

ダ ン ス （ Vejledning om arbejdsgivers 

indhentelse af oplysninger i forbindelse med 

lønmodtagerens sygdom）」によれば17、被用

者の病気休暇に関して、使用者が被用者に

対して面談を求めることに関しては、労働

協約などにより権利を放棄していなけれ

ば、経営権（managimental right）に基づい

分担研究報告書（井村 真己）
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て行うことができるとした上で、使用者が

被用者の医療情報へアクセス使用とする

際の留意点について具体的に明らかにし

ている。 

それによれば、使用者が被用者に対して

疾病に関して質問することができるのは、

当該疾病が被用者の労務の提供に重大な

影響を与える場合に限られるのが原則で

あり、被用者が疾病に罹患したと連絡して

きたときですら、被用者の病状について尋

ねることができるのは例外的な状況（たと

えば、被用者が労務提供について重大な影

響を及ぼす疾病に罹患していることが使

用者に明らかな場合など）に限られている。 

したがって、メンタルヘルスに問題を抱

えた被用者の場合であっても、使用者がか

かる被用者の治療状況などについて直接

アクセスすることはできず、復職との関連

で、病気の被用者が、どのような機能につ

いて問題があるのか、どのような行為なら

ば可能なのか、どの程度の欠勤が生じるの

か、などについて確認することができるに

すぎないものとされている。 

 

1.7. 法政策の背景 

デンマークにおける一般的なメンタル

ヘルス問題として挙げられるのは自殺者

の多さであろう。デンマークは、1980 年

には国民 100,000 人あたり 35 人が自殺す

るという世界で有数の自殺率の高さが社

会問題となっており18、この数値自体は

年々減少傾向にあるものの19、今日でも自

殺者対策は、デンマーク社会にとって喫緊

の課題となっている。 

このことを裏付けるように、上記「メン

タルヘルス、疾病休業および職場復帰に関

する調査報告および勧告」では、デンマー

クにおける成人人口のうちメンタルヘル

ス問題を抱える人の比率は、他のヨーロッ

パ諸国と比較して 12％から 27％ほど高い

ことが指摘されている20。 

しかし、デンマークの現地調査を通じて

明らかになった点として、このように自殺

者が多いということと、職場におけるメン

タルヘルス対策との間には直接的な連関

性はないということである。1995 年の労

働環境法の改正により導入された心理社

会労働環境の知見を基礎としたリスク評

価の義務づけという政策は、政府、使用者

団体、労働組合という三者間において労働

施策を構築していくというデンマークの

伝統的法文化に則って、労働災害やそれに

伴う疾病休暇取得の減少ためにいかなる

法政策を展開すべきかという話し合いの

中で導入されたものである。ここでは、メ

ンタルヘルス対策は、筋骨格系障害や騒音

など、従来の労働安全衛生上問題とされる

領域と並列的に位置づけられているにす

ぎない。 

したがって、デンマークにおける法政策

の肝要は、人的資源を大切にするという基

本原則にのっとったうえで、政使労の三者

間での話し合いを通じて政策を構築・展開

してきたというその法文化にあるのでは

ないかと思われる。 

以下では、デンマークにおける法政策の

背景とその展開について政府機関により

公表されている報告書・白書を通じて検討

していく。 

1.7.1. 「クリーンな労働環境への行動計

画」 

デンマークにおいては、1996 年 4 月に
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雇用担当大臣、労働環境監督署がソーシャ

ル・パートナーと協力して、2005 年まで

の 10 年間における安全衛生の改善に関す

る枠組とその具体的な行動計画を設定す

ることを目的として「クリーンな労働環境

への行動計画（Action Program for the clean 

working environment 2005, デンマーク

語：Handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø 

år 2005）」と題する行動計画が公表された
21。デンマークにおいて安全衛生に関して

包括的な行動計画について合意したのは

今回が初めてである。 

このような行動計画を策定した背景と

して、デンマークは、労働に関する安全性

は他国と比較して高く、労働災害を回避す

るための努力を続けているにもかかわら

ず、1994 年の段階で 47,500 件以上の労働

災害および 15,500 件の職業上の疾病が報

告されており、労働環境の状態が良好とは

いえないという状況が指摘されていた22。

こうした問題を受けて、「すべてのデンマ

ーク企業は、その将来像として人々を第一

としつつ持続可能な発展のための競争的

基礎として、（労働の）創造性、質、生産

性のための安全で健康的で刺激的な枠組

を提供しなければならない」として、労働

事故や危険・有害物による健康障害、重量

物運搬等に伴う筋骨格系障害、労働におけ

る心理社会的危険に起因する健康障害の

減少・排除のために必要な施策について設

定した。また、本行動計画策定にあたって

は、1995 年 4 月にソーシャル・パートナ

ー、雇用担当大臣、労働環境局の代表によ

り構成された委員会が、心理社会的労働環

境に関して、労働環境局の役割と方法に関

して詳細な調査を行い、雇用担当大臣に勧

告を行っている。この委員会では、企業、

使用者、労働組合、労働監督署など労働環

境の領域に関与する当事者が、心理社会的

労働環境に関連する問題をいかに取り扱

うべきかについての提案がなされている

23。それによれば、心理社会的労働環境の

リスク要因は、企業の経営上の決定に関連

している要因（賃金、昇進、雇用の不安定

性、職場におけるいじめ、ハラスメントな

ど）と被用者の労働状況に直接間接に関連

している要因（反復労働、暴力のリスク、

単独労働、シフト労働、バーンアウト）と

に分類し、前者については、被用者や安全

衛生の専門家と協力しつつ、企業が自身で

解決すべき要因であり、後者については、

労働環境局が介入すべき要因であるとし

ている24。 

本行動計画により、労働環境法をはじめ

とする関連立法についてさまざまな改正

が行われた。行動計画の報告書に示された

法改正の概要は以下の通りである25。 

1997 年： 

 すべての企業に書面での職場リスク

評価を義務づけ 

 5 名以上の被用者を雇用する企業に安

全衛生委員会の設置を義務づけ 

 安全衛生の専門家のための 37 時間の

新しい訓練モデルの策定 

 労働安全衛生コンサルタントに関す

る質的な保証制度の導入 

 労働安全衛生コンサルタントに関す

るテストスキームと評価の導入 

 産 業 別 安 全 衛 生 評 議 会

（branchesikkerhedsrådene, BSR）を 11

の 産 業 別 労 働 環 境 評 議 会

（branchearbejdsmiljøråd, BAR）へと改
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組 

 労働環境基金（Arbejdsmiljøfondets）の

任務を産業別労働環境評議会と労働

環境評議会へと再割当 

 単一の組織としての労働環境監督署

の編成 

 新しい苦情申立制度の導入 

 独立した研究機関として国立安全衛

生機構の設立 

2000 年～2001 年： 

労働環境改善のための努力を強化するた

めに企業に対して経済的インセンティブ

を与えるための包括的パッケージの構築

が行われた。パッケージの内容は、以下の

通り。 

 常勤被用者数を基礎とした一般安全

衛生税（arbejdsmiljøafgift）および労災

委員会（Arbejdsskadestyrelsen）により

課された補償および損害賠償を基礎

とした税金の導入（Act No. 1247 of 

20/12/2000） 

 特に良好な労働環境であることを証

明した安全衛生認証を受けた企業に

ついては、当該企業が一般的安全衛生

上の義務のために費やした金額を補

助金として受け取れる可能性を認め

るという認証および補助金制度の導

入（Act No. 442 of 07/07/2001） 

 特に多忙な産業部門における労働環

境の監督のために手数料徴収制度の

導入 

2001 年には労働環境の改善のための法

改正が行われた。 

 社会心理的労働環境を含む労働環境

上の主要領域における法違反に対す

る過料決定の権限を労働環境監督署

に与える（Act No. 442 of 07/06/2001）

 サービス提供事業者が労働環境法の

下で有する義務について提供者責任

（Udbyderansvar）の肯定（Act No. 331 

of 16/05/2001） 

 建造物所有者の責任の厳格化 

 労働安全衛生コンサルタントが健康

促進のために行うことのできる範囲

の拡大。2001 年財政法により、4 年間

でデンマークのすべての企業へ安全

衛生コンサルタントを展開すること

が決定された 

2002 年： 

 一般安全衛生税の廃止（Act No. 435 of 

10/06/2002） 

 一般労働安全税に対する補助金の廃

止（Act No. 436 of 10/06/2002） 

 10 名未満の被用者を雇用する企業に

対して安全衛生委員会の設置義務の

廃止 

 手数料徴収による監督制度の廃止 

 いじめに関する労働協約モデルを作

成し、セクシュアル・ハラスメントを

含む職場でのいじめの事例を監督し

処理する権限を当事者に与える労働

協約の交渉を当事者へ許可する 

 私宅における非営利的性質の労働に

対する監督権限の限定 

2004 年： 

「被用者と企業にとっての良好な労働

環境（Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere 

og virksomheder）」と題して、以下のよう

な労働環境法の改正が行われた（Act No. 

425 of 09/06/2004）。 

 どの企業が労働環境監督署による監

督を必要とするか決定するために、被

分担研究報告書（井村 真己）
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用者を雇用するすべての企業は、今後

7 年の間に査察を受けること 

 労働安全に関する援助を必要とする

企業に対して、労働安全衛生コンサル

トの利用義務づけを含む強制的コン

サルティング制度の創設 

 4 年をメドに企業内安全衛生サービス

義務の段階的廃止 

 労働安全衛生コンサルタントについ

て雇用担当大臣による認可制度の創

設 

 労働監督署のウェブサイトで 3種のス

マイリーによる企業の労働環境の状

態の表示 

 建設業の領域における労働安全衛生

のコーディネイターのための安全衛

生教育の強化 

 労働環境監督署が企業に対して拘束

力のある助言を与えることを可能と

する 

 企業における職場リスク評価に病気

休暇を含める 

1.7.2. 「将来の労働環境に関する報告書」 

上記の行動計画に伴う法改正により、デ

ンマークにおける現在の労働環境改善に

関する制度枠組が構築されたこと受けて、

デンマーク政府は 2005 年 12 月に「将来の

労働環境に関する報告書（Report in Future 

Working Environment 2010）」を発表し、

2005 年から 2010 年までの 5 年間における

労働環境改善のための優先順位を設定し

た26。この報告書は、労働環境に関して焦

点を当てるべき問題を明らかにした労働

環境監督署、国立安全衛生機構、労働災害

全国委員会（National Board of Industrial 

Injuries, デ ン マ ー ク 語 ：

Arbejdsskadestyrelsen ）の三者によって

2005 年 5 月に発表された「将来の労働環

境（Fremtidens Arbejdsmiljø）」を技術的な

面における基礎とし、労働環境評議会によ

る「2010 年度までのデンマークにおける

全体的労働環境対策の優先順位に関する

新国家行動計画に関する報告書（Oplæg til 

ny national handlingsplan og prioriteringer 

for den samlede arbejdsmiljøindsats i 

Danmark frem til udgangen af 2010）」と題す

る勧告により政策の優先順位と数値目標

が定められ、労働環境専門家を対象とした

公聴会開催による意見聴取を経て作成さ

れたものである。 

この報告書においても、労働環境監督署

が毎年 40,000 件以上の労働災害と約

12,500 件の労働に関連した健康問題の報

告を受けていること、また労働災害全国委

員会でも毎年 13,000 件から 14,000 件の労

働災害および 2,000 件から 3,000 件の職業

関連の疾病の報告を受けていることから、

依然として労働環境に起因する問題が解

決していないことが指摘されている。また、

優先順位の設定にあたっては、グローバリ

ゼーションと国際的競争の拡大、サービス

産業の成長、急速な技術発展、高齢化、移

民人口の増加など現在のデンマーク労働

市場における発展傾向と既知の労働環境

の問題の継続性、伝統的な生産関連の労働

環境問題により影響を受ける職種の減少、

座業による職種の増加、肉体的負担のある

職種の増加、職場の人員構成の変化、技術

発展により発生している新しいリスク要

因の可能性といった労働環境の発展傾向

を考慮すべきであるとしている。 

こうした考察を踏まえて、政府は、労働
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災害、心理社会的労働環境、騒音、筋骨格

系障害の 4 つの労働環境問題について優

先課題として数値目標を設定した。このう

ち、メンタルヘルス対策にとって重要な心

理社会的労働環境の改善については、病気

休暇の 10 ％削減が数値目標として設定

されている。 

1.7.3. 「2020 年までの労働環境へのエ

フォートに関する戦略（A Strategy 

for working environment efforts up 

to 2020） 

上記のように 1990 年代後半から展開さ

れている心理社会的労働環境のリスク要

因の把握とその改善を労働環境監督署の

査察により担保していくというデンマー

クの 1 次予防を中心としたメンタルヘル

ス対策は、さらなる展開を必要としている。

この点に関して 2011 年 3 月 22 日に政府

（デンマーク自由党、保守人民党）と野党

（社会民主党、デンマーク人民党、社会自

由党）との間で、2012 年から 2020 年の労

働環境に関する政策目標に関する合意が

なされている27。心理社会的労働環境に関

しては、2014 年と 2017 年の中間評価を経

て 2020 年までに心理的に過重負荷状態に

ある被用者数の 20％減少が達成すべき目

標として設定されている。 

また、この合意においては、19 項目の

新しいイニシアティブが掲げられている

が、中でもメンタルヘルス対策との関連で

重要と思われるのは、労働環境監督署によ

る査察について、二段階のリスク対応方式

（risk-based inspections in two tiers）により

行われるべきとしている点である28。これ

が意味するところは、もっとも深刻な安全

衛生問題を抱えている企業に対しては、現

在行われているよりも詳細な査察を行う

権限を労働環境監督署に与えるというこ

とである。また、このことと関連して、常

勤換算（Full-Time Employees, FTE）で 2

名以上の被用者を使用するすべての企業

に対して査察を行うべきこと、また常勤換

算 2 名未満の被用者を使用する企業の半

数についても同様に査察を行うべきこと

について合意されており、かかる合意に即

した法改正もすでに行われている。 

 

1.8. 確認できる効果 

デンマークに限らず、メンタルヘルス対

策について確認できる効果を測定するこ

とはそれほど容易ではない。しかし、デン

マークの場合は、心理社会的労働環境の職

場リスク評価とその改善を通じて被用者

のメンタル不調を阻止していくという 1

次予防が中心となっていること、また政策

目標として病気休暇の削減を掲げている

ことから、これらの点について効果がどの

ようなものであるかを俯瞰していく。 

1.8.1. 労働環境監督署による査察の結果 

労働環境監督署による各企業に対する

査察結果は、労働環境監督署のウェブペー

ジ（http://arbejdstilsynet.dk/da/）にスマイリ

ーとして表示されている。本報告書の執筆

時点（2012 年 3 月 5 日）における各スマ

イリーの取得状況は、クラウンスマイリ

ー：3,322、グリーンスマイリー：87,125、

イエロースマイリー：4,552、レッドスマ

イリー：747 となっており、労働環境に問

題のある企業（イエロースマイリー・レッ

ドスマイリーの合計）の割合は、査察を受

けた企業全体の 5.5％となっている。この

数値をどう見るかについては評価が分か
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れようが、デンマーク国内における企業数

は 2009 年時点で 299,248 であり29、査察を

受けた企業の割合が全体の3分の1程度に

すぎないことに留意が必要であろう。 

上述のように、2012 年から 2019 年まで

の7年間で常勤換算で2名以上の被用者を

使用するすべての企業および常勤換算で

2 名未満の被用者を使用する企業の半数

について査察が行われることから、これら

の査察の結果、上記のスマイリーの比率に

変化が現れるかどうかについて今後注視

していくべきであろう。 

1.8.2. 2010 年度デンマーク労働健康調

査（Work and health in Denmark 

2010） 

2005 年調査からの改善として、上司や

同僚によるメンタルヘルス問題への援助

がより期待できるようになっていること

が挙げられている。 

悪化した点としては、労働における感情

的な要求の増大、意義ある労働と感じる労

働者数の低下などが挙げられている。 

また、上記「メンタルヘルス、病気休暇

および職場復帰に関する調査報告および

勧告」によれば、メンタルヘルス問題にか

かる直接・間接費用の総計が 550 億デンマ

ーククローネであり、医療に関する直接費

用は全体の 10％を占めていると推計され

ている。間接費用は、早期退職、長期病気

休暇、個人の生産性の低下などが挙げられ

ている30。 

2. 私法 

（この項未了） 

 

ＤおよびＥ．考察および結論 

デンマークにおける産業精神保健法制

度は、労働環境法を中心として、いわゆる

PDCA サイクルに準じた形で心理社会的

労 働 環 境 （ psychosocial working 

environment）に関する職場リスク評価と

その改善という 1 次予防を中心として進

めていくことを企業に義務づける形で発

展してきた。その上で、企業の労働環境改

善の実施状況を労働環境監督署による予

告なしの査察および認証を通じて法の履

行を確保するところに制度としての特徴

を見ることができる。 

デンマークの法政策の背景としては、労

働政策および社会保障政策において先進

的な取り組みを行ってきているにも関わ

らず、労働災害や労働を要因とする病気休

暇が減少していないこと、人的資源にさほ

ど恵まれていないことからその活用を図

っていかなければならないことなどが挙

げられよう。そうした中で、デンマークに

おける一つの特徴である政府・使用者団

体・労働組合の話し合いによって労働政策

の方向性が定まるというデンマークの法

文化が、心理社会的労働環境の知見を利用

した労働環境のリスク評価とその改善と

いう形で結実したものといえるが、これは、

あくまでも従来の労働安全衛生の枠の中

で考えられてきており、メンタルヘルス対

策に特化したものではないという点には

留意が必要であろう。1990 年代後半から

現在に至るまで、デンマーク政府はさまざ

まな行動計画や戦略を積極的に設定して

きているが、このことはメンタルヘルス対

策を含む労働環境の改善が、デンマークに

とって重要な政策課題となっていること

を示しているということができる。 

1 次予防の中心をなす労働環境法に基
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づく職場のリスク評価は、労働状態の認識

および対応関係の作成、問題の記述と評価、

病気休暇への関与、優先順位と行動計画、

フォローアップという循環的な形で行わ

れるものである。企業自身で取り組むこと

を主眼として、行政機関によるガイダンス

ツールや調査票の提供、また外部のコンサ

ルタントの利用を容易にする方策が展開

されている。また、この職場リスク評価の

ために独自の調査票（COPSOQ）の開発を

行うなど、心理社会的労働環境の知見を積

極的に活用している点は注目に値すると

思われる。 

また、2 次予防、3 次予防のうち 3 次予

防に関しては、疾病手当法に基づく復職に

関するフォローアップの規定があるとは

いえ、その根底にあるのはいずれも被用者

と使用者との間の話し合いを通じて職場

における疾病の予防と被用者の段階的復

職を図っていくというプロセスを重視し、

柔軟な対応を可能としている点にデンマ

ークの特徴を見ることができ、この点は上

記のデンマークの法文化を反映したもの

であるといえよう。 

このようなデンマーク政府の取り組み

に対する具体的効果であるが、現時点では、

良好な労働環境を維持している企業が多

く、その意味では労働環境法に基づく職場

リスク評価と査察制度は一定の効果を上

げているものということができるが、これ

はあくまでも労働環境全体に対する評価

であって、メンタル不調に起因する病気休

暇を取得する被用者数について目立った

減少が見られるわけではなく、また 2010

年のデンマーク労働健康調査においても

未だに多くの被用者が社会心理的労働環

境上の問題を抱えていることが明らかと

なっている。 

こうした状況を受けて、 近のデンマー

ク政府および専門家の取り組みは、よりリ

スク要因の高い企業に対する査察を強化

すると共に、病気休暇を取得した被用者の

職場復帰へと政策の焦点を徐々に移行さ

せているように見受けられるが、これまで

の 15 年間で展開されてきた政策に対する

評価にはもう少し時間が必要なのではな

いかと思われる。 

以上が、今年度までの調査において判明

した事実の概要であるが、本文中に未了と

なっている項目について研究を進め、本報

告書を完成させたい。具体的な項目は以下

のとおりである。 

第一に、デンマークにおける雇用にかか

る精神障害者差別禁止法が、メンタルヘル

ス対策としてどのような役割を果たして

いるか、またメンタル不調者に対する不利

益取扱が上記の差別禁止立法との関係で

差別と評価される場合がありうるか否か

について調査を進めたい。 

第二に、精神障害に関する労災補償や民

事損害賠償請求訴訟の仕組みと動向の解

明である。 

その全てを予定年限内に調査すること

には非常に困難であると考えているが、で

きる限り完遂したいと考えている。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

該当せず。 

 

2．学会発表 

該当せず。 
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Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

該当せず。 

 

2．実用新案登録 

該当せず。 

 

3．その他 

該当せず。 
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資料１：労働環境法（試訳）（抜粋） 

 

第 1 章 目的および範囲 

Kapitel 1 Formål og område 

 

1 条 本法の規定は、以下を創設することを目的とする。 

1）社会における技術的社会的発展に調和した安全で健康な労働環境および 

2）使用者団体および労働組合によるガイドラインと労働環境監督署（Working Environment Authority; 

WEA）によるガイドラインと監督の下で健康と安全に関する問題を解決するための基礎 

§ 1. Ved loven tilstræbes at skabe 

1) et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvik-

ling i samfundet, samt 

2) grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra 

arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. 

 

第 2 章 労働安全衛生における協力 

Kapitel 2 Samarbejde om sikkerhed og sundhed 

 

5 条 個別事業者における労働安全衛生は、使用者、監督者およびその他の被用者の間での協力を通

じて実施されなければならない。 

§ 5. Sikkerheds- og sundhedsarbejdet i den enkelte virksomhed varetages gennem samarbejde mellem 

arbejdsgiveren, arbejdslederne og de øvrige ansatte. 

 

第 4 章 一般的義務 

Kapitel 4 Almindelige pligter 

 

15 条 a 1 項 使用者は、事業において適用される労働の性質、労働の手段および労働のプロセスのみ

ならず事業組織の規模にも適切な関心をとりながら、事業場における労働安全衛生の状態に関して書

面での職場リスク評価の準備を確実に行わなければならない。職場リスク評価は、事業場に掲げた上

で、職場リスク評価の査察を行う労働監督署のみならず、事業場内の管理者、被用者が利用可能なも

のでなければならない。職場リスク評価は、労働、労働の手段、労働のプロセスなどの変化に応じて

改訂されなければならず、かつこれらの変化は、労働安全衛生にとって重要でなければならない。職

場リスク評価は、少なくとも 3 年ごとに改訂されなければならない。 

§ 15 a. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og 

sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og 

arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. Arbejdspladsvurderingen skal 

分担研究報告書（井村 真己）

－ 290 － 



forefindes i virksomheden og være tilgængelig for virksomhedens ledelse, de ansatte og Arbejdstilsynet, som 

fører tilsyn med arbejdspladsvurderingen. En arbejdspladsvurdering skal revideres, når der sker ændringer i 

arbejdet, arbejdsmetoder og arbejdsprocesser m.v. og disse ændringer har betydning for sikkerhed og sundhed 

under arbejdet, dog senest hvert tredje år. 

 

2 項 職場リスク評価は、事業場における労働安全衛生に関する問題およびこれらの問題が労働安全

衛生法規に規定された予防原則に則して以下に解決されるかを含むものでなければならない。評価に

は以下の要素が含まれていなければならない： 

1．企業における労働安全衛生の状態の認識および位置づけ 

2．企業における労働安全衛生問題の記述および評価 

3．企業における労働安全衛生問題を解決するための優先順位およびアクションプラン 

4．アクションプランをフォローアップするためのガイドライン 

Stk. 2. En arbejdspladsvurdering skal omfatte en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og 

hvordan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. 

Vurderingen skal indeholde følgende elementer: 

1) Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold. 

2) Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 

3) Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. 

4) Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen. 

 

3 項 使用者は、1 項および 2 項に規定された職場リスク評価の計画、組織、編成およびフォローア

ップについて、労働安全委員会または被用者に関与しなければならない。 

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægningen, 

tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på arbejdspladsvurderingen, jf. stk. 1 og 2. 

 

4 項 雇用担当大臣は、第 1 項から第 3 項における義務に関してより詳細な規則を策定することがで

きる。 

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om arbejdsgiverens pligter efter stk. 1-3. 

 

5 項 雇用担当大臣は、被用者の健康診断に関連して、労働衛生調査について責任を有する医師、産

業保健診療所、衛生当局による企業の職場リスク評価へのアクセスを確保するための使用者の義務に

関してより詳細な規則を策定することができる。 

Stk. 5. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om arbejdsgiverens pligt til at sikre, at læger, 

arbejdsmedicinske klinikker og sundhedsmyndigheder med ansvar for arbejdsmedicinske undersøgelser har 

adgang til virksomhedens arbejdspladsvurdering, når det er relevant for helbredskontrollen af de ansatte. 
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16 条 使用者は、労働が安全かつ健康への危険なしに履行されることについて効果的な監督を確保

しなければならない。 

§ 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 

72 条 1 項 労働環境監督署は、以下の責務を有する: 

1）企業、産業別労働環境評議会、労働者団体、使用者団体、および一般公衆に対して、労働安全

衛生のすべての問題に関するガイダンスの提供 

2）1 名から 4 名の被用者を使用する企業に対して、前号に定めた追加したガイダンスの提供 

3）本法に基づく規則の策定準備に関して、雇用担当大臣を支援 

4）雇用担当大臣の名の下での規則の策定 

5）労働環境における労働安全衛生の促進のための活動を改善するという見地から、技術的社会的

発展への認識の堅持 

6）労働のプロセス、作業場、技術装置など並びに物質・材料、および法または行政規則に基づく

ライセンスの発行に関する計画の精査 

7）法 17 条 a-c を除いて、本法に基づき規定された法律およびその規則への遵守の確保 

§ 72. Arbejdstilsynet har til opgave at 

1) vejlede virksomheder, branchearbejdsmiljøråd, arbejdsmarkedets organisationer og offentligheden om 

arbejdsmiljømæssige spørgsmål, 

2) yde virksomheder med 1-4 ansatte yderligere vejledning end den, der er nævnt i nr. 1, 

3) bistå Beskæftigelsesministeriet med forberedelse af regler i henhold til loven, 

4) udstede forskrifter i henhold til bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren, 

5) holde sig orienteret om den tekniske og sociale udvikling med henblik på forbedring af arbejdet for 

sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet, 

6) behandle planer for arbejdsprocesser, arbejdssteder, tekniske hjælpemidler m.v. samt stoffer og materialer 

og meddele tilladelser i henhold til loven eller administrative regler, 

7) påse, at loven og de forskrifter, der gives med hjemmel i loven, overholdes, bortset fra §§ 17 a-c. 

 

2 項 （省略） 

 

72 条 a 1 項 72 条 1 項 7 号に基づく査察の任務の一部として、労働環境監督署は、被用者を使用

する企業に対してリスク対応の査察を行わなければならない。 

§ 72 a. Som led i tilsynsopgaven efter § 72, stk. 1, nr. 7, gennemfører Arbejdstilsynet risikobaserede tilsyn 

på virksomheder med ansatte. 

 

2 項 雇用担当大臣は、労働安全衛生状態の記録を有している企業が 1 項に基づく査察から除外さ
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れるためより詳細な規定を策定することができる。 

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, at virksomheder, der kan dokumentere et 

godt arbejdsmiljø, fritages for screening. 

 

72 条 b 1 項 雇用担当大臣は、行政機関または使用者団体を一方当事者とし、労働者団体を他方当

事者として締結された労働協約が本法に基づく規制と類似の義務を包含している場合、労働環境監督

署は本法に基づいて策定された規則遵守を確保する責務を負わないことを規定する規則を策定する

ことができる。 

§ 72 b. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, at Arbejdstilsynet ikke har til opgave at påse 

overholdelsen af regler, der udstedes i medfør af denne lov, når en tilsvarende forpligtelse er dækket af en 

kollektiv overenskomst, hvor aftaleparterne er landsdækkende myndigheder eller organisationer på den ene 

side og en landsdækkende lønmodtagerorganisation på den anden side. 

 

2 項 使用者は、1 項の労働協約によって包含される類似の義務を記録しなければならない。 

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal dokumentere, at en tilsvarende forpligtelse er dækket af en kollektiv overens-

komst, jf. stk. 1. 

 

3 項 1 項の規定にもかかわらず、労働協約の当事者が、第 1 項の労働協約によって包含される義

務への違反に対する紛争解決手続の開始を意図していない場合には、労働環境監督署は、規則遵守の

確保を行う義務を負う。 

Stk. 3. Uanset stk. 1 har Arbejdstilsynet til opgave at påse overholdelsen af reglerne, hvis den faglige aftale-

part ikke agter at iværksætte fagretlig behandling for overtrædelse af forpligtelser, som er dækket af en kollek-

tiv overenskomst, jf. stk. 1. 

 

4 項 1 項の規定にもかかわらず、労働監督署は、労働協約の適用範囲に含まれない被用者に関連

して、規則遵守の確保を行わなければならない。 

Stk. 4. Uanset stk. 1 har Arbejdstilsynet til opgave at påse overholdelsen af reglerne i forhold til ansatte, som 

ikke er dækket af en kollektiv overenskomst. 

 

5 項 1 項ないし 4 項の規定は、7 条 1 項、7 条 a 2 項、17 条 c、および 55 条の規定により締結さ

れた協定に対しては適用されない。 

Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke for aftaler indgået i henhold til § 7, stk. 1, § 7 a, stk. 2, § 17 c og § 55. 
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資料 2：行政命令 559 号（2004 年 6 月 17 日）（試訳）（抜粋） 

 

第 2 章 労働に関する計画および組織 

Kapitel 2 Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet 

 

4 条 労働は、すべての側面において、労働者の安全衛生状態を保障するために計画されまた組織

されなければならない。労働に関する計画および組織は、附則 1 に規定された予防原理を考慮に入れ

なければならない。労働の履行に関連して健康または安全を危険にさらすかその他侵害するようなデ

ザイン、計画、詳細な解決策または労働手法がないことが規定されるかまたは用いられていることを

確保しなければならない。さらに、労働環境における全体的なインパクトが短期またはより長期にわ

たって被用者の健康と安全を脅かすことがないことを確保しなければならない。 

§ 4. Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen 

til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller 

forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige 

for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de sam-

lede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed. 

 

第 3 章 労働の履行 

Kapitel 3 Arbejdets udførelse 

 

7 条 1 項 労働は、すべての側面において、個別的査定および短期またはより長期にわたって被用

者の肉体的または精神的健康に影響する労働環境の肉体的、人間工学的、および心理社会的状態の全

体的査定の両方について、健康と安全を確保するために履行されなければならない。 

§ 7. Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en 

enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort 

eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed. 

 

2 項 短期またはより長期にわたって肉体的または精神的に有害かストレスフルである労働の場

合、労働環境監督署（Arbejdstilsynet）は、特別な職業的健康予備安全診断を実行することを求める

ことができる。かかる診断は、特別な福祉診断および疾病、疲労、事故などの予防のために必要な職

業的健康および安全診断である。 

Stk. 2. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller lang sigt, kan 

Arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger skal gennemføres. Sådanne 

foranstaltninger kan være særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som 

er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v. 
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9 条 労働の履行に関連して、以下のエフォートが確保されなければならない。 

1) 短期またはより長期にわたって肉体的または精神的損傷の危険を内在している単純作業は、回

避または制限されるようにすること 

2) 労働の速度が短期またはより長期にわたって肉体的または精神的な健康を危険にさらすことが

ないようにすること 

3) 肉体的または精神的健康の損傷の危険の要因となる孤立した労働は、回避または緩和されるよ

うにすること 

§ 9 Ved udførelsen af arbejdet skal det tilstræbes 

1) at ensidigt belastende arbejde, som medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort eller 

lang sigt, undgås eller begrænses, 

2) at arbejdstempoet er således, at det ikke medfører fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse på kort 

eller lang sigt og 

3) at isoleret arbejde, som kan medføre fare for fysisk eller psykisk helbredsforringelse, undgås eller 

begrænses. 

 

第 9 条 a 労働の履行に関連して、労働が、セクシュアル・ハラスメントを含む暴力の結果として

健康へ肉体的または精神的損傷の危険を内在しないように確保すること 

§ 9 a. Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk 

helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane. 

 

特別規定 

Særlige krav 

 

11 条 1 項 被用者が、労働のプロセスに関与する唯一の人間であり、かつそのことが当該個人に

関連する明白な危険を内在する場合には、労働は、かかる危険を予防するために組織されなければな

らない。かかる危険が予防できない場合、被用者は労働自体を許されるべきではない 

§ 11. Hvis den ansatte går alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågæl-

dende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte 

ikke arbejde alene. 
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資料 3：行政命令 96 号（2001 年 2 月 23 日）（試訳）（抜粋） 

 

第 2 章 職場における立案とデザイン 

Kapitel 2 - Planlægning og indretning af arbejdsstedet 

 

6 条 職場は、短期またはより長期にわたって被用者の肉体的精神的健康に影響を与える労働環境

条件の個別的および全体的評価の両面を基礎として、安全および健康に関して完全に適切でなければ

ならない。 

§ 6. Arbejdsstedet skal indrettes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis 

og samlet vurdering af de forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den 

fysiske eller psykiske sundhed. 
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資料 4：デンマークにおける労働安全衛生の枠組（Framework for occupational health and safety in 

Denmark） 

 

 
 

出典：デンマーク労働環境評議会 Web サイト 

<http://www.amr.dk/Default.aspx?ID=1052> 
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厚生労働科学研究費補助金 

分担研究報告書 

 

オランダの産業精神保健法制度 

 
分担研究者 本庄 淳志  静岡大学人文社会科学部法学科・准教授 

 

研究要旨 

 オランダでは，精神保健に特化した労働法規制は現在のところ存在せず，メンタルヘ

ルスに不調を来した労働者の処遇は，疾病労働者に関わる一般的な法規制の解釈・適用

の問題となる。この点，オランダでは，1929 年に傷病手当法（Ziektewet）が制定され

て以来，疾病に起因する労働者の休職に対しては，社会保障制度による手厚い保護が図

られてきたものが，その後の社会保障財政の悪化のなかで，いわゆるウェルフェアから

ワークフェアへの転換が図られてきた。 

現在の民法典では，疾病により労働者が休職する場合について，疾病の原因が業務に

起因するか否かを問わず， 長 2 年間は使用者に賃金の継続支払いが義務づけられてい

る。また，このような疾病労働者に対する所得保障面ではなく，療養に要する費用負担

の面に着目すると，日本のように労災保険制度でカバーするのでなく，一般の国民健康

保険制度による救済が図られており，ここでも，労働者の疾病が業務上であるか否かで

差異はないことになる。オランダでは，疾病による休職に関連して，所得保障の面でも

療養に要する費用の面でも，疾病の原因を問うことなしに一律に労働者の救済を図って

おり，日本のように，それが業務に起因するか否かという深刻な対立は生じない。そし

て，特に所得保障面では使用者に長期間の賃金継続支払いを義務づけている点で，労働

者の保護に手厚い一方で，使用者にとっては相当に厳しい法規制が展開されている。 

他方で，こうした法制度のもとで，疾病労働者について労働現場へ早期に復帰させる

ことが重視されており，使用者には，労務の負担軽減や他の代替労働を提供する義務が

課される一方で，労働者に対しても，このように使用者が講じる措置に協力する義務が

課され，使用者の指揮命令権限の柔軟化がみられる。これらの義務に違反しているかど

うかの判断は，各種の被用者保険の運営等や公共職業紹介を実施する行政機関である，

労働保険実施機関（UWV）が行う。そして，職場復帰に向けた努力が不十分と評価され

る場合には，①使用者の義務違反については，使用者が賃金継続支払いを義務づけられ

る期間が延長され，②他方，労働者に義務違反がある場合には，使用者の賃金継続支払

い義務が免責されたり，場合によっては解雇が正当化されるというかたちで，労使の利

益調整が図られている。 
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こうした制度は精神疾患による休職の場合にも適用されるところ， 長 2 年間という

長期間にわたる賃金継続支払いは，使用者にとっては相当に大きな負担であると同時に，

①疾病への罹患を予防するために，職場環境を整備するインセンティブ，②および，休

職中の労働者が職場に復帰するうえで，労使双方で協力するインセンティブを課すもの

となっている。 

以上は，主として労働契約上の賃金継続支払い義務という，疾病への罹患後の労働者

の処遇問題について定める私法的な法規制であるが，職場環境の整備による疾病の事前

予防の面では，労働環境法をはじめとした公法的な規制も，より直接的で重要な役割を

果たしている。また，公法・私法を問わず，職場復帰に向けて，主治医，産業医，労働

安全衛生に関する専門家協会（Arbodienst）といった医療専門家の関与が制度上予定さ

れており，これらのアドバイス等を無視した当事者に対しては，たとえば使用者の賃金

支払い義務を免責するといったかたちで，民事的なサンクションを課し，法の実効性確

保を目指している点にも，オランダ法の特徴があるといえる。 
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Ａ．研究目的 

統一研究課題に記されているとおり、研

究目的は，①オランダの産業精神保健法制

度の背景・特徴・効果を解明し、②わが国

への適応可能性を探ることにあるが、本年

度は、①のうちメンタルヘルス不調の３次

予防にかかる私法的な法規制を中心に，１

次～２次予防も含めた全体像（の概要）を

明らかにすることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

本年度は、文献調査を実施した。文献調

査に際しては、研究代表者が作成、呈示し

た「調査報告書の基本的な構成（フォーマ

ット）」に即し、文献資料等のレビューに

基づいて必要事項を調査した。ただし、研

究要旨に記したとおり、オランダの法制度

には、同国特有の背景事情が認められるこ

とから、フォーマットの項目を一部変更し

た。 

 

Ｃ．研究結果 

１ 公法的規制 

歴史的にみると，オランダでは，1929 年

に傷病手当法（Ziektewet）が制定されて以

来，疾病に起因する労働者の休職に対して

は，社会保障制度による手厚い保護が図ら

れてきた。当時の制度のもとでは，労使の

一律の保険料負担により，疾病による休職

期間が 2 日を超える労働者に対して保険給

付がなされていた。しかし，保険財政の圧

迫のなかで，保険料を全国一律とする制度

が，疾病を予防し，あるいは早期に復職す

るインセンティブを労使ともに削ぐものと

して問題視され，社会保障費用の削減が重

視された 1990 年代を通じて，現在の制度に

大きく転換されてきた。 

すなわち，1994 年の「疾病による休職の

抑制に関する法律（Wet terugdringing 

ziekteverzuim : Wet TZ）」により，疾病

を原因とする休職の場合には，事業所の規

模に応じて， 初の 2～6 週間は使用者が賃

金を継続的に支払うことが義務づけられた。

その後，1996 年の制度改正のなかで，使用

者に賃金継続支払いが義務づけられる期間

は，一律に 52 週（1 年間）とされる一方で，

支給額の面では，従前の賃金額の 70%へと

引き下げられた。 

さらに 2004 年の改正により，使用者が賃

金支払を義務づけられる期間は 104 週（2

年間）にまで延長されている。すなわち現

在では，労働者の疾病による休職期間中は，

長 2 年までは原則として使用者の賃金継

続支払い（70%）が義務づけられており，

休職期間が 2 年を超える長期に及ぶ場合に

のみ，セーフティーネットとして補足的に

障害保険制度（WIA）に基づく救済が図ら

れている。こうした動きは，いわゆるウェ

ルフェアからワークフェアへの転換である

と同時に，少なくとも疾病による休職労働

者の所得保障に限れば，公法的規制から私

法的規制へと軸足を移すものとして評価で

きよう。 

もっとも，現在のオランダ法でも，2 年

間を超える長期療養者に対する保障面に加

えて，とりわけ一次予防の面では，公法的

な規制も重要な役割を担っている。オラン

ダでは，公法的規制と私法的規制とが協同

して労働者の疾病問題に取り組む状況にあ

り，そもそも両者の峻別は容易でないが，

以下では便宜的に区別して概観する。 
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１.１.１ 労働環境法 

*次年度調査予定。 

オランダ労働法において，職場の安全衛

生に関しては，他の EU 諸国，あるいは日

本と同様に，労働環境法（Arbowet1），お

よ び ， 同 法 に 基 づ く 施 行 規 則

（Arbobesluit2），告示（Arboregeling3），

指針（Arbobeleidsregels4）による詳細な規

制がある。具体的な規制内容は，大きく 3

つに区別される。すなわち，①使用者への

安全衛生対策の義務づけ，②安全衛生に関

する労使協議や労使協働での取組みを促進

すること，③労働安全衛生に関する専門家

協会（Arbodienst）5にアドバイスを求める

ことである。このうち②と③の規制につい

ては，事業所委員会が設置されている場合

には，同委員会で一定の役割を代替しうる

仕組みとなっている。 

安全衛生に関するこれらの規制について，

人的適用範囲の制限はなく，たとえば試用

期間中の労働者，外部労働者，不法就労者

なども含めて，当該の職場で就労する全労

働者について例外なく適用される。また，

企業規模等による例外も認められておらず，

原則として全ての規制が零細事業所に対し

ても適用される。もっとも，とりわけ②や

③に属する規制については，事業所の規模

に配慮したとみられるものもある。たとえ

ば，事業所の労働者数が一定未満である場

合（25 名未満のケースが多い）に，安全衛

生に関するリスク評価責任を軽減したり，

安全管理に関わる責任者の設置義務を軽減

したりする規定などである（12 条，13 条，

14 条）。 

 また，労働環境法をはじめとしたこれら

の安全衛生法規は，身体的な面での安全確

保だけでなく，たとえば，いじめ（pesten）

のない環境整備など，精神疾患の予防も含

んでいる（労働環境法 1 条）。精神疾患の

予防に関する詳細については，施行規則

（Arbobesluit）第 2 章・第 4 款 2.15 条以

下で，使用者にリスク原因の調査と防止策

の策定，労働者が必要としている措置等に

関するアセスメント，検証が求められてい

る。 

 

１.１.２ 労災保険に関する基本的枠組み 

次に，労働者のメンタルヘルスが実際に

不調を来した場合に関係しうる法制度のう

ち，公法的な側面が強いものとしては，労

災保険制度が考えられる。 

労働者のメンタルヘルス問題に関して，

日本ではそれが業務に起因するか否かによ

って法的扱いが大きく異なっている。すな

わち，日本の労災保険法では，労働者の傷

病が業務に起因するケースであれば，使用

者は当該労働者を解雇することを原則とし

て禁止され（労基法 19 条），当該労働者に

対しては労災保険制度によって，所得保障

に加えて療養等に要する給付の面でも救済

が図られる。他方，私傷病と評価された場

合の休職措置の要否や期間，その間の所得

保障や療養費用の負担関係については，就

業規則をはじめとした労働契約の解釈問題

に帰着するのであり，業務上外の判断がき

わめて重要となる。 

これに対してオランダでは，日本のよう

に包括的な労災保険制度はない。労働者が

障害を負い，または疾病に罹患した場合に

は，①当該期間中の所得保障と，②療養等

に要する費用負担について，それぞれ異な

る制度が適用される。すなわち，①につい
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ては， 初の 2 年間は，原則として使用者

に賃金の 70％相当額について継続支払が

義務づけられ（民法典 629 条），例外的に，

有期雇用の期間満了などによって療養期間

中に雇用関係が終了した労働者については，

傷病手当（ZW）と呼ばれる公的制度にもと

づいた所得保障が図られる。そして，いず

れの場合についても，療養期間が 2 年を超

えるケースでは，障害保険制度（WIA）の

もとで所得保障が図られることになる。一

方，②については，一般的な国民健康保険

によってカバーされる仕組みとなっている

（図１参照）。 

このように，オランダでも，疾病労働者

の所得保障に限れば，被用者に固有の強制

保険として労災保険制度が整備されている

点で日本と共通する。具体的に，「就労能

力による所得保障法（ Wet werk en 

inkomen naar arbeidsvermogen」に基づく

障害保険制度（WIA）は，使用者の保険料

負担によって運営され，労働者の就労能力

に応じて所得保障を図るものとなっている。

ただし，この制度が適用される前段階とし

て，使用者による 2 年間という長期にわた

る賃金継続支払いが義務づけられている点

は，オランダ法の大きな特徴といえよう。 

さらに，給付面に着目すると，オランダ

の障害保険制度は，日本の労災保険制度と

異なり，労働者の疾病について業務起因性

の有無を問題としていない点に特徴がある。

すなわちオランダでは，労働者の疾病時の

所得保障については，使用者による賃金継

続支払いを原則とし，労働能力の喪失期間

が 2 年を超える長期疾病に対しては，障害

保険である WIA に基づいて，就労能力に応

じた所得保障を図るという仕組みのもとで，

いずれも，労働者の就労能力が欠如してい

れば，その原因が労災であるか私傷病であ

るのかを問わずに，ひとしく給付が保障さ

れる仕組みとなっている点で，日本の状況

と大きく異なるといえる。 

具体的に障害保険制度（WIA）の内容を

概観すると，次のようである。 

まず，労働者の疾病に伴う所得喪失期間

が 2 年以上となる場合には，障害保険制度

（WIA）によって所得保障が図られる。こ

の制度は，従来の福祉的な給付制度に代え

て，疾病労働者の職場復帰をめざして 2006

年に導入された被用者保険であり，保険料

は全額を使用者が負担する。 

障害保険制度（WIA）では，障害の程度

に応じて，稼得能力（verdienvermogen）

がどこまで低下しているかという点が重視

されており，障害の程度が 35％未満と軽度

の者に対しては，給付はなされない。他方，

給付がなされる場合には，障害の程度に応

じて異なる取扱いがなされ，重度障害でそ

の回復の見込みがない者については（障害

の程度が 80％以上），従前賃金の 75％相当

額が，年金支給開始年齢まで支給される

（IVA：完全な障害をもつ人の所得保障制

度）。 

これに対して，より軽度の障害（障害の

程度が 35～80％）か，一時的に障害の程度

が 80％以上であるものの回復の見込みが

ある場合であれば，就労履歴に応じて 3～

38 ヵ月間の給付が行われる（WGA：部分

的な障害をもつ人の労働復帰支援制度）。

支給額は， 初の 2 ヵ月間は従前賃金の

75％，それ以後は 70％に相当する額である

（ただし，日額に上限がある）。また，受

給要件として，疾病前の 36 週間のうち 26
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週以上にわたって賃金を得ていれば，3 ヵ

月間の受給権が保障され，そのうえで，就

労期間 1 年につき 1 ヵ月の割合で受給期間

の延長が図られる。 

 

１.２ 法の管轄機関・執行権限者 

*次年度調査予定。 

安全衛生，および労働時間規制の履行確

保 に つ い て は ， 労 働 監 督 官

（arbeidsinspectie）による監督体制がとら

れている。 

 

１.３ ストレスマネジメントの具体的な

方策（仕組み・流れ） 

*次年度調査予定。 

 

１.４ 専門家や専門機関の活用によるス

トレスマネジメント 

*次年度調査予定。 

 

１.５ 雇用にかかる精神障害者差別禁止

法 

*次年度調査予定。 

 

１.５.１ 差別禁止法制の展開 

 基本法 1 条によると，「オランダにおい

ては，いかなる者も，同一の状況下では同

一に扱われなければならない。宗教，信条，

政治的思想，人種，性，またはいかなる理

由であっても，差別は許されない」6。こう

した基本法の定めと EC 指令に沿うかたち

で，オランダでは個別立法による広範な差

別禁止規制がある。 

 まず，民法典（Burgerlijk Wetboek Boek）

第 7 巻第 10 章の「労働契約」の章にいくつ

かの規定があり，典型的には，①男女差別，

②労働時間や労働契約期間による差別，③

労働組合員に対する差別が禁止されている。

したがって，たとえば契約上の労働時間が

異なる場合でも，使用者はそれだけでは異

別取扱いを正当化できず，他の労働条件に

ついて時間比例的に定めることを要請され

る7。また，民法典に定めはないものの，個

別的な立法によって，年齢差別（WGBl8）

や障害者差別（WGBh/cz9）も禁止される。 

 さらに，差別禁止の一般法として，一般

平等取扱法（AWGB10）がある。同法は，

雇用関係も含め一定の公的生活（openbare 

leven）における差別を規制対象とするもの

で，性，民族，宗教，信条，政治的思想，

人種，国籍，性的指向を理由とした直接差

別と間接差別を禁止している。 

 

１.５.２ 均等処遇委員会 

 一般平等取扱法は，差別禁止の一般法と

して位置づけられるところ，とりわけ重要

なのが，同法 11 条以下で定められる均等処

遇委員会（以下，CGB11）である。CGB と

は，議長と副議長を含む 9 人の専門家（メ

ンバーは各省の大臣に指名される）で構成

される準司法機関で，法違反の書面審査・

判断を行う。被差別者は，裁判所のほか

CGB に対しても，差別の是正や不法行為の

禁止・除去（ongedaan te maken）を求め

ることができる。CGB に対しては，被差別

者（労働者）のほか，使用者，労働組合，

事業所組織，事件を扱う裁判官・調停人も

申立てをすることができる（12 条）。 

 CGB は，一般平等取扱法への違反だけで

なく，前述したような，他の個別的な差別

禁止立法に違反するケースも取り扱う。し

たがって，たとえば，パートタイム労働者
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が労働時間による差別を受けた場合には，

一般平等取扱法で禁止された差別事由に該

当しないにもかかわらず，CGB への申立が

可能である。このような申立てに対して，

CGB は，法違反の有無を調査したうえで，

違反の事実が認められた場合には，その是

正を勧告（aanbevelingen）する。この点，

CGB の判断は当事者を法的に拘束するわ

けではないが，訴訟において，裁判官が

CGB の判断に特別な意義を認めることが

ある。実務では企業のほとんどが CGB の判

断に従うようであり，裁判例においても，

約 65％が CGB の判断を追認している12。

さらに CGB は，申立人が反対する場合を除

き，裁判における当事者適格を有している。 

 

１.５.３ 障害者差別の禁止 

*次年度調査予定。 

 

１.６ メンタルヘルス情報の取扱いに関

する法規制 

*次年度調査予定。 

 

１.７ 法政策の背景 

*次年度調査予定。 

 

１.８ 確認できる効果 

*次年度調査予定。 

 

 

２ 私法的規制 

 

２.１ 民法典における諸規制 

 オランダでは，労働者のメンタルヘルス

問題に関する私法上の規制として，民法典

（Burgerlijk Wetboek Boek）第 7 巻第 10

章の「労働契約」の章で，いくつかの重要

な規制がある13。すなわち，オランダ労働

法におけるメンタルヘルス対策の特徴を概

略すると，①民法典では，労働者の疾病に

よる休職期間中は， 長 2 年間にわたり，

解雇を禁止するとともに，賃金の 70%相当

額の支払いを使用者に対して義務づけ，②

当該期間中は労働者と使用者の双方に対し

て，職場復帰に向けて努力するよう様々な

インセンティブを与えつつ，③2 年が経過

した後にも結果的に職場復帰が不可能な労

働者については，社会保障制度の枠組みで

生活保障を図る仕組みへと移行する，とい

うものである。 

 

２.１.１ 解雇制限 

オランダでは，使用者が期間の定めのな

い労働契約を解消するには，①原則として

労働保険実施機関（UWV）と呼ばれる行政

官庁（日本の公共職業安定所に相当する）

の許可を得た解雇，②または裁判所におけ

る解消手続が必要とされており，法制度上

は比較的に厳格な解雇規制がある。また，

オランダの解雇規制は，日本の労契法 16 条

と同様に，解雇一般について合理性を求め

る点で包括的な規制を展開しているが，さ

らに，一定の解雇禁止事由が法律で列挙さ

れている。 

 このうち民法典では，産前産後の労働者

や，兵役期間中の労働者，各事業場での従

業員代表を勤める労働者に対する解雇等と

並んで，疾病労働者に対する解雇も原則的

に禁止されている。すなわち，民法典 670

条 1 項によると，「使用者は，以下の場合

を除いて，疾病により労務に従事すること

ができない期間中の労働者を解雇すること
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はできない」とされる。ここでいう疾病に

は精神疾患も含まれ，また，疾病の原因が

業務上のものであるか否かを問わない点で，

この規制は使用者にとって相当に負担とな

り得るものである。 

ただし，疾病労働者に対する解雇が，例

外的に許容される余地もあり， 

（a）労務に従事することのできない期間

が，少なくとも 2 年続いた場合， 

（b）所轄の労働保険実施機関（UWV）が

解雇許可に関する使用者の申請を受理した

後に，労働者が就労不能となった場合， 

にも，解雇が許容される（同条）。なお，

民法典で明文の規定はないものの，疾病の

程度が極めて重大で職場復帰の見込みが全

く無い場合にも，解雇が許容される。 

さらに，続く民法典 670b 条でも解雇が例

外的に許容される場合が列挙されており，

具体的には， 

１．試用期間中の労働者に対する解雇，ま

たは即時解雇事由に基づく解雇， 

２．事業所の閉鎖に伴う解雇， 

３．労働者によるリハビリ勤務の拒絶など，

労働者が復職に向けた協力義務に違反して

いる場合の解雇， 

については，休職期間が 2 年に満たない場

合でも解雇が認められる余地がある。この

うち，第 1 項の即時解雇については，前述

の一般的な解雇規制のなかでも裁判所での

手続を経ることが必要であるし，第 2 項に

ついても事業閉鎖を要件としている点で，

いずれも解雇のハードルは相当に高い。こ

れに対して，第 3 項の労働者の義務違反に

ついてはより一般的に問題となりうるとこ

ろ，具体的に民法典では 3 つの類型が列挙

されており， 

（a）使用者または使用者が指名する専門家

による合理的な指示事項を遵守し，労働者

の本来の労働または代替労働を可能にする

ために講じられる措置に協力すること， 

（b）使用者が労働者に提供する代替労働

（第 658a 条 4 項）に従事すること， 

（c）就労能力による所得保障法（WIA）第

71a 条 2 項でいう復職プランの作成，評価，

調整作業に協力すること， 

が労働者の義務として課されており，これ

に違反した場合には解雇が認められ得る。 

 

２.１.２ 賃金継続支払義務 

 このように，オランダ民法典は，疾病労

働者について，疾病の原因を問わず原則と

して 2 年間は使用者による解雇を制限する

ことで，雇用継続を義務づけている。さら

に民法典では，労働者の疾病による休職期

間中は， 長 2 年間にわたり，賃金の 70%

相当額の支払いをも使用者に対して義務づ

けている（民法典 629 条 1 項）。なお，休

職期間中は，労働者と使用者の双方に，迅

速な職場復帰に向けて協力する義務が課さ

れているところ，使用者に義務違反がある

場合には，賃金継続支払いの期間は 長 1

年の範囲で延長されうる。 

 

２.１.２.１ 規制内容 

民法典 629 条 1 項によると，「疾病およ

び妊娠または出産に伴って労務の提供がで

きない労働者は，・・・104 週間にわたっ

て，少なくとも従前の賃金の 70%に相当す

る額の賃金を継続して受ける権利を有し，

そのうち 初の 52 週間については，少なく

とも当該労働者に適用される法定 低賃金

額以上の賃金支払を受ける権利を有する」。 
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すなわち，使用者は，疾病等による休職

開始後， 初の 2 年間については，労働者

に対して従前賃金の 70％の支払いを義務

づけられており，かつ， 初の 1 年間につ

いて，その額は法定の 低賃金額を下回っ

てはならない。なお，2009 年の法改正によ

って，使用者が負担する賃金日額には上限

が設けられている（187.77 ユーロ／日）。

労働者に具体的に支払われる賃金額として

は，法定の社会保険料等が控除されるほか，

休職期間中の他の使用者の下での就労など，

休職に起因して中間収入が発生している場

合には，当該金額が使用者の支払うべき賃

金額から控除される（同条 5 項）。 

一方，2 年目については，使用者の負担

額は，従前の賃金額の 70％以上を満たせば

低賃金額を下回ることも許容されるが，

この場合で法定の 低所得保障の水準を下

回るケースでは，不足分については社会扶

助制度によって補われる仕組みとなってい

る。なお，休職原因が妊娠・出産または臓

器移植のための手術に伴うものである場合

には，1 年目と 2 年目ともに従前賃金の

100％の支払いが必要である。 

統計情報はみあたらないものの，実務的

には，使用者の賃金継続支払いに関して，

初の 1 年間は 100%の賃金が支払われ，2

年目には 70%を保障されているケースが多

いことが指摘されている。なお，労働者が

疾病により休職する際には，使用者はその

初日から賃金継続支払いを義務づけられる

ことが原則であるが， 初の 2 日間につい

ては，待機期間として，事前の合意によっ

て無給とすることも認められる（同条 9 項）。

もっとも，実務上は，労働契約においてこ

うした待機期間が設定されていることは稀

であり，疾病労働者は休職の初日から賃金

支払いを継続されることが一般的なようで

ある。 

このような民法典 629 条でいう使用者の

賃金継続支払義務は，労働者の労働時間数

や雇用期間とは無関係に発生するものであ

り，たとえばパートタイム労働者などでも

当然に適用がある。ただし例外的に，第 2

項によると，「労働者が，使用者の家事ま

たは個人的用務にのみ従事し，かつ，その

日数が週 4 日未満である場合には，第 1 項

で保障される権利の期間は 6 週間とする」。

すなわち，家事使用人を断続的に使用する

ような例外的な場合であれば，使用者の賃

金負担が軽減されている。また，有期労働

者について，契約の残期間が 2 年に満たな

い場合には，使用者は残期間について賃金

を継続支払いすることで足り，期間満了に

よって労働契約も終了する。この場合に，

当該有期労働者に対しては，休職開始から

2 年間を上限として，前述の傷病手当（ZW）

から使用者による賃金継続支払義務と同額

の給付がなされる仕組みとなっている。 

疾病労働者が欠勤と出勤を繰り返すよう

な場合，すなわち賃金継続支払いが義務づ

けられる 2 年という期間を算定する際に，

一時的な復職（中断期間）がある場合につ

いて，各休職期間の間に 4 週間のクーリン

グ期間がない場合には，前後の休職期間が

通算される（民法典 629 条 10 項）。 

 

２.１.２.２ 訴訟手続 

 民法典 629 条の賃金継続支払義務は，使

用者の民事上の義務であり，使用者が支払

に応じない場合の履行確保手段としても，

一般の民事裁判による。もっとも，訴訟手
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続に関しては，疾病による休職という医療

の専門性と不可分であることをふまえて，

特別な要件が課されている。 

すなわち，休職期間中に使用者が賃金を

支払わないケースで，労働者が民法典 629

条に基づく賃金継続支払いを求める訴訟に

おいては，「労働者が契約上の労働または

代替労働をすることができなかった事情に

ついて，｢労働保険給付の実施に関する法

律｣第 5 章にもとづいて労働保険実施機関

（UWV）が指名する専門家の意見書を添付

しない場合には，裁判官は当該労働者の請

求を却下する（afwijzen）」（民法典 629a

条 1 項）。 

ただし例外として，労務提供に支障があ

ることが明白である場合，または，「労働

者に対して，専門家の意見書の提示を求め

ることが妥当でないと考えられる事情があ

る場合」には，こうした専門家による証明

書は必要でない（同条 2 項）。なお，前述

のように専門家を指名するのは原則として

行政機関たる労働保険実施機関（UWV）で

あるが，労働協約で別段の定めがある場合

には，当該労働協約に基づいて指名をする

ことも認められている（同条 7 項）。 

 このように，賃金継続支払義務の有無が

争われる訴訟においては，手続上，労働者

は労働保険実施機関（UWV）という行政機

関が指名する専門家の意見書を提出するこ

とが原則化している。そして，当該の専門

家に対しては，「中立の立場で 善の知識

を用いて審査」する義務が課され（民法典

629a 条 3 項），また，当該専門家が医師の

資格を有する場合には，労働者の主治医か

ら審査に重要と考えられる情報を入手する

権利が保障されている。この場合，依頼を

受けた主治医は，労働者の私生活の領域が

不当に侵害されない範囲において，依頼さ

れた情報を提供しなければならない（同条

4 項）。そのうえで，労働者の提訴が提訴

権の濫用と評価しうる場合には，例外的に，

使用者側の弁護士費用についても労働者に

支払いが命じられる余地がある（同条 6 項）。 

 

２.１.２.３ 例外－使用者が賃金支払いを

免責される場合 

このような使用者の賃金支払い義務も，

以下のような場合には免責される（民法典

629 条 3 項）。すなわち， 

（a）疾病が労働者の故意にもとづく場合，

または，労働者が採用時の健康診断におい

て，健康上の問題について虚偽の情報を提

供したために，使用者が当該労働者の労働

負担能力について適切な判断をすることが

できなかったことによる場合。 

（b）労働者が，故意に，治癒や回復を妨げ

たり遅らせた場合については，当該期間。

（c）健康上の支障がないにも関わらず，労

働者が，使用者または使用者が指名する第

三者のもとで，第 658a 条 4 項で定めるリ

ハビリ勤務の機会を与えられた場合に，正

当な理由（deugdelijke grond）なく，その

リハビリ勤務を受け入れない場合について

は，当該期間。 

（d）労働者が，使用者または使用者が指名

する専門家が勧める合理的な注意事項に従

うことについて，正当な理由なしに拒否す

るか，または，第 658a 条 4 項でいうリハ

ビリ勤務をすることができるようにとの配

慮から使用者がとる措置について，受け入

れることを拒否する場合については，当該

期間。 
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（e）第 658a 条 3 項で定める復職プランの

作成，評価，調整に協力することについて，

労働者が正当な理由なしに拒否する場合に

ついては，当該期間。 

などが，使用者の賃金継続支払義務が免責

される場合として，民法典で列挙されてい

る。これらの規制では，労働者の故意によ

る疾病への罹患や治療機会の喪失などに加

えて，とりわけリハビリ勤務（民法典 658a

条）への協力拒否についても，当該期間中

の使用者の賃金支払いを免責することで利

益調整が図られている点に特徴がある。 

これに関連して，実際に使用者が賃金継

続支払義務を負うかどうかを検討するうえ

では，多くの場合に，労働者が保有する健

康情報へのアクセスが不可欠と考えられる。

この点，オランダ民法典では，使用者が労

働者に対する直接の権利として情報請求権

を認めているわけではない。しかし，使用

者が情報提供を求める場合において，「使

用者の書面による合理的な指示に労働者が

従わない場合には，使用者は第 1 項で定め

る賃金支払いを，当該期間中は停止するこ

とができる」（民法典 629 条 6 項）。また，

次で述べるように，使用者に賃金継続支払

いが義務づけられる場合にも，民法典では，

当該期間において職場復帰に向けて労使で

協力することが義務づけられている。この

うち労働者に義務違反があると使用者が認

識している場合，または認識すべき場合に

は，使用者はその旨を遅滞なく労働者に対

して忠告しなければならず，これを欠くケ

ースでは，使用者が賃金継続支払いを拒絶

するという抗弁は認められない（同条 7 項）。 

 

２.１.３ 職場復帰の促進 

２.１.３.１ 労使双方の協力義務 

一般に，疾病による職場からの離脱が長

期間になればなるほど，労働者の復帰は困

難になると考えられる。こうした問題認識

から，オランダ労働法でも，とりわけ 2002

年のゲートキーパー法（Wet Verbetering 

Poortwachter）による改革以来，必要に応

じて，労働者の職務内容の変更なども含め，

労働現場に迅速に戻すという職場復帰

（re-integratie）が重視されている。ゲー

トキーパー法は，従来の労働者障害保険制

度（WAO）のもとで，疾病を理由とする長

期休職者が増大していた状況の改善を図る

ことを目的としたものであり，現在まで，

小さな修正を加えながらも制度改革の基本

的部分は維持されている。現在，職務への

復帰に向けたリハビリ勤務に関連して，オ

ランダ民法典では，労使双方が負うべき義

務について，第 658a 条および第 660a 条で

詳細に定められている。 

まず，民法典 658a 条 1 項は使用者の義

務を定めており，具体的には， 

使用者は，疾病により労務の提供ができな

い労働者について，本来の労働に復帰し，

使用者の事業に再統合（inschakeling）さ

れるよう促進しなければならない。第 629

条にもとづいて労働者に賃金継続支払を行

う期間，労働者障害保険法（WAO: Wet op 

de arbeidsongeschiktheidsverzekering）

71a 条 3 項，または，就労能力による所得

保障法（WIA: Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen）25 条 3 項で定める療養

期間において，労働者が本来の労働を続け

ることが不可能となり，使用者の事業所内

で他の合理的な代替労働（andere passende 

arbeid）の可能性が無い場合には，使用者
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は労働者が他の使用者の下で合理的な代替

労働に従事することができるよう促進しな

ければならない。 

 すなわち，リハビリ勤務の位置づけとし

て，従前の労務（労働契約で約定された職

務）への復帰を目的とすること，それが不

可能な期間については，他の軽易作業に従

事することが予定されている。具体的な労

務内容は，「合理的な代替労働」と評価で

きるか否かで判断され，「労働者の体力と

能力（bekwaamheden）を考慮して期待さ

れるあらゆる労働」が含まれるが，「身体

的，精神的または社会的な理由でそれを労

働者に強いることはできない場合は，この

限りでない」（民法典 658a 条 4 項）。 

ここでの使用者の協力義務は，労務の負

担軽減など，労働者の職場復帰の可能性を

模索することを主な内容とし，たとえば，

パートタイム（deeltijd）での勤務や，職務

上 の 責 任 軽 減 措 置 （ aangepast 

takenpakket）などがこれに該当し，場合

によっては職務の変更も含まれる。リハビ

リ勤務に必要な場合には，労働者は教育訓

練についても受講義務を負う。要するに，

リハビリ勤務が必要な場合には，使用者は

上のような措置を講じる義務を負うと共に，

見方を変えれば，指揮命令権が大幅に拡大

されている点に特徴がある。 

また，リハビリ勤務を行う労務提供先の

面では，使用者の事業所内での代替労働を

基本としつつも，それにとどまることなく，

他の使用者の下での代替労働まで含まれる。

これらの措置が「合理的な代替労働」と評

価される限り，労働者もそれに応じる義務

があり，応じない場合には，使用者の賃金

継続支払義務が免責され，場合によっては

解雇事由ともなる。 

なお，日本ではリハビリ勤務が復職に該

当するか否か，あるいはリハビリ勤務中の

労働契約関係の評価が問題となることがあ

るが，オランダでは，労働者が，民法典 658a

条 4 項で規定される代替的リハビリ勤務に

従事する場合にも，労働契約は継続するこ

とが明確に規定されている（民法典 629 条

12 項）。 

 このようなリハビリ勤務を円滑に進める

ために，使用者はリハビリ勤務に必要な基

準を遅滞なく策定する義務を負うとともに

（民法典 658a 条 2 項），労働者との協力

の下で，復職プランを策定しなければなら

ない。ここでいう復職プランとは，労働者

障害保険法（WAO）71a 条 2 項，または，

就労能力による所得保障法（WIA）25 条 2

項で規定されるもので，使用者は策定した

プランについて労働者の協力のもとで定期

的に評価するとともに，必要に応じて再調

整する義務を負う（民法典 658a 条 3 項）。 

前述のように，リハビリ勤務は，使用者

の従前の事業所以外でも行われうるもので

あるところ，使用者は，労働者の受入事業

所（re-integratiebedrijf）に対して，当該

使用者が委託する労務遂行に必要な情報，

労 働 者 の 国 民 サ ー ビ ス 番 号

（burgerservicenummer），または，それ

がない場合には社会保障および租税番号

（sociaal-fiscaalnummer）について提供す

るものとされ，受入事業所は，これらの情

報について，当該の労働にとって必要な限

りで，または市民サービスおよび社会保障

サービスを受けるために必要とされる限り

で，当該情報を用いることができる（民法

典 658a 条 5 項）。 
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 以上のような使用者の義務に対応して，

オランダ民法典では，リハビリ勤務に関し

て労働者が負うべき義務についても規定が

ある。すなわち，民法典 660a 条によると，  

（a）使用者または使用者が指名する専門家

によってなされる合理的な指示（redelijke 

voorschriften）を遵守し，第 658a 条 2 項

で規定される使用者または使用者が指名す

る専門家が講じる措置に協力すること。 

（b）第 658a 条 3 項で規定される，復職プ

ランの作成，評価，調整（bijstellen）に協

力すること。 

（c）第 658a 条 4 項で規定される，使用者

によって機会を提供された代替労働に従事

すること。 

という 3 つの類型が，疾病を原因として契

約上の労働をすることができない労働者が

負担すべき義務として，列挙されている。

これらは，疾病による休職期間およびその

後のリハビリ勤務期間における，労働者の

一般的な義務を規定したものであり，民法

典 670b 条（労働者の協力義務違反による解

雇）および 629 条 3 項（賃金継続支払義務

の免責事由）と基本的に平仄をあわせたも

のとなっている。すなわち，労働者は，職

場復帰に向けた一般的な協力義務を負うと

共に，義務に違反した場合の効果面では，

使用者の賃金継続支払が免責され，場合に

よっては即時解雇が正当化されることにな

る。 

 

２.１.３.２ 職場復帰への具体的な流れ 

職場復帰に向けたリハビリ勤務の流れは，

具体的に次のようなものである。 

６
週
以
内
（
原
因
調
査
） 

休職開始後 6 週間以内に，産業医

（bedrijfsarts）が疾病およびそれに伴

う休職の原因調査を行う。 

 具体的には，職場への完全復帰の可

能性とその時期，リハビリ勤務による

復帰可能性が検討されるが，その判断

は産業医が行う。主治医（huisarts）や

セラピストに意見を求めるなどして原

因が究明される。ただし健康情報に関

わるプライバシー保護の観点から，産

業医は，疾病労働者の病名，および医

療機関やセラピストへの受診情報につ

いては，使用者に提供しない。他のセ

ラピストでの受診を求める場合もある

が，労働者には応じる義務はない。 
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８
週
以
内
（
復
職
プ
ラ
ン
の
作
成
） 

上の原因調査をふまえて，休職開始

後 8 週間以内に，労働者の協力の下で，

使用者が復職プラン（PvA: Plan van 

Aanpak）を作成する。復帰プランでは，

職場復帰に向けて労使がなすべき事項

が規定される。 

 具体的には，産業医の意見をふまえ

て，労務への従事が一時的に困難と評

価された場合に復職プランを作成す

る。なお，短期間での職場復帰が見込

まれる場合，あるいは逆に，復帰可能

性が全くない場合には例外的に復職プ

ランの作成義務が免除される。 

 復職プランでの必要記載事項は，①

労働者に従事させることが可能な作

業，不可能な作業（具体的に従事可能

な職務内容を確定する際には，労働者

が積極的に関与することが求められ

る），②職場復帰の目標（例：従前の職

務への完全復帰を目標とするのか，そ

れとも他の職務での復帰を目指すのか

など），③上の目標に向けてなすべき活

動内容，④必要な調整策（例：他の仕

事 へ の 配 置 の 変 更 ， 療 養

（fysiotherapie）の内容，職業訓練，

再教育の内容など），④リハビリ勤務の

実施主体（使用者自身が行うのか，他

の事業者が行うのか），⑤活動の具体的

な計画，⑥労働者と使用者との面談時

期（ 低でも 6 ヵ月に 1 回以上）であ

る。 

４
２
週
目

使用者は，労働保険実施機関（UWV）

に対して疾病労働者の状況を報告す

る。 

４
４
週
目
（U

W
V

に
よ
る
評
価
）

使用者は，2 年目の休職に向けて必要

な確認（bevestiging）を労働保険実施

機関（UWV）から受け，その際に UWV

は，2 年目に使用者が講ずべき措置に関

して指導する。 

また，第 46 週目から第 52 週目の間

に，労働者と使用者とで，復職プラン

の初年度の実施状況について検証・評

価し，次年度に向けた計画を作成する。

９
１
週
目
（W

IA

の
申
請
） 

職場復帰に向けたあらゆる努力が実

を結ばなかったときには，労働者は労

働保険実施機関（UWV）に対して障害

保険（WIA）の申請をする。UWV は

復職プランの実施状況について評価を

行う。その際，使用者に協力義務違反

があると認められるケースでは，賃金

の継続支払を義務づけられる期間が 1

年間まで延長される。他方，労働者に

協力義務違反があると認められるケー

スでは，WIA の給付について減額また

は不支給となる。 

 労働者と使用者は， 低でも 6 週間毎に，

復職プランの実施状況について協議しなけ

ればならない。また，労働者と使用者でケ

ースマネージャー（casemanager）を指名

するものとされ，ケースマネージャーが復

職プランの実施状況についてモニタリング

を行うとともに，労使に対して助言する。

なお，法定のモニタリング等とは別に，産

業医による指導や，労働安全衛生に関する

専門家協会（Arbodienst）による指導を受

けることも当然可能である。 

 使用者は，労働者毎の復職プランとその

効果に関する個人ファイルを作成・保管す

る義務を負う。そして，リハビリ勤務の終

了時に，このファイルをもとに，労使の職
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場復帰に向けた努力が十分か否かが評価さ

れる。ファイルに保管すべき情報は，①復

職プランの内容，および必要に応じた修正

点，②職場復帰に向けた労使のあらゆる活

動の記録，③リハビリ勤務の遂行に関する

あらゆる文書（書面やメール等），④就労

時間数などのリハビリ勤務の実施状況であ

る。 

 また，使用者は上の日常的な情報記録と

は別に，休職期間が 長の 2 年を満了する

（したがって，以後の賃金継続支払義務を

原則として免れる）時点で，リハビリ勤務

に関する 終報告書の作成を義務づけられ

ている。報告書では，リハビリ勤務の実施

に関するあらゆる情報を含むべきものとさ

れ る ほ か ， ① 後 遺 症 に 関 す る 情 報

（naw-gegevens），②事業の特性に関する

情報，③労働者の職務上の地位に関する情

報，④休職開始日，⑤産業医による原因調

査の結果，および，その後に所見の変更が

あった場合には当該情報，⑥復職プランの

内容，およびその後に修正があった場合に

は当該情報，⑦復職プランを実施した 1 年

目の評価，⑧復職プランの実施についての

終評価，⑨復職プランに関する個人ファ

イル（前述），⑩休職期間やリハビリ勤務

中に，労働者が主治医や産業医らの医療専

門家で受診した際の明細，⑪産業医の 新

の所見が必要である。この報告書に基づい

て，労働保険実施機関（UWV）が障害保険

（WIA）の受給資格について審査する。 

復職プランの内容について，労働者と使

用者との間で意見が相違して調整がつかな

い場合には，労使双方が，労働保険実施機

関（UWV）に対して専門家としての意見

（Deskundigenoordeel）を求めることがで

きる。典型的に問題となるのは，労働者の

労働能力の存否，リハビリ勤務の効果測定，

配置予定の職務内容と当該職務での労働者

の職務遂行能力などである。この専門家の

意見そのものについては法的拘束力がなく，

したがって取消等の対象外であるし，上位

の行政機関での再審査の請求もできない。

ただし，実務上，UWV による意見は，裁

判所での審理において考慮されていること

が指摘されている。 

 

２.１.３.３ 従前の使用者以外の下でのリ

ハビリ勤務 

 前述のように，労働者のリハビリ勤務の

提供先は，原則として従前の使用者である

が，場合によっては，他の使用者のもと，

二次的リハビリ勤務（Re-integratie tweede 

spoor）が行われることもある。二次的リハ

ビリ勤務の実施要件は，従前の使用者のも

とで就労できないことであり，その判断に

ついては，労働安全衛生に関する専門家協

会（Arbodienst）または産業医が書面で行

う。 

 その上で，現実に就労可能な労務提供先

となる新たな使用者が見つかった場合には，

労働者と従前の使用者，および新たな使用

者という全当事者の間で，合意に基づいて

二次的リハビリ勤務が実施される。この場

合，新たな使用者は，疾病休職時の賃金継

続支払い義務など，労働契約上の義務の一

部を免責される仕組みである。 

 二次的リハビリ勤務においても，それが

実施される場合には，労働者は「合理的」

な職務に就く義務を負う。合理性判断の際

には，労働者の肉体的・精神的な能力，教

育，職務経歴が考慮される。一般には以下
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のような準則が妥当すると考えられている。 

①疾病に罹患してからの期間が 6 ヵ月未

満の場合には，労働者の職務遂行能力，ト

レーニング，職務経歴，従前の職務におけ

る賃金額を反映したものでなければならな

い。 

②疾病に罹患してからの期間が 6 ヵ月以

上の場合には，労働者は従前の訓練水準に

基づく職務，または，ある程度軽易な作業

に従事することが期待されうる。健康が許

す場合には 2 時間以上の職務に従事するこ

とが期待される。 

③労働者が休職している期間が長くなる

ほど，合理的な職務と評価される仕事の範

囲が拡大し，労働者はそれを受け入れる義

務を負う。 

④必要に応じて，労働保険実施機関

（UWV）の財政的支援の下で，合理的配慮

（特別な送迎やタクシー利用，施設設備の

充実化）がなされなければならない。 

使用者は，必要に応じて，労働安全衛生

に関する専門家協会（arbodienst），専門

的受入事業所（re-integratiebedrijf），派

遣会社，訓練施設（scholingsbedrijf）を利

用することで，疾病労働者の現実の受け入

れ先に関して，高度のマッチング手段を利

用することができる。このうち専門的受入

事業所（re-integratiebedrijf）とは，リハ

ビリ勤務に特化した専門的な受入機関であ

り，労働安全衛生に関する専門家協会

（Arbodienst）のうち大規模なものと連携

している。専門的受入事業所を利用した復

職支援は，使用者に十分な知識・能力がな

い場合などに有効な手段とされている14。

専門的受入事業所は，現職への復帰を目指

すだけでなく，他の使用者のもとでの復帰

も含めて，アドバイザーとして機能してお

り，地域での他の使用者との仲介的な役割

や労働者の再教育機能も果たしている。産

業別で，専門的受入事業所の利用協定が結

ばれているケースなどもあるようである。

労働保険実施機関（UWV）を通じて，労働

者側が専門的受入事業所を選択することも

ある。 

リハビリ勤務先について従前の使用者に

限定するのでなく，二次的リハビリ勤務を

含めるオランダの法政策からは，労働現場

への迅速な復帰が目指されている様子がう

かがえる。なお，上のような柔軟な制度の

もとで，実務上は，使用者団体の間で情報

共有と専門特化による役割分担が行われ，

コスト削減と効率化が図られていることが

指摘されている。 

 

２.１.４ 民事賠償責任 

*次年度調査予定。 

 前述のように，オランダ民法典では，疾

病労働者が休職をする際には，その原因が

業務に起因しているか否かを問わず， 長

2 年間は，原則的に使用者に対して賃金の

継続支払いを義務づけている。さらに，疾

病原因が業務上のものと評価できる場合に

は，これに加えて，使用者は労働者に対し

て民事上の損害賠償責任を負う。 

すなわち，民法典 658 条 1 項によると，

「使用者は，労務に従事する労働者に危険

がないようにするため，作業を行う部屋

（ lokalen ） ， 作 業 に 使 わ れ る 機 械

（ werktuigen ） お よ び 工 具

（gereedschappen）の配置，保全に配慮を

し，作業のために妥当かつ必要な措置を講

じ，適切な指示を与えなければならない」。 
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そして，「使用者は，労働者が労働中に

被った被害について，労働者に対して損害

賠償責任を負う」。これらはいずれも強行

規定であって，これと異なる労働者に不利

な約定を定めることはできず（同条 3 項），

仮にこうした約定があっても無効と解され

ている。日本では，派遣や業務処理請負を

はじめとした企業外部の労働力を利用する

ケースで，労働契約の当事者以外にも，民

事上，不法行為または安全配慮義務に基づ

いて損害賠償責任が問題となる。この点は

オランダ法でも同様であり，「職務または

事業の遂行上，労働契約を締結していない

者に労働をさせ，その労務の遂行過程で当

該労働者が被害を被った場合には，労働者

を受け入れた者は，第 1 項から第 3 項まで

の規定に準じて損害賠償責任を負う」（民

法典 658 条 4 項）。 

もっとも，使用者が第 1 項で定める義務

事項を遵守したこと，または，被害が主と

して労働者の故意または重過失によって引

起されたものであることを証明しうる場合

は」使用者は損害賠償責任を免れる（同条

2 項）。 

なお，こうした民事上の賠償責任とは別

に，労働環境法（Arbowet）や施行規則

（Arbobesluit）等で，公法的な面でも使用

者に職場環境の適正化を図る義務があるこ

とは前述した。また，民事損害賠償をめぐ

る問題は，前述の差別禁止法とも重複する

領域である。 

 

２.２ 関係する判例 

*次年度調査予定。 

 

２.３ 確認できる効果 

*次年度調査予定。 

 

 

ＤおよびＥ．考察および暫定的結論 

 

Ｆ．研究発表 

無し 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

無し 

 

Ｈ．引用文献 

文末脚注参照。 
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図１ 

 

 

 

 
                             
1 Arbeidsomstandighedenwet. 
2 Arbeidsomstandighedenbesluit. 
3 Arbeidsomstandigheden regeling. 
4 Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving. 
5 Arbodienst の構成メンバーは，産業医（bedrijfsarts）である場合もあるが，それに限

らず，資格制度のもとで労働安全衛生に関する専門家が広く含まれているようである。 
6 差別禁止法の展開については，I.P.Asscber-Vonk en A.C.Hendriks, Gelijke behandeling 
en onderscheid bij de arbeid(2 e druk),Kluwer, 2005,p.265 以下による。 
7 Bakels 2007,p.108. 
8 Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij de arbeid(Stb.2004,30). 
9 Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap of Chronische Ziekte (Stb.2003,206).  
10 Algemene wet gelijke behandeling (Stb.1993,690). 
11 Commisie Gelijke Behandeling. 
12 CGB 2007 年 10 月 29 日発表

（http://www.cgb.nl/_media/downloadables/paper_bewijslast_nov_2007.pdf）。 
13 以下，特に断りがないかぎり，民法典の条数はすべて第 7巻のものである。 
14 専門的受入事業所は Web サイトで検索可能である（http://www.blikopwerk.nl/）。 

所得保障 

雇用関係あり 

 → 使用者の賃金継続支払義務（2年間） 

雇用関係なし（喪失） 

 → 傷病手当（ZW） 

3 年目以降 

障害保険（WIA）

療養費用 国民健康保険法（ZVW） ＝国民保険 
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ドイツの産業精神保健法制度 

 
分担研究者 水島 郁子  大阪大学大学院高等司法研究科・教授 

 

研究要旨 

ドイツでは近年、労働関係において精神保健への関心が高まっている。2008 年に公表

されたあるレポートによれば、就業者の 5 人に 1 人が 2006 年の 1 年間に精神障害の診断

を受けたとされている。労働関係において精神疾患に罹患した労働者とどのように関わ

っていくかは、喫緊の課題である。 

ドイツにおけるこのような状況は、日本の状況に一見類似する。しかし、産業精神保

健へのアプローチや取り組みは、日本のそれとかなり異なる。その背景には日本と異な

る事情がある。 

第 1 に、ドイツでは疾病労働者に対する保障が充実している。労働者が疾病を理由に

労働不能となった場合、その疾病が業務上のものであるか私傷病であるかを問わず、労

働者は 長 6 週間にわたり、賃金継続支払法に基づき、使用者から賃金が継続支払いさ

れる。いわば、 長 6 週間の有給の病気休暇が、労働者に保障されている。このように

疾病時の所得保障が充実しているので、疾病労働者は安心して欠勤することができる。

もちろんそれが私傷病であれば、労働者は医療費の自己負担分を支払うことになる。た

だ、ドイツの医療保険における自己負担額は非常に低額であるので、自己負担額が大き

な負担になることはなく、疾病労働者が医療アクセスに躊躇することはほとんどない。

このように所得保障・医療保障が充実しているので、疾病労働者は安心して欠勤して療

養に専念することができる。 

他方で、このような労働者に対する保障は、使用者にとってはマイナスに働きかねな

い。疾病労働者の欠勤により経済的負担が生じるうえ、労働者がしばしば欠勤すること

は労働意欲を減退させ事業所内のモチベーションを低下させることにつながりうる。そ

こで使用者の多くは、効率的で快適な企業運営のために労働者の欠勤を少なくしたいと

考える。そのためには労働者の健康に留意し、必要な措置を講じるべきであると、使用

者は考えるのである。実際に使用者が、労働者の健康に関してどの程度配慮し、どのよ

うな措置を講ずるかはさまざまであるが、それは企業の業種や規模だけでなく、企業の

カルチャーが大きく影響するという。 

使用者のこのような配慮の必要は、法的規制とも関係する。労働保護法は、使用者に、
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労働における安全衛生に関して必要な労働保護措置を講じることを義務づける。労働が

労働者の健康を害することがないよう、使用者は対処すべきことになる。実務上、精神

疾患等に作用しうる労働上の要因については把握できると考えられており、企業の適切

な対処が求められる。さらに使用者には、別の角度からも法的義務が課されている。社

会法典第 9 編は、1 年間に 6 週間以上疾病による労働不能となった労働者に関して、使用

者に事業所編入マネージメントの実施を義務づける。事業所編入マネージメントは、労

働者が再び労働不能に陥ることがないよう、ひいては職を失うことがないよう、使用者

に対策を求めるものである。具体的な内容として、段階的な職場復帰や業務変更に伴う

教育訓練があげられる。事業所編入マネージメントに参加すれば、疾病労働者は自分の

労働能力に適した職務に就き、雇用が維持される可能性が高まる。事業所編入マネージ

メントを適切に実施したか否かは、使用者が疾病を理由として労働者を解雇できるか否

かの法的判断に、大きく影響する。 

疾病労働者に対するこのような使用者による配慮ないし措置が法律で定められ、事業

所の従業員代表委員会と協力して実行されていることが、第 2 の背景事情である。なお、

これらの法律上の規制は疾病労働者全般に関わるものである。精神保健に限定した法規

制は現在のところ存在しないが、 大野党の社会民主党や主要産業別労働組合はアンチ

ストレス規則制定に向けての動きを見せている。 

 第 3 に、労働者の精神疾患は基本的に私傷病であると理解されている点である。精神

疾患が業務上と判断される例は、労働者が強盗に遭遇したなど特定の場面に限定されて

いる。もちろん精神疾患の原因が業務になく、労働者の私傷病であるとしても、使用者

は労働者の職場における健康を確保するために、心理的負荷を与えるような労働上の要

因を軽減ないし排除すべきである。使用者が精神疾患罹患者に対応を行うのはこのよう

な意味であり、業務上災害を理由とする賠償・補償リスクを避けるためというわけでは

ない。 

 これらの背景事情も踏まえてドイツの産業精神保健法制度の特徴をまとめると、①国

は法規制や労働監督により労働者の安全衛生全般について責任を果たすが、その詳細を

国が決めてしまうのではなく、具体的措置は使用者に任せているということ、②使用者

は従業員代表委員会と協力して、労働者の安全衛生・健康の問題に積極的に取り組んで

いること、③使用者の積極的な取り組みは、使用者の法的責任を果たすためでもあるが、

それ以上に、企業の経済的効率性や企業カルチャーの維持・尊重が重要であるとの意識

が強いことを、指摘できる。 
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Ａ．研究目的 

 統一研究課題に記されているとおり、研

究目的は①ドイツの産業精神保健法制度の

背景・特徴・効果を解明し、②わが国への

適応可能性を探ることにあるが、平成 23

年度に引き続き平成 24 年度も、①を研究

目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

 平成 23 年度は、文献調査と訪問調査を

実施した。 

 文献調査については、研究代表者が作成、

呈示した「調査報告書の基本的な構成（フ

ォーマット）」に即し、文献資料等のレビュ

ーに基づいて必要事項を調査した。なお、

研究要旨に記したとおり特有の背景事情が

ドイツには認められることから、フォーマ

ットの項目を一部変更している。 

 訪問調査については、平成 23 年 11 月上

旬にベルリン市で行った。訪問先等は、以

下のとおりである。 

H23. 

11.2.

（水） 

ドイツ使用者連盟 

Herr Norbert Breutmann 社会保

障局担当官 

Frau Anne Schloz（社会保障担

当） 

Frau Julia Kaute（国際関係担当）

同上 ドイツ法定労災保険組合 

Herr Dirk Scholtysik 局長 

Frau Dr. Marlen Hupke 労災保険

労働衛生研究所員 

11.3.

（木） 

ドイツ労働組合総同盟 

Herr Dr. Hanns Pauli 社会政策専

門員 

11.4.

（金） 

連邦労働安全衛生所 

Herr Prof. Dr. Hans Martin 

Hasselhorn 労働衛生局長 

Frau Dr. Gabriele Freude メンタ

ルヘルスと認知能力グループ長 

各訪問先では、レクチャー、質疑応答、資

料等によって、多くの情報提供を受けた。

訪問調査に際しては、在ドイツ連邦共和国

日本国大使館一等書記官渡辺正道氏（厚生

労働省）に多大なご協力をいただいた。テ

ィーテン礼子氏には通訳の労をとっていた

だいた。 

 平成 24 年度は平成 23 年度に引き続き、

文献調査を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

 ドイツでは従来から、疾病労働者の労働

不能（欠勤）日数が重要な関心事の 1 つで

あり、近年は疾病の中でも精神疾患を理由

とする欠勤が増加傾向にあることから、精

神保健の必要性が高まっている。国や社会

保険の各保険者もこの問題に対して関心を

持ってはいるが、現段階では使用者による

対応が産業精神保健の中心をなしているよ

うにみえる。 

以下では、ドイツにおける「１ 問題状

況」を明らかにしたうえで、「２ 公法的規

制」として、まず「２．１ 労働安全衛生

法制」をとりあげる。ドイツは安全衛生制

度や監督の仕組みは整備されているが、精

神疾患に特有な仕組みが設けられているわ

けではない。実際には労働関係においてこ

れらの制度が労使によってどのように具体

化されるかが鍵となる。これについては、

「３ 労働関係における労働保護法の具体

化」で紹介する。ドイツの「２．２ 労災

保険法制」の歴史は古いが、現在に至るま

で、精神疾患は基本的に私傷病であると理
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解されている。したがって、労働関係にお

ける精神疾患に関する取り組みは業務上疾

病対策として行われるわけではなく、労働

上の要因が労働者に心理的負荷を与えうる

かといった観点から、措置を講じることに

なる。 

「３ 労働関係における労働保護法の

具体化」の新たな動きとして注目されるの

が、「３．３ ＩＧメタルによるアンチスト

レス規則の提案」である。規則案は、労働

時の心理的負荷による危険から就業者を保

護することを目的とするものであり、使用

者に、必要な労働保護措置をとること、危

険性評価を行うことなどを義務づけるもの

であるが、何が危険要素ととらえられ、そ

れらがどのような点で評価されるかが、具

体的に示されている。 

精神保健の問題は、「４ 障害者法制」

とも関連する。ドイツでは、基本法（憲法）

に障害を理由とする不利益取扱い禁止（差

別禁止）が明記されているうえ、労働関係

等に妥当する一般平等取扱法が制定されて

いる。日本と比較すると「４．１ 障害者

差別禁止法制」が整備されているようにも

見えるが、このような差別禁止アプローチ

は、主にＥＵ指令などの外圧によるもので

ある。ドイツでは伝統的に「４．２ 障害

者雇用法制」のなかで、障害者の雇用にか

かる措置や保護が実現されてきた。社会法

典第 9 編（障害者のリハビリテーションお

よび参加）は、障害者、とりわけ重度障害

者の労働生活への参加に重点的に取り組ん

でいる。そのなかでもドイツ特有の制度と

して注目されるのが、疾病労働者に対する

事業所編入マネージメントである。この事

業所編入マネージメントは、疾病労働者が

再び労働不能に陥ることがないよう、ひい

ては職を失うことがないよう、使用者に対

策を求めるものである。事業所編入マネー

ジメントの適用対象は、障害者に限定され

ず、一定期間疾病により労働不能の状態に

ある労働者がすべて対象となる。事業所編

入マネージメントについても、近年精神疾

患に罹患した労働者のケースが増加してい

る。 

 なお、日本では民事裁判例が少なからず

使用者の産業精神保健面での取り組みに影

響を与えているが、ドイツでも、たとえば

ハラスメントを理由とする民事紛争が生じ

ている（「５ 民事上の解決」）。もっとも、

その影響力は未だ大きいものではない。 

 

１ 問題状況 

 

１．１ 精神障害の診断に関する統計調査 

 近年、ドイツの労働関係においても精神

保健は重要な問題となっている。2008 年に

技術者疾病金庫１が公表したレポートには、

就業者の 5 人に 1 人が、2006 年中に少な

くとも 1 回、精神障害の診断を受けた、と

記された２。これは全国民を対象とした統

計調査ではなく、以下の方法から推計され

たものである。同金庫は、2006 年 1 月 1

日に同金庫の被保険者等である 15 歳から

64歳までの労働能力がある者（246万 2933

人）を対象として、外来診療において 2006

年中に ICD10 第 V 章に該当する診断がな

された件数を調べた。女性の 32.9％（修正

後 32.1％）、男性の 16.1％（修正後 15.0％）

が、少なくとも 1 回、ICD10 第 V 章に該

当する診断を受けていた。これを全人口に

あてはめて換算すると 22.1％となること
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から、就業者の 5 人に 1 人が精神障害の診

断を受けたと判断された。 

 就業者のメンタルヘルスに関する全国民

レベルの統計調査はなく、各疾病金庫が行

う統計調査か（ただし、勤労世代のメンタ

ルヘルス統計が各金庫で行われているとは

限られない）、連邦統計局の患者統計による

ことになる。また、上述の技術者疾病金庫

によるレポートでは ICD10 第 V 章という

大枠での件数調査のため、日本の労働関係

でイメージされるメンタルヘルスとは必ず

しも一致しない。連邦統計局の患者統計に

よれば、退院した慢性患者のうち、精神お

よび行動の障害（F00-99）を有する者の約

3 割はアルコールによる精神障害である３。

この傾向は男性に強く、男性が、精神およ

び行動の障害（F00-99）のうち、もっとも

多く診断されるのは、精神作用物質使用に

よる障害（F1）であり、なかでもアルコー

ル依存が多い４。ちなみに女性に多いのは

感情障害（F3）、とくにうつ病である。 

近では、就業者の約半数近くが精神不

調を訴えているとも言われるが、それを直

接示す統計調査はない。 

 

１．２ 疾病を理由とする労働不能に関す

る欠勤統計 － 地区疾病金庫の統計を例

として 

ドイツでは、疾病を理由とする労働不能

による欠勤についての統計がとられており、

参考になる。以下では、地区疾病金庫５の

統計を用いる。同統計によれば、欠勤が多

くみられる疾病は、筋・骨疾患（24.2％）、

負傷（12.9％）、呼吸器疾患（12.0％）に続

き、精神疾患（9.3％）は 4 番目に多い６。

精神疾患は他の疾患と比較して次の特徴が

ある。すなわち、1999 年以降の約 10 年間

で、精神疾患を理由とする欠勤日数は約

80％増加した。前年との比較でも 9.5％増

加しており、これは労働不能主要疾病の中

で も高い増加率である。2010 年の欠勤日

数は 11.6 日であるが、精神疾患の日数は平

均 23.4 日であり、他の疾病と比べて欠勤が

長い傾向が見られる。さらに、6 週間を超

える労働不能が見られるケースも、筋・骨

疾患（20％）、負傷（13％）に次いで、精

神疾患（10％）に多く見られる。これらの

統計からは、精神疾患を理由とする欠勤は、

傷病を理由とする欠勤の中でもっともポピ

ュラーなものであるとは言えないにしても、

件数の増加傾向や日数の長期化傾向を見る

と、今後の重要な欠勤原因となるであろう

ことがうかがえる。 

精神疾患の中では、うつ病エピソード

（F32）、重度ストレス反応および適応障害

（F43）、身体表現性障害（F45）、他の神

経性障害（F48）が上位にあがっている７。

同統計からはアルコール依存の者が多いか

否かはわからない。 

 産業分類別に見ると、精神疾患による欠

勤事例は第 3 次産業に多く見られ、とくに、

サービス業（12.9％）、公務・社会保険分野

（12.3％）、銀行・保険業（12.0％）に多い

８。サービス業の中では、看護助手（17.0％）

や介護士（16.9％）に比較的多い。欠勤日

数の多さという点では、この 2 つの職業に

加え、看護師や運転手が上位になる。 

 さて、ドイツではバーンアウトやバーン

アウト症候群の語を目にすることが多いが、

バーンアウト自体は生活管理困難（Z73）

として位置づけられ、労働不能の原因とな

りうる精神疾患として診断されるわけでは
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ない９。医師は精神疾患にかかる付加情報

としてバーンアウトの診断を行うことがで

きる。バーンアウトの診断事例の欠勤日数

は、2004 年の 8.1 日から 2010 年には 72.3

日と、約 9 倍に増加した。欠勤日数は男女

間の差が大きく、女性が平均 101.9 日であ

るのに対して、男性は 49.7 日にとどまる。

バーンアウトについても精神疾患の場合と

同様に、医療・介護分野の労働者の欠勤日

数が非常に多くなっている。バーンアウト

の診断が付加される精神疾患としては、う

つ病エピソード（F32）と重度ストレス反

応及び適応障害（F43）が圧倒的に多い。 

 

１．３ 社会に与える影響 

労働者の労働不能の原因となる精神疾

患は、労働関係だけでなく、経済や社会保

険財政に影響を与えうる。 

 労働者が精神不調に陥ったり、精神障害

を発症したりすると、就業中の労働効率低

下、あるいは欠勤により、企業の経済効率

性が損なわれうる。後述のとおり疾病を理

由とする欠勤は有給である（使用者が欠勤

期間中の賃金を支払う）ので（１．４参照）、

欠勤による企業の損失は日本におけるもの

より大きい。また、労働者の精神不調の原

因が職場環境にあるような場合には、その

こと自体が生産性や競争力を低下させる可

能性もある。企業の生産性や競争力の低下

は、国の経済力を弱めることにつながる。 

 医療保険においては、問題はより深刻で

ある。患者の増加は、保険給付の増加につ

ながるからである。後述のとおり精神疾患

が業務上であると認められることはほとん

どないため（２．２参照）、精神疾患にかか

る医療給付はもっぱら医療保険が行うこと

になる。また、治療の一環として行われる

テラピーは医療保険の対象であるが、精神

疾患罹患者のテラピーにかかる費用が医療

財政に負担をかけている可能性がある１０。 

 年金保険にも影響を与えている。精神疾

患を理由とする稼得能力減退年金の支給決

定件数は、1995 年には 55,000 件で、その

後はほぼ横ばいに推移していたが、2010

年には 71,000 件に増加した１１。精神疾患

は、同年金の支給原因の第 1 位となってい

る。支給決定件数の増加に加え、精神疾患

が原因の受給者の受給開始年齢がやや低い

（48.3 歳）ことは、国民経済や社会保障シ

ステムへの影響も懸念されている１２。また、

年金保険による入院リハビリテーションの

内訳は、筋・骨等疾患（32％）に次いで、

精神疾患（20％）が多い１３。筋・骨等疾患

に対するリハビリテーションが、10 年前と

比べると減少しているのに対して、精神疾

患に対するリハビリテーションは増加して

いる。このことも、年金保険財政に影響を

与えうる。 

 また、労働者と失業者を比較すると、労働

者の方が明らかに、精神障害を理由とする

労働不能日数が少ない。この事実からは、

精神障害の原因が必ずしも仕事にないこと

を明らかにするものであるとか、失業や失

業に対する不安が精神障害の重要な原因と

なることを示すものであるとかといった解

釈がなされうるが、ここでは精神障害を有

する失業者の求職がうまくいかず失業手当

の受給期間が長くなり、雇用保険等からの

給付が増加する可能性のみ、指摘しておく。 

 

１．４．小括と補足 

 文献調査（統計調査）、訪問調査のいずれ
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からも、精神疾患罹患者が増加しているこ

と、そして産業精神保健対策の重要性が

年々増していることが確認できた。 

 しかし、 近の働き方や職場環境の変化

がその直接の原因であるとするものは、見

受けられなかった。むしろ、以前と比べて

精神疾患に詳しい医師やテラピストが増え

精神疾患の診断が多くなされるようになっ

たとか、患者はバーンアウトの「診断」結

果を受け入れやすい（仕事を一生懸命した

という満足感、恥ずべき行為でないという

意識）といった意見や、精神疾患の原因は、

プライベートの交友関係、家族関係、本人

の性格など多様であり、かつ複数の要素が

影響していることもあり、労働関係による

対策（だけ）では精神疾患罹患を避けられ

ない、といった意見があった。 

 また、精神疾患は基本的に業務上認定さ

れない（後述２．２参照）。訪問調査でも、

精神疾患は（例外的事例を除いて）私傷病

であるという見解で一致していた。労働に

原因があるかもしれない精神疾患が私傷病

として取り扱われることは、一見、労働者

の不利益が非常に大きいように思われるが、

ドイツでは労働者の私傷病に関する保障は、

日本よりも手厚い。 

 労働者が疾病を理由に労働不能となった

場合、労働者の欠勤にかかわらず、使用者

は通常の賃金を支払わなければならない

（賃金継続支払法 3 条）。この賃金継続支

払の対象となるのは、少なくとも当該使用

者のもとで 4 週間雇用されていた労働者に

限られるが、それ以外はとくに制限がない。

フルタイム・パートタイム労働者を問わず、

賃金継続支払請求権がある。また、労働者

の疾病が、業務上であるか私傷病であるか

は問われないし、精神疾患も当然含まれる。

労働者の労働不能による欠勤中、労働者に

は 長 6 週間にわたり賃金が継続支払いさ

れる。労働者の労働不能が 6 週間を超える

場合には、以降の期間は医療保険から傷病

手当金が支給される（社会法典第 5 編（公

的医療保険）44 条）。傷病手当金の額は通

常賃金の 70％で（社会法典第 5 編 47 条）、

同一の疾病につき 3 年間で 長 78 週まで

支給される（社会法典第 5 編 48 条）。 

 このように、労働者は欠勤しても賃金を

喪失しないので、疾病により労働不能とな

った場合には、安心して欠勤することがで

きる。賃金の継続支払いを受けるために、

労働不能が 4 日以上となるときは、労働者

は使用者に、次の出勤日までに医師による

労働不能の診断書を提出しなければならな

い（賃金継続支払法 5 条）。この場合の労

働不能とは、単なる精神不調による労働不

能では足りず、疾病に罹患していること故

の労働不能でなくてはならない。 

 次に、労働者は治療にあたり医療保険を

使用するわけであるが、外来の場合の自己

負担は無く（2013 年 1 月より。従前は 3

カ月ごとに 10 ユーロの負担があった）、薬

剤・包帯類等については費用の 10％（その

大半は上限が 10 ユーロとされている）、入

院の場合は 1 日 10 ユーロ（1 暦年につき

28 日まで）の負担のように、患者の負担は

ごく僅かである（社会法典第 5 編 28 条、

61 条など）。医療へのアクセスは比較的容

易であるといえる。 

 精神疾患は基本的に私傷病として取り扱

われるが、私傷病時の所得保障も医療保障

も、ドイツは日本と比べて充実している。 
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２ 公法的規制 

 

２．１ 労働安全衛生法制（未了・次年度） 

２．１．１ 労働安全衛生法制の概要 

 ドイツの労働安全衛生法制の歴史は古い

が、現行法の中心となるのは 1996 年制定

の労働保護法（Arbeitsschutzgesetz）であ

る１４。労働保護法は、1989 年の労働安全

衛生の改善を促進するための施策の導入に

関する EU 理事会指令に適合させるために

制定されたものであるが、同時にそれまで

各法に分散していた労働安全衛生法制を体

系的にした。労働保護法は、労働安全衛生

法制の基本法として位置づけられる。 

労働保護法の特徴は、一般規定を中心に

構成されている点にある。柔軟な枠組み規

定が置かれ、労働保護措置の計画、遂行、

効果の審査や改善については、企業の裁量

に任せられている。労働保護法の適用対象

は、ほとんどすべての組織にわたり、適用

対象者も労働者だけでなく労働者類似の者

等にも広く及ぶ（労働保護法 1 条、2 条）。 

労働保護法には、使用者の責任、そして

使用者と並んで責任を負う者が明示されて

いるが（労働保護法 3 条、14 条）、そのう

ち使用者の義務は、同法 3 条 1 項において

次のように記されている。「使用者は、就業

者の労働における安全衛生に影響する条件

に配慮しつつ、必要な労働保護措置をとる

べき義務を負う。使用者は、その効果につ

いて審査し、必要であればその他の臨機応

変な対応をしなければならない。その際に

使用者は、就業者の安全衛生の改善に努め

なければならない。」使用者がとるべき労働

保護措置は、同法 2 条 1 項において「人間

としてふさわしい労働を具体化するための

措置をも含む、労働災害と労働に関係した

健康上の危険を防止するための措置」と定

義されている。同法 3 条 1 項の使用者の基

本的義務に加えて、同法 5 条は使用者にさ

らなる義務を課す。すなわち同法 5 条 1 項

において「使用者は、労働と結びついてい

る労働者に対する危険性を評価することに

より、労働保護にいかなる措置が必要であ

るかを調査しなければならない」とし、使

用者が労働者の労働条件等から労働上の危

険性を評価すべき義務を課している。危険

性評価の結果は文書化することが義務付け

られている（同法 6 条）。 

 労働保護措置や労働上の危険性評価の対

象には、精神疾患にかかるものも含まれう

るが、法律上それが明示されているわけで

はない。また上述のとおり、労働保護法自

体は枠組みを呈示するものであるので、労

働関係における具体化は、労使に任せられ

ているといえる（後述３参照）。 

心理的負荷に言及している法規に、ディ

スプレイ作業規則（Bildschirmarbeits- 

verordnung）がある。同規則 3 条は次のよ

うに規定する。「労働保護法 5 条により労

働条件を評価する際に、使用者は、ディス

プレイ作業場の安全・健康にかかる条件を、

とくに視力に対する、また身体上の問題な

らびに心理的負荷となりうる危険の観点か

ら、調査し評価しなければならない。」同規

則 3 条は、労働保護法 5 条に基づく危険性

評価の対象として、身体的負荷の観点のみ

ならず心理的負荷の観点からも調査するこ

とを義務づける。 

２．１．２ 事業場における安全衛生体制 

２．１．３ 監督行政 

２．１．４ 小括と補足 
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２．２ 労災保険法制 

２．２．１ 労災保険の概要 

 労災保険制度は、社会法典第 7 編（公的

災害保険）において定められている。同編

（公的災害保険）の適用対象は、労働者の

ほか、障害者作業所等で就労する障害者、

家内労働者とその配偶者、医療福祉施設の

ボランティア、さらには、事故災害救助者

（救助活動が対象）、学生・生徒（修学活動

が対象）など、広範囲に及ぶが（社会法典

第 7 編 2 条）、以下では労働者について述

べる（そのため以下では「公的災害保険」

の語を用いず、「労災保険」とする）。労災

保険の保険者は、産業・業種別に設立され

る労災保険組合である。 

労災保険の保険事故は、労働災害と職業

性疾病である（社会法典第 7 編 7 条 1 項）。

いずれも労働者に健康侵害が生じたことが

前提となるが、この健康侵害には精神障害

も当然含まれる。しかし精神障害について

業務上と判断されるケースは、きわめて限

られている。 

２．２．２ 労働災害 

労働災害とは、補償対象となる活動にお

ける被保険者の事故のことであり、ここで

事故とは、時間的に限定された、外部から

身体に作用する、健康侵害もしくは死亡を

もたらす出来事をいう（社会法典第 7 編 8

条 1 項）。精神障害が労働災害と認定され

るには、時間的に限定された外部から身体

に作用する出来事、すなわち具体的事故が

必要である。精神障害が労働災害と認めら

れるケースは、頭部外傷を原因として精神

障害を発症した場合や、重大事故の目撃や

体験により精神障害を発症した場合に、限

定される。連邦社会裁判所も、精神障害を

事故によるものと認めるためには、その精

神障害が ICD10やDSMIVといった国際的

な診断基準に該当する疾病であることをま

ず必要とし、さらに通常の因果関係（業務

と事故との間の因果関係、事故と健康障害

との間の因果関係）に加え、現在の医学的

知見により事故もしくは事故の結果が当該

精神障害を引き起こすと一般的にいえる場

合に限り、労働災害として認めるという判

断枠組みを示している１５。精神障害につい

ては、事故との因果関係がより慎重に判断

される。 

２．２．３ 職業性疾病 

職業性疾病は、連邦政府が連邦参議院の

同 意 を 得 て 、 職 業 性 疾 病 規 則

（Berufskrankheiten-Verordnung）によ

り定める（社会法典第 7 編 9 条 1 項）。同

規則の別表１（職業性疾病リスト）に、職

業性疾病が列挙されている。職業性疾病リ

ストに入れられる疾病は、①医学的な見識

に基づくもので、②特別な作用によりもた

らされるものであり、かつ、③特定のグル

ープに、その活動を通じて、他の人々より

も非常に高い程度で生じるものである（社

会法典第 7 編 9 条 1 項）。現在、職業性疾

病リストに精神障害は含まれていない。 

職業性疾病リストそれ自体は限定列挙

である。しかし、これに登載されていない

疾病であっても、災害保険の保険者は、新

しい医学的知見に基づき 1 項の要件を充た

す疾病があれば、それを職業性疾病として

承認しなければならない（社会法典第 7 編

9 条 2 項）。したがって、職業性疾病リスト

に登載されていない疾病も、新たな医学的

知見が得られれば職業性疾病として認めら
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れる可能性がある。しかし、精神障害につ

いて、1 項の要件のうち③の要件が充たさ

れるケースは想定しにくい。精神障害に罹

患した者が、自己の精神障害と業務との間

の因果関係を医学的に立証できたとしても、

それだけでは職業性疾病として認めるに足

りず、職業グループに特有な原因が存在し、

かつ個別事例においても精神障害と業務と

の間の因果関係が肯定されるときに限り、

職業性疾病として認められるのである。そ

のため 2 項適用によっても、精神障害が職

業性疾病と認められる可能性はきわめて低

い。 

下級審では、PTSD を 2 項の意味での職

業性疾病と認めた例がある。バーテン・ヴ

ュルテンベルク州社会法裁判所は、開発途

上国援助のソーシャルワーカーとして長年、

西アフリカ諸国で働いていた者のPTSDに

ついて、要件の③の特定のグループとして、

「開発途上国の援助に従事する者」を措定

し、PTSD を引き起こす作用がこれらの者

の活動には十分ありうるとして、PTSD が

職業性疾病にあたることを認めた１６。しか

し、連邦社会裁判所（上告審）は手続法上

の理由から原判決を取り消した１７。連邦社

会裁判所は当該事案についての判断を行っ

ていないものの、判断枠組みとして 1 項の

要件を充たさなければならないこと、とく

に要件の②の特別の作用は、抽象的・一般

的に疾病の重要な原因であることが学術的

に示されなければならないとし、慎重な態

度を示している。 

２．２．４ 小括と補足 

 精神障害を職業性疾病として認めること

は、法制度上困難である。連邦社会裁判所

もこれまで、精神障害を職業性疾病として

認めていない。訪問調査からも、精神障害

は職業性疾病として認められないという実

務上の理解を確認できた。 

 したがって、精神障害について労災保険

給付支給が認められるとすれば、それは労

働災害の場合に限られる。労働災害として

認められるケースは、極度の心理的負荷に

よる外傷を伴わない精神的外傷（トラウマ）

と、身体的外傷後に生じる精神的障害とが

ある。訪問調査では、まず前者について、

当該精神的外傷が労働災害によるものと意

識されないこともあり、当該疾病と極度の

心理的負荷を与えた事故（強盗事件や自殺

者の目撃など）との因果関係の判断に時間

を要することがあるとの問題を聞きとれた。

ちなみに、このような事故に遭遇するリス

クの高い業種では、使用者等が対策を講じ

ているとのことである。後者については、

病院では身体的外傷の治療が優先され、精

神的外傷に注意がはらわれないことがしば

しばあり、そのことが精神障害を悪化させ

ることがあるとの問題が指摘された。 

 

３ 労働関係における労働保護法の具体化 

 

３．１ 実務書における質問票の例 

 使用者が労働法上の義務を履行するため

に、実務書が手助けとなることがある。使

用者が、労働保護法上義務づけられた、事

業所内の安全や労働者の健康を保護する責

任を果たすために、参考となりうる実務書

が出版されている。たとえば、Haufe 社か

ら 出 版 さ れ て い る Mustermappe 

Arbeitsschutz im Büro（オフィスの労働保

護モデルファイル）には、労働安全衛生に

関する情報や知識とともに、様式例（労働
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者向け文書、質問票やチェックリストなど）

が掲載されている。以下では、心理的負荷

に関する質問票を紹介する。 

 表１は、従業員に対する質問票の項目で

ある。この質問票では、従業員に直接質問

を行い、従業員は匿名で、質問項目 1～16

につき、自分の職場の精神面での実状を 5

段階で（1－いつも、2－ほとんどいつも、

3－しばしば、4－たまに、5－ない）評価

し、回答する。質問項目 17 は、自由記述

回答となっている。回答結果の分析評価は、

事前に決められた利益代表者が行うものと

されている。 

 

表１：質問票－ 労働者の職場の実状につ

いて〔質問項目のみ抜粋〕１８ 

1. 自分の仕事は、いつも、通常の労働

時間内に終わらせることができる。

2. 自分の仕事は、自分の能力に見合っ

ている。 

3. 自分の仕事は、自分のチーム／部課

全体の成果に重要な貢献をしてい

ると思う。 

4. 自分の仕事は、楽しく変化に富んで

いる。 

5. 自分の仕事におけるルーティンの

程度に満足している。 

6. 自分の仕事の予定〔期日・納期〕は、

はっきりと明らかになっている。 

7. 自分の仕事を、自分の責任でやりく

りできる。 

8. 周りの人とうまく仕事をしている

と思う。 

9. 自分の仕事について、同僚や上司と

話し合うことができる。 

10. 自分の仕事中に邪魔をされること

は、ほとんどない。 

11. 仕事の質について、フィードバック

されている。 

12. ミスの原因は客観的に調べられる。

13. 自分の仕事と関連する、全体の見通

しがある。 

14. 他の仕事や休憩をすることにより、

ディスプレイ機器を用いた自分の

仕事を、自分で中断できる。 

15. 仕事に際して、自分の意見や考えを

述べることができる。 

16. 何かをする体調にある（余力があ

る）と、仕事の後に感じることがし

ばしばある。 

17. とくに負担となっているのは： 

 

 表２の質問票は、産業医、安全衛生担当

者や人事担当者など広義の労働安全衛生従

事者が評価・調査するためのものである。

従業員には間接的に質問することになる。

各項目について「はい」もしくは「いいえ」

で回答する。「いいえ」と回答された項目に

ついては、何らかの措置が必要と考えられ

る。質問票の「はい」、「いいえ」の回答欄

の横には、備考欄が設けられている。 

 

表２：質問票－ 精神面での労働の実状の

評価 〔質問項目のみ抜粋〕１９ 

1 仕事の課題 

1.1 仕事の課題が明確に提示されている 

1.2 仕事の課題が完全に示されている 

1.3 ルーティン作業は多くない 

1.4 仕事の課題が見通せる 

1.5 指示 

2 労働体制 

2.1 時間的拘束がない 

分担研究報告書（水島 郁子）

－ 327 － 



 

2.2 柔軟な労働時間 

2.3 残業がない 

2.4 交替制労働 

2.5 休憩の定め 

2.6 邪魔をされない 

3 仕事の裁量 

3.1 決定についての裁量 

3.2 具体化についての裁量 

3.3 自分の責任 

4 〔資格〕評価 

4.1 評価が〔仕事の〕課題にあわせられ

ている 

5 コミュニケーション／協力 

5.1 仕事の結果についてのフィードバッ

ク 

5.2 課題処理にあたっての支援 

5.3 事業所内の情報伝達系統への組入れ 

6 技術的な労働手段／ソフトウェア 

6.1 労働手段が適切におかれている 

6.2 講習会 

6.3 技術の〔故障・障害〕耐性 

6.4 相談担当者 

6.5 短期間での問題解決 

7 労働環境 

7.1 推奨基準に適合した室内環境〔温度

等〕 

7.2 推奨基準に適合した騒音レベル 

7.3 推奨基準に適合した照明 

7.4 推奨基準に適合した部屋の区分 

8 仕事の形成 

8.1 身体作業 

8.2 混合した作業 

9 全般 

9.1 ポジティブな事業所環境 

 

 表１、表２の質問票は、モデル例ではあ

るが、労働関係において想定されている心

理的負荷の内容や、使用者の精神疾患の問

題に対するアプローチを、ある程度読み取

ることができる。 

 これらの質問項目は、大きく 2 つのグル

ープに分けられる。第 1 のグループは、労

働安全衛生や労働条件に関わるものである。

労働体制（表２－2、表１－1,10,14,16）や

労働環境（表２－7、表１－14）に関する

質問項目がこれに該当する。労働時間や休

憩が適切に定められ、必要な休息を自ら取

ることができ、推奨基準に適合した労働環

境下での労働が、労働者に保障されるべき

である。これらが保障されない場合、とく

に 低基準を下回るようなことになれば、

労働者にストレス（心理的負荷）を与える

ことは十分に予測できる。 

注目されるのは第 2 のグループである。

ここに分類されるのは、労働者の仕事に対

する意識や満足度（表１－3,4,5）、労働者

に示された課題（表２－1、表１－5,6,13）、

労働者に与えられた裁量（表２－3、表１

－7,15）などで、これらは企業理念や人事

戦略とも関係する労務管理に関わるもので

ある。自分の仕事が所属部署や企業に重要

な貢献をしているか、自分の仕事は楽しく

変化に富んでいるか（単調ではないか）、仕

事の課題が明確に示されているかといった

質問項目は、労働者が自分の仕事に意義を

見出して働くことができているかを問うも

のでもある。労働者が自分の仕事を意義が

あるものととらえ、満足して働くことがで

きれば、心理的負荷は緩和されよう。もう

１つのポイントは、労働者に仕事の裁量が

与えられているかである。労働者が、企業
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において歯車としてではなく、自律した人

間らしい働き方ができているかは、心理的

負荷に影響しうる。 

 さて、職場における心理的負荷に着目し

て、労働者の働き方を見直したり、必要な

措置を講じたりすることは重要である。そ

の際、心理的負荷を与えるマイナス要因を

探し出す方法もあるが、表１、表２はその

ような方法を取っていないようにみえる。

表１、表２は、労働者に心理的負荷がかか

らないためのプラス要因をあげている。こ

れは、この質問票ひいてはドイツ労働関係

における産業精神保健のアプローチの特徴

を示すものであると考える。すなわち、前

者の方法（マイナス要因の発見）は補償・

賠償法アプローチに、後者（プラス要因が

維持されているかの確認）は予防法アプロ

ーチに馴染みやすい。表１、表２は、予防

ないし問題の早期発見のために心理的負荷

を見つけ出そうとするものであるが、この

ような方法は、使用者が行う労務管理マネ

ージメント、すなわち使用者がいかに労働

者の労働能力や労働意欲を引き出すかとい

うことと矛盾するものではない。むしろ近

い関係にあり、このようなアプローチは使

用者に受け入れられやすいと考える。 

 

３．２ ダイムラー社における危険性評価 

（未了・次年度） 

３．２．１ 危険性評価に関する事業所協

定 

 労働保護法 5 条が使用者に義務づける危

険性評価に関し、ダイムラー社と同社の総

従業員代表委員会２０は、2005 年 12 月 15

日に「ダイムラー株式会社における労働保

護法に基づく危険性評価の具体化に関する

全体事業所協定」を締結した。その後、こ

の危険性評価の構成要素に「心理的負荷」

を加えることは、心理的負荷の観点から労

働条件を評価することを容易にし、それは

労働者の労働安全保護のさらなる発展につ

ながるとの考えから、ダイムラー社と同社

の総従業員代表委員会は、2008 年 5 月 23

日に「心理的負荷の評価に関する方法」に

ついて合意し、同年 6 月 30 日に両者間で

協定が締結された。 

 ダイムラー社はドイツを代表する大企業

であり、従業員総数は約 26 万人である２１。

そのため同協定の実施による効果が期待で

きるが、その効果は同社にとどまらず、関

連産業を中心に、他社でもダイムラー社の

方法の導入が進められているとのことであ

る。 

３．２．２ 危険性評価 

３．２．２．１ プロセス 

 ダイムラー社では、危険性評価のプロセ

スを 7 つのステップで構成する。①危険性

の調査、②危険性の評価、③措置への誘導、

④措置の具体化（開始）、⑤記録、⑥情報委

託、⑦実効性の検証、である。①、②は労

働保護法 5 条 1 項の危険性評価義務、⑤は

労働保護法 6 条の文書化義務を履行するも

のといえる。 

３．２．２．２ 組織 

 ダイムラー社の協定によれば、危険性評

価に関係するのは、以下の 3 つの組織であ

る。 

 まず、労働安全法 11 条に基づき設置さ

れる労働安全委員会である。労働安全委員

会は、事業所の責任者（使用者）、産業保健

責任者、安全責任者、計画責任者、社会法

典第 7 編 22 条に基づく安全管理者、従業
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員代表委員会の代表者 2 名から、構成され

る。 

 次に、「危険性評価のための定期的なコミ

ュニケーション会議」である。同会議は、

危険性評価の問題を調整するために、定期

的に（たとえば 6 週間ごとに）開催される。

同会議は、労働安全委員会の構成員である

安全責任者と従業員代表委員会からの 1 名、

あわせて 2 名を核として、必要に応じて、

産業保健や計画その他の専門家や従業員代

表委員会委員を、メンバーとする。同会議

では、危険性分析のスケジュール、分析の

委託（場所、方法、分析の範囲の決定等）、

分析チームが実施した危険性評価の評価、

措置の種類やスケジュールおよびその具体

化、実効性の検証時期やその基準および実

施等が、合意・決定される。これは、危険

性評価の実施にあたり、その計画や内容が、

事業所における労働安全衛生の必要（利益）

と従業員代表委員会により代表される労働

者の利益を勘案して、決められることを意

味する。 

 分析チームは、「危険性評価のための定期

的なコミュニケーション会議」の委託を受

けて設置される。分析チームは、安全専門

員、産業医、専門領域の管理職、専門領域

の安全管理者、従業員代表委員会委員に、

必要に応じて従業員や専門家を加えて、構

成される。分析チームは、危険性の分析を

行い、評価について提案し、判断について

同種の職場をまとめ、措置ならびに具体化

された計画を提案する。 

３．２．２．３ 構成要素 

 危険性評価は、各構成要素の危険性評価

を通じて行われる。従来の構成要素は、「安

全教育」、「予防検診」、「防火検査」、「爆発

予防記録」、「通行許可」、「火気作業許可証」、

「安全巡視」、「労働手段に関する危険性評

価」などであった。2008 年に、「心理的負

荷」と「分析チームによる特別な危険性評

価」が構成要素に追加された。 

 2005 年の協定により、危険性評価の制度

は作られていたが、それは心理的負荷の要

素を欠くものであった。2008 年に追加され

た 2 つの構成要素により、心理的負荷の観

点からも危険性評価が行われるようになっ

た。 

３．２．３ 心理的負荷に関する危険性評

価 

３．２．３．１ 心理的負荷に関する危険

性評価の概要 

 心理的負荷に関する危険性評価は、職場

に関する一般的なデータ調査（たとえば労

働時間がどのように規制されているか）、従

事者の職務の内容の調査、負荷要因ないし

要求因子の調査の、3 つから構成される。 

 心理的負荷に関する危険性評価に特徴的

なのは、3 つ目の負荷要因である。負荷要

因として調査されるのは、労働の複雑性、

行動の裁量、可変性、時間についての裁量、

責任の範囲、労働の中断、集中の必要性、

協働の必要性の 8 つである。 

心理的負荷に関する危険性評価は、心理

的負荷を与えうるこれらの要因の（危険な）

組み合わせに関して、労働条件を客観的に

調べようとするものである。 

分析を行うのは、労働安全衛生や産業保

健の従事者ならびに従業員代表委員会委員

から構成された専門家チームであり、これ

らの者は事前に訓練を受ける。この専門家

チームに、管理職と当該領域の従業員代表

委員会委員が加わって、分析チームが構成
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される。さらに専門家が加わることもある。

分析結果は、所定の分析フォームに記載さ

れる。 

 分析により危険な組み合わせが適示され

た場合には、まずは職場の管理職が、続い

て当該部門で働く労働者が、心理的負荷を

回避・軽減するために適切な措置を講ずる

か、適切な対処方策をとる措置の遂行の責

任は管理職が負う。 

３．２．３．２ 調査・評価の方法 

心理的負荷に関する危険性評価は、1979

年に Karasek が提唱した要求・指揮監督モ

デルを基礎としている。同モデルは、「仕事

に対する要求」と「行動の裁量」の 2 つの

ベクトルを使用する。   

 

表３：要求・指揮監督モデル 

（多） 

行 動 の

裁量 

 

（少） 

「あまり負荷

を受けない活

動」 

「積極的な活

動」 

「消極的な活

動」 

「強い負荷を

受けた活動」

（少）仕事に対する要求（多）

 

 表３で示すように 4 通りに分類されるが、

左上から右下に進むにつれて、健康に作用

する負荷が大きくなる。 

 仕事に対する要求が高いこと、たとえば

責任の度合いが高いことそれ自体に、危険

性があるわけではない。このような例とし

て、医師やパイロット、マネージャーの仕

事が指摘される。それに対して、責任の度

合いが高く、行動の裁量がわずかにしか認

められない場合（たとえば敗戦したら解任

されるサッカーの監督）には、適切でない

負荷がかかる。 

このことを踏まえて、心理的負荷に関す

る危険性評価では個々の要因に着目するの

ではなく、負荷要因となる危険な組み合わ

せを評価するという方法を採用している。 

３．２．３．３ プロセス 

 心理的負荷に関する危険性評価のプロセ

スは、基本的に危険性評価のプロセス（前

述３．２．２．１参照）にしたがうが、危

険な組み合わせが生じているか否かによっ

て、ステップ数が異なる（表５、表６参照）。 

まず、危険な組み合わせを表４に示す。 

 

表４：危険な組み合わせ 

労働の複雑性 ↑ 行動の裁量 ↓ 

時間の裁量 ↓ 

労働の中断 ↑ 

協働の必要性 ↑ 

労働の複雑性 ↓ 集中の必要性 ↑ 

行動の裁量  ↓ 責任の範囲 ↑ 

労働の中断 ↑ 

可変性   ↑ 

 

責任の範囲 ↑ 

労働の中断 ↑ 

集中の必要性 ↑ 

可変性   ↓ 集中の必要性 ↑ 

時間の裁量  ↓ 

 

責任の範囲 ↑ 

労働の中断 ↑ 

集中の必要性 ↑ 

協働の必要性 ↑ 

責任の範囲 ↑ 

 

集中の必要性 ↑ 

協働の必要性 ↑ 

労働の中断  ↑ 

 

集中の必要性 ↑ 

協働の必要性 ↑ 

 

 危険な組み合わせが生じていない場合の

プロセスは、表５で示すように 3 つのステ

ップで行われる。 
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表５：心理的負荷に関する危険性評価の分

析プロセスⅠ 

①危険性の調査 職場の分析を行う。 

②危険性の評価 分析を評価し、危険な

組み合わせを検討す

る。 

⑤記録 記録し、記録結果を労

働安全部に保存する。 

 

 これらは、所定のフォームを用いて行わ

れる。 

それに対して、危険な組み合わせが見ら

れる場合には、表６のとおり、6 つのステ

ップとなる。 

 

表６：心理的負荷に関する危険性評価の分

析プロセスⅡ 

①危険性の調査 職場の分析を行う。 

②危険性の評価 分析を評価し、危険な

組み合わせを検討す

る。 

③措置への誘導 危険な組み合わせに対

しては、原則として心

理的負荷を除去ないし

克服するための措置に

導く。 

④措置の具体化 

⑤記録 記録し、記録結果を労

働安全部に保存する。 

⑥実効性の検証 措置の実効性を、検

討・評価する。 

 

 措置や実効性の検証にあたっては、個別

事例ごとに対応することになる。 

３．２．３．４ 役割 

３．２．４ 小括と補足 

 

３．３ ＩＧメタルによるアンチストレス

規則の提案 

３．３．１ 提案の背景と概要 

 ドイツ 大の産業別労働組合であるＩＧ

メタル（金属産業労働組合）は 2012 年に、

ア ン チ ス ト レ ス 規 則 （ Anti-Stress- 

Verordnung、正式名称は、職場における心

理的負荷による危険からの保護のための規

則）を提案した。ＩＧメタルが提案を行っ

たのは、職場における心理的負荷により精

神疾患に罹患する労働者が増加しているに

もかかわらず、危険物質や騒音などについ

ては各規則が存在しているのに対して、そ

のような規則が心理的負荷の問題について

は存在せず、そのため使用者がいかなる労

働保護措置をとるべきかが、明らかにされ

ていないことによる。 

 規則案は、労働科学における現在の議論

状況を踏まえて作成された。たとえば、規

則案で挙げられた危険要素（仕事の課題、

労働体制など）は、ドイツ労働保護共同戦

略の「危険性評価と文書化」のガイドライ

ンや「危険性評価ポータル」に依拠してい

る。また、労働保護法 18 条は、法規則に

よって、特定の危険領域に対する要請をよ

り詳細に具体化することを認めているが、

この規則案は同条による法規則を想定して

おり、それゆえ労働保護法の適用領域に相

応するように作成されている。 

 アンチストレス規則の提案は、労働保護

法の下位規範である規則の制定に向けた、

労働組合の行動とみることができる。 

 規則案は、総則（第 1 条、第 2 条）、使

用者の義務（第 3 条～第 5 条）、危険要素

の基準（第 6 条～第 10 条）、組織（第 11
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条）、罰則（第 12 条）から、構成されてい

る（３．３．２参照）。 

３．３．２ 規則案（試訳） 

第１条 目的、適用範囲 

１項 この規則は、労働時の心理的負荷に

よる危険から就業者を保護するためのもの

である。労働保護法上、健康は、就業者が

身体的および精神的に侵害されないことを

意味する。それゆえ、予防のための措置は、

身体的および精神的健康の保護と関わる。

労働保護法第 2 条に基づき、保護措置は、

労働の人間的形成を含む。 

２項 本規則の適用範囲は、労働保護法の

適用範囲に相応する。 

 

第２条 概念規定 

１項 心理的負荷の概念は、外部から接近

して人に作用する影響、すなわち、人の認

識的、情報処理的、感情的な事象を引き起

こすものと、表される。労働保護法第 4 条

第 1 号にいう危険は、労働による心理的な

影響が就業者の生命や健康に損害を及ぼし

うる場合にあるとされる。 

２項 労働による危険は、とくに 

１．仕事の課題、 

２．労働体制、 

３．社会的条件、 

４．職場や労働環境の条件、ならびに 

５．労働時間 

の形成が不十分であることから、生じうる。 

 

第３条 使用者の基本的義務 

１項 使用者は、労働時の心理的負荷によ

る危険を回避するために、必要な労働保護

措置をとるべき義務を負う。回避できない

場合には、使用者は危険を 小限にするべ

き義務を負う。 

２項 就業者の健康と安全を保障するため

に、とくに仕事の課題、労働体制、社会的

条件、職場や労働環境の条件ならびに労働

時間は、心理的負荷による危険を回避する

べく、労働科学の根拠ある知見にしたがい、

工学、産業医学、衛生学の立場に立って、

形成される。それに際し使用者は、本規則

第 11 条により示された規定と知見を守ら

なければならない。これらの規定や知見を

遵守するには、通常、この規則の要求を履

行することから始まる。就業者の健康の保

護が、少なくとも匹敵する方法による他の

措置により保障される場合には、これらの

規定や知見によらなくてよい。 

３項 適切な保護措置を選択するにあたっ

ては、労働保護法第 4 条の序列が考慮され

る。 

４項 就業者の労働能力が、労働生活の期

間にわたり、すなわち法定の年金受給年齢

に到達するまで保持されるよう、使用者は

必要な措置を採るべき義務を負う。労働条

件は、加齢や年齢に適合するように形成さ

れる。 

５項 各就業者の年齢グループにおける特

有の能力と需要は、労働体制や労働時間の

形成においてとくに考慮される。 

 

第４条 危険性評価 

１項 使用者は、労働保護法第 5 条の危険

性評価を行うことにより、いかなる労働保

護措置が心理的負荷の回避ないし 小化の

ために必要であるかを確かめなくてはなら

ない。その際とくに〔本規則〕第 6 条から

第 10 条までに挙げた危険要素が考慮され

なくてはならない。使用者は危険性評価の
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結果に適合するよう、工学、産業医学、衛

生学にしたがった保護措置を決定しなくて

はならない。その他の労働科学の根拠ある

知見が、考慮される。 

２項 使用者は、危険性評価が専門的知識

に基づき遂行され、適切な方法で就業者が

関与することを保障しなくてはならない。

使用者自身が相応する知識を有さない場合

には、使用者は専門的助言を求めなくては

ならない。 

３項 使用者は、就業者数に関わりなく就

労前に、危険性評価を文書にしなくてはな

らない。当該文書には、職場において生じ

うる危険と第 1 項により講じられるべき措

置が、記載される。さらに文書には、必須

の記述、とくに把握の方法、個別の危険要

素の評価ならびに調査時期が、含まれてい

なくてはならない。実効性の検証も同様に

文書にされる。 

４項 危険性評価は、とくに次の場合に再

び実施される、ないしは適応される。 

１．本規則第 6 条から第 10 条までにした

がい条件が変更される場合、ならびに 

２．就業者が根拠に基づき苦情を申し立て 

た場合。争いがある場合に使用者と就 

業者の利益代表者は、これについて意 

見の一致が得られるよう、目指す。 

 

第５条 教示 

１項 使用者は、労働による心理的負荷の

危険について就業者にその労働時間中に、

十分かつ適切に教示しなければならない。

教示には、とくに就業者の職場や任務の範

囲にあわせられた指示と説明を含む。教示

はさらに、そこにあった労働による心理的

負荷の危険とそこでとられた労働保護措置

と関係するものでなくてはならない。教示

は、採用時、労働の範囲を変更する時、新

材料・新技術を導入する時、ならびに労働

体制を変更するときに、就業者が就労する

前になされなくてはならない。教示は、危

険性評価に適合するものであり、相当の間

隔で繰り返しなされなくてはならない。 

２項 労働者派遣においては派遣先が、第

1 項の教示義務を負う。派遣先は、自身に

労務を譲渡する者の資格と経験を考慮して

教示しなくてはならず、そのために派遣先

事業所の利益代表者に対して相応する証明

を行わなくてはならない。派遣元が負うそ

の他の労働保護義務ならびに利益代表者の

共同決定権は影響を受けない影響しない。 

３項 使用者は、教示の内容、形式、期間

につき、文書にしなくてはならない。 

 

第６条 仕事の課題に関する評価基準と形

成基準 

１項 就業者の仕事の課題は、危険性評価

の枠内で評価される。仕事の遂行は、健康

に有益でなくてはならない。本規則第 3 条

および第 4 条にしたがった危険性評価と措

置の決定の際には、とくに第 2 項から第 7

項までの要求が考慮される。 

２項 仕事の課題は、就業者がその能力と

技能を維持・拡充できるよう形成されなけ

ればならない。 

３項 仕事の課題の遂行は、質的に過少な

要求をもたらすものであってはならない。

それは資格を要求し促進するものでなくて

はならない。 

４項 仕事の課題の遂行は、質的に過大な

要求をもたらすものであってはならない。

個人の労働能力は、適切な格付け措置によ
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り変化する労働の要求にあわせられる。 

５項 労働ノルマは、労働の人間的形成に

際し労働生活の期間に健康の侵害をもたら

さないよう形成される。 

６項 中高年就業者の労働能力の変化は、

仕事の課題の形成の際に考慮される。労働

の要求ないし労働の課題により生じうる危

険は、加齢により変化する労働能力を考慮

して評価される。健康上一時的ではなく就

業が制限される就業者についても、同じで

ある。 

７項 仕事の課題についての評価基準と形

成基準はとくに、 

１．仕事の完全性／過少要求の回避 

２．権限と責任の明確化 

３．適宜かつ十分な情報 

４．時間面・内容面での仕事の裁量 

５．質的・量的な過大要求の回避 

６．適切な協力／専門的・社会的コミュニ

ケーション 

７．見通しの良さと影響可能性 

８．過度な感情的要求の回避 

９．身体的変化 

１０．資格の利用・拡充 

をいう。 

 

第７条 労働体制に関する評価基準と形成

基準 

１項 労働体制は、危険性評価の枠内で評

価される。労働体制は、それが就業者の健

康に有益であるよう、形成される。本規則

第 3 条および第 4 条にしたがった危険性評

価と措置の決定の際には、とくに第 2 項か

ら第 8 項までの要求が考慮される。 

２項 労働の進行は、就業者に適切な行動

の裁量があるように、組織される。労働の

進行における妨害は、技術的かつ組織的可

能性の枠内で回避される。 

３項 時間間隔と結びついた労働工程に際

し、工程間隔は健康に有益である長さを下

回ってはならない。 

４項 強制制御された労働（流れ作業、時

間間隔の工程）に際し、技術上もしくは組

織上の措置により、就業者に裁量が与えら

れていなくてはならない（たとえば、緩衝

器、休息時間）。 

５項 プロジェクト形式で組織されている

労働の進行は、危険性評価に含められる。

労働の進行の大部分が第三者によって定め

られる場合（たとえば、外勤時の顧客の要

求）も、同じである。 

６項 労働リズム（「仕事のパターン」）は、

健康に有益で、社会的に分配された労働時

間と休憩時間の断続連続を可能にしなくて

はならない（現代のコミュニケーションツ

ールによって常に連絡可能である状態には

ないこと、呼出待機、出張）。 

７項 中高年就業者の労働能力の変化は、

労働体制の際に考慮される。労働の進行な

いし労働体制により生じうる危険は、加齢

により変化する労働能力を考慮して評価さ

れる。健康上一時的ではなく就業が制限さ

れる就業者についても、同じである。 

８項 労働体制の形成についての評価基準

と形成基準はとくに 

１．適切な行動の裁量／短い時間間隔の工

程の回避 

２．労働時間と休憩時間の明白な分別 

３．個人に対する労働の要求と事業上の進

行の一致（進行の連関、情報の流れ、

フィードバック） 

４．期待される労務水準とそれが実現され
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るための条件（組織上、技術上） 

５．全労働時間にわたる労働総量のバラン

ス 

６．妨害や中断（技術上の理由による中断

頻繁な製造転換、下請業者の期限の不

遵守、人員不足）の回避 

７．透明性と予見可能性 

をいう。 

 

第８条 社会的関係に関する評価基準と形

成基準 

１項 就業者が仕事を行う際の社会的関係

は、危険性評価の枠内で評価される。社会

的関係は、それが就業者の健康と健康な状

態に有益であるよう、形成される。本規則

第 3 条および第 4 条にしたがった危険性評

価と措置の決定の際には、とくに第 2 項お

よび第 3 項からの要求が考慮される。 

２項 〔他の〕就業者、上司や第三者（た

とえば顧客）との社会的関係は、それが仕

事の課題の履行に有益であり、就業者の心

理的もしくは社会的侵害が回避されるよう、

形成される。 

３項 適切な社会的関係の形成についての

評価基準と形成基準はとくに 

１．共同して作業する者の管理について、

上司に必要とされる資格 

２．適切な管理行為（コミュニケーション

や決定過程への参加、支援、十分な情

報と透明性、フィードバック、尊重、

社会的対立の統制） 

３．計画・決定過程への組入れ 

４．十分な社会的接触 

５．事業所の環境（人的受容性、従業員間

の敬意をもった付き合い） 

６．労務管理による職業上の発展可能性 

をいう。 

 

第９条 職場や労働環境の条件に関する評

価基準と形成基準 

１項 就業者の職場や労働環境の条件は、

心理的労働負荷の要因としてもまた、危険

性評価の枠内で評価される。職場や労働環

境の条件は、それが就業者の健康と健康な

状態に有益であるよう、そして労務遂行を

助長するよう、形成される(*)。本規則第 3

条および第 4 条にしたがった危険性評価と

措置の決定の際には、とくに第 2 項および

第 3 項からの要求が考慮される。 

２項 情報の記録と加工および目標到達の

ために求められる仕事の結果に必要とされ

るコミュニケーションが、職場や労働環境

の条件が不利であることにより、侵害され

てはならない。 

３項 労務遂行時の十分に形成されていな

い材料や適切でない姿勢による障害は、回

避される。 

４項 職場や労働条件の形成についての評

価基準と形成基準はとくに 

１．低い音圧レベル 

２．健康によい室内環境 

３．十分な自然光と適切な人工照明 

４．単調で変化のない環境条件の回避 

５．十分な空間幅 

６．人間工学に基づくソフトウェア 

７．情報が明確に示され、材料の警告が目

立っていること 

をいう。 

（*）職場や労働環境の形成にかかる要求は、

通常、職場規則の対象であるので、第９条

は両規則間で同期調整されなくてはならな

い。 
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第１０条 労働時間の形成に関する評価基

準と形成基準 

１項 就業者の労働時間は、危険性評価の

枠内で評価される。労働時間は、それが就

業者の健康に有益であり再生を促すよう、

形成される。本規則第 3 条および第 4 条に

したがった危険性評価と措置の決定の際に

は、とくに第 2 項から第 4 項までの要求が

考慮される。 

２項 人間工学的に形成されたものでない

労働時間による、持続的な心理的疲労なら

びに人間の労務能力への過大な要求は、回

避される。実際の労働時間の長さや労働時

間内の形成（状況と分配、休憩の形成）は、

とくにその時々の仕事の課題や労働体制の

方式との相互作用において、その健康に対

する危険が評価される。 

３項 中高年就業者の労働能力の変化は、

労働時間の形成の際に考慮される。労働時

間の状況と分配により生じうる危険は、加

齢により変化する労働能力を考慮して評価

される。健康上一時的ではなく就業が制限

される就業者についても、同じである。 

４項 労働時間の形成についての評価基準

と形成基準はとくに 

１．上限 8 時間の規則的な日々の労働時間 

２．規則的な労働時間の上限を超える場合

の、負荷と関係する時間の調整 

３．負荷に対して適切な休憩の形成 

４．人間工学的なシフトプランの形成 

５．週末の休みが十分にあること 

６．フレックス労働時間制による生物学

的・社会的シンクロの欠落の回避 

をいう。 

 

第１１条 労働時の心理的負荷に関する委

員会 

１項 連邦労働社会省に、次の専門的知識

を有する者から構成される、労働時の心理

的負荷に関する委員会を、設置する。 

民間使用者を代表する者 ２名 

公務使用者を代表する者 １名 

この規則を所轄する州官庁を代表する

者 ３名 

労働組合を代表する者 ３名 

労災保険者を代表する者 ３名 

専門的知識を有する者、とくに学識者 

３名 

２項 連邦労働社会省は、それぞれの団体

や機関の提案に基づき、委員会の構成員お

よび各構成員につき１名の代理人を、任命

する。委員会は、運営規則に服し、委員会

の中から議長を選出する。 

３項 委員会は、次のことを任務とする。 

１．労働時の心理的負荷による危険を回避

もしくは軽減するのに資する、工学、

産業医学、衛生学に適合する規定、そ

の他の学問的知見を確認すること、 

２．この規則により示された要求をいかに

履行しうるかについての規定を公表す

ること、ならびに 

３．心理的負荷の問題について、連邦労働

社会省に助言すること。 

委員会は任務を行うにあたり、労働保護法

第 4 条の労働保護にかかる一般原則を尊重

しなければならない。委員会の労働計画は、

連邦労働社会省との間で調整される。委員

会は、連邦労働社会省における他の委員会

と緊密に共働する。 

４項 連邦労働社会省は、委員会により確

認された規則を共同官庁機関紙により公表
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することができる。 

５項 連邦省庁ならびに所轄の 上級の州

官庁は、委員会会議に代表者を出席させる

ことができる。申出により、会議での発言

が許される。 

６項 委員会の職務は、連邦労働安全衛生

所が担当する。 

 

第１２条 罰則、秩序違反行為 

１項 労働保護法第 25 条第 1 号の秩序違

反が問題となるのは、故意または過失によ

り、 

１．第 4 条に反して、正確に、完全に、も 

しくは適宜に、危険性評価を文書にし 

ない、 

２．第 5 条に反して、就業者に適切な教示 

を行わない、 

３．第 6 条から第 10 条までに反して、労 

働時の心理的負荷による危険を回避も 

しくは軽減するための要求を、完全に、

また適切に行わない 

者についてである。 

２項 第 1 項に掲げた行為により故意に、

就業者の生命もしくは健康を危険にさら

した者は、労働保護法第 26 条第 2 号によ

り罰せられる。 

３．３．３ 小括と補足 

 規則案は、労働時の心理的負荷による危

険から就業者を保護することを目的とする

ものである。そのために、使用者に、必要

な労働保護措置をとること、危険性評価を

行いそれを文書にすること、危険について

就業者に教示することを、義務づけようと

するものである。労働による危険要素は多

面にわたるが、その中でもとくに重要と考

えられるものの 1 つが、労働時間と自由時

間の分別である（規則案 7 条 6 項参照）。

スマートフォン（規則案では、現代のコミ

ュニケーションツール）での応対を、常時

（終業後や休日にも）求められるような状

態は、就業者に大きなストレスを与えるも

のであり、就業者はそのような危険から保

護されなくてはならないと考えられている。 

 規則案は、労働保護法の下位規範である

規則の制定提案ともいえる。いくつかの州

政府・州労働相は、規則案を支持する立場

を示している。 

 使用者団体は、この規則案に明確に反対

の見解を示している。使用者団体は、労働

保護法は心理的負荷の問題もカバーしてい

る、すなわち既存の法制は職場における心

理的負荷の問題に対応できており、規則案

は不要であるとする。また、規則案では心

理的負荷がすべて仕事上の領域における問

題であるかのようにとらえているが、心理

的負荷の原因は仕事以外の領域にも多くあ

り、規則案の理解では狭すぎるとする。 

 規則案は、使用者側の強硬な反対のため

実現は困難であると思われていたが、地方

選挙での社会民主党や緑の党の勝利により、

連邦参議院における勢力関係に変化が生じ

たことを受けて、社会民主党がアンチスト

レス規則の実現をめざす姿勢を明らかにし

た。連邦労働相も職場における心理的負荷

の問題への対応の必要を述べており、2013

年 1 月には公労使のトップ会談が開かれた。

労使による共同声明が予定されていたが、

使用者側は共同声明へのサインを拒否し、

なおも反対の立場を維持している。 

 

４ 障害者法制 
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４．１ 障害者差別禁止法制 

４．１．１ 障害を理由とする差別の禁止 

 ドイツでも憲法において法の下の平等が

明記されている（基本法 3 条）。同条 3 項

は差別禁止事由を列挙するが、第 1 文で性

別、血統、人種、言語、故郷および門地、

信仰、宗教的ないし政治的な見解が、第 2

文で障害が挙がっている。障害は、第 1 文

に挙げられた他の差別禁止事由と異なり、

不利益な取扱いのみが禁止される。すなわ

ち、有利な取扱いを排除するものではない。

障害について定める第 2 文は、1994 年の

改正により追加された。 

 憲法上の差別禁止の理念は、個別の立法

によって具体化されている。2002 年制定の

障 害 者 同 権 法 （ Behindertengleich- 

stellungsgesetz）は、障害者に対する不利

益取扱いを排除・防止し、障害者が障害を

持たない者と同等に社会生活に参加するこ

との保障を、法目的とする。この法目的実

現のために、バリアフリーの生活領域を創

成することが、同法の核心である。同法上

の障害者は、身体的機能、知能もしくは精

神的な健康状態が、高い蓋然性で 6 カ月以

上、その年齢に典型的にみられる状態から

逸脱しており、それゆえ社会生活への参加

が妨げられる者をいう（障害者同権法 3 条）。

この定義は、社会法典第 9 編（障害者のリ

ハビリテーションおよび参加）2 条の障害

者の定義にしたがったものである。 

 障害者同権法の射程は連邦の公的領域に

おける不利益取扱いを禁止するものであり、

基本的に連邦および連邦政府を拘束するに

とどまるに基本的に限定される。そのため

連邦各州は、障害者同権法類似の、あるい

は独自の州同権法を制定している。 

 障害者差別禁止法制としてもう 1 つ重要

なのが、2006 年制定の一般平等取扱法

（Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz）

である。同法は包括的な差別禁止法であり、

人種もしくは民族的背景、性別、宗教もし

くは世界観、障害、年齢または性的志向を

理由とする不利益取扱いの防止と排除を目

的とする。同法は労働関係のほか（一般平

等取扱法 6 条以下、後述４．１．２参照）、

民法上の債務・取引関係にも適用される（一

般平等取扱法 19 条以下）。 

 ドイツの障害者差別禁止法制の歴史は、

比較的新しいが、それはドイツの障害者施

策の重点が、障害者が置かれている状況、

不利益に配慮した雇用確保措置にあったた

めである（その典型が割当雇用制度である、

後述４．２．２参照）。1994 年の基本法改

正により差別禁止アプローチも併用される

ようになるが、実際に差別禁止法制の契機

となったのはＥＵの雇用平等指令であった。 

４．１．２ 労働関係における障害を理由

とする差別の禁止 

2001 年に制定された社会法典第 9 編は、

重度障害者に対する使用者の義務を定めて

いる。その 1 つが重度障害を有する就業者

に対する障害を理由とする不利益取扱いの

禁止である（社会法典第 9 編 81 条 2 項 1

文）。同条の不利益取扱い禁止は重度障害者

に限定されていることから、ＥＵの雇用平

等指令の国内法化としては不十分であると

考えられていた。2006 年制定の一般平等取

扱法において、不利益取扱いの内容が詳細

に規定された。また、禁止の対象がすべて

の障害者に拡大した。社会法典第 9 編 81

条 2 項の差別禁止規定は現在も削除されず

に残っているが、その内容や救済方法は一
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般平等取扱法の規定にしたがう。 

以下では、労働関係における障害を理由

とする差別にしぼって、一般平等取扱法の

内容を概説する。 

一般平等取扱法では、障害者や障害の定

義を行っていないが、社会法典第 9 編や障

害者同権法の定義と同じであるとされる。

すなわち、身体的機能、知能もしくは精神

的な健康状態が、高い蓋然性で 6 カ月以上、

その年齢に典型的にみられる状態から逸脱

しており、それゆえ社会生活への参加が妨

げられる状態が、障害である。6 カ月以上

逸脱している状態にあること、すなわち継

続性（永続性）が求められており、この点

で疾病と区別される。 

障害者に対する不利益取扱いが禁止さ

れるのは、募集・採用、配置・昇進にかか

る選択基準や雇用条件、賃金や解雇事由を

含む労働条件、職業教育、社会保障その他

社会的給付、教育、住宅を含む福利サービ

スなど（一般平等取扱法 2 条 1 項）、労働

関係全般である。禁止される態様は、直接

的不利益取扱い（直接差別）、間接的不利益

取扱い（間接差別）のほか、ハラスメント、

セクシュアルハラスメント、不利益取扱い

の指示である（一般平等取扱法 3 条）。 

もっとも、遂行される職務の種類や職務

遂行の条件ゆえに本質的かつ重要な職務上

の要請がある場合には、目的が正当であり

要請が適切であるかぎりで、障害を理由と

する異なる取扱いが許容される（一般平等

取扱法 8 条 1 項）。 

禁止される不利益取扱いに該当する約

定は無効である（一般平等取扱法 7 条 2 項）。

禁止される不利益取扱いは、契約上の義務

の侵害にあたる（一般平等取扱法 7 条 3 項）。

また禁止される不利益取扱いにつき、義務

違反の責を負う使用者は、損害賠償責任を

負う（一般平等取扱法 15 条 1 項）。一般平

等取扱法を根拠とする採用請求権や昇進請

求権は否定されている（一般平等取扱法 15

条 6 項）。 

 一般平等取扱法は包括的な差別禁止法で

あり、そこに障害者も組み入れられている。

しかしそれは、一般的な差別禁止と積極的

な差別是正措置にとどまり、障害者保護独

自の規定、たとえば使用者に合理的配慮を

求めるような規定が置かれているわけでは

ない。それに相応する規定は社会法典第 9

編にある（後述４．２．２参照）。すなわち

ドイツでは、基本法改正やＥＵの雇用平等

指令により障害者法制において差別禁止ア

プローチがとられるようになってはいるが、

障害者の雇用にかかる措置や保護は、障害

者雇用法制（社会法典第 9 編）により実現

されている。 

 

４．２ 障害者雇用法制（未了・次年度） 

４．２．１ 社会法典第 9 編の対象 

社会法典第 9 編は、「第 1 部 障害者お

よび障害者となるおそれのある者について

の規定」と「第 2 部 重度障害者の参加に

関する特別規定（重度障害者法）」から構成

される。同法には、障害者に対するリハビ

リテーション、労働生活参加のための給付、

社会生活参加のための給付等に加え、障害

者の参加に関する規定がおかれている。 

繰り返しになるが、同法上の障害者は、

身体的機能、知能もしくは精神的な健康状

態が、高い蓋然性で 6 カ月以上、その年齢

に典型的にみられる状態から逸脱しており、

それゆえ社会生活への参加が妨げられる者
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をいう（社会法典第 9 編 2 条）。障害の程

度の認定は、10 ごとの単位で、20 から 100

の間でなされ（社会法典第 9 編 69 条）、障

害の程度が 50 以上の者が重度障害者とな

る。障害の程度が 30 もしくは 40 の者は一

定の要件のもとで重度障害者と同等に取り

扱われる（社会法典第 9 編 2 条）。 

 同法第 2 部の対象となるのは、重度障害

者ならびに重度障害者と同等に取り扱われ

る者（以下、重度障害者等とする）である

（社会法典第 9 編 68 条 1 項）。重度障害者

と同等に取り扱われる者となるには、障害

者が連邦雇用エージェンシーによる確認を

得なくてはならない（社会法典第 9 編 68

条 2 項）。 

４．２．２ 重度障害者等にかかる使用者

の義務 

社会法典第 9 編第 2 部では、重度障害者

等の雇用に関して、使用者にさまざまな義

務を課している（社会法典第 9 編 71 条以

下）。  

第 1 に、割当雇用制度である（社会法典

第 9 編 71 条）。20 以上の雇用ポストを有

する使用者は、少なくともその 5％につい

て重度障害者等を雇用しなければならない。

その際、とくに女性障害者に配慮するもの

とする。例外として、雇用ポストが 40 未

満の使用者は 1 名、60 未満の使用者は 2

名の重度障害者等を雇用すれば足りる。雇

用率を達成できない使用者には、調整金の

支払が義務づけられる（社会法典第 9 編 77

条）。調整金の額は雇用率に応じて定められ

ており、雇用ポスト 1 つにつき 105 ユーロ

（達成雇用率 3％以上）、180 ユーロ（同 2％

以上 3％未満）もしくは 260 ユーロ（同 2％

未満）である。調整金制度は、使用者に重

度障害者等の雇用を喚起するとともに、使

用者間でのコスト調整としての機能がある。 

 第 2 に、使用者は、雇用ポストに空きが

出た場合に、重度障害者等、とくに雇用エ

ージェンシーに求職登録をしている失業中

のもしくは求職中の重度障害者等を、雇用

できるか否かを審査すべき義務を負う（社

会法典第 9 編 81 条 1 項）。審査にあたり使

用者は、重度障害者代表者を参加させ、意

見を聴取することが義務づけられる。同条

は使用者に審査義務を課すにとどまり、雇

用を義務づけられるわけではないが、審査

過程に重度障害者代表者を参加させること

によって、雇用ポストについての適性があ

る重度障害者等の雇用可能性は大きくなる。

さらに割当雇用制度における雇用義務を果

たしていない使用者の決定に関し、重度障

害者代表者等の同意が得られない場合には、

使用者はなぜそのように決定したかの理由

を説明しなければならない。このように法

は、使用者が形式的に審査をするだけでは

なく、真摯に実質的な審査をすることを、

強く求めている。 

 第 3 に、使用者は適切な措置により、少

なくとも所定の雇用ポスト数について、可

能な限り持続的に障害者に適合した雇用を

見つけることができるよう取り計らう（社

会法典第 9 編 81 条 3 項）。これが合理的配

慮に相応する。具体的には、重度障害者等

は使用者に対して、自己の能力と知識に適

した就労、事業所内での職業教育措置の優

先的な考慮、事業所外の職業教育参加のた

めの便宜供与、障害にあった職場の設置と

維持、技術的な援助を含む職の形成を、使

用者に求める権利を有しており、それに対

応して使用者は義務を負う（社会法典第 9
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編 81 条 4 項）。もっともこれらにより使用

者にとって予期できない、あるいは不相当

な費用を使用者に課すような場合には、請

求権は否定される。 

第 4 に、使用者が重度障害者等を解雇す

る場合には、事前に統合局の同意を得なく

てはならない（社会法典第 9 編 85 条）。こ

の手続きにおいても、重度障害者代表等が

関与する。 

 このように、重度障害者等については労

働生活参加のための状況が整えられている

が、それを経済的に支えるものとして、雇

用率を達成できない使用者の調整金を財源

とする、統合局からの給付がある（社会法

典第 9 編 102 条 3 項）。これは、重度障害

者等に対する、技術的な労働上の援助（た

とえば特別な眼鏡、特別な補装具）や通勤

支援（たとえば自動車購入補助）、住居改修

などに関する給付と、使用者に対する、重

度障害者等の職場や教育訓練の場の整備な

どに関する給付とがある。このような給付

のほかに、社会法典第 9 編第 1 部に基づく

給付があり、使用者に対する給付としては、

リハビリテーション機関による訓練助成金、

編入助成金、事業所内の労働上の援助に対

する手当、有期試用就業手当がある（社会

法典第 9 編 34 条）。 

以上述べてきた制度は障害の種別を問

うものではないので、精神障害者にも適用

されるが、精神障害者についてこれらの制

度がどれほど機能しているかは、文献調査、

訪問調査のいずれによっても把握できなか

った。精神保健のテーマについては、むし

ろ次に述べる事業所編入マネージメントが

きわめて重要であることが、訪問調査から

明らかになった。 

４．２．３ 事業所編入マネージメント 

４．２．３．１ 事業所編入マネージメン

トの位置づけと意義 

 事業所編入マネージメントは、社会法典

第 9 編において、予防として位置づけられ

ている（社会法典第 9 編 84 条）。同条 1 項

は使用者に、雇用関係を脅かすおそれのあ

る人物・行動や企業に原因のある問題を除

去し、雇用関係を維持するような支援等を

検討することを義務づけている。同条項は、

重度障害者等の雇用関係を維持するために

必要な予防対策をするよう使用者に義務づ

ける。 

事業所編入マネージメントの規定は、

2004 年に同条 2 項に追加された。これは、

一定の労働不能の状態にある就業者が、新

たな労働不能に陥ることなく、雇用関係を

維持できるよう、使用者に予防対策を求め

るものである。同条項の対象は重度障害者

等に限定されておらず、障害の有無にかか

わらず、該当するすべての就業者に適用さ

れる。 

同条 2 項の規定は、次のとおりである。

「就業者が、１年間に中断することなくも

しくは繰り返して、6 週間を超えて労働不

能である場合に、使用者は第 93 条に基づ

く管轄の利益代表者ならびに、重度障害者

については重度障害者代表者と、当該者の

同意と関与のもとで、どうすれば労働不能

ができるだけ克服されるのか、そしてどの

ような給付や支援によって新たな労働不能

を防ぎ、雇用ポストを維持できるのか、そ

れらの可能性を明らかにする（事業所編入

マネージメント）。必要であるならば、工

場医もしくは産業医の助言が求められる。

当該者もしくはその法定代理人にはあらか
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じめ、事業所編入マネージメントの目的な

らびに、そのために収集・使用されるデー

タの種類と範囲が示される。労働生活に参

加するための給付やそれに伴う支援が問題

となる場合に、地域の共通サービス機関、

もしくは重度障害の就業者については統合

局の助言が使用者により求められる。これ

らは、必要な給付もしくは支援が遅滞なく

申請され、第 14 条第 2 項第 2 文の期間内

に履行されるよう努める。第 93 条に基づ

く管轄の利益代表者ならびに、重度障害者

については重度障害者代表者は、説明を求

めることができる。これらの代表者は、こ

の規定により課せられた義務を使用者が履

行するよう、監視する。」 

さらに同条 3 項は、「リハビリテーショ

ン機関と統合局は、事業所編入マネージメ

ントを導入する使用者に報奨金もしくは奨

励金による助成を行うことができる。」と規

定する。 

このような規定が設けられた背景には、

次のような事情があった。疾病、とくに慢

性疾病は、労働者の労働不能（欠勤）を引

き起こすことがある。なかでも労働不能（欠

勤）日数の増加は、長期疾病（6 週間を超

えて労働不能をもたらす疾病）が大きな原

因となっている。長期疾病が悪化すると障

害の状態に至ることもある。実際に障害の

原因の 8 割以上は疾病が原因である。さて、

労働者の労働不能の期間が長くなると、医

療保険者や事業所の負担は大きくなる。疾

病による労働者の欠勤についてはじめの 6

週間は使用者が賃金を継続支払いし、その

後は医療保険が傷病手当金を支給する。労

働者の労働不能は生産力の低下につながり

市場に悪影響をもたらす。そのため、長期

疾病労働者は労働市場から排除されやすく

なる。長期疾病労働者は疾病を理由に解雇

されるかもしれないが、再就職にも困難が

予想される。そうなると、その後の生活は、

失業手当を受給するか、あるいは早期年金

を受給するか、いずれにせよ社会保障給付

に頼らざるを得なくなるであろう。このよ

うな事態は、国・社会にとって、将来の労

働力の減少と社会保障システムにかかる負

担という問題をかかえることになる。もち

ろん、長期疾病者が労働市場から排除され

社会保障給付に依存することなく、そして

何よりも健康に生活できることが望ましい

ことはいうまでもない。そこで、労働者の

健康改善強化のための措置が検討された。 

４．２．３．２ 関係当事者 

４．２．３．３ プロセス 

４．２．３．４ 事例研究書に見る実例 

４．２．３．４．１ ベルリン市清掃局に

おける事業所編入マネージメントの例２２ 

４．２．３．４．１．１ 前提事実 

 ベルリン市清掃局は、地方公共団体の廃

棄物処理を行う企業として、ドイツ 大の

ものである。当時の従業員数は 5,300 人で、

従業員の平均年齢は 46 歳であり、従業員

の半数以上が 50 歳を超えている。従業員

の疾病罹患状況は、守衛や清掃員といった

職で相対的に多く見られ、管理部門では少

ない。 

 Ｘ氏は 40 歳代半ばの男性で、廃棄物処

理部門で長年ごみ回収に従事している。こ

れまで健康であったが、 近 2 年くらいか

ら疾病に罹患するようになった。それは背

中や脚の痛みであり、当初は投薬で抑えら

れていたが、次第に欠勤を要するほどに症

状が悪化した。そのようななか、Ｘ氏は仕
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事や同僚に対する喪失感を持つようになり、

こうした精神的な問題が、Ｘ氏に長期の労

働不能という事態をもたらした。 

４．２．３．４．１．２ 事業所編入マネ

ージメント 

 Ｘ氏がふたたび数週間の療養を必要とす

る旨の診断を受けた後、Ｘ氏は、Ｘ氏が事

業所編入マネージメントに参加できるとの

使用者からの申し出を、手紙で受け取った。

Ｘ氏は自分の健康状態にかかる問題を使用

者に知らせる必要があるのか、知らせるこ

とによりどのような不利益を受けるのか、

といった点に不安を持った。Ｘ氏は重度障

害者代表者に電話して相談し、統合チーム

と一緒に面談を受けることになった。 

 第 1 回目の面談は、前述の電話から 1 週

間後に行われた。面談にはＸ氏のほか、職

員代表者、重度障害者代表者、人事部職員、

産業保健スタッフが出席した。Ｘ氏はそこ

で、事業所編入マネージメントの目的と流

れや、Ｘ氏の個人的な情報や健康情報の取

扱いなどについて、説明を受けた。この面

談により、Ｘ氏は事業所編入マネージメン

トに積極的に参加することを決心した。 

 Ｘ氏は健康上の問題点を説明した。一方

統合チームも、職場の分析を行い、危険性

評価の結果をふまえると、ごみ回収業務に

おける特有の負荷がＸ氏の健康状態に悪影

響を及ぼすことが懸念された。重い負荷と

厳しい労働ノルマは新たな労働不能を引き

起こす可能性がある。Ｘ氏の労働能力が減

少していることから、配置転換が望ましい

とされた。さらに健康上の理由による事業

所内での配転にあたっては、産業医との相

談が必要であるとされた。 

 Ｘ氏に提案されたのは、ごみ箱修繕作業

場での業務であった。この作業場には労働

能力が減少した者に対する 45 のポストが

あった。業務や仕事の流れは、このような

就業者の労働能力にあわせたものになって

いる。Ｘ氏は同作業場で 初の 6 か月間は、

労働時間を短縮して働くことができた。 

 Ｘ氏はごみ箱修繕作業場に編入されたこ

とに、たいへん満足した。Ｘ氏は自分の労

働能力にあった仕事の責務を維持した。技

術上・人間工学上の職場の条件も、労働の

流れも、Ｘ氏の希望に沿うものであった。

収 入 は 低 下 し た が ２３ 、 養 生 職 場

（Schonbereich）でＸ氏は仕事への喜びを

感じ、意欲を持った。Ｘ氏は、上司が従業

員の個別の希望に理解を示したこと、重度

障害者代表者が毎週作業場を訪問しサポー

トしてくれたことを、高く評価している。

ごみ箱修繕作業場への編入後、Ｘ氏は労働

不能となる疾病を再発していない。 

４．２．３．４．１．３ 評価と問題点 

 Ｘ氏は従前の職場において重い身体的負

荷を受けており、そのことが精神面にも影

響し、長期の労働不能をもたらした。事業

所編入マネージメントに参加し、身体的負

荷の低い職場に配置転換されたことにより、

身体的負荷が軽減され、そのことが精神面

の安定にもつながった。この事案は、事業

所編入マネージメントの成功例であると評

価されている。 

 もっとも問題点も指摘されている。それ

は同社における年齢構成からすると、疾病

や労働不能を訴える従業員はこれからます

ます増加することが予想される。さらに清

掃業という業務には、特有な負荷の存在も

指摘されている。Ｘ氏のような事案が増加

しないよう、事業所編入マネージメント以
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前の段階での予防策が必要であると、捉え

られている。 

４．２．３．４．２ ミュンヘン施設局有

限責任会社における事業所編入マネージメ

ントの例２４ 

４．２．３．４．２．１ 前提事実 

 ミュンヘン施設局有限責任会社は、ミュ

ンヘン市とその周辺地域に公的サービスを

提供する企業である。同社の従業員は約

7000 名であり、その 80％以上が男性であ

る。男性従業員の平均年齢は 43 歳、女性

従業員の平均年齢は 41 歳である。男性従

業員の約3割、女性従業員の約4分の1は、

50 歳を超えている。従業員の 8％が、重度

障害者等であり、これは法定雇用率を大き

く上回る。同社は従業員の健康問題に熱心

に取り組んでおり、受賞歴もある。 

 Ｙ氏は 50 歳代半ばの男性で、同社に 30

年勤続している。Ｙ氏は仕事が気に入って

おり、事業所や同僚のことをよく知ってい

たし、同僚もＹ氏のことをよく知っていた。

ところが近年、Ｙ氏の行動に変化がみられ

るようになった。すなわち、Ｙ氏の飲酒習

慣が、ゆっくりと徐々に変化していった。

Ｙ氏は自分の飲酒量が通常の量を超えてい

ることをなんとなく認識していた。Ｙ氏は

同社のイントラネットで、事業所編入マネ

ージメントによる、反復的、長期の疾病罹

患者に対するサポートがあることを知った。

Ｙ氏は当初、自分が病気であるかわからな

かったが、アルコール依存症であることを

認識し、事業所編入マネージメントに参加

することにした。 

４．２．３．４．２．２ 事業所編入マネ

ージメント 

 情報提供ならびに相談のための面談は、

Ｙ氏の上司が手配した。Ｙ氏は自分の飲酒

習慣がしばしば職場に問題をもたらしてい

ることを認識していたので、事業所編入マ

ネージメントの申し出を受け入れた。Ｙ氏

は自分の依存症を上司に伝えるよい機会で

あると捉えていた。 

 上司との面談の結果、事業所のソーシャ

ルスタッフとのつながりができ、Ｙ氏は自

分のアルコール依存症について専門的サポ

ートが受けられるようになった。それによ

りＹ氏は、アルコールによる作用を受けた

自分の行動が職場を危険にさらすおそれが

あることを認識した。Ｙ氏は外部の依存症

支援機関訪問を約束し、そこでさらなるサ

ポートを受けることになった。 

 Ｙ氏はこのような事業所編入マネージメ

ントにたいへん満足している。Ｙ氏のアル

コール依存は病気として認識されたことに

より、具体的なサポートを受けることがで

きた。上司もソーシャルスタッフも外部の

支援機関スタッフも、Ｙ氏をサポートして

くれた。その結果、Ｙ氏は、職場や仕事内

容、仕事の流れを変えることなく、働くこ

とができている。 

４．２．３．４．２．３ 評価 

 Ｙ氏はアルコール依存傾向にあり、放置

していれば健康侵害の危険が生じた可能性

があった。同社では従業員に対して、事業

所編入マネージメントを含む健康問題に関

する情報提供がなされ、Ｙ氏がそれに反応

したことから、病状が深刻化する前にサポ

ートを受けることができた。配置転換や仕

事の軽減を行うことなしに、Ｙ氏の新たな

労働不能を避けることができた本事案は、

事業所編入マネージメントの成功例と評価

されている。 
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４．２．３．５ 個人情報の保護（未着手） 

４．２．３．６ 解雇との関係（未着手） 

４．２．３．７ 使用者に対する援助 

 事業所編入マネージメントは労務管理の

一部であり、それにかかる費用は当然に、

使用者が負担する。もっとも事業所編入マ

ネージメントの実施は、障害者の労働生活

への参加促進ともなりうるので、リハビリ

テーション機関や統合局などからの給付が、

使用者、あるいは就業者に対して直接、行

われる（社会法典第 9 編 33 条、34 条、前

掲４．２．２参照）。 

 事業所編入マネージメントに独自のもの

として、リハビリテーション機関や統合局

からの報奨金ないし奨励金がある（社会法

典第 9 編 84 条 3 項）。報奨金が金銭支給で

あるのに対し、奨励金は社会保険料の減額

である。奨励金は、労災保険や医療保険の

一部で実施されている。 

 報奨金や奨励金は使用者に金銭面でのイ

ンセンティブを与えるものであるが、法律

上は「できる」規定であるうえ、法律上支

給基準が定められておらずリハビリテーシ

ョン機関や統合局の裁量に委ねられている。

さらに予算の制約もあることから、十分に

実施されているとはいえない。統合局と中

央福祉センターを構成員とする作業チーム

は統一的な支給基準を定めて、その使用を

推奨している２５。同基準によれば、報奨金

は 高 2 万ユーロとされている。 

４．２．３．８ 小括と補足 

 

５．民事上の解決（未着手、次年度） 

 

ＤおよびＥ．考察および暫定的結論 

 ドイツにおいて、産業精神保健法制度と

いう枠組みが確立しているとは言い難い。

産業精神保健へのニーズや関心が高まって

いるものの、独自の法制度を樹立するので

はなく、既存の労働安全衛生法制の枠組み

の中で制度が実施されている。 

 またドイツでは従来から、疾病労働者の

労働不能（欠勤）が重要な関心事であった。

疾病労働者に対する手厚い保障を行う一方

で、使用者も国も、いかにして労働者の健

康を保持するかに苦慮してきた。長期疾病

罹患者や障害者の労働生活への参加を促す

ことは、これらの者が社会から疎外されな

いようにするためでもあるが、同時に、企

業や社会保障制度に大きな負担がかかるこ

とが危惧されるからでもある。疾病労働者

に対する保障や処遇の問題は、ドイツの労

働関係における 1 つの重要なテーマであり、

精神保健の問題が生じて初めて注目された

わけではない。1 年間に 6 週間以上疾病に

よる労働不能になった労働者に実施されう

る事業所編入マネージメントは、ドイツの

1 つの特徴を示す制度であるが、これも疾

病一般に対する問題関心から導入された制

度であり、精神疾患罹患者を念頭に置いて

作られた制度ではない。 

 以上のようにドイツではこれまで、既存

の枠組みや制度を利用しながら、それを精

神疾患事例にうまく適合させようとしてき

た。近年のアンチストレス規則制定の動き

もこれまでの流れに沿うものではあるが、

心理的負荷の問題にかかる独自の規則を設

けようという点で、新たな注目すべき動き

ともいえる。 

産業精神保健法制度というよりは、産業

保健法制度全般の特徴となるが、以下の 3

つの特徴を指摘して、暫定的なまとめとし
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たい。第 1 に、国は法規制や労働監督によ

り労働者の安全衛生全般について責任を果

たすが、その詳細を国が決めてしまうので

はなく、具体的措置は使用者に任せている

ことである。第 2 に、使用者は従業員代表

委員会と協力して、労働者の安全衛生・健

康の問題に積極的に取り組んでいることで

ある。労使の協働が見られるわけであるが、

労働側の当事者が労働組合ではなく従業員

代表委員会であることが注目される。第 3

に、使用者の積極的な取り組みは、使用者

が自らの法的責任を果たすためでもあるが、

それ以上に、企業の経済的効率性や企業カ

ルチャーの維持・尊重が重要であるとの意

識が強いことである。 

 

Ｆ．研究発表 

 無 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

無 
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れている、労働者の利益を代表する組織で

ある。1 つの企業に複数の従業員代表委員

会がある場合に、総従業員代表委員会が設

置される。ドイツでは一般に、労働組合が

産業別に組織されるため、従業員代表委員

会は企業内の利益代表者として重要な役割

を担っている。産業精神保健に関する課題

には、産業全体というよりも、各企業ない

し事業所ごとに取り組むべきであると考え

られており、従業員代表委員会の果たすべ

き役割は大きい。 
２１ 
http://nachhaltigkeit.daimler.com/report
s/daimler/annual/2011/nb/German/6020/
beschaeftigung.html 
２２ Giesert/Weißling, Betriebliches 
Eingliederungsmanagement in 
Großbetrieben, 2012, S. 14ff. 
２３ 収入がどの程度低下したかは、不明で

ある。 
２４ Giesert/Weißling(Anm. 22), S. 55ff. 
２５ BIH, Empfehlung zur Erbringung 
von Prämien zur Einführung eines 
betrieblichen 
Eingliederungsmanagements(stand:15.1
1.2010) 
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研究要旨 

フランスにおいては、フランステレコム等の労働者の相次ぐ自殺等、この問題がセン

セーショナルな形で注目されたこともあり、特に最近 10 年において、労働者の精神的健

康に関する議論が大きく揺れ動いている。議論の流れは、以下のような、大きくわけて 3

つの段階をたどっている。すなわち、従来、フランスでは、①精神的健康は職場におけ

る安全衛生の問題の埒外にあるとして、少なくとも法律家の関心を引いてこなかったが、

事実としては、当然のことながら、仕事により精神的健康を害する労働者がいなかった

わけではない。そして、労働密度の増加や現代的な業績評価制度の導入等が原因となり、

あるいは、職場における同僚間ないし顧客との関係での攻撃的な言動により、精神的健

康に不調をきたす労働者が 2000 年前後になって特に増えつつあった。こうした状況を受

けて、②2002 年以降労働法典に初めて、身体的健康に加えて精神的健康の概念が導入さ

れ、その中でも「モラル・ハラスメント」という法定の概念に注目が集まった。③その

後、より最近になって、「モラル・ハラスメント」概念の拡張解釈やこの問題への議論

の集中を反省すると共に、個人のレベルでなく集団的なレベルでこの問題を扱い、労使

交渉を軸とした早期の予防を行うことへと議論の方向を転換しようとする動きが見られ

る（その背景には EU 法の影響もある）。 

 このうち、②のハラスメントをめぐる議論は、フランスにおいて精神保健の問題の重

要性を専門家のみならず一般に知らしめる効果を有した。また、ハラスメント概念の拡

張的解釈をはじめとする一連の破毀院判決は、使用者が労働者との関係で負っている安

全保持義務を厳格に解釈する同時期の判例と相まって展開してきたものである。このよ

うな判例は、労働者の救済に資するのみならず、使用者に対して、精神保健に関する適

切な事前の対応を取ることの重要性を認識させる効果を有したといえるだろう。他方で、

従来の法的枠組みの中で行われる労働者に対する事後的な補償・賠償には限界があるこ

とも専門家によって認識されるに至る。また、ハラスメント概念の拡張的解釈について

は法律家を中心として理論的な正当性に疑念が示されるようになった。 

このようにして、②の時期の議論や経験の蓄積の上に生じているのが③のような方向

転換である。そこでは、早期予防の重要性と、この問題を個人でなく集団のレベルで考

えることの重要性とが結びつけられ、労使対話や従業員代表の重要性、あるいはそうし
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た集団レベルでのリスク評価を行うことのできる専門家の役割の重要性が強調されつつ

ある。 
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Ａ．研究目的 

統一研究課題に記されているとおり、研

究目的は①フランスの産業精神保健法制

度の背景・特徴・効果を解明し、②わが国

への適応可能性を探ることにある。本年度

の研究は、①のうち、特に背景・特徴の解

明にあてた。但し、常に日本との比較とい

う視点に配慮しながら研究を行うことに

より、②について基礎となりうる研究成果

も得られたと考えている。 

 

Ｂ．研究方法 

 

 国内において各調査項目について文献

による調査を行うと共に、2012 年 6 月に

笠木・鈴木両名により、現地でのインタビ

ュー調査・研究者への聞取り調査を行った

（調査内容の詳細については後掲の表を

参照）。また、2012 年 9 月 18 日には、こ

の問題の専門家であるフランスの法律家

（Loic Lerouge（ボルドー大学）。2012

年 9 月当時東京大学に滞在中であった）と

共に、本研究事業のメンバ―とのジョイン

ト研究会を行い、フランス法の状況に関す

るレクチャーを受けた（於九州大学法学

部）。 

 

（2012 年 6 月の現地調査の際の主な訪問

先）※ 以下の他、パリ市内の図書館・

書店にて資料収集を行った。 

6月 11日

（月） 

パ リ 第 十 大 学

Lyon-Caen 教授 
パリ

6月 12日

（火） 

労働・雇用・医

療省（労働監督

医ら） 

パリ

6月 13日

（水） 

ナ ン シ ー 大 学

Adam 教授 

ナン

シー

6月 14日

（木） 

全国被用者医療

保険金庫 

（CNAMTS） 

パリ

6月 15日

（金） 

全国労働条件改

善局（ANACT） 

リヨ

ン 

 

 

 

Ｃ．研究結果 

 

1. 公法 

1.1 法令、行政規則 

1.1.1 モラル・ハラスメントの禁止 

 2002 年の改正により、労働法典には「い

かなる労働者も、その諸権利・尊厳を害す

る、あるいは、心身の健康を損ね、または

その職業生活上の将来を危険にさらしう

る労働条件の劣悪化をもたらす目的で、な

いしそのような効果を伴う形で、繰り返さ

れるモラル・ハラスメントの行為にさらさ

れてはならない」との定めがおかれ、モラ

ル・ハラスメントが法典上定義されると共

にこの行為を刑事罰つきで禁止している

（労働法典 L. 1152-1 条、刑事法典 L. 

222-33-2 条）。この規定は法律上は公法

的性格のものであるが、使用者が労働契約

上ないし法律上（労働法典 L. 4121-1 条）

負うことになる私法上の安全保持義務

（obligation de sécurité）との関係で破

毀院がこの概念を広く解釈する判断を示

しており、ハラスメントについて使用者が

私法上の責任を問われることも十分にあ

りうる。このような破毀院の積極的な介入

の姿勢は、法律家による評価と批判の双方
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に曝されている。ハラスメント概念の拡張

的な解釈については、この規定が罰則を伴

うものであることもあり批判が多い。 

 

1.1.2 従業員代表の関与の義務付け（→

1.4.3 参照） 

 

1.1.3 リスク評価の義務付け 

 2001 年 11 月 5 日デクレ1は、使用者が

労働法典法上負っている安全保持義務（現

行労働法典 L. 4121-1 条、デクレ当時の

L. 320-1 条）の内容として、並びに、罰

則を伴う公法的性格の義務として、「労働

者の健康と安全に対するリスクの評価に

関 す る 文 書 （ document relatif à 

l'évaluation des risques pour la santé et 

la sécurité des travailleurs」（DUER と略

されることがある。また、「統一文書

（document unique）と俗に呼ばれること

もある）を創設した（労働法典 R.230-1

条）。この新しい制度は、後述する健康・

安全へのリスクの予防に関する 1989 年の

EU 枠組指令の国内法化の一環として導入

されたものである。事業の規模・業種にか

かわらずあらゆる使用者に、リスク評価の

結果をまとめた文書を作成し、定期的に更

新する義務が課されている（少なくとも年

1回、また、安全衛生にかかる条件や労働

条件に重要な修正をもたらす場面でも更

新が求められる）。この義務に反して DUER

を作成しない使用者には刑事罰が科され

うる。 

DUER の評価対象には、とりわけ 2002 年

の法改正により精神的健康の保護が労働

法典上の要請となってから後については

明確に、精神的健康へのリスクも当然に含

まれるものと考えられている。もっとも、

実務上は、精神的健康の問題を一切扱わな

いことや、形式的な評価に留まるものも多

い2。こうした不十分な文書であっても、

罰則との関係では作成義務違反を問われ

ることはないものと考えられる。但し、何

らかの結果が事後的に発生した場合に、労

災の被害者に使用者に対して完全賠償を

求める権利を付与する「許し難い過失

（faute inexcusable）」の評価等の際に

は、この文書の不作成あるいは十分でない

作成のあり方が評価の一要素とされるこ

とも想定されるとの議論もある。 

 

1.2 法の管轄機関・執行権限者 

1.3 ストレスマネジメントの具体的な方

策 

1.4 専門家や専門機関の活用によるスト

レスマネジメント 

 フランスでは、EU 指令の影響も受けて、

また、事後的な補償の限界もおそらく背景

となって、モラル・ハラスメントの概念を

超えたより一般的なストレスリスクの早

期予防に重点を置いた施策が近年積極的

に議論されている（その背景については

1.7 で詳述する）。その中で重要な役割を

担っている（あるいは担うことを期待され

ている）アクターとして注目すべきと思わ

れるのが、専門家の知見を活用して独立の

立場で機能する労働医（1.4.1）、労働条

件の改善が企業の生産性の拡大にもつな

がるとの理想の下に企業に対するコンサ

ルタント・助言を行う ANACT（1.4.2）、

労働環境の中にある危険を専門家の力も

かりながら早期に発見することを目指す

企業内の従業員代表組織 CHSCT（1.4.3）
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であり、上述の通り 2012 年 6 月にはフラ

ンス（パリ・ナンシー・ナント）において

これらの組織および専門家に現地調査も

実施した。それぞれに、法的性格や企業と

の関係も大きく異なっているが、いずれも、

専門家・専門機関として、あるいは、専門

的知見を重要な武器として、一次予防の段

階から精神的健康の問題に介入する組織

である点に置いて共通している。なお、労

働医の役割については 2011 年度報告書に

添付された鈴木俊晴氏の論文において既

に詳細に論じられているが、本報告書では

特に近年の動向や上記の出張調査による

成果をまとめている。 

 

1.4.1. 労働医（Médecins du travail）3  

労働医とは、産業医学の専門教育を受け

た、一般医（médecin généraliste）とは

異なる専門医（médecin specialiste）で

ある4。労働医になるためには、6年間の

一般医養成課程を修了したのち、さらに選

抜試験を受け、4年間の理論的・実務的教

育を受ける必要がある。労働医は、他の医

療活動との兼業が許されないのみならず5、

労働医の独立性や尊厳を侵害するような

他の職業活動との兼業も禁止されている

（医師倫理法典（code de déontologie 

médicale）26 条）。 

フランスでは、労働医によるサービスを

提供するために、すべての企業で労働保健

機関（service santé au travail）の設置

が義務付けられている。労働保健機関は、

単一企業労働保健機関（service santé au 

travail autonome, 以下、「単一機関」）

と企業共同労働保健機関（service santé 

au travail interentreprises, 以下、「共

同機関」）に大別することができる6。い

ずれの労働保健機関を設置するかは、基本

的には企業規模により決まる。すなわち、

大企業では当該企業のためだけの労働保

健機関（単一機関）を設置することとなる

が、中小企業では複数の企業が共同して共

同機関を設け、あるいはこれに加入すると

いうシステムが採用されている789。 

本稿に関わる労働医の職務としては、集

団的側面にかかわるものと個別的側面に

かかわるものが挙げられる。まず前者の集

団的側面に関わるものとして、労働医が、

企業内の労働条件や職務および技術の導

入などについて、労働者の健康をおびやか

すリスクがあると考えるときは、使用者に

対し書面で改善措置を講ずるよう提案す

ることができる（労働法典L. 4624-3条）。

また、後者の個別的側面にかかわるものと

して、労働医は、労働者の健康診断等を実

施した際、労働者の年齢、体力、あるいは

健康状態に応じて、使用者に対して、当該

労働者の配転（mutations）や労働ポスト

の 内 容 の 変 更 （ transformations de 

postes）などの個別的措置を提案すること

ができる（労働法典 L. 4624-1 条）。いず

れの提案についても使用者は十分に考慮

しなければならず、提案内容を実施しない

ときには、労働者及び労働医にその理由を

明らかにしなければならない。 

このように労働医は、労働者の健康を保

護するため、使用者に対し集団的側面、個

別的側面の双方から、使用者に種々の提案

をすることができる。しかし、この制度に

ついてはいくつか問題点が指摘されてい

る。まず、労働医が使用者に嫌われるのを

おそれて、労働環境を整備するよう使用者
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に助言を行わないことも少なくないとさ

れる。また、労働者がメンタルヘルス疾患

に罹患した場合でも、それを労働条件、労

働環境の問題とは捉えずに、個人の職務適

格性の問題にしてしまう傾向があり、なか

なか労働条件・労働環境全体の向上までは

貢献できない場合があるとされる10。 

 

1.4.2. 全国労働条件改善局（ANACT） 

 全国労働条件改善局（Agence Nationale 

pour l'amélioration des conditions de 

travail, ANACT）は、1973 年に創設され

た政府機関であり、雇用・職業訓練・労使

対話省（現在）の所轄に属する。26 の地

方局を有している。この組織の創設の背景

には、1970 年代のフランスにおける労使

対立の激化、特にテイラー主義に対する労

働者の反発から生じる労使関係の不安定

化があった。また、テイラー主義に代わる

労働組織のあり方が必要との認識が、当時、

米国を中心として欧米諸国に広がりつつ

あった。こうした状況において、労働はマ

ーケットの状況や技術革新と同じように

生産性に影響を及ぼすものであり、労働者

にとっての労働条件の改善と生産性の向

上は両立するものであるとの考え方が

ANACT の活動の軸となっている。その活動

は基本的に使用者に向けられたものであ

り、企業に対するコンサルタントや、より

一般的・包括的な調査・啓発活動等多岐に

わたっている。具体的な活動の内容は、国

との間で締結される契約によって決定さ

れる。2009 年から 2012 年度にかかる契約

においては産業精神リスク（risques 

psychosociaux, RPS）が重要な課題の一つ

として掲げられており、現代における仕事

のあり方の変容によって生じてきた新し

い労働条件に伴う問題として、実際にも

ANACT は、近年、ヨーロッパレベルでの情

報交換も含めた調査や企業への相談業務

を積極的に行っている。とりわけ、この問

題への取り組みに困難を抱えうる中小企

業へのサポートが活動の一つの重要な柱

となっており、ANACTのwebサイト上では、

後述する DUER の詳細な作成マニュアルが

無料で提供されている11。 

 

1.4.3. 企業内従業員代表委員会（CHSCT） 

（1） 安全衛生労働条件委員会（Comité 

d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail, CHSCT）12は、1982

年に、安全衛生委員会（Comité d’hygiène 

et de sécurité, CHS）と労働条件改善委

員会（Comité pour l’amélioration des 

conditions de travail, CACT）13という 2

つの委員会を統一・再編する形で導入され

た企業内委員会の制度である。1941 年に

導 入 さ れ た 安 全 委 員 会 （ comité de 

sécurité）を原型とする安全衛生委員会は、

企業長（chef d’établissement）、労働

医（médecin du travail）、安全衛生に関

する技術者、当該分野について能力のある

労働者代表をメンバーとする、あくまで技

術的な委員会であった14。CHSCT はこの委

員会の性格を大きく変えるものであり、技

術的な性格よりも労働者代表による発言

の場としての性格を強化すると共に、その

対象を、安全衛生・労働条件という、より

広い範囲に拡大したものと見ることがで

きる15。1982 年当時、CHSCT という新しい

組織の背景には、①労働者が企業内におい

て完全な市民となること、②労働者が企業
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内の変化を引き起こすアクターとなるこ

と、という 2 つの大きな理想が提示され、

労 働 災 害 や 職 業 疾 病 （ maladies 

professionnelles）の予防と労働条件の改

善の分野において、この組織に従来よりも

重要な影響力を行使させることが目指さ

れた16。 

（2） 現行法上、CHSCT は、労働におけ

る健康の問題を監視するという役割を特

別に担っている従業員代表委員会であり、

従業員数 50 人以上の企業においてその設

置が義務付けられている（労働法典 L. 

4611-1 条）17。CHSCT は、事業場長と労働

者代表団をメンバーとする（労働法典 L. 

4613-1 条 R. 4613-1 条）。労働者代表団

は、従業員数に応じて 3 人～9 人（うち 1

人～3人は幹部職員）の労働者代表から構

成される18。労働医（médecin du travail）、

労働安全・労働条件に関するセクションの

責任者等は、諮問的な立場で会議に出席す

ることができる（労働法典R. 4614-2条）。 

CHSCT は、大きく以下の 3つの役割を担

う（労働法典 L. 4612-1 条）。①当該事業

場（établissement）の労働者、及び外部

の企業によって当該事業場において勤務

させられている労働者の身体的・精神的な

健康および安全の保護に貢献すること、②

労働条件の改善について、特に、あらゆる

雇用への女性のアクセスを容易にし、母性

に関連する問題に対応するという観点か

ら貢献すること、③上記の領域において採

られる法律上の規定（prescriptions 

légales）の遵守を監督すること。 

（3） これらの目的を達成するために、

特に精神的健康との関係で CHSCT が行使

しうる権限の中で最も基本的なものは、労

働者の健康・安全にかかる条件、および労

働条件を変更しうる重要な決定について

意見を述べるというものである（労働法典

L. 4612-8 条）。特に、工場設備の修正、

製品の変更、労働の組織のあり方の変更か

ら生じる、職務に関する重要な変更、さら

に、仕事の速度や生産性にかかるルールの

変更（労働への報酬との関係の有無にかか

わらず）については必ず、CHSCT が諮問を

受け意見を述べる。企業が意見聴取を怠っ

た場合には罰則が用意されており（労働法

典 L. 4742-1 条）、つまり企業には CHSCT

への諮問義務が課されている。 

（4） また、CHSCT にとって実際上大き

な武器となり、そのために近年注目が集ま

っているのが、企業委員会には見られない

19、「専門的査定（expertise）」の権限

である。CHSCT は、以下の 2 つの場合に、

企業外の専門家（expert）への査定の依頼

を行うことができる（労働法典 L. 4614-12

条）。①深刻なリスクが確認された場合（労

働災害・職業性疾病等が既に確認されてい

る場合に限られない）、および②労働法典

L. 4612-8 条にいう健康・安全にかかる条

件、労働条件を変更しうる重要な計画が存

在する場合である。②の場面が意味するの

は、企業が労働法典 L. 4612-8 条によって

CHSCT に対して諮問義務を負う場合には、

CHSCT は、必要に応じて自らの見解を十分

に根拠付けるために専門的査定を行うこ

とができるということである。 

この専門的査定は、以下の理由で実務上

重要な意味を有している20。すなわち、

CHSCT が査定を行う権限を有する場面に

おいては21、①専門家の任命の後、最大 1

ヶ月間（45 日まで延長可能）の調査期間

分担研究報告書（笠木 映里・鈴木 利晴）

－ 355 － 



 

 

がおかれる。②査定が開始された場合、そ

の終了前に査定の対象となっている計画

の実施に踏み切ると、使用者は査定を妨害

したものとして罰則の適用を受ける。③使

用者は、企業内への専門家の立ち入りを拒

絶することができず、また専門家に求めら

れた全ての情報を提供する義務を負う。⑤

査定にかかる（専門家への報酬等の）費用

は、当該専門家が大臣によって作成された

リストに登載されている有資格者である

ことを条件として、使用者が負担する22。

このように、実際上、この査定の手続は、

まず、使用者の決定の実施を一ヶ月程度ス

トップさせる効果を有する23。また、査定

にかかる費用は事案によっては高額なも

のともなりえ、使用者に経済的負担を生じ

させうる。CHSCT の査定について法的な根

拠が争われ、その不存在が確認された場合

でも、CHSCT の側に権利濫用がない限り、

訴訟費用は使用者により負担される24。 

上記の諮問ないし査定の結果として示

される CHSCT の意見は強制力をもつもの

ではなく、使用者は理由を付してこれに従

わない旨の決定をすることも可能である。

但し、後述の通り、（とりわけ査定に基づ

いて）CHSCT が反対の意を唱えた場合、裁

判所が、当該決定を覆すことを使用者に命

ずる判決において、その意見が根拠とされ

ることがありうる25。 

（5） 2002 年の法改正において、CHSCT

の権限についても改正が行われており、そ

の業務の対象が、労働者の身体的・精神的

健康の保護へと拡大された（労働法典 L. 

4612-1 条）。このことを受けて、CHSCT

については、労働者の精神的健康に対する

リスクの予防という観点から、諮問・査定

の対象が従来よりも広く捉えられるよう

になり、学説の注目を集めている26。上述

の通り、CHSCT の諮問権限（すなわち、企

業の諮問義務）の対象となるのは、労働者

の健康・安全にかかる条件、および「労働

条件」を変更しうる重要な決定であり、こ

の中でも「労働条件（conditions de 

travail）」という広い内容を含みうる概

念27がいかなる対象を示しているのかに

ついては法典上明らかとされていない。労

働法典 L. 4612-8 条が挙げる、職務や仕事

の速度、生産性にかかるルールといったも

のがこの概念に含まれることは想像がつ

くものの、法典上にはそれ以上の手がかり

はなく、また判例や学説も十分な定義・限

界付けを行ってこなかった28。 

裁判所は、従来から、CHSCT の諮問（な

いし専門的査定の実施）権限の対象に多様

な内容が含まれることを認めており、例え

ば、職務、権限の拡大、新しい（設備）保

守の方法、報酬決定システム、休憩時間、

さらには食堂の問題までが、諮問権限の範

囲に含まれることを認めていた29。他方で、

これらの広範な諮問・査定の対象はいずれ

も、物質的・技術的な内容にとどまるもの

であった30。 

このような CHSCT の権限の対象に関す

る解釈をさらに拡大し、学説の注目を集め

た重要な破毀院判決が、2007 年 11 月 28

日破毀院社会部判決である31。本件におい

ては、企業が年に一度の面談を通じた従業

員評価を導入する計画について企業委員

会（comité d’entreprise）に諮問を求め

たところ、企業委員会、CHSCT 及び労働組

合組織（organisations syndicales）が、

CHSCT に対する諮問を行っていないこと
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等32を理由として使用者による当該計画

の実行の差止めを求める訴えを提起し、急

速審理判事（juge des référés）による当

該計画の実行の禁止する判決が下され、企

業がこの差止判決の取消を求めて控訴を

行った。 

控訴人たる使用者は、一般に行われる従

業員評価のための面接において生じるも

のと原判決が評価したような単なる緊張、

ストレス、精神的圧力のリスクは、労働法

典 L. 236-2 条（当時。現在の L. 4612-1

条にあたる）にいうところの労働者の身体

および精神の健康を危険にさらすような

性格のものではなく、従ってこの計画が

CHSCT の権限の範囲内であると判断した

原判決は法の適用を誤るものであると主

張した。使用者が自らの監督下におかれる

被用者の労働を評価するという行為は労

働関係に固有のものであり、従って、労働

者の個別面談を導入することでこの評価

プロセスに客観的で透明度の高い枠組を

設定するという決定は、労働条件の重要な

変更には当たらないというのが使用者の

主張であった。 

これに対して破毀院は、原判決を全面的

に支持する形で破棄上告に理由がないも

のとした。すなわち、原審は、年に一度の

面談は賃金に関する決定と目的達成との

関係をより整合的なものとすることを可

能にしうるものであったこと、そのため被

用者の行動に影響を及ぼしうるものであ

って、面談の方法やそこでの争点は明らか

に労働条件に影響を及ぼす精神的圧力を

うみだす性格のものであると判断したう

えで、面談に関する計画が CHSCT の諮問を

受けるべきものであるとしたのであり、そ

の判断には誤りは無いものであると述べ

た。 

（6） 使用者の主張においても述べられ

ているように、本来、自らが雇用する労働

者を評価することは、労働契約から発生す

る使用者の経営（指揮）権（pouvoir de 

direction）から導かれるものであること

が認められている33。そのため、労働者は

原則としてこの経営権の行使を拒否する

ことはできず、評価や目的設定といった人

事管理の方法自体は、困難をかかえる労働

者への配慮があれば、何ら問題をもたらす

ものではない。但し、フランスにおける近

年の労働者評価制度はアングロ・サクソン

諸国の影響を受けて従来よりも高度なも

のとなっており、これをいかに評価するべ

きかが労働関係の様々な側面で問題とな

りつつあった34。本判決に従えば、労働者

を評価する面接の導入はほぼ例外なく

CHSCT の諮問の（義務的な）対象となると

理解される35。 

学説によれば、本判決を受けて、内部告

発制度の導入や、労働者の評価制度の導入、

個別的賃金決定スキームの導入等、従来は

CHSCT の諮問の義務的な対象とされてこ

なかった事象について、新たに使用者に諮

問義務が課されることになりうる36。なお、

下級審判決には、会社の従業員が守るべき

行動憲章（code de conduite）に関する新

しい規定を当該会社のインターネットサ

イト上にアップする際に、CHSCT の諮問を

受けなければならないとし、その理由付け

のひとつとして、この規定が、その適用の

態様によっては、労働者の精神的健康を害

する可能性があることを指摘したものが

ある37。 
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（7） 2006 年 11 月 21 日のヴェルサイユ

TGI 判決は、「あらゆる計画が被用者に必

ず不安を引き起こすという理由によって、

全ての組織再編計画について」CHSCT が裁

量的に諮問を要求し専門的査定を行うこ

とはできないと判断し、CHSCT の権限が過

度に拡大することへの歯止めを設定して

いる38。 

また、このような CHSCT の権限拡大は裁

判所によって扱われる特別な事例ないし

学説によって主張されているものであり、

実務上、多くの企業において CHSCT がこの

分野で果たす役割は大きいとはいえない

という観点から、こうした議論の方向性に

留保を付す見解もある。具体的には、CHSCT

を設置する義務があるのは従業員数 50 人

以上の企業のみであるため、CHSCT をもた

ない中小企業が全企業の 25%に上ること

や、また、CHSCT は独自の資金をもたない

こと等からして、この組織に過度な期待を

抱くことには慎重であるべきとの指摘が

見られる39。今後の課題として、この組織

の役割をより実質的なものとするために、

精神的健康にかかる問題についてのメン

バーの研修を行うこと40、さらには、労働

者の利益を保護するために労働者集団を

代表して訴訟を提起する権限を与える41

等の権限強化の可能性が、議論されている。 

 

1.4.4. 民間のコンサルタント会社や非

営利団体の役割 

 上述の通り、CHSCT は、大臣によって作

成されたリストに登載されている専門家

に、リスクの査定を求めることができる。

ここでは、民間の会社・団体が重要な役割

を担っている。 

また、精神的健康に関する議論が活発化

するにつれ、企業にとっても、この問題は

重要なリスク要因として認識されつつあ

る。このような状況において、大企業を中

心として、民間のコンサルタント会社の助

言を受けて対応するところも多くなって

いる。コンサルタント関係の会社は近年著

しく増加しており、精神的健康の問題は、

フランスにおいて一つの大きなマーケッ

トを生み出したとの指摘もある。また、他

方で、質の問題も生じており、雇用省は優

良な機関についてのラベリングを行うこ

とを検討している。 

 

1.5 雇用にかかる精神障害者差別禁止法 

（未了） 

 

1.6 メンタルヘルス情報の取扱いに関す

る法規制 

（未了） 

 

1.7 法政策の背景 

（1） フランスにおける産業精神保健法

をめぐる近年の法政策ないし法政策をめ

ぐる議論の背景として重要なのは、①伝統

的な、身体的健康と精神的健康の明確な区

別、②2002 年の法改正による①のような

考え方の転換と、これ以降のハラスメント

規定への議論の集中、③②に関する反省と

さらなる方向転換、④ EU 指令による予

防政策の重視である。③、④が背景となり、

最近では、専門家の関与と労使対話を重視

した早期予防の重要性に議論が集中しつ

つある（→1.4.）以下、順に詳しく検討を

加える。 

（2） フランスにおいては、伝統的に、
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労働安全衛生にかかる法は、原則として身

体的健康だけを対象とするものであり、精

神的健康は対象としないものとの考え方

が支配的であった42。もっとも、2000 年前

後から、労働者の精神的健康の問題が活溌

に論じられるようになり、とりわけ、2002

年の労働法典改正が、上記のような伝統的

な状況を大きく変容させることになる。

2002 年の法改正は、労働法典上の安全衛

生にかかるいくつかの規定に身体的健康

と並んで精神的健康の概念を明示的に加

えると共に、上記 1.1.1 で検討した通り、

労働法典の中に初めてモラル・ハラスメン

トの定義規定をおき、これを罰則つきで禁

止した（労働法典 L. 1152-1 条）。 

（3） この法改正による新しい規定の中

で特に注目されたのは「モラル・ハラスメ

ント」という新しい概念であり、法律家、

さらには、法律家以外のこの問題の専門家

やメディアによる報道が集中し、労働者に

も広くこの概念が知られることになる。こ

のようなモラル・ハラスメントへの注目は

司法の場にも見られ、2.で述べるように使

用者の私法上の責任を問うための手段と

してハラスメントという概念が破毀院を

はじめとする司法裁判所において積極的

に用いられるようになる。他方で、現実の

職場においては、「モラル・ハラスメント」

の概念が一人歩きし、職場での些細なトラ

ブルについて労働者がモラル・ハラスメン

トに該当すると指摘するという問題も見

られるようになる（近年のこの問題の広が

りの原因の一端は、従来知られていなかっ

た産業精神リスク（RPS）やモラル・ハラ

スメントという概念が広く知られること

によるラベル効果（effet d'étiquetage）

によるものであるとの理解も専門家によ

って述べられることがある）。これに呼応

して使用者の側も、モラル・ハラスメント

の存在を容易には認めず、結局のところ議

論が膠着状態となって問題の解決には必

ずしも資さない状況が見られるようにな

った。また、モラル・ハラスメントへの注

目は、精神的健康という問題が、本来は労

働の組織の問題として議論されなければ

ならないにもかかわらず、職場における個

人間の問題に矮小化するという副次的な

作用をもたらしたことも指摘されている

43。労働法典が一般論として身体的健康に

加えて精神的健康を関心の対象としたこ

とが看過されてしまっていたとも評価で

きるだろう。そこで、モラル・ハラスメン

ト概念を通じた使用者の事後的な責任追

及ではなく、この問題をむしろ集団の問題

と捉え、事前の予防へと方向性を転換しよ

うという考え方が、強く主張されるように

なるのである。また、この問題を通じて停

滞気味である企業内の労使対話を活性化

しようとする議論もしばしば見られる44。 

（4） こうした一般的な予防施策の重視

という議論の方向性は、EU レベルでの安

全衛生に関する 80 年代末以降の議論の影

響をも色濃く受けている。1989 年 6 月 12

日の、労働者の職場における安全・健康の

改善促進に向けた措置の実施に関する EU

枠組み指令（Directive-cadre du 12 juin 

1989 concernant la mise en œuvre de 

mesures visant à promouvoir 

l'amélioration de la sécurité et de la 

santé des travailleurs au travail）は、

労働者を中核においた予防政策、できる限

り早期のリスク予防、リスクの評価等の予
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防政策、労働のあり方を労働者に適応させ

ること（労働者を労働に適応させるのでは

なく）の重要性等の諸原則を提示している。

この枠組み指令は、1991 年に国内法化さ

れたが、当時は上記の通り身体的健康だけ

が想定されていた。その後、枠組み指令の

国内法化が不十分であるとして、2001 年

にリスク評価に関する新しいデクレが定

められ（上述の DUER の導入等を内容とす

る。décret n° 2001-1016 du 5 novembre 

2001）、その直後に上記の 2002 年改正が

行われたという経緯がある。このように、

EU 法との関係で見れば、フランスにおい

ては、精神的健康への注目という流れと並

行して、EU 法によって求められている早

期のリスク評価・予防という政策の尊重と

いう流れが同時に展開していたといえる

のである。2009 年にフランステレコム等

の労働者の相次ぐ自殺を受けて労働大臣

のグザビエ・ダルコスが緊急計画（plan 

d’urgence）を発表した際にも、労使対話

が一つの重要な軸とされていた（1000 人

以上の労働者を使用する私企業において

は労使交渉が義務付けられた）。今日にお

いても、特に労働省の取り組みはこの問題

に関する労使対話・労働協約の締結を前面

に押し出すものとなっている。 

（5） このような状況において注目され

ているのが、リスクの評価・予防に関与で

きる様々な専門家や、労使間のコミュニケ

ーションの契機を作ることのできる従業

員代表の役割である（→1.4.で既述）。ま

た、こうした予防政策への議論の転換の背

景には、この問題についてフランスにおい

て労災等による事後的な補償が十分では

ない現状45、またこのような事後的な補償

を広く拡大することへの（特に使用者団体

等の）反発が強いといった事情により、事

後的補償による対応に限界があるという

認識が共有されていることもあるように

思われる。 

（6） なお、近年フランスで議論が遅れ

ているとして今後の課題と考えられてい

るのは、公的セクターにおける産業精神リ

スク対策である。例えば社会保障金庫のよ

うに自らがこの問題の予防に関与してい

る組織についても、窓口業務を中心に労働

者のストレスリスクの大きさが問題とな

っており、このセクターの規模の大きさも

ふまえて、今後、重要な論点となることが

予想されている。 

 

1.8 確認できる効果 

（未了） 

 

2. 私法 

2.1 根拠法 

使用者は、労働契約上の義務46として、

労 働 者 に 対 し て 、 安 全 保 持 義 務

（obligation de sécurité）を負うと理解

されている。このような使用者の労働者に

対する義務については、2002 年 2 月 28 日

のいわゆるアスベスト判決が端緒となり、

破 毀 院 は こ れ を い わ ゆ る 結 果 責 任

（obligation de résultat）と理解する議

論を構築してきた。2006 年 6 月 24 日の大

法廷判決がこの理論構成を判例として確

認している47。 

上記 2006 年破毀院判決によれば、何ら

かの結果が発生し、使用者が労働者の曝さ

れている危険を察知していた、あるいは察

知しているべきであったといえる場合で、
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使用者が必要な措置をとらなかったとい

うときには同義務違反が成立する。こうし

た判示については、使用者は結果が発生し

ないためにあらゆる措置をとらねばなら

ないのであり、結果が生じた場合にはほぼ

自動的に使用者の責任が問われるという

ように、かなり厳格に評価する見解もある

48。このような判例については、2006 年 6

月 21 日の破毀院判決により精神的健康に

もその射程が及ぶものと理解されている。 

安全保持義務への違反は、労災の被害者

に使用者に対して完全賠償を求める権利

を付与する「許し難い過失（ faute 

inexcusable）」を直ちに構成する。破毀

院は、このような安全保持義務の厳格な解

釈を基礎としつつ、さらに労働法典上のモ

ラル・ハラスメントの概念をきわめて広く

解釈し49、使用者に対する労働者の責任追

及の途をひらいてきた。労働者に対する悪

意に一切基づかない、経営判断の結果とし

て労働者にストレスが発生したというよ

うな場面であっても、モラル・ハラスメン

トの存在を認める破毀院判決が近年散見

される50。 

 このように、私法上の使用者の義務は、

労働法典に導入された公法上の義務を取

り込む形で拡張される傾向にある。この点

に関する詳細な検討は 2013 年度に行うこ

ととする。 

 

2.2 関係する判例 

（2.1 参照） 

 

2.3 確認できる効果 

（未了） 

 

Ｄ．考察および Ｅ．結論 

 近年のフランスにおける産業精神保健

法の全体的傾向の中で注目されるのは、労

使対話を軸とした早期予防の重要性が

様々なアクターの共通認識となりつつあ

るように見えることである。従業員代表の

役割については後述の発表論文（2）でも

述べた。こうした方向性が日本においても

参考になるものかどうか、来年度以降、確

認されている効果等の調査を進めつつ検

討することとする。 

なお、フランスの産業精神保健法の状況

を日本と比較する際に注意すべきなのは、

この問題が論じられるに至る経緯が両国

で大きく異なることである。過労という、

身体・精神のいずれにも関わる問題から出

発し、身体的健康との連続性が（少なくと

も事後的補償の面では）自然なものとして

意識されてきた日本と比べると、伝統的に

身体的健康と精神的健康とを明確に区別

してきたフランスにおいては、精神的健康

の問題は従来の職場の安全衛生に関する

問題とは質的に異なる問題として捉えら

れていると思われる。モラル・ハラスメン

トという新しい概念を通じて初めてこの

問題が積極的に論じられたことや、そうし

た状況の反省をふまえつつ、労災保険等に

よる補償よりも労使対話による予防とい

う方向へ方向転換している近年の状況も、

こうしたフランスにおける議論の経緯を

一つの背景としているのではないか。来年

度、日本への応用可能性を検討するにあた

っては、このような、両国においてこの問

題が論じられてきた背景・経緯の相異を大

いに考慮に入れる必要がある。 

 また、今年度の研究において十分に検討
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できず、来年度に重要な課題として取り組

みたい調査事項は、日本とフランスで、精

神的健康の問題としてどのような症状が

典型的な症状として扱われているかとい

う、いわば医学的な事実のレベルでの違い

を明確にすることである。現地の専門家と

の議論の中で、この点について両国の認識

は必ずしも共通していないようにも思わ

れたため、とりわけ、様々な予防施策から

得られる効果を評価する前提として、来年

度の早い時期にこの点を明らかにしたい

と考えている。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

（1） 鈴木俊晴「フランス労働医が有す

る就労可能性判定機能の史的形成と現代

的展開」労働法学会誌 120 号（2012 年 10

月）175-189 頁 

（2） 笠木映里「労働者の精神的健康の

保護―安全衛生問題の射程の拡大と従業

員代表の役割に関する一考察」『菅野和夫

先生古稀記念論文集（仮）』（2013 年 3

月刊行予定）収載 

 

2．学会発表 

鈴木俊晴「フランス労働医が有する就労可

能性判定機能の史的形成と現代的展開」

【第 123 回労働法学会】（2012 年 5 月 20

日に関西学院大学にて開催） 

 

笠木映里「産業精神保健リスク：日仏法比

較 に よ る 検 討 （ Les risques 

psychosociaux à la lumière d'une 

comparaison entre droit japonais et 

droit français）」【労働における精神保

健リスクに関する比較分析―南北ヨーロ

ッパ、ケベック、日本（Approche comparée 

des risques psychosociaux au travail - 

Démarche française et systèmes 

étrangers (Europe du Sud et du Nord, 

Canada/Québec, Japon)）】（2013 年 1

月 17 日-19 日：フランスボルドー市にて

開催） 

 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

（該当なし） 

2．実用新案登録 

（該当なし） 

3．その他 

（該当なし） 

 

Ｈ．引用文献 

1）脚注で挙げたもの 

 

 

 

 
                             
1 Décret n°2001-1016 du 5 novembre 
2001 portant création d'un document 
relatif à l'évaluation des risques pour la 
santé et la sécurité des travailleurs, 
prévue par l'article L. 230-2 du code du 
travail et modifiant le code du travail. 
2 Bilheran (A.), Adam (P.),Risques 
Psychosociaux en entreprise, Les 
solutions Psychologiques et juridiques, 
Armand Colin, 2011, p. 40. 
3 詳細は 2011 年度報告書（添付論文）を参

照されたい。 
4 フランスでは、6 年間の一般医養成課程

が終了すれば、国家試験を受けることなく

一般医として研修医になることができる。

研修期間は 3 年間であり、それが修了する

分担研究報告書（笠木 映里・鈴木 利晴）

－ 362 － 



 

 

                                      

と多くの者が開業する。一般医は主に外来

診療全般を業務とする。これに対して専門

医は、6 年間の一般医養成課程が終了した

際に専門医研修資格試験を受けて合格し、

さらに 4～6年間の専門医研修を受けた医師

のことである。専門医も研修後その多くが

開業する。専門医研修資格試験に合格でき

るのは、一般医養成課程修了者の半分ほど

とされる。専門医の専門分野は腎臓科、ア

レルギー科、神経内科、腫瘍科、呼吸器科、

循環器科など多くの分野に細分化されてお

り、専門医研修課程には、それぞれにつき

定員がある。専門医が一般医診療をするこ

とは許されておらず、研修制度の性格から

も専門分野はひとつだけである。このよう

な医師養成制度のもと、フランスでは患者

が一般医、専門医を問わず自由に医師を選

択し受診することができる。フランスの医

学教育については、岡田正人「フランスの

医学教育」医学教育 36 巻 6 号 377 頁（2005）
参照。 
5 Cons. d’Et. 3 novembre 1967, Dr. soc., 
1968, p. 510. 
6 2008 年のデータによると、労働保健機関

の数は工業・商業部門合わせて 943 あり、

そのうち単一機関は 659、共同機関は 284
である。Dellacherie (C.), L’avenir de la 
médecine du travail, avis et rapport du 
conseil économique et social, 2008, p. 10. 
7 従来は労働者が 2200人以上いる企業、あ

るいは、1 年あたりの健診の数が 2134 件以

上ある企業の場合に単一機関の設置が義務

付けられていたが、（旧 D. 4622-5 条、旧

R. 4623-10 条）、2012 年改正により、労働

者が 500 人以上いる企業の場合に単一機関

の設置が義務付けられることとなった（D. 
4622-5 条）。 
8 2005 年のデータによると、約 7000 人い

る労働医のうちの 80％が共同機関に雇用さ

れている。Babin (M.), Les perspectives de 
la médecine du travail, Dr. soc., 2005, p. 
653. 
99 やや古いが、2002 年のデータによると、

単一機関の管轄下におかれている労働者は

全体の 9％に過ぎず、共同機関の管轄下に

置かれている労働者が全体の 91％を占めて

いる。また、労働医一人当たりが受け持つ

労働者数は、単一機関では 1683 人、共同

機関では 2864 人となっている。Jacques 
(C.), Travail et santé : le point de vue d’un 

                                      
médecin, Dr. soc., 2002, p. 482. 
10 以上は、2012 年 6 月 13 日にナンシー第

2 大学にておこなった同大学准教授の

Patrice Adam氏に行ったインタビュー調査

による。 
11 ANACTのウェブサイト上でPDFファ

イルの形で提供されている。

http://www.calameo.com/read/00008815
588c2f233b292（最終閲覧日：2013 年 1
月 29 日） 
12 CHSCT については、保原喜志夫「フラ

ンスの安全衛生労働条件委員会

(CHSCT)(その 1・その 2)」ろうさい 53 巻 8
号7-10頁、53巻9号4-8頁（いずれも2002）、
保原喜志夫（編）『産業医制度の研究』北海

道大学図書刊行会（1998）208 頁以下（加

藤智章執筆箇所）も参照。 
13 1973年12月27日法によって導入された

委員会であり、同時期に、全国労働条件改

善局（Agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail, ANACT）が創設

されている。 
14 Lerouge (L.), Risque psychosociaux au 
travail : quell rôle du CHSCT 
aujourd’hui?, Semaine sociale Lamy, 
Supplément, 2012, n. 1536, p. 49. 
15 Ibid. 「労働条件」という広い概念を用い

た安全衛生・労災予防への取り組みという

視点は、1970 年代からフランスにおいて見

られる「統合された安全（sécurité 
intégrée）」という考え方に基づくものと考

えられる。保原（編）・前掲注 20）書 206
頁。 
16 La loi du 23 décembre 1982, Actualité 
legislative dalloz, 1983, A-6.  
17 500 人以上の従業員を有する事業場にお

いては、同一事業場に複数の CHSCT をお

くことも可能である。Pélissier (J.) et al., 
op. cit., p. 768. 従業員数 50 人以下の事業

場についても、労働基準監督官（inspecteur 
du travail）が必要であると判断した場合に

はその設置が義務付けられることがある

（労働法典 L. 4611-3 条）。 
18 企業委員会及び従業員代表委員の中から

選ばれた者が構成する選挙人団によって選

任される。 
19 但し、300 人以上の従業員を擁する企業

においては、新しい技術の導入等の重要な

技術的変更が実施される際に企業委員会が

分担研究報告書（笠木 映里・鈴木 利晴）

－ 363 － 



 

 

                                      

専門的査定を行うことができる。労働法典

2325-38 条。 
20 Lerouge (L.), op. cit., pp. 50 et 51. 
21 専門的査定をめぐる訴訟は近年増加して

いる。使用者は、査定の有用性、専門家の

選任、費用、範囲、期間等を争い、急速審

理を求める訴えを提起することができる。

なお、破毀院は、CHSCT が査定の依頼を、

問題を解決する他の手段が事業所内外に存

在しないことを前もって確認することなく

行うことができることを認めている。 
Lerouge (L.), op. cit., p. 51. また、使用者

が専門家の選択に異議を唱えた事案におい

て、CHSCT がその権限の範囲内で決定し

た専門家の選択については、裁判所がこれ

に異なる評価を加えることができないと判

断した破毀院判決として Cass. soc., 26 juin 
2001, n. 99-11.563. 
22 Verkindt (P. –Y.), Le Rôle des instances 
de représentation du personnel en 
matière de sécurité, Droit Social, 2007, p. 
702.  
23 Bilheran (A.) = Adam (P.), op. cit., p. 
104. 
24 Guedes da Costa (S.) = Lafuma (E.), Le 
CHSCT dans la décision d’organisation du 
travail, Revue de Droit du Travail, 2010, P. 
425. 
25 Lerouge (L.), op. cit., 51.  
26 逆にいえば、この組織については、例え

ば企業委員会（comités d’entreprise）と比

較して、従来学説の関心が相対的に希薄で

あった。Verkindt (P.-Y.), les comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail – Quelques développements 
jurisprudentiels récents, Droit Social, 
2007, p. 1253. 
27 参照、Verkindt (P. –Y.), La montée en 
puissance du CHSCT, Semaine sociale 
Lamy, 2007, n. 1332, p. 10. 
28 Guedes da Costa (S.) = Lafuma (E.), op. 
cit., p. 421. 
29 Guedes da Costa (S.) = Lafuma (E.), op. 
cit., p. 421. ロジスティック供給センター

（centre de prestations logistiques）の労

働者の大部分に関わりうる、また新しいロ

ジスティックの職務（métier）の定義に至

りうるような計画について、CHSCT に専

門査定を行う権限があることを認めた破毀

院判決として、Cass. soc., 1er mars 2000, n. 
97-18.721. 

                                      
30 1993 年に出された省庁通達（circulaire 
ministérielle）は、CHSCT の職務の対象と

して、物質的な仕事の組織のあり方（仕事

の負荷やリズム）、身体的な労働環境（職

場の気温や照明の明るさ等）等を挙げてい

る。Circulaire ministérielle CHSCT n. 
93-15 du 25 mars 1993.  
31 Cass. soc. 28 novembre 2007, 06-21964, 
Bulletin 2007, V, n. 201. 
32 そのほかに、情報処理及び自由に関する

全国委員会（Commission nationale de 
l’informatique et des libertés, CNIL）に対

する届出（déclaration）の要否も論点とな

っていたが、破毀院は判断を行っていな

い。 
33 Cass. soc., 10 juill. 2002, n. 00-42.368. 
被用者の労働遂行に対して企業主が有する

一般的な権限であり、企業主が従業員の各

自に対してその雇用ポストを定め、かつ、

企業運営の最終的判断者・責任者として、

必要な場合には、労働契約に変更を加えな

い限度でそのポストを変更する権限をいう。

山口俊夫『概説フランス法 下』東京大学

出版会（2004）488-489 頁。 
34 Mole (A.) = Verkindt (P. –Y.), La Cnil et 
le CHSCT au chevet des systèmes 
d’évaluation, Semaine sociale Lamy, 2007, 
n. 1332, p. 10. 
35 Adam (P.), Risques psychosociaux et 
consultation du CHSCT : aujourd’hui 
l’entretien annuel d’évaluation ; et 
demain?, Revue de droit du travail, mars 
2008, p. 181.  
36 Adam (P.), Risques psychosociaux et 
consultation du CHSCT, op. cit., p. 182. 
37 TGI Nanterre, réf., 6 oct. 2004, Dr. 
Ouvrier  2005, pp. 219 et 220. 
38 TGI Versailles, 21 nov. 2006, n. 
06/01176, cité par Guedes da Costa (S.), 
Lafuma (E.), op. cit., p. 423. 
39 Adam (P.), La prise en compte des 
risques psychosociaux par le droit du 
travail français, Le Droit Ouvrier, Juin 
2008, pp. 14 et 15, note 141.  
40 Bilheran (A.) = Adam (P.), op. cit., pp. 
102 et 103, Adam (P.), op. cit., Le droit du 
travail français à l’épreuve des risques 
psychosociaux, p. 100. 
41 Adam (P.), CHSCT et souffrance au 
travail – Rapports, accords (collectifs) et 
désaccords (judiciaires), Le Droit Ouvrier, 

分担研究報告書（笠木 映里・鈴木 利晴）

－ 364 － 



 

 

                                      
n. 749, 2010, p. 636. 
42 Adam (P.), Risques psychosociaux et 
consultation du CHSCT, p. 181, Lerouge 
(L.), La reconnaissance d’un droit à la 
protection de la santé mentale au 
travail, L.G.D.J., 2005, pp. 84 et 85. cf., 
Adam (P.), Harcèlement moral, Rép. trav. 
Dalloz, oct. 2008, p. 5. 
43 Adam (P.), Harcèlement moral,op. cit., 
p. 6. 
44 一例として、Philippe Douillet, La 
prévention des RPS : une opportunité 
de développer le dialogue sur le travail, 
Semaine Sociale Lamy Supplément, 
2012, n. 1536, pp. 26 et s. 
45 フランスの労災保険給付は「労働災害」

と「職業疾病（maladie professionnelle）」
に別れており、前者については何らかの

事故の発生が必要であり、後者について

はそのような出来事は不要であるものの、

法令の定めるリストに掲載のない疾病に

ついては専門家委員会の判断（煩雑で時間

のかかる手続である）を経て初めて職業疾

病と認められるという構造になっている。

とりわけ、職場の外での労働者の自殺や、

精神的健康が徐々に悪化した場合のよう

な事故性のない事案においては、補償を

受けることは難しい、あるいは労働者に

とっての予測可能性に欠けるというよう

な状況にある。Adam (P.), ------------------- 
46 近年では、労働法典上の義務（労働法

典 L.4121-1 条、L. 4121-2 条、L. 4121-4
条）の内容との関係でも議論されている。

Aubert-Monpeyssen (T.), Blatman (M.), 
op. cit., p. 833. 
47 N°03-30038, Bulletin 2005 A. P. N°

7 p. 16. 
48 2012 年 6 月の Loic Lerouge 氏講演に

よる。 
49 背景には EU 法の影響もある。CE 
89/391 du 12 juin 1989. 
50 2009 年 11 月 10 日の 2 つの破毀院判

決。 

分担研究報告書（笠木 映里・鈴木 利晴）

－ 365 － 





 

         厚生労働科学研究費補助金 
            分担研究報告書 

 

アメリカの産業精神保健法制度 

 

分担研究者 林 弘子 福岡大学法学部・教授 

 

研究要旨 

１ 背景 

・１９６０年代後半、アメリカでは、deinstitutionalization（施設に収容された精神

障害者を社会的に包摂すること）が開始され、以後、メンタルヘルスのためのストレス・

ケアは、主にコミュニティ・レベルで行われるようになった。 

・昨今は、アメリカでも、メンタルヘルスという用語は、単なる精神疾患対策の枠を

超え、自己効力感、行動、社会生活、職業生活などに関わる幅広い意味で理解されるよ

うになって来ており、行動科学の一環との理解も進んでいる。その意味で良好なメンタ

ルヘルス状態にある国民は約１７％に過ぎず、うつ（depression＊「うつ状態」か「う

つ病」か判然としないが、前者を指すものと察せられる）が拡大し、全国民の約２６％

に何らかの影響を及ぼしていると試算されている。 

 ・アメリカの職場のメンタル・ストレスにかかる主要な問題は、①職場暴力の顕在化、

②欠勤の急増、③雇用不安である。ストレスにより欠勤する労働者数は毎日 100 万人に

及び、約 50％以上の労働者が雇用に関して不安を覚えている、とのデータがある。 

 ・NIOSH（国立労働安全衛生研究所）は、１９８３年に、リスクの重大性や予防の可

能性などの観点から労災・職業病のランク付けを行ったが、精神障害はその１０位にラ

ンクされていた。その典型は、ノイローゼ、パーソナリティ障害、アルコール中毒、薬

物依存などであったが、業務上のメンタル・ストレスは、労働安全衛生上の重要な取組

課題と位置づけられた。 

 ・また、１９８０年にアメリカ労働省が議会に提出した報告書では、精神障害を含め

た職業病は、労災補償給付の受給による逸失利益の回復が困難で、それが故に損害賠償

請求訴訟が生じたり、その他の社会保障給付等でカバーされる（かそれすら困難な）場

合が多く、重要な取組課題であるとの認識が示されていた。 

 ・アメリカでは、８０年代、ホワイトカラー労働者の増加と共に、精神障害による労

災補償請求件数が増え、メディアの報道もあって、メンタル・ストレスに関心が集まる

ようになった。労災補償では、民間の団体医療保険のような支給制限や一部負担金がな

いこと、労災保険のプロバイダー自身が請求を奨励したこと、労災補償法をリベラルに

分担研究報告書（林 弘子）

－ 367 － 



解釈し、作業関連ストレスによる疾患を対象に含める司法判断が出て来たことなども、

請求件数の増加を後押しした。 

 これに対して、州の中には、立法措置により、差別的、精神的な害意を持つ等に該当

しない真正な人事上の措置（配転、昇進、降格、解雇など）については、補償対象から

外すところが出て来た。その背景には、①国際競争や経済的低迷によるレイオフや工場

閉鎖はやむを得ない、②ベビーブーマー世代は、その前の世代と異なる期待をし、結果

的にストレス脆弱性が高くなっている、③組合の機能低下により、職場でメンタルスト

レスを抱える者への適切な対応ができなくなって来ている、等の認識があった。 

 その結果、労働者は、使用者を相手方とする労災民事損害賠償請求や、違法解雇を理

由とする損害賠償請求を提起するようになった。他方で、労災補償請求も増加し続けて

おり、こうした状況は、現在の日本の状況によく似ている。 

 ・９０年代後半には、ダウンサイジング、レイオフ等により大量の人員削減が行われ、

雇用不安から多くの労働者がストレスを感じるようになり、特に白人男性の自殺率が上

昇した。また、ベトナム・シンドロームやイラク解放作戦に参加した兵士の精神疾患や

自殺の問題も継続していたが、空軍の自殺予防対策（コミュニティ・アプローチ）によ

り、多くの者が救済された。 

 ・１９９９年には、ゴア副大統領夫人（Tipper Gore）が、アメリカ史上初めて、ホワ

イトハウスでメンタルヘルス会議（White House Conference on Mental Health）を開

催した。 

 ・２００２年、ジョージ・Ｗ・ブッシュ大統領がメンタルヘルス委員会（The New 

Freedom Commission on Mental Health）を設立した。翌年、同委員会より大統領宛に

提出された報告書で、メンタルヘルスの目的は、疾病障害の治癒ではなく、会社や社会

への復帰であり、その実現のため、政府機関は省庁・自治体の壁を越えて連携し、また、

さまざまな専門分野の医師、精神科医、心理職、ソーシャル・ワーカー、ＥＡＰなどの

メンタルヘルス・プロバイダーも、連携を深め、個々人に合わせたプランを作成して対

応する必要がある旨が示された。 

 この報告書をもとに、様々なメンタルヘルス関連団体が「メンタルヘルス改革キャン

ペーン」を実施し、２００４年若者の自殺を防止するための法律（the Garrett Lee Smith 

Memorial Act（GLSMA））、２００７年退役軍人の自殺を防止するための法律（the 

Joshua Omvig Veterans Suicide Prevention Act（JOVSPA））など、複数のメンタルヘ

ルス対策法の制定に至った。 

 ・アメリカでは、２００７年段階で、自殺者は年間３４，０００人以上にのぼり、人

口１０万人当たり１１．３人に達していた。中でも若年者の自殺が多く、１５～２４歳

の若者の死亡理由の３番目、大学生の２番目に位置していた。 

 ・アメリカでも、メンタルヘルス問題に関するスティグマ意識は強く、精神科医やセ

ラピストへの受診には抵抗感を持つ者が多かったが、対策の一環として、２００８年に
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セキュリティ・クリアランスに関する法規定が改定され、心神喪失者でも原則として国

家の重要機密にアクセスすることが認められるようになった。 

 ・前述したように、アメリカに特徴的な現象として、労災死亡事故に占める職場暴力、

とりわけ殺人件数の多さが挙げられる。労働統計局（BLS）の致死的業務上傷病センサ

ス（Census of Fatal Occupational Injuries（CFOI））によれば、２０００～２００９年

にかけて毎年平均５９０人の殺人が発生し、業務関連死亡災害の４位、２００９年の女

性の職場での死亡災害の１位は殺人であった。また、毎年平均１５，０００件以上の非

致死的な傷害が報告されており、被害者の１９％が法執行官、１３％が小売業、１０％

が医療関係労働者であった。 

 

２ 特徴 

・アメリカには OSHA（アメリカ労働安全衛生法）があり、その中に一般的義務条項

も規定されているが、同条項を含め、全条項が、基本的に職場における身体的なリスク

を射程としており、メンタルヘルスへの適用は予定されていない（ただし、２０１１年

９月８日には、同国において深刻な職場暴力の問題について、一般的義務条項の下での

執行を前提に、「職場暴力の調査または監督の執行手順（OSHA Directive CPL 

02-01-052(2011,September 8). Enforcement Procedures for Investigating or 

Inspecting Workplace Violence Incidents）」が発令されている）。 

・OSHA では、日本でいう一般健診の定めはなく、特殊健診の一部に相当する制度が

定められているに過ぎない。また、産業医の選任を義務づける規定もない。その理由の

１つは、同法の規制行政的性格にあり、基本的に各州で設定された安全衛生基準を監督

官による臨検と罰則により履行確保を図る仕組みを採っている。それゆえに、産業医制

度はもとより、自主的な安全衛生の確保を求める内容に乏しい。また、同法に基づく私

訴権（private cause of action）も認められていないため、民事の領域で同法の規定を緩

やかに解釈するような司法判断も下され得ない。 

・他方、OSHA を離れた一般的な negligence（過失の不法行為）による訴訟等でも、

精神的苦痛を導く職場のいじめ等についてさえ、使用者責任が殆ど認められていない。

２００３年以降、いじめに対する使用者責任を強化する法案（the Healthy Workplace 

Bill）が２４の州で提出されているが、立法化された例はない。 

 

＜労災補償法関係＞ 

 ・労災補償は、あくまで事後的な措置なので、予防に直接的には関わらない。また、

アメリカでは、日本のように、精神障害で労災認定が下りると、企業のブランド・イメ

ージが毀損されるといった事情は殆どない。州により異なるが、彼国の労災補償制度は、

州法によりその枠組みを決定される一方、その財政と運用は、①州基金、②使用者の加

入する私保険、③（災害リスクが少ない、財政的な担保がある事業などは例外的に）使

分担研究報告書（林 弘子）

－ 369 － 



用者が保険会社とは契約せずに企業内で起こる労災に対して危険を負担する自家保険

（self-insurance）が認められており、基本的に民間ベースで運営されているからである。

また、彼国の労災補償制度は、州により千差万別であり、一概に論じられない。 

 それでも、メリット制が前提となっている場合が多く、精神障害の労災認定は、使用

者にも一定の不利益をもたらすため、その認定基準は、予防にも間接的な関わりを持つ。

 ・各州のメンタルに関する労災補償申請は、次の３種類に大別される。 

 ①フィジカル－メンタル請求（physical-mental claims）：いわゆる外因性精神障害に

ついての労災補償請求。身体的外傷による精神症状による労働不能等を請求原因とする

もの。 

 ②メンタル－フィジカル請求（mental-physical claims）：メンタルな刺激によって身

体的疾患が惹起されたことを原因とする労災補償請求。長時間労働による心筋梗塞など

が該当する。 

 ③メンタル－メンタル請求（mental-mental claims）：メンタルな刺激によって精神的

な障害が惹起されたことを原因とする労災補償請求。業務上のプレッシャーによる慢性

的なうつ症状などが該当する。 

 このうち①②は、全ての州で補償対象としているが、③を対象とする州は２０１２年

１月時点で１８州にとどまる。その１８州の中にも、（ア）短時間内の突然の出来事、（イ）

同等の職場で働く労働者と比較して甚大で異常なストレス、（ウ）職場のストレスが精神

障害の主たる原因であること、（エ）仕事のストレスが真正な人事上の措置（訓練、職務

評価、配転、レイオフ、降格、解雇など）により引き起こされたものでないこと、（オ）

医師免許を持った精神科医か心理学者の証明があること、（カ）身体的症状を伴うこと、

等を認定の要件とするところがある。 

 また、原則として③を補償対象としない州の中にも、業務遂行中に生じたレイプ、暴

力的な犯罪被害などを例外的に補償対象とする州もある。 

 

＜ADA と労災補償法の関係＞ 

 ・ADA の詳細は、次項（６）に記載の通りだが、労災補償法との関係について、以下

の点が特筆される。 

 ・労災補償法上の労働不能給付（disability benefit）を受ける者は、合理的配慮があれ

ば、あるいはなくても、原則として、職務の本質的機能を遂行できる個人（適格性を持

つ障害者）（ADA 第１０１条(8)）の条件を充たさないと解され、ADA の適用を受けない。

 ・ただし、ADA の前身であるリハビリテーション法については、たとえ労災補償が認

められても、同法所定の障害者差別に基づく損害賠償請求は可能とする判例がある

（Johnson v. Sullivan,764 F.Supp.1053(D.Md.1991)）。また、労災によって障害者とな

った労働者は、労災補償を得られるだけでなく、ADA の適用条件を充たせば、合理的配

慮として、職場復帰措置を請求することもできるが、仮に使用者が正当な理由なく当該
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措置を拒めば、同法に基づく損害賠償を請求できることになる。 

 

＜FMLA と ADA の関係＞ 

 ・FMLA（家族・医療休暇法）は、日本でいう育児・介護休業法と組織が任意に設け

る疾病休職制度の内容を併せ持った法律である。具体的には、①出産・育児、養子の養

育、②重度の（：３日以上の休暇取得により認められる）傷病を被った配偶者、近親者

の世話、③労働者自身の深刻な健康状態（：入院治療または医療介護機関による継続的

治療が必要な状態）により、労働不能に至った場合に、１２か月以上の雇用期間、前年

に１２５０時間以上の就労の条件を充たす労働者に、最長１２週／年の無給休暇を保障

する規定を置いている。労働者が休暇開始前から団体保険に加入していれば、使用者は、

当該休暇期間中の保険金（＊保険料の趣旨か要確認）負担を維持せねばならないが、労

働者が職場復帰しないことが明らかになった時点で、保険給付が停止される。休暇の取

得方法は、連続的取得、断続的取得、軽減労働日程に合わせた取得のいずれも可能であ

る。 

 休暇を経て、労働者の職場復帰が可能になれば、原則として、休暇前に就いていたポ

ストに復職できるが、それが廃止又は改変された場合、それと同様のポストか、それと

同等（：同じ賃金・手当、その他の労働条件）のポストに復職できる。 

 ・FMLA と ADA の関係は以下の通り。 

 ア ADA では、使用者は、たとえ労働者が同法の定める合理的配慮等を求める場合に

も、職務に関連し、業務上の必要性に合致することが立証される場合でなければ同人の

障害を調査することはできないが、FMLA では、労働者が同法に基づく休暇を取得しよ

うとする場合、その必要性を証するヘルスケア・プロバイダーの診断書の提出を求める

ことができる。 

 イ ADA では、使用者に過度の負担を強いるものでない限り、合理的配慮の一環とし

て、労使間で決められた期間、休暇の取得が認められるが（いったん決定した期間の満

了後の延長も可能）、FMLA では、任意の１２か月間に最長１２週間の無給休暇を、連続

的、断続的または軽減労働日程で取得する権利が付与される一方、追加給付は認められ

ない。他方、FMLA では、家族等の看護・介護のための休暇取得を認められるが、ADA

では認められない。 

 ウ 休暇後の復職については、ADA でも、合理的配慮の一環として、従前のポストの

確保が過度の負担に当たらない限り、当該ポストかそれと同様ないし同等のポストに復

帰する権利が付与されるが、あくまで使用者側の過度の負担がかからない範囲に限られ

る。 

 

＜メンタルヘルス・パリティ法＞ 

 ・アメリカには、高齢者医療保険としてのメディケア（Medicare）、低所得者層向け医
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療保険としてのメディケイド（Medicaid）などはあるが、全国民を対象とする社会保険

としての医療保険制度がなく、各企業が従業員福利厚生施策の一環として、労働者とそ

の家族を対象に民間保険会社と団体保険契約を締結し、医療保障サービスを提供する例

が殆どである。 

 ・１９９６年には、精神疾患罹患者に対して身体疾患罹患者等と同様の医療保険給付

の保障を図るため、９６年メンタルヘルス・パリティ法（MHPA : the Mental Health 

Parity Act of 1996）が制定され、１９９８年に発効したが、以下の通り、その内容は、

必ずしもその目的に沿うものではなかった。 

 ア メンタルヘルス・プログラムを一般的なヘルス・プランの一環として取扱い、団

体医療保険の給付パッケージにメンタルヘルスを含める必要も規定していなかった。 

 イ 団体医療保険につき、従業員数５０人未満の企業への適用を免除していた。 

 ウ 同じく、精神疾患罹患者への給付に特別な制限を設けることを禁止していなかっ

た。 

 エ 同じく、精神疾患罹患者のみを対象に、医療受診の回数、年間給付金額、生涯給

付金額に制限を設けていた（精神疾患に対する典型的な年間給付限度額は 5,000 ドル、

生涯給付限度額は 50,000 ドルだったが、身体疾患の場合、年間給付に上限はなく、生涯

給付でも 100 万ドルまで許容されていた）。 

 ・９６年 MHPA は、サンセット条項（＊当該法律について、一定期間ごとに適否を審

査し、廃止か続行かを決する旨の条項）により６回延長された後、２００１年９月３０

日に廃止された。 

 ・しかし、２００８年になって、ジョージ・Ｗ・ブッシュの尽力により、MHPA より

保障内容を拡大するメンタルヘルス・パリティ・依存症衡平法（the Paul Wellstone and 

Pete Domenici Mental Health Parity and Addiction Equity Act（MHPAEA））が制定

された。同法は、リーマン・ショックを契機とする金融危機対策のために制定された「金

融安定化法（the Emergency Economic Stimulus Act）」の一部であり、従来、上掲のよ

うにさまざまな制限が付されていた精神疾患対象の保険の保障レベルを、控除、自己負

担、私費負担、自己保険、適用される入院、外来受診など、まさにさまざまな面で身体

疾患と同レベルに引き上げさせると共に、メンタルヘルス（不調者）に対する偏見と差

別の抑制に国家として取り組むことを宣言した点に意義がある。 

 

＜医療費負担適正化法＞ 

 ・オバマ政権下の２０１０年３月に、患者保護および医療費負担適正化法（the Patient 

Protection and Affordable Care Act（PL 111-148））にヘルスケア及び教育負担抑制調整

法（the Health Care and Education Reconciliation Act of 2010（PL 111-152））を上乗

せして成立した法律であり、一般にヘルスケア改革法と呼ばれている。 

 ・同法は、国民の大半に医療保険への加入を義務づけると共に、 
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 ①零細企業の労働者や自営業者など企業保険に加入できない者も、新設される保険市

場（Exchange）から加入できる体制をつくること、 

 ②持病や重病、性別等を理由に保険加入や契約更新を拒否されないようにすること、

 ③医療業界が医療の質の向上とコスト削減のための措置を講じるようにさせること、

 等を定めている。 

 ・同法制定の背景には、 

 ア 医療費高騰と景気後退を背景とする企業の保険離れと約５０００万人にのぼる保

険未加入者の発生、保険加入者の負担増加（「隠れた税金（Hidden Tax）」問題の深刻化）、

 イ 予防医療を軽視する傾向の拡大、 

 等の事情があった。 

 ・この法律の制定に際しては、２６の州や、個人企業全国連合等が違憲訴訟を提起し、

２つの州連邦地裁が違憲判決をだしたが、２０１２年６月１８日の連邦最高裁判決は、

裁判官５対４の僅差で合憲とした。４名の裁判官は、医療保険に加入しない者への罰則

について、州際通商条項違反としたが、長官を含む５名は、税負担とみなし、合憲とし

た。 

 

＜民間の制度～EAP～＞ 

 ・アメリカでは、労災補償制度を筆頭に、他国では公的制度となっているものも、民

間に委ねられていることが多い。日本でもその役割と存在感を増しつつある EAP が、ア

メリカ発祥であることはよく知られているが、現在のアメリカの EAP は、日本であれば

精神保健福祉センター、保健所、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構傘下の

都道府県障害者職業支援センター、イギリスであれば Jobcentre Plus などが果たしてい

る役割の多くを担っている。 

 ・アメリカの EAP は、１９４０年代に、労働者のアルコール問題への対応のニーズか

ら生まれ、アルコール中毒や薬物依存問題への対応を主な業務として拡大して来た。６

０年代には、職務のパフォーマンス障害全般に焦点が移り、８０年代中頃から、諸障害

発生の前段階での予防を図るウェルネス・プログラムの策定と実施にも取り組むように

なった。現在の EAP は、通例、フルタイムの従業員を対象に、職務に関連する諸種の支

援を行っており、その範囲は、抑うつ、ストレス、不安、摂食障害から、キャリアに関

する困難、結婚・家族、家計、エイズ・がんなどの医療、その他の法律関連問題など多

岐にわたる。ただし、セクシュアル・ハラスメントの問題は、一般に、EAP ではなく、

HR（人事労務）が対応すべき課題と捉えられている。うつ（depression）については、

EAP が直接診断する場合もあるし、医師の診断を前提に個人・グループでのカウンセリ

ングを施す場合もあるが、基本的には、原則として本人の健康保険プランに従い、医療

受診を勧める。特に自殺念慮がうかがわれる場合には、直ちに医療機関にリファーする。

 ・一例として、ボストンのパートナー・ヘルス・ケアは、身体障害、家族の介護資源、
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家庭内暴力、性的暴行、高齢者介護、母乳サポート、子育て、一般的な人間関係なども

業務範囲に含めている。 

 ・EAP の主なスタッフは、Ph.D 等の学位を有する心理学の専門家だが、産業医がそ

のサービスに関与する例も多い。 

 ・なお、EAPの品質保証を図る動きもある。たとえば、Journal of Workplace Behavioral 

Health : Employee assistance practice and research を刊行している従業員支援サービ

ス協会（the Employee Assistance Trade Association）は、１９８５年に EAP プロバイ

ダー基準を策定するために設立された団体である。また、北アメリカ EAP 事業者協会

（the Employee Assistance Society of North America（EASNA））は、２００１年に、

認定基準協会（the Council on Accreditation）と協力し、基準による認定を開始し、現

在までに６０近い EAP プログラムを認定している。 

 ・２０１１年段階での北アメリカ EAP 事業所協会の調査によれば、同協会傘下に８０

０のグループ会員があり、アメリカ国内で３１４０万人、国外を併せると計４６１０万

人の労働者とその家族をカバーしているという。 

 

３ 効果 

・不明 

 

４ 図られている対応 

・２で示したもの。 

 

Ａ．研究目的 

 統一研究課題に記されている通り、①諸

外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・

効果を解明し、②わが国への適応可能性を

探ることにあるが、本年度の調査研究は、

①を目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

 研究代表者が呈示したフォーマット「調

査報告書の基本的な構成」に即し、現地渡

航調査と第一次資料のレビューに基づいて

必要事項を調査する方途を採用した。ただ

し、アメリカの法事情に即し、研究目的に

資する限りで、フォーマットの項目を変更

した。 

 現地調査は以下のスケジュールで行われ

た。 

 

（１）ボストンでの調査 

２０１３年１月７日 

（訪問先） 

Professor Emily Spieler, Professor and 

former Dean of School of Law, North 

Eastern University and Dr. Gregory 

Wagner, MD, Senior Advisor to the 

Director UN National Institute for 

Occupational Safety and Health, Harvard 

School of Public Health 
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（調査内容等） 

・NIOSH のメンタルヘルス及び産業保健分

野での現在の活動内容 

・ボストンでの調査計画の再検討 

１月８日 

（訪問先１） 

Senior Administrative Judge Omar 

Hernadez,Department of Industrial 

Accidents, the Commonwealth of 

Massachusetts 

＊行政審判官（Administrative Judge）は、

労災補償にかかる申立について審査（聴

聞）を行う役職。行政法審判官

（Administrative Law Judge）は、この審

査手続を経た決定に対する抗告について

再審査（聴聞）を行う役職。Omar Hernadez

氏は、上級行政審判官の職にある。 

（調査内容） 

・業務上の精神障害に対する労災補償の制

度と運用実態 

（訪問先２） 

Dr.Ron Schouten, M.D.,J.D.Dr.Director 

of the Law & Psychiatry Service of the 

Massachusetts General Hospital and 

Associate Professor of Psychiatry at 

Harvard Medical School 

＊Dr.Ron Schouten は、職場の暴力、脅威

の調査、障害者の専門業務、セクシュア

ル・ハラスメント、障害者差別禁止法の領

域の専門家であり、組織へのコンサルティ

ングも行ってきた他、司法精神医学の領域

では、教員及びコンサルタントとして、広

範囲にわたる経験を重ねてきた。 

（調査内容） 

・職場の暴力、脅威の調査、障害者の専門

業務、セクシュアル・ハラスメント、障害

者差別禁止法に関する制度と実態 

（訪問先３） 

Dr.Dean Hashimoto,J.D.M.D, Chief of 

Occupational and Environmental Medicine 

for the Partners and Health Care 

System(See http://www.partners.org/) 

and the Chair of the Health Care Services 

Board at Department of Industrial 

Accidents. 

Andrea Piraino Stidsen, LICSW, CEAP, 

Director of Employee Assistance Program 

of Partners 

（調査内容） 

・EAP の歴史・現状等 

１月９日 

（訪問先１） 

Michael Ashley Stein 

＊氏は、障害者法の専門家であり、現在は

ハーバード・ロースクールの障害に関する

調査研究プロジェクトの統括を務めてい

る。 

（調査内容） 

・ADA と同法に関する諸問題 

（訪問先２） 

Christine Pontus,MS,RN.,Associate 

Director of Health & Safety for the 

Massachusetts Nurses Association 

（調査内容） 

・ストレス、暴力、バーンアウト、長時間

労働を中心に、看護師の労働条件 

１月１０日 

（訪問先１） 

Tom Eswiller, Community Catalyst 
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（調査内容） 

・国民の健康管理を推進するために国が創

設した公益団体の活動と財政 

（訪問先２） 

William“Bill”Kiernan, Dean of the 

School of Global Inclusion and Social 

Development at the University of 

Massachusetts, Boston, and Director of 

the Institute for Community Inclusion, 

and his staff 

・ADA と障害者の地域参加 

１月１１日 

（訪問先１） 

Ingrid I. Nava, Esq.,General Counsel of 

Service Employees International 

Union(SEIU) and Health and Hospital 

Workers Union(HEU), both unions that 

represent low wage workers,  

＊SEIU も HEU も共に低賃金労働者を代表

している。 

Deborah G. Kohl,P.C., Attorney at Law

＊Deborah 氏は、労災補償にかかる訴訟で

原告側代理人を務めている。 

・ADA、低賃金労働、ストレスなどの雇用

にかかる諸問題 

（訪問先２） 

Prof. David G. Yamada, Suffolk 

University Law School 

＊Prof.David は、職場のいじめ問題に関

する専門家である。 

（調査内容） 

・職場のいじめの実態と対策の状況など 

（訪問先３） 

Dr.Susan F.Butler, Professor of School 

of Arts and Sciences, Tufts University

・アメリカでの精神科医と心理職の役割と

職場での暴力の現状 

 

（２）ホノルルでの調査 

 

１月１４日 

（訪問先１） 

Joyce M. Najita, Director of Industrial 

Relations Center, University of Hawaii

at Manoa 

（実施内容） 

・１５日に実施するグループディスカッシ

ョンの打合せなど 

（訪問先２） 

Library of William S. Richardson School 

of Law, University of Hawaii at Manoa

（実施内容） 

・文献コピー、インターネットでの情報検

索 

１月１５日 

（訪問先１） 

Audrey Hirano, Deputy Director, 

Department of Labor & Industrial 

Relations 

Walter B. Kawamura, Disability 

Compensation Administrator 

（調査内容） 

・メンタル・ストレスと労災補償、ADA に

基づく合理的配慮 

（訪問先２） 

William D. Hoshijo, Executive  

Director,Hawaii Civil Rights 
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Commission 

Marcus L. Kawatachi, Deputy Executive 

Director 

Tin Shing Chao, MPH, Manager, State of 

Hawaii, Hawaii Occupational Safety & 

Health Division 

Amrita Malllik, Senior Trial Attorney, 

U.S. Equal Employment Opportunity 

Commission 

Honolulu Local Office 

（調査内容：グループディスカッション）

・ADA と差別の状況、EEOC と司法救済、合

理的配慮の状況 

・ハワイでの職場におけるメンタル・スト

レスの状況 

１月１６日 

（訪問先１） 

Mie Watanabe, Director of EEO/AA, 

University of Hawaii at Manoa 

（調査内容） 

・大学内でのハラスメントとストレス 

（訪問先２） 

Mark Levin, Professor of Law, William S. 

Richardson School of Law, University of 

Hawaii at Manoa 

（調査内容） 

・喫煙習慣と職場におけるストレス 

１月１７日 

（訪問先） 

Law School Library, Industrial 

Relations Center, Hamilton Library, 

University of Hawaii at Manoa 

（実施内容） 

・情報収集とデータ分類 

 

Ｃ．研究結果 

はじめに－アメリカにおけるメンタ

ル・ヘルスの定義 

 

アメリカでは、メンタルヘルスという言

葉は、今日でも精神疾患(mental illness)

への対策を意味するために使われているこ

とが少なくない。しかしながら、この分野

における知識は、メンタルヘルスと精神疾

患を明らかに区別するところまで進んでい

る。アメリカ疾病管理予防センターの定義

によれば１、メンタルヘルスは、個々人が

自身の能力を認識し、生活上の通常のスト

レスと対応し、生産的、かつ効果的に働き、

そのコミュニティに貢献できることをいう。

しかし、アメリカの成人の約 17％のみが最

適なメンタルヘルスの状態にあると推測さ

れている。 

アメリカの文献等では、behavioral 

health という用語がメンタルヘルスと同

義で使われることが多い。例えば、ＥＡＰ

事業者協会が出している雑誌は、Journal 

of Workplace Behavioral Health となって

いる。 

精神的疾患（mental illness）とは、「す

べての診断できる精神的異常、思考、ムー

ド、或いは健康状態、行動における異常に

よって特徴付けられる健康状態を集合した

ものと定義される。」 

ディプレッション（depression）は、精

神疾患のもっともありふれたタイプである。

アメリカの成人人口の２６％以上に影響し

ている（図１参照）。２０２０年までにデ

ィプレッションは、世界中で、虚血性心臓

疾患に次いで二番目に多い疾患になるであ

ろうと予測されている。 
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Ⅰ 1980 年代から急増したメンタ

ル・ストレス問題 

 

アメリカの職場におけるストレスをめぐ

る主要な問題は、（１）職場暴力の顕在化

（２）欠勤の急増（３）雇用不安である。

アメリカは、先進国の中では、もっとも職

場内の凶悪犯罪発生率が高く､毎週 20 件の

殺人事件が起き、性的暴力等の凶悪犯罪も

平均して 1週間に 100 万件起きるなど、年

ごとに職場が凶悪化する傾向が強まってい

る。また、ストレスにより欠勤する労働者

の数は毎日 100 万人に及び、約 50％以上の

労働者が雇用に関して不安を覚えている２。 

アメリカの国立労働安全衛生研究所

（NIOSH）は、1983 年に主要な労災・職業

病を1位から10位までリストアップした一

覧表を出している３。この一覧表は、①労

災・職業病の被害者数と発生率、②各労災・

職業病の深刻さ、③予防の可能性の 3つの

基準を考慮して作成されたもので、専門家

の注意を喚起するとともに職場における健

康障害予防に必要とされる努力の指標とし

て順位がつけられたものである。 

このうち 10 位が精神障害でノイローゼ、

パーソナリティ障害、アルコール中毒、薬

物依存が挙げられている。メンタル・スト

レスは、労働安全衛生における重要な構成

部分とされ、業務上のストレスには、公的

な関心が高まっており、職務関連ストレス

は 1990 年代の職務上・外のもっとも重要な

健康問題となると予測されていた。 

1980 年にアメリカ労働省が出した｢職業

病に関する議会への中間報告｣によれば、労

災の被害者が労災補償制度によって喪失所

得の 60％を回復しているのに対して、職業

病の被害者は 40％しか回復していなかっ

た。労災の被害者の中心的な所得保障は、

労災補償給付であったのに対し、職業病に

よって重度の労働不能（disability）に陥

っている労働者の所得保障は、社会保障

53％,私的年金 38％、退役軍人給付 17％、

社会福祉 16％、労災補償 5％となっていた。 

職業病の場合、労災補償が受けられない

ために、損害賠償請求訴訟を起す事例は、

労災の場合よりもはるかに多くなっている。

また、労災に対しては労災補償が平均 2カ

月で支給されているのに対して、職業病の

場合には 1年かかっていた。さらに、労災

のうち補償請求が認められないのは、10％

に過ぎないのに、職業病の場合には 60％に

達している。このような不平等の結果、労

災の場合には、和解が 16％しかないのに、

職業病の場合には半分以上に達しており、

被害者あるいは遺族がわずかの一時金で所

得保障と医療の権利を放棄する結果となっ

ている(アメリカでは、数州を除いて労災補

償の権利を和解によって放棄することが認

められている)。 

アメリカにおけるメンタル・ストレスを

含む職業病の激増は、労災補償制度をめぐ

る重大な問題であり、伝統的な労災補償制

度が予期していなかった現象であった。 

 

Ⅱ メンタルストレスに対する労災

補償請求の増加 

 

アメリカでは、80 年代にホワイトカラー

労働者の増加とともに、メンタルストレス

に関心が集まるようになったのは、メディ

アによる職業上のストレスの特集が契機と
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なっている。メディアが注目していたのは、

メンタル・ストレスに対する労災補償請求

の増加である。特にカリフォルニア州では、

1980 年から 1986 年に掛けてメンタルスト

レス・クレイムの数が 430 パーセントも増

加していた４。 

国民医療保険制度がないアメリカにおけ

る Blue Cross and Blue Shield などに代

表されるような多くの団体医療保険は、受

診回数や受診ごとに支払われる金額に制限

を設けている。これとは対照的に、労災補

償による医療給付は全額支給で、控除もな

く、一部負担金もない。受診回数、受診コ

ストにも制限がない。 

労災保険のプロバイダーは、労働者に対

して職業上のストレスに対する労災補償請

求を奨励するようになり、メンタルストレ

ス・クレイムにより、医療のプロバイダー

は、多大な利益を得ることになった。メン

タルヘルス関連の疾病は、業務起因性の立

証が非常に困難であるにもかかわらず、メ

ンタルストレス関連の労災申請が増えた。

裁判所は、労災補償法をリベラルに解釈し、

職業病の定義にストレスや職務上の緊張に

よる精神的､身体的疾病を含めるようにな

っ た （ Albertson’s Inc.v 

WCAB(Bradley)(1982)134 CA3d 308,182 CR 

304,47CCC460）。胃潰瘍、ノイローゼも業務

上のストレスによるものであれば、認めら

れた５。この結果、メンタルストレスに対

する労災申請が急増した。 

これに対して、州の中には労働者に有利

な裁判所の判決を制限するような労災補償

法の改正を行うところも出てきた。カリフ

ォルニア州、マサチューセッツ州等を初め

として、州の労災補償法は、労災補償の人

的傷病（personal injuries）の定義から信

義則違反ではない人事上の行為（Bona Fide 

Personnel Actions）に起因する精神障害を

除外するようになった。 

「配転、昇進、降格、あるいは解雇は、そ

のような行為が意図的に精神的な傷害を与

えることを目的としたものではない限り、

本章の意味での人的傷病とはみなされな

い 。」（ Massachusetts 州 General 

Laws,Ch.152 Sec.1, 7(A)）。｢精神的な傷病

は、もし傷病が合法な、差別的ではない､

善意の人事上の行為によるものであれば、

い か な る 補 償 も な さ れ な い 。」

（ Workers’Compensation Laws of 

California Sec.3208.4(h)） 

これらの背景には、以下の 3点の社会変

化があげられている。①国際的な競争と経

済的な低迷が、レイオフや工場閉鎖を招い

ている。どんなに状況がいいときでも、こ

れらは、ストレスに充ちた出来事である。

②ベビーブーマー世代は、彼らの前の世代

とは異なる期待を持っている。これらの期

待が満たされないときには、結果的にスト

レスになる。③伝統的に、組合の苦情手続

きは多様な苦情に対して重要な救済となっ

てきた。しかし、組合のないセクターが拡

大し、内部に組合の苦情手続きに取って代

わるものが設置されていない。その結果、

労働者は、外部に救済を求めざるをえなく

なり、弁護士に依頼して、労災補償の申請

や損害賠償を請求するケースが増えた。 

職業上のストレスに対する労災補償の申

請が制限されれば、労働者は使用者に対し

て損害賠償を請求するようになり、さらに

違法な解雇に対する損害賠償請求が増えた。

カリフォルニアを初めとして、1980 年代初
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め に 裁 判 所 は 、 使 用 者 の 解 雇 自 由

（employment –at –will）原則に重要な制

限を加えるようになった。1988 年には『労

働者の苦情に対する責任―メンタルストレ

スと違法解雇』と題する本が出されている

６。 

業務上の精神障害に対する請求はその後

も増加し続けている。ＮＩＯＳＨディレク

ターのリンダ・ローゼンストックは｢過去十

年間でアメリカの職場は大幅に変化し続け

ている。この激変は、労使双方に先例のな

い負担をもたらし、仕事によるストレスの

増大は、重要な職業的、公衆衛生上の問題

となっている。経済のグローバル化は、企

業に圧力を加え、労働者のプレッシャーが

高まっている。労働者の健康と幸福に価値

を認め、守るための作戦と方法を発展させ、

職場における男女労働者の効率を助け、組

織的な生産性を上げることが必要である。」

と語っている７。 

 

Ⅲ メンタルストレスと労災補償 

 

アメリカにおけるメンタルに関連する労

災補償申請は、次の3種類に大別される８。 

① Physical-mental claims from a 

physical injury that produce a mental 

consequence 

フィジカル―メンタル請求 身体的な傷病

の結果、精神的な疾患を引き起す。例えば、

痛みの強い腰つい障害の結果、精神的不安

による労働不能。 

②Mental-physical claims resulted from a 

physical stimulus that produce physical 

consequence for example, when stressful 

working conditions contribute a heart 

attack 

メンタルーフィジカル請求 メンタルな刺

激によって身体的な疾患が引き起される。

たとえば、ストレスフルな労働条件が、心

筋梗塞を引き起こす。 

③Mental-mental claims result from a 

mental stimulus( for example ,job 

pressures) that produced a mental 

disabilities (for example on chronic 

anxiety of depression) 

メンタルーメンタル請求 メンタルな刺激

によって（例えば、業務上のプレッシャー）

精神的な障害を引き起こす（例えば、慢性

的な不安や抑うつ） 

アメリカでは、①②については、すべて

の州が労災補償の適用対象としており問題

がないが、問題は③のメンタル―メンタル

である。2012 年 1 月現在で、メンタル―

メンタルを労災補償の適用対象外としてい

る州が１８州ある（表１参照）。 

後出の表１の中で、身体的傷病を伴わな

いメンタルストレスを理由とする労災補償

の申請を認める州のうち適用について、条

件を付しているのは、次の各州である９。 

①メンタルス・ストレスが同等の職場で

働く労働者に比べて甚大で異常な場合に、

業務上のストレスは適用対象となる。職場

のストレスが、精神障害の主たる原因であ

ること、仕事のストレスが「訓練、職務評

価、配転、レイオフ、降格、解雇、その他、

使用者の信義則違反に違反しない行為によ

るものによって引き起こされた場合には、

含まれない。」（アラスカ州）。 

②医師免許を持った精神科医あるいは心

理学者の証言証拠による証明がなければな

らない（コロラド州）。 
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③身体的な症状を伴わないメンタルスト

レスによる労災申請は、業務遂行中に業務

に起因する突然の出来事による重大なメン

タルストレスが発生した場合にのみに認め

られる。信義則(bona fide)に基づく使用者

の人事上の行為に基づく請求は認められな

い。（ユタ州）。 

④メンタルストレスに適用はあるが、身

体的な症状を伴わなければならない（ニュ

ーハンプシャー州）。 

原則として認めないが、条件付きでメン

タルーメンタルを例外的に認める州は、次

の各州である。 

①業務に起因して遂行中に起きたレイプ

（オクラホマ州）。 

②暴力的な犯罪の被害者（アーカンサス

州）。 

アメリカでは、連邦法の適用下にある労

働者(連邦公務員、鉄道労働者、港湾労働者）

を除けば、すべての州に州労災補償法が制

定されている。しかし、メンタルヘルスに

ついては、まだ、労災補償法の適用は、限

定されている１０。 

 

Ⅳ 労災補償法とＡＤＡ 

 

ジョージ・Ｗ・ブッシュ大統領の時に成

立した 1990 年の障害者差別禁止法

（Americans’ with Disabilities Act：ＡＤ

Ａ(42 USCA§§1201to 12213）は、身体

的な障害者と同様に精神的な障害者に対す

る雇用における差別を禁止した。ＡＤＡ制

定前には、1973 年のリハビリテーション

法(Rehabilitation Act)の第Ⅴ編が一定の

障害を持つ個人を差別から保護していた。

リハビリテーション法 504 条、503 条、505

条などＡＤＡは多くの実質的な用語と定義

の多くをリハビリテーション法から継承し

ている。リハビリテーション法は、プライ

ベイト・セクター全般に適用されるのでは

なく、連邦政府との契約者か連邦補助金の

受給者のみに限定されている。 

ＡＤＡは、障害者の職務遂行上のバリア

がある場合にそのバリアを除くために合理

的な措置（reasonable accommodation）を

とることを従業員 15 人以上雇用する事業

主に義務づけている。ＡＤＡは、2008 年に

改正され（ADA Amendment Act of 2008）、

精神的障害者に対する合理的な措置には、

労働時間の短縮、勤務時間スケジュール変

更、診療予約のための休暇、休職、職場に

おける各種ルールの修正、在宅勤務の許可、

配置転換等がある。ＡＤＡの差別禁止は、

①ＡＤＡの下で権利請求できるのは、「障

害」の定義を満たす個人だけである、②使

用者のＡＤＡ違反の差別の有無は、労働者

が「合理的な措置」の有無で職務の資格を

得るか否かで判断される。ＡＤＡをめぐる

訴訟の多くは、ＡＤＡのこの２つのユニー

クな規定から発生している１１。 

ＡＤＡ施行の最初の１０年間は、｢障害｣

の定義の範囲に争点が集中していた。ＡＤ

Ａに関する５つの最高裁判決のうち５つの

判決がこの問題を取り扱っている。最高裁

（ U.S.Air Ways,  Inc. v. Barnett,535 

U.S.391(2002)）がＡＤＡの障害者につい

て明確にしたので、今や争点は、合理的な

措置規定に移っている。 

いかなる措置が合理的であるかが正確で

はない。しかも、ＡＤＡは、使用者に「過

度の負担(undue hardship)」を課す場合に

は、措置を取らなくても違法ではないと規
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定している。｢合理的な措置｣も「過度な負

担」も曖昧な概念である。｢合理的な措置｣

と｢過度な負担｣の調査は、ともに個々の使

用者に特定される事実であり、使用者一般

には適応しない。さらに合理的な措置は、

一種のアファーマティブ・アクションだと

解釈する説もある１２。 

労災補償法の目的は、職務関連のディプ

レッションを含む業務遂行中に業務に関連

して傷病を被った労働者に法律で規定され

た必要な給付を支給することであり、ＡＤ

Ａの目的は、障害を理由とする差別から

人々を守ることである。労災補償の下で労

働不能給付（disability benefit）を受ける

者は、精神的、あるいは肉体的に実質的に

主要な生活活動が出来なくなる場合を除い

て、ＡＤＡの適用を受けない。 

裁判所は、ＡＤＡの前身であるリハビリ

テーション法で、労災補償が認められても

障害者差別に対する損害賠償は認められる

と判示している（Johnson v. Sullivan，764 

F. Supp.1053(D. Md．1991)。労災の結果、

障害者となった労働者は、障害者の資格の

ある個人として、使用者に職場復帰できる

措置を請求することができる。もし使用者

が正当な理由なく「合理的な措置」を拒め

ば、労働者は使用者に差別を理由とする損

害賠償請求訴訟を提起することができる。

この場合には、労働者は労災補償と差別に

対する損害賠償を認められる。 

 

Ⅴ ＦＭＬＡとＡＤＡ１３ 

 

1993 年に制定・施行された家族・医療休

暇法 (Family and Medical Leave Act: 

FMLA)は、出産・育児または養子を育てる

場合、重度の傷病の配偶者や近親者の世話

をするため、もしくは労働者自身の深刻な

健康状態(29§2612（B）)のために働くこと

ができない場合に、資格を満たす従業員に、

1 年間で最長 12 週の無給休暇を取得する

権利を与える法律である。従業員のメンタ

ルヘルスにも関連する法律である。ＦＬＭ

Ａに基づいて事業主は、従業員が休暇を取

得している期間、既存の健康保険の負担を

継続しなければならない。加えて、従業員

は休暇期間が終了すると元のポストまたは

同等のポストに復職できる。 

休暇取得資格を得るためには、12 ヶ月以

上の雇用期間があり、休暇の開始前年に最

低 1,250 時間の就労が条件となる。事業主

が半径 75マイル以内の職場で 50人以上の

従業員を雇用していることが条件である。 

 深刻な健康状態(serious health 

condition)とは、「入院治療、または医療介

護機関による継続的な治療が必要な状

態・・・」 (29 CFR Part 825.114(1)(2))

と定義されている。職務を遂行できない従

業員とは、治療または病気のために、一時

的に職務機能を遂行できない者を意味する。 

3 日以上にわたって休暇をとると重度と

みなすと規定(29CFR825.114(a)(2)(i))され

ている。また、同規則では、個々の医学的

必要性に応じて、断続的休暇や軽減した作

業日程に合わせた休暇も認めている。慢性

的な健康障害や妊娠中の女性は、治療等の

医療スケジュールのための FMLA 休暇を

取得することができる。  

事業主は、FMLA 休暇の必要性を証明す

るヘルスケアプロバイダーの診断書の提出

を求めることができる（Federal Labor 

Law Ch.28§2613）が、ＡＤＡでは、明ら
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かにその仕事に係わる障害（disability）に

ついてのみ調査することができる。健康診

断については、ＡＤＡの方が厳格である。  

従業員が、FMLA 休暇の始まる際に団体

保険に加入していれば、事業主は FMLA

休暇期間中の保険金負担を維持しなければ

ならない。保険金負担は、休職中も休暇前

と同じように継続しなければならない。従

業員が職場復帰しないことを事業主が知っ

た場合、医療保険給付を継続する義務は消

滅する。  

従業員が FMLA 休暇後に職場復帰が可

能となった場合、従業員は休暇以前に就い

ていたポストと同様のポストに復職するこ

とになる。同じポストに復職できない場合、

従業員は元のポストと同じ賃金・手当、労

働条件で同等のポストに復帰することがで

きる。 

ポストが廃止になったり、改編されたり

した場合には、従業員は同じポストに復職

する権利がない。例えば、人員削減で従業

員の労働契約が終了した場合、従業員は元

のポストが廃止になったことから、そのポ

ストに復職することはできない。しかし、

連邦法である FMLA を上回る基準の州や

地方の法律は、ＦＭＬＡに優先する。 

多くの場合、FMLA と ADA の適用範囲

は一致している。しかし、休暇期間や復職

の権利には、かなり違いがある。FMLA で

は、任意の 12 ヶ月間で最長 12 週の無給休

暇が認められている。休暇は連続もしくは

断続的、または軽減労働日程で使うことが

できる。事業主は FMLA 所定の 12 週の休

暇に追加休暇を付与する義務はない。 

これに対して、ADA の下では、従業員は、

事業主と従業員双方によって決められた期

間、休暇をとる権利を認められている。Ａ

ＤＡの下では、休暇は、事業主に「過度の

負担」が掛かることがなければ付与される。

事業主は、従業員が FMLA 所定の休暇を全

部取得していても、従業員が ADA の障害

者の要件をたしていて、追加の休暇が事業

主に「過度の負担」にならなければ、「合理

的措置」として、追加的休暇を付与する義

務がある。 

FMLA では、休暇を自身の傷病だけでは

なく、家族等の看護・介護をするため使用

することができるが、ADA では、認められ

ない。 

休暇期間が完了した時点で、従業員が職

場復帰できない場合、事業主は ADA の「合

理的措置」として追加の休暇を付与するこ

とができる。ADA に基づいて休暇が付与さ

れる場合、従業員は、ポストを空けておく

ことが事業主の｢過度の負担」でできなかっ

た場合を除いて、元のポストに復職する権

利を与えられている。事業主がポストを空

けておくことができなかった場合、事業主

は従業員に同等の空席ポストを検討しなけ

ればならない。 同等のポストが得られない

場合、事業主は下位のポストを探すことが

できるが、 それでもポストがなく、「過度

な負担」に該当する場合には、合理的措置

を講ずる義務はない。 

 

Ⅵ メンタルヘルスとＥＡＰ  

 

近年、労働者のメンタルヘルスに関し

て従業員支援プログラム（Employees’ 

Assistance Program)の重要性が増してい

る。ＥＡＰプログラムは、個人的な問題に

起因する職場における問題を緩和し、助け
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ることを目的としている。ＥＡＰは、1940

年代の当初、従業員のアルコール問題を契

機として登場した。労働者のメンタルヘル

スを維持するための企業内の自主的な活動

であるが、アルコール中毒や薬物検査との

関係で急速に拡大してきてきた。 

1960 年代に労働者のアルコール依存症

から､仕事のパーフォーマンス障害にＥＡ

Ｐの焦点が移った。アルコールのみならず

仕事のパーフォーマンスに影響を与える他

の問題にもＥＡＰの対象を拡大した。1980

年代の中頃から、ＥＡＰと職場におけるウ

エルネスの取り組みの統合が見られるよう

になった。ウエルネス・プログラムは､障害

が発生する前にリスクを予防しようとする

ものである１４。                                                                                   

ＥＡＰの主なスタッフは、Ph. D 等の学

位をもった心理学の専門家であり、産業保

健の分野とは切り離して考えられている

ものであるが、企業によっては一体化して

おり、産業医がこれらのサービスの提供に

関与するケースも少なくない。 

ＥＡＰは、アルコール依存症の問題から

始まったが、企業は、アルコール依存症は、

単に生産性の問題だけではないと理解する

ようになった。職場で支援を必要としてい

る労働者が援助を求めやすくするために､

使用者は通常フルタイムの従業員にこれら

のサービスを無料で提供している。アルコ

ール依存症、薬物濫用等の労働者に限定し

ているＥＡＰもあるが、労働者の個人的な

職務に関連したサービスで労働者を助ける

ために、抑うつ、ストレス、不安、摂食障

害、早期退職計画、キャリア関係の困難に

関連した問題、結婚、家族問題、法律問題、

財政問題、家庭的な医療問題（エイズ、ガ

ンなど）に提供するものが増えている。セ

クシュアル・ハラスメントは、EAP ではな

く、ＨＲの担当である。すべての私的、個

人的な情報は、秘密に保たれる。 

ディプレッションは、個人的あるいはグ

ループ・カウンセリングをしながら、投薬

かあるいは投薬なしで治療できる。いずれ

にしても、医者や精神科医による診断が必

要である。自殺念慮については、医学的な

援助を直ちに求めなければならない。ディ

プレッションに対しては、ＥＡＰが直接診

る場合もあるし、他の機関に紹介する場合

もある。本人の 

健康保険プランに従って、医学的な援助や

医学的な治療を受けるように勧める。保険

がない場合には、他の財源を見つける援助

をする（Partners EAP 866-724-4EAP, 

Understanding Depression）。 

 

ＢＮＡによる調査対象１２０社における

ＥＡＰの共通のサービスの例とその実施率

は､以下の通りである。 

サービスの例     % 

アルコール中毒カ

ウンセリング 

95％ 

薬物中毒カウンセ

リング 

 92％ 

メンタルヘルスカ

ウンセリング  

92％ 

家族・夫婦関係カ

ウンセリング 

   92％ 

職場における暴力

の防止 

77％ 

     (出典)BNA（1996－1999）Phyllis 

Gabriael, Mental Health 

 in the Workplace: Situation 
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Analysis United States,ILO 

（2000）ｐ.47. 

 

ボストンのパートナー・ヘルス・ケア１５

の従業員支援プログラム（EAP）は、自主

的な職場ベースのコンサルテーション、短

期カウンセリング、情報、および従業員と

その世帯員に対する求人紹介プログラムで

ある。資格を持った専門の EAP カウンセ

ラーが個人的な、非公開で安全な支援をあ

らゆるタイプの仕事と生活、家族あるいは

個人的な心配ごとに対してサービスを提供

している。パートナー・ヘルス・ケアの EAP

は、次のような仕事/生活の問題のサポート

を提供している(2013)。ＢＮＡの調査によ

る 90年代のＥＰＡサービスと比較すると、

ウエルネス・プログラムの比重が高くなっ

ている。 

パートナー・ヘルス・ケアのＥＡＰ

（http://www.eap.partners.org/）は、次の

ようなケースに対処している(2013 年)。 

①依存症、②アルコール情報、③重要な

出来事と有害な医療上のイベント、④身体

障害、利用可能性と家族の介護資源、⑤家

庭内暴力と性的暴行、⑥エルダーケア､⑦経

済問題、 

⑧悲しみと喪失、⑨健康な生活、⑩健全な

関係、⑪住宅、⑫法律問題、⑬母乳サポー

ト、⑭人生の変化、⑮マネージャー/スーパ

ーバイザー、⑯メンタルヘルス、⑰軍事家

族や退役軍人、⑱子育て､⑲人間関係、⑳セ

ミナーやプログラム、㉑ストレスと回復力

である。 

EAP は 、 そ の 専 門 性 を Employee 

Assistance Professional Association によ

る私的な認証で保証し始めた。ＥＡＰ認定

基準は､2001年にthe Employee Assistance 

Society of North America が認定基準協会

（the Council on Accreditation(COA)）と

協力して始めた。６０近いＥＡＰプログラ

ム が 認 定 さ れ て い る 。 Journal of 

Workplace Behavioral Health ： 

Employee assistance practice and 

research を刊行している the Employee 

Assistance Trade Association は、1985 年

に優れた EPA プロバイダー基準策定のた

めに設立され､2001 年に認定機関となり、

EAP の認定を行っている。 

北アメリカEAP事業者協会（the Employee 

Assistance Society of North America：

EASNA）の調査（2011 年）によると、同協

会には、800 のグループの会員が全体で

4610 万人の従業員(その内訳は、アメリカ

3140 万人（65％）、カナダ 1150 万人

（35％） 、メキシコ 10 万人（－％）、そ

の他 300 万人（3％））を代表している。家

族の平均人数は、2.3 人であるから、同協

会のＥＡＰとプロバイダーが、世界中で約

1憶 600 万人の生活を代表していることを

意味している。 

 

Ⅶ コミュティによるメンタルスト

レス・ケア 

１・The Mental Parity Act of 1996 

(MHPA) 

1960 年代後半から始まった

deinstitutionalization(精神障害患者等の

施設収容者を健常者と差別せず自由にさせ

る目的で施設から外に出すこと)のために,

アメリカにおける多くのメンタルヘルスス

トレス・ケアは、コミュ二ティを中心に行

われてきた。 
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1990 年代後半、アメリカでダウンサイジ

ング、レイオフ等により大量の人員削減が

行われた。ホワイトカラーもその対象とな

り、雇用不安から多くの労働者がストレス

を感じるようになり、特に白人男性の自殺

率が上昇した。 

また、アメリカではベトナムシンドロー

ムは、今も深刻な問題である。さらにイラ

ク解放作戦に派遣された兵士の中から多く

の自殺者と精神疾患罹患者が出て、90 年代

半ば過ぎに、米空軍が自殺予防対策に取り

組み始めた。空軍の取り組みは、コミュニ

ティ・アプローチと呼ばれ、アメリカで最

も成功した自殺予防対策とされている１６。 

アメリカでも、メンタルヘルスに対する

スティグマが強かった。特に精神科医、セ

ラピスト等を受診することには、抵抗があ

った。精神科受診の抵抗を減らすために、

2008 年には、セキュリティ・クリアランス

（秘密情報を任せるための人物調査)が改

正され、国家の重要機密にアクセスするた

めに充たさなければならない要件から資格

のあるメンタル・ヘルスの専門家から心身

喪失者と認定された者という条件がSAPs, 

Restricted Data, SCI の志願者を除いて削

除された（On January 1,2008,Public Law 

1110-181(The Bond 

Amendment)repealed Title 10 

U.S.C/986(Smith Amendment)）。 

ヘルスケアシステムは、どこの国でも複

雑であるが、アメリカのヘルスケアシステ

ムは、その労災補償システムと同様に独特

で非常に複雑である。高齢者医療保険のメ

ディケア（Medicare）、低所得層向け医療

保険のメディケイド（Medicaid）などの公

的制度はあるが、全国民を対象とする社会

保険としての医療保険制度がなく、企業が

従業員とその家族を対象に民間保険会社と

団体保険契約をして、従業員福利厚生の一

環として医療保障サービスを提供するケー

スが多数を占めている。 

1996 年にクリントン政権下で制定され

た the Mental Health Parity Act of 1996 

(MHPA)は、団体保険のメンタルヘルスの

年間金額や生涯金額に制限を付し、同じプ

ランの普通の医療や手術の金額よりも低い

制限を課していた。「メンタルヘルス・プロ

グラム」は、ヘルス・プランで規定され、

しかも、ＭＨＰＡは、団体保険の給付パッ

ケージに、メンタルヘルスを入れることを

求めていなかった。ＭＨＰＡは、従業員 50

人未満の企業の団体医療保険プランには適

用されなかった。加えて、ＭＨＰＡは、メ

ンタルヘルスに他の制限を加えることを禁

止していなかった。メンタルヘルス受診の

回数を制限し、自己負担を増やしたが、他

の医療や手術にはそのような制限がなかっ

た(精神疾患に対する典型的な生涯限度額

は、50,000 ドル、年間 5,000 ドル、これ

に対して身体的な不調に対しては生涯限度

額が 100 万ドル、身体的な不調に対しては

限度額がない。)。また、メンタルヘルスの

重要な問題である薬物濫用やその他の依存

症には適用されなかった。 

1998 年に発効したＭＨＰＡは、サンセッ

ト条項を含んでおり、６回延長され、2001

年 9 月 30 日に廃止された。1999 年には、

ゴア副大統領夫人 Tipper Gore がアメリカ

史上初めてホワイトハウスでメンタルヘル

ス会議（White House Conference on 

Mental Health）を開催した。 
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２・The New Freedom Commission 

on Mental Health 

メンタルヘルス対策を公約に掲げたジョ

ージ・Ｗ・ブッシュ大統領は、大統領命令

で 2002 年にメンタルヘルス委員会（The 

New Freedom Commission on Mental 

Health）を設立した。委員会は 2003 年に

大統領に「ニューフリーダム委員会報告

書：アメリカにおけるメンタルヘルス・ケ

アの変換への勧告（The President's New 

Freedom Commission: Recommendations 

to Transform Mental Health Care in 

America）１７を提出し、メンタルヘルスの

変革について提言した。 

本報告書は、メンタルヘルスの回復に焦

点を当て、消費者とその家族が主導するシ

ステムの確立を強調した点が画期的である

とされている。メンタルヘルスの目的は、

単なる「病気・障害の治癒」ではなく、「会

社や社会に復帰すること」であるという意

味では、政府機関は、省庁、自治体の壁を

越えて、連携して個人個人に合わせたプラ

ンを作らなければ、利用者中心のケアはで

きないと結論づけた。  

 いずれにせよ、政府機関およびメンタル

ヘルス・サービス・プロバイダー（医師、

精神科医、精神療法家、ソーシャル・ワー

カー、ＥＡＰプロバイダーなど）は、利用

者中心の発想に変革し、「会社や社会に戻っ

て以前と同じように生活していきたい」と

いう利用者の望んでいる最終目的を見誤っ

てはならないということが強調されている。 

 この報告書をもとに、アメリカ精神医学

会をはじめ、主要なメンタルヘルス関連団

体が、法整備を求めるなどの「メンタルヘ

ルス改革キャンペーン」を実施した。議会

関係者も超党派でこのキャンペーンを支援

し、政府機関においては、国立メンタル・

ヘルス研究所（National Institute of 

Mental Health：アメリカ国立衛生研究所

の構成機関。1946 年設立。メリーランド州

ベセスダ所在）は、自殺を防止するための

啓発キャンペーンを展開し、青少年の自殺

防止法などいくつかのメンタルヘルス対策

法が制定された。 

 

３・自殺とメンタルヘルス 

アメリカでは、年間 3,4000 人以上が自

殺し、自殺率は、人口 10 万人当り 11.3 人

(2007)である。精神障害と薬物濫用が自殺

の主要なリスクファクターである１８。 

2004 年に若者の自殺を予防するための

法律 the Garrett Lee Smith Memorial 

Act (GLSMA) が制定された。法律は、

Gordon Smith’s (R-OR)上院議員の 2003

年に自殺した当時大学生だった息子の名前

にちなんでいる。 

 GLSMA は、保健福祉省ＳＡＭＨＳＡが

管轄する自殺防止のための最初の重要な連

邦法である。この法律は、州、民族、準州、

高等教育機関の若者や大学生の自殺防止プ

ログラムに対する連邦の援助に関するする

ものである。プログラム開始以来 300 件を

越える GLSMA 自殺予防補助金が設立さ

れ、そのうち 27 件は、2010 年に成立した 

医療費負担適正法による予防とパブリッ

ク・ヘルス・ファンドによって設立された。

2007 年には、自殺は、15 歳から 24 歳まで

の若者の死亡理由の 3 番目、大学生の間で

は、2 番目の死亡理由であった。   

また、メンタルヘルスを担当する保健福

祉省ＳＡＭＨＳＡは、報告書をもとに、事
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業者向けガイドライン、教育関係者向けガ

イドラインを作ったり、大人向けサイト、

青少年向けサイトを作ったりするなど、

様々な取り組みを進めている。  

 他の重要な自殺防止関連の連邦法は、

2007 年の the Joshua Omvig Veterans 

Suicide Prevention Act (JOVSPA)である。

退役軍人の自殺を減らすための総合的なプ

ログラムの開発をサポートしてきた。法律

の名前は、2005 年にイラク解放戦争に従事

して､自殺した兵士の名前にちなんでいる。

この法律は、退役軍人関連局長官に退役軍

人のための自殺防止プログラムの実施を命

じた。構成内容は、スタッフの教育、全体

的なメンタルヘルスの評価の一部として、

メンタルスの評価、すべての医療施設にお

ける自殺防止コーディネーターの配置、24

時間メンタル・ヘルスケア、無料非常電話、

退役軍人とその家族への教育と対応などを

含む。2009 年ＶＡはインターネットよりも

直接話すことを好む退役軍人のために 1 対

1 で話すサービスを（Telephone 

Consultation）を始めた。 

 

４・2008 年メンタルヘルス・パリテ

ィ・依存症衡平法（MHPAEA 法) 

ジョージＷ・ブッシュ政権はメンタルヘ

ルス対策法の成立に力を入れ、2007 年９月

に上院は、メンタルヘルス疾患に身体的な

病気と同等の保険給付を医療保険のプロバ

イダーに求める立法を通過させた。2007

年に下院の companion 法案が委員会を通

過し、コスト負担を伴う企業経営への影響

も考慮し、リーマン・ショックを契機とし

た金融危機を受けて緊急成立した「金融安

定化法(the Emergency Economic 

Stimulus Act)」の一部としてメンタルヘル

ス・パリティ・依存症衡平法（the Paul 

Wellstone and Pete Domenici Mental 

Health Parity and Addiction Equity Act 

(MHPAEA)が成立した。 

MHPAEA 法は、身体的疾患のみならず

メンタルヘルス疾患を持つ多くの人に適用

される。従来は、通院回数、入院日数など

の事実上の上限があったメンタルヘルス疾

患の保険が、身体の病気と同等の保険とな

り、治療の際の経済的な面にとどまらず、

メンタルヘルスに対する偏見と差別を減ら

すことに、大統領・上院・下院が共同して

国家として真剣に取り組むことを示したと

いう点に意義がある１９。 

2008 年のメンタルヘルス・パリティ・依

存症衡平法は、1996 年のメンタル・パリテ

ィ法の単なる改正法ではない。適用対象が

従業員 5０人以上の事業であることは同じ

だが、医療保険プランにメンタル・ヘルス

疾患に対して身体的な疾病と同じ保険適用

を求め、控除、自己負担、私費負担、自己

保険、適用される入院、外来受診の適用を

含めることによってパリティ(平等)を現実

に拡大し、薬物濫用も適用対象としている。 

 

５・2010 年ヘルスケア改革法 

米国では医療費の高騰が続き、家計を圧

迫し、従業員に医療保険を提供する企業の

負担が増え、高齢者医療保険のメディケア

（Medicare）、低所得層向け医療保険のメ

ディケイド（Medicaid）を運営する連邦政

府や州政府の財政悪化につながった。また、

負担増のために従業員への医療保険の提供

を取りやめる中小企業が増え、労働者およ

びその家族を中心に無保険者の数が増えた。
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無保険者にかかる医療費の支払い（救急医

療施設は患者が無保険であっても診療する

ことが法律で義務付けられている）は「隠

れた税金（Hidden Tax）」として、保険に

加入している国民の負担になっている。政

府はこうした「隠れた税金」は保険加入世

帯あたり年間約 1,000 ドルに上ると指摘し

ている２０。  

 ところで、「ヘルスケア改革法」という名

前の法律があるのではなく the Patient 

Protection and Affordable Care Act(PL 

111-148)「患者保護および医療費負担適正

化法」に the Health Care and Education 

Reconciliation Act of 2010(PL111-152)「ヘ

ルス・ケア及び教育負担抑制調整法」を上

乗せして、2 つの法律で the Affordable 

Care Act（医療費負担適正化法）となり、

オバマ大頭領の｢ヘルスケア改革法」と呼ば

れている。  

2010 年 3 月に成立したヘルスケア改革

法は、こうした問題を是正するため、国民

の大半に医療保険への加入を義務付け、①

零細企業の従業員や自営業者など雇用主が

提供する保険に加入できない人も、新設さ

れる保険市場 Exchange（エクスチェンジ）

から保険を購入できる体制を作ること、②

加入者が持病や新たに罹患した重病、性別

などを理由に保険会社から保険の加入や更

新を拒否されないように保護すること、③

医療業界が医療の質の向上とコスト削減の

ための措置を講じることなどを定めている。

そして、同法には、これらの改革の実施に

かかる予算を調達するため医療業界に対す

る新たな課税措置などが盛り込まれている。

2010 年ヘルスケア改革法は、順次時間を掛

けて実施されることになっており、多くの

実施事項は 2014 年となっている。  

ヘルスケア改革法が制定された背景には、

約 5,000 万人に達する保険未加入者、景気

後退による未加入者の増大､予防医療の軽

視などが上げられている。国民に保険加入

を義務づけたヘルスケア改革法案に対し、

26 の州、複数の個人、個人企業全国連合が

ヘルスケア改革法違憲訴訟を提起し、バー

ジニア州連邦地裁(2010 年 12 月 13 日）お

よびフロリダ州連邦地裁(2011年 2月 1日）

が違憲判決を出したが、第１１巡回区連邦

控訴裁判所（2011 年 8 月 12 日）は、個人

に加入を強制する権限はないとし、連邦地

裁判決を維持し、Medicade の対象者を拡

大するための措置は合憲とした。2012 年 6

月 18 日、連邦最高裁は、国民の保険加入

を義務付ける条項を合憲とする判決

(National Federation of Independent 

Business v. Sebelius, 132S.Ct.2566(2012))を

出した。5 対４で連邦最高裁は、ヘルスケ

ア改革法を合憲と判決した。4 人の裁判官

は、医療保険に加入しないことに対して罰

金を課される（26 U.S.C. 5000A）のは、

憲法の州際通商条項に違反すると判断した。

ロバーツ最高裁長官を含む 5 人の裁判官は、

それを税と見なすことで合憲とした２１。 

 

Ⅷ 職場における暴力 

 

ＮＩＯＳＨのレポートによれば、アメリ

カおけるストレスに起因する職務遂行上の

弊害として、（１）職場暴力の顕在化、（２）

欠勤の急増―ストレスにより欠勤する労働

者の数は毎日 100 万人、（３）約 50％以上

の労働者が雇用に関して不安を覚えている

ことが 2000 年代の初めには指摘されてお
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り２２、職場における暴力が大きな職業上の

ストレスとなっていたことが明らかである。 

1993 年 10 月にアメリカ労働省統計局

（ Bureau of Labor Statistics）が、労災

死亡事故に関する最初の全国調査の結果を

発表し、交通事故に次いで、殺人

（homicide）が労災事故の原因の第 2 位に

なっていることが明らかにされた。1992

年に職場で殺された労働者は、1004 人、1

日に平均 8 人が殺されており，業務上の死

亡の約 5 分の１が殺人によるものであり、

女性労働者の死亡原因の 1 位は殺人であっ

た。職場暴力がさらに深刻化することが予

測されたために、1992 年から職場暴力に関

するデーターが政府や民間企業によって収

集されるようになった２３。1993 年にノー

スウエスターン・ナショナル生命保険会社

が「職場における恐怖と暴力」に関する包

括的な調査を実施したのが、アメリカにお

ける職場における暴力の最初の本格的な調

査だと言われている（Northwestern 

National Life ,Employee Benefits 

Division, Fear and Violence in the 

Workplace (October 1993))。 

労働統計局（ＢＬＳ）の致死的業務上傷

病センサス（Census of Fatal Occupational 

Injuries (CFOI)）によれば、2000 年から

2009 年にかけて、毎年平均 590 人の殺人

が発生し、業務関連死亡災害の４位になっ

ている。2009 年は、女性の職場死亡の１位

は殺人であった。2010 年に発生した 4547

件の死亡労災のうち、506 件が職場殺人に

よるものであった。さらに毎年平均 15000

件以上の非致死的な傷害が報告されている。

職場暴力被害者の 19％は法執行官、13％が

小売業、10％が医療関係労働者であった２４。 

1998 年にＩＬＯが職場における暴力に

関する報告書(Violence at Work)２５を発行

して以来、国際的に職場における暴力に関

心と意識が高まったが、職場における暴力

は、今日では、アメリカの労働者にとって、

もっとも深刻なストレスの原因となってい

る。 

一般の人々との現金の遣り取り、興奮し

やすい・情緒不安定な人々との労働、一人

で労働する、あるいは人がいない場所で働

くことも潜在的な暴力に繋がる、サービス

やケアを与える､アルコールをサービスす

る場合には、暴力のインパクトがある。犯

罪率の高い地域での深夜の労働は、職場暴

力のリスクファクターである。現金の授受、

配達労働者、ヘルスケア専門家、公務員、

カスタマーサービス要員、法執行官、一人

または少人数で働く労働者などはリスクが

高い。 

1970 年の労働安全衛生法は、使用者に労

働者に安全かつ健康な職場を提供する一般

義務を課している（OSHA General Duty 

Clause, Section 5(a)(1) ）。OSHA の役割

は、基準を設定および執行し、またトレー

ニング、教育および支援を提供することに

よって働く男女に安全で健康な職場を提供

することである。ＯＳＨＡは、2011 年 9 月

8 日に｢職場暴力の調査または監督の執行

手順｣（OSHA Directive CPL 02-01-052, 

(2011, September 8). Enforcement 

Procedures for Investigating or 

Inspecting Workplace Violence 

Incidents）を指令として出した。同時に開

設された「職場暴力」のホームページ

（http://www.osha.gov/SLTC/workplacev

iolence/index.html） 
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では、職場の暴力を「職場で起こる、身体

的暴力のあらゆる行為または脅威、ハラス

メント、脅迫、その他の脅威となる破壊的

行動のことである。それは、脅しや言葉の

乱用から、身体的暴力や殺人にまでにもわ

たる。それは、労働者、利用者、顧客、訪

問者にまで影響を与え、また巻き込む可能

性がある。」と定義している２６。 

 

おわりに－OSHA と職場のいじめ・

嫌がらせ－健康な職場法案（Healthy 

Workplace Bill） 

 

故スウェーデンの心理学者スウェーデン

の心理学者ハインツ・レイマンは 1980 年

代に職場におけるいじめを概念化し理解す

る出発点を作ったが、労働者に向けられる

敵対的な行動を現わすために“mobbing 

“という言葉を使った２７。レイマンのパイ

オニア的な研究は、職場における心理的な

虐待に対する最も影響力のある仕事の１つ

であると考えられている。しかし、「職場に

おけるいじめ」（workplace bullying）とい

う言葉は、1990 年代までアメリカには入っ

てこなかった。 

働く男女労働者に安全で健康な職場を保

障する OSHA の一般義務条項および

OSHA に基づく規制は全体として、産業部

門の職場における身体的な危険に対応する

ものである。ところで、アメリカでは、定

期健康診断は使用者に義務づけられている

ものではなく、あくまで健康に悪影響を及

ぼす可能性のある職場に限り、影響を受け

る可能性のある部位についてのみ行うもの

とされており、企業に産業医の雇用を義務

づける一般的な法制度がない。OSHA にも

産業医その他の産業保健専門家を企業で選

任を義務づける規定がない。OSHA が､産

業医の選任を法的に義務づけていない理由

の１つは、同法の規制行政的性格にある。

OSHA は各州の安全衛生基準を設定し、そ

の実効性を確保するために監督官による臨

検と罰則を科すという強行的なものであり、

産業医はもとより、自主的に職場の安全衛

生を維持、改善させるという観点は最初か

ら法の内容となっていない２８。 

したがって、現状では、OSHA の監督官

が職場におけるメンタルヘルスを十分に調

査できるとは考えられない。さらに OSHA

は、私訴権（private cause of action）を認

めていないために、被害者は法的保護を得

るために政府に頼らざるを得ない。さらに、

OSHA 違反に対する罰金が余りに低いた

めに､使用者が OSHA を遵守するインセン

ティブにはなっていないのである。 

精神的苦痛を故意に引き起すいじめは､

職場における大きなストレスであるが、セ

クシュアル・ハラスメントやその他の差別

と関連していない場合には、ほとんど使用

者責任が認められない。いじめは、不法行

為の基準を満たすほど極端でも法外でもな

いというのがその理由である。これに対し

て、アメリカでは、いじめに対する使用者

責任を強化する健康な職場法案（ the 

Healthy Workplace Bill）が 2003 年以降

24 の州で出されているが、いずれも立法化

されていない２９。 
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（図１）12 歳以上のディプレッションの年齢・性別・人種・ヒスパニックによる比率 

(出典)Pratt LA, Brody DJ. Depression in the United States household population, 2005–

2006. NCHS Data Brief. 2008(7):1–8. 

 

表１メンタルストレスに対する各州の労災補償法の適用の有無(2012 年 1 月) 
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アメリカ（障害者差別禁止法とメンタルヘルス） 

 
分担研究者 長谷川 珠子  福島大学行政政策学類・准教授 

研究要旨 

アメリカでは、障害者差別禁止法（障害をもつアメリカ人法（Americans with 

Disabilities Act、ADA））が障害者の雇用にとって非常に重要な役割を果たしており、本

研究課題の主要テーマである「メンタルヘルス対策」にとっても障害者差別禁止法が一

定の役割を果たしているといえる。 

例えば、ADA のもっとも重要な概念の一つである「合理的配慮」（reasonable 

accommodation）とは、障害者が障害ゆえに職務遂行上の支障がある場合、そのバリア

を取り除くものであり、そのような合理的配慮を提供しないことが障害を理由とする差

別に該当する。精神障害者に対する合理的配慮としては、労働時間の短縮、勤務スケジ

ュールの変更、職場における各種のルールの修正、配置転換などが考えられるが、これ

らの合理的配慮は、実際に精神疾患に罹患した従業員に対する「３次予防」的な側面を

有すると考えられる。 

しかし、ADA は、使用者が応募者や従業員に対して障害に関連する調査をすることや

医学的検査を行うことを原則として禁止しているため、２次予防として従業員のなかに

メンタルヘルスの不調者がいないかどうかを調査することが差別に該当するおそれがあ

る。同時に、精神障害者が望まない対応を使用者が行った場合には、それが労働者の健

康のために行われたものであったとしても、差別に該当するおそれが生じる。 

これらは、障害に対する偏見や差別を解消するという差別禁止法の趣旨には適する制

度設計といえるが、労働者が健康を害することを事前に防ぐというメンタルヘルスケア

対策の点からは、問題があると考えられる。日本でも、労働者のプライバシー保護と使

用者の安全（健康）配慮義務の関係が議論されているが、今後は、アメリカにおいて労

働者の健康確保のための措置が、差別禁止法とどのような関係にあるのかについて検討

したいと考えている。 
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Ａ．研究目的 

 統一研究課題に記されている通り、①諸

外国の産業精神保健法制度の背景・特徴・

効果を解明し、②わが国への適応可能性を

探ることにあるが、本年度と次年度の調査

研究は、①を目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

 第１回班会議（平成２３年４月２３日）

での議論を踏まえて研究代表者が作成、呈

示したフォーマット（「調査報告書の基本的

な構成」）に記された必要調査事項に対応す

る法令、行政のガイドライン及び裁判例に

ついて調査を実施した。ただし、アメリカ

では障害者差別禁止法が主たる調査対象と

なるため、適宜フォーマットの項目や順番

を変更した。 
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１ 私法 

 アメリカは、世界で初めて包括的な障害

者差別禁止法を制定した国であり、この障

害者差別禁止法が障害者の雇用にとって非

常に重要な役割を果たしていることは、既

に広く知られているところである。さらに、

本研究の主要テーマである「メンタルヘル

ス対策」にも、同法が一定の役割を果たし

ている。そこで本分担研究報告書では、差

別禁止法アプローチによるメンタルヘルス

への取り組みについて検討する（労働安全

衛生法などによるアプローチについては、

次年度、他の分担研究者により実施される

予定である）。なお、本年度においては、障

害者差別禁止法とそれに関連する法制度が

メンタルヘルス対策にどのような形で関

与・寄与し得るのかを中心的な研究課題と

し、同法に基づき、具体的に企業において

どのようなメンタルヘルス対策が行われ、

どのように労働者のメンタルヘルスの維

持・改善につながっているのかといった実

態的な側面については、来年度実施予定の

現地調査等を踏まえ、来年度以降の研究に

委ねる。 

 

１.１ 障害者差別禁止法 

１.１.１ 障害者差別禁止法制定における

背景と問題の所在 

 アメリカにおいて、障害を理由とする差

別が連邦法として 初に禁止されたのは、

1973 年 の 「 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 法

（Rehabilitation Act of 1973）」１である。

このリハビリテーション法は、もともと、

アメリカにおける障害をもつ人々の生活全

般（教育、職業訓練、就労、医療等）に関

係する多様な施策を規定する法律として存

在していたが、1973 年の同法改正によって、

連邦政府及び連邦政府から財政補助を受け

るすべてのプログラム及び事業について、

適格性を有する障害者に対し、参加の自由

を奪うこと、利益の享受を否定すること、

又は差別をすることを禁止する条項が追加

された（リハビリテーション法 504 条）。さ

らに同法 501 条は、連邦政府に対して、適

格性を有する障害者の採用、配置及び昇進

な ど に つ い て 積 極 的 差 別 是 正 措 置
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（Affirmative Action）のためのプログラム

を計画・実施することを義務付けるととも

に、同法 503 条（a）によって、連邦政府と

10,000ドルを超える契約を締結する民間企

業に対し、適格性を有する障害者の雇用及

び昇進について積極的差別是正措置をとる

よう義務付けている２ 。 

 しかしながら同法の規制を受けるのは、

主として連邦政府であり、一般の民間企業

については、上述したように、連邦政府と

一定額（10,000 ドル）以上の契約を締結し

た民間企業に限定されていた。そのため、

保護の対象となる者も、連邦の公務員や上

記要件を満たす、ごく一部の民間企業の従

業員のみであった。そこで 1980 年代以降、

障害者団体を中心に、障害を理由とする差

別の禁止を一般のすべての民間企業にまで

拡大することが強く求められるようになっ

た 。 NCH （ National Council on 

Handicapped、全米障害者評議会（現在は

NCD（National Council on Disability）。

以下「NCD」という）３は、1986 年に「自

立に向けて（Toward Independence）」４と

題するレポートを提出し、包括的な障害者

差別禁止法の制定に向けた提言を行った。

さらに NCD は、1988 年に、障害を理由と

する差別の禁止と合理的配慮（reasonable 

accommodation）の提供を義務付けること

等を内容とする「自立の入口（On the 

Threshold of Independence）」５と題するレ

ポートを提出した。これが、1990 年に制定

さ れ た「障 害 をもつ ア メリカ 人 法」

（Americans with Disabilities Act with 

Disabilities Act of 1990、以下「ADA」と

いう）６の草案となったものである。ADA

法案は 1988 年 4 月に第 100 回連邦議会に

提出されたが、審議時間が足りず見送られ、

翌第 101 回連邦議会に再提出された。当初

の法案はいくつかの修正を受けたものの、

1990年7月に下院及び上院において賛成多

数で可決され、同月 26 日、当時の George 

Bush 大統領による署名を受けて、成立した。

ADA は、一部を除き、1991 年 7 月から施

行されている。 

 リハビリテーション法は、もともと傷痍

軍人を対象とした職業訓練や教育を提供す

ること、すなわち「職業リハビリテーショ

ン」をその目的としていた７。その対象は、

1920 年の「スミスフェス法」（Smith-Fess 

Act）によって、傷痍軍人だけではなく身体

障害をもつすべてのアメリカ人に拡大され、

さらに、1943 年の法改正によって身体障害

者だけでなく、精神障害者や知的障害者に

も拡大されたが、それでもなお、職業訓練

とカウンセリングを主要な目的とするもの

であり、このようなアプローチが、障害者

をむしろ社会から「分離」させる結果につ

ながったといわれている。つまり、支援を

受けるための条件が障害者の働こうとする

インセンティヴを妨げ、障害者はプログラ

ムに依存するようになり、そのことが障害

者を社会から分離するという方向に働く、

という悪循環に陥ってしまった。 

 このような状況のなか、1950 年代後半か

ら 1960 年代前半にかけてアメリカで広が

った「公民権運動」の影響を受けて、障害

者の自立生活を求める草の根運動が拡大し

ていくこととなる。公民権運動は、人種、

皮膚の色、性、宗教又は出身国を理由とす

る差別を禁止した1964年の公民権法（Civil 

Rights Act of 1964）の制定という成果を達

成する。確かに、障害を理由とする差別は
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公民権法には取り入れられることはなかっ

たが、同法の制定がその後の障害者運動の

方向性に大きな影響をもたらしたといえる

８。 

 1973 年のリハビリテーション法改正に

よる差別禁止条項の追加や、その後の 1990

年の ADA の制定の背景には、このような公

民権運動を契機に活発となった障害者の自

立運動の拡大がある。これに加え、ADA の

制定過程においては、障害者が隔離・差別

され、社会的又は経済的に劣位な立場にお

かれていることが改めて確認され、このよ

うな差別によって、①障害者が社会参加の

機会を失い、社会福祉プログラムに依存せ

ざるを得ず、結果としてアメリカ合衆国全

体として不必要な数十億ドルのコスト負担

につながっていること、②障害者の活用が

進まず、貴重な労働力の喪失につながって

いることが強調された９。つまり ADA は、

障害を理由とする差別を禁止することによ

り、①障害者の福祉プログラムへの依存に

よる社会保障費等の増大を回避し、②障害

者を労働力として活用することを目指して、

制定されたものといえる。ADA は、精神障

害者もその保護対象としており、本研究と

の関係では以下のことが指摘できる。精神

障害を抱える人に対して、使用者はその障

害を理由として差別することは許されず、

ADA の下では、原則として、メンタルヘル

ス不調者も、労働力として活躍することが

期待されているといえる。労働者の雇用の

維持のために、ADA では、障害者がその障

害ゆえに職務遂行上支障がある場合には、

その障壁を取り除くための「合理的配慮」

（reasonable accommodation）を提供する

ことを使用者に求めている。つまり、メン

タルヘルス不調者は、職務内容の軽減や労

働時間の短縮、配置転換等の合理的配慮の

提供を受けつつ、就労を継続することが可

能となる。ただし、①ADA の下での「障害

者」の定義や、②合理的配慮の内容・程度

によって、メンタルヘルスの不調者が ADA

によって保護される範囲は大きく影響を受

ける。したがって、ADA の基本的枠組みの

なかで、メンタルヘルス不調者が保護され

る境界を明らかにすることが重要となる。 

 なお、メンタルヘルスと関連する差別禁

止法として、ADA のほかに、2008 年に制

定された「遺伝子情報差別禁止法」（Genetic 

Information Nondiscrimination Act of 

2008、以下「GINA」という）１０がある。

同法は、従業員及び応募者の遺伝子情報を

得ることを原則として禁止し、遺伝子情報

に基づく差別を雇用の全局面において禁止

する。同法は 2009 年 11 月から施行されて

いる。GINA についても、メンタルヘルス

と関わりのある範囲において、検討対象と

する。 

  

１.１.２ ADA の概要 

 1990 年に制定された ADA は、法の目的

や用語の定義を設けた「総則」、「雇用にお

ける差別の禁止」を定めた第 1 編、「地方公

共団体、州、連邦政府などの公共サービス

及び公共交通機関によるサービスの提供に

おける差別の禁止」を定めた第 2 編、「民間

企業によって運営される施設及びサービス

提供における差別の禁止」を定めた第 3 編、

「テレコミュニケーション」について定め

た第 4 編、及び、「雑則」を定める第 5 編か

ら構成される包括的な障害者差別禁止法で

あり、ADA によって、生活全般における障
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害を理由とする差別が禁止されている。以

下では、「雇用差別」についてのみ検討の対

象とし、特に断らない限り ADA 第 1 編を

ADA とする。 

 ADA が 1990 年に制定されて以降、2008

年に一度改正されている。ADA 制定後、裁

判所が「障害」の範囲を狭く解釈する傾向

にあったことから、ADA の起草者や障害者

団体を中心に批判が高まり１１、2008 年に

ADA が改正された（ Americans with 

Disabilities Act Amendments Act of 2008、

以下「ADA 改正法」という）１２ １３。詳

細は後述するが、2008 年改正では、障害の

定義について、従来の定義をそのまま踏襲

しつつ、障害の範囲が狭く解釈される余地

がなくなるようにするために、その内容が

明確化された１４。 

 

１.１.３ 施行規則及びガイドライン 

 ADA の施行規則を作成する権限を有す

る EEOC１５は、ADA 改正法制定後、同法

の施行規則の改定作業に取りかかり、暫定

版を作成するとともに、各地で公聴会を開

くなどして意見を集めた。その結果、EEOC

は、2011 年 3 月 25 日に ADA 改正法施行

規則を実施するための 終版となる規則

（ 29 C.F.R. Part 1630 Regulations to 

Implement the Equal Employment 

Provisions of the Americans with 

Disabilities Act, as Amended、以下、「ADA

改正法施行規則」という）を発行し、その

内容を反映させる形で、2011年 7月 1日に、

ADA 施行規則を改定した（29 C.F.R. Part 

1630 Regulations to Implement the Equal  

Employment Provisions of the Americans 

with Disabilities Act、以下、「ADA 施行規

則」又は「施行規則」という）１６。さらに、

この ADA 施行規則には、「第 1630 部の付

録‐障害を持つアメリカ人法第 1 編の解釈

ガイダンス」（29 C.F.R. Appendix to Part 

1630 - Interpretive Guidance on Title I of 

the Americans with Disabilities Act）がつ

いており、ADA 第 1 編についての詳細な解

釈がなされている（以下、「ADA 解釈ガイ

ダンス」という）。 

 EEOC は、さらに詳細なガイドラインを

作成している１７。ガイドラインの数は多数

あるため、本研究との関連があると思われ

るものに限って紹介する１８。 

・ ADA における合理的配慮と過度の負担

（Undue Hardship）についてのガイド

ライン〔改訂版〕（2002 年 10 月）

（ Revised Enforcement Guidance: 

Reasonable Accommodation and 

Undue Hardship Under the 

Americans With Disabilities Act 

・ 採用前の障害に関連する調査と医学的

検査についてのガイドライン（1995 年

10 月）（ADA Enforcement Guidance: 

Preemployment Disability-Related 

Questions and Medical Examinations、

以下「採用前調査ガイドライン」という） 

・ ADA における従業員に対する障害に関

連する調査と医学的検査についてのガ

イドライン（2000 年 7 月）Enforcement 

Guidance on Disability-Related 

Inquiries and Medical Examinations 

of Employees Under the Americans 

with Disabilities Act (ADA)、以下「採

用後調査ガイドライン」という） 

・ 労働災害補償とADAについてのガイド

ラ イ ン （ 1996 年 9 月 ）（ EEOC 
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Enforcement Guidance: Workers' 

Compensation and the ADA） 

・ ADA と精神障害についてのガイドライ

ン（1997 年 3 月）（EEOC Enforcement 

Guidance on the Americans with 

Disabilities Act and Psychiatric 

Disabilities、以下「精神障害ガイドラ

イン」という） 

 

 なお、裁判所は、施行規則をはじめとし

てEEOCの各種のガイドラインの内容には

拘束されないが、使用者はガイドラインを

順守することによって無用な訴訟を回避す

るできる可能性が高くなることから、企業

の行動に対する実質的な効果は大きいと評

価されている。 

 

１.２ ADA の管轄機関と実施機関 

 ADA を管轄するのは、連邦の労働省

（United States Department Labor）であ

る。このなかの障害者雇用政策局（Office of 

Disability Employment Policy 、 以 下

「ODEP」という）１９が、障害者差別禁止

法をはじめとする、障害者の雇用全般に関

わる連邦の様々な施策を実施している。

ODEP は、障害者の雇用機会拡大のために

国家的なリーダーシップを発揮することを

目的として、2001 年に労働省内に設置され

た機関である。ただし、労働省の 2001 年度

予算の中でODEPを設置する予算が組まれ

たもので、ODEP の設立根拠となる立法は

ない。 

 ADA に関し、施行規則やガイドラインを

作成し、雇用差別の救済窓口となるのは、

雇用機会均等委員会（Equal Employment 

Opportunity Committee、以下「EEOC」

という）である。EEOC は、連邦の雇用差

別禁止法の実効性を確保することを目的と

して、1964 年の公民権法制定と同時に、連

邦政府の独立機関として創設された機関で

ある（公民権法 705 条）２０。現在、EEOC

が扱う連邦の雇用差別禁止法は、ADA 及び

リハビリテーション法の差別禁止規定のほ

か、1963 年の「同一賃金法」（Equal Pay Act 

of 1963）、1964年の「公民権法第7編」（Title 

Ⅶ of the Civil Right Act of 1964）、1967

年の「雇用における年齢差別禁止法」（Age 

Discrimination in Employment Act of 

1967）、1991 年公民権法第 7 編及び GINA

である。EEOC は、これらの連邦の雇用差

別禁止法について施行規則や各種のガイド

ラインを作成する権限と、行政上の救済機

関としての権限をもつ。 

 上記の連邦法に違反する差別を受けたと

感じた被害者は、訴訟を提起する前に、必

ず EEOC への申立（charge）を行わなけれ

ばならない。申立を受けた EEOC は、申立

内容を書面化し、10 日以内に被申立人であ

る 使 用 者 に 書 面 を 提 示 し 、「 調 査 」

（investigation）開始の報告を行う。当該

申立を担当する調査官は、被申立人が差別

を行ったかどうかについての情報を収集し、

差別を行ったと思われる合理的根拠がある

と 判 断 さ れ た 場 合 に は 、「 調 整 」

（conciliation）が行われる。これは、当事

者との協議や説得を通して、当事者間での

差別の自主的解決を図ることを意味する。

調整が成立した場合、申立人、被申立人お

よびEEOCとの間で拘束力を持つ書面が締

結され、手続きが終了する２１。手続きのな

かで解決に至らない場合、EEOC は自ら原

告となって被申立人を相手取って連邦地方
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裁判所に差別の救済を求める民事訴訟を提

起することができる。EEOC が訴訟を提起

しない場合、EEOC が申立を却下した場合、

または、申立から 180 日経過後に申立人が

請求した場合は、申立人は EEOC から訴権

付与通知（notice of rights to sue）を受け

取り、裁判所に訴訟を提起することが可能

となる。  

 EEOC は、上院の助言と承認を得て、大

統領によって任命される 5 名の委員から構

成される。5 名はそれぞれ、各種の差別問

題について専門的知識・経験をもつ人々で

構成されている。本部はワシントン DC に

あり、全米に 53 の支部をもつ。スタッフ数

は、2,400 名程度であり、予算は 367,303

ドルである（2010 年）。 

 

１.３ ストレスマネジメントの具体的な

方策 

 

１.４ 専門家や専門機関の活用によるス

トレスマネジメント 

 1.3 ストレスマネジメントの具体的な方

策及び、1.4 専門家や専門機関の活用による

ストレスマネジメントについて、下記

1.5.4.3 において、ADA の下での合理的配

慮との関連で触れることとし、差別禁止の

枠組みを超える部分については、来年度の

研究対象とする。 

 

１.５ 雇用にかかる精神障害者差別禁止

法 

 ここでは、ADA について精神障害者差別

に焦点を当て、さらに詳しく検討する。 

 

１.５.１ 規制対象 

 ADA の規制対象である「適用対象事業体」

（covered entity）には、使用者（employer）、

雇用斡旋機関（employment agency）、労働

団体（labor organization）又は労使合同委

員会（joint labor management committee）

が含まれる（ADA101 条(2)）。使用者とは、

当年又は前年において 20 週以上の各労働

日に 15 人以上の従業員を使用する者で、州

際通商に影響を与える産業に従事するもの

をさす（同条(5)(A)）２２。従業員数の算定

は、事業所ごとではなく、企業ごとに行わ

れる。規制対象を定めた規定は、人種、皮

膚の色、宗教、性、又は出身国を理由とす

る雇用差別を禁止した公民権法第 7 編の規

定を ADA にも利用したものであり、従業員

数の要件が定められている理由は、ごく小

規模な企業では同族的経営が多いことに配

慮されたものであるとされている２３。 

 なお、使用者には、アメリカ合衆国、ア

メリカ合衆国政府が完全所有する法人又は

インディアン部族は含まれない。アメリカ

合衆国及び同政府が完全所有する法人は、

リハビリテーション法により類似の規定の

適用を受ける（ADA101 条(5)(B)(ⅰ))。 

 

１.５.２ 保護対象‐「障害」（disability）

の定義‐ 

１.５.２.１ ADA における障害の基本的

定義と ADA 改正法の要点 

 ADA における障害とは、以下のいずれか

をさす（ADA3 条(1)）。 

（A）その人の一つ以上の主要な生活活動

（one or more major life activities）を実質

的に制限する（substantially limits）身体

的又は精神的機能障害（a physical or 

分担研究報告書（長谷川 珠子）

－ 404 － 



mental impairment）。 

（B）そのような機能障害の記録（record）。 

（C）そのような機能障害をもつとみなされ

ること（being regarded）。 

 この定義は、1990 年の ADA 制定当初か

ら規定されていたもので、ADA 改正法にお

いてもこの基本となる定義はそのまま踏襲

されている。ただし、ADA 改正法では、①

ADA3 条(2)に「主要な生活活動」の内容が

追加され、②上記 ADA3 条(1)(C)に「第(3)

項参照」との一文が加えられ、ADA3 条(3)

として、「そのような機能障害をもつとみな

されること」についての説明が加えられて

いる。さらに、③ADA3 条(4)として、「障

害の定義に関する解釈ルール」が設けられ

た。ADA の障害の定義は、これらの追加項

目に従って解釈されなければならない。 

 

 

１.５.２.２ 「主要な生活活動」とは 

 連邦 高裁判所は、2002 年の Toyota 

Motor Mfg., Ky., Inc. v. Williams 事件判決

２４において、職務のなかのある特定の一種

類の職務を遂行できないことは、「主要な生

活活動」の制限ではないとの判断を下した。

連邦 高裁判所は、ADA の障害の定義のな

かの「主要な生活活動に対する実質的な制

限」であるというためには、「ほとんどの

人々の日常生活にとって中心的な重要性を

もつ活動」を妨げ、あるいは、極めて制限

する機能障害を有することであると判示し

た。 

 ADA 改正法以前、この「主要な生活活動」

については、ADA の法文上ではなく、施行

規則にその具体的内容が記載されていた。

それによると、主要な生活活動とは、「自分

自身の世話をすること、手作業を行うこと、

歩くこと、見ること、聞くこと、話すこと、

呼吸すること、学ぶこと、働くこと」であ

った。しかし、連邦 高裁判所の狭い解釈

を受け、ADA 改正法では、「主要な生活活

動」の内容を法文上明記し、かつ、その内

容を拡充している。すなわち、新設された

ADA3 条(2)(A)では、主要な生活活動とは、

「自分自身の世話をすること、手作業を行

うこと、見ること、聞くこと、食べること、

眠ること、歩くこと、立つこと、持ち上げ

ること、かがむこと、話すこと、呼吸する

こと、学ぶこと、読むこと、集中すること、

考えること、コミュニケーションをとるこ

と、及び、働くことを含み、かつ、これに

限定されない。」とされている。また、主要

な生活活動には、主要な肉体機能（bodily 

function）の働きも含まれるとし、これに

は、「免疫システム、通常の細胞成長、消化

器官、膀胱、神経、脳、呼吸器、循環器、

内分泌機能、及び、生殖機能が含まれ、か

つこれに限定されない」とされる（ADA3

条(2)(B)）。 

 ADA 改正法後に作られた ADA 施行規則

§1630.2(1)(ⅰ)には、ADA の内容に加え、

「座ること、手を伸ばすこと、他者と交流

すること」が主要な生活活動に含まれると

定められている。ADA3 条(2)(A)や ADA 施

行規則を作成するに当たっては、使用者側

や障害者側から様々な意見が出された結果、

現在の規定となっている。ADA 改正法施行

規則において強調されていることは、これ

らの主要な生活活動の例は、あくまでも例

示列挙であって、限定列挙ではない点であ

る。 

 ADA 改正法に、「集中すること、考える
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こと、コミュニケーションをとること」が、

主要な生活活動に当たると明記されたこと

により、メンタルヘルス不調者を含む精神

障害者の多くが、ADA の保護対象となるこ

とが期待される。また、これらの活動は、

職務の本質的機能の遂行に影響を与える可

能性が高い活動であることから、職務遂行

上の支障を取り除く合理的配慮を提供する

ことが使用者に求められることとなる。 

 

１.５.２.３ 「機能障害をもつとみなされ

ること」とは 

 新たに追加された ADA3 条(3)(A)は、ど

のような場合に「そのような機能障害をも

つとみなされ」たことになるのかを明記し、

原告（障害者）側の立証すべき内容を明ら

かにした。すなわち、「個人が、実際の又は

知覚された（actual or perceived）身体的

又は精神的機能障害を理由として、本法の

下で禁じられた行為を受けたことを証明で

きた場合には、その機能障害が主要な生活

活動を実際に制限したかどうかにかかわら

ず、又は、制限すると思われていたかどう

かに関わらず、そのような機能障害をもつ

とみなされているとの要件を満たす」。ただ

し、続く ADA3 条(3)(B)において、「ADA3

条 (1)(C)は、一時的あるいはささいな

（minor）機能障害には、適用されてはな

らない。」と定められ、その一時的な機能障

害とは、「実際の又は予想される存続期間が

6 か月以下のものをさす。」とされた２５。 

 ADA 施行規則§1630.2(l)によれば、本法

の下で禁じられた行為とは、「採用拒否、降

格、休職命令、解雇、ハラスメント、その

他の労働条件に関する不利益取扱い等」が

含まれる。 

 

１.５.２.４ 障害の定義に関する解釈ル

ール 

 ADA 改正法は、今後、裁判所によって再

び障害の定義が狭く解釈されることのない

よう、ADA3 条(4)に、障害の定義に関する

5 つの解釈ルールを定めた。すなわち、 

(A)本法における障害の定義は、本法の下で

対象となる広範囲の個々人が有利となるよ

う、本法の用語により許される 大限の範

囲において解釈されなければならない。 

(B)「実質的制限する（substantially limits）」

という用語は、2008 年 ADA 改正法の事実

認定と目的２６に従って解釈されなければ

ならない。 

(C)障害の有無を決するという目的におい

ては、主要な生活活動の一つを実質的に制

限する機能障害は、他の主要な生活活動を

制限する必要はない。 

(D)時々生じる又は寛解期にある（episodic 

or in remission）機能障害は、その症状が

あらわれた際に、主要な生活活動を実質的

に制限するのであれば、障害に該当する。 

(E)機能障害が主要な生活活動を実質的に

制限するかどうかは、軽減措置（mitigating 

measure）による改善効果に関わらず、決

定されなければならない２７。 

 これにより、ADA における障害の定義は、

上記のルールに従って解釈されなければな

らないこととなった。 

 EEOC は、この解釈ルールを受けて、施

行規則のなかの障害の定義に関する項目に

ついて改定を行った。改定内容は多岐にわ

たるため、以下では、大幅な改定が加えら

れた「実質的な制限」（substantially limits）

に関する施行規則を紹介する。 
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 旧施行規則§1630.2(j)(1)は、実質的な制

限とは、「①一般人口のなかの平均的な人で

あれば実行できるような主要な生活活動を

実行できないこと、又は、②特定の主な生

活活動を実行する際の条件、方法又は持続

性に関して、一般人口における平均的な人

が同じ主要な生活活動を実行する際の条件、

方 法 又 は 持 続 性 に 比 較 し て 著 し く

（significantly）制限されていることをい

う。」と説明していた。これに対し、改定さ

れた施行規則§1630.2(j)では、「(1)(ⅰ)『実

質的に制限する』という文言は、ADA の用

語により許される 大限の範囲内において、

広範囲の個人が有利となるよう解釈されな

ければならない」としたうえで、「(ⅱ)一般

人口におけるほとんどの人と比較して、あ

る人が主要な生活活動を遂行する能力を機

能障害が実質的に制限するのであれば、そ

れは障害となる。実質的な制限かどうかを

判断する際に、機能障害がその人の主な生

活活動を行うことを、妨害、又は著しく

（significantly）又は厳しく(severely）制

約する必要はない。とはいえ、すべての機

能障害が本法の下での障害になるわけでは

ない。」と説明している。また、一般人口の

ほとんどの人々の能力と、その人の制限と

を比較する際には、多くの場合、科学的、

医学的又は統計的な証拠を用いる必要はな

いこと、生活活動への機能障害の制限具合

を検討するに際し軽減措置の改善効果は考

慮しないこと等、詳細に用語の説明がなさ

れている。 

 

 これらの改正を受けて、精神障害の分野

においては、以下の効果が生じると考えら

れている２８。まず、時折生じるまたは寛解

期の状態にある機能障害について、それが

発症した際に主要な生活活動を相当程度制

限する場合には障害に該当するとされたこ

とにより（ADA3 条(4)(D)）、PTSD、うつ

病、てんかん等が、障害として認定される

可能性が広がる。たとえば、発症している

時間が短く、時折にしか症状が出ない

PTSD 等についても、フラッシュバックに

より脳の機能や考えるという主要な生活活

動が相当程度制限を受ける場合には、障害

に該当することとなる２９。 

 次に、軽減措置の効果を考慮に入れない

と明記されたことにより（ADA3 条(4)(E)）、

投薬により症状が改善されるため、障害と

して認められてこなかった、うつ病等の精

神疾患が、障害として認められる可能性が

高まったといえる。 

 

１.５.２.５ 適格性（qualified）要件 

ADA において差別禁止の対象となるの

は、あくまで、合理的配慮があれば、ある

いはなくとも、当該労働者が、職務の本質

的 機 能 （ essential functions of the 

employment position）を遂行できる場合に

限られる。ADA は、職務の本質的機能が遂

行 で きる者 を 「適格 性 をもつ 個 人」

（ qualified individual ）として定める

（ADA101 条(8)）。使用者が、学歴、熟練、

経験等の職務に関連する基準を設定してい

る場合、障害をもつかどうかに関わらず、

その基準を満たしていなければ、適格性を

欠くことになる。たとえば、連邦政府が定

める視力要件を満たしていないトラック運

転手が、適格性を欠くと判断された裁判例

がある３０。 

この「適格性要件」は、公民権法第 7 編
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には定められていないが、障害がある場合、

その障害ゆえに職務遂行能力に影響を与え

る蓋然性が高いことから、あえて ADA の法

文上明記されているものであると考えられ

る。したがって、ADA においても使用者は

職務能力をもつ者を平等に取扱うことを義

務付けられているのであって、職務能力の

低い障害者を特別扱いするよう使用者に求

めるものではない。ただし、職務のうちの

本質的機能を遂行できればよいことから、

周辺的（marginal）な職務を遂行できない

としても、適格性判断には影響しない３１。

また、本質的職務を遂行できる場合には、

それを行う時間の変更やその方法を変更す

るといった合理的配慮が求められることも

ある。 

 

１.５.２.６ ADA における精神障害 

 以下では、EEOC の「精神障害ガイドラ

イン」に基づき、ADA における精神障害の

範囲について解説する。 

 ADA3 条(1)(A)における精神的機能障害

（mental impairment）には、以下のもの

が含まれる。 

・ うつ（major depression） 

・ 躁うつ（bipolar disorder） 

・ 不安障害（anxiety disorder）：パニッ

ク障害、強迫神経症、PTSD を含む 

・ 統合失調症（schizophrenia） 

・ パーソナリティ障害（ personality 

disorder）３２ 

 

 これらの精神的な機能障害がある場合、

その状態が自動的に障害となるわけではな

い。上述したように、そのような機能障害

が、その人の一つ以上の主要な生活活動を

実質的に制限することになってはじめて、

障害のレベルに達することになる。 

精神的機能障害によって制限されうる主

要な生活活動は、人によってさまざまであ

るが、典型には、「学ぶこと、考えること、

集中すること、他者と交流すること

（interact with others）、自分自身の世話を

すること、話すこと、手作業をすること３３、

眠ること」などが含まれる。 

 実質的に制限するかどうかは、上述した

ADA 改正法及び施行規則に基づいて、①制

限の程度と②その期間によって判断される

ことになる。存続期間については、ADA の

中では明記されていないが、EEOC の精神

障害ガイドラインによれば、生活活動を制

限する期間が少なくとも数か月以上３４継

続することが必要であるとされている。ガ

イドラインでは、以下の例が示されている。 

 

例１：激しい孤独感、出勤すること以外の

社会的引きこもり状態、深刻な不眠及び集

中できないという問題を抱え、うつ状態が

1 年以上継続していた従業員の例。この場

合、この従業員は、他者との交流、睡眠、

集中という能力に対し、機能障害（うつ病）

が深刻な制限をもたらしていたということ

がいえる。そのため、機能障害による影響

は、実質的な制限といいうる程度に深刻で

あり、存続しているということができる。 

 

例２：数か月間、躁うつ病の投薬治療を受

けている従業員の例。投薬を受ける前は、

症状が深刻で、躁と鬱が頻繁に繰り返され、

次第に社会的に引きこもりがちとなり、自

分自身の世話をすることが困難となってい

た。投薬によって症状は落ち着いたが、医
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師によれば、彼の躁鬱病は不安定であり、

長期に存続する可能性があった。この従業

員の機能障害（躁うつ病）は、投薬の影響

を考慮に入れなければ、他者との交流と自

分自身の世話という主要な生活活動に対

し、深刻な制限をもたらしているといえる。 

 

例３：恋人との別れにより、悲しみに打ち

ひしがれている従業員の例。彼は日常生活

はこなしていたものの、仕事において動揺

することが時折みられ、この状態が一か月

ほど継続していた。カウンセラーによれば、

彼の症状は「適応障害」（ adjustment 

disorder）であるが、症状は恋人との別れ

の件に起因するものであって、長期にわた

って継続することはないとされた。この場

合、彼は適用障害という機能障害を抱えて

いたものの、短期間だけのものであり、そ

の間も主要な生活活動を実質的に制限した

とまではいえない。したがって、この従業

員は、ADA における障害をもつとはいえな

い。 

 

 なお、慢性（chronic）のものであれ、一

時的なものであれ、また、寛解期にあるも

のであれ、その精神的機能障害の症状があ

らわれたときに、主要な生活活動を実質的

に制限する場合には、ADA における障害と

なる（ADA 3 条(4)(D)参照）。 

 

 以下では、ADA が、どのような場合に、

主要な生活活動への実質的制限となるとと

らえているのかを知るため、主要な生活活

動の類型ごとの判断枠組みを紹介する。原

則として、各種の生活活動において実質的

な制限をもつかどうかは、平均的な一般人

との比較で判断される３５。 

 

①他者との交流 

 同僚や上司と仲が悪いというだけでは、

不十分である。常に敵対的関係にある、社

会的引きこもりである、又は必要があるに

も関わらずコミュニケーションが取れない、

などの深刻な問題がある場合に限って、主

要な生活活動への実質的制限であると判断

される。 

 

②集中すること 

 関連のないものが視野に入ってくる、雑

音・騒音が耳に入ってくる、又は関連のな

い考えが頭に浮かぶ等によって、容易にか

つ頻繁に気が散る場合、集中するという主

要な生活活動への実質的制限となりうる可

能性がある。より具体的には、例えば、不

安障害のため集中できず、細かい仕事でミ

スを繰り返し、叱責された後も同様のミス

を繰り返すという場合、障害となる可能性

がある。他方で、長時間の会議で疲れ、集

中力が続かないというような場合は、多く

の人がそうなることが予想されるため、た

とえその人が慢性的なうつ病を抱えていた

としても、会議に集中できないということ

だけをもって、主要な生活活動への制限と

いうことはできない。 

 

③睡眠 

 例えば、PTSD のために何か月もの間、

睡眠薬なしには、ごくわずかにしか眠るこ

とができないという場合、又は、うつ病の

ため数か月間 1 日に 2、3 時間しか眠ること

ができないといった場合には、睡眠という

生活活動への実質的制限となりうる。他方、
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精神的機能障害により、寝つきが悪い、あ

るいは、時々十分な睡眠がとれないという

だけでは不十分である。 

 

④自分自身の世話 

 例えば、機能障害があるために、平均的

な人と比べて、朝に起床すること、風呂に

入ること、衣服を着替えること、食事を用

意して食べることなどの基本的な活動を行

うことができない場合、主要な生活活動へ

の実質的な制限となりうる。うつ病の場合、

睡眠過多となることが多く、それにより自

分自身の世話が十分にできなくなることが

考えられる。 

 

１.５.３ ADA の禁止する障害を理由と

する差別 

１.５．３．１ 差別禁止事項 

 ADA は、「いかなる適用対象事業体も、

応募手続き、労働者の採用、昇進、解雇、

報酬、職業訓練、並びにその他の雇用上の

規定、条件及び特典に関して、適格性を有

する人を障害を理由として差別してはなら

ない。」と定め、雇用の全局面における差別

を禁止している（ADA102 条(a)）。施行規

則§1630.4(a)(1)には、これらの項目に関す

る差別禁止のほかにも様々な差別禁止事項

が定められている３６。 

 なお、ADA 改正法を受けて改定された施

行規則では、§1630.4(b)として「障害がな

いことの申立」という項目が追加され、障

害のない人が提供してもらえない配慮を、

障害者が得られることを含めて、障害のな

い人が障害がないことを理由として差別を

受けることに関する申立に、本規則は何ら

根拠を与えないことが定められた。これは、

障害のない人が障害者よりも不利に取扱わ

れたという、いわゆる逆差別が ADA におい

ては成立しないことを明記したものである。 

 

１.５.３.２ ADA の禁止する差別の類型 

 ADA102 条(a)の「障害を理由とする差別」

には以下を含むとして、ADA102 条(b)にお

いて、7 種の差別が列挙されている。 

(1)応募者又は労働者を、その障害を理由と

して、その応募者又は労働者の機会又は地

位に不利な影響を及ぼす方法で制限、分離

又は分類すること。 

(2)使用者が、その使用者の応募者又は労働

者である適格性をもつ障害者を差別の対象

とする契約その他の取り決め又は関係に関

与すること。 

(3)障害を理由とする差別を引き起こす、又

は、共通の管理下にある他の人々の差別を

永続的にする管理上の基準（standards）、

判断規準（criteria）、方法（methods）を

用いること。 

(4)適格性をもつ個人が関係をもっている又

は 交 際 を し て い る （ relationship or 

association）ことが知られている者が既知

の障害を有していることを理由として、そ

の適格性をもつ個人に対し、均等な職務又

は特典を排除し、又は、否定すること。 

(5)(A)応募者又は労働者であるその他の点

では適格性をもつ障害者の既知の身体的又

は精神的機能障害に合理的配慮を提供しな

いこと。ただし、その配慮を提供すること

が、使用者の事業の運営にとって過度の負

担を課すことを使用者が証明できる場合は

この限りではない。(B)労働者又は応募者の

身体的又は精神的機能障害に合理的配慮を

提供する必要があるという理由によって、
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適格性をもつ障害者である応募者又は労働

者の雇用機会を否定すること。 

(6)障害者又は障害者集団を排除する又は排

除する傾向のある（tend to）適格性基準、

試験、その他の選考項目を用いること。た

だし、当該基準、試験又は選考項目が当該

職務に関連し、業務上の必要性に合致する

ことを、適用対象事業体が証明できる場合

は、この限りではない。 

(7)感覚、手作業又は発話技能が損なわれた

障害をもつ応募者又は労働者に試験を実施

する際に、その試験が測定することを目的

としている技能、適性、その他の要素を、

結果が正確に反映されるようにするのに

も効果的な方法によって、雇用に関する試

験を選択したり実施したりしないこと。 

 

 アメリカでは、直接差別を「差別的取扱

い」（disparate treatment）、間接差別を「差

別的インパクト」（disparate impact）と呼

ぶが、上記で示したように、ADA の条文上

はこれらの用語を用いた形で差別の禁止規

定が置かれている訳ではない。ただし、ADA

施行規則§1630.15 において、差別的取扱

いと差別的インパクトの訴えに対する抗弁

について説明されている。 

 それによると、ADA§102(a)、同条(b)(1)

～(4)及び同項(7)並びに ADA503 条（報復

差別）に基づく「差別的取扱い」の訴えに

対して、使用者は、「訴えられた行為は適法

であり、非差別的な理由により正当化され

る」という抗弁が可能である。 

 他方で、「差別的インパクト」とは、一律

に適用された基準が、特定の障害をもつ人

に不利な影響を及ぼすこと、又は障害者の

集団に不均衡な不利な影響を及ぼすことを

いうとされ３７、ADA102 条(b)(6)にその根

拠をもつ。このような差別的インパクトの

訴えに対しては、使用者は、適用された資

格基準、試験又は選考基準が職務に関連し、

業務上の必要性があること、及び合理的配

慮によっては問題が解決されないことを証

明する必要がある。 

 

１ . ５ . ４  合 理 的 配 慮 （ reasonable 

accommodation） 

 ADA102 条(b)(5)が定めるように、ADA

は、適格性をもつ障害者に対し、合理的配

慮を提供しないことが差別に該当すると定

める。以下では、ADA における合理的配慮

について解説し、その後、ストレスマネジ

メントとの関連に焦点を当てて検討する。 

 

１.５.４.１ 合理的配慮概念の誕生と

ADA における合理的配慮の規定 

 合理的配慮は、障害者差別の文脈で初め

て登場したものではなく、宗教差別の場面

で 1960 年代後半から登場していた概念で

ある。宗教的信念や戒律を労働者が守るよ

うにできるよう使用者が一定の配慮をすべ

きかどうか（例えば、安息日に労働義務を

免除すること）が問題となり、この問題の

解決のために、1972 年に公民権法が改正さ

れ、「宗教という文言には、合理的な配慮を

要する宗教的儀礼や慣行を含む」という文

言を第 7 編に明記することになった。これ

により、使用者は単に消極的に差別を禁止

されるだけでなく、過度の負担とならない

範囲で、従業員の宗教上の行為に、「合理的

な配慮」を図るべき積極的な義務を負うこ

ととされた。ただし、その後の裁判例等で、

宗教差別における合理的な配慮については
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「 小限のコストを超えるものは、過度の

負担となる」との判断がなされており、宗

教差別の文脈における使用者の合理的配慮

義務はそれほど高度の責任ではない。 

 これに対し ADA における合理的配慮は、

宗教差別の場面と比べても、使用者により

大きな負担を求めるものであり、 小限以

上のコストを課すものであることが連邦

高裁判所によって確認されている３８。 

 ADA では、以下のものが合理的配慮の具

体例として列挙されている。すなわち、 

ADA101 条(9)は、合理的配慮に含まれるも

のとして、「(A)従業員が使用する既存の施

設を障害者が容易に利用もしくは使用でき

るようにすること。」「(B)職務の再編成、労

働時間の短縮、勤務割の変更、空席の職位

への配置転換、機器や装置の購入・改良、

試験・訓練材料・方針の適切な調整・変更、

資格をもつ朗読者もしくは通訳の提供、お

よび障害者への他の類似の配慮。」を挙げて

いる。これらは、あくまでも例示列挙であ

り、限定列挙ではないことに注意しなけれ

ばならない。 

 障害をもつ応募者又は従業員が合理的配

慮を必要とした場合、原則として応募者や

従業員側から使用者に合理的配慮の必要性

を伝えなければならないが、その際に、

「『ADA』に基づいて必要である」というこ

とや、「『合理的配慮』として必要である」

という言葉を用いることは必要ではなく、

例えば、「うつ病のために労働時間を短縮し

てほしい」といった平易な言葉で伝えれば

よい３９。また、労働者本人ではなく、その

家族、友人又は専門家等の本人以外の者が

合理的配慮の必要性を使用者に伝えること

も可能である。これらの要求は書面である

必要はなく、口頭で伝えるだけでもよい。

ただし、使用者が、当該労働者が障害者で

あるかどうか、合理的配慮が本当に必要な

のかどうか、あるいは、どのような合理的

配慮が必要なのかを判断するために、労働

者に書面の提出を求めることができる。使

用者の指定する医師の診断を受けるよう労

働者に求めることは、職務関連性がありか

つ業務上の必要性がある場合にのみ許され

る。その際、診断にかかった費用は使用者

が負担するものとされている。 

 

１.５.４.２ 合理的配慮に対する抗弁－

過度の負担（undue hardship）等‐ 

 使用者が適格性を有する障害者に合理的

配慮を提供しなかった場合、差別が成立し

うるが、使用者が、当該合理的配慮を提供

することが「過度の負担」（undue hardship）

となることを証明できた場合には、この責

任を免れる（ADA102 条(b)(5)(A)）。過度の

負 担 と は 、「 著 し い 困 難 又 は 費 用

（significant difficulty or expense）を要す

る行為」を指し、配慮の性質及び費用、使

用者の財政状況、従業員数、使用者の事業

の種類等、多様な基準によって判断される

（ADA101 条(10)）。ADA の制定過程にお

いては、過度の負担の判断基準があいまい

で、使用者が混乱するとの懸念が示され、

従業員の年収の 10％を超えるものを過度

の負担としてはどうかとの議論があった。

しかし、過度の負担の判断は事例ごとに判

断されるべきであり、一律の基準を設ける

べきではないとの考えから、年収の 10％の

という基準は取り入れられていない。 

 また、合理的配慮を提供してもなお、当

該障害者が職務の本質的機能を遂行できな
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い場合には、使用者は配慮をする必要はな

い。 

 アメリカでは、合理的配慮に要するコス

トを直接的に政府が給付する仕組みはない。

ただし、企業規模によって税制上の優遇措

置が設けられている。まず、企業の総利益

が 100 万ドル以下又はフルタイムの従業員

が 30 人未満の企業では、障害者雇用に要し

たコストについて、年間 5,000 ドルを上限

に税額控除される。それ以上の規模の企業

については、建物の改築や交通・移動手段

に関するバリアを取り除くために係ったコ

ストを対象として年間 15,000 ドルの所得

控除が受けられる。 

 

１.５.４.３ 精神障害者に対する合理的

配慮 

 精神障害者への合理的配慮も、身体障害

者への合理的配慮と同様、非常に多種多様

であり、個々の事案ごとに判断されなけれ

ばならない。典型的には、職場のルールや

手続き、慣習等の変更、あるいは職場環境

や職場施設の変更が、精神障害者への合理

的配慮となる。どのような合理的配慮が適

切なのかが不明の場合、メンタルヘルス専

門家の助言や指導を受けることができる。

以下、具体的な合理的配慮の例について紹

介する４０。 

 

①労働時間の短縮、勤務スケジュールの変

更、休暇の付与 

 当該企業で一般的に認可されている有給

休暇を付与することや、追加的な無給休暇

を与えることはそれが過度の負担を課さな

い限り、合理的配慮となる４１。また、精神

障害の場合、服薬等で午前中の集中力が低

下することが多いため、勤務時間をずらす

こと（例えば、午前 9 時から午後 5 時まで

の勤務時間を、午前 10 時から午後 6 時にず

らす）は、精神障害者にとって有効な合理

的配慮となる。 

 

②職場環境・設備の変更 

 精神障害者にとって、余計な物が視界に

入ってくることや、騒音・雑音が職務遂行

の妨げとなることが多い。したがって、個

室を与えることやパーテーションで区切る

こと、あるいは、騒々しい場所から席を移

動させること、電話の音量を下げること又

はヘッドホンの着用を認めることなどが、

有効な合理的配慮となる。また、障害のた

めに集中力に欠ける場合には、訓練や会議

の際にテープレコーダーの私用を認めるこ

とも合理的配慮といえる。 

 

③職場のルール（workplace policy）の修正 

 職場のルールを変更することも合理的配

慮となりうる。例えば、職場のルールとし

て職場での飲食が禁止されており、休憩時

間も限られている場合であっても、服薬の

ため非常にのどが渇き、1 時間に 1 回の水

分補給が必要な従業員に対しては、既存の

飲食禁止のルールを修正する必要がある。

例えば、職場での水分補給を特別に許可す

ることや、水分補給のための短時間の休憩

を 1 時間に 1 回認めることなどが、合理的

配慮となる。 

 

④ジョブコーチの提供 

 一時的にジョブコーチを障害者に付ける

ことも、合理的配慮となる。ジョブコーチ

を雇うためのコストは、民間又は公的な団
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体からの補助をうけられる４２。 

 

⑤配置転換 

 配置転換が合理的配慮となるケースは、

現職での合理的配慮が使用者にとって過度

の負担となるか、現職において合理的配慮

を行うことが不可能な場合に限られる。ま

た、配置転換先が空席である場合にのみ、

使用者はその空席に障害をもつ労働者を配

置転換する義務を負う。空席がない場合に

は、下位のポジションに空席があるかどう

かを検討し、空席がある場合には下位のポ

ジションへ配置転換することが合理的配慮

となるが、下位のポジションも空席がない

場合には、これ以上の合理的配慮は不可能

となる。 

 なお、精神障害者にとって、きちんと服

薬することは非常に重要であるが、服薬を

きちんとしているかどうかを確認すること

は、職場に特有のバリアを取り除くもので

はないため、合理的配慮とはいえない。 

 

 裁判で争われた事例について、障害者側

の主張が認められたものと、認められなか

ったものを紹介する。 

 同性の同僚からのセクシュアル・ハラス

メントにより、精神疾患を患った原告が、

有給の傷病休暇を取得後、復職に際し、短

時間勤務を合理的配慮として求めたところ、

使用者に拒否された事案において、第 1 巡

回区控訴裁判所は、短時間勤務は合理的配

慮の一つであり、それが有効に機能する見

込みがあるとした原審判決を支持した（労

働者側勝訴）４３。 

 これに対し、睡眠障害を伴う神経性疾患

を患う原告が、追加の合理的配慮を求めた

事案では、原告側が敗訴している。第 7 巡

回区控訴裁判所によれば、既に使用者が原

告に対して、個室での勤務を認めたり、始

業時間を遅らせるなどの措置をとっており、

それが障害者に対して効果を有しているの

であれば、それを超えて原告の希望する配

慮（在宅勤務等）を認める必要はないとし

ている４４。 

 ADA に基づく訴訟では、障害者ではない

としてそれ以上の審理がなされず、原告（障

害者側）が敗訴となる事案が非常に多かっ

たため、合理的配慮の内容まで争われる事

例はそれほど多くない。また、合理的配慮

として認められる内容は、事案ごとに判断

されるため、一概にどういった合理的配慮

は認められるとはいい難い。ただし、勤務

時間の変更・短縮や、パーテーションで区

切った個室での就労を認めることなどの、

比較的低コストで済むような合理的配慮は

認められやすい傾向にあるといえる。した

がって、軽度のメンタルヘルス不調の場合

には、このような合理的配慮が認められ、

就労の継続が可能になると考えられる。 

 

１.５.４.４ ストレスマネジメントの具

体的な方策－合理的配慮との関連において

－ 

 ADA においては、自身が障害者であるこ

と、及び、それゆえに合理的配慮が必要で

あることは、原則として労働者の側から使

用者に伝える必要があると考えられている

４５。このことは、使用者が労働者に対し障

害に関する調査や健康診断をすることが厳

格に制限されていることや（詳細は後述）、

合理的配慮を提供する義務が「既知の」

（ known ）障害に対してのみ生じる
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（ADA102 条(b)(5)(A)参照）ことから導か

れる。 

 したがって、メンタルヘルスの不調者を

出さないための条件づくりという意味での

「1 次予防」的対応は、障害をもつ・持た

ないに関わらず、従業員全員に対して、あ

るいは職場全体で行われるものであるため、

ADA における差別には該当しないと考え

られる。ただし、これらの一次予防的対応

は、ADA の文脈においては合理的配慮等の

一環として使用者に義務づけられるもので

はなく、使用者が任意で行うことは許容さ

れるものと整理できる。 

 次に「2 次予防」とは、従業員のなかに

メンタルヘルス不調者がいないかどうかを

調べ、精神的な疾患に罹患する前に事前に

予防しようとするものであり、不調者の調

査が後述する障害に関する調査に該当する

恐れがある。たとえ使用者が、不調者に該

当した従業員を不利益に取扱うつもりはな

く、当該従業員の利益のためにそのような

2 次予防を行ったとしても、障害をもつか

どうかを判明させるような調査を使用者が

行うことは ADA の禁止する差別に該当す

る恐れがある。ただし、業務上の必要性が

ある調査や職務遂行上必要な調査は許容さ

れる場合があるため、この点については後

ほど検討する。 

 労働時間の短縮や勤務割の変更、職場環

境の変更等、精神障害者に対する合理的配

慮として考えられている使用者の対応は、

実際に障害をもつに至った後の対応である

「3 次予防」と親和的と解される。合理的

配慮を行わないことは差別に該当するため、

使用者は ADA における義務としてこれら

の 3 次予防的な措置を行うことが求められ

る。ただし、使用者が一方的にこれらの配

慮を行い、結果として障害者が不利益な取

扱いを受ける場合（例えば、配置転換によ

って下位の格付けになる場合や、労働時間

の短縮により賃金が減額される場合）には、

障害を理由とする差別的取扱いに該当する

恐れもあるため、合理的配慮を提供する際

には、使用者と労働者が十分に話し合うこ

とが重要となる。 

 なお、障害をもつとみなされた人（ADA3

条(1)(C)）に対しても、使用者は合理的配慮

を提供する義務を負うかどうかについて問

題となっていたが、この点について ADA

改正法は、そのような人に対しては合理的

配慮を提供する義務は負わないことを明ら

かにした（ADA501 条(h)）。同改正を受け

て改定された ADA 施行規則§1630.9(e)に

おいても、「適用対象事業体は、『現実の障

害』をもつ人と、『障害の記録』をもつ人で

あって、適格性を有する人に対して、過度

の負担にならない限りにおいて、合理的配

慮を提供する義務を負うが、障害をもつと

『みなされた』人に対しては、合理的配慮

を提供する義務を負わない。」と定められて

いる。 

 ADA では、従業員及び応募者の身体的又

は精神的機能障害に関する情報の取扱いに

ついて、厳格な規定を置いている。以下で

は、EEOC の採用前調査ガイドライン及び

採用後調査ガイドラインに基づいて、ADA

の下で、どのような障害に関連する調査が

許されているのか、あるいは許されていな

いのか、収集された情報をどのように取扱

うことが使用者に義務づけられているのか

について検討する。 
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１.６ メンタルヘルス情報の取扱いに関

する法規制‐ADA における障害関連調査

と医学的検査の取扱い－ 

 歴史的に、採用プロセスにおいて、使用

者は、応募者の身体的及び（又は）精神的

状態についての情報を応募者に求め、その

者の職務遂行上の能力が評価されることな

く障害をもつ応募者が選考から漏れること

がしばしばみられてきた。そこで、連邦議

会は ADA を制定するに当たり、障害に関連

する調査や医学的検査に対し、特別の規定

を置くこととした。しかし、ADA のこれら

の規定は労働者の権利を守ることにあるだ

けでなく、使用者の権利も同時に守ること

を意図して作られている。すなわち、採用

時の調査を制限することによって、自身の

能力のみによって評価されるという従業員

及び応募者の権利を守るとともに、職務の

本質的機能を当該労働者が十分に遂行でき

るかどうかを使用者が確実に知る権利を保

障してもいる。このように双方の権利を保

障するため、 

 ADA102 条(d)は、障害に関連する調査

（disability-related inquiry）及び医学的検

査（medical examination）調査及び検査に

対し、「3 段階」、すなわち、①採用前

（pre-offer）、②採用後（post-offer）、③雇

用期間中（during employment）に分けて

規制している。 

 

①採用前診断 

 採用前において、使用者は、応募者に対

し、医学的検査を行ったり障害についての

調査をすること（障害をもつかどうか又は

障害の程度や種類について質問すること）

が禁止されている。これらの調査又は検査

を行った場合、障害を理由とする差別とな

る。ただし、職務遂行に関連する応募者の

能力に関する調査を行うことは許される

（ADA102 条(d)(2)）。 

 職務遂行能力に関連する調査とは、一定

の重さの物を持ち上げる能力があるか、梯

子を上ることができるかといった身体的な

職務要件に関する質問、学歴・職歴・免許

等の医学的要素をもたない能力に関する質

問、実際に職務をさせてみることなどが含

まれる。 

  

②採用後、配置前診断 

 採用決定後、就労前の期間においては、

①障害の有無にかかわらず採用されるすべ

ての応募者が同じ検査を受け、かつ、②応

募者の健康状態や病歴に関して得られる情

報が、個別の書式で個別の医療ファイルに

収集・保管され、秘密の医療記録として扱

われる場合に限り、使用者は応募者に医学

的検査を義務づけ、又はそのような医学的

検査の結果を採用提示の条件にすることが

できる（ADA102 条(d)(3)）。この段階にお

ける調査は、採用前のように職務に関連す

るものである必要はない。使用者がこの調

査や検査の後に当該応募者の採用を取り消

した場合には、取消しが調査又は検査の結

果に基づいて行われたかどうかを細かく調

べることになる。もしも、調査又は検査が

障害者を排除するものであった場合には、

使用者は、当該取消の理由が職務に関連し

業務上の必要性に合致するものであること

を証明しなければならなくなる。 

 

③雇用期間中診断 

 就労開始後の雇用期間中においては、職
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務に関連し業務上の必要性に合致したもの

であると証明できる場合に限り、使用者は

従業員に対し、障害に関連する質問や医学

的検査を実施することができる（ADA102

条(d)(4)）。その際得られた情報については、

第 2 段階と同様の形で扱われなければなら

ない。 

 

「障害に関連する調査」とは、障害に関す

る情報を引き出す可能性のある質問を意味

する。 

 

【障害に関連する調査に該当する質問の

例】 

・ 労働者に対し、障害をもつか（かつて

有していたか）どうか、どのようにし

て障害を負ったのか、障害の性質や程

度を問うこと。 

・ 障害に関する医療情報を提出するよう

労働者に求めること。 

・ 労働者の障害について、当該労働者の

同僚、家族、医師、その他の者に問う

こと。 

・ 労働者の遺伝子情報について尋ねるこ

と。 

・ 労災補償を受けたことがあるかどうか

問うこと。 

・ 何らかの処方薬を現在服用しているか

どうか（過去に服用していたかどうか）

を問うこと、及び、そのような服薬を

しているか監視すること。 

 

【使用者が自由に労働者に問うことができ

る質問の例】 

・ 「元気ですか」などの一般的な問いか

けをすること、疲れて見える労働者に

対し「大丈夫ですか」と問うこと、鼻

をすすったり咳をしている労働者に対

し「風邪ですか」又は「アレルギーで

すか」と問うこと、近親者の死や離婚

等を経験した労働者に対して「大丈夫

か」と問うこと。 

・ 障害に結びつかない機能障害（骨折等）

について問うこと。 

・ 飲酒しているかどうか問うこと。 

・ 現在、違法な薬物使用をしているかど

うか問うこと。 

・ 妊娠している労働者に対して、具合は

どうか、又は、いつ出産するのかを問

うこと。 

 

  

 「医学的検査」とは、個人の身体的又は

精神的機能障害や健康状態についての情報

を求める手続き及び検査を意味する。 

【当該手続きや検査が ADA の定める「医学

的検査」に該当するかの判断要素】 

以下の要素を総合的に考慮して判断され

る。 

・ 検査がヘルスケアの専門家によって実

施されるかどうか。 

・ 検査がヘルスケアの専門家によって解

釈されるかどうか。 

・ 検査が機能障害や身体的又は精神的な

健康状態を明らかにするために作成さ

れたかどうか。 

・ 体内に器具を挿入させるような検査か

どうか。 

・ 検査が労働者のパフォーマンスを測る

ものかどうか。 

・ 検査が通常の医療現場で用いられてい

るものかどうか。 
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・ 医療器具を用いるかどうか。 

・  

【医学的検査に該当する例】 

・ 視力検査。 

・ アルコールを検出するための血液・

尿・呼気検査 

・ 病気や遺伝情報を明らかにするための

血液・尿・唾液・毛髪検査 

・ 血圧検査及びコレステロール検査 

・ 神経の状態を測る検査 

・ 筋肉の強さや機能を測るための運動能

力検査 

・ 肺活量検査 

・ 精神的不調や精神的機能障害を確認す

るために作成された心理テスト 

・ MRI 等 

 

【医学的検査に該当しない例】 

・ 現在の違法な薬物使用を明らかにする

ための検査 

・ 実際の職務能力を測るための身体的な

敏捷さの検査 

・ 実際の職務遂行の能力を測るための読

解力や認識力の能力検査 

・ 正直さ、好み、癖などの個性を測るた

めの心理テスト 

・ うそ発見器による検査 等 

 

 ADA は、障害者に対する偏見や差別を防

ぐことを目的として、障害に関連する調

査・検査を厳格に規制している。確かに、

応募者又は従業員の能力を、障害を考慮に

入れずに、中立的に判断するという点では、

これらの規制は重要といえる。しかし、雇

用期間中の従業員に対して障害に関連する

調査・検査が禁止されていることは、メン

タルヘルス対策としての 2 次予防の点から

は大きな問題といえる。 

 

１．７ 法政策の背景 

 法政策の背景については、1.1.1 参照。 

 

１.８ 確認できる効果 

１．８．１ 障害者の就業率 

 ADA の制定前後における障害者の就業

率の推移については、様々な調査がなされ

ているが、いずれの調査によっても ADA

の制定によって障害者の就業率が悪化した、

又は変化なしとの結果がみられている４６。

Cornell 大学が行った、1980 年から 2008

年までの障害をもたない人と障害をもつ人

の就業率の推移に関する調査によっても、

障害者の就業率が 1990 年の ADA制定以降

低下していることが明らかとなっている

４７。この調査では、就業年齢（21 歳から

64 歳）にある者に対し、「健康問題や障害

により、働くことができないか？あるいは、

労働時間や業種の面で一定の制約を受ける

か？」という問いにより、障害者か、障害

者ではないかを振り分け、それぞれの就業

率を調査したものである。1980 年に 24.2％

（73.9％）であった障害者の就業率は、1990

年に 28.4％（78.4％）まで上昇したが、そ

の後、1995 年 24.6％（79.6％）、2000 年

24.1％（81.7％）、2005 年 18.6％（79.5％）、

2008 年 17.7％（79.7％）と低下している（カ

ッコ内は、障害のない者の就業率）。障害が

ない者の就業率には大きな変化がないなか

で、障害者の就業率だけが、ADA 制定後低

下していることがみてとれる。 

 上記の調査内容は、身体障害者と精神障

害者双方を含むものであるため、精神障害
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者に関して特徴的な結果が生じているかど

うかについては、来年度以降の検討対象と

する４８。 

 

１．８．２ ADA に基づく訴訟 

 ADA に基づく訴訟では、障害者側の勝訴

率が非常に低いことが指摘されている４９。

2009 年に各巡回区控訴裁判所に提訴され

た ADA 訴訟 454 件のうち、障害者側が勝

訴した件数はわずか 9 件であり、勝訴率は

2.6％となっている。1992 年から 97 年にか

けての障害者側の勝訴率が 7.9％であった

のに対し、1998 年から 2009 年までは 3.9％

と、障害者が勝訴する割合は低下している。

これは、連邦 高裁判所が障害の範囲を狭

く解釈したことで、そもそも ADA の適用対

象となる障害者ではないとして、障害者側

が敗訴することが大きな要因であるとされ

る。 

 精神障害（Mental Illness Cases）につい

てみると、2009 年に各巡回区控訴裁判所に

提訴された ADA 訴訟 79 件のうち、障害者

側が勝訴した件数は 0 件である。年により

勝訴率は変動するが、精神障害についての

訴訟は、障害者が勝訴することがより困難

な傾向にある。 

 ただし、2008 年の ADA 改正により、障

害者の範囲が広く解釈されることになった

ため、今後は、障害者側の勝訴率が高まる

ことが期待されている５０。また、アメリカ

では雇用差別について訴訟を提起する前に、

必ずEEOCに申立を行わなければならない

こととなっており、その段階で自主的な解

決が図られているとの指摘もされる。これ

について、以下で検討する。 

 

１．８．３ EEOC での解決の状況 

 2012 年の EEOC への申立件数の総数

99,412 件のうち ADA に基づく申立は

26,379 件であり、全体の 26.5％を占め、過

去 高を記録した５１。2012 年に解決に至っ

た申立は 28,799 件の内容は、表 1 の通りで

ある。これによれば、申立人に有利な形で

の解決は、和解、取下げ、差別の合理的根

拠ありとされたものを足した、5,907 件

（20.5％）である。 

  

【表1 ADAに基づくEEOCへの申立の解

決内容（2012 年）】 

種別 件数 割合（％）

和解 2,902 10.1

申立人に有利な形で

の取下げ 

1,718 6.0 

行政的終結５２ 4,335 15.1

差別の合理的根拠な

し 

18,557 64.4

差別の合理的根拠あ

り 

1,287 4.5

  調整成立 572 2.0

  調整不成立 715 2.5

総件数 28,799 100

 

 次に、これらの申立のうち、精神障害に

関する事案については、表 2 の通りである。

多様な障害種別があるなかで、精神障害に

関する事案の割合は比較的高い。具体的に

は、解決済件数 28,799 件のうち、過去の障

害 1,771 件と、みなされた障害 3,350 件を

除くと、23,678 件となり、このうちの約

6,500 件が精神障害関連の事案となってお

り、全体の約 3 割を占める５３。 

 精神障害を有する労働者にとっても、
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ADA は差別の解消にとって効果を有して

いると考えられる。メンタルヘルス不調者

も、雇用差別禁止法により、雇用の維持・

促進の効果が得られると考えられる。 

 なお、申立人に有利な形での解決の割合

は、19.6％で、全体的な割合（20.5％）と

大きく変わらない。 

 

【表 2 EEOC への申立件数のうち、精神

障害に関する事案（2012 年）】 

障害の種類 解決済件数 申立人に

有利な解決

うつ病 2,008 

（7.0％） 

402

（6.8％）

不安障害 1,613 

（5.6％） 

299

（5.1％）

躁うつ病 922 

（3.2％） 

195

（3.3％）

PTSD 684 

（2.4％） 

144

（2.4％）

てんかん 400 

（1.4％） 

81

（1.4％）

アルコール依

存症 

221 

（0.8％） 

37

（0.6％）

薬物依存症 144 

（0.5％） 

27

（0.5％）

その他の精神

疾患 

490 

（1.7％） 

84

（1.4％）

精神障害関連

の件数 

6,482 1269

（参考）総数 28,799 5,907

＊（）内は割合 

 

１．８．４ 雇用差別の減少 

 先にみたように、障害者の就業率の点で

は、ADA によってはプラスの効果が得られ

ていない。しかし、雇用差別の解消の点で

は、一定の効果がみられることが、National 

Council on Disability（NCD）の 2007 年

の報告書５４等が明らかにしている。ADA 制

定前から実施されていた障害者に対するア

ンケート結果によると、就労中に差別を受

けたと答えた者の割合が、ADA 制定前の

1986 年には 28.2％であったものが、制定後

の 1994 年には 28.5％となり、1998 年に

32.8％と上昇するが、2004 年には 22.1％と

減少している。 

 また、表 3 に示すように、差別の場面別

にみると、ADA導入直後の 1994年と、2004

年とでは、全体として、差別を受けたと答

えた障害者の割合が大きく減少している。 

 特に、採用拒否や配慮の提供の場面でこ

の傾向が顕著である。ただし、採用面接の

拒否は大きな変化がない。 

【表 3 障害を理由とする雇用差別のタイ

プ】 

差別の 

場面 

差別を受けた人の割合 

1994 年 1998 年 2004 年

面接拒否 28.8 23.7 26.9

採用拒否 61.4 59.3 30.8

昇進拒否 24.6 29.3 16.7

劣 っ た 職

責の付与 

37.3 39.0 14.1

賃金差別 18.6 32.8 12.8

健 康 保 険

の拒否 

23.3 31.7 3.8

配慮の 

不提供 

22.4 23.3 6.4

 

 ADA の制定により、雇用差別を受けたと

感じる障害者の割合が減ったことが確認で

きる。障害を理由とする差別が禁じられ、
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実態としても差別が減少していることが労

働者にも感じられる場合、メンタルヘルス

の不調者にとっても、不調状態を使用者に

伝えることに躊躇がなくなり、より早期に

予防的措置が図れるものと考えられる。ま

た、労働者にとってはストレスの軽減にも

つながると考えられる。 

 

１.９ 関連判例 

 ADA に関連する裁判例については、2008

年の ADA 改正以降の裁判例も含め、本文中

に挙げた。 

  
                                                  
１ Pub. L. 93-112, 87 Stat. 394. 
２ リハビリテーション法の下における差別

禁止規定の導入の背景や内容の変遷につい

ては、中川純「障害者に対する雇用上の『便

宜的措置義務』とその制約法理－アメリ

カ・カナダの比較研究（一）」北学研究 39
巻 2号（2003年）185頁以下、リチャード・

Ｋ・スコッチ（竹前栄治監訳）『アメリカ初

の障害者差別禁止法はこうして生まれた』

（2000 年、明石書店）66頁以下に詳しい。

また、アメリカにおける障害者施策の歴史

的背景・経緯については、障害者職業総合

センター編『資料シリーズ No.58 欧米の

障害者雇用法制及び施策の現状』（2011 年）

113 頁以下〔長谷川珠子執筆部分〕参照。 
３ 障害者施策に関して、独立した立場から

総合的な評価及び提言を行うために 1978
年に設立された機関

（http://www.ncd.gov/）。 
４ National Council on the Handicapped, 
Toward Independence: An Assessment of 
Federal Laws and Programs Affecting 
Persons with Disabilities with Legislative 
Recommendations, Feb. 1986. 
５ National Council on the Handicapped, 
On the Threshold of Independence, Jan. 
1988. 
６ Pub.L. 101-336, 104 Stat. 327. 
７ 1918 年の「スミスシアーズ法」

（Seare-Smith Veterans’ Rehabilitation 

                                                                      
Act）。 
８ Jonathan R. Mook ed., Americans with 
Disabilities Act: Employee Right & 
Employer Obligations 1.31 (2002), citing 
Scotch, From Good Will to Civil Rights: 
Transforming Federal Disability Policy 2 
(Temple Univ. Press 1984). 
９ S. Rep. No. 116, 101st Cong., 1st Sess. at 
6 (1989) (Senate Committee on Labor and 
Human Resources). 
１０ Pub. L. 110-223, 122 Stat. 881. 
１１ Chai R. Feldblum, Definition of 
Disability Under Federal 
Antidiscrimination Law: What 
Happened? Why? And What Can We Do 
About It?, 21-1 Berkley. J. Emp. & Lab. L. 
91, 160 (2000). 
１２ Pub. L. 110-325, 122 Stat. 3553. 
１３ ADA 改正法は、2008 年 9 月 25 日に、

当時の George W. Bush 大統領により署名

され、2009 年 1 月 1 日より施行されてい

る。 
１４ ADA 改正法の内容は、1990 年 ADA に

組み込まれている。 
１５ EEOC については、次節で説明する。 
１６ 29 C.F.R. Part 1630 Regulations to 
Implement the Equal Employment 
Provisions of the Americans with 
Disabilities Act  (2011) (hereinafter cited 
as 29 C.F.R. §1630). 
１７ 各種のガイドラインについては、以下

の HP 参照

（http://www.eeoc.gov/laws/types/disabili
ty_guidance.cfm）。 
１８ 障害の定義を狭く解釈する1999年の連

邦 高裁判所の判決を受けて、EEOC は、

1999 年 12 月に Instructions for Field 
Offices Analyzing ADA Charges After 
Supreme Court Decisions Addressing 
"Disability" and "Qualified”を作成したが、

2008 年の ADA 改正を受けて、これを廃止

している。 
１９ ODEP(http://www.dol.gov/odep/). 
２０ EEOC(http://www.eeoc.gov/). 
２１ この他、近年は、ADR の一種であるメ

ディエーションが利用されることも増えて

いる。詳しくは、障害者職業総合センター

編・前掲注２、125 頁以下参照。 
２２ ADA 施行日（1992 年 7 月）以降の 2
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年間は、従業員数 25 人以上の規模の使用

者が対象とされていた。 
２３ 中窪裕也『アメリカ労働法〔第 2 版〕』

（弘文堂、2010 年）196 頁。 
２４ 534 U.S. 184 (2002). 
２５ この 6 か月の存続期間は、あくまで「み

なされた障害」を認定する場合に問題とな

るものであって、通常の「障害」の成立要

件ではない。 
２６ ADA改正法 2条(a)において、障害の定

義が連邦 高裁判所により誤って解釈され

ていること、その影響により下級審裁判所

においても誤った判断がなされていること

等の「事実認定」をしたうえで、同条(b)に
おいて、連邦 高裁判所が用いた理論構成

や解釈を拒否し、「差別をなくすための明

確かつ包括的な国家的命令を設けること」

及び「差別に対処するための明確かつ一貫

性のある施行可能な基準を設けること」と

いう ADA の目的を実現するために、ADA
改正法を制定することが明記されている。 
２７ 軽減措置として挙げられているものは、

(ⅰ)薬剤、医療用品、機器又は器具、弱視

用機器（通常の眼鏡やコンタクトレンズは

含まない）、義手・義足、補助具を含む補

装具、補聴器等の聴覚補助具、移動補助具

等、（ⅱ）支援技術の資料、（ⅲ）合理的

配慮、補助手段又はサービス等である。 
２８ Jhon Parry, J.D., EQUAL 
EMPLOYMENT OF PERSONS WITH 

DISABILITIES - FEDERAL AND STATE 

LAW, ACCOMMODATIONS, AND DIVERSITY 
BEST PRACTICES (2011)pp53-62. 
２９ Carmona v. Sw. Airlines Co., 604 F.3d 
848 (5th Cir. 2010). 乾癬症のフライトア

テンダントについて、症状が出ている時に

は歩くという活動が制限されるとして、障

害として認めた裁判例。この判決のなかで、

PTSD が例えとして挙げられている。 
３０ Albertson’s Inc. v. Kirkingbrug, 527 
U.S. 555 (1999). 
３１ 当該職務が本質的かそうでないかの判

断は、個々の事案ごとに判断されなければ

ならないが、当該職務を取り除くと、その

雇用上の地位の性質を変えてしまうような

場合には、本質的なものであると判断され

ることになる（Davidson v. America 
Online, Inc., 337 F.3d (10th Cir. 2003）. 

                                                                      
３２ ただし、違法な薬物使用による精神的

な機能障害は、ADA における障害から除

外される。 
３３ 働くことは、主要な生活活動の一つで

はあるが、働くことができる場合でも、精

神的機能障害により他の生活活動に相当程

度の制限が生じている場合には、障害を構

成しうる。 
３４ ただし、ADA の文言上は、機能障害の

存続期間又は存続予想期間についての定め

はおかれていない。 
３５ 精神障害ガイドライン参照。 
３６ 詳しくは、障害者職業総合センター

編・前掲注２、120 頁参照。 
３７ ADA 解釈ガイダンス§1630.15(b)(c)。 
３８ US Airways, Inc. v. Barnett, 122 S. Ct. 
1516 (2002).  
３９ 以下、精神障害ガイドライン参照。 
４０ 精神障害ガイドライン参照。 
４１ 以下の記述では、「使用者に対し過度

の負担を課さない限り」との留保は付さな

いが、上述したように、合理的配慮を提供

する義務が生じるのは、当該合理的配慮を

提供することが使用者にとって過度の負担

とならない場合に限られる。 
４２ ジョブコーチの提供に限らず、各種の

合理的配慮を使用者が実施する際に、どの

ような支援制度が設けられているかについ

ては、ストレスマネジメントの具体的な方

策との関連で重要と思われるため、来年度

以降の研究対象とする。 
４３ Ralph v. Lucent Technologies, Inc., 
135 F.3d 166 (1st Cir. 1998). 
４４ Mobley v. Allstate Ins. Co., 531 F.3d 
539 (7th Cir. 2008). 
４５ ただし、精神障害者は、身体障害者と

異なり、自らに障害があることの認識がな

い場合や、合理的配慮の必要性やどのよう

な合理的配慮が必要かを使用者に適切に伝

えることが困難である場合が少なくない。

そのため裁判例の中には、使用者が、当該

従業員に精神的障害があると認識している

場合には、使用者から積極的な働きかけを

行うよう要請するものもある。例えば、

Bultemeyer v. Fort Wayne Cmty. Schs.事
件判決（100 F.3d 1281 (7th Cir. 1996)）で

は、重度の精神障害をもつ、学校の用務員
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であった原告が、精神疾患を理由とする休

業明けの配置転換に際し、何ら合理的配慮

をされなかったために結果的に解雇された

事案において、第 7 巡回区控訴裁判所は、

合理的配慮を提供する際の「相互関与プロ

セス」（interactive process）が重要である

ことを強調し、特に労働者の障害が精神疾

患である場合には、当該労働者が合理的配

慮を必要とする旨を適切に伝えることが困

難であるとして、使用者は障害者と話し合

いをもつことにより、その内容を特定する

義務を負うとした。他方で、原告が自らの

障害の状況と、それに伴って必要とされる

合理的配慮について、使用者に適切に伝え

ていなかったこと等を理由に、原告の訴え

を退けた裁判例もある（Reed. V. LePage 
Bakeries, Inc.事件判決（244 F.3d 254 (1st 
Cir. 2001)。躁うつ病に罹患していた原告

が、セラピストから、ストレスを軽減する

ような合理的配慮を使用者に要請するよう

助言されたものの、そのような要請を使用

者に対して行わず、結果として原告が使用

者に暴言を吐くなどして解雇された事

案）。 
４６ ADA 制定前後において、障害をもたな

い労働者と障害をもつ労働者の賃金水準と

と雇用水準の変化を検討した結果、賃金に

ついては変化がみられないものの、雇用水

準については、特に 21 歳から 39 歳の範囲

の労働者について、障害をもつ労働者の雇

用水準が下がったことについて報告した論

文として、Daron Acemoglu and Joshua D. 
Angrist, Consequence of Employment 
Protection? The Case of Americans with 
Disabilities Act, 109 J. Pol. Econ. 915 
(2000)がある。また、同様の結果を示した

論文として、 Thomas DeLeire, The Wage 
and Employment Effects of the 
Americans with Disabilities Act, 35 J. 
Hum. Resouces 693 (2000)。 
４７ Melissa J. Bjelland et al., Progress 
Report on the Economic Well-Being of 
Working-Age People with Disabilities, 
Cornell University ILR School (2009). こ
の調査を紹介した論文として、所浩代「ア

メリカの障害者雇用政策－障害者差別禁止

法（ADA）の成果と課題－」海外社会保障

                                                                      
研究 171 号（2010 年）62 頁以下。 
４８ ただし、アメリカでは、日本のように

機能障害の種類と程度によって、身体・精

神・知的に障害の種別とその重度が分類さ

れているわけではなく、また、日本のよう

な障害者手帳制度も存在しないため、精神

障害者のみに対する効果を測ることは容易

ではない。 
４９ 訴訟のデータおよび分析については、

前掲注２８, pp231-237. 
５０ ADA 改正法の施行は 2009 年 1 月であ

り、遡及効がないと考えられているため、

同法の効果を図るには、もう少し時間を要

する。 
５１ EEOC への申立件数等に関する情報に

ついては、EEOC の HP 参照。

http://www.eeoc.gov/eeoc/statistics/enforc
ement/index.cfm 
５２ 行政的終結（administrative closure）
には、被申立人である使用者の宛先不明や、

被申立人がEEOCからの連絡に応えない場

合、裁判等の他の手続きに移った場合等が

含まれる。 
５３ 障害種別ごとの件数を示した EEOC の

資料には、表 2 にある障害以外にも、学習

障害や脳の損傷等の事案が含まれている。 
５４ National Council on Disability, The 
Impact of the Americans with Disabilities 
Act: Assessing the Progress Toward 
Achieving the Goals of the ADA, July 26 
2007. 
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Ｂ． 関係領域の調査結果 
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適応論的観点に基づいたメンタルヘルス支援 

－産業精神健康活動の現場からの提言－ 

 
分担研究者 白波瀬 丈一郎  慶應義塾大学医学部精神・神経科学教室・講師 

 

 

 

研究要旨 

臨床精神医学と産業精神健康の双方で現場活動を行って来た精神医学者としての立場

で，文献情報と報告者自身の現場経験等を踏まえた内省・整理を行い，今後の産業精神

健康活動の望ましいあり方について一定の指針を得ることを目的として，わが国の産業

精神健康活動の現状と歴史的経緯，報告者自身の現場活動等から得られた知見を整理し

た。その結果，次のことが明らかになった。①職域においてはストレス関連疾患が多い。

②それらに対して，一次予防として効果が確認されたものはない。③二次予防および三

次予防では，治療効果，再発予防という点で効果的な介入方法が認められている。 

これらの結果より，産業精神健康活動においては適応論的観点に基づいた措置（介入）

が有効であると考えられた。この措置（介入）を有効にするためには，企業の人事労務

管理と産業保健活動との間で互いの独立性を担保しつつ相互交流を維持する努力および

枠組みが必要である。その上で，「育て鍛える」という視点から労働者に介入すること

が有用であると考えられた。「育て鍛える」介入とは，まず休養と治療によってストレ

ス関連疾患から回復するための期間を確保することが前提条件となる。次に，生活リズ

ムを整えつつ，活動性や作業能力の向上を支援する。そして，労働者の「働く能力」を

高めるための介入を行うことから成る。 
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Ａ．研究目的 

 法学者が諸外国の法制度調査を実施す

るうえで基礎となる精神医学的な知識お

よび視点を提供するため，臨床精神医学と

産業精神健康の双方で現場活動を行って

来た精神医学者としての立場で，文献情報

と報告者自身の現場経験等を踏まえた内

省・整理を行い，今後の産業精神健康活動

の望ましいあり方について一定の指針を

得ること。 

 

Ｂ．研究方法 

 第１に，準備作業として，わが国の産業

精神健康活動の現状と歴史的経緯に関す

る文献情報，報告者自身の現場活動等から

得られた知見を整理し，適応論的観点に基

づく産業精神健康活動の重要性について

論じた（添付資料（原著論文））。第２に，

主任研究者から示された課題（総括研究報

告書に記載された「関連領域の専門家の調

査課題」）に即した回答を試みた（本報告

書）。 

 

Ｃ．研究結果 

１．精神疾患における，病態およびその発

症要因の科学的な解明の度合と，今後の解

明の可能性について 

 精神病理学者クレペリン Kraepelin, E

（１８９６）１）は，同一の原因，症状，

経過，転帰，病理組織変化をもつものを「疾

患単位 disease entity」と定義づけたが，

精神疾患・精神障害と，その他の一般身体

疾患との端的な違いは「疾患単位」である

か否かである。一般身体疾患に比べて精神

疾患・精神障害は，原因不明であったり，

器質的な病理組織変化を伴わない機能的

疾患であったりすることが多く，そのため

疾患単位としての要件を満たしていない

ことが多い。ヤスパース Jaspers, K（１

９１３）２）は，精神疾患は疾患概念の理

念には「無限に遠い未来にあっても到達で

きない」と記している。 

 精神疾患のほとんどは，個人の準備性と

環境要因との相互関係によって発症する

と考えられており，それ以上の科学的解明

は行われておらず，現時点では今後も解明

される可能性は低いと考えられる。 

 

２．わが国の職域において多くみられる精

神疾患の類型および様相について 

 精神疾患は，その病因から外因性精神疾

患，内因性精神疾患，心因性精神疾患に分

類され，職域においてはそのいずれもが認

められうる。 

 しかし，職域においては年齢的な意味で

も労働できているという意味でも，外因性

精神疾患に含まれる，身体疾患に基づいて

生じる症状性精神病や器質性精神病の発

生は少ない。唯一，外因性精神疾患の中の

中毒性精神病に含まれるアルコール症は，

古くから産業精神保健の３A の一つに数

えられている。因みに，あとの二つは常習

欠勤 absenteeism と事故頻発 accident で

ある。 

 統合失調症および躁うつ病が含まれる

内因性精神疾患の発症率は，一般人口にお

ける発症率よりも低く１，０００〜１，５

００人に１人程度といわれている３）。 

 職域で多くみられる精神疾患としては，

先のアルコール症に加えて，うつ病，不安

障害，身体表現性障害，そしてパーソナリ

ティ障害がある４），５），６），７）。うつ病は
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内因性精神疾患に含まれる重症例は少な

く，軽症のものが多く，神経症と呼ばれる

病態（不安障害や身体表現性障害が含まれ

る）やパーソナリティ障害との鑑別が困難

な場合が少なくない６）。最近，現代型う

つ病などと呼ばれて注目されている典型

的でないうつ病は，典型的なうつ病に比べ

て，どこまでが病気でどこまでが性格かは

っきりしないことが多い。 

 こうした職場で多くみられる病態は，環

境と個人との間の不適合により生じる精

神疾患を表す心因性精神疾患としてまと

めることができる。表現を変えれば，職域

ではストレス関連疾患が多いということ

も可能である。 

 

３．職域における精神疾患の発症予防の効

果について 

現在，うつ病を中心にいくつかの一次予

防の試みが行われているが，ハイリスク群

に対する介入を除けば，一般人口や職員全

体に対する介入でうつ病の発症を低下さ

せる効果が確認されているものは認めら

れない。一方，二次予防，三次予防に関し

ては，職域内外で治療効果，再発予防効果

という点で効果的な介入法が数多く認め

られている。したがって，現状では二次予

防および三次予防が貢献の期待できる介

入方法である。 

 

Ｄ．考察 

１．適応論的観点に基づいた措置（介入）

の可能性について 

職域においてはストレス関連疾患が多

いことを踏まえると，人と環境との関係性

を適応という視点で捉える，適応論的観点

に基づいた措置（介入）が有効である可能

性がある。職域はストレス関連疾患が生じ

たまさに現場であり，それはつまり，原因

解決のためにさまざまなアプローチが存

在する場所であるという捉え方ができる。

原因によっては環境に働きかけること（職

場管理監督者への指導，あるいは職場異動

など）で解決を図ることが可能である。ま

た，労働者が不適応に陥った状況を彼らと

ともに振り返り，そこから彼らの成長課題

を見いだし，彼らがその課題を達成できる

ような措置（介入）を行うことで，再発を

防ぐことも可能である。その意味で，発症

要因は労働者にとって人としてあるいは

企業人としての成長を促す機会となりう

るのである。 

しかしながら，適応論的観点には不可避

的に価値観が含まれるために，企業として

の価値基準が精神健康活動の中に入り込

み混同される危険性を孕むことになる。こ

れは，産業精神健康活動に携わる精神科医

等が知らぬ間に企業利益の代理人となる

危険性としてしばしば指摘されてきた点

である。したがって，職域において適応論

的観点に基づいた措置（介入）を実施する

際には，その措置（介入）が精神保健活動

としての独立性を担保できる対策を併せ

て講じる必要がある。ただし，こうした対

策は，組織的な整備や，守秘義務とか個人

情報保護といった法的な規制だけでは硬

直的になりがちで不十分なことが多い。何

故なら，そうした対策はともすれば，企業

の人事労務管理と産業健康活動を隔絶す

ることになるからである。つまり，それら

を如何に運用するかという視点が重要に

なるのである。適応論的観点に基づいた措
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置（介入）が有効性を発揮するためには，

人事労務管理と産業保健活動との間で互

いの独立性を担保しつつ相互交流を維持

する努力が必要であり，そこには互いに対

等であるという認識や，互いの違いを認め

尊重する態度などが含まれてくる。 

 

２．臨床精神医学と産業精神健康との違い

について 

 臨床精神医学においては，精神医学的判

断に基づいて患者の利益を最大限実現す

ることを目指す。就業が精神疾患の悪化に

つながる可能性が低ければ就業を許可し，

病状悪化につながる可能性がある場合に

は業務負荷を制限するよう企業に求める

といった具合である。一方，産業精神健康

の場面においては，精神医学的判断の価値

は相対化される。企業の利益や職場の利益

も勘案されて，最大公約数的な利益，つま

り「落とし処」が模索される。たとえば，

精神疾患により休業した労働者が職場復

帰する際には，就業が病状悪化をきたさな

いことだけでなく，企業が求める生産性を

ある程度発揮できることも求めるといっ

た具合である。 

 

３．「育て鍛える」という視点の妥当性に

ついて 

産業精神健康活動の一つである適応論

的観点に基づいた措置が企業利益の代理

人となる危険性を孕んでおり，この点の対

策の重要性は既に述べたとおりである。そ

のため，こうした危険性を十分認識し，人

事労務管理との間で互いの独立性を担保

しつつ連携する関係性を構築した上で，一

つずつ手続きを踏みながら労働者と成長

促進に取り組むことが重要であるし，さら

にその過程を管理監督する仕組みも必要

かもしれない。しかしながら，こうした対

策を講じたとしてもなお，適応的観点に基

づいた措置を非難する声がある。たとえば，

そのやり取りの結果が，企業が配慮しうる

限界と，労働者が発揮しうる生産性との間

に埋めがたい解離が存在していることが

明らかになった場合などである。こうした

労働者にとって苦痛や苦難となる結果だ

ったことが，労働者に対して「やさしくな

い」とか「保護的でない」とされるのであ

る。確かに，この結果は退職などにつなが

る可能性もあり，労働者だけでなくその家

族にも大きな不利益をもたらしかねない。

適応論的観点に基づいた措置を実践する

者は，そのことは重く受け止めなければな

らない。とはいえ，産業精神健康に関わる

問題（精神疾患に伴う休業だけでなく，出

勤していても生産性の上がらない労働者

の問題など）は企業の体力を奪い，競争力

の低下をもたらす要因となっている現状

が存在することもまた事実である。こうし

た現状は少なくとも部分的には，精神疾患

をもつ労働者に対応する人々が上述の非

難や重い結果を回避し続けてきた結果で

あるといえる。この現状を改善していくに

は，精神疾患をもつ労働者に対応する人々

すべてが適応論的観点に基づいた産業精

神健康活動の必要性とその痛みを実感し

た上で，その整備に努めることが重要であ

ると考える次第である。 

 

４．「育て鍛える」介入について 

「育て鍛える」介入にあたっては，スト

レス関連疾患により休業に至った労働者
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が，休養と治療とによって健康の回復に専

念できることが前提条件となる。そのため

に，全ての労働者が十分な休養の取得が可

能となる保証やそのための法整備が必要

である。医学的な側面からもどの程度の期

間を保証するのが適切なのかを検討する

必要がある。また，病気休養に入った後，

適切な時期に病気休養できる期間やその

他の条件などの説明を労働者に行うこと

も重要である。 

その上で，目的意識をもった休養の実行

を支援する必要がある。具体的には，スト

レス関連疾患の治療に専念すべき時期，生

活リズムの調整や活動性および作業能力

の向上に努める時期，「働く能力」を高め

ていく時期を明確にすることである。その

ために，各時期で達成すべき課題を明確に

し，支援過程を可視化することが重要であ

る。こうした可視化により，職場復帰を目

指す労働者は自らが今どの時期にあり，ど

の課題に取り組まなくてはならないのか

を認識できるようになる。こうした工夫に

より，心の健康問題により休業した労働者

は，漫然と時間を過ごすことなく，目的意

識をもった休業が実現される。 

 

Ｅ．結論 

 精神医学および産業精神健康に関する

文献および現場の活動経験に基づいて，我

が国における産業精神健康活動の歴史的

経緯および現状について調査し，職域にお

いてはストレス関連疾患が多いことが明

らかになった。それらに対して，一次予防

として効果が確認されたものはない。一方，

二次予防および三次予防では，治療効果，

再発予防という点で効果的な介入方法が

認められている。その中で，適応論的観点

に基づいた措置（介入）が有効であると考

えられた。この措置（介入）を有効にする

ためには，企業の人事労務管理と産業保健

活動との間で互いの独立性を担保しつつ

相互交流を維持する努力と枠組みが必要

である。その上で，労働者個人に対して，

「育て鍛える」という視点に基づく介入を

行うことが重要であると考えられた。 
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 産業保健専門職の視点からみた 
日本の職域メンタルヘルス対策 

- 法令、行政規則・ガイダンス等の効果の評価指標の開発を目指して - 
 

分担研究者  梶木繁之 産業医科大学 産業生態科学研究所  

産業保健経営学研究室 講師 

 

研究要旨 

 本研究班では、国内外の職域メンタルヘルスに関する法令、行政規則・ガイ

ダンス（以下 法令等）につき、その背景・特徴・効果にわたる体系的調査を

行っているが、本研究では、法制度調査グループとの連携の下、産業保健専門

職として、それらの効果指標を同定し、新たな指標の開発を行うことを目的と

している。 

昨年度の調査の結果、国内では法令等の効果を直接測定する指標はないが、

（おそらくは）法令に基づく指針やガイドライン等を参考にしつつ各企業で実

施されてきた対策の内容や効果について、労使双方に質問紙により回答を求め

た調査結果や、法令に基づく指針やガイドライン等の浸透のための公的支援サ

ービスにつき、やはり質問紙による満足度調査の結果の存在が確認された。他

方、海外では、企業・事業場毎の休業率や作業関連疾患罹患率、自発的な離職

率、職務満足感、業務パフォーマンス等が指標として把握されていた。 

これらは、いずれも法令等の制定時に意図された労働者のメンタルヘルスに

関する重要な指標となってはいるものの、メンタルヘルスという多義的で、多

因子的（multifactorial）かつ種々の媒体（中間指標となるべきもの）を通じ

て初めて達成され得る複雑多様・多層的な概念を考えたとき、充分とはいえな

い。 

 そこで今年度は、産業保健専門職の協力のもと、過去および将来実施が予想

される関係法令等を基礎として、労働者の健康に影響が及ぶプロセスを整理し、

社会、企業、労働者への法令等の影響の浸透度を捕捉できる指標（案）ならび

に指標（案）の策定手順について検討した。 

その結果、法令等の制定から労働者個人の健康度に変化が起こるまでの有効

な中間プロセス指標（案）として、①社会全体の指標：EAP（Employee Assistance 

Program）機関数、②企業・事業場に関する指標：メンタルヘルスに関する管理

職研修の実施数、衛生委員会での議題出現数、産業医等によるメンタルヘルス
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関連面談数、産業医意見書の発行枚数、産業医の関連業務時間、メンタルヘル

ス不調者の職場復帰者数、人事部門がこの問題に調整的に関与する機会の回数、

メンタルヘルス対策担当者の役割の明確化数、メンタルヘルスに関する個人情

報管理の強化数、③労働者に関する指標：メンタルヘルス対策の重要性などに

関連する理解度等が抽出された。 

 これらの指標案は、法令等の社会、企業、労働者への浸透度を捕捉するもの

として活用が期待されるが、やや産業保健専門職の視点に偏ったものとなって

いる可能性がある。メンタルヘルス関連の法令等は多くの利害関係者に影響を

与え、それらが複雑に関与しあい労働者の健康に影響を与えると考えられるた

め、様々な利害関係者の協力のもと、多様な視点から法令等の影響を測るため

の指標を検討する必要がある。たとえば、法令等の変更時に利害関係者の将来

にわたる健康影響を予測するツールとして健康影響評価（Health Impact 

Assessment）があり、有効に活用することで、効果的な指標（の素材）となる

可能性があることが認識された。

 

Ａ.背景と目的 

 本研究班では、国内外の職域メンタ

ルヘルスに関する法令、行政規則・ガ

イダンス（以下 法令等）につき、そ

の背景・特徴・効果にわたる体系的調

査を行っているが、本研究では、法制

度調査グループとの連携の下、またそ

の調査結果を参照しつつ、産業保健専

門職として、それらの効果指標を同定

し、新たな指標の開発を行うことを目

的としている。 
昨年度の調査の結果、国内では法令

等の効果を直接測定する指標はない

が、（おそらくは）法令に基づく指針

やガイドライン等を参考にしつつ各

企業で実施されてきた対策の内容や

効果について、労使双方に質問紙によ

り回答を求めた調査結果や、法令に基

づく指針やガイドライン等の浸透の

ための公的支援サービスにつき、やは

り質問紙による満足度調査の結果の

存在が確認された 1-4）。ここでは、企

業や事業場におけるメンタルヘルス

ケアの取組状況やその効果、取り組み

に際しての留意事項、対策の必要性、

産業保健専門職の配置等に加え、労働

者個人の抱える不安や悩み、ストレス、

行政が提供するメンタルヘルス支援

活動への満足度や有益性などが指標

とされていた。 
他方、海外では、企業・事業場毎の

休業率や作業関連疾患罹患率、自発的

な離職率、職務満足感、業務パフォー

マンス等が指標として把握されてい

た。 
これらは、いずれも関係法令等が意

図した労働者のメンタルヘルスに関

する重要な指標となってはいるもの

の、メンタルヘルスという多義的で、

多因子的（multifactorial）かつ種々

の媒体（中間指標となるべきもの）を

通じて初めて達成され得る複雑多

様・多層的な概念を考えたとき、充分
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とはいえない。 
 そこで今年度は、産業保健専門職の

協力のもと、過去および将来実施が予

想される関係法令等を基礎として、労

働者の健康に影響が及ぶプロセスを

整理し、社会、企業、労働者への法令

等の影響の浸透度を捕捉できる指標

（案）ならびに指標（案）の策定手順

について検討した。 
 

Ｂ.方法 

対象：産業医科大学産業医実務研修セ

ンターおよび同大学産業保健経営学

研究室に在籍する医師 20 名。 

グループ討議参加者：今回の討議に参

加した医師の産業医経験年数と人数

を記す。 

産業医経験年数 

・1年未満：8名 

・1年以上 3年未満：5名 

・3年以上 5年未満：1名 

・5年以上 10 年未満：3名 

・10 年以上：3名 

経験年数は 1 年未満～25 年（平成 24

年 6 月時点）と幅広い年齢層の構成で

あった。 

討議テーマ（法令等）：労働者のメ

ンタルヘルス対策に寄与した過去の

指針ならびに今後実施が予想されて

いる指針の例として以下を選択した。 

①労働者の心の健康の保持増進のた

めの指針：平成 18 年 3 月 4) 

②心の健康問題により休業した労働

者の職場復帰支援の手引き：平成 21

年 3 月 5)  

③ストレスに関連する症状・不調とし

て確認することが適当な項目等に関

する調査（２０１１年１１月１６日の

衆議院解散により廃案となった労働

安全衛生法の一部を改正する法律案

（閣第１６号）関係）：平成 22 年 10

月 6) 

討議方法：2012 年 6 月 25 日に上記メ

ンバーで90分間の討議をおこなった。

はじめに討議の進め方について簡単

な説明を行い、その後 18 名の討議参

加者をランダムに3つのグループに分

けた。それぞれのグループは 1つの討

議テーマに対して以下のステップに

基づきグループワークを行った（添付

資料①：グループワーク時の説明用ス

ライド）。 

ステップ 1： 法令・指針の施行に

より影響を受ける集団や個人を特定

した。 

例) 企業（大企業、中小企業）、健康

保険組合、企業外労働衛生機関、健診

機関、外部EAP機関、労働基準監督署、

産業保健推進センター、地域産業保健

センター、産業医など。 

ステップ 2： 「○○（だれ）が、

どうなる」の記述で法令等の施行から

個人の健康影響に変化が起こるまで

の流れ図（パス図）を作成した。グル

ープワークの際には、KJ 法等の活用も

推奨した。また、法令等以外で労働者

の健康に寄与すると思われるその他

の要因も抽出した。 

ステップ 3： 国が法令等の施行時

に把握する必要があると思われる新

たな指標（案）を各グループで検討し

た。 

分担研究報告書（梶木 繁之）

－ 441 － 



 
 

 

 

Ｃ.結果 

１）グループ討議での流れ図（パス図）

と変化が予想される項目 

個々のグループで作成された3つの

流れ図（パス図）を示す。（図１）各

討議テーマで挙げられた法令等の制

定により生じると予想される変化は

以下の通り。 

 

①労働者の心の健康の保持増進のた

めの指針：平成 18 年 3 月 

 メンタルヘルス対策に取り組む企業

数が増加する 

 メンタルヘルスの相談体制が充実す

る 

 面談を希望する相談件数が増加す

る 

 産業医による面談件数が増加する 

 うつ病などの労災認定数が増加する 

 企業における管理職研修の数が増

える 

 上司と部下とのコミュニケーション機

会が増加する 

 従業員間のコミュニケーション機会

が増加する 

 衛生委員会でのメンタルヘルスに関

する話題が増える 

 企業（事業者）のメンタルヘルス対策

に対する理解度が増す 

 CSR （ Corporate Social 

Responsibility 企業の社会的責任） 

報告書におけるメンタルヘルス対策

関連ページ数が増加する 

 産業保健スタッフの業務量が増加

する 

 社内における個人情報管理がずさ

んになる 

 産業保健スタッフがメンタルヘルス

対策以外の取組みをできなくなる 

 精神科医師（メンタル不調労働者の

主治医）との連携が増える 

 精神科医の社会での需要が高まる 

 精神科への通院総回数が社会全体

で増加する 

 うつ病患者の数が増加する 

 メンタルヘルス関連疾患にかかる医

療費が増加する 

 病気休暇・病気休職者の数が増加

する 

 EAP(Employee Assistance Program)

サービス機関数が増加する 

 社外 EAP サービス機関の業務量が

増加する 

 50 人未満の企業（事業場）における

メンタルヘルス対策の実施割合数が

増加する 

 地域産業保健センターの利用数が

増加する 

 職場への復帰率（復職率）が増加す

る 

 人事部門が関与する調整業務の機

会が増加する 

 報道機関等のマスコミがメンタルヘ

ルスに関する記事などを多く掲載す

るようになる 

 うつ病に対する偏見が減少する 

 精神科クリニックを受診する患者の

心理的負担感が減少する 

 自殺者数が減少する 

 

②心の健康問題により休業した労働
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者の職場復帰支援の手引き：平成 21

年 3 月 

 復職に関する社内の仕組み（システ

ム）が明確になる 

 就業規則が明確になる 

 労災等の訴訟が増える 

 事業場外支援のプログラムが多様

化する 

 企業（事業場）間での復職支援シス

テムのばらつきが減少する 

 復職支援システムの（到達）目標が

明確になる 

 社内での休職率が減少する 

 企業（事業場）が病休者対応に支払

う（金銭的）負担が減少する 

 労働者の QOL（生活の質）が向上

する 

 メンタルヘルス不調者のスムーズな

復職が促進する 

 精神科の業務量が増える 

 社内のプライバシー（個人情報）管

理が強化される 

 復職支援システムを悪用（目的外使

用）する労働者が増える 

 社内のメンタルヘルス対策を行う担

当者の役割が明確になる 

 社内のメンタルヘルス対策を行う担

当者の業務量が増加する 

 社内の復職支援の仕組みに対する

理解度や周知度が向上する 

 企業内での適切な復職対応が行わ

れるようになる 

 社内の労働生産性が向上する 

 企業イメージが上昇する 

 休職者が社内で非難される機会が

増加する 

 休職者が発生した職場の周囲の労

働者の業務量が増加する 

 社内でのメンタルヘルス不調者の発

見が早まる 

 社内でのメンタルヘルスに関する

（産業医）面談数が増加する 

 産業医の業務量が増加する 

 産業医意見書の発行枚数が増加す

る 

 企業（事業場）内の本業以外の業務

量が増加する 

 社内のプライバシー（個人情報）管

理の問題が増加する 

 

③ストレスに関連する症状・不調とし

て確認することが適当な項目等に関

する調査（２０１１年１１月１６日の

衆議院解散により廃案となった労働

安全衛生法の一部を改正する法律案

（閣第１６号）関係）：平成 22 年 10

月 

 医師（産業医）面談対象者が増加/

減少する 

 産業医の出務、業務量が増加する 

 中小企業における産業医の面談時

間が増加する 

 開業医への産業医面談の依頼が増

加する 

 産業医資格の取得希望者が減少す

る 

 精神科医の需要が増加する 

 精神科クリニック受診者が増加する 

 医療費（特に精神科関連疾患）が増

加する 

 就業制限のかかる労働者の数が増

加する 
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 病気休暇、病気休職者が増加する 

 企業が支払う労災保険料が上昇す

る 

 周囲の労働者の業務負担が増加す

る。 

 景気が後退する 

 新たな雇用が増加する/解雇者（失

業者）が増える 

 メンタルヘルス不調者の数が増加/

減少する 

 中小企業から企業外労働衛生機関

や健診機関への面談依頼が増加す

る 

 中小企業における負担が増加する 

 保健師の業務が増加する 

 労働者のプライバシー（個人情報）

が侵害される可能性が高まる 

 個人情報管理の新たなシステムが

必要となる 

 自殺者の数が増加/減少する 

 訴訟件数が増加する 

 労働災害の申請・認定件数が増加

する 

 うつ病などのメンタルヘルス関連疾

患の早期発見数が増加する 

 休職を要する労働者の数が減少す

る 

 企業の生産性が高まる 

 

グループ間での違いはあるものの、変

化が推測される項目は「社会全体」、「企

業・事業場」、「労働者」のカテゴリーに分

類可能と考えられた。またこれらは相互

に時系列の前後関係を有していた。項

目によっては、相反する変化が起こると

予想されるものが少なからず存在した。 

 

３）メンタルヘルス対策に関する法令等

の効果・評価指標（案） 

過去および今後制定が予想される法

令等が労働者の健康に影響を与えるま

での過程（流れ）のうち、社会全体、企

業・事業場、労働者に関する指標（案）

が列挙された。これらのうち、新たな評価

指標（案）として検討に値すると考えられ

たものを以下に記す。 

社会全体の指標（案）：EAP（Employee 

Assistance Program）機関数 

企業・事業場に関する指標（案）：メン

タルヘルスに関する管理職研修の実施

数、衛生委員会での議題出現数、産業

医等によるメンタルヘルス関連面談数、

産業医意見書の発行枚数、産業医の業

務時間、職場復帰者数、人事部門が関

与する調整機会の回数、メンタルヘルス

対策担当者の役割の明確化数、個人情

報管理の強化数 

労働者に関する指標（案）：メンタルヘ

ルス対策の重要性などに関連する理解

度 

 

Ｄ.考察 

今回、産業保健専門職の視点から過

去のメンタルヘルス対策に寄与した 2

つの指針と今後実施が予想される指

針等について検討を行った。過去 2つ

の指針については、既に社会や企業、

労働者に変化が起こっているため、指

標（案）の多くが数値化可能で、また

その変化の方向性（数値の上昇もしく

は減少）についてもある程度の傾向分

析が可能と思われた。ただし、今後実
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施が予想される指針等については、現

時点で未確定な要素が多く含まれて

おり、同様の指標（案）であっても全

く逆の変化が起こる可能性が推測さ

れた。 

今回、法令等の施行が労働者の健康

に影響を及ぼすまでの過程を検討す

ることで、法令が目指す「事業場にお

けるメンタルヘルス対策の促進・充

実」や「労働者の精神衛生状態の改善」、

「メンタルヘルス関連疾患の発生予

防」、「休職者のスムーズな復帰や休職

期間の短縮」、「自殺者数の減少」に加

えて、それらが起こる前に生じると察

せられる社会全体、企業・事業場、労

働者における変化を捕捉するいくつ

かの指標案が示された。国が法令等の

施行で労働者のメンタルヘルスに何

らかの好影響を及ぼすことを意図す

るならば、アウトカム評価（先述：メ

ンタルヘルス体制の充実度、一人あた

りのメンタルヘルス関連疾患による

休職期間の短縮、自殺者数等）に加え

て、その過程を評価できるプロセスや

パフォーマンスに関する指標を設定

する必要がある。また、複数の法令等

が同時に運用されることを考慮する

と、今回のグループ討議で表出した指

標のうち、共通する指標（例：産業医

によるメンタルヘルス関連の面談数

等）などはその有力な候補になると思

われる。 

労働者のメンタルヘルス対策の促

進を考慮した法令等はこれまで多数

施行されており、それらの多くが主た

る目的を満たすために有効に機能し

ていると考えられる。しかし、法令等

の施行という大きな社会的変化が労

働者の精神衛生状態に影響を与える

には非常に多くの間接的変化が、社会

全体、企業・事業場、労働者に生じ、

それらは、数日から年単位まで長期に

およぶものも少なくない。そのため、

何らかの社会的効果を意図して法政

策を立案する場合には、その効果や影

響を評価できる指標を事前に検討し

ておくことが重要である。 

１つの素材として、何らかの社会的

な変化により、その周辺に存在する

人々の健康状態を事前に予測し、予想

される負の健康影響を最小化するた

めのツール：健康影響評価 7)(Health 

Impact Assessment)があげられる。欧

米やアジアの一部では法律で実施が

義務づけられている国もあり、今後の

重要な参考になると思われる。 

今回の取組は、産業保健専門職の協

力により実施した。しかし、法令等の

施行が労働者の精神衛生状態に寄与

するまでには様々な利害関係者、社会

資源が関与しており、今回の討議で得

られた指標（案）以外にも候補となる

評価指標(案)が存在すると考えられ

る。法政策の社会全体への影響を捕捉

する指標を考えるならば、様々な利害

関係者の協力のもと、多様な視点から

法令等の影響を測るための指標を検

討する必要があることが認識された。 

 

Ｅ.結論 

法令等の施行が労働者の精神衛生

状態に変化を及ぼすまでには社会全
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体、企業・事業場、労働者に多くの間

接的な変化をもたらすため、様々な利

害関係者の関与を得つつ、その過程

（中間プロセス）を捕捉する指標を検

討し、設定することが重要である。 
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図 1：グループ討議での流れ図 
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2013/5/7

1

OHスタッフが
忙しくなる

面談希望相談↑
（従業員の）

精神科Drとの
連携が増える

社外EAP機関
の仕事量↑

50人未満の事
業場でも実施
数が増加

地産保の
利用数↑

うつ病による
労災認定↑

・上司と部下のコミュニ
ケーションの機会ＵＰ
・従業員間のコミュニケ
ーションが多くなる

メンタルの患者
が増加

自殺者数の減少

衛生委員会での
メンタルの話題↑

管理職研修の
増加

ＥAP
機関
数↑

（自殺↑の要因）

・精神科への社会的偏見
・不景気
・過重労働
・日本人の気質
・メンタルヘルス不調
・売買市場の変化
・所得格差の増大

・職場復帰率↑
・人事調整の機会↑

うつ病患者
数の増加

病気休暇・休
職者が増加

（要因）
・少子化労働者数（絶対数の減少）
・高齢化社会

ＣＳＲ報告書内
のMH関連ペー

ジの増加

「心の健康の保持増進のための指針」の流れ図

ＯＨスタッフ
メンタル以外
の仕事ができ

なくなる

事業者のMH対
策への理解度↑

マスコミのMHに関す
る記事の増加

産業医による
メンタルヘルス面談↑

メンタルヘルスの
相談がしやすくなる

個人情報の取扱いが
杜撰になる

メンタルヘルスに
取り組む企業が増える

・精神科医の需要↑
・精神科通院数が増加

・うつ病への偏見が減る
・精神科への垣根が低くなる

・メンタル関連疾患の医療費↑

既存指標 今後の指標（案）

社内での事業
以外の業務量

↑

訴訟が
増える

産業医意見書
の発行枚数が

増加

社内での不調
者の発見が早

まる

面談が増える

復職支援シス
テムの目標が

明確化

社内でのコスト
が増加する

システムが
明確化

産業医の仕事↑

システムの
悪用↑

就業規則が
明確化

精神科の仕事↑

「職場復帰支援の手引き」の流れ図

プライバシー管
理が強化される

周囲の理解
度・周知度が

向上

担当者の
負担↑

労働生産性が
向上

休職者が非難
される機会が

増える

（その他の要因）

・生きがいがある
・地域
・周囲の理解↑
・経済
・企業の経営状況
・ゆとり世代
・復職意志↓
・職場環境良好

担当者
の役割
明確化

企業イメージ↑

プライバシーの
管理↑

事業場外支援の
プログラム多様化

再休職率が
減少する

病休者に係る
費用が減る

本人のＱＯＬ
が向上

企業間格差
（制度のばら
つき）が減少

経済が活性化

メンタルヘルス不調者のスムーズ
な復職が促進する

企業内での対応が
適切に行われる

休職者の業務負担
への対応が増加

プライバシーに関す
る問題の増加

既存指標 今後の指標（案）
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2013/5/7

2

面談対象者が
増える

中小企業の
産業医の面談
時間が増える

産業医の出務、
業務量増加

中小企業の
負担↑

中小企業から
健診機関医へ
面談依頼が増

える

産業医資格の取
得希望者が減る

開業医への面談
依頼が増える

雇用が増える
休職を要する
労働者が減る

面談者↓

労働者の
プライバシーが侵害
される可能性が高ま

る

職域のメンタル
不調者が減る

うつ病等のメンタル不
調者の早期発見数が

増加する

職域の顕在化した
メンタル不調者が

増える

（その他の要因）
・景気がよくなる

「メンタルヘルス問診」の導入による流れ図（予想）

訴訟↑

解雇↑

自殺↑

個人情報管理の
新たなシステムが必要

就業制限の
かかる労働

者↑
医療費↑

労災の申
請・認定
件数↑

休職者↑

景気↓

雇用↑

・中小企業の割合

・問診を契機とした
ケースの数

・事後面談者の費用
と動向（補助金etc）

・労働者の不満
（連合）

メンタル不調者が
増える

企業の生産性が
高まる

労働者の自殺者数
が減る

保健師の仕事が
増える

精神科の需要が
高まる

精神科の受診者
が増える

企業の
労災保険料が

増える

周囲の労働者の
負担↑

今後の指標（案）
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法令、指針等の施行は労働者の
健康にどのように影響するか？

2012年6月25日

梶木繁之

本日の目的

労働安全衛生に関する法令・指針などの

施行が労働者の健康に影響を及ぼすまでの

過程を産業医の視点から検討することで、

１） 法令・指針などの施行から労働者の健康
影響に変化が起こるまでのパス図を作成する

２） 法令・指針などの施行によるプロセス評価
指標（案）を検討する
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パス図作成時のステップ

Step1： 法令・指針の施行により影響を受ける
集団や個人を特定する。
ex)企業（大企業、中小企業）、健康保険組合、企業外労働衛生
機関、健診機関、外部EAP機関、労基署、産業保健推進センタ
ー、地域産業保健センター、産業医等など

Step2： 「○○（だれ）が、どうなる」の記述で法令・

指針の施行から個人の健康影響の変化までの
パス図を作成する。また、健康影響に寄与する
その他の要因も列挙する。

Step3： 国が法施行の際に把握すべきプロセス
評価指標（案）を検討する。

パス図の作成（例）：「○が□くなる」
例） 過重労働対策としての医師面接の義務化

法施行「過重労働者への医師面接の義務化」

産業医面談
の増加

50人未満
でも実施↑

地産保の
活用率↑

過労死・過労自死者の減少

産業医出
務時間↑

産業医の
求人数↑

意見書の
提出枚数↑

超過勤務
時間の↓

面接が形
骸化

疲労度
チェックリス
トが普及

社外EAP
機関↑

社内施策の充実
例:ノー残業デー↑

労働組合
の活性化

訴訟数↑

法令以外の要因②法令以外の要因①
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3

検討する法令・指針

A) 平成18年3月：「心の健康の保持増進のための

指針」とメンタルヘルス不調者への影響（具体的
な影響の詳細：アウトカム評価も列挙する）

B) 平成21年3月改訂：新「復職支援の手引き」とメ

ンタルヘルス不調者への影響（具体的な影響の
詳細：アウトカム評価も列挙する）

C) 今後の追加予定：「メンタルヘルス問診の施行」
とメンタルヘルス不調者への影響（具体的な影
響の詳細：アウトカム評価も列挙する）

タイムスケジュール

 説明、グループ分け 15分

 グループワーク 45分
Step1：法令・指針の施行により影響を受ける集団や個人を
特定する。

Step2： 「○○（だれ）が、どうなる」の記述で法令・指針の

施行から個人の健康影響の変化までのパス図を作成する。
また、健康影響に寄与するその他の要因も列挙する。

Step3：国が法施行の際に把握すべきプロセス評価指標
（案）を検討する。

 結果発表・全体討議 30分
＊法律を施行する際の留意点は？（なにを指標にすべきか）
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企業経営におけるメンタルヘルス問題に関する調査研究 

－人事管理の観点を中心に－ 

 
 

分担研究者 團 泰雄   近畿大学経営学部 教授 

 

 

研究要旨 

 

本研究は、メンタルヘルス問題について企業経営の視点から問題点を抽出し、その解

決に資する示唆を導き出すことを目的としている。そこで初年度にあたる前年度におい

ては、まず日本企業のメンタルヘルス問題の状況について、人事管理を中心に、組織運

営や企業経営全体への影響といった視点から、文献や資料の渉猟を開始した。 

本年度の課題は、前年度の課題を引き続き深めていくことであり、既存調査結果の収

集と文献レビューを主として行った。日本企業の人事管理、中でも特に雇用管理に関連

するトピック（雇用不安とストレスの関係、エンプロイアビリティ、心理的契約）を深

めることに重点を置いた。以下、検討結果について簡潔に述べる。 

 

１．メンタルヘルス問題に対する企業の取り組みについて 

 近の各種調査結果によれば、大企業を中心に日本企業はメンタルヘルス施策を積極

的に実施していることがわかる。しかし、メンタルヘルス不調者が企業の対策によって

相当程度減少したという調査結果は、現在のところ見出せない。また、労働者にとって

厳しい労働環境の実態を報告する文献も数多くあるという、相反する結果が生じている。

その理由は、制度を整備するという対応が重視されていること、そのためにアウトソ

ーシングが多く対応がきめ細やかになされないケースがあること、その結果として利用

率が低くなってしまっていることなどにある。 

 

２．メンタルヘルス問題への対応と企業経営 

 企業がメンタルヘルス問題に対応しなければならない理由について検討した。労働

CSR の観点からは、雇用流動性が低い日本において正社員に対する雇用や労働条件維持

の責任を企業が負うことが求められている。 

リスク・マネジメントの観点からは、労働災害訴訟や従業員の離職、パフォーマンス

低下などが企業の利益を損なうというリスクの増大への対応が求められている。利益の

増大に直接つながるのではなく、利益の減少を防ぐという受け身の要素が強いもので、
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なおかつ効果が短期間に現れないことに対して、企業は経費をかけない傾向にあり、メ

ンタルヘルス問題もその一つであると考えることができるが、対応しなければ企業経営

に支障が出るというリスクは高まっている。 

職場組織のマネジメントという観点からは、組織風土あるいは組織文化とメンタルヘ

ルスとの関係が注目されていることを指摘した。 

 

３．日本企業の人事管理の特性がメンタルヘルス問題への対応に与える影響について 

 日本企業がこれまでに構築してきた人事管理の特徴がメンタルヘルスに対して与える

影響について検討を行った。 

日本企業は欧米で通常用いられる職務記述書を作成せずに、従業員個人の職務をすべ

て事前に決めてしまうのではなく、ある程度の役割は決めつつも誰が行うのかは仕事を

進める過程で決めていく余地を残すという職務構造がつくられ、それに適合するように

雇用、評価、育成といった他の制度も形成されていった。 

しかし、この曖昧な職務構造は、職場全体で仕事を行う際に、メンバーの働きぶりが

相互に影響し合うことにつながる。従業員に対してプレッシャーを与えることになる場

合もあり、そのことがメンタルヘルスに影響を及ぼす可能性がある。 

一方、1990 年代以降、日本企業で広まった成果主義的な人事管理は、成果を測定する

ために各個人の仕事を明確化した。これによって、従来の職務構造に起因する問題は解

決することが期待されたが、実際には従来とは異なる問題が生じた。 

以上に挙げた問題が日本企業において起きやすい理由の一つとして、雇用の流動化が

進展していないことによって、従業員にとっては転職の機会がない、すなわち逃げ道が

ないことがメンタルヘルス問題へとつながっていると考えられる。 

この点にかかわるものとして、近年注目されているのが、エンプロイアビリティとい

う考え方である。企業は、従業員の雇用される能力（エンプロイアビリティ）を高める

ことによって企業間の移動性を高めることで雇用保障に代わる従業員に対する責任を果

たすことが求められる。エンプロイアビリティを高めることは、雇用不安に伴うストレ

ス・コーピング資源としての有効性が期待される。 

また、メンタルヘルス問題と雇用や人事管理との関係を考える際に有用な概念として、

心理的契約の概念が挙げられる。心理的契約は、従業員と組織との相互期待を指すが、

その契約不履行は従業員の態度に悪影響を及ぼす。その悪影響に対して従業員は自己調

整を行っているが、それがうまく行かない場合にメンタルヘルス問題が生じていると考

えられる。 

さらに、人事管理の特徴は企業が活動している国や社会によって決まるのではなく、

産業や職種によって決まってくるという主張もあるが、この点については今後の研究蓄

積が必要である。 
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４．日本企業のメンタルヘルス問題における今後の課題について 

 休職期間長期化、メンタルヘルス不調の高い再発率、いわゆる新型うつの増加などの

新たな問題に対する企業の対応が今後の課題である。 

そこで、特にメンタルヘルスの問題にかかわる人（主に人事担当者と管理者）の対応

力を高めることが必要であるとの指摘がなされているが、彼らに過度の負担をかけない

ような方法を考えなければならないということが注意すべき点として挙げられる。 

その方法としては、企業によるパワーの抑制、サポーティブな組織風土の醸成、従業

員を強くすることといったことが挙げられる。 

 企業によるパワーの抑制については、法規制、労働組合、経営戦略として位置づける

対応を広げていくことが挙げられる。ただし、いずれも利益に繋げるための効率性の原

理を無視して行うことはできないため、それとの両立可能な方法が求められる。 

 サポーティブな組織風土を醸成していくためには、トップが社内のメンタルヘルス問

題に関する情報を共有し、経営状況を鑑みながら、現場を巻き込んで施策を講じていく

必要がある。 

 従業員を強くすることに関しては、メンタルヘルス障害発生予防の視点から重視され

るべきである。 

 今後は、これらの点について、より詳細な検討を行うことが必要である。 
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Ａ．研究目的 

 企業活動のグローバル化や IT を中心と

した技術の高度化により、予測困難な変化

にさらされている現代の組織は、コストを

削減し効率性を高めるために、柔軟性を重

視した戦略を実施するようになった。この

ことは従業員にとっては、安心して働く基

盤を提供する雇用の不安定化をもたらした。 

また、日本でも成果主義の広がりによっ

て、仕事の成果を個人ごとに明確化される

仕組みが整備されたことにより、仕事への

プレッシャーがさらに大きくなった。 

これらの背景のもとで、メンタルヘルス

不調者が増大した結果、企業経営に支障を

きたすケースが増加したことを受けて、メ

ンタルヘルスに対する企業の関心は高まり

を見せている。 

すでに、厚生労働省の指針に応える形で、

企業組織の現場では、メンタルヘルスの知

識やメンタルヘルス不調者への対応に関す

る社員教育が行われ、その効果についても

関心が寄せられている。 

しかし、メンタルヘルス問題に対して実

際に企業がどのように対応しているのか、

対応のための施策が実際に効果をあげてい

るのか、それに対して従業員がどのような

影響を受け、組織運営にどのような影響が

出ているのか、またそもそも経営者がどの

ようなスタンスでこの問題に対応しようと

しているのかといった問題について、企業

経営の視点から整理する必要がある。 

本研究では、関連領域の研究成果も踏ま

え、メンタルヘルス問題について企業経営

の視点から問題点を抽出し、メンタルヘル

ス問題の解決に資する示唆を導き出すこと

を目的としている。 

 

Ｂ．研究方法 

 本年度は、日本企業のメンタルヘルス問

題の状況について、人事管理を中心に、組

織運営や企業経営全体への影響等の視点か

ら関連文献や資料のレビューを行うという

昨年度の課題に引き続き取り組んだ。 

 レビューに際しては、本研究の視点を支

える経営学のみならず、従業員の意識や企

業組織において生じるストレスにかかわる

心理学の専門学術文献、公刊されている各

種実態調査結果を活用した。 

 

Ｃ．及び D．研究結果及び考察 

 本研究は、文献や資料に基づくものであ

るため、結果と考察を明確に切り分けて議

論することが困難である。そのため、考察

を含めてここで論じることにする。 

 

１．メンタルヘルス問題に対する企業の取

り組み 

メンタルヘルス問題に対して日本企業が

どのような施策を実施しているのか、また

施策がどの程度充実しているのかといった

観点から、近年いくつかの調査が実施され

ている。 

それによれば、メンタルヘルス問題に対

して何らかの対策を講じているとする企業

が増加しており、大企業ほどメンタルヘル

ス対策が重要であると認識している。 

具体的には、相談窓口の設置、管理者・

労働者への教育訓練・情報提供、衛生委員

会等での調査審議、労働者のストレス状況

について調査票を用いた調査といったとこ

ろが主な取り組み内容である。 

また、 近では、メンタルヘルス対策の
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担い手として、セルフケアよりもラインケ

アが重視される調査結果もある。つまり、

このことは、メンタルヘルスを個人が個々

に対応すべきものとしてではなく、管理職

を中心に職場組織運営の問題として対応す

べきであると考えられつつあることを示唆

しているように思われる。 

 しかし、メンタルヘルス不調者が企業の

対策によって相当程度減少したという調査

結果は、現在のところ見出せない。また、

労働者にとって厳しい労働環境の実態を報

告する文献も数多くある。 

なぜこのように相反する結果が生じるの

であろうか。この問題について以下で検討

する。 

 まず、メンタルヘルス問題に対応してい

る、あるいは制度を整備しているとする企

業の比率は増加しているが、制度が「ある」

のか「ない」のかを問うだけでは不十分で

あるということである。むしろ、その制度

が実際に利用されたかどうかが問題である。

利用率が低ければ対策の実効性が上がらな

いという点が問題となる。 

次に、メンタルヘルス問題に対応してい

るといっても、表面的であっても「対応し

ている」という事実が重視されている可能

性があるということである。EAP、相談窓

口の設置、メンタルヘルス教育の実施とい

った施策を社内に抱え込んで行っている企

業は多くなく、アウトソーシングするケー

スが多い。 

例えば、カウンセリングなどは管理職が

行うことが難しく、専門家の知識が必要と

されるが、逆にそれらの専門家は職場の問

題に対応することが困難であるため、管理

職と専門家との連携が重要となるが、アウ

トソーシングしている場合には、サービス

の提供者は多数の企業にサービスを提供す

るため、対応窓口を増やすことが難しく、

特定の企業に対するきめ細やかなフォロー

を行うことを困難にする。そのため、対応

が不十分なままになっているケースも少な

くない。 

また、外部の企業に相談窓口を設けたと

しても、管理者の働きかけがないために利

用率が低いという問題もある。その解決策

の一つとして考えられるのは、セルフケア

教育の充実であるが、自分のことは自分で

対応するようにというメッセージを送って

しまうと、利用率の向上にはつながらない

ように思われる。 

しかし、企業が制度を整備することは確

かに重要であるが、それが難しい場面もあ

る。例えば、メンタルヘルス不調による休

職後の復帰に際して、その扱いを制度化す

ることについて、対応に苦慮する例が少な

くない。 

対応が難しい理由は、人によって置かれ

ている状況、症状などにかなりの個人差が

あるので、対応が個別的にならざるを得な

いということであろう。このような場合、

それでも制度を一律に適用するか、運用に

よる個別対応を行うかの選択を行うことに

なるであろう。この対応に関して、その都

度検討して決めている企業、ルールとして

定めている企業、医師の診断書に従う、の

3つがほぼ同じような割合で存在しており、

復職後の支援体制については、大企業ほど

専門担当者を置いていることが多いという

調査結果がある。 

ただし、運用による対応では、現在のよ

うに労働条件が個別化し、また処遇も個人
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差が大きくなっている状況下では、他の従

業員との公平性が問題となってくる。 

これらの点が、企業はメンタルヘルス施

策を積極的に行っているというのに、従業

員にそのような実感が伴っていないという、

相反する結果を生み出している理由である

と考える。 

また、 近では先進事例を参考にしたい

というニーズもあることから、事例の開示

や、調査などが行われている。 

そこにおいて導き出されている示唆には

以下のようなものがある。 

・ 継続的支援を行う仕組みを持つ会社は、

復職率を高めることができる可能性があ

る。 

・ トップが知識を持ち、取り組む覚悟が

あることが重要である。 

・ 管理者どうしが集まることによる意見

交換の場をつくることで、現場で対応する

管理者を孤立化させないことが重要であ

る。 

ただし、この先進事例がなぜ生まれたのか、

その条件とは何かといった点について現時

点で一般化することは難しく、事例研究を

蓄積していくことが必要であると考える。 

先進事例の長所、それを可能にする条件

については、事例研究を蓄積していく必要

がある。（→次年度への継続課題） 

 

  

２．メンタルヘルス問題への対応と企業経

営 

 メンタルヘルス不調は個人において生じ

るものであるが、その影響は個人のレベル

にとどまらず、職場組織のレベルや、企業

全体のレベルにもおよぶ。そのため、メン

タルヘルス問題の解決に向けては、制度の

みならず、企業がこの問題に対してどこま

で責任を負うべきか、またどのような姿勢

で臨もうとしているのかという、企業経営

の視点からも検討しなければならない。 

 まず、なぜ企業はメンタルヘルス問題に

対応しなければならないのかという点につ

いて述べる。 

 メンタルヘルスへの対応は、経営学の領

域において、近年盛んに論じられている

CSR（企業の社会的責任）との関連で取り

上げられるようになった。 

 従来から、日本においては正社員の解雇

が厳しく制限されてきたことから、正社員

との長期的な雇用関係が維持されてきた。

近年、雇用の流動化が議論されているが、

実態として正社員の雇用の流動化は進展し

ているわけではない。しかし、経営環境が

厳しくなる中で、長時間労働、賃金の低下

など、働く条件は厳しさを増している。 

その結果、転職という選択を自発的に行

うことが現実的に困難である状況下で、正

社員（あるいは長期間雇用されている非正

社員）は条件の悪化を受け入れている状況

が長く続いている。これに対して企業は雇

用者としての責任を果たすべきであるとす

る考え方が広がっているのである。 

 また、メンタルヘルスへの対応を企業が

行わなければならない理由は、労働災害訴

訟や従業員の離職、パフォーマンス低下な

どの組織マネジメント上のリスクの増大に

あるという指摘も多くなされ、さらにはリ

スク・マネジメントの観点から対応すべき

という見解も見られる。 

 従業員を組織目的から離反しないように

組織へと統合していく人事管理の機能とい
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う観点からも、この問題への対応が必要で

ある。 

例えば、従業員の離職に伴い、新たな従

業員を採用することによってメンバーの変

更が生じるよりも、休職後に復職する人に

復活してもらう方が、募集費などの採用に

関わる金銭的コストや、採用に関わる時間

的なコスト、教育訓練費は少なくて済むと

考えられる。 

 しかし、利益の増大に直接つながるので

はなく、利益の減少を防ぐという受け身の

要素が強いもので、なおかつ効果が短期間

に現れないことに対して、企業は、経費を

かけない傾向にある（例えば教育訓練費は

企業業績が低下するとそれに伴って減少す

る傾向がある）が、メンタルヘルス問題も

そのような性質を持っていると考えられる。 

 事実、メンタルヘルス問題への対応は期

間も長く、家族の問題や本人の性格の問題

など、会社の内部だけでは完結しないとい

う問題があり、どこまで踏み込むかが難し

い。仕事に関連するものだけを切り分けて

発生原因を特定することも難しく、特定の

施策を講じた場合に、その成果を把握する

ことも難しい。そのため、企業の対策も遅

れがちであり、ゆっくりとした動きになっ

てしまうのであろう。 

ただし、これらの問題は、対応しなければ

利益の減少につながる可能性が高いと考え

られる。 

さらに、企業が対応を怠れば、人材の使い

捨てというイメージが定着し、勤続年数の

短期化が進み、人材が育たなくなってくる

ことにもつながる可能性がある。この点は、

中長期的にも大きな問題があると思われる。 

そのような中で、企業のメンタルヘルスへ

の対応を進めるためには、メンタルヘルス

不調による休業の後に復職した従業員の仕

事のパフォーマンスがどの程度元に戻って

いるのか、どのように成功したのかといっ

た点について、明らかにしていく必要があ

るだろう。（→次年度への継続課題） 

 また、メンタルヘルス問題への対応は、

職場組織という観点からも検討される必要

がある。中でも、組織風土あるいは組織文

化とメンタルヘルスとの関係が注目されて

いる。 

例えば、日本企業を対象とした場合、職

場でのコミュニケーション機会の減少、職

場での助け合い減少、個人で仕事をする機

会の増加といったことが、メンタルヘルス

を悪化させると人事担当者が感じているこ

とを示す調査結果が存在する。 

あるいは、企業への一体感の低下が感情

的に企業から離れてしまうことにつながり、

それが離職志向の高まりや well-being の低

下に影響を与えているという研究結果があ

る。 

後に詳しく述べるが、組織風土あるいは

組織文化とメンタルヘルスとの関係につい

ての研究は、ストレスへの影響を中心に、

少しずつではあるが、海外を中心に行われ

ている。そこでの知見が日本においても、

どの程度活かせるのか、また日本において

他国とは異なる独自の特徴があるのかどう

かについて、今後調査していく必要がある

だろう（→次年度の継続課題）。 

 

 

３．日本企業の人事管理の特性がメンタル

ヘルス問題への対応に与える影響 

従業員を組織目的から離反しないように
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組織へと統合していく人事管理の機能とい

う観点からも、この問題への対応が必要で

あることはすでに述べたが、さらに具体的

に日本企業がこれまでに構築してきた人事

管理の特徴がメンタルヘルスに対して与え

る影響についても、検討する必要がある。 

ある国の企業の人事管理は、それが属す

る社会における経済制度や文化、法制度の

あり方によってある程度一定の方向に収斂

していくという考え方がある。 

日本企業においては、すでに述べたよう

に、雇用者の多くを占める大企業の正社員

に対して長期雇用が適用されてきた。長期

雇用は労働組合との交渉によって成立した

と言われているが、企業が従業員を長期雇

用によって定着を促すことは、育成された

人材を長期にわたって活用することが可能

となるため、企業の経営活動の安定化に寄

与すると考えられる。多くの大企業がこの

ような方法を採用したことによって、労働

者が企業間を移動するケースは少なくなっ

ていった。 

一方、長期雇用と引き替えに、日本企業

は企業主導型の異動やジョブ・ローテーシ

ョンを実施していった。すなわち、欧米で

通常用いられる職務記述書を作成せずに、

従業員個人の職務をすべて事前に決めてし

まうのではなく、ある程度の役割は決めつ

つも誰が行うのかは仕事を進める過程で決

めていく余地を残すことによって、柔軟な

職務編成と多能化を志向した人材育成を可

能にしていったのである。 

そして、このような職務構造に合うよう

に他の制度も形成されていった。人事考課

では、職務の価値を算定して決定するので

はなく、職務遂行能力に対する評価、さら

に仕事への取り組み姿勢を評価する情意考

課が重視された。人材育成は職場での経験

を積むことによって実現され、企業にとっ

ても育成投資を確実に回収するために長期

雇用を継続していった。 

 

３．１．曖昧な職務境界 

職務境界を明確に規定しないことは、柔

軟な職務編成と多能化を志向した人材育成

を可能にしたことから、日本企業は多くの

メリットを享受することができた。 

しかし、他方で曖昧な職務境界は、従業

員に対してプレッシャーを与えることにな

る場合もあり、そのことがメンタルヘルス

に影響を及ぼす可能性がある。 

日本企業における曖昧な職務構造は、職

場全体で仕事を行う際に、メンバーの働き

ぶりが相互に影響し合うことにつながる。

具体的には、以下のような問題が生じてい

る。 

第 1 に、残業の問題がある。日本では解

雇に対する規制や考え方が厳しいため、一

度雇った従業員を簡単に解雇することは難

しい。そのため、仕事が一時的に増えた場

合には、新たに従業員を増やすよりも現有

の従業員の労働時間を増やすことで対応し

てきた。 

しかし、現在ではリストラ実施後に仕事

が増えても増員しないというケースが多く、

一人あたりの仕事量は増加している。加え

て、短い納期によるプレッシャーもますま

す強くなっており、従業員は残業時間を増

やして対応しなければならないケースが増

えている。こういった状況において、個人

の仕事の範囲や量が明確になっていないた

めに、仕事負荷の増大を抑制することが難
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しくなっている。また、仕事を分担してい

るメンバーが残業しないことで、他のメン

バーにしわ寄せが行ってしまうという点も

問題である。 

第 2 に、休職が発生すると、代わりの人

を手配することになるが、同じ能力レベル

の人を改めて外部から採用することは難し

く、その場合には職場の他のメンバーがし

ばらく休職者の分の仕事を行うことになる

ことがある。仕事の配分において過度の偏

りが生じることは、他のメンバーのモチベ

ーションにも影響する。 

第 3 に、休職者が長期間の休職を経て復

職した場合、今度は復職者にどのような仕

事をどの程度与えるかが難しいという問題

もある。 

第 4 に、職務境界が曖昧であることが目

標や計画のなさと結びつき、職務を割り当

てる際に、必要以上の負荷を与えることに

なったり、役割の曖昧さを増大させたりす

ることで、強いストレス反応につながるこ

とも少なくない。 

企業の求める時間軸と従業員の求める時

間軸とのズレがストレスにつながるという

研究結果もある。 

特に以上に挙げたことがたびたび繰り返

されると、ストレスの多い職場風土につな

がっていく可能性もある。 

第 5 に、人事考課において情意考課が重

視されているために、メンタルヘルス不調

であることが上司に知られると評価に響い

てしまうのではないかという不安にもつな

がるのではないかという指摘もある。 

 

３．２．成果主義への転換とその影響 

1990 年代以降、日本企業で広まった成果

主義的な人事管理は、成果を測定するため

に各個人の仕事を切り分けたが、このこと

は職務の明確化につながるので、従来の職

務曖昧な職務境界に基づく分担とは逆の方

向性を持っている。 

これによって、上で述べたような従来の

職務構造に起因する問題は解決することが

期待されたが、実際には別の問題が生じた。 

例えば、仕事が個別化したために、周囲

とのコミュニケーションが取れず、孤立し

たと感じることなどがそれに当たる。 

コミュニケーションは多いが周囲からの

プレッシャーも多い状況から、逆にコミュ

ニケーションは少ないが成果へのプレッシ

ャーも多いというように、このような急激

な変化に対して、働く人がついていくこと

ができていず、ストレスが増大していると

いう問題がある。 

また、管理職にも、プレイング・マネジ

ャーとして成果を上げることが求められる

ようになったため、管理職が自身の成果を

上げることに集中し、部下をケアできなく

なってきた。 

このような状況が一定期間続いてきたた

めに、人材が育たないという問題が生じた。 

 

３．３．エンプロイアビリティ 

以上に挙げた問題は、いずれも組織にお

いて対応が必要なものであるが、それらが

日本企業において起きやすい理由の一つと

して、雇用の流動化が進展してないことが

あると考えられる。 

転職しにくい状況は、働く人にとってみ

れば自分の働く環境を変えることが難しい

ことも意味している。 

雇用の流動化に対して、人材育成の費用
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回収という観点からすれば、企業は避けた

いと考えるであろう。 

しかし、労働条件の切り下げや長時間労

働によってモチベーションが下がってしま

った従業員にとっては転職の機会がない、

すなわち逃げ道がないことがメンタルヘル

ス問題へとつながっている可能性がある。 

ところが、それでも働く人はむしろ終身

雇用を支持しているというデータがある。

(産業能率大学)。リストラによる雇用不安が

増大しており、それは現在のところ不可逆

的な動きとなっているが、長らく外部への

転職機会がないと考えられてきた日本にお

いて、企業の外へ出るということが自身に

とってリスクが大きいと働く人が考えてい

るのであろう。 

雇用が維持されることを働く人が期待す

ることはごく自然なことであるが、雇用不

安から逃れたいという消極的な雰囲気ばか

りが広がってしまうと、企業にとっても成

長を期待することは難しくなるだろう。 

そこで近年注目されているのが、エンプ

ロイアビリティという概念である。 

エンプロイアビリティとは、「雇用される

能力」を指し、これが高い人ほど、意に沿

わず辞めさせられることも少なく、また仮

に辞めさせられても転職が可能となり、雇

用不安下の勤労者にとって理想的な状態で

あるともいえる。 

雇用保障を約束できなくなった企業が、

「何らかの理由で雇用が維持できなくなっ

ても、能力が十分に高ければ他社での雇用

機会を見つけることは可能である」という

状況を作り出すために従業員の能力を高め、

その結果として移動可能性を高めることで

雇用保障に代わる従業員に対する責任を果

たそうという考え方である。 

エンプロイアビリティに関する研究は、

ヨーロッパで盛んに行われてきた。一方、

日本でも日経連が報告書を出版するなど、

重要な課題であると言われた時期があった

ものの、その後は研究も少なく、実践的に

も注目度が低い時期が続いた。 

しかし、 近、グローバル競争の激化に

伴い、事業所の海外移転が増加する中で、

国内での雇用維持が難しくなってきた日本

企業によるリストラが増加しており、再び

その重要性が増している。 

日本では失業する確率は低いが、一度失

業してしまうと期間が長くなる傾向がある。

そのような中で、エンプロイアビリティを

高めることは、企業にとっても働く人に獲

っても喫緊の課題であると言えよう。 

近のエンプロイアビリティ研究の流れ

に言及している研究によれば、エンプロイ

アビリティにつながる能力やスキルのリス

ト化の研究が出尽くし、エンプロイアビリ

ティの人的資源管理等への応用が近年数多

く行われるようになっており、能力概念と

してのエンプロイアビリティの捉え方が能

力やスキルのリスト化から、過去 10 年で、

雇用可能性実現のプロセスへと大きく変化

しているという。 

また、雇用不安（「脅かされた雇用状況に

おける望ましい継続雇用維持の知覚された

無力感」と定義される）や、エンプロイア

ビリティ知覚の職務態度への影響を明らか

にし、ストレス理論に立脚したエンプロイ

アビリティ保障の可能性を探る試みが行わ

れている。 

 それによれば、以下のことが明らかにさ

れている。 
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・ 雇用不安は職務満足、組織コミットメ

ント、キャリア意識にネガティブに作用し、

退職意思を促進していること 

・ エンプロイアビリティ知覚が雇用不安

と職務態度等との関係にある程度影響し

ていること 

・ エンプロイアビリティ知覚が雇用不安

のキャリア意識へのネガティブな関係へ

の緩和効果を持つこと 

 この結果は、エンプロイアビリティが高

いと感じている従業員は、雇用が保障され

ない可能性を感じても、過度の悪影響を受

けないことを示唆している。 

それゆえに、エンプロイアビリティ知覚は

特にストレス・コーピングの資源としての

有効性が期待されると言えよう。 

ただし、エンプロイアビリティを高める

ことの効果については、明らかにされてい

ることがまだ少ないことから、さらに調査

が必要である（次年度への継続課題） 

例えば、日本では現在でも全般的には転

職しにくい状況だと言っても、例えば求人

が激減する 40 歳代、過労の 30 歳代、求人

は比較的あると考えられる新卒 2～3 年の

従業員というように、世代ごとに直面する

問題は異なると考えられる。これらの点に

ついても検討していく必要があろう。 

また、エンプロイアビリティを雇用可能

性の実現プロセスにどう反映させるのか、

具体的には、人事管理施策にどのように反

映させるのかについても今後の課題であろ

う。 

日本では、転職市場の整備が進んでおら

ず、中途採用に対して企業は依然として消

極的である。そのため、エンプロイアビリ

ティを高めることは、必ずしも転職につな

がるわけではないと考えられる。 

積極的に転職していくための手段として

エンプロイアビリティを高めるというより

も、雇用機会が喪失する、いわばいざとい

うときのための備えとしてエンプロイアビ

リティを高めるという考え方が働く人の間

で広がる可能性が高いと思われる。 

そこで企業に求められるのは、いっそう

の能力開発機能であり、それに責任を負う

ことである。 

そのためには、公正な評価方法、職務や

目標の明確化、従業員が持つ時間軸と企業

の持つ時間軸のマッチングといった視点か

ら、企業が人事管理施策を点検していく必

要があるだろう。（次年度への継続課題） 

 

３．４． 心理的契約 

 メンタルヘルス問題と雇用や人事管理と

の関係を考える際に有用な概念として、心

理的契約を挙げることができる。 

心理的契約とは、従業員と組織という当

事者の相互期待を指す。心理的契約は、従

業員のメンタルヘルスが、仕事経験によっ

てどのように影響されるかを調べる過程で

発見された。 

心理的契約の考え方においては、法律と

社会的関係という 2 つのメカニズムによっ

て履行を担保された、約束の全体を契約と

見なすという特徴を持っている。 

心理的契約はその後の理論展開において、

従業員による知覚現象として捉えられるよ

うになり、実証研究が盛んに行われるよう

になった。 

心理的契約研究のレビューを行った文献

によれば、実証研究の測定のタイプは、心

理的契約に含まれる具体的な契約内容に主
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眼をおく内容志向と、組織側の契約の履行

と不履行に対する従業員の評価とそれがも

たらす結果に注目する評価志向との研究に

大別されるという。 

心理的契約に対する評価に関して、日本

企業を対象として心理的契約の履行状況を

把握し、それが従業員に対して影響を与え

ているのかを調査した研究によれば、多く

の企業において組織側による契約不履行が

発生していること、そのことが従業員の態

度に対してマイナスの影響を与えている

（情緒的コミットメントを低下させ、離職

意図を高めている）ことが示された。 

しかし、それでも日本の従業員は企業に

とどまり、契約関係を維持している。その

理由は、心理的契約の不履行に対して、従

業員が自己調整を行っている（期待水準を

下げる、履行水準を下げる、離職してしま

う）ことにあるという。 

この点について、日本企業を対象とした

研究によれば、多くの従業員は契約の不履

行を知覚しているが、期待水準の低下とい

う比較的穏当なオプションによって対応し

ているという。 

しかし、自己調整がうまく行かない場合

にメンタルヘルス問題が生じている可能性

がある。それは性格など本人に起因するも

のであるかもしれないし、期待水準を低下

させたり、履行水準を低下させたり、離職

してしまうという、いずれのオプションも

採用することが困難であるという状況に起

因するものであるかもしれない。 

このような問題への対応を考える際に、

例えば上で取り上げたエンプロイアビリテ

ィの考え方は、日本企業で近年顕著になっ

ている終身雇用に基づく心理的契約の不履

行による悪影響を和らげることにつながる

可能性を持っていると思われる。これらの

点についても、今後の研究蓄積が必要であ

ろう（次年度への継続課題）。 

 

３．５．産業や職種の違い 

また、近年、人事管理の特徴は企業が活

動している国や社会によって決まるのでは

なく、産業や職種によって決まってくると

いう主張がある。このことは、メンタルヘ

ルス対策に関しても、産業や業種によって

異なり、職種ごとの違いを考慮した検討が

必要であることを示唆している。 

例えば、コールセンターや営業といった、

顧客と対峙する仕事は、感情労働における

ストレス問題として固有の問題があると指

摘されている。 

仕事において他の人と接触することの少

ない職種や、職務に自律性を発揮する場面

の少ないマニュアル化の進んだ職場におい

てメンタルヘルス問題が多く生じていると

も考えられる。 

このようなストレスという観点からの研

究は、心理学の領域において蓄積されてい

るが、その研究対象は主として専門職（看

護職や教育職）であることが多い。今後は

一般企業においても検討すべきであると考

えられる。また国際比較なども必要になっ

てくるため、今後も引き続き研究の蓄積が

必要である（→次年度への継続課題）。 

 

 

４．日本企業のメンタルヘルス問題におけ

る今後の課題 

 職場レベルでの問題について、その背景

要因を前で述べたが、ここではもう少し実
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践的な問題について検討しておく。 

 

４．１．企業によるパワーの抑制 

 近の問題として、休職期間長期化、メ

ンタルヘルス不調の高い再発率、いわゆる

新型うつの増加が挙げられる。 

 これらの問題に対して、企業がいかに対

応していくかが今後の課題であり、特にメ

ンタルヘルスの問題にかかわる人（主に人

事担当者と管理者）の対応力を高めること

が必要であるとの指摘がなされている。セ

ルフケアからラインケアへと対応の際に重

視すべき部分が移っていることは前でも述

べたとおりである。 

 しかし、そこで注意すべきことは、彼ら

に過度の負担をかけないような方法を考え

なければならないということである。担当

者が疲れてしまう状況を放置することは事

態を悪化させるだけということになりかね

ない。 

 企業におけるメンタルヘルス問題に関し

ては、企業による主体的な対応が中心とな

ることは当然のことであるが、企業は経済

主体であり、利益に繋げるための効率性の

原理を無視して存続することはできない。

その一方で、効率性の原理を過度に強調す

ることで従業員のメンタルヘルスが損なわ

れることもまた、企業の存続を危うくする

ことにつながる可能性がある。 

 このような関係の中では企業側の立場が

強くなりやすいために、それを抑制するも

のが必要である。 

 

①法規制 

 一つは法規制であり、これは企業の行動

に対して直接的な拘束力を持つ。しかし、

法規制が厳しすぎると、企業が自律的に行

動できないという悩ましい部分をどう解決

するのかが問題になってくる。誰の利益を

主として守っていくのが現実的に対応可能

な選択肢であるのかを検討しなければなら

ない。 

この点に関しては、日本における労働

CSR の調査結果が参考になる。そこでは、

重要な労働問題として、メンタルヘルス問

題への対応が挙げられているにもかかわら

ず、実際の動きはかなり鈍いと感じられる

（他の労働問題に関しても同様である）。 

労働 CSR の文献においては、日本の法規

制が弱く、努力義務規定に見られるように、

問題への対応が企業側に任されている部分

が多いことに問題があることが指摘されて

いる。 

CSR には、経営効率を高めるという一般

的見方が強く支持されているとは言い難い

面がある。また、短期的な経営効率優先と

いう大きな障壁があるため、CSR が経営効

率に貢献するということが明らかにならな

ければ、広く支持されることも難しいのか

もしれない。 

そこで法規制にかかる期待が高まると考

えられるが、どの程度の規制が望ましいの

かについては今後の検討課題であろう。そ

の際には、他国の状況を参考に考えていく

ことも必要であろう。 

 

② 労働組合 

 もう一つは、労働組合である。労働組合

は、従業員のニーズを細かくくみ取って企

業側との協議を行い、場合によっては交渉

を行う主体である。 

 日本における労働 CSR の調査によれば、
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企業が果たすべき CSR について、健康・メ

ンタルヘルスを指摘する企業別組合の割合

が高い（77.6％、全項目中第 3 位）。 

また、先進事例として挙げられている中

に、ストレス調査の結果を経営者と管理者、

そして労働組合にも積極的に開示するもの

があった。ただし、それがどの程度の広が

りを見せているのかは現時点では不明であ

るので、今後明らかにしていく必要があろ

う。（→次年度への継続課題） 

このように、メンタルヘルス問題への関

心は高くなりつつあるが、各組合がどのよ

うに対応しているのかについても明らかに

していくことが必要であろう。 

  

 

③ 経営戦略として位置づける対応 

 また、メンタルヘルス問題への対応につ

いては、ワークライフバランスに対する企

業の対応が参考になる可能性がある。出

産・育児によって休職と復職という過程を

経る点や、対応を誤ると離職やモチベーシ

ョン低下につながるという点は、両者にお

いて共通していると考えられる。 

例えば、アメリカではワークライフバラ

ンスを経営戦略の一部として考え、その結

果を明確に探ろうとしていると言われてい

るが、メンタルヘルスに対しても同様であ

るかということも今後検討する価値がある

と考えられる。 

しかし、この点については、上でも述べ

たとおり、短期的な経営効率優先という大

きな障壁があるため、経営効率に貢献する

ということが明らかにならなければ、積極

的な取り組みを期待することは難しいかも

しれない。 

メンタルヘルス不調者を減らすことは、

企業の利益を損なうリスクを軽減すること

につながることが予想されるものの、その

一方で短期的に劇的な改善を期待すること

が難しいことも予想される。 

もっとも、例えばメンタルヘルス不調者

を復職させる仕組みを持っていて、実際に

復職させたことが経営成果に結びついてい

ることを明確に示す結果があれば、対策に

乗り出す可能性はあるだろう。 

メンタルヘルス不調者をいかに復職させ

るのかという問題については、メンタルヘ

ルス不調の原因がどこにあるのか、特に雇

用の問題とどのようにかかわっているのか

によって対処の仕方が変わってくると考え

られる。 

ただ、そのような調査結果は、特に企業

横断的なレベルでは、今のところ見当たら

ない。今後の課題であろう（→次年度への

継続課題）。 

 

４．２．サポーティブな組織風土 

 企業においてメンタルヘルス問題に取り

組む際には、職場レベル、全社レベル、個

人レベルのそれぞれにおいて、それぞれに

取り組むべき課題がある。しかし、それぞ

れがバラバラに取り組むのではなく、それ

らを連携させていくことが重要である。 

 

①管理職の役割 

職場でのメンタルヘルス問題を考える上

で、管理職には、職場運営での日常的なス

トレス予防と改善努力、部下への適切なサ

ポート、部下へのストレスの気づきと専門

家に相談するよう助言する役割が期待され

ている。 
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職場においてサポーティブな組織文化を

創り出す上でも、上司に期待される役割は

大きい。メンタルヘルス施策において、管

理職への啓発活動、教育訓練などがかなり

重視されているのも、そのような理由から

であると思われる。 

 また、ソーシャル・サポート研究におい

て、メンタルヘルスの専門家ではない、職

場の人々による有形無形のサポートが、労

働者のストレス軽減に結びつく可能性が示

されている。また、職場復帰に向けたソー

シャル・サポート研究の必要性も指摘され

ている（→次年度への継続課題）。 

さらには、問題上司の早期発見・チェッ

ク体制の確立、管理職の評価項目にソーシ

ャル・サポートを取り入れるといったこと

も人事管理施策として考えられている。 

 しかし、管理監督者にメンタルヘルス不

調者が増加している。管理職の果たしうる

役割は確かに大きなものがあるが、その一

方で成果を上げることも求められ、かなり

強いプレッシャーに晒されているとも言え

る。 

このような状況の下では、監督者に対し

て部下の不調の気づきやケアに関する教育

研修や情報提供だけでは不十分であろう。

また、管理職に対するチェックや、評価項

目をさらに増やした場合には、仕事上の負

荷を増やすことが危惧される。 

 

②組織内の情報共有 

組織内の各レベルが連携していくために

は、従業員のメンタルヘルスに関する情報

共有が欠かせない。しかし、各職場が正確

な情報を伝達しないというケースがある。 

メンタルヘルス不調者を休職をさせるこ

とに関してメンタルヘルス担当部署に強い

権限がある場合に、そうした危険性がある。 

組織内の情報共有を促進していくために

は、各部署の間でどのような力学が働いて

いるのかということについても、検討する

必要がある（→次年度への継続課題）。 

 

③組織風土づくり 

組織風土あるいは組織文化とメンタルヘ

ルスとの関係についての研究は、ストレス

への影響を中心に、少しずつではあるが、

海外を中心に行われている。 

組織風土の測定尺度づくりは、日本にお

いても試みられつつある。また、ストレス

理論を組織風土との関連で拡大していこう

という試みもある。 

その一つとして、社会心理的安全風土（以

下、PSC と略記する）概念がある。PSC は

「労働者の健康と安全の保護のための政策、

施策、手続き」と定義される。 

PSC は、ワークストレスの原因とされる

労働負荷などの仕事上の要求、仕事に対す

る労働者のコントロール、資源、ソーシャ

ル・サポートなどに影響を与えるコンテク

スト要因として位置づけられ、安全風土理

論とワークストレス理論のギャップを埋め

るものとして提唱された。 

PSC は、心の健康とワークストレスの防

止のための経営者によるサポートとコミッ

トメントを詳述するものであり、それは組

織の財産であるとされる。 

PSC は、経営者の関与とコミットメント

によるストレス防止へのサポート、組織内

コミュニケーション（ストレス防止が組織

内のすべての階層レベルにおいて行われて

いる）、組織的な参加（仕事における健康と
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安全についての関心事を解決するための意

見を経営者が聞きいれている）、関与（従業

員、労働組合、企業内の安全衛生担当者が

取り組みに参加している）といった尺度に

よって測定される。 

PSC の実証研究においては、心理的消耗

感や、精神的苦痛は、風土によって予測さ

れ、そのメカニズムは労働環境の媒介効果

によって説明されることや、PSC にはトッ

プダウン効果があること、心の健康と従業

員のエンゲージメントにかかわる基本的な

組織環境として位置づけられることなどが

明らかにされている。 

また、それらの研究において示されてい

る実践的含意としては、PSC に焦点を絞る

ことによって、経営者の行動を変えること、

労働者のケアを行うことが、一次予防につ

ながる可能性があること、PSC はひとたび

強いものが作られれば、より持続的な生産

性という企業の目的につながることなどが

ある。 

 以上に述べてきたことから言えることは、

メンタルヘルス問題への対処には、トップ

のフォローが強く求められるということで

あろう。現場レベルの取り組みはもちろん

重要であるが、トップが情報を共有し、経

営状況を鑑みながら、現場を巻き込んで施

策を講じていく必要がある。 

組織風土がメンタルヘルスの重要な規定

要因であることを PSC 概念はを示唆して

いるが、今後は、PSC 概念の日本企業にお

ける有効性や妥当性を含めて、組織風土と

メンタルヘルスとの関係について詳細な実

証研究を重ねていくことが必要であろう。

（→次年度への継続課題） 

 

４．３．従業員を強くする 

 企業経営の観点からすれば、メンタルヘ

ルスとの関連で重視されているのは、特に

メンタルヘルス障害発生予防の観点である。 

従業員を守るための施策を充実させてい

くことはもちろん重要であるが、心の健康

のポジティブな面に注目し、従業員に強く

なってもらうことによってメンタルヘルス

問題に対応していこうという考え方も、近

年発展してきている。 

この点に関して、ポジティブ心理学の知

見に関連させた議論が増加している。そこ

には、心の活力に注目することで、メンタ

ルヘルス対策の活動範囲が広がり、メンタ

ルヘルスに取り組もうという動きにはつな

がらないという考えが根底にあるようであ

る。 

例えば、労働者の強みを伸ばし、いきい

きと働くことのできる状態である、ワー

ク・エンゲイジメントが注目されている。 

エンゲイジしている従業員や彼らが所属

する部門は、業績が良く、高い収益があげ

ることが実証研究から明らかにされている。 

近では、メンタルヘルス対策の一環と

して組織活性化施策が行われており、事例

も紹介されている。そこでの施策がワー

ク・エンゲイジメントに対して一般的にど

の程度の効果をもちうるのかについては、

今後のさらなる研究蓄積が必要であろう。

（次年度への継続課題） 

 

 

Ｅ．結論 

 経営学の一領域としての人事管理論にお

いて、メンタルヘルス問題が注目されるよ

うになったのは、ごく 近のことである。 
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1990 年代に日本の大企業で導入が進め

られた成果主義人事管理の浸透過程におい

ては、能率促進機能の側面が注目され、さ

らに人件費削減を目的とした仕事や要員の

管理が前面に押し出されてきたように思わ

れる。 

一方、従業員の立場からすれば、成果主

義の下で大きなプレッシャーに晒されるこ

ととなり、また人件費削減によって働きに

見合った賃金も得られてないケースも増大

していることから、従業員の中にメンタル

ヘルス不調者が急増する結果となった。 

それにより、離職者の増大、組織コミッ

トメントの低下、訴訟リスクなどの問題が、

企業経営のあり方に大きな影響を及ぼすこ

ととなった。 

しかし、これらの問題に対して企業がど

のような対応を行おうとしているのかにつ

いては、施策の実施度に関する調査がいく

つか見られる程度であり、またその対応の

結果が従業員の行動にいかなる結果をもた

らすのか、それらが組織運営にいかなる影

響を与えているのか、経営者は本音として

メンタルヘルス問題に対してどのように取

り組もうとしているのか、といったことに

ついての研究蓄積は徐々に重ねられてきて

いるものの、まだ十分であるとは言えない

ように思われる。 

また、他方で人事管理施策からメンタル

ヘルス問題の発生につながる経路を明らか

にすることも重要である。本年度において

は、その足がかりとして、エンプロイアビ

リティ、心理的契約、社会心理的安全風土

といった概念に注目し、検討を行った。こ

の点については、今後も引き続き検討をし

ていくことが必要である。 

さらには、企業に対して、社内でのメン

タルヘルス施策の実施状況や、その利用の

度合い、効果や問題点に関する聴き取り調

査を行うことが挙げられる。 

そして、企業の施策の対象となる従業員

に対し、施策の利用状況や利用のしやすさ

への意識などに関する調査、また特定企業

の従業員という立場から離れる形での労働

者への意識調査（聴き取りまたはアンケー

トによる）などを実施する必要があると考

える。 

 

Ｆ．研究発表 

1．論文発表 

  該当せず。 

2．学会発表 

   該当せず。 

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

1．特許取得 

   該当せず。 

2．実用新案登録 

   該当せず。 

3．その他 

   該当せず。 
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産業精神保健の歴史 

－1950 年代～現在まで－ 

研究協力者 荻野 達史 静岡大学 人文社会科学部 教授 

 

本稿は、日本における産業精神保健の取り組みがいかに始められ、その後どのような

展開を辿ったのかを、まずは時系列的に記述していくことを目的とする。また、この流

れの中で、どのような事柄が関係者において問題とされたのか、そしてまたそれはどの

ような社会的状況と関連していたのかを適宜検討していくものである。 

関連する専門誌、書籍、行政文書等を中心に検討した結果、1950 年代以降から現在ま

でを四つの時期に区分して整理することになった。以下、各期の概略を示してみよう。

第Ⅰ期「創生期」は、1950 年代中頃より 1970 年代初頭までになる。戦前期にめぼし

い産業精神保健活動の記録はなく、50 年代より、一部の医師たちが研究会を立ち上げる

などの動きが出てくる。ただし、より重要なのは、疾病構造の変化――結核罹患者の激

減――もあり、職場における精神障碍者への対応が企業としてより問題とみなされ、一

部大企業で精神保健の専門家を導入するようになったことである。関わった医師たちは、

社内の偏見に対峙しながら復職支援に取り組むなどしていた。しかし、1960 年代後半に

なり、反精神医学の潮流と学生運動とが交錯するなかで、精神科医が企業に関わること

について激しい批判が向けられるようになり、個々の企業内活動以上の営みは下火とな

る。 

第Ⅱ期は「潜行期」は、1970 年代前半から 80 年代前半までとなる。行政的な取り組

みもまだなく、医療者関係の学会的な取り組みもほとんどない時期である。唯一、内科

や公衆衛生学を専門とする医師の多い産業医の集まりである産業衛生学会内の研究会が

規模は小さいながら継続されていた。 

第Ⅲ期「展開期」は、1980 年代中頃より 90 年代前半までとした。一件の事故とある

労働者の自殺未遂・負傷に至ったうつ病が業務に起因すると労働本省で認められたこと

がきっかけとなり、行政的な取り組みが開始される。ただし、この時期は労災認定基準

の見直しに至ることもなく、「健康作り」運動に含められた対策もごく軽いストレスを

念頭においたものであった。社会一般においても「ストレス」という言葉が多用され、

関心が高まってきた時期でもある。それでも、立ち上げも含め関連学会の動きが再び見

られるようになり、行政委託の大規模なストレス研究なども開始された時期である。 

第Ⅳ期「拡充期」は、1990 年代中頃から現在までである。1996 年に年若い労働者 2
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名の「過労自殺」について、民事訴訟で企業が、行政訴訟で国が敗訴したこと、また 1998

年に自殺者が急増したことなどを引き金として、なによりも行政が主導的に動き出し、

労災認定基準の見直し、各種指針や手引きの公表、安衛法の改定などが急ピッチに進め

られた。関連学会や企業での取り組みもさらに活発化する。自殺防止が強く意識された

ことは第Ⅲ期の雰囲気とは大きく異なる。企業使用者代表側と労働者・公益代表側との

せめぎ合いも見られたが、結果としては、過重労働に対する法的規制よりも産業医等に

よる不調者の早期発見がなされる仕組み作りがひとまず進められたところもある。しか

し、たとえば復職支援に関する各種実践など、短期間で多くの取り組みがなされたこと

も含め、産業精神保健にとってやはり画期的な時期であったといえよう。 

なお、本稿の主たる目的は上述の範囲に収まるものであるが、考察として、この間の

歴史とそこであった議論を振り返りつつ、社会学における「医療化論」とも絡めながら 3

つの論点を検討した。一つ目の論点として、第Ⅰ期にとくに議論され、第Ⅲ期までは一

定の言及がありながら、近年ではあまり目にしなくなった問題、すなわち企業に精神科

医が関わることで企業側利益に追従することになるのではないかという問題を扱った。

この危惧については一律に否定も肯定もできないわけであるが、医師等保健スタッフの

対企業的自律性を担保する条件について、さらに検討も求められるとした。 

二つ目の論点としては、社会学における「労働問題の精神医療化」という批判的議論

を導線として、とくに一次予防として展開され、労働者個々人のレベルで行われるスト

レス・マネージメントなど「感情管理」と呼びうる問題を取り上げた。第Ⅲ期に行政的

に導入された時期には、精神科医内部で health oriented な介入には慎重であるべきとい

う議論もあったが、現在ではほとんど問題にされていない。しかし、このセルフケア教

育も含め、精神医学的・心理学的知識の導入は、「健康」「正常」のゾーンを個人水準

あるいは職場水準で狭めていき、かえって統制ないし管理的まなざしから生じる心的負

荷を高める可能性もある。こうした点についても専門家の注意が改めて向けられること

を期待した。 

後の論点は、職場環境に存する問題が、個人水準のケアに還元されて不問に付され

るという批判である。医療化論では「問題の個人化」とされるところであるが、この点

は、精神科医や行政の取り組み・施策について、とくに 2000 年頃まで産業医や産業衛生

管理の専門家からも指摘されてき問題である。ただし、個別的なケアが必然的に環境改

善への取り組みを排除するわけではないことは踏まえるべきだろう。すると、メンタル

ヘルス不調の確認から保健スタッフが環境改善に向けた勧告などを行うことが、現実的

に困難であるということが改めて問われるべきことなのかもしれない。たとえば産業医

が、法的な権限や身分保障とは別に、そのポテンシャルを生かして環境改善に対して柔

軟に関われる条件とはなにか。現在に至るまで、こうした報告や検討はかなり少ないよ

うに思われ、この点を指摘した。 
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Ａ．研究目的 

 本稿は、日本における産業精神保健の取

り組みがいかに始められ、その後どのよう

な展開を辿ったのかを、まずは時系列的に

記述していくことを目的とする。また、こ

の流れの中で、どのような事柄が関係者に

おいて問題とされたのか、そしてまたそれ

はどのような社会的状況と関連していたの

かを適宜検討していくものである。 

 すでに、とりわけ精神医療関係者によっ

て、関連専門誌で概括的に歴史的経緯をま

たとめた論考は幾つか存在している。そう

した議論に対して本論が有する特徴がある

とすれば、次の二つの点に求められるだろ

う。第一に、これは二点目の事情によると

ころも大きいが、関係者のなかでやり取り

された議論をかなり詳細に記述しているこ

とである。 

第二に、その視点や関心の相違である。

筆者は社会学を専攻とする研究者であり、

歴史的な記述・分析を行う上でも、医療者

的な視点とはまた異なる、いわばその外側

から医療的取り組みや法制度の変遷につい

て観察する立場をとる。 

もちろん、後述するように、精神医療関

係者における、自らの医療活動についての

反省的な思考が形成されている現在、社会

学的思考法や着眼点が社会学者のみに有さ

れているわけではないし、むしろその点に

ついて社会学者としてより自省的になる必

要があるだろう。しかし、そうした観察対

象の反省的な知をさらに観察し分析する視

点をもって、歴史を再構成することは、こ

れまでの歴史記述とはまた異なる論点を掘

り起こすことにも繋がるだろう。 

本稿は、基本的には、比較的詳細な歴史

的記述を中心的な課題として担うものであ

る。しかしまた、その作業を通じて、この

産業精神保健という問題に関心をもつ人々

に対して、現在も解消されてはおらずまだ

配慮していくべき問題がありうること、あ

るいは対外的にも説明していくべき事柄も

存在することなど、幾つかの論点を提供す

ることを意図するものである。 

 

Ｂ．研究方法 

 本稿が依拠するデータは、概ね文書資料

に限定される。その種別は以下の通りであ

る。産業精神保健に関する著作物、行政文

書、各種審議会等議事、精神保健や産業医

学に関連する学会の刊行している各種専門

誌、その他労働問題に関する研究書や雑誌

などである。 

 

 

Ｃ．研究結果 

目次================================ 

1 時期区分について 

2 第Ⅰ期｢創生期｣ 

2.1 企業側の要請と企業における精

神科医 

2.2 学会の動向と幾つかの注目点 

2.3 批判と反論、そして沈黙 

3 第Ⅱ期「潜行期」 

3.1 幾つかの足跡 

3.2 職場不適応研究会の存続をめぐ

って 

4 第Ⅲ期「展開期」 

4.1 関心の高まり 

4.2 この時期の背景―その１：2 つの

事件― 

4.3 この時期の背景―その２：「メン
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タルヘルス」への関心― 

4.4 THP におけるメンタルヘルスケ

アをめぐって 

4.5 専門家集団における活性化と議

論の特徴 

5 第Ⅳ期「拡充期」 

5.1 行政による取り組みの加速化と

高密度化 

5.2 この時期の背景―その１：自殺者

の急増― 

5.3 この時期の背景―その２：過労自

殺裁判― 

5.3.1 高裁判決とその影響 

5.3.2 神戸製鋼事件とその含意 

5.3.3 電通事件とその含意 

5.3.4 「精神障害等に係わる業務

上外の判断指針」について 

5.4 新旧メンタルヘルス指針とその

周辺 

5.4.1 「旧指針」とその特徴 

5.4.2 「脳・心臓疾患の認定基準

の改正」から「総合対策」

まで 

5.4.3 「在り方に係る検討会」と 1

つのアイデア 

5.4.4 「安全衛生分科会」の攻防 

5.4.5 改正安衛法と新指針―「期

待」される産業医― 

5.5 その後の動向 

5.5.1 安衛法一部改正法案をめぐ

って 

5.5.2 リワークプログラムの興隆 

5.5.3 EAP 企業 

5.5.4 企業の取り組みと規模格差 

====================================== 

 

１．時期区分について 

 

 「産業精神保健」の歴史というとき、本

来、「産業精神保健」をなんらかの形で定

義する必要があるだろう。しかしこれはな

かなか困難なようでもある。1993 年に設立

された日本産業精神保健学会の初代会長で

ある精神科医・加藤正明は、1950 年代より

“この領域”の重要性を訴えてきた中心的

人物であるが、上記学会の専門誌創刊号で

「産業精神保健活動の歴史」と題する文章

を以下のように始めている。 

 

産業精神保健または職場のメンタルヘルスの

歴史は、なにを産業精神保健と呼ぶかによっ

てその内容も異なってくる。一般の精神科外

来や心療内科で、発病が職場に関連する患者

の診断や治療を行ったからといって、それが

産業精神保健のカテゴリーにはいるとはいえ

ない。それでは、医師として企業の病院や診

療所で行った診療がすべて産業精神保健活動

か、産業衛生の立場から職場精神保健の調査

を行うことだけで産業精神保健活動といえる

のかなど、その範囲はかならずしも明らかで

はない。（加藤,1993b:3） 

 

 そして、「私の知りえた『産業精神保健』

について述べることをお許し願いたい」と

述べ、その後もとくに定義をしないままで

議論を終えている。実際、やはり同学会が

編集した 1998 年の『産業精神保健ハンドブ

ック』でも、2007 年の『産業精神保健マニ

ュアル』でも、その都度、歴史についての

概説が冒頭に載せられるのであるが、この

範囲をそれと呼ぶといった定義づけはなく、

むしろ、「こうした活動や事柄を目指して
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きた」といった記述がほぼ同じ内容で繰り

返されることで、実質的にはそうした活動

を我々は「産業精神保健」と考えていると

表明しているといえそうだ。本稿としては、

彼らがそれと語る事柄やそれらに関連づけ

られた事柄を広く「産業精神保健」と捉え

ることになるので、以下に引用しておこう。 

 

産業精神保健(occupational mental health)

の歴史をさかのぼると、職場における精神障

害の発症予防（１次予防）、精神障害の早期発

見と早期ケア・治療（２次予防）、職場復帰支

援（３次予防）をめざして始められたもので

あるが、産業精神保健は、疾病予防のみから

ではなく、「労働者の精神健康の増進」という

能動的な意味でのメンタルヘルスと、「精神障

害の予防」という受動的なメンタルヘルスと

いう 2 つの面から始まっているという特徴を

持っている。（高田・島・加藤,2007:2） 

 

 さて、既に言及したものもあるが、この

活動に関わる歴史（概ね日本のという限定

はつくが）については、とくに臨床的に関

わってきた医師たちによって、断片的なも

のからかなり周到に文献を集めた論考まで

幾つか存在する。既に言及したもの以外で

は、かなり情報を圧縮しているものの、夏

目誠・川上憲人・藤井和久(1992)や廣尚典・

島悟(2004)がとくに参考になる。こうした

論文も手がかりにしつつ、様々な文献資料

などから情報を寄せ集めて作ったのが本稿

の「年表」である。 

 この年表をもとに産業精神保健の歴史を、

整理のために時期区分を設けることにした

が、敢えて分ければ四つに分節することが

適当なようだ。戦前に関しては、どの文献

も、1923 年に鉄道省（国鉄）で行われた「外

傷性神経症」についての調査研究と対策、

そして 1944 年に精神神経学会が「青少年精

神衛生調査委員会」を作り調査を行ったこ

とに言及するのみである。ちなみに後者に

ついては、「青少年徴用工における事故頻

発、神経症、非行など」の多発に対応した

ものであるが、結果が出ないうちに終戦と

なったという（加藤 1993b:6-7）。このよ

うに戦前期はごくわずかの取り組みしか行

われていないので、戦後 1950 年代半ば以降

から現在に至る半世紀程度の流れについて

時期区分を行うことになる。 

 それぞれの時期の年代と、これも敢えて

ということになるがラベルを貼り付けてみ

たので、それを記しておこう。第Ⅰ期は、

1950 年代中頃～70 年代初頭で、「創生期」。

第Ⅱ期は、1970 年代前半～80 年代前半で、

「潜行期」。1980 年代中頃～1990 年代前半

で、「展開期」。第Ⅳ期は、1990 年代中頃

～現在で、「拡充期」。以上である。第Ⅲ

期と第Ⅳ期を連続的に捉えることも可能で

あろうが、やはり各時期には直面した事態

や、念頭におかれ対応上重点化された部分

にかなりの相違も見られる。たとえば、行

政が行った比較的大きな 5 年にわたる委託

研究で二つの時期にまたがるものもあるが、

1995 年に着手された文脈――ストレス・マ

ネージメントへの関心の高まり――として

は基本的には第Ⅲ期に属する。しかし、「過

労自殺」に関わる画期的な司法判断が下さ

れた 1996 年からは、行政的には労災認定基

準の見直しから自殺防止も意識した各種指

針の策定が次々となされ、企業としてリス

クマネジメントとしてのメンタルヘルスと

いう意味づけも強くなる。関係諸主体の抱
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く切迫感というものは測りがたいが、取り

組みの具体性や濃密さにおいても両時期は

やはり区分されるべきと考えられた。 

 

 

２．第Ⅰ期 「創生期」 

―1950 年代中頃～1970 年代初頭― 

 

2.1 企業側の要請と企業における精神科医 

 

 日本の企業としてはかなり早い 1960 年

頃より「精神衛生」活動に取り組み始めた

企業に旭硝子があるが、その中心となって

いた産業医・安井義之の回想から始めよう。

戦前 1939 年に医師になると同時に軍医に

なり、戦後 1947 年に旭硝子に赴任した頃に

ついてのものである1。 

 

その当時工場現場では精神健康についてはま

ったく手がつけられていないほどであった。

職場で精神について語ることさえいけないこ

とであった。第二次大戦中物が足りなければ

精神力で戦えと言われ、その結果敗戦となっ

たので、まことにやむを得ないことでもあっ

た。精神衛生などと言うと、仲間の産業医か

らでさえ目にも見えない、手に触れることの

できないことをどうするのだ、と言われたも

のでさえあった。（安井 1993b:25）。 

 

しかし、50 年代半ばぐらいになると少し

状況は変化してくる。これより 60 年代末ま

での間で、まず記録として目に付きやすい

のは、一部の医療者たちが、学会等の集ま

りにおいて、産業・職場における「精神衛

生」「精神健康」について注目し始め、研

究会やシンポジウムを開き、総論をまとめ

た書籍や答申が出されたことである。また、

ごく一部の大企業に限られるが、「精神衛

生活動」が着手され、ときに専属の精神科

医を雇い入れるようになったことを見逃す

べきではないだろう。 

 1952 年に国立精神衛生研究所が設立され、

その研究員であった加藤正明は産業精神保

健の問題を取り上げ始めたと述べているが、

やはり同年に設立された精神衛生普及会と

ともに、54 年には第１回の産業精神衛生研

究会を開催したという。ここで重要なのは、

この研究会が、1993 年の時点で、「普及会

によって爾来今日まで 400 回以上の研究会

が」開かれており、「多くの企業からの参

加がある」としている点である。2001 年に

解散された社団法人・精神衛生普及会は、

もとよりその運営が企業および個人からの

寄付によって運営されてきた2。行政による

指導も法的な義務もない時代に、こうした

研究会が始められ続けられたのは、企業の

側に一定の需要が既に認識されていたもの

と推測される。 

 ただし、実際に自らの足下で「精神衛生」

に関わる取り組みを始めていた企業は、と

りわけ 50 年代までは、ごくごく一部といえ

るだろう。代表的な企業（公営も含め）と

しては、国鉄、日本鋼管、三菱石油、旭硝

子、九州電力などが挙げられよう。それで

も、60年代も通してということになろうが、

精神衛生活動の導入の経緯が、やはり企業

の側の需要から発したことについては、た

とえば 60 年代より松下電器の専属となり、

この分野のパイオニアの一人と認知されて

いる精神科医・小西輝夫が、1993 年の回想

記で一つの傍証を提供してくれている。 
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日本の産業精神保健の歴史は、精神科医主導

であるよりは、企業主導であったことは否め

ないと思う。疾病構造の変化に加えて、技術

革新と経営の合理化にもまれた産業界の要請

が、日本の産業精神保健業務をスタートさせ

たことは事実であろう。従って本音では、職

場の安全と秩序が、精神障害の発生によって

攪乱されてることのない対策の確立を産業精

神保健に期待したかも知れない。（小

西,1993:20） 

 

 ここで疾病構造の変化とされているのは、

1955 年前後より結核による要療養者が激減

してきたことを指しており、「職場におけ

る健康管理の重点が、結核から、いわゆる

成人病と精神障害に移行しつつあることは、

すでに周知の事実であろう」と、やはり小

西 が 60 年 代 末 に 語 っ て い る （ 小

西,1969:17）。この点は、加藤正明はじめ

企業と関わりのあった多くの臨床家が、そ

れぞれの職場における疾病統計も挙げなが

ら再三論じていることである。いささかく

どくなるが、やはり精神科医の平井富雄（当

時の肩書きは東大付属病院勤務・日銀精神

衛生管理医）が、ある座談会(1971 年)で司

会として冒頭で語ったことを引いておこう。

まず結核の治療が進んで長期欠勤者も少な

くなっていていることに触れた上で、以下

のように語っている。 

 

それに対しまして、いままでその裏に隠れて

いた精神障害での長期欠勤者が人事院の統計

などでも 1960 年で第一位になり、これの対策

を何とかしなければ、企業側にとってマイナ

スである。こういうふうな考えから、ある企

業では、企業体の中の診療所を通して、ある

いは診療所の中の今まで結核管理をしておら

れた医者を通して、あるいは医務室から厚生

課を通して、それぞれが各会社の一つの方針

として、精神衛生管理―という言葉がいいか

どうかわかりませんが、これをしなければい

けないということで始まった、というふうに

考えていいと思います。（平井他,1971:304） 

 

 ただし、小西の回想記にあったように、

単に「疾病統計」という“客観的数値”か

ら精神衛生活動への要請が生まれてきたと

ばかりはいえないようだ。たとえば、九州

電力は 50 年代の後半には取り組みを始め

ているが、そのキッカケについて当時の産

業医（九電病院院長）が 1967 年の時点で次

のように語っている。 

 

われわれが、九州電力を対象として職場の結

核管理を始めてから約 20 年になるが、結核な

おはなやかなりし昭和 32 年(1957 年)に、精

神障害者の健康管理をスタートした。職場の

巡回診断を重ねるにしたがい、管理医が現場

の人々に溶けこむにつれて、現場の声が分か

ってきた。当時、各職場で一番困っているの

は、精神障害者の取扱いをめぐってのいろい

ろのトラブルであり、何とかしてほしい、と

いう現場の人々の強いニードを知った。これ

がわれわれをして、現場における精神衛生問

題に取り組むきっかけとなったのである。

（森,1967:9） 

 

 こうした記述をみると、ややもすると精

神衛生活動とは企業や職場の人間たちの意

を受けた排除・統制活動であったかのよう

に話が進むようであるが、少なくとも文書

資料として現在までに読み進めた範囲でい
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えば、企業に入った精神科医たちはそうは

ならぬよう苦心してきたようであり、また

企業にもよるが雰囲気の変化もみられたよ

うである。様々な企業での体制づくりも含

めた取り組みとその変遷については、また

稿を改めて整理をしていく予定であるが、

その一旦に触れておきたい。 

 例として、1971 年の『中央公論経営問題』

で特集「精神科医 大企業社員を診断す」

が組まれたときに、精神科医 4 名による座

談会が企画されたが、そのときの発言を拾

っておこう。まず、50 年代末に国鉄・鉄道

病院に勤め始めた春原千秋が、冒頭で司会

（先述の平井富雄）から「口火を切ってい

ただきたい」と話を向けられたところ、企

業内の「偏見」について語り出した部分で

ある。それに続く発言は、上述の小西輝夫

（松下電器）、そして原俊夫（NHK 嘱託）

である。 

 

春原：企業の中の精神科医としてまず感ずる

ことは、どこの企業でもそうでしょうけれど

も、やはり精神障害に対する偏見が大きくて、

精神障害にかかった者はなるたけ職場から排

除しようという意識が、まだ根強いことだと

思います。そのため、まず皆が精神障害に対

する正しい知識を持つよう職場内において啓

蒙運動が必要で、私も事あるごとにやってい

るわけですけれども、まだ充分ではないと思

います。（平井他,1971:305） 

 

小西：企業体で精神衛生管理をやり出した当

初は、たしかに企業側に防衛的な意図がなか

ったとはいえないと思うんです。従業員にも

偏見があったのはたしかで、… 初はやはり

抵抗がありましたね。松下では各事業所や各

工場に健康管理室という名前で医務室がある

んですが、私が赴任しました当初は、そこの

医者から紹介されて、私のところへきたあと

で、「先生に行けと言われてきてみたら、あの

先生は精神科の先生だった」と文句をいった

人がいたらしいです。しかし、…このごろは、

そういうことはほとんどなくなりまして、結

婚の相談にさえくるようになりました…。（平

井他,1971:305-6） 

 

原：私も管理職層の中に残っている偏見は極

力はずすように努力しました。ことあるごと

にすごく教育したんです。というのは、管理

職が部下に向かって「まだお前の状態は、精

神科にかかるほどじゃない」などと妙な元気

づけをするんで、それは間違いだということ

を話したんです。やがて、管理職の方がご自

分のことでも相談にくるし、家族のことでも

くる。部下のことでも私の部屋に入ってきて

お話しなさいますから、まわりから見れば、

「あ、あの部長さんも相談に行ったのか」と

いうようなことを考えるかも知れませんね。

それが、だんだん相談者や患者の違和感をと

ってきたんじゃないでしょうか。（平井

他,1971:306） 

 

平井：私は、十年ほど前から日本銀行で精神

衛生の管理をやっていますが、あそこでは精

神分裂症というレッテルが貼られますと、昇

進はそれだけで完全にストップですね。つま

り、前、十割だった能力が八割あるというこ

とを認めない。クロか、シロか、ですね。そ

れは日本銀行全体の気風でして、なにも、こ

と精神障害に限らないんです。あそこは、は

いったときからすでに、すべての人が百点な

んです。ですから、なにか失敗でもちょっと
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やりますと、減点主義で…。（平井他,1971:308） 

 

 引用部分が長くなったが、この四者の語り

は当時の精神科医が企業内で何を感じ、重

点的に取り組んでいたかを知る手がかりで

あるだけでなく、幾つかの点で興味深いも

のである。まず、当然ではあるが、彼らが

一定の取り組みをしながら、そこに存在す

るということのもつ意味、つまり周囲の反

応に生じる変化というもがありうるという

ことである。この点を敢えて書き出すのは、

後述する「産業精神衛生」批判には、こう

した過程的に生じうる変化であるとか、医

者が一定の場にいるのこと――つまり職場

の人間たちと相互作用を繰り返すこと――

によって果たしうる機能について、やはり

想像力を欠如させていたのではないかと考

えるからである。 

 次に興味深いのは、企業による違いであ

る。特集の題名にあるように、ここで集め

られた精神科医たちの職場は、日本有数の

（巨）大企業であり、その点では、先ほど

の筆者の見方はその条件を無視した楽観論

にすぎないのかもしれないが、ただ逆にい

えば、「大」企業であるという条件では同

等でも、そこに見られる雰囲気はかなり相

違があることである。組織形態や職種の多

寡、さらには企業文化によって、「精神障

害」についての反応の仕方や復職について

の難易はやはり当然のことながら変わって

くる。一律には何事も語れないこと、比較

の重要性を示唆するものとして受け止めて

おきたい。 

 

2.2  学会の動向と幾つかの注目点 

 

 さて、企業側のいわば「内発的」な要請

を超えて、その需要を開拓したとは必ずし

もいえまいが、医療者を中心とした研究会

や学会でも「産業精神衛生」を取り上げる

ことが多くなってきたのもこの時期であり、

その意味でも「創生期」といえる。先述し

た精神衛生普及会に「産業精神健康管理研

究委員会」ができたのは 1959 年であり、翌

年には同会名で『産業人の精神健康』とい

う 150 ページほどの手引き書を出版してい

る。加藤によると委員会ができたのは冊子

刊行前年であるが、「5年間の経験と研究」

を踏まえてとあるので、前節冒頭で触れた

研究会活動がベースになっていたようだ

（加藤,1993b:7）。 

 上記の委員会のメンバーは、院長が中小

企業研究所長の中島英信で、あとは日本鋼

管、三菱石油、旭硝子の常勤医師、その他

は国立精神衛生所の精神科医（加藤）と同

所の産業社会学者（横山定雄）、そして

高裁家庭局の犯罪心理学者（土井正徳）と

いう顔ぶれであった。内容的には、まず第

Ⅰ部で、職場で生じるトラブルのパターン

とそれへの対応について概説的に述べてい

る。「行動・人格に関するもの」「情緒に

関するもの」「身体的欠陥に関するもの」

「庶務、身分及び作業環境に関するもの」

「集団現象に関するもの」というのがその

パターンである。 

 しかし、この本の特徴は、一種の啓蒙書

としての側面だろう。第Ⅱ部は横山が「産

業における精神健康管理の意義」と題して、

その導入が「能率的職場」になるために不

可欠と説くことから始まり、アメリカでの

“先進的”取り組みを紹介し、さらに社会

的背景の説明から経営上の理念として「経
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営者や管理者がまず、精神健康管理の必要

性、すなわち人間を人間として扱うことの

必要性と有効性を、実感をもって感じるこ

とが必要であること」を強調し（横

山,1960:93）、そのための組織論について

論じていく。 

 また 後の第Ⅳ部で、旭硝子の安井義之

が「産業精神健康管理プログラム」と題し

て、「予防的措置および増進対策」につい

て論じていくことになるが、「自己診断・

自己啓発」「採用、適正配置、給与、人事

考課」「コミュニケーション」「リクリエ

ーション」「リハビリテーション」「環境

整備」といった項目が並ぶ。第Ⅲ部「産業

精神健康管理の基礎技術」（カウンセリン

グ、コンサルテーション、精神療法の原則

など）を執筆した加藤は、この冊子につい

て、「精神障害の問題は前面に出さず、も

っぱら１次予防に重点が置かれた。…昭和

35 年に出た本として、かなりすぐれた手引

き書だったと思う」と後年述べている（加

藤,1993b:7）。この「１次予防」主義とも

いえる発想とその内容、実際的な比重の置

かれ方とその変遷は、「産業精神保健」と

いう領域を考える上で重要なポイントであ

ろう。理由の一つは、「心理主義化」とい

う観点から検討した場合には焦点となりう

るからである。 

 この時期で注目すべきもう一つの動きと

しては、日本産業衛生協会（1972 年より日

本産業衛生学会）の取り組みがある。1960

年は WHO および世界精神衛生連盟の提唱し

た「世界精神衛生年」であったことも作用

してであろうが3、産業衛生学会の年次大

会・産業医学会で「産業職場の精神衛生」

がシンポジウムの一つとして開かれた。精

神衛生普及会の冊子・第Ⅳ部を執筆してい

る旭硝子の安井が司会となり、翌年の『産

業医学』でシンポジウムのまとめを書いて

いる（安井 1960）。そこで、精神衛生問題

を「本学会にはじめてとりあげた主な理由」

を三点挙げている。 

 第一に「企業内の精神障害の発見、早期

治療、保護、送還、加療、後処置という一

連の健康管理活動がまず 初になされなけ

ればなるまい」、つまり「精神的非健康者

の予防とか対策」から始めるといい、第二

に「しかし問題の対象が精神ということで

あるならば、当然、人間の内部的環境と同

時に、外部的環境の背景を考慮に入れて考

えねばならない。すなわち問題の重点は裏

側にある。広い意味での労働条件の至適化

を行うことによって、よりより精神健康を

作り上げることが、究極の目的とされるべ

き」と続けている。第三に先述の世界精神

衛生年の実行計画に「産業精神衛生」が掲

げられていることに触れている。 

 このシンポジウムで一つ気がつくことは、

トップの講師役として経営学・産業心理学

者の名取順一（早稲田大学理工学部）が据

えられていることだ。上述の第二の理由―

―外部的環境の考慮――から入っていると

もみえるが、必ずしも精神科医がはじめに

講義を行わなかったことはこの集団の特性

を多少とも反映しているようにも思われる。

産業衛生協会（学会）は「産業医」を中心

とした集まりであり、精神科を専門とする

医師は少ない。結核や中毒への対応を中心

としてきた産業医学・産業医と、精神医学・

精神科医とでは発想法も方法論も異なると

ころがあるようで、この部分は産業精神保

健の歴史や現状を考える上で注意を要する
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ところである。 

 産業衛生協会は、1965 年にもシンポジウ

ム「職場の精神衛生」を開くが、同年に「産

業精神衛生研究会」を発足させている。こ

の研究会が 1年後に「産業精神衛生委員会」

（委員長は精神科医の小沼十寸穂）となり

2年かけて「産業精神衛生に関する答申書」

を協会に対して提出したことになる。この

「研究会」から「委員会」になる経過につ

いて、委員会を引き継ぐ形で開かれるよう

になった「職場不適応研究会」の代表であ

る大道明が次のように述べている。 

 

日本産業衛生協会で、精神衛生の問題が採り

上げられるようになったのは、昭和 38～39

年のことで、昭和 39 年 12 月の理事会で、精

神衛生研究会が昭和 40 年度から正式に発足

することが認められた。 初から委員会では

なく精神衛生研究会として発足したのは、理

事会としては必ずしも全員が賛成ではなく反

対の意見があったからで、…一年間研究会で

検討してみて、やはり委員会として採り上げ

る必要があるならば来年度から委員会とすれ

ばよい…（大道明,1979:171） 

 

 ここから伺えるのは、まず 1960 年にシン

ポジウムを開いてはいるのであるが、実は

3～4年間は協会としてとくに採り上げるこ

とがなかったということであり、そして「委

員会」にすることについても、なにがしか

の反対があった、文面をそのままに解釈す

れば、委員会にするほどのテーマではなか

ろうといった意見があったということであ

る。産業医学あるいは産業医集団において

「精神衛生」というのは 60 年代前半までは、

あまり市民権を得ていなかったと考えられ

る。 

 しかし、1968 年には「答申書」が出され

たわけであり、またその年の理事会で、「答

申はいわば総論というべきもので、さらに

具体的な問題を採り上げて深く研究すべき

である」との意見もあり、「理事会で、研

究会（職場不適応）の設置が認められた」

というように（大道,1979:171）、一定の認

知は協会内で得られるようになったわけで

ある。 

 「答申」についてみると、まず、「産業

従業員の心身健康に影響する要件」として

「Ａ．労働関係（地位の安定、賃金の安定、

退職後の生活保障、昇進の機会、労使関係、

仕事の評価の適正性）、Ｂ．作業関係（作

業様態、作業条件等）、Ｃ．環境関係（物

理的条件、社会的条件―人間関係を中心に

職制との関係など―、心理的条件―職場の

雰囲気、コムニケーションなど―）」とい

った項目が並び、委員長は精神科医の小沼

であるが、現在でいえば労働衛生の３管理

（作業環境管理、作業管理、健康管理。こ

れに総括管理と労働衛生教育を入れて５管

理とすることもあり）といった趣があり、

産業医学的な発想が示されているように思

われる。 

 少し先取りが過ぎるかもしれないが、次

のことを示しておきたい。1980 年代後半に、

労働省が THP（トータル・ヘルスプロモー

ション・プラン）運動を開始し、その中に

「メンタルヘルス・ケア」が含まれていた

わけであるが、この点についての一つの批

判がある。それは、これがもっぱら労働者

個々人レベルでなされるストレス・コーピ

ングに偏っていたというものであり、それ

がそれまでの労働衛生の考え方からすれば
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不可解でもあり問題含みだというものだ。

産業衛生学会 70 周年記念として編集され

た冊子(2000 年)に一つの座談会が収録され

ているが、現在もこの産業精神保健の分野

で中心的な人物の一人である、廣尚典の発

言である。 

本来、日本の労働衛生だと、まず環境を整備

して仕事の仕方を工夫して、その上での健康

管理がある。ところが積極的な心身の健康づ

くりについてだけは個への働きかけがあって、

そのあと快適職場指針、環境の調整が出てき

た。（皆川他 2000:90） 

 

 この発言に対して、他の参加者から「個

人アプローチを先にやってしまったという

感じですかね。 終的には両輪になったと

思いますが」と話が打ち切られる形となる

が、実はこの「なぜ精神保健については個

人アプローチが先に来たのか？」という問

いは、やはり残しておくべきことのように

も思われる。そうなっっている結果を批判

するのはたやすいが、なぜそうなるのかは

実はそれほど分かっていないのではないだ

ろうか。また、単に総花的に列挙すれば（

終的に「両輪」になれば）、問題が解消す

るかのように考えることも楽観的に過ぎる

だろう。 

 興味深いのは、この 68 年の「答申」は上

述のようにまず多様な労働環境の問題を列

挙していくのであるが、途中のところで、

この考え方に限定をつける必要もあると示

唆していることだ。第Ⅱ節の「精神障害者

の発見、処理、社会復帰の基準のたて方」

の(1)理念と方針部分で、「健康以上に対す

る予防」の一般的区別として、１次予防（有

害な環境条件をなくすこと）、２次予防（早

期診断と積極的治療）、３次予防（長期の

未治患者の無能力ないし欠陥状態を改善さ

せること）4とした上で、答申は次のように

続ける。 

 

一部の精神障害者や軽度の適応障害を除けば、

その原因が十分明らかでない故、第１次予防

を活動の中心とするわけにはいかないし、産

業精神衛生全般は、その意味で考えられると

しても、ここで扱う精神障害にはあてはらま

らない。産業精神衛生全般の問題である。第

３次予防は、これも企業内で行う範囲のもで

はない。したがって第２次予防が精神障害の

予防の中心になるべきである。（小沼,1968:13） 

 

 障害と呼ばれるレベルの問題については、

原因が明らかではないので、１次予防はし

ようがなく、もっぱら事後的な対応に徹す

るよりないというものであり、原因が明ら

かでないということを前提にすれば無理の

ない議論であろう。ただし、「精神衛生全

般」と「障害」とが、かくも截然と区別で

きるものであるのか一抹の疑問が残る。そ

してまた、この答申の論理に従えば、THP

における「健常者」の「こころの健康の増

進」を趣旨とするような「メンタルヘルス・

ケア」は、環境調整を含む１次予防の対象

になりそうなものであるが、上述したよう

に、そうはならなかった。もちろん、この

答申から THP への影響関係のラインを引く

ことには無理があるが、「まずは作業環境

管理」という思考法では収まらない部分が、

「精神衛生」にはあると、いわば“わざわ

ざ”明示されているところに、このテーマ

の特異性があるかもしれない。 

 この答申には他にも興味深い点がある。
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近年論じられている方策や方針との違いが

それである。たとえば２次予防を企業内で

行う範囲と考えている点や３次予防が職場

復帰支援とは考えられていないことが指摘

できるだろう。また、第Ⅲ節に「採用基準

のたて方」という項目があり、当時企業と

関わった医師たちに対する企業の要請が、

やや赤裸々に語られている。 

 

採用担当者やライン管理者は、 近の職場不

適応者の漸増傾向と短期間の離職者増加に悩

み、採用時健康診断で何とかして、性格異常

者や入社後精神神経症障害発生のおそれのあ

る者を排除できないかという希望を強く要請

している。（小沼,1968:15） 

 

 こうした要請について、「すでに障害が

相当すすんでいるもの」であれば発見もで

きようし、また幾つかの手がかりから推測

される部分もあるが、「限界をよくわきま

えて参考程度にとどめておかないと、入社

後すぐれた成果をあげる者を逆にのがして

しまい、少数精鋭、高能率時代の人材不足

に拍車をかける」し、結論としては「とく

に危険な作業につける者を除いては、検診

時にとくに精神衛生の立場から排除するた

めの特別な検診は不要であろう」と結んで

いる（小沼,1968:16）。 こうした、見方

によっては企業の要請をやんわりとたしな

めるようなところは、『産業人の精神健康』

でも、またやはり前小節で引用した『中央

公論経営問題』の座談会でも認められると

ころであり、精神医学の歴史に鑑みてとい

うことになるか判断はできないが、慎重な

態度をとっているとも読めるのである。そ

して付言すれば、80 年代以降に出された関

連書籍でいかに様々な問題を扱っていよう

とも、こと「採用」について項目を立てる

ということは見られなくなっている。 

 

2.3 批判と反論、そして沈黙 

 

 産業衛生協会（学会）にみられるように、

1960 年代中期は医療者における「産業精神

衛生」への関心が高まった時期である。象

徴的なのは、精神医学関連ではもっとも規

模が大きく主導的な位置にある日本精神神

経学会が、1966 年の大会で「学校および職

場の精神衛生管理」という分科会を設け、

同年に職場・学校・地域をテーマとした「精

神衛生管理研究会」（会長として大阪大学

の金子仁郎教授）を発足させたことであろ

う。しかし、この研究会は 13 回、全国で研

究会を開いたのち、73 年から無期休会にな

った。精神神経学会で産業精神衛生（保健）

が再び採り上げられるのは、実に 14 年後の

1987 年に小此木啓吾が行った教育講演「産

業精神医学の課題」においてであった。 

 この「精神衛生管理研究会」の発足につ

いては多くの論者が言及するのであるが、

休会の経緯についてはあまり触れられてお

らず判然としない5。ただ、後年、やはりこ

の領域のパイオニアの一人である大阪府公

衆衛生研究所の藤井久和がひと言、「『管

理』という言葉が当時の趨勢と関連して問

題になり、消滅してしまいました」と述べ

ている（藤井,1993:7）。いうまでもなく、

この「当時の趨勢」とは、しばしば「学生

運動」として表現されるものであるが6、「反

精神医学」の議論も当然含まれた流れを指

しているものと思われる。 

 たとえば、当時、「東京医科歯科大無給
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医」であった三田正也は、『朝日ジャーナ

ル』に「若手精神科医は勝った―全理事を

不信任した精神神経学会―」という一文を

残している。1968 年 5 月に金沢で開催され

た日本精神神経学会の総会についてのこの

記事は、「学会認定医（専門医制度）問題、

既存の学会体制批判などから紛糾し、全理

事が不信任され、予定されたシンポジウム、

会長講演、一般演題がすべて中止されると

いう、学会はじまって以来の混乱状態」に

陥ったと始まり、とりわけ精神医学をめぐ

る様々な問題が問い返され、学会内部が深

い混迷・紛糾の状態へ突き進んでいく様子

が描かれている（三田,1969:46-48）。ただ

し以下では現時点で入手できた資料から、

あくまでも「産業精神衛生」に直接言及さ

れた当時の議論に的を絞って話を進めよう。 

 企業に精神科医が関わること、その内部

で臨床活動をすることについては、とくに

精神科医の集団内部で相当の批判があった

ようだ。この批判の矢面に立ち、公に反論

したのは大阪の松下電器・健康管理センタ

ーに 1964 年より着任していた小西輝夫で

あった。様々な批判が存在したようである

が、彼がその典型的なものとして挙げてい

る、精神科医で現在では精神科医療史の専

門家としても著名な岡田靖雄らの議論をま

ず引いておこう。岡田らは 1970 年に出版さ

れた著作の序章において、日本の精神障害

者が国家の差別的扱いによってきわめて貧

困な医療環境に止め置かれていることを批

判しているが、その上で以下のように述べ

ている。 

 

さらに、精神衛生の名のもとに差別を合理化

する動きさえでています。大企業で注目して

きている産業精神衛生がそれです。そこでな

されていることは、精神衛生的な職業環境の

整備などよりは、精神障害者を企業から排除

しようということで、そのためにあやしげな

チェック・リストがいくつもつくられていま

す。職場に不満をもつことも、精神障害と見

なすような項目をそれは含んでいます。さら

には、組合活動家に精神障害のレッテルを貼

って追い出すようなことも、産業精神衛生の

名でおこなわれています。（岡田・小坂,1970:8） 

 

 こうした批判は 60 年代、多々あったよう

で、加藤正明もそれに苦慮したこと、そし

てそれであるがゆえにますます職場復帰に

ついての取り組みに力がいれらたことを回

想している。小西の当時の反論や回想で語

られていることをみる前に、加藤の話を引

用しておこう。 

 

当時の産業保健活動は、精神障害者の治療と

社会復帰に重点をおかざるを得ず、労働組合

や一部の論者から精神障害者を職場から排除

しようとするものだという反論があった。職

場の労働条件の改善や人間関係の調整の活動

であり、健康人の精神健康の向上が基本的目

標だといっても、なかなか納得してもらえな

かった。勢い精神障害者の職場復帰に力を入

れる産業医が多くなった。特にナイトホスピ

タルによる通勤や部分出勤が取り上げられ、

職場内に復帰者のための指導センターが北欧

の例に倣って検討され、日本鋼管の復帰班活

動や国際電電のデイケア活動が注目された。」

（加藤 1993b:7-8）  

 

 加藤はすでに触れたように、自らも参

加・執筆した『産業人の精神健康』が「も
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っぱら１次予防に重点が置かれた」ことを

もって「かなりすぐれた手引き書だった」

と評しているように、１次予防こそが産業

精神保健の目指すべき地点と一貫して考え

ていたので「治療と職場復帰に重点をおか

ざるを得ず」という表現になっているが、

60年代にごく一部の企業に限られるとはい

え、日本でも職場復帰支援の試みが開始さ

れていたことを示すものとして興味深い7。

また、やはり加藤が 60 年代の後半、人事院

に設置された精神衛生委員会のメンバーと

して全国の現業・非現業の状況調査を行っ

た経験が語られているので、それも引いて

おこう。 

 

ある郵便局では、職場復帰した配達係の若い

男性が原職は無理なので、中年女性の職員と

一緒に郵便物を入れる郵袋の修理を糸と針で

やっていたり、会計事務をやっていた男性が

専ら宛名書きをやったり、電気工が所長室で

新聞の切り抜きをやったりしていた。意外だ

ったのは、組合側が「あの男が居たのでは待

遇改善の要求が出しにくいので、速やかに入

院させてもらいたい」という要求が出たこと

などであった。（加藤 1993b:8） 

 

 話がわき道に逸れるが、この復帰後に「原

職」以外の相対的に容易な仕事をしている

風景は、現在の困難を考える上で示唆的だ。

どの職務も機械化あるいは外部化され、も

はやこうした形での「復帰」が叶わぬこと

は想像に難くない。しかし、ここでの文脈

で重要なのは、やはり組合の要求の部分だ

ろう。岡田・小坂が産業精神衛生の批判と

して、組合委員にレッテルを貼って排除す

ることもあると――とくに実例は挙げられ

ていないままに――述べられている一方で、

逆に組合が「障害者」を排除するというこ

ともあったという回想がある。筆者はどち

らが事実的に正しいであるとか、どちらの

パターンが当時の職場でより多かったとい

ったことを判定するデータは持ち合わせて

いない。 

 そこで、敢えてどちらもありうるという

前提に立つのであれば、考えられるのは、

「経営者」「組合」といったカテゴリー自

体にその行動を予測させることは実に難し

いということであり、そしてまた「精神障

害（者）」、さらに「精神科医」が、様々

な思惑と力の交差する職場という現実の社

会的文脈のなかで、様々な意味付けと期待

のもとに置かれうること、ということにな

るだろう。松下電器に勤務した精神科医・

小西の以下の主張は、この複雑な状況に現

に身をおく者として、それでもなお一定の

方向で機能しようとした者の困惑と苦闘を

示すものであるように思われる。 

 さて、その小西の議論であるが、1969 年

1971 年に『精神医学』誌上で展開されてい

る。ちなみに 69 年の論考「企業と精神科医

の問題」は、精神神経学会の精神衛生管理

研究会（第 5 回）での発表に基づくもので

あり、小西らに対する批判がすなわち衛生

管理研究会の休会と直接的とはいえないか

もしれないが、かなりの程度関連していた

ことを推測させるものといえよう。それで

はまず 69 年の議論からみていきたい。これ

もすでに一部引用したが、小西は、職場の

健康管理の重点が「結核からいわゆる成人

病と精神障害に移行しつつ」あり、そうし

た社会的要請を背景にして企業に精神科医

が関わっていくことは、「社会精神医学―
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とくに地域精神医療の課題のひとつを担う

もの」とは思うが、そうした関わりができ

ることに「疑惑」をもつ精神科医も少なく

ないと始めている（小西 1969:17）。ここ

で、その批判の代表的なものであろうとし

て引かれるのは、ある座談会での土居健郎

の発言である。 

 この座談会は、同年（69 年）の『精神医

学』で「第７回 精神医学懇話会 精神科診

療所をめぐる諸問題 ディスカッションの

部」として掲載されている。1950 年に精神

衛生法が公布施行され私宅監置が廃止され

ると、50 年代の後半から 60 年代にかけて

民間精神病院も「開設ブーム」となる。そ

こに 64 年のライシャワー殺傷事件が起き

ると、これを機に法改正が行われ、さらに

入院措置への圧力が高まり、とりわけこの

60年代後半は病床数が激増する時期である

（浅井 2001:48-50）。この時代的趨勢のな

かで、診療所、すなわち病床数でいえば 19

以下の外来中心の医療施設がことさらにテ

ーマとなるのは、病院収容主義への批判が

底にあるものと思われる。 

 ただし、「ディスカッションの部」では、

まだまだ都市部であっても数も経験も少な

い精神科診療所が果たして経営的に立ちゆ

くのか、そうした問題もまた中心的な関心

点となっていた。2 年後に『甘えの構造』

を出版する土居健郎であるが、箱崎総一―

―診療所を開設している経験から懇話会で

演者となっていた――に対して、彼が次の

ように問うのは、そうした議論の流れの中

である。 

 

土居：（箱崎の書いたもののなかに）「各企業、

団体内における精神衛生の問題に関与できれ

ば診療所にとってよい結果を生む」と書いて

ありますが。これは患者をまわしてもらうと

いうことですか、患者をピックアップできる

ということですか。 

箱崎：そうではなくて患者個人から精神療法

の費用を徴収するのは、かなり困難なわけで

す。ですから会社のそういうふうな問題につ

いての顧問というかたちで、たとえばある会

社から患者の数に関係なく顧問料をもらうと

いう意味で、経済的にはそれが一番安定をは

かれるものではないかということです。 

土居：それはわかりましたけれど、しかしそ

のことに危険はないかと思うんです。それは、

その企業と医者が直接関係すると、患者のプ

ライバシーが侵害される危険がある。診断し

た医者が気をつけて侵害しないとしても、患

者は「自分の病名とか状態が会社側に医者か

ら報告されはしないだろうか」と勘ぐるでし

ょうし、また会社側の方も医者に「いったい

あの人はどうですか」と聞いてくることがあ

る。そこで医者がよほど注意していないと、

結局企業の利益を知らず知らずのうちに代表

して、精神科本来の仕事ができなくなるので

はないでしょうか。こういう危険が僕は非常

にあるじゃないかと思うんです。 近企業で、

非常に精神衛生をさかんにやっているところ

がありますけれど、どうもうっかりすると、

われわれは軍医なみに扱われるおそれがある

んじゃないか。        （下線部は

引用者、新福他 1969:23-24） 

 

 小西が代表的批判として抜き出したのは、

土居の発言における下線を付した部分であ

る。本論に入る前に小西が多少の反論を行

っているが、それは要するに、企業と精神

科医という組み合わせをあまりにも特別視
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しすぎるのではないか、というものだ。企

業の利益を代表というが、どの科の医師で

あれ、開業医なら自分の利益に、勤務医な

らその病院の利益に偏った医療行為をする

危険性は同様に存在しようし、また企業も

またひとつの「社会」であり、そこで精神

疾患にかかる人もいれば、寛解して復帰す

る人もある以上、「結核に産業医学的対策

が必要であったように、精神衛生管理も当

然必要」というシンプルな反論である（小

西 1969:17）。 

 その上で、「あえて自己弁明をこころみ

たい」と断りつつ、とくに二つの点に批判

を加えていく。第１に、精神衛生も含め企

業のおこなう健康管理一般は、所詮「企業

防衛にすぎない」という見方が根強い。し

かし、現在行われている結核検診も消化器

検診も、社員全体に行うため相当の費用的

負担が企業にかかるが、実際にそれで病気

が発見されるのはごく一部の従業員に限ら

れ、その早期発見の利益は基本的には当該

の労働者個々人のものと考えられる。した

がって、健康管理すなわち「企業防衛」と

考えるのは短絡にすぎるというものである。

この部分は、精神医学・医療の特性には触

れられていないので、再反論も多々可能で

あろう。しかし、次の第 2 の部分、つまり

「患者のプライバシー」に関わる問題につ

いては、精神医学・医療自体の（少なくと

も当時の、そしておそらくは現在において

もまた）現状に関わる議論が展開されてい

る。 

 それは、その種の産業精神衛生への批判

の論拠が、往々にして精神疾患に関わるス

ティグマを前提にしていることに向けられ

たものだからだ。精神科においては他科の

場合とは異なり、しばしば勤務先の診断書

に、たとえ本当は「精神分裂病（統合失調

症）」であれ、「汎神経症」とか「精神衰

弱」とか「体質性神経衰弱」などと書くこ

とが、「患者のプライバシーを守ることに

なっている」こと、つまりは「ほんとうの

ことを塗糊しなければプライバシーが守れ

ない（と思われている）」（小西 1969:18-19）

ことを問題にしている。なぜ他科で結核や

胃潰瘍と書けるのに、精神科では書けない

のか。差別があるからといえばその通りで

あるが、しかし「肺結核」もまた差別の対

象であったことはよく知られたことである。

実際、その病名を忌避して「肺浸潤」とか

「肺尖カタル」という診断書用病名が広く

使われていた。だが、現在は結核と書ける。

なぜか。それは、なによりも「いまや早期

発見・早期治療によって完全になおりうる

病気となったから」だと（小西 1969:19）。

そして小西は続ける。 

 

要するに精神病者のプライバシーがとくに問

題になるのは、治療医学としての精神医学が

まだまだ無力であることにも一因があるとい

えばいいすぎであろうか。もちろんなおりう

る病気ならだれに知られてもよいというので

はない。しかし…問題の本質は診断書にほん

とうの病名を書く書かぬということではなく、

病名をぼかすことで患者のプライバシーが守

られ、患者に利益を与えることができるとい

う考えかたの安易さにあると思う。（小西 

1969:19） 

 

 ここで彼は自分の見聞から一つの例を示

している。ある治療医が患者とともにエピ

プレシー（てんかん）であることを秘匿し
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ていたため、雇用主が何も知らずにプレス

作業に従事させた。その結果、発作時に手

関節切断の重症を負わせ、患者の「プライ

バシー」と引き替えに「とりかえしのつか

ぬ不利益」を患者に与えることになったと。

しかし、企業体にもよろうが、エピプレシ

ーが採用後に発覚したからといって馘首さ

れるとはまったく限らない。そう指摘した

上で、さらに彼は、企業側の反応や対応を

ことさらネガティブなものとして先取りし

てしまうのは、実は精神科医自身のなかに

ある偏見ゆえではないかと切り込んでいく。 

 

ほんとうの病名をふせることで患者の利益を

守ろうとする精神科医の伝統的な思いやりが

みられるが、一方、企業の態度はある意味で

は非常に合理的で、なおっていて仕事ができ

れば、既往症が分裂病であろうがなんであろ

うがいっこうに頓着しないというところがあ

る。みかたによればきわめて偏見のない態度

といえよう。疾患の特性で管理するより、適

応性で管理するほうがより実際的であること

を、精神医学にはしろうとである企業の労務

管理者が心得ているのである。皮肉なみかた

をすれば、精神病者を偏見の目でみているの

は、実は案外われわれ精神科医のほうではな

いかという反省が必要ではないだろうか。（中

略）精神病に罹患したことがまるで罪でも犯

したかのように、勤務先にも近隣にもひたか

くしにかくし、閉鎖的な拘束社会に閉じこめ

ても患者の秘密を守らなければならないとし

たら、これはもはや残酷物語である。患者の

利益や幸福と無関係な秘密保持は本末顛倒と

いうべきであろう。（小西 1969:19-20） 

 

 小西が言わんとするところを 後に要約

すれば、「企業」と関わるということでい

くつかの批判や危惧がでてくるが、実のと

ころそれは医療者や精神医学一般に関わる

危険性や現時点での限界に発するものであ

り、その点を過剰に強調することによって、

かえって開かれつつある可能性を閉ざすこ

とは得策ではなかろうということになる。

企業の操り人形に仕立てられるという批判

については、「このような大義名分が、現

在まだパイオニア的存在である精神衛生管

理医の気持ちを委縮させないか」と、プラ

イバシーについての指摘については「秘密

の侵害をおそれての精神衛生管理に対する

疑心暗鬼が、角を矯めて牛を殺すことにな

らないか」と、自らの危惧を述べている（小

西 1969:17,20）。 

 しかし、この反論では足りないほど、さ

らに産業精神衛生に対する批判が繰り返さ

れたのであろう。2年後の 1971 年、再度同

じ『精神医学』誌上で、「企業のなかの精

神衛生」と題して一部反論を試みることに

なる。この文章の出だしで典型的な批判と

して引用されたのが、上述の岡田・小坂の

「あやしげなチェックリスト」云々の下り

である。後年、小西は彼らの批判について

以下のように述べている。 

 

これを読んだときの私の衝撃と当惑は、今も

忘れることができない。組織（企業）の利益

と個人（病者）のそれとの板挟みになりなが

らも、懸命に病者の楯になっているつもりだ

ったのに、自分の仕事が精神科医仲間からは

このように見られていようとは……。（小西 

1993:20） 

 

 71 年の文章に戻ると、小西は「精神衛生
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に名を借りた組合活動への干渉など、およ

そ想像もできないこと」が疑惑・不信の例

証としてあげられていることに「産業精神

衛生のおかれている立場の難しさを痛感」

すると述べつつ、企業内での精神衛生活動

には確かに困難があるとして、三つの点を

上げている。 

 まず、病院精神医療と異なり、産業精神

医学や職業精神医学とは本来、予防精神医

学であり、そこにおける医療者の職務は「精

神疾患の治療対策よりはむしろ精神健康の

増進対策」であるべきだが、「しかしわれ

われ日本の精神科医は、そうした教育や訓

練をまったく受けていない」ことが言及さ

れる（小西 1971:40）。次に、初めの点と

重なるところがあるが、ジャンルとしての

未確立が問題にされる。「産業精神医学は、

一方では予防および社会精神医学と、他方

では産業医学と密接に関係しているが、現

状では産業医学のもつ伝統と実績にひきづ

られているといっても過言ではない」と（小

西 1971:40）。もちろん、たとえば産業医

学において結核対策から確立された集検法

（胃集検など）はその効果を示しており、

まねるべき点もある。しかし、それも容易

ではないとして以下のように述べている。 

 

CMI のごとき質問紙法による集団スクリーニ

ングも（中略）、単なるレッテル貼りか区分け

作業に終わる危険性を持っている。精神障害

という非実体的現象を対象に、しかも制度化

された健康管理というオートメーション作業

に個人を埋没させることなく、企業集団の中

の作業員ひとりひとりのかけがえのない精神

健康をケアしていくことは、健康管理それ自

体がみずからの健康に対する個人の自主決定

権を犯すおそれがあることを思うときまこと

に至難の業といわざるをえない。（小西 

1971:40） 

 

 批判に対する反論という色調が強くなる

のは、 後の困難に関する記述、すなわち

自ら「もっとも頭を悩ます」と認める、「企

業のポリシー」と関わることについての部

分である。精神衛生管理の第一目標が「生

産力向上」ではなく、あくまでも労働者の

健康の維持・向上であることを見誤れば、

人事管理の手段とされ、「精神障害者」を

排除するための手段にもされかねないとい

う指摘はその通りではある。だが、それは

「すべての産業精神科医が承知ずみのこと」

であろうし、またそうした指摘が「虚心坦

懐な忠告であるとき、われわれもまた虚心

にそれを受け容れなければならないが」と

しつつ（小西 1971:40-41）、かなり強い反

論が続けられている。 

 

たまたま手を汚さずにすむ立場にいるという

にすぎない人からの「産業精神科医は要する

に企業の御用医師ではないか」というような

評言ほど、われわれを悲しませるものはない。

（中略）企業という社会が現に存在し、その

中で精神障害になる人もあれば治って職場に

復帰する人もある以上、精神衛生管理対策が

ないよりはあった方がよく、また誰かがそれ

に従事しなくてはならないだろう。（中略）は

っきりいえることは、たとえ企業のポリシー

を越えることが困難であっても、精神科医が

企業に関与しないよりはしている方が、精神

障害者の利益になっているということである。

かりに企業の中に精神衛生管理体制がまった

くなかった場合、企業内に発生した精神障害
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者の扱いはそれこそ人事管理一辺倒で処理さ

れてしまうであろう。（小西 1971:41） 

 

 小西は「ベスト」というわけにはいかな

いが「ベターである方策を懸命に模索して

いるつもり」であり、妥協を伴うことはあ

っても、「批評家ではなく実践家であるこ

との重みに耐えてゆかねばならない」と続

けるが、「いささかみずからの苦衷を強調

しすぎたことを反省しなければならない」

と結んでいる。いささか激したことを恥じ

るかのような終わり方であったが、諸々の

批判に憤ることも多かったのであろう。 

しかし、こうして反論を続けた小西であ

るが、その後は退職する 80 年代半ばまで、

ほとんど公の場での発言をしなくなる。こ

の事情については、93 年の回想のなかで触

れている。時間的な前後関係に多少の混乱

がみとめられるが、当時の様相と渦中に置

かれた小西の苦渋を伝えるものとして読め

るだろう。 

 

しかし、産業精神保健に対する精神科医の眼

はきびしく、それが日本の精神医療界のなか

で市民権を得ていないことを痛感させられる

ような出来事に次から次へと遭遇した。（中略）

有名な某博士からは、「精神科医が企業に関与

すると、知らず知らずのうちに企業の利益を

代弁してしまう危険がありはしないか」とい

う趣旨のご指摘も受けた。それ受けて私は、

「産業精神科医のみならず、医師はすべて、

よほど注意しないと開業医なら自分自身の、

勤務医なら勤務先の利益を代弁する恐れがあ

るのではないか。要は医師個人の覚悟の問題

であろう」という趣旨の幼稚な反論を某誌に

投じた。（中略）某博士からはのちにあたたか

い励ましを頂いたのであるが、この時もまっ

たく別の方向から痛烈な横槍が突きつけられ

た。これまた高名な精神科医である某博士が、

如上の拙論を「居直り強盗の論理」ときめつ

けられたのである。大学紛争の余塵がさめや

らぬ頃であったから、それ以来私は、公の場

で産業精神保健について論じることをやめた。

病者にだけ、会社に精神科医がいてくれて助

かった――と思ってもらえるような仕事がで

きれば、それでよしとしようと思ったからで

ある。（小西 1993:21） 

 

 既に述べたように、こうした沈黙は小西

に限るものではなく、精神神経学会の研究

会も 1973 年で休会に入り、関連雑誌等でシ

ンポジウムなどが開かれることもなくなっ

た。さほど厳密に時期区分をする必要もな

かろうが、敢えて明確にすれば、1971 年と

翌年にも関連書籍が出されていることも考

慮すると（年表参照）、第Ⅰ期の終わりは

1973 年ということになるだろう。 

 

 

３．第Ⅱ期 「潜行期」 

―1970 年代前半～1980 年代前半― 

 

3.1 幾つかの足跡 

 

 「潜行期」と名付けたように、この時期

について書くことは少ない。実際、1970 年

代については、たとえば 2000 年に行われた

産業衛生学会のある座談会の場で、幾人か

の精神科医が「低迷期」、あるいは「沈滞」

と語っている（皆川他 2000:86）。しかし、

ただ「低迷」期、あるいは「沈滞」期とす

るのも躊躇われるところがある。それは、
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第Ⅲ期をいつから始まるとするのかという、

いささか恣意的な線引きによっても変わる

が、少なくとも行政的な取り組みが着手さ

れる 1983 年以降を第Ⅲ期とする本稿の立

場からすると、それ以前にもわずかではあ

るが足跡が残されているからである。 

 具体的には、二つの点を挙げられるだろ

う。第 1 に、70 年代後半から 80 年代の初

頭にかけて、多少の関連書籍が出されてい

ることが指摘できる。たとえば、76 年には

小沼十寸穂『産業神経症』、81 年には小沼

十寸穂編著『職場の精神健康管理の実際：

諸家の知見と方策から』、82 年には内山喜

久雄・小田普『職場のメンタルヘルス』が

出版され、また 81 年に『教育と医学』で特

集「職場の精神衛生」が組まれていること

も補足できる。 

 小沼編著の『職場の精神健康管理の実際』

は、序論等の情報を綜合すると、労働科学

研究所発行の雑誌『労働の科学』の 32 巻 5

号（1977 年）で特集「精神健康管理の実際」

が組まれ、そこに掲載された文章がまず組

み込まれている。その上で、実際に企業と

の関わりで臨床活動をしている医師を中心

に 30 数名の執筆者に原稿が依頼されたも

のと推測される。このことは、出版のよう

な形で顕在化することは少なかったが、一

定数の企業や医師が「産業精神衛生」につ

いての取り組みを 70 年代を通じて継続さ

せていたということを示すものであり、留

意すべき点であろう。こうした現場での継

続性と次の第 2 の活動も合わせて考えると

き、「低迷」期とするよりは「潜行」期と

形容することが相応しいように思われた。 

 ただし、第１と第 2 の営みは別のものと

いうよりは、より連続的なものと考える方

が適当であろう。1968 年に産業衛生協会に

おいて「産業精神衛生に関する答申書」を

出した小沼十寸穂が上記書籍の主な執筆

者・編集者であるが、第２の取り組みとは、

その産業衛生協会（72年より産業衛生学会）

内で開かれていた「職場不適応研究会」で

あるからだ。この研究会については既に触

れているが、「答申」がまとめられた翌年、

1969 年に第１回が開かれ 1982 年に名称を

「産業精神衛生研究会」に変えているよう

に、70 年代も一貫して継続されていた。 

 産業衛生学会の学会誌『産業医学』に研

究会についての要約が報告されており、た

とえば 1982 年の改名直前には第 22 回が開

かれ、前節で多く言及した小西輝夫が「職

場における精神不健康者への対応」と題し

た報告を行っている。この期間の一部にな

るが、参加者数などを知る手がかりがやは

り同誌から得られる。研究会代表の大道明

が 79 年に過去 15 回について報告している

が、69 年から 74 年までは年１回開催であ

ったが、75 年より年 2回（77 年は 3回）に

なっている。参加者数は、多いときで 60 名

以上でときに 100 名に達しているときもあ

るが、20～40 名程度のときも 5回ほどみら

れる。大道によると「 近では、午前中を

個人研究発表にあて、午後はテーマを選び、

予定発言者、話題提供者を選んで、自由討

議を行い、参加者すべてが発言できるよう

にしている」とある（大道 1979:171）。 

 

3.2 職場不適応研究会の存続をめぐって 

 

 ところで、「部外者」からみると、ここ

に一つの疑問が生じる。なぜ「職場不適応

研究会」は存続しえたのか。上述したよう
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に、「精神衛生管理研究会」は「管理」と

いう言葉が問題にされ、ほぼ同時期に開始

されながら 73 年には休会に追い込まれた

という。では、「不適応」は問題にされな

かったのか。この点について、2000 年に産

業衛生学会 70 周年記念として編集された、

『日本の産業保健』に収録されている座談

会で言及されている部分がある。なぜ「不

適応研究会」が、82 年に「精神衛生研究会」

に名称を変更したのかが話題になったとき

である。発言したのは、70 年代中頃より富

士通に常勤で勤めているカウンセラー・福

井城次と、この領域でのキャリアが長く、

労働省が 1983 年に委託したストレス関連

の研究委員会（後述）にも参加した精神科

医・夏目誠である。夏目は、不適応という

言葉が「先生方や職場関係者にフィットし

なかった」といい、以下のように続けてい

る。 

 

夏目：端的に言えば、診断書に病名を書くと

き、「職場不適応」ではイメージが悪いという

意見があった。（中略）もう一つは時代の流れ

がメンタルヘルス、ポジティブヘルス、スト

レスというように変わってきて、それに合わ

せる形で「産業精神衛生」の方がいいのでは

ないかと。 

福井：今ある会社が完全にいいものかどうか。

「不適応」という言うと、「適応することがい

いことだ」という感じで受け取られたらまず

いのではないか。つまり「不適応」があまり

いい言葉ではないということで変わったのか

なと。 

夏目：その要素も確かにあると思います。適

応というのは非常に難しい概念です。適応す

ることがいいのか悪いのかということは、た

ぶん学生運動のなかでも問われたことがある

と思います。それに対するためらいも、どこ

かにあったのかなという気もしています。         

（皆川他 2000:86-87） 

 

 このやり取りは 70 年代後半から 80 年代

初頭にかけての関連言説の変容、とくに「ス

トレス」という概念のもちえた社会的作用

を考えるときには興味深いが、本稿のここ

での疑問にはあまり「フィット」しないよ

うだ。福井の意見に合わせる形で、「不適

応」という言葉が前提にするものへの批判

的見方が研究会の名称を変えた一因にされ

ているが、「学生運動」の影響というには

遅すぎる時期であろう。この改称の理由に

ついては、その 82 年に会代表の大道明がや

はり『産業医学』誌上で以下のように説明

している。 

 

この名称からは不適応という点が強調され、

ややもすれば臨床的となり、症状や経過など

不適応後の問題やそれの処理、回復期のケア

などに重点がおかれやすく、とらわれていて、

広く高い目的意識のものに進みにくくなって

いる。また 近は、（中略）精神衛生や心の健

康が人々の関心を惹くようになってきたので、

このような状況に即応する意味でも、名称を

（後略）（大道 1982:219） 

 

 いささか回りくどい議論の運びとなった

が、そうしたのは、これらの発言や説明は、

この「なぜ不適応研究会は存続しえたか？」

という問題を考える上で幾つかのヒントを

与えてくれると同時に、その点を通して、

「産業精神保健」において一貫して問題で

あり続けた事柄を照射できるからである。
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まず、名称の変更には福井の指摘したよう

な理由があった可能性も完全には否定でき

ないが、時期から考えると、むしろ夏目の

始めの発言や大道の後半の説明が指摘して

いるように「ストレス」や「心の健康」と

いった表現が流布してきたことを背景とし

ているとみるのがより適当であろう8。する

と、このことから推測されるのは、「職場

不適応研究会」は、実はさして「学生運動」

の影響を受けなかったということである。 

 そしてこの影響を免れた理由は、おそら

く大道の説明の前半に色濃く表れているの

ではないだろうか。つまり「臨床的」であ

ることや「回復期のケア」に重点を置くこ

とは「広く高い目的意識」に反するという

感覚を持ち得たということである。この感

覚は、精神科医のものではなく、「産業医」

のそれのようだ。実際、大道の専門は精神

科ではない。そして不適応研究会の母体で

ある産業衛生学会は「産業医」の集まりで

あり、精神科の医師はごく少数である。 

 論理的には精神科医であり、かつ産業医

であることは可能であり、もちろんそうし

た医師も一定数存在してきたわけであるが、

様々な資料で共通して述べられているのは、

そうした医師はごくわずかであるというこ

とだ。大方の文書資料では「産業医」とは、

明示することなく「精神科医」ではないこ

とが含意されている。産業医とは概ね内科

や外科、あるいは公衆衛生学などが専門で

あることが前提にされている。 

 たとえば、『産業医のための精神科医と

の連携ハンドブック』といった小冊子が編

集されているが、そのとき「産業医」には

精神科を専門とする医師はほぼいないこと

が前提にされていよう。序文にも「精神医

学の非専門家である産業医の先生方が常に

悩むのが、どのように専門の精神科医と接

触し、連携し、目的を達成するかというこ

とと思います」と述べられている9。このこ

とは、「精神科産業医」という呼称の存在

とも関連していよう。この呼称は、なによ

りも産業医活動から精神科部分だけを分節

し精神科医に一任してしまう態度や傾向を

象徴するものとして批判されることもある

が10、同時に産業医集団における精神科医の

少数性を現実的な背景ともしていよう。 

 ようするに、「学生運動」の影響は、反

精神医学の潮流を組み込んで激しい内部批

判となった精神医学関係者において、すな

わち精神神経学会とその内部に設置された

「精神衛生管理研究会」にとっては、巨大

な影響を及ぼしたが、他科の医師の世界に

おいては、そこまでの影響にはならなかっ

たと推測される。たとえば東大闘争の発端

には、医学部闘争があり、インターン制へ

の、そしてそれに代わるものとして導入さ

れようとしていた登録医制への批判や、教

授支配に象徴される医学部の体質への根底

的な憤懣があった11。それらは決して精神科

の問題に限られるわけではない以上、他科

においても大きな影響が生じたはずである

が、少なくとも産業衛生協会（学会）にお

いては「不適応研究会」を休会に追い込む

ような影響は生じなかったようである。そ

こには専門の違いだけではなく、学会メン

バーの年齢や身分上の構成などにも理由が

あるものと考えられるが、残念ながら現時

点ではそこまで資料収集が進まなかったの

で、その点についての検討にはここでは踏

み込まない。 

 しかしここで問題になった「精神科医」
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と「産業医」との相違という問題は、関係

者たちの間でも長らく意識されてきた点で

あるようだ。先述の座談会で、労働衛生コ

ンサルタントとしてやはりキャリアの長い

皆川洋二が関連する発言をしているが、歴

史的な観察も含まれたという意味で興味深

く引用しておきたい12。 

 

皆川：私はずっと傍観者で見ていたのですが、

産業医で産業保健をやった方と精神科医で精

神保健をやった方では、かなり考え方に違い

があったように思うのですが。（中略）ある意

味では対立していたのではないか。対立とい

うと語弊がありますが、一方は事例のみ、一

方は観念的に予防とか健康増進という……。 

夏目：（精神衛生管理研究会について言及して）

この研究会は主に精神科医が発表する場だっ

たと聞いています。そして「職場不適応研究

会」は主として産業医が中心になって発展し

たと思います。精神科医は、私自身もそうか

もしれませんが、たこつぼに入りやすい習癖

があります。一方、産業医の先生方は幅広い

視野で考える。その点で研究会というのは非

常に良かったのではないか。確かに精神科医

の中にはやや反発する雰囲気もあったと思い

ますが、（後略） 

皆川：バラバラというか、共通の場がなかっ

たように感じるのですが。精神科医と産業医

の間で、事例から予防対策へとつなげる共通

の場でのディスカッションを本当にしていた

のか。別々に、ただやっていたのではないか。 

夏目：（他の参加者の発言も挟んで）精神科医

は事例が出てくると目が生き生きする。…職

場の中でそれ（精神病理）がどんな意味を持

っているかとなると関心がやや希薄になる。

たとえば「職場不適応研究会」で産業医が主

体になったときのテーマはわりあい総論が多

いのですが、精神科医は総論になると元気が

なくなる。この視点の違いがズレといえばズ

レだし、その職種がもつ宿命のようなものは

あったと思います。                  

（皆川他 2000:88） 

 

 以上、第Ⅱ期について多少の活動を取り

上げることと同時に、「不適応研究会」が

「精神衛生管理研究会」とは異なり 70 年代

も存続してきたことに注目し、そこから「精

神科医」と「産業医」との組織的な歴史や

関心の持ち方における相違にも目を向けて

きた。現在に至るまで産業医と精神科医が

いかに有効に連携するかという問題は繰り

返しテーマ化されてきた。そして、とりわ

け第Ⅳ期になると産業医の法的な位置づけ

や責務が重くなる傾向があり、関連する問

題はさらに重要性を増しているように見受

けられる。後に再度論じるところではある

が、第Ⅱ期の着眼点として、「産業精神保

健」における一つの問題の在処を示唆する

こととした。 

 

４． 第Ⅲ期 「展開期」 

―1980 年代中期～1990 年代前半― 

 

4.1 関心の高まり 

 前節でみてきたように、1970 年代前半か

ら 80 年代初頭にかけての第Ⅱ期でも、産業

衛生に関心をもつとくに非精神科の医療関

係者による研究会は小規模ながら続けられ、

関連する書籍もいくつか出版されてはいる

13。しかしながら、精神科医の組織的な取り

組みもなく、なによりも行政による政策的

な取り上げがなかった。前後する時期と比
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較してみれば、やはり潜行期ないしは停滞

期と呼ぶのが適当であろう。 

 第Ⅲ期は、行政的な取り組みが始められ、

精神科医集団が再び職場における精神保健

を取り上げ出した時期であり、1990 年代に

も引き継がれていく側面はある。ただし、

第Ⅳ期とした 90 年代後半以降の切迫感や

濃密さと呼びうるものはなく、その意味で

「展開期」と名付けた。 

 行政が産業精神保健に関わる事柄を取り

上げたのは、1983 年からである14。70 年代

末頃より、労働省は、職業病をはじめとす

る健康障害の早期発見・早期対策から、健

康の保持増進を施策目標に転換した。1978

年には、とくに中高年齢層を対象にした「シ

ルバー・ヘルス・プラン（SHP）構想」を発

表した。この SHP 構想を進めるために、中

央労働災害防止協会（中災防）15に中高年齢

労働者ヘルスケア検討委員会が設置され、

1982 年からは、運動を中心にした身体面で

の健康づくり活動である SHP が展開された。 

ただし、この SHP のなかに精神保健に関

わる部分が組み込まれるのは、上述の通り

1983 年からである。ヘルスケア検討委員会

のなかに「ストレス小委員会」が、86 年ま

で設置された。1986 年には、中災防から『企

業におけるストレス対応―指針と解説―』

という 100 ページ程度の小冊子が発行され

ている。 

 また、やはり労働省の委託で、産業医学

振興財団に「メンタルヘルスケア企画運営

委員会」が 1984 年に設置されている。この

委員会の検討結果は、労働省労働衛生課編

として『労働衛生管理におけるメンタルヘ

ルス―職場における心の健康づくり』とい

う 400 ページを超える研究会用テキストに

まとめられた。 

 ここで多少とも興味深いのは、旧労働省

の踏み込み方である。1980 年から医系技官

として旧厚生省に入ったのち、1986 年に旧

労働省へ出向、上記の二つの取り組みから

後述するトータル・ヘルスプロモーショ

ン・プラン（THP）にも中心的に関わること

になった精神科医・河野慶三が回想として、

以下のようにことを述べていることだ。SHP

のなかで設置された「ストレス小委員会」

の作成した「企業におけるストレス対応の

指針」については、旧労働省はかなりその

関与の度合いを弱めたということである。 

  

当初は、労働省労働基準局通達として

出すことが考えられていた。しかし、

「メンタルヘルスの問題は、あくまで

も企業もしくは労働者個人が処理すべ

きもので、行政は直接関与しないほう

がよい」というそれまでの労働省の基

本的な考え方に押し切られ、国の定め

る指針とはならなかった。…（中災防

が冊子を発行し）…指針を広めるため

の講演会を北海道・東北・関東などブ

ロック単位で全国的に行ったが、行政

からの支援も乏しく、尻すぼみとなっ

た。（河野 2005:82-83） 

 

 だが、産業医学振興財団が同じく 1986 年

に出したテキスト『労働衛生管理における

メンタルヘルス』については、「『指針』

に比べるとはるかに行政主導的」であった

と述べている。 

 

これ（上記テキスト）を普及させるた

めに、医師会を含めた組織が都道府県
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単位でつくられ、労働基準局（当時）、

労働基準協会、医師会が協力して、そ

れぞれの地域で産業医、保健師、看護

士、衛生管理者、人事労務担当者を対

象とした研修会が開かれた。 

 

 こちらの研修事業「メンタルヘルスケア

研修」は、1988 年より、トータル・ヘルス

プロモーション・プラン（中高年齢層に限

定しないという意味でのトータル）が開始

されることで、「自然消滅」、いわば“発

展的に解消”したということであるが、ス

トレス小委員会の「指針」とその遇され方

の相違がどのように説明できるのかは判然

としない。旧労働省のメンタルヘルスには

国が直接関与しないという「基本的な考え

方」が一貫しているのであれば、『労働衛

生管理…』のテキストの普及を企図した研

修会も、決して「行政主導的」にはならか

なったであろう。 

可能性としては、旧労働省としては、ほ

ぼ同じテーマで二つの検討委員会を同時期

に走らせてしまった結果、どちらかを優先

せざるを得なくなったこと。そして、それ

ぞれの検討委員会を受託した母体の性格

（たとえば医師会に対する影響力）や参加

委員のもつ動員力の違いもあり、そうした

処遇の相違を生み出したことも考えられる。

しかし、それらは推測の域をでない。 

ただ、おそらく重要なのは、行政内部に

技官としていた医師が旧厚労省内部の「基

本的な考え方」として、「メンタルヘルス

の問題は…行政が直接関与しない方がよい」

という主張（しかも一定の強さをもつ主張）

がこの時期に存在したと証言していること

である。この、メンタルヘルスには行政が

関与しないというスタンスは、実際に、行

政内に長らく存在したように推測される。

2006 年に改正された労働安全衛生法（安衛

法）が施行され、同時にいわゆる「新メン

タルヘルス指針」が打ち出されたときに、

両者の決定過程にも関与が深かった行政官、

医師を集めた座談会が『産業医学ジャーナ

ル』で開かれたことがある。 

そこで、当時、厚労省の労働基準局安全

衛生部労働衛生課長であった阿部重一が、

改正された安衛法に「法文や規則レベルで

は結構微々たる部分」ではあるが、メンタ

ルヘルス対策が盛り込まれたことは画期的

であり、2000 年に策定された旧メンタルヘ

ルス指針にしても、「法令のバックグラウ

ンド」なしに、「何か遠慮がちにやってい

た」と語っている。 

 

どうしてもメンタルヘルス対策になる

と行政側が事業者を指導したり、監督

したりすると言いますか、どうしても

今までのような形で強力な指導・監督

はできないというような経緯は確かに

あったわけです。（櫻井他 2006:6） 

 

 非常に不明瞭な言い回しであるが、前後

の文脈からみれば、1980 年代の中期以降、

通達のようなかたちで「メンタルヘルス」

対策を指導はしていたが、強力にはできな

かった、その意味では、実際には不可侵の

領域であったことを示しているように思わ

れる。そこにはもちろん企業側の抵抗もあ

るという環境的な要因も考えられようが、

「メンタルヘルス」についての行政内的な

認識の仕方も作用していたのかもしれない。

少なくとも前出の河野は、80 年代における
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状況について、後述する事件（日航「逆噴

射」事故）の影響で旧労働省が一定の反応

を示したが、その切実さはごく弱いもので

あったと述べている。 

 

多くの事業者や人事管理担当者が、メ

ンタルヘルスの問題に直面し、何とか

しなければならないと切実に思ってい

たわけではない。行政サイドも同様で、

問題意識は将来に向かっての理念的な

ものであった。（河野 2005:83） 

 

 1987 年には、翌年に向けた安衛法改正の

作業が始まり、それと連動する形で、「シ

ルバー」ではなく労働者全体を対象とした、

つまり SHP の対象を拡大させることで、ト

ータル・ヘルスプロモーション・プランが

企画された。すでに、上記のストレス小委

員会や企画運営委員会の流れもあり、THP

に「メンタルヘルス」を組み込むことにと

くに異論はなかったようである。このプラ

ンにおけるその基本的な性格については後

述する。 

 

4.2 この時期の背景 

―その１：2つの事件― 

 ところで、なぜ 1983 年や 84 年という時

点で、労働省が精神保健に関わる取り組み

に踏み出したのだろうか。ここでは、二つ

の背景が指摘できる。まず、この時期、労

働者の精神面の失調が原因と考えられた事

件や関連する出来事が社会的に注目を集め

たこと。次に、まさに「メンタルヘルス」

という言葉が象徴する、より広い意味での

精神的・心理的な「健康」への関心の高ま

りがみられたこと、である。後者のより広

いとは、不具合のレベルが「疾患」や「障

害」というほどのこともないという意味で

多くの状態を含むことを、またそれゆえに

より広範な人々が関わる可能性があること

を含意している。 

 労働省の対応を促したものとして、主に

二つの出来事がしばしば言及される。1982

年 2 月に日本航空の旅客機が羽田沖に墜落

した事故がその一つである。この点につい

ては、当時労働省内部にいた前出の河野も

明言している。 

 

（旧労働省が委員会を設置した）背景

となったのは、1982 年に起こった日航

「逆噴射」事故であった。事故の原因

が機長のメンタルヘルス不全であるこ

と、日本航空のその機長に対する健康

管理が不十分であったことが明らかと

なり、労働者の心の健康を企業がどう

扱うかに国民の関心が集まるというや

や特殊な事情があったのである。（河

野 2005:83） 

 

 確かに、この墜落事故は、乗客 24 名の死

者と多数の負傷者を生み出した大惨事であ

り、メディアにおいても多大な関心を呼ん

だ。 

もう一つの「事件」は、メディアの取り

上げ方としてははるかに目立たないもので

あったが、旧労働省そして企業にとって、

きわめて大きなインパクトをもつものであ

ったと思われる。それは、1984 年 2 月とな

るが、ある労働者の自殺未遂による負傷が

労働災害と認定されたことである16。この被

災者は、1978 年より上野駅の新幹線が乗り

入れる地下プラットフォームを設計する技
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師であり、その事実上の責任者であった。

技術的な難易度がきわめて高い上に、発注

者による設計条件の度重なる変更があり、

しかも与えられた期間は半年と短かった。

周囲からの支援も少ないなかで身体的にも

不調が現れ、翌年には大学病院等で「うつ

病」あるいは「心因反応」と診断され、通

院・入院もしていた。同年の 7 月には復職

したが、通勤中に駅ホームより電車に飛び

込み、両下肢切断の重傷を負い長期入院と

なった。 

 労災申請がなされたが、判断が困難であ

るとして、労働本省（当時）で検討される

こととなった。その結果、業務には「反応

性うつ病」の原因となるだけの強度の精神

的ストレスがあったこと、業務以外のスト

レスは主たる発病原因とはみなせないこと

などが認められ、また自殺企図は、そうし

て発症したうつ病が原因として認められた。

つまり、自殺未遂による負傷も業務上の災

害と認定されたわけである。 

 この事例が行政や企業に対してもったイ

ンパクトについては、日本産業衛生学会が

編集した『日本の産業保健』に収められて

いる座談会「知的労働と心の健康」で、複

数の参加者が言及している。医師の原谷隆

史（当時、旧労働省の内部にあった産業医

学総合研究所に勤務）は、以下のように述

べている。 

 

労働災害として認められた 1984 年の

事例は、労働省が精神疾患に対する対

策が必要だと示した点で画期的である。

それまでは精神疾患、たとえばうつ病

などに関して業務起因性はほとんど考

えていなかった。それがあの事例によ

って労働省の対象とする業務上の傷病

として認められ、自殺もそれに結びつ

いた労働災害として認められたという

のは画期的な事件だったと思います。

（皆川他 2000:87） 

 

 また、1975 年に富士通に常勤のカウンセ

ラーとして入社した福井城次（座談会当時

は、富士通川崎病院勤務）は、企業に対す

る影響を回想している17。 

 

（この労災認定は）企業にとってもの

すごくインパクトが強かったと思いま

す。うつ病の問題でも、会社の責任が

問われることになったわけですから、

私のいる富士通でも、それまで課長へ

のメンタルヘルスの研修はやっていた

のですが、1984 年度から、さらに若い

主任クラスまで全社的にやり始めまし

た。これも労災認定が追い風になった

のだろうと思います。（皆川他 2000:87） 

 

 やはり参加者の医師（当時、岐阜大学医

学部公衆衛生学に勤務）・川上憲人も「1985

年前後は、産業精神科医などがどんどん職

場に入って、精神分裂病やうつ病など精神

的な病気に対応し始めた大きな時期だと思

います」と述べている（皆川他 2000:87）。 

 このように、1984 年の労災認定はとりわ

け大きなインパクトを行政や企業に与えた

ようにも思われる。ただし、それは端緒を

開くきっかけになったという表現がよりふ

さわしいのかもしれない。というのは、労

災申請に対して判断が難しいと、東京労働

基準局（現・東京労働局）から本省に判断

が委ねられ、 終的には中央労働基準監督
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署長が業務上と認定するという経緯を経な

がら、後述するような自殺についての認定

基準を見直すようなことはなかったからで

ある。1984 年 2 月に、事務連絡として、「反

応性うつ病等の心因性精神障害の取扱いに

ついて」が出されたのみであった。 

認定基準が見直されたのは、実に 15 年後

の 1999 年だ。こちらは、あきらかに後述す

る「電通の事例」（過労自殺をめぐる民事

訴訟で 1996 年には一審判決で会社側の賠

償責任が認められている）などのインパク

トによるものと考えられる。そうである以

上、すでに引用したが、80 年代に労働省に

いた医師・河野の観察が妥当であったのだ

ろう。すなわち、事故等による社会的関心

の急激な高まりに押される形で着手はした

が、さほどの「切実さ」が行政にも企業に

もあったわけではなく、いたって「理念的」

なものにとどまっていたということだ。 

 

4.3 この時期の背景 

―その２:「メンタルヘルス」への関心― 

そして、そのいわば「理念的」なゆるや

かさと対応関係にあったと思われるのが、

考えられる第二の背景である。それは、社

会学者の佐藤(2007)の表現を使えば「日常

的なメンタルヘルス」への関心の高まりと

いうことになる。ただし、この種の関心の

高まりは、行政的な取り組みを促す原因と

いうよりも、相互的な影響関係をもちつつ、

行政的取り組みが社会的に受容される条件

としての時代的な背景というべきだろう。

さらにいえば、旧労働省が取り組みを始め

たことも、より広範な「メンタルヘルス」

への関心も、いわばより深い部分で生じて

いた社会的変化の現れと考えるべきではな

いだろうか。 

佐藤(2007)は、1950 年代以降の「心の病」

についての語り口や意味づけのされ方を新

聞・雑誌等の資料から辿っているが、1970

年代の後半が大きな転換期であったとして

いる。1950～70 年代初頭は「ノイローゼの

時代」であり、それはときに犯罪や事件へ

と結びつく問題とされた。「受験勉強のノ

イローゼ」で学生が放火などをする、「育

児ノイローゼ」の末に主婦が「子殺し」や

「心中」をする、といったパターンである。 

 佐藤(2007)では、1970 年代後半以降は、

「ノイローゼ」といったキーワードは急速

に姿を消し、「うつ病」「心身症」「自律

神経失調症」「アルコール依存」など、診

断名が細分化された時代であるとされる。

ただし、「ストレス」という言葉の使われ

方とその変遷に注目した津久井(2007)の研

究では、1980 年頃に、まさに「ノイローゼ」

と入れ替わる形で「ストレス」が頻繁に用

いられるようになったことを、新聞記事の

データベースに基づいて明らかにしている。

「ストレス」はそうした細分化された症状

や疾患の原因と位置づけられることも多い

ことを考えれば、「心の病」を語るキーワ

ードは細分化されたというよりも、「スト

レス」に集約されつつ転換したといえるだ

ろう。また、津久井が指摘するように、そ

の言葉の大衆化された使われ方をみると、

「ノイローゼ」が精神的な状態を限定的に

記述する言語であったことに対して、「ス

トレスの多い社会」といった、「精神」と

「社会」が繋がっている形で、つまり両者

を同時的に表象する装置として「ストレス」

は機能しているところがある（津久井 

2007:119-121）。社会・時代認識とセット
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になった「メンタルヘルス」への関心の高

まりは、「ストレス」という言葉とその大

衆化に象徴されるだろう。 

そして、重要なことは、佐藤の議論に戻

れば、「心の病」に関する報道が、事件や

犯罪としてではなく、誰もが日常的に留意

すべき「健康問題」や「メンタルヘルス」

それ自体として取り上げられるようになっ

たことである（佐藤 2007:194-206）。「ス

トレス」をタイトルに含む書籍も検討した

津久井によれば、ストレスをいかに解消し、

競争社会を勝ち抜くかを説く指南書も多く

見られるようになる。後者は、病気になら

ないという意味での「健康」を通り越して、

より「充実」した、より「幸福」な「生き

方」を志向するものである（津久井 

2007:126-128）。本稿の文脈で注意してお

きたいのは、80 年代の中頃には、ストレス

という言葉を媒介にして、非病気としての

「健康」だけでなく、今日に至る「勝ち組」

フレームと「メンタルヘルス」の問題がす

でに一体化してきていたことである。 

さて、佐藤(2007)の研究からも伺える、

80 年代の変化でもう一つ興味深いことは、

事件報道などで取り上げられる属性が、そ

れ以前の「学生」「主婦」といったもので

はなく、「会社人間」や「サラリーマン」、

つまり、とくに高度成長期以降、日本社会

においてはその数量的な大きさだけでなく、

往々にして社会的存在としての中核性や正

統性を付与された企業従業員（しかも中高

年の）がクローズアップされたことである。

たとえば、佐藤がとくに言及しているのは、

「テクノストレス」という議論だ。 

この用語は、もともとは、アメリカの精

神療法家である Craig Brod が 1984 年に

Technostress を著し、同じ年の 8月には訳

書が新潮社から出版されたところから広ま

った。Brod の著書では必ずしも職場や中高

年層に限った議論をしているわけではない

が、日本では「オフィスオートメーション

（OA）」化の進展という職場環境の変化に

適応できない、とくに中高年の勤労者の問

題としてもっぱら注目されたところがある。

そして、これは佐藤が指摘しているように、

1986 年に通産資料調査会から出版された

『テクノストレスとメンタルヘルス―職場

の対応策』では、従業員の精神的失調は生

産性を低下させるという意味でも問題であ

り、経営的な視点から企業が取り組むべき

課題とされている（佐藤 2007:205）。 

職場におけるメンタルヘルスへの注目や

対応が、働く人々へのケア（福利厚生）の

ためか、それとも生産性向上という企業経

営のためかという議論は、また 後に取り

上げたいが、ここではもう少し、当時の関

心の広まりについて触れておきたい。たと

えば、書籍に注目してみよう。1984 年に精

神科医の小西輝夫が『サラリーマンと心の

健康』を、1985 年にはやはり精神科医の笠

原嘉が『朝刊シンドローム―サラリーマン

のうつ病操縦法』を、そして 1986 年に再び

小西が『バンカー・シンドローム―サラリ

ーマンの心の危機』を出版している。 

小西については、本稿の時期区分では第

Ⅰ期のところで、その議論を多く引用して

いる。企業で精神科医が医療活動を行うこ

とへの批判を多々受けながら、1960 年代中

頃より松下電器で専属の精神科医として勤

務していた小西は、自説を展開し反論もし

た。しかし、強硬な批判が次々と寄せられ

るなかで、専門誌や一般誌においては口を
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閉ざしたという経緯も紹介した通りである。

その小西が 80 年代に一般書を世に出した

経緯については、2 冊目の前書きに記され

ている。 

 

退職の歳、20 年間の経験をまとめて

『サラリーマンの心と健康』という本

を上梓しました。産業精神衛生のガイ

ドブックのつもりでしたから、産業医

や、企業で働く保健婦さん、看護婦さ

ん、ならびに職場の衛生管理者などを

読者に想定してペンを進めました。と

ころが、その書名のせいか、思いのほ

か多くの一般サラリーマンの方々にも

購読していただいたようです。 

サラリーマン生活に役立つ精神健康

増進法のノウハウを期待されたのでし

ょうか。そうだとすれば、そのご期待

には十分添い得なかったのではないか

――と思います。 

そこで、本書は、サラリーマンの精神
メンタル

健康
ヘ ル ス

を、……とくにサラリーマン生活

の危機克服という視点に立って考える

ことを目的に…（後略）。（小西 1986:10） 

 

前著で一般の読者が多かったこと、そし

て「精神健康増進法」が期待されたのでは

ないかという小西の推測は、当時の雰囲気

を推測する上で重要な部分だろう。 

ところで、笠原も著名な精神科医である

が、注目しておくべきことは、両者が「シ

ンドローム」と銘打っている事柄は、ほぼ

限定的に「うつ病」に焦点においているこ

とだ。笠原は、当時の職場の精神保健にお

ける重要なトピックとして、とくに「軽症

うつ病」を挙げており、その早期発見のた

めのサインとして目をつけたのが「朝刊」

であった。 

 

あなたは、今朝、いつものように朝刊

をお読みになったか。……ごくごく初

期の段階ですでに、本人にも、周囲の

第三者にも、ともに早期発見用となる

目印がないものか。そう思って、ごく

ふつうの（中年）サラリーマンの軽い

精神的不調の初期症状に注意をこらし

ていたところ、どうやら「何はともあ

れ朝刊を」という朝の生活パターンの

乱れが一番共通しているのではないか、

と 思 う よ う に な っ た 。 そ こ で

「 朝 刊
モーニングペーパー

症 状
・シンドローム

」などとかってに名

前をつけて、十年くらい前からごく内

輪で使っていたところ、それが弘文堂

の重松編集長のお耳に入って…（後略）。

（笠原 1985:1-8,括弧内は引用者） 

 

 臨床家が内輪で使っていた表現が一般書

の形で取り上げられた経緯にも触れてあり、

その点でも興味深いところがある。また、

小西の「バンカー・シンドローム」も、そ

れまで順調にゴルフコース（それは会社の

比喩といってもよいであろう）を回ってい

た中高年サラリーマンが、中年期に「ふと

した迷いやつまずき」から（小西 1986:12）、

「うつ」という「バンカー」にはまり込む

ことを指している。 

 次節以降で確認することになるが、1990

年代後半以降の「うつ病」の取り上げられ

方が、明瞭に、帰結としての自殺や原因と

しての過重労働あるいはハラスメントと関

連づけられていることを考えれば、「ふと

した迷いやつまずき」という表現は、その
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リスクや環境負荷のもつ強度の一般的な認

識として、まだ緩やかな印象を受ける。実

際、小西に限らず、笠原においてもそうし

た職場における原因がとくに取り上げられ

ることはない。しかし、そうした相違があ

りつつ、すでにこの時期に、職場で十全に

機能し続けることへの不安や、いかにして

機能不全に陥ることを回避するかという関

心が、「うつ」についての精神科医の議論

が求められ消費される形で表出されていた

ことが伺われる。第Ⅲ期の「展開期」を特

徴付けるものとして重要な部分である。 

 

4.4 THPにおけるメンタルヘルスケアをめ

ぐって 

 トータル・ヘルスプロモーション・プラ

ン（THP）は、「事業場における労働者の健

康保持増進のための指針」18にその活動内容

が示されたものである。基本的には、シル

バー・ヘルス・プラン(SHP)の考え方を全年

齢層に適用するものであるが、1988 年に労

働安全衛生法が改正され、その第 69 条に基

づくことで、その実施が事業者に努力義務

として課されることになった。そして先述

したように、SHP に途中から「メンタルヘ

ルス」の項目が加えられたことで、THP に

もその部分が組み込まれることになった。

その指針のなかで示された活動内容は第 4

節（３）メンタルヘルスケアに示されてい

る。 

 

健康測定の結果、メンタルヘルスケ

アが必要と判断された場合又は問診の

際労働者自身が希望する場合には、心

理相談員（改訂後は心理相談担当者）

が産業医の指示のもとにメンタルヘル

スケアを行う。 

なお、本指針の「メンタルヘルスケ

ア」とは、積極的な健康づくりを目指

す人を対象にしたものであって、その

内容は、ストレスに対する気付きへの

援助、リラクセーションの指導等であ

る。（括弧内は引用者。） 

  

 様々な現象や問題を社会的な原因や条件

に関連づけて解釈したり、解決策を考えた

りするのではなく、もっぱら個々人の心理

的な水準に結び付けて記述し解釈していく

傾向を、社会学では心理学化、あるいは心

理主義化という言葉で表現してきた。こう

した視点から見た場合、重要なのは、この

指針はあくまでも個人的な水準で行われる

セルフケアを問題としているということに

なるだろう。実際、このことは産業衛生や

産業精神保健に関わる専門家たちにも指摘

されている。労働衛生に長く関わってきた

皆川はある座談会の席上で THP 自体の問題

性として指摘している。 

 

産業保健活動とは、職場の健康阻害因

を明らかにして、さらにその対策とし

て職場改善を進めていく活動です。THP

という公衆衛生活動は、この産業保健

の基本的なところが抜け落ちる危険が

ある。それが THP の功罪。（皆川他 

2000:90） 

 

 また、同じ座談会で、労働衛生・産業精

神保健を専門とする医師の廣尚典も、労働

環境の整備や作業方法の改善を飛び越して、

THP では「個への働きかけ」が先にきたこ

とを問題として指摘している（皆川他 
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2000:90）。 

こうしたことは確かに確認しておくべき

ことである。また、それに比べれば、セル

フケアを勧奨するのがどのような資格や肩

書きの行為者であるかは、さして重要では

ないかもしれない。しかし、いくつかの理

由から、ここでは「心理相談員」、あるい

は「心理相談担当者」（後に呼称だけ変更

されたが同じ資格）に注目しておこう。 

理由の一つ目は、産業精神保健の取り組

まれ方についての歴史的な変化をみる上で、

よい切り口であるからだ。たとえば、後述

する 2000 年に策定された「労働者の心の健

康づくりのための指針」（旧メンタルヘル

ス指針）では、期待される担い手はまた別

のアクターに移行しており、そのことは少

なくとも行政サイドが取り組むべきと想定

した事柄が相当に変化していることを示し

ている。二つ目の理由は、「心理相談員」

とその役割については、関係する専門家―

―とくに精神科医――集団における見解の

相違が現れやすいところがあり、第Ⅰ～Ⅱ

期でも記述してきた、産業精神保健につい

てのいわば内在的な葛藤を理解する上で意

味があると思われるからだ。 

心理相談員とは、中災防の心理相談研修

（3 日間）を受講すれば取得できる資格で

ある。受講資格もとくに制限されたもので

はなく、「素人でもすぐ取れる。とにかく

3 日間黙って座っていれば資格をくれると

いうもの」と語られるものでもある19。なぜ、

これほど安易とさえ思われる資格の保有者

をメンタルヘルスケアの中核に位置づけた

のだろうか。この点については、まず、SHP

のストレス小委員会から THP の策定にも関

わっていた精神科医・夏目誠の座談会（同

上）での発言が参考になるだろう。 

 

（メンタルヘルスを）やらなあかんと

思っているけどなにをしていいかわか

らへんというのが企業の本音だと思い

ます。その時に「心理相談員」という、

資格ではないけれど資格らしきものが

できたのが一番大きなポイントになっ

た。主に保健婦、看護婦などを対象に、

……「心理相談員」という名称を作っ

た。この名前がエポックだったのでは

ないか。そして心理相談員が担う役割

が「メンタルヘルス・ケア」だと。…

…メンタルヘルスは、……漠然として

いるがゆえに何から始めたらいいかわ

かりにくい面もあった。特にストレス

への気づきへの援助をメンタルヘルス

の大きな柱にしたことが、このストレ

スの時代をかさ上げしたように思いま

す。私も THP のカリキュラム委員を後

半になってやりましたが、心理相談員

の講習会は回線がパンクするくらい申

し込みがたくさん来る。（皆川他 

2000:89） 

  

 端的にいえば、分かりやすさのためであ

った、ということになる。メンタルヘルス・

ケアといわれてもイメージがわかない企業

人たちにとって、心に不調がありそうな人

が相談をする特定の人を職場に配置してお

くといのはきわめて分かりやすい。おそら

く、その先に何がなされるべきであるのか

は未規定であっても、ひとまずの分かりや

すさは生じるだろう。また、企業にとって、

「その人」も特別に雇い入れる必要はさし

あたりなく、 低限の受講条件をみたせば
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誰かが三日間で資格をとってくればいい、

ということであれば受け入れやすい話でも

あるだろう20。 

 もちろん、この 3 日間研修については批

判が多い。やはり同じ座談会で精神科医の

島悟は「『こんなものしようがない』と思

っていた」と述べており、夏目自身も「問

題点をひとつ挙げれば、玉石混淆だという

こと。たった 3 日間の研修で果たして何が

できるかという問題がある」と語っている

（皆川他 2000:89-90）。 

ただし、ここで問題になるのは、そもそ

も心理相談員の役割として何をどこまで期

待するのか、ということだろう。夏目は、

「心理相談員はカウンセリングはしないの

が原則です。 初から、それほど深いとこ

ろを狙ってはいない」と明言している

（ibid:90）。したがって、心理相談員をめ

ぐって意見が分かれるとすれば、そもそも

職場のメンタルヘルスのためには何が本質

的に求められているのか、という部分での

見解の相違にもつながるところがある。 

この部分を多少とも検討しておく上で、

次の資料が参考になるだろう。旧厚生省の

委託研究として産業精神保健研究会（後述）

を中心に、1991 年より「職場における精神

保健医療ネットワーク検討委員会」が組織

されたが、その数度の全体会議で交わされ

た議論が、『産業精神保健』誌上に収録さ

れている。この中でとりわけ、THP の心理

相談員制度を作った「張本人」と自ら述べ

ている河野慶三と、やはりすでに言及した

笠原嘉とのやりとりが注目される（おもに

1992～1993 年の会議）。それは、職場のメ

ンタルヘルスとしてどのような部分がとく

に問題になるのか、問題の性質によって誰

が担うべき事柄なのかといった点について

の議論であるが、両者の議論はほぼ平行線

のまま第 2 回の全体会議まで続けられてい

る。 

筆者なりに両者の噛み合わないポイント

を整理していけば以下のようになるだろう。

河野の立場は、心理相談員が対応できるの

は、ごくごく軽い部分―多少の気疲れとい

ったところ―に限られるし、それ以上の部

分に自ら関与すべきではない。ただ、その

軽い部分について、リラクセーションなど

ストレスコーピングの方法を、つまりは「自

己管理」を教えるだけでも21、職場の取り組

みとしては新しいし、一定の（予防）効果

を期待できる、というものだ。笠原が、心

理相談員というのは「少し軽いケースを対

象にしていると考えていいですか」と問う

たところから、以下の一連の河野の発言に

なる。 

 

笠原先生は「軽いケース」と言われま

したが、我々は「軽いケースもやらな

くていい」と言っています。要するに、

原則として THP では病的な人を対象に

やらなていい。……「健康測定の有所

見者を外せ」と初めから言っているわ

けです。 

 

病人を直接の対象にしないと言ってい

ます。ですから、メンタルヘルスで一

番中心にしているのはストレス対策な

んです。病人じゃないんです。何らか

の問題があっても働いていて、その解

決をはかりたい。その手助けをする仕

組みをつくろうということです。（大

西編 1994a:119） 
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こうした河野の立論に対して、笠原は疑

問を呈する。『朝刊シンドローム』で紹介

したように、笠原は「軽症のうつ病」が職

場において発生頻度においても重要な問題

と考えているので、まずその部分を掬えな

いシステムにどれほどの意味があるのか、

懐疑的であるように読める。 

 

笠原：問題は、そんなに重くない軽症

の精神障害、あるいは軽うつ病患者、

理由もなく無断欠勤する人、会社で

はちゃんとしているが家に帰るとア

ルコールばかり飲んでいる人など、

一昔前とは違う精神障害者への対策

になりつつあるわけです。（大西編

1994c:268） 

 

河野：我々は病気の視点からの対応の

必要性を否定しているわけではあり

ません。企業に専門家が少ないので、

できるところから対応しようとして

いるのです。具体的には、ストレス

をテーマとして取り上げ、その自己

管理を教える仕組みを事業場のなか

に作ろうと考えています。これだと

精神科医や心療内科医もたくさんは

いりません。 

笠原：それは企業が昔からやっていた

ことでは… 

河野：やってないですよ。（大西編 

1994d:340） 

 

このように、「正常」範囲の問題につい

て、ことさらに医療者が「健康」増進的な

体制を構築する必要性について疑問をもつ

と同時に、さらに、むしろそうしたことに

主導的な役割を果たす危険性について憂慮

している。この 後の憂慮の部分が、決し

て十分に論じられてはいないのであるが、

第Ⅲ期において記憶にとどめられるべき部

分だろう。 

 

河野：（対象として健康なのか病気な

のかといえば）労働衛生の現場はや

はり health からです。その場合のタ

ーゲットはストレスです。 

笠原：何度も申し上げて恐縮ですが、

メンタルなストレスマネジメントに

関しては、企業家の方が上ではない

かという気がします。医者のメンタ

ル・ヘルス談義、メンタル・ストレ

スマネージ談義はどうも素人くさい

という懸念を持っているのです。（大

西編 1994d:344） 

 

河野：教育が基本だと思います。……

health oriented な立場では、スト

レスコントロールは一つの方向です。

……職場におけるストレスの要因は

大まかに言えば、仕事の量、仕事の

質、人間関係が重要です。 

笠原：それは何で分かるのですか？ 

河野：アンケートです。 

笠原：私が敢えてくどくど言っている

のは、医者が health oriented な面

から問題に入っていく時には、慎重

に慎重である必要があるということ

なのです。（大西編 1994d:346） 

 

 この笠原の懸念ないしは憂慮は、「疾病

対応を通じて健康に寄与」するのではなく、
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「健康な人間がより健康に」という意味で22、

health oriented である THP とは、実のと

ころ、労働者のためというよりは、「基本

的には、企業のためにあるのですか」とい

う問いかけに端的に表れている。当然、河

野は即座に「いや、違います。しかし、結

果的には企業にも役立つことが必要です」

と答えるわけであるが（大西 1994d:345）、

そうした論理が成り立つ条件や危うさにつ

いて笠原が腑分けして見せることはなかっ

た。そのため、笠原の「慎重に慎重である

必要」とはどこから生じてくるものである

のかは判然としないままであり、河野と議

論は噛み合わないままに終わった感がある。 

補足すれば、この会合のちょうど 2 年後

にやはり同じ検討委員会が開かれ、そこで

また同種の問題が論じられている。「疾病

モデル」ではなく、「健康モデル」で職場

の精神保健を進めようという議論もあるが、

実際にはそうした発想は臨床的にはないと、

ある精神科医が発言したことに対して、河

野は以下のように語っている。 

 

健康モデルが、実は危険だということ

は皆さん身体的な面で分かっていると

思います。WHO も健康を規定すること

をやめてしまいました。政策的に見た

場合、例えば、成人病という病気をタ

ーゲットに据えて、成人病でない状態

にする、糖尿病にならないようにする

ことが一つの健康の方向だと考え、ラ

イフスタイルの問題、運動の問題、栄

養の問題などを考えるわけです。です

から、メンタルな面でも何かを持って

くる必要があります。行政はストレス

を持ってきて、ストレスによる健康障

害が幾つか想定され、それを防ぐため

に具体的に何をしたらいいかを考える

のです。したがって、健康モデルとい

う考え方はあまりとりたくない。 

 

 この発言においては、様々な成人病に共

通するような因子や状態が挙げられてはい

ないので、その対応関係が捉えにくいが、

基本的には、ストレスは成人病に当たる回

避すべき状態とされているようだ。そして、

こう解釈すると THP は健康モデルではない

ということになるようであるが、「ストレ

ス」がマジックタームになってはいないだ

ろうか。 

議論を戻そう。おそらく、疾病から入っ

ても、健康から入っても、生産性を維持・

向上させるという意味では企業に「役に立

つ」ことになるであろう。だが、とくに健

康から入ってより仕事ができることへと駆

り立てられるならば、それは働く人々にと

って「役に立つ」ことになるのか、むしろ

消耗へと導くことになるのではないか、そ

してその駆動力として医学や医者が機能す

ることになるのではないか。もし、笠原が

憂慮した理由がこのようなものであれば、

それはたとえばセルフ・コントロールの強

化に関する社会学的な議論とほぼ重なって

くるものであろう。 

 

4.5 専門家集団における活性化と議論の

特徴 

 行政による取り組みやストレスへの社会

的関心の高まりと呼応する形で23、メンタル

ヘルスに関わる専門家集団の産業精神保健

についての取り組みが活性化してきたのも

この時期である。とくに注目しておきたい
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のは、日本精神神経学会が再び「産業精神

医学」や「職場における精神保健」を 80 年

代中期以降に取り上げ出したことと、90 年

代前半には多職種の会員を集めた日本産業

精神保健学会が発足したことである。 

 日本精神神経学会では、1966 年に職場の

精神衛生をテーマとした「精神衛生管理研

究会」をその内部に立ち上げたものの、第

Ⅰ期で詳述したように、様々な批判のなか

で、1973 年以降は自然消滅させてしまった

経緯がある。1985 年には、小此木啓吾を中

心に『産業精神医学』が編集・出版され、

50名以上の多くの精神科医が執筆者として

加わっており、その意味では、10 年以上の

時を経て、いわばタブーが解除されたよう

にも思われる。 

 ただし、学会としてこのテーマを取り上

げたのは、その 2年後の 1987 年であり、小

此木啓吾が学会総会において教育講演「産

業精神医学の課題」を行ったのは、一つの

画期を成しているのではないだろうか。翌

年の総会になるとシンポジウムの一つとし

て「産業における精神医療とその問題点」

が企画され、その年の『精神神経学雑誌』

には、報告者 4 名の論文と討論の模様が掲

載されている。 

 2000 年代以降の議論、たとえば、同じく

精神神経学会の 2005 年総会で、荒井稔が

「産業領域におけるメンタルヘルス対策と

精神障害」と題して教育講演を行い、翌年

の総会でシンポジウム「労働者のメンタル

ヘルスの現状と課題」が開かれたが、それ

らの報告論文を読むと、1980 年代のものは

当然のことながら顕著な違いがある。 

比喩的な表現になるが、80 年代の議論に

は、「職場の精神保健活動」といういわば

円の内側に踏み込む直前の、まだ外側の視

点がなんらかの形で保持され、提示される。

それは、60 年代末に顕著であった批判――

「企業の御用精神科医」といった――を意

識せざるをえないという面もあろうが、こ

の時期における重要な内省的な視点といえ

るだろう。たとえば、小此木は 1987 年の教

育講演のなかで、精神科医が産業場面に求

められるようになった時代認識を示してい

る。 

 

世の中の時代風潮の大きな変化と同時

に、高品質・高管理という言葉で示さ

れるような、職場の職員がストレスに

負けないような、それを乗り切って生

産性を向上することができるような活

力をいかにして開発するかといった、

旧来ならば産業心理学や人事管理面で

行っていたはずの精神面のかかわりを、

メンタルヘルスの名のもとに、精神科

医や心理学者にも協力を期待するよう

な動向が高まっている。（小此木 

1987:933） 

 

 小此木はそうした時代認識を示した上で、

「産業精神医学の問題点」を二つに分けて

論じているが、共通する問題意識としては、

なんらかの精神的不調を抱えた者を職場か

ら排除する装置になってしまう危険性を指

摘することにある。旧国鉄の常勤精神科医

としてキャリアの長い春原の議論を参照し

た部分を引用しておこう。 

 

春原氏は、精神障害者に対する管理

と、広義の精神健康管理について明確

な区別を行うことがとても重要だとい
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うことを指摘している。精神障害者の

管理に対しては、あくまでも精神医学

的な判断と処理が第一義的であり、し

たがって、直接に労務管理の対象とな

る事柄ではない。この点を誤ると、精

神健康管理が人事管理の手段として利

用され、精神障害者や不適応者をただ

職場から排除するために悪用されるお

それがあるという事実を厳しく警告し

ている。 

 この戒めは、恐らく産業精神医学と

いうものの機能をわれわれ精神科医が

考える上で も重大な指摘ではないか

と考えられる。（小此木 1987:935） 

 

 もっとも、第一義とされる「精神医学的

な判断と処理」が、もとより近代的な排除

の論理であるという批判もありえよう。た

だ、この講演で小此木も言及しているが、

加藤正明24の「疾病性と事例性」という議論

がある。疾病であることと事例となること、

つまり職場で問題とされることとは別の事

柄でありえ、両者は区別されるべきである

というものだ。後者を規定するのはその職

場の価値基準となる。この職場基準に精神

科医が抵抗する、あるいはそうできるかは

場合によるとしかいえないが、少なくとも

医学的な正常／異常の線引きが一般的に社

会生活の可能性を決定するとは、当の医療

者たちも考えてはおらず、むしろ医学的線

引きが職場の価値基準に合わせて援用・濫

用される危険性が反省的に再三論じられて

いたことには注意を向けておきたい。 

 また、1988 年のシンポジウムで報告役を

務めた広瀬徹也は、この時点でも、また現

在からみても注目に値する指摘をして報告

を終えている。 

 

後に産業精神科医の任務は精神衛生

管理にあるとするこれまでの一般的な

姿勢は誤解と危険を招くだけであり、

代わってメンタルヘルスサービスを旨

とすべきことを提唱したい。産業精神

医学はあくまでも第一次予防を本務と

すべしとの意見もあるが、現状では精

神衛生管理となる怖れがあるので、第

二次、第三次予防につながる相談・治

療・復職サービスを中心に行うことが

現実的で実り多いものと考える。（広

瀬 1988:892） 

 

 先ほど言及した加藤は、産業精神保健に

ついて 1960 年前後から積極的に論じ、その

なかで先ほどの危険性について注意を喚起

しながら、一次予防を長らく称揚してきた25。

また後述する山田(2008,2011)が検討して

いる EAP 企業などは、まさに生産性向上に

結びつくことを謳う「精神衛生管理」を売

り物にしているわけである。このなかで、

広瀬が医療者として関わるのは、二次・三

次、つまり治療や復職支援を中心にすべき

だと論じたことは興味深く、また、前小節

で問題にした、health oriented であるこ

とに対する笠原嘉の憂慮と重なるものであ

ると考えられよう。 

 さて、本節の 後に、「日本産業精神保

健学会」について触れておこう。初代会長

の加藤(1993)によれば、1989 年に、当時日

本鋼管の産業医であった島悟から「産業精

神保健研究会」を作ろうという申し出があ

り、それがきっかけとなったという。THP

が開始された翌年ということになる。第Ⅰ
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期でその回想録から引用した人物も多いが、

1992 年まで、早期から企業に産業医として

勤めた経験のある精神科医らによる講演会

を、ほぼ隔月のペースで開催している。 

1991 年より、旧厚生省が委託し、国立精

神・神経センター精神保健研究所の藤縄昭

が班長を務めた「職場の精神保健に関する

研究」が、主にこの研究会によって担われ

ることになった。12 企業の労働者を対象に、

ストレスモデルに従った要因分析を行うな

どの調査研究がなされたが、前小節で言及

した笠原と河野のやりとりは、この委託研

究の一環として開かれた会合の記録である。

そして、1993 年には研究会が学会となった。

研究会の当初より委託研究等を通じて行政

との関わりも深く、第Ⅳ期に入るが大部の

ハンドブックやマニュアルも編集しており、

産業精神保健の領域では現在に至るまで中

心的な組織となっている26。 

同じく 1993 年には、やはりこの分野のも

う一つの中心的存在といえる「日本産業ス

トレス学会」も発足しており27、産業精神保

健をめぐる取り組みがさらに興隆していく

組織的な条件がこの時期に相当程度準備さ

れたといえるだろう。 

 

 

５．第Ⅳ期「拡充期」 

―1990 年代後半～2000 年代― 

  

5.1 行政による取り組みの加速化と高密

度化 

 前節で言及したように、1990 年代前半に

産業精神保健研究会が中心となって受託し

た「職場の精神保健に関する研究」は、旧

厚生省が委託したものであったが、80 年代

末に THP を策定した旧労働省も委託研究を

行っている。とくに、1995 年より 1999 年

まで「作業関連疾患の予防に関する研究」

の一部として、本稿でもたびたび言及して

きた加藤正明が班長を務めた「労働の場に

おけるストレス及びその健康影響に関する

研究」は大がかりなものであった。付言す

れば、この委託研究を継続時期からみて時

期区分としてはⅣ期に含めたが、少なくと

も委託当初の課題意識としてはⅢ期に属す

ると見てもよいだろう。 

さて、この班内に「健康影響評価グルー

プ」「ストレス測定グループ」「ストレス

対策グループ」などが組織され、2000 年 3

月には 400 ページを超える報告書が出され

ている。この報告に基づいて作成された「職

業性ストレス簡易調査票」や「仕事のスト

レス判定図」は、その後に使用マニュアル

も作成され、現在でも厚労省が「具体的取

組で活用するためのチェックリスト」とし

て掲げているものである。 

この研究班に属したメンバーが、たとえ

ば日本産業精神保健学会の学会あるいは学

会誌において、90 年代後半には盛んにスト

レス関連のシンポジウムを企画・開催して

おり、いわば政策的にストレス研究（とく

に医療者を中心とした）が推し進められた

ことが見てとれる。事実、上述の研究班で

副班長を務めた下光輝一（東京医科大学）

が、2007 年の『日本医師会雑誌』に収録さ

れた座談会で次のように述べていることは

注目されよう。 

 

国などの行政の施策と学会の研究活動

の間に大きなギャップがある。つまり、

ポリシーとサイエンスのギャップが大
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きいということがどの分野においても

いつも言われていることですが、この

ストレスとメンタルヘルスの領域では

サイエンス、ポリシーギャップがほか

の領域に比べてかなり少ないのではな

いかと私は思っています。メンタルヘ

ルスに関して国の施策を立案する行政

を行う人たちが、ストレス研究者たち

に対して政策を進めるうえで解決すべ

き諸問題を投げかけ、そのための研究

費を助成するなどしております。また、

研究者のほうも施策の立案や展開に役

立つような研究成果を出すよう努力す

るというように、学会の研究活動と国

の施策との連携が比較的うまくいって

いるのではないかと思います。（久保

他 2007:12-13） 

 

この傾向は、たとえば、自殺予防対策と

して、厚生労働科学研究費補助金に基づき、

2005 年より「自殺関連うつ対策戦略研究」

（のちに「自殺対策のための戦略研究」に

名称変更）が始められたことに象徴的に現

れている。とりわけその出発点においては、

山田(2008)がまとめているとおり、「自殺

とうつ病について調査によって実証的に明

らかにし、自殺率の減少とうつ病予防に寄

与すること」を目的にしたものであるが、

この研究には、5年間で 10 億円程度の予算

が投入されている。 

 さて時間の流れをもとの地点に戻せば、

委託研究という一般的には目に触れにくい

取り組みから、行政による取り組みがより

顕在的になり、加速化・高密度化していく

のは、1990 年代の末からである。羅列的に

なるが、公表された指針や法令について簡

略に確認しておきたい。 

まず、1999 年 9 月、旧労働省から「心理

的負荷による精神障害等に係わる業務上外

の判断指針」が公示された。これはそれま

での「心因性精神障害の業務上認定に際す

る留意事項」に比べると、精神障害そして

それに起因する自殺について労働災害とし

て認定される要件を緩和したものといえる

28。 

翌 2000 年の 8月には、「事業場における

労働者の心の健康づくりのための指針」が

公表される。前年 5 月より検討会が組織さ

れ、その報告に基づくものである。企業内

（外部資源も取り入れた形での）のメンタ

ルヘルスケアの「メニューを包括的に示し

た」もの、言い方をかえれば「総花的とも

取れるような感じ」の指針ではあるが、「こ

れからがメンタルヘルス元年みたいな感じ

かなという印象を持っています」と検討会

のメンバー自身が語っている29。内容につい

ては再度言及するが、関連事業も多く、た

とえば「職場におけるメンタルヘルス対策

の事業者等支援事業」などが翌年には創設

されている。 

さらに 2001 年の暮れには『職場における

自殺の予防と対応』という小冊子を公表し

大量に配布している。ただし、この自殺を

テーマにした取り組みは、職場に限られる

ものではなく、厚労省社会・援護局に設置

された有識者懇談会が検討したものとして、

2002 年には『自殺防止対策有識者懇談会報

告』が、同じく社会・援護局から 2004 年に

は『地域におけるうつ対策検討会報告書』

が公表されている。そして、2006 年には、

NPO 法人ライフリンクが牽引役となり議員

立法によって「自殺対策基本法」が 6 月に
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成立30、10 月に施行された。2005 年には大

型の研究プロジェクトが立ち上がったこと

は既に記したとおりである。 

 より職場に限定された議論に戻れば、

2004 年に厚労省より「心の健康問題により

休業した労働者の職場復帰支援の手引き」

が公表された。それに先立つことになるが、

2002 年には、障害者職業綜合センターにお

いて、「在職精神障害者の職場復帰支援プ

ログラム」（通称リワークプログラム）が

開始されている。職場のメンタルヘルスと

いうことでは、おそらくもっとも実際的に

関心の高いトピックではないだろうか。 

 そして、第Ⅳ期の山場といえる「労働者

の心の健康の保持増進のための指針」が、

2006 年 3 月に公示される。この指針（新メ

ンタルヘルス指針）は、2000 年の「心の健

康づくりのための指針」（旧指針）を基本

的には踏襲しているが、2005 年に改訂され

た労働安全衛生法に基づく指針として打ち

出されるなど顕著な特徴をもつものである。

その後も、2011 年 3 月に至るまで、労災認

定基準として新たに考慮すべき項目の検討、

心理的負荷評価表の再検討などが続けられ

てはいる。しかし、その実効性などについ

ての評価は分かれるところであろうが、こ

の新メンタルヘルス指針は、この時期の行

政的な関心の高まりの主たる帰結でもあり

象徴でもある。この指針について関係者た

ちが論じたことは、重要な観察ポイントを

形成しているといえるだろう。 

 

5.2 この時期の背景 

―その１：自殺者数の急増― 

 この時期に、なぜ行政対応が急速に進め

られたか。その背景については、各種検討

会などに参加した複数の委員や行政官が語

る通り、1990 年代後半における自殺の急増

と、やはり同時期に「過労自殺」裁判で行

政側あるいは企業側が 高裁で敗訴するケ

ースが相次いだことが挙げられるだろう31。

後者について補足すれば、精神疾患につい

ての労災申請件数は 90 年代に入って急上

昇するが、1996 年の 2件の原告側勝訴によ

って申請数はさらに倍増する。 

 自殺件数の推移について多くを述べる用

意はないが、図１・２に示したように、と

くに 1998 年に生じた件数の突然ともいえ

る増加は、社会的に大きな反響を呼んだ。

警察庁の統計をみると、1970 年代末には 2

万 1千件ほどで、90 年代初頭まで、ほぼそ

のレベルで推移していた。そこから徐々に

増加し、1997 年には 2万 4千件を超えてい

る。ところが、1998 年には一挙に 3万 3千

件に迫っており、翌 99 年には 3万 3千件を

突破している。その後、多少の増減はある

が、ほぼこのレベルが維持されてしまって

いる32。 
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 この激増の背景については、たとえば内

閣府経済社会総合研究所が京都大学に分析

を委託している。その報告書によれば、多

角的な統計解析の結果、バブル崩壊後、こ

の時期になって顕著な形で具現化した雇

用・経済環境の悪化である可能性が高い。

1998 年 3 月決算期前後の失業・倒産の増加

と平行して男性自殺者数が急増したことが

確かめられている。そのメカニズムとして

は、1997 年から 1998 年にかけて、経営状

態の悪化した金融機関による「貸し渋り・

貸し剝し」が中小零細企業を多く破綻に追

い込んだことが、自営層の自殺に大きく影

響したこと。あるいは、経営状況の悪い企

業が人員削減により無職者を増加させると

ともに、被雇用者へのリストラ圧力となり、

そのことも自殺率を高めたであろうこと、

これらのことが結論的に述べられている

（京都大学 2006:83-84）。 

 こうした分析は、当然、1998 年に自殺件

数が激増した男性、そして中高年層の置か

れた社会的状況を捉えたものであるが、こ

の「構造的」な把握に対して、厚労省が「職

場における自殺の予防と対応」に関連して

打ち出していったことが、とりわけ「うつ

病」に照準した「メンタル・ケア」であっ

たことは、確かに批判的な評価も招くもの

ではあろう33。ただし、産業・労働に関わる

行政的取り組みの総体がここに一元化され

ていたと断定できる経験的な裏付けも筆者

は持たないため、この角度からの評価は、

少なくとも現時点では留保しておきたい。 

 ここでは、次の 2 つの点を確認しておこ

う。まず、自殺件数の急増は、国の対応を

求めるメディア論調を生み出したことだ。

たとえば、1998 年内の統計が出る前に、朝

日新聞は「働き盛りの男性自殺急増 国レ

ベルの予防体制急げ」と論じている。その

中で、日本での予防対策は進んでおらず、

「『自殺予防は重要なテーマ』という厚生

省だが、研究は一件しかない。……労働省

も、『自殺が急増する中高年へのアプロー

チは必要と考えている』（労働衛生課）と

関心を示すが、職場でのメンタルヘルスに

関する研究などがあるのみだ」と批判的に

書かれている（朝日新聞 1998/6/12）。 

 では、その世論の圧力は、対応策として

「うつ病」の予防・対応を求めたものであ

ったのか。この点が確認しておきたい二つ

目の事柄になる。結論からいえば、当時そ

うした圧力は必ずしもなく、むしろ厚労省

と厚労省がこの問題について「専門家」と

認めた精神科医を中心とした集団が、自殺

と「うつ」をセットで認識するフレームを

先導するように打ち出していったところが

ある。 

図 3 は、見出しに「自殺」と「うつ」が
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ともに含まれている新聞記事の件数を 1997

年から 2010 年までカウントしたものであ

るが、90 年代にはほとんどなく、2003 年頃

より、「うつ」が「自殺」と強くリンクさ

れ出したものと思われる。ただし、先述の

朝日新聞の記事も含め、「倒産やリストラ」

が中高年を襲ったという経済動向への言及

もありつつ、コメントを求めた専門家とし

ては、主として精神科医やカウンセラーで

あり、この問題をメンタルヘルスケアとい

うフレームに収めていく条件は確かに存在

していた。図 3 から推測されるのは、行政

対応のフレームと一般メディア上のフレー

ムが、顕在的な行政対応が進められるよう

になったこの 10 年ほどの間に、「うつ」と

いうキーワードにおいてよりコンパクトに

収斂してきたことであろう。 

 

 

このことには、やはり注意を向けておくべ

きだろう。NPO 法人ライフリンク代表の清

水康之が自らのブログで興味深い経緯と重

要な指摘を行っている。清水は、先述した

5 カ年の研究プロジェクトである「自殺関

連うつ対策戦略研究」に、研究評価委員の

一人（唯一の「非医療関係者」）として参

加した。プロジェクト開始時の 2005 年 11

月の評価委員会に出席した清水は、そこで

プロジェクト名を改称することを強く提案

することになる。 

当初より、研究テーマは「地域特性に応

じた自殺予防地域介入研究」と「うつによ

る自殺未遂者の再発防止研究」の二本立て

であるにも関わらず、現在の名称は、簡略

化すれば「うつ研究」にしかならない。し

かし、自殺が起きない地域社会づくりに関

する研究が「うつ」研究に限定されるべき

ではなく（このことは WHO や厚労相諮問機

関がまとめた提言などでも明らかだ）、あ

たかも「自殺対策はうつ対策がすべて」の

ような誤解を与える名称は適当ではない、

というのが清水の主張の骨子である。その

上で清水は、精神医学的な個人対応モデル

の席捲は、社会総体的な対応の必要性への

感度を押し下げるものであり、「精神医学

にできることの限界をもっと周知していれ

ば、こうした研究だってもっと早くに実施

され、自殺で亡くなる人を少しでも減らす

ことができてきたかも知れない」とも述べ

ている。このとき、評価委員長からは「う

つよりも自殺対策」に重点があること、そ

して厚労省の行政官からは「うつ対策から

自殺対策に重点がシフト」していった経緯

に関する説明もあったという34。 

その結果、この研究プロジェクトでは、

翌年の 3月に「自殺対策のための戦略研究」

へと名称が改められた。しかし、図 3 にみ

られるように「自殺」と「うつ」をセット

にするフレームはより一般化されてきたよ

うに考えられるところもある。そのなかで、

「職場における」対策としては個人対応モ

デルを超えるものが打ち出されているのか、
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図３ 「自殺＆うつ」の見出

し記事件数

(朝日新聞と読売新聞）
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あるいは今後そうした方向にさらに議論が

進むのか、そうした問題は注視していくべ

き事柄といえよう。 

 

5.3 この時期の背景 

―その２：過労自殺裁判― 

5.3.1 高裁判決とその影響 

 2000年前後より行政対応を加速化させた

背景としては、90 年代に「過労自殺」裁判

が急増、そして行政や企業が立て続けに

高裁等で敗訴となったことがより重要かも

しれない。「心理的負荷による精神障害に

係わる業務上外の判断指針」が 1999 年に発

表されたことは既に述べた通りであるが、

そのための「精神障害等の労災認定に係わ

る専門検討委員会」は、1997 年 2 月に発足

している。その後の改訂に関わる検討委員

会にも参加しており、この問題に詳しい精

神科医の黒木が経緯を明瞭に述べている。 

 

平成 8年度(1996 年度)に 2件の新入社

員の自殺が大々的にマスコミ等で報道

されたが、この 2 事例に関しては、当

初労働省は労災認定を否定したにもか

かわらず、訴訟事件にまで発展した結

果、……自殺労災申請急増の契機とな

った。……この二つの事案を契機に労

働省労働基準局補償課職業病認定対策

室は本省内に平成 9 年以後精神疾患に

関する委員会を発足させ、事例ごとに

業務上外の検討を行ってきたのである。

（黒木 2001:104-105） 

  

 ここで述べられている事例とは、「神戸

製鋼所・短期反応精神病自殺事件」と「電

通・うつ病自殺事件」を指している。多少

とも正確を期せば、前者は、黒木が別所で

述べている通り、「労働基準監督署、労働

基準局、労災審査会で一貫して業務外」と

判断されたが（黒木 2000:5）、行政訴訟に

よって業務外の一連の判断が違法とされた

事例である。しかし、後者については、労

災申請に対する判断が下される前に、企業

の責任を問う民事訴訟の一審で原告側が勝

訴し、さらに二審でも原告側勝訴（ただし

過失相殺を適用）したのちの三審、 高裁

に係属中に、東京労働基準監督署が労災と

認定している35。 

 すでに、これらの事例やその他の過労

死・過労自殺に関する経緯や訴訟における

主要な論点を解説する記録・研究は多い。

とりわけ熊沢(2010)は、膨大な資料に基づ

き、多くの事例を問題ごとに整理しつつ紹

介し、この「過労」の背景に横たわる企業

そして社会全体の問題を説得的に描き出し

た大変な労作である。ここでは、こうした

優れた先行研究に依拠しつつ、とりわけこ

の二つの事例と、それによって新たに策定

されることになった「業務上外の判定指針」

について、産業精神保健をめぐる議論とそ

の動向に与えた影響という観点から説明を

加えておきたい。 
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影響の大きさという点については、精神

障害等の労災補償状況に関する厚労省発表

データに基づく図４・５をみるだけで、ひ

とまず確認できるだろう。労災請求の件数

は、様々な要因によって変化しようが、労

働現場の実態とともに、請求という行為を

可能にする条件、さらにそのなかに含まれ

るともいえるが請求の結果として認定され

うる可能性についての認識が大きくかかわ

っているものと考えられる。とくに二つ目

を可能にする条件についていえば、1988 年

6 月より、労働関係の弁護士たちが「過労

死 110 番」活動を開始したことによって大

きく変化した。しかし、「精神障害」にか

かわる部分では、請求件数もごくごく限れ

たものであり、1994 年になって年間 10 件

を超える状況であった（ちなみに、脳・心

臓疾患の労災請求は同年 400 件を超えてい

る）。1996 年でも 18 件に限られる。しか

し、上述の 2 事例で原告側が勝訴した翌年

の 1997 年には、41 件と一挙に二倍以上に

なる。 

そして、「業務上外の判断指針」がその

年の 9 月に公表された 1999 年には、実に

155 件となる。その後は図 5 にみる通り、

少なくとも請求件数は急増の一途を辿り、

2009 年には 1136 件となる。このことは、

国はその監督責任を問われると同時に、認

定の判断にかかわる膨大な行政コストを背

負い込むことを意味し、企業はたとえ損害

賠償の形でないにせよ、確実にその責任と

社会的妥当性を、かつてとは比較にならな

い頻度で問われることになることを意味す

る36。この圧力を抜きにして、国や企業のそ

の後の「メンタルヘルス」についての関わ

り方やその変化を解釈することはできまい。 

 

 

また、次の点も補足が必要であろう。図

4をみると、前節でも紹介した 1984 年の設
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計技師の自殺未遂が労災として認定されて

以降、1996 年まで、5件の認定事例がある37。

こうした事例があると、翌年の申請件数は

多少増えることもあるが、しかし神戸製鋼

所や電通の事例のような急増を惹起するこ

とはなかった。それは、この 5件の職種（騎

手、運転手 2 名、溶接工、潜水工）と密接

にかかわるが、どの事例も物理的な事故が

精神障害の原因と認定されたものであり、

いわゆる精神的ストレスや長時間に渡る過

重労働といった事柄が要因として認定され

たわけではなかった。その意味でも、1996

年に判決が出た神戸製鋼所と電通の事例に

ついては、他の事例とは異なる点を中心に、

ごく簡略にではあるが説明を加えておく必

要があるだろう。 

 

5.3．2 神戸製鋼所事件とその含意 

まず、神戸製鋼所の事例であるが、被災

者の山川さん(24 歳)が自殺を遂げたのは

1984 年のことであった38。入社後 1 年も経

たない研修中に、本社と電話による通信も

困難であるインドのとある地域に赴任する

ことになるが、現地企業とのトラブルに一

人で対応せざるをえない状況に追い込まれ

る。遺族は、その年の 11 月には、この自殺

を業務上の災害として遺族給付支給の申請

を行った。しかし 1985 年には労基署は不支

給処分の決定をし、1988 年に審査請求棄却、

1991 年には再審請求も棄却された。同年、

この行政の判断を不服として、遺族は行政

訴訟を提起する。この当時、行政判断を覆

す判例はなく、なによりストレス自殺への

労災適用は先例がなかった。 

争点としては、被災者が精神障害に罹患

していたか、それが業務に起因するものか

という点がまず問われ、さらに問題になる

のは、この「自殺」が労災と認定されるか

という点であった。労災保険法 12 条のなか

で、労働者の「故意」による事故は労災の

対象としない旨規定している。つまり、そ

こに労働者の自由な意思が介在する限り、

その行為（たとえば自殺）は労働者に帰責

されるべき事柄であり、業務に起因すると

は判断しえないということである。それゆ

えに労働省の通達においても、心身喪失状

態（自由意思の不在）での自殺のみ例外的

に労災と認めるとされていた39。この点につ

いて、遺族側は、たとえその自殺が「外形

的には労働者の意思的行為と見られる行為」

であっても、その行為が業務に起因する「精

神障害の症状」として認められる場合には、

自由意思に基づくとは言えず、それはあく

までも業務に起因する災害として認められ

るべきであり、「『心神喪失』の状況にあ

ることを絶対的要件」とすべきではない、

と主張した。 

この点について、裁判所は、本件の自殺

は「精神障害により心神喪失状態にあった

ということができる」とすることで、「心

神喪失」の有無は本質的な問題ではないと

いう意味での要件論についての判断はしな

かった。もちろん、この判断によって、行

政の業務外認定を覆して労災と認めた初の

事例となったわけである。しかし、「あっ

さり」と心神喪失状態と認定してしまうこ

とで、従前の労働省基準を超えるものでは

なくなり、それゆえに「精神障害等に係わ

る業務上外の判断指針」が出されるまでに、

3 年以上の時間が過ぎることにもなった、

と宗万=川合(2000)は述べている。この宗万

らの意味するところは、専門外の者からみ
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るといささか分かりにくいが、裁判所が要

件論を少なくとも結果的には回避したこと

で、その点の法的解釈の変更に水路付けが

なされなかったゆえに時間がかかったとい

うことになるのかもしれない。山川さんの

精神的失調が業務上とされた時点で、労働

省は認定基準の見直しに乗り出さなければ

ならなくなった――翌年からそのための検

討委員会が招集される――ものの、「心神

喪失状態」が従来通り要件とされたという

ことで、この点についての議論のいわば余

地ができてしまったということであろうか

40。 

しかしまずこの事例について注目すべき

は、自殺に関する論議ばかりでなく、宗万

らが「判例」として高く評価しているとお

り、「裁判所の具体的できめ細かな認定方

法」になるであろう。これも宗万らが述べ

ているが、被災者の直面したトラブルだけ

を抜き出せば、「客観的には自殺の原因と

なるような重大なトラブルとは言いにくい」

ものであった（宗万=川合 2000:57-58）。 

筆者は、この点は、明瞭なる過重労働が

背景となる電通事件以上に、労働省に対し

て大きなインパクトを持ち得たのではない

かとさえ推測する。この一見すると軽く思

えるトラブルについて、裁判所が示したの

は、通信にも事欠く異文化の地でビジネス

を行うことの負荷の大きさが――諸他の企

業の経験や取り組みに鑑みても――きわめ

て大きいこと、そして研修期間中に過ぎな

い若手社員がサポートも得られない場合に

置かれる苦境とストレスがやはり甚大なも

のであることであった。このように、自殺

が生じた文脈を十分に配慮することで、「業

務上」であることが認定されたわけであり、

労働省としてはここに対応していく必要性

に迫られたはずだ。 

 

5.3．3 電通事件とその含意 

さて、次の事例に移ろう。電通事件は、

1991 年に 24 歳の男性が、記録でわかる範

囲でも、8 ヶ月間ひたすら長時間労働を強

いられ、 後の一ヶ月には 3 日に一度は徹

夜という「常軌を逸した長時間労働」（一

審判決の表現）の結果、疲労困憊し、うつ

病を発症し、そして自死に至った事件であ

る。その間には、上司からの明らかなハラ

スメントもあった。遺族は 1996 年に電通に

損害賠償を求める民事訴訟を起こす。この

事例でやはり注目すべきは、企業の安全配

慮義務が精神疾患について従来より広く、

かつ厳しく問われたことだろう41。 

被災者の長時間労働と体調不良や精神的

変調を知りながら、なんら実質的な対応を

とることなく、なおざりな指導をしただけ

の、否、その後も仕事を増やしさえした上

司が複数いた。一審では、企業に対して、

「（上司たちの）安全配慮義務の不履行に

起因して、一郎（被災者）が被った損害を

賠償する義務があるというべきである」と

明瞭に断じている。1997 年の二審では、原

告勝訴としながらも、被災者の性格や遺族

の対応にも問題をみとめる過失相殺を適用

した。しかし、2000 年の 高裁判決では、

改めて企業の安全配慮義務違反が強調され、

さらに二審の過失相殺適用には「違法があ

る」と完全にこれを否定している。この裁

判の画期的意義として、弁護士の岡村親宣

は次のように述べている。 

 

事業者の労働者に対する蓄積疲労等に

協力者研究報告書（荻野 達史）

－ 521 － 



よる労働者の心身の健康破壊を防止す

べき注意義務を肯定し、この注意義務

の懈怠である過失と被災者のうつ病罹

患・自殺との相当因果関係を認め、我

が国裁判史上初めて過労自殺の企業責

任を認めたことにその画期的意義があ

る（岡村 2002:423） 

 

 電通事件の 高裁判決が下って間もない

頃、『産業精神保健』誌上に、この判決を

めぐって開かれた座談会の様子が、「特別

企画」として収録されている（大西他 

2000:83-97）。この事例がもつインパクト

を象徴するものでもあるが、そのインパク

トを内容的により明確に理解するためにも、

そして産業精神保健に関わる一部ではある

が有力な精神科医たちにとって、それがど

のような意味をもつものであったのか――

より厳密にはどのような語りを引き出すも

のであったのか――を知るためにも、この

座談会の席上で交わされた議論に注目して

おきたい。ここで特記すべきは、電通事件

の 高裁における 終局面で、企業側弁護

人を務めた安西愈が出席していることであ

る。 

 まず、 高裁の判断が安全配慮義務の範

囲を拡大したことがやはり議論の導入とな

った。前節で 80 年代の労働省で THP 策定に

関わった河野慶三が、この当時は富士ゼロ

ックスの産業医として切り出している。 

 

現場で健康管理をしている立場では厳

しい判決だと受け止めています。こう

いう判断がされると、 高裁の判決で

すから企業・事業者にはこれを順守す

る義務が生じます。それに対して私た

ちは産業医としてどう技術的なサポー

トをしていくかが問われます。……「業

務と密接な関連を有する」ものの「直

接起因はしていない」健康上の問題に

対しても、この判決では新しい考えが

示されています。安全配慮義務からみ

ると、その範囲が非常に拡大したとい

うことです。（大西他 2000:87） 

 

配慮義務の対象が「業務起因」性から「業

務関連」性に拡張されたことにまず目を向

けたものであるが、弁護人であった安西が

発言を始めると、会社側の管理責任と労働

者の自己管理責任との対立軸が一気に議題

の中心になっていく。 

安西の発言には、筆者からみると、様々

な項目が入り交じるところがあり、いささ

か論理構成がわかりにくいところがある。

しかし、論旨としては、およそ以下のよう

になるだろう。会社側責任が問われるポイ

ントとして、労働者が精神疾患になる可能

性についての所属長の予見可能性の問題と、

予見できた場合の結果回避可能性、この二

つが問題となる。しかし、どちらも困難で

ある。 

予見可能性についていえば、本人からの

業務軽減要求や「健康管理上の対応」要求

といった明確な申し出がなければ、「プラ

イバシーの問題」もあるので、業務と関連

づけて予測することは困難である（大西他 

2000:88）42。そして、そもそも、被災者本

人が精神面とは思わず耳鼻咽喉科で治療を

受けていたが、「一流の病院でも気づかな

かったのに、どうして会社の上司に予見可

能性があるのか」が問題であるが、「 高

裁では一顧だにされませんでした」と述べ
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る（大西他 2000:89）。結果回避可能性に

ついていえば、上司に本人がうつ病である

という認識がない――つまり予見可能性が

ない――以上、自殺についても予見できな

いのは当然であると語る（大西他 2000:88）。 

そして、安西が発言のなかで織り交ぜな

がら繰り返し語るのは、労働者本人の「自

己管理」責任である。長時間労働とはいう

が、「自由裁量的な労働」であるのだから、

自己管理すべきである。また、電通には三

六協定に基づき、時間外労働が一定基準を

超えれば、「なぜそのような長時間労働に

なったのかを検討し健康診断をするミニド

ッグという制度」もある。それを利用しな

かった以上、それは本人の責任の問題が問

われるべきだと。しかし、こうした制度が

利用しにくいことを安西自らが説明してい

る。 

 

ところが、本人がたくさんの時間申告

をすると、そういう労使の委員会に呼

び出されたり、上司がなぜそういう仕

事をさせたのかと問われ面倒になるの

で、自己規制したのです。本人自身が

そのようになると面倒だから申請はし

ない。……裁判所は、「そういう制度

があるだけでは駄目だ。利用させなけ

ればいけない」という判断なのです。

制度があるのにそれを利用しない人に

ついて、手取り足取りやらなければな

らないというのが大問題だと思います。

（大西他 2000:88-89） 

 

上司とのトラブルが十分に予見され利用

しにくいという事情を語りつつ、それで自

己規制するのは自己利益のためであるから、

それは自己責任としかいえない、というこ

とであろうか。筆者はこの論法に唖然とす

るものも感じるが、様々な立論の仕方はあ

るだろう。しかし、こうした労働者側の「自

己管理」責任に問題を還元していく企業側

の論理は、後述する安衛法改正における「医

師との面接義務」についても現れるもので

あり、産業精神保健が営まれる職場の概念

操作上の文脈として重要であり、ここであ

えて引用をした次第である。 

ところで、安西のこの発言について、精

神科医の荒井稔が――精神神経学会で 2005

年に産業精神保健について教育講演をして

いる――発言をしており、自己管理につい

ての精神科医から示された一つの見解とし

て興味深い。 

 

健常者でも自分の不調に気づくように

自己管理・自己責任を負っていただく

ことは、これからの社会の基本的な流

れになると思います。とくに精神医学

の分野では、父権主義といいますかパ

ターナリスティックな対応が批判の対

象になっており、患者の自己決定権と

か、そういうものが尊重される時代に

なってきます。その点でいえば、（

高裁判決は）時代に逆行した意見にな

るだろうと思います。 

……上司は医者でもないのに、部下の

私的な部分も含めて聞き、かつ精神的

な変調があるかないかを評価して、医

者に受診させたり薬を飲ませたり、休

養をとらせるといったことまで責任を

負うのか、上司の役目は非常に重いわ

けです。（大西他 2000:89,括弧内引用

者） 
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 この発言にいわば勢いづけられる形で、

安西の「病院でもわからないものを上司が

わかるのか」といった上記の発言が出てく

る。しかし、精神科医の河野は、それは極

端に過ぎる誤解であると指摘している。 

 

高裁でも上司に病気の有無の判断を

しろとは考えているわけではないと思

います。病気の判断をする必要はない

が、おかしさには気づいてほしい。こ

の点については、産業医として教育の

なかで事業者にも言わなければいけな

いことだし、事業者が雇っているマネ

ジャーに「そこまでは、して欲しい」

と言うべきなのだという意味です43。

（大西他 2000:89） 

 

 その後、1999 年に公示された業務上外の

判断指針も含め、産業医の求められる事柄

――従業員の精神健康面についての把握力

――が大きくなってきているという話題も

挟むが、 後に「企業防衛」について議論

が及ぶことになる44。 

司会の大西（精神科医）が、今回の判例

によって、企業にとって従業員は明確にリ

スク管理の対象になったということかとの

問いかけに、荒井が「その通りです」と答

える。たとえば、電通の事例の賠償額と自

殺の発生率から年間のリスクを金額として

計算すると 6 億円であり、「そういう金額

的なところで、まずは会社の動機付け」が

必要であり、そこで企業として産業医に何

を求めるか、どのぐらい投資をしておくべ

きかが理解されてくるであろうと発言して

いる。大西が端的にまとめているが、「福

利厚生ではなく、いまやリスクマネジメン

トの時代になった」という認識になる（大

西他 2000:93）。 

 そのマネジメントの仕組みとして、労働

者本人が自分の健康情報を産業医にまず開

示すること、産業医はそうできる条件を

日々の活動を通して構築していくべきこと

などが論じられる。そして、そうした仕組

みをサポート体制として十分に実行してい

れば、「労災は認められても民事の過失責

任は認められないということもあるかもし

れません」という発言があり、あるいは本

人と上司との不調をめぐるやりとりを文書

記録として逐一残しておくことがリスクマ

ネジメントにつながるし、そうしたことが

企業に必要な投資であると認識されていく

ことが望ましいという発言などが参加者か

らなされた45。 

 

5.3．4 「精神障害等に係る業務上外の判

断指針」について 

 いささか 2 事件に関わる議論が長くなっ

たが、それら判例への対応として出された

「業務上外の指針」の特性について、黒木

(2001)や、この指針についての検討委員会

の座長を務めた原田(2000)、そして熊沢

(2010)の議論に従って記しておこう。第 1

に、労災認定の対象となる精神障害の範囲

が広げられた。それ以前の労働基準法施行

規則のなかに「その他業務に起因すること

が明らかな疾病」の項（1987 年より）や、

「心因性精神障害の業務上認定に際する留

意事項」では、精神障害を心因性、器質性、

内因性に分け、内因性はあくまでも個体側

の要因が主要因であるとしてこれを除外し

ている。しかし、1999 年の指針では、業務
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による心理的負荷、業務以外の心理的負荷、

個体側要因を比較考量して、業務上外を判

断するもので、障害の対象は国際疾病分類

ICD-10 で取り上げられているすべてのもの

になった。 

第 2 に、この業務上外の判断のためにス

トレス評価表が作成された。これは、まず

「『あらゆる精神障害は外界からの刺激と

それを受ける個体の反応性との両方の要因

によって生じる』という常識的な考え方」

に基づくものである（原田 2000:276）。仕

事上で生じうる出来事の侵襲強度に重み付

けをし、さらにそれぞれの出来事について

心理的負荷の強度を三段階に分けて、質的

変化や持続時間などにも留意して判定する。

その上で、責任や環境の変化なども検討し

て総合評価を行うというもので、幾つかの

点で曖昧さや恣意性の入り込む余地はある

が（熊沢 2010:28）、従前に比べればはる

かに系統的な評価手続きが導入されたこと

になる。 

第 3 に、自殺についての認定基準も、上

記の変更に応じて変化した。神戸製鋼所の

部分でも述べたように、それまでは「心神

喪失」状態、つまり罹患した精神障害から

自殺という行為までの間に「故意」が、い

わば主体としての判断が介在しない場合だ

けが労災と認定されるとしてきた。「遺書」

を残すという正常な判断能力を伺わせるも

のがあれば認められないという、恐らく一

般的には奇妙とも思える基準があった。こ

れに対して、検討会は、故意がない自殺と

いう設定に無理があるとし、心神喪失概念

に代えて、「精神障害によって正常の認識、

行為選択能力が著しく阻害され、あるいは

自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が

著しく阻害されている状態」で行われた自

殺は「故意にあたらない」との見解を示し

た（原田 2000:277）。そのため、「判断基

準」においても、その「希死念慮」を生み

出した精神障害が業務に濃厚に関連したも

のである限り、労災と認められることにな

った。 

検討会座長の原田自身は、こうした検討

結果（そして判断基準）について、精神障

害によらない自殺（たとえば「引責自殺」）

が業務上にならないことの問題、あるいは

そもそも障害についての要因の現実的な割

合から考えれば、労災補償が上／外の二者

択一でしかないことが公平性を著しく欠く

こと、さらに業務上外という発想を超えて、

本人あるいは遺族の生活保障という観点こ

そが基本であるべきではないかといった問

題を提起している（原田 2000:278）。それ

でも、熊沢も「やはり画期的だったのだ」

と評価するように（熊沢 2010:28）、この

新基準によって認定件数は大幅に増えてい

くことになる。 

 

5.4 新旧メンタルヘルス指針とその周辺 

5.4．1 「旧指針」とその特徴 

 さて、ここまで、第Ⅳ期の行政的対応の

加速化を説明する背景として、とくに 1990

年代後半に生じた自殺件数の増加と過労自

殺裁判に注目した記述を行ってきた。その

ため、とくに労災認定の判断基準について

多く言及することとなったが、ここでは

2000 年に策定・公表された「事業場におけ

る労働者の心の健康づくりのための指針」

（旧指針）と 2006 年の「労働者の心の健康

の保持増進のための指針」（新指針）につ

いて、とりわけ関係者たちがどのように論
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じているのかに注目して、その基本的な性

格や経緯について論じておきたい。 

 

 労働省は、1999 年 5 月に「労働者のメン

タルヘルスに関する検討会」を設置し、1

年後に出されたこの検討会の報告をもって

旧指針としている。後述するように、新指

針は改訂された安衛法に法的根拠を持って

いるのに対して、この旧指針は、あくまで

も対応を促す程度のものであり、検討会の

座長を務めた櫻井の表現を使えば「事業場

に対しては、それぞれの実態に応じて実施

可能な部分から取り組むことを求めた」も

のである（櫻井他 2000:6）。 

そしてその構成としては、先に述べたよ

うに「総花的」ともいえるし、「総合的」

ともいえる。メンタルヘルスケアとして、

①労働者によるセルフケア②ラインによる

ケア③事業場内産業保健スタッフによるケ

ア④事業場外資源によるケアの“4 つのケ

ア”を明記しており、1988 年に出された THP

が基本的にはセルフケア中心主義であった

ことに比べれば、より系統的に職場環境の

改善や職場におけるケア・システムの構築

を指向したものといえる。ただし、この検

討会のメンバーを集めた座談会において、

産業医（精神科）の廣尚典は、この指針が

あくまでも努力義務であることからくる危

惧を述べている。 

 

正直なところ、この 4 つが並列で並べ

られるということに少し違和感を持っ

ております。……ここに書かれている

内容を、各企業はできるところから取

り組めばいいということに関連してで

す。例えば、「ラインによるケアがあ

まり出来ない、難しい。それではセル

フケアに重点を置いて進めよう。」そ

ういった方向にいく恐れはないか。管

理監督者の役割よりも、そのセルフケ

アの部分が強調されて、「わが社は、

メンタルヘルス対策としてセルフケア

を全面に出しています」ということに

なったとしたら（後略）（櫻井 2000:9） 

 

 この廣の「若干の懸念」に対して、疫学

的アプローチを専門とする川上憲人は、異

なる見通しを述べている。 

 

それは、むしろ少し逆で、これまでメ

ンタルヘルスは手がつけ難い、精神問

題だからセルフケアだけしておけばい

いや、という会社もあったと思います

が、そういう会社は、今回の報告書を

セルフケア以外にもラインによるケア

があるという意味で理解されるでしょ

う。……むしろセルフケアだけやって

誤魔化そうという企業は少なくなるで

はないかと期待をもっています。（櫻

井 2000:10） 

 

 楽観的に過ぎるとも思えようが、この

2000 年という時期における関係者たちの期

待を示すものとして、そして行政的な取り

組みとしての「職場のメンタルヘルス」と

いうものが、ある一定のパターンで対応を

形象化し、推進を図ろうとする象徴的な語

りとして、ここに引用してみた。期待の対

象とは、ライン＝現場の管理監督者である

が、旧指針をめぐるこうした座談会では、

議論の中心がラインによるケアに集められ

る傾向があり、ラインへの「期待」の大き
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さを示しているように受け取れる。 

そして、いま引用した川上が、「ライン

によるケアがある」と理解される、と述べ

たように、あるアクターが担うものとして

形を与えることで理解しやすくなる、とい

う予見がある。これは、THP のときの「心

理相談員」と基本的には同じ構図ではない

だろうか。実際、2006 年の新指針になると、

そのアクターが今度は「産業医」になる。

これが、筆者が「一定のパターン」という

意味である。 

そしてさらにいえば、このパターンには、

“本当のところ、もっと組織的な取り組み

を企業に求めたいのであるが、そうもでき

ないので、ひとまず考えられるアクターが

よき担い手となって成長・奮起してくれる

ことを大いに期待する”という背景的な事

情も見え隠れする。新指針の「産業医」の

意味づけにもっとも顕著なところであるが、

旧指針についても、やはりそうした側面は

見受けられる。 

たとえば、この検討委員会にも参加して

いた河野慶三が、このあたりの経緯につい

て示唆的なことを述べている。4 つのケア

については、どれか一つをやればよいとな

らないように注意を促す文言はいれている。

「これらの実施事項はひとつのシステムと

して機能すべきものである」と、「はじめ

に」の 後に書いてはいる。 

 

ただ、「この順番でやれ」という言い

方は難しいので「出来るところから」

（「実態に応じて実施可能な部分から

取り組むこと」）という表現にしたわ

けですよね。 

 

実は、報告書の 後の図「心の健康づ

くりの基本的な考え方」に記載されて

いる 初の文章に、「それ（ひとつの

システムとして機能すべし）を必ず入

れるように」と言ったのですが、落ち

ていますね。そういう意味では、若干

…（櫻井 2000:10,括弧内引用者） 

 

 報告書の 終段階では、検討委員が「必

ず入れるように」と言っても、それがなぜ

か落とされてしまい、表現は弱められてい

る。新指針が法令のバックグランドをもっ

て出されたときに、主たる担当行政官であ

った労働衛生課長の阿部重一が「今までも

指針はあったわけでございますが、……む

しろこれは何か遠慮がちにやっていた」、

あるいは「どうしてもメンタルヘルス対策

になると……強力な指導・監督はできない

というような経緯は確かにあった」と述べ

ている（櫻井 2006:6）。たとえば、その「出

来るところから」といった一文は、「遠慮

がち」であることの一つのエピソードであ

るのであろう。 

 それでは、「ラインによるケア」につい

ての、検討委員たちの認識はどのようなも

のであったのだろうか。そこには、メンタ

ルヘルスをセルフケアに還元しないという

意味でかなり高い評価を寄せる発言もあり、

この検討委員会参加者たちによる座談会で

も、他のケアについてよりも多くのことが

語られ、期待の高さも伺える。司会の櫻井

がラインによるケアとして「労働環境の評

価と改善」を打ち出したことが、この指針

の特色であると述べているが、それに対し

て川上からは次のような発言がある。 
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ラインによるケアに職場環境が入って

いるということは非常に画期的だと思

いまして、これが今まで抜けていたた

めに、どうしても心の健康、メンタル

ヘルスというと個人向けの対応で終わ

っていたのですが、これが入ったこと

で、組織的な対応に変化しつつありま

す。（職場環境には仕事量だけではな

く、自由度や裁量権の問題、さらに人

間関係も入ってくること、それらが心

理的ストレスにすべからく影響してく

ることが諸研究で確かめられているが、

そうした視点を）かなり盛り込んでい

ただいたという形になっていると思い

ます。職場環境の定義が急に広がった

ので、読む方が多少の戸惑いを感じら

れるかもしれません。（後略,括弧内は

引用者による発言の要約）（櫻井他 

2000:13） 

 

 様々な論文や座談会で、産業衛生の専門

家という立場から、セルフケアが先に来る

ことに批判を唱えていた廣も、この川上の

発言を受けて語る。 

 

職場環境というものを幅広くとらえた

ということは、やっぱり非常に大きい

と思います。これまでの管理監督者教

育は、問題の人を早く見つけて適切な

対応をとるということが中心でしたか

ら、それに加えて、一次予防的なもの

がしっかりと盛り込まれたというのは

大きな意味があります。（櫻井他 

2000:13） 

 

 この上で、それでは管理監督者に対して

どのような研修が必要であるかといったこ

とが議論されている。たとえば、まず部下

の健康面についても配慮する必要性のある

ことを認識させること46、そのために人の話

が聴けるというスキルとしての素養が求め

られること、ただし話を聴いて自分で抱え

込むことはせず適切に専門の産業保健スタ

ッフにつなぐことができること、こうした

事柄である。 

 ただし、スタッフによるケアについて、

幾つかの難点も語られている。主に二つあ

るが、一つは事業者がトップとして従業員

の健康について基本的な考え方を明確に示

しておかないと「管理監督者はいろんなと

ころで困ります」ということ。もう一つは、

管理監督者という存在が、縮小されていく

傾向もあれば、業務・組織形態によって部

下と日常的に接するとは限らないという問

題もあることなど、管理監督者に期待する

ことが実際的な条件に照らしてどこまで一

般的に可能であるか、という問題である47。 

後者の問題は、組織によっては人事管理

部門に機能を集約するなど技術的に対応可

能な側面もあるが、前者の問題、事業者が

この予防的取り組みについて、どれだけ、

そしてどのような形で関与すべきなのかと

いうことは、この問題を考える上でさらに

重要な点であろう。この指針内では、「事

業者自らが、事業場におけるメンタルヘル

スケアを積極的に実施することが効果的で

ある」とは記されており、指針を作成した

検討会の座長も務めた櫻井は、別所でこの

点が従来にはない重要なことであると評価

している（唐沢他 2000:16）。しかし、こ

れはもちろん責任を問うものではない。こ

うしたケアの体制を構築し実効性を持たせ
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ていく上で、事業者がどのような役割を果

たすべきなのかは、いたって漠然としたも

のである。この指針ではライン（管理監督

者）の役割が、後で見るように新指針では

産業医の役割が強調されるものの、かれら

の役割の遂行に対して事業者が果たすべき

事柄は曖昧なままであれば、そのことは一

つの困難を構成することになるのではない

だろうか。 

 ところで、この座談会では、③事業場内

産業保健スタッフによるケアと④事業場外

資源によるケアについての言及はいたって

少ない。『産業医学ジャーナル』という産

業医が多く読者であるはずの雑誌上に掲載

が予定された座談会である。しかし、産業

医がメンタルヘルスに主体的に「係わるべ

き重要な問題であるという認識はきちんと

持っていなければいけない」と河野が述べ

てはいるものの、現状では関心の低い人が

多く、「一番中心になっているのは保健婦

さん」で、「保健婦さんを支えることが一

番現場では役に立つかな」といった山本（当

時、労災病院の心療内科部長）の発言にみ

られるように、産業医の役割についての議

論はとくに深化することはない。後者の④

についても、ネットワーク構築が必要であ

るが、可能性があるのはどの組織・機関で

あろうかといった調子で話は終わっている。

やはり、この旧指針においては、②のライ

ンによるケアが、検討委員たちにとっても

主要な論点であったことが確認されるとこ

ろである。 

 

5.4．2 「脳・心臓疾患の認定基準の改正」

から「総合対策」まで 

 それでは、2006 年に公表された新指針に

ついての議論に移ろう。旧指針との相違が

まず興味の向くところではあるが、それを

列挙していく以上に、ここではその策定の

経緯になによりも注目しておきたい。同年

に施行された、改正・労働安全衛生法（安

衛法）の改訂過程から考えなければ、メン

タルヘルス指針が改訂される文脈は理解し

得ないが、この改訂過程を通してこそ、新

旧指針の相違点がもつ多分に政治的な意味

を確認していくことができるからである。 

 この一連の過程のとくに“直接的”な発

端を求めるとすれば、2000 年 7 月に、脳・

心臓疾患に関わる労災認定をめぐる 2 件の

行政訴訟で、 高裁が原告側勝訴の判決を

立て続けに下したことになるだろう。大阪

淡路交通事件と東京海上横浜支店長事件で

あるが、ここではその内容については省略

する。一点だけ重要なポイントを挙げると

すれば、発症前のどのぐらいの期間からの

業務の過重性を判断の対象とするか、その

点で国側の基準が完全に覆されたことにな

るだろう。 

この点について、労災認定基準の変遷を

振り返れば48、1961 年から 1986 年まで、「発

病の直前、少なくとも当日」の間だけが因

果関係を認める期間（という表現がそぐわ

ないが）であり、1987 年の基準改訂によっ

てようやく「発症前一週間以内」になった。

はじめて蓄積疲労が評価の対象になったわ

けである。しかし、後に暴露されるように、

87 年改訂とともに「認定マニュアル」が労

働省から労基署に出されていた。それは、

当日業務量が日常の 3 倍、あるいは一週間

前から無休で日常の 2 倍の業務量であれば

業務上と認定という、熊沢(2010)の表現に

従えば「酷薄きわまるマニュアル」であっ
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た。1995 年になると、「発症前一週間以内

の業務が日常業務を相当程度超える場合に

は、発症前一週間より前の業務もふくめて

総合的に判断する」とさらに基準が緩和さ

れ、認定率も 87 年基準のもとで数％であっ

たところから、10%を超えるようになった。

しかし、労働時間の目安もないなど、過労

という問題の実情からはまだまだ乖離して

いたといえる。 

しかし、上記の 2000 年に 高裁判決が下

った事例については、どちらについても半

年あるいはそれ以上に渡る過重負荷とそれ

による慢性疲労を業務上と判断したのであ

る。労働省はその年の 10 月には認定基準の

見直しを検討していくことを発表し、11 月

には和田攻（当時・埼玉医科大学）を座長

とする医療者 8 名、法律家 2 名からなる検

討会が設置された。2001 年 11 月には検討

会の報告書が出され、厚労省から「脳・心

疾患の認定基準の改正について」が通達さ

れる。 

座長の和田によると、検討会では、主と

して複数の疫学調査を根拠として、「睡眠

時間と脳・心臓疾患の発症リスクの関係」

を中心に検討し、そこから時間外労働の時

間数の増大が脳・心臓疾患のリスクをどの

ように高めるかを推定する作業を行った。

その結論として、月 100 時間以上の時間外

労働がある場合はリスクが 2～3 倍になる

こと、あるいは、2 ないし 6 ヶ月の平均で

80時間以上になると調査によって結果が分

かれるところがあったが、「安全サイドに

立ちまして、それも一種の要件として」認

めるということになったという（櫻井他 

2005:6-7）。この検討会が算定した数値は、

労災認定基準だけではなく、2002 年に厚労

省が事業主に対して、やはり通達として示

した「過重労働による健康障害防止のため

の総合対策」（以降、総合対策）に反映さ

れることになり、さらに 2006 年の改正・安

衛法および労働安全衛生規則（安衛則）に

も取り込まれていくことになる。この点で

も、一連の過程の直接的な発端は、脳心疾

患の認定基準見直しと考えられよう。 

 

ここから、さらに安衛法の見直しへと進

む背景としては、厚労省を中心とした関係

者のなかに、上記の「総合対策」という通

達、つまりあくまでも努力義務を課す「お

願い」でしかないものでは不十分である、

という認識があったようだ。たとえば、先

述の和田は、認定基準の検討会から、さら

にこの法律の見直しの原案を作成した検討

会「過重労働・メンタルヘルス対策の在り

方に係る検討会」の座長も務めているが、

その和田や当時の安全衛生部労働衛生課課

長であった阿部重一らの共通の語りとして

見られるのは、この通達では不十分であっ

たというものである。 

具体的に挙げられるのは、2002 年に「総

合対策」を通知したが、2003 年に厚労省で

行った調査では、大企業も含め実施率は 62%

にとどまり、労災認定患者も増えている（認

定基準の改正の部分を勘案しても増えてい

る）、ストレスや不安を持つ労働者も増え

ている、といったものである。そこから、

「総合対策には限界がきたのではないか、

ぜひとも法改正を行って努力義務から義務

にしていただけないかという空気がでてき

たわけです」49、あるいは「お願いベースで

できる対応はやっているのですが、このよ

うな悲惨な過重労働・メンタルヘルス障害
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を防ぐためには、法制化した上でもっと広

く対策をとらなければならないという認識

があったわけです」50ということになる。 

この点をいささかくどく引用するのは、

後述するように、法改正に当たっては企業

経営者側からの強い反対があり、そのサイ

ドからの言い分としてまずあったのは、「総

合対策」の通達後 1～2年で効果を云々する

のは拙速ではないか、というものであった

からだ。確かに、全企業に網をかけて時間

外労働を――三十六協定でそれ以上が認め

られてはいても――45時間に収まるように

努力せよ、労基署はそれを指導せよと通達

を出しても、実施率が 100%に近くなり、健

康面での効果も目に見える形で上がるとい

うことは、いささか難しいのかもしれない。

しかし、法制化に対する厚労省の構えは相

当に強いものであったと推測される。いさ

さかうがった見方になるが、脳・心臓疾患

の労災請求・認定数の推移（図 6）や、精

神障害等についての労災補償状況（図 5）

をみる通り、認定基準が現実に緩和されて

そこでの財政支出に対する歯止めがきわめ

て困難になった以上、問題のいわば元の部

分へ踏み込まざるをえなくなったという側

面もあったのではないだろうか。 

 

 

 
 

 

5.4.3 「在り方に係る検討会」と一つのア

イデア 

 ともあれ、こうした厚労省の構えのもと

に、2004 年 4 月から「過重労働・メンタル

ヘルス対策の在り方に係る検討会」（以降、

在り方検討会）が開始される。ただし、衛

生課長・阿部が座談会で述べているが、安

衛法を「過重労働対策中心に改正するとい

う議論を 初にしたときは、実はメンタル

ヘルス対策というのはそれほど大きなテー

マとして意識はされていなかった」という

ことである（櫻井他 2006:5）。実際、この

在り方検討会のメンバー10 名のうち、精神

科医は 2 名のみであり、座長の和田も含め

6 名が他科の専門医、あと 2 名が法律の専

門家である。しかし、 終的には、とくに

長時間労働を続けた者については医師によ

る面接においてメンタルヘルスについても

チェックするという形で、法令のレベルに

乗ってくることになる。まず検討会の議事
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録をもとにそこでの流れを概観しておこう

51。 

 この流れの大まかな論理構成を、一部筆

者の推測も含めて、先にまとめておこう。

この検討会におけるメンタルヘルス対策と

は、80 年代の THP におけるような「健康増

進」主義では当然なく、むしろ明確に自殺

予防に焦点を合わせざるをえないものであ

った。そのため、どこかの時点で、とくに

うつ病の発症をチェックし必要な対応がと

れるようにすることが、とくに精神科医の

メンバーから求められるわけであるが、そ

の方法が問題となる。他科の医師メンバー

からは、チェックリストを用いた従業者全

面に網をかける必要も論じられたが、その

記録をどのようにプライバシーの観点から

問題のない形で――企業側の労務人事の視

点から利用されない形で――利用できるか

は、とくに慎重に検討を要する問題であっ

た。その難点をある程度回避した形で、「メ

ンタルヘルス不全に早期に対応する方策」

として、厚労省側が作成した案は、「長時

間労働者等に対する医師等による面接指導」

であった52。つまり、もともとは過重労働対

策として「疲労の蓄積によるリスクが高ま

った場合」に講じられる措置としての医師

面接において、メンタルヘルスについての

チェックも行うようにすればよいという案

である。 

 この点について、衛生課長（当時）の阿

部は、ある座談会で、過重労働に対する医

師面接の制度を作ろうといったときに、「面

接するのであればきちんとメンタルヘルス

もチェックをするという必要がある。議論

が始まった途端に、『いや、面接の意義は

メンタルヘルスのチェックにこそあるんだ

よ』というようなお話も出まして…」と語

っている（櫻井他 2006:5）。しかし、議事

録を読む限り、参加メンバーからそうした

発言があったようには必ずしも読み取れな

い。 

第 2 回の検討会の時点では、精神科医の

黒木宣夫から、「医療機関にかかっていな

いで自殺する」労働者が多々いることが大

きな問題であること、やはり精神科医の大

野裕から、ライン（管理監督者）では分か

らないが、産業保健スタッフまで行かない、

その中間的なところでチェックできる相談

室のようなものがあるとよい、そうした発

言がなされた。だた、黒木は、とくにうつ

病とは限定しない形で、調査結果からみる

と 100 時間以上の長時間残業をしている群

では、発病後 3 ヶ月内でかなりの割合で亡

くなる方が多いが、そこにも医療的介入が

ないままというケースがあることが問題と

補足的に語っている。この時点での関連す

る発言はこの程度である。 

第 3 回の企業関係者からのヒアリングに

ついては議事録が公開されていないので分

からないところがあるが、第 4 回の直前ま

でには、厚労省は先述の案を作成して配布

している。そこにはすでに、健康診断時等

にストレス状況の把握が求められるところ

であるが、プライバシーの保護について考

慮する必要があり、さらに「その際、チェ

ックリスト等による形式的な点数評価にな

らないよう産業保健スタッフによる評価や

事後措置を適切に実施できる体制にあるこ

と」が前提であると断り、その上で、「長

時間労働者」に対する「医師等面接」では、

「メンタルヘルス面にも留意して行うこと

が有効と考えられる」と、根拠となる調査
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情報も添えて書かれている。 

この第 4 回の席上で、その案に対して他

科医師から、むしろ健診で「しっかり検討

されたチェックリストだったら大いにやる

べきではないか」、あるいはうつ病などは

とくに病識を持ちにくい不調についてこそ

一律のチェック体制がなければ意味がない

ではないか、と強い意見も出される。しか

し、むしろ精神科医の黒木からは、「産業

医が直に面接する分には構わない」と思う

が、「ただ、チェックリストで○×がどこ

かに残ってしまうと、それをどう使うかと

いう問題が出てきますので、その辺はちょ

っと難しい」という慎重論が語られている。 

こうした各回での関連する発言と、「議

論のまとめ（案）」が出てきたタイミング

を合わせて考えると、この「医師面接」に

よる「メンタルヘルス」のチェックという

アイデアは、むしろ厚労省関係者から主導

的に出されてきたもののように思われる。

そしてこの案は、そのまま 8 月には報告書

となり、次の段階である、労働政策審議会

安全衛生分科会（以降、分科会）へと持ち

込まれる。検討会での細かな経緯に拘った

が、これはこれから紹介する「産業医」の

役割に関する議論を考える上で記憶してお

きたいポイントである。 

 

5.4.4 「安全衛生分科会」の攻防 

 この分科会は、公益代表、労働者代表、

使用者代表の各 7名、計 21 名からなる審議

会であるが、ここでの討議の結果が建議と

して国会の審議にかけられる。やはり公開

されている議事録を参照すると、上述の検

討会の報告書については2004年9月に報告

され、実質的な審議は 10 月の第 13 回分科

会より始められ、12 月末まで 6回の会合が

もたれた。先ほどから登場している安全衛

生課長の阿部は、翌年に開かれた座談会に

おいて、「非常に喧々諤々の議論があって

ですね、年末までずれ込んで予定の期間を

はるかにオーバーいたしまして相当きつい

やり取りがあったといことです」と語って

いる（櫻井 2005:11）。たしかに、使用者

代表からは、とくに医師面接の法制化をめ

ぐって、相当の批判・抵抗がみられた。 

2002 年の「過重労働」についての「総合

対策」でも、「労働者の健康管理に係る措

置の徹底」の項目があり、そのなかに次の

ような記載が認められる。 

 

月１００時間を超える時間外労働を行

わせた場合又は２か月間ないし６月間

の１か月平均の時間外労働を８０時間

を超えて行わせた場合については、業

務と脳・心臓疾患の発症との関連性が

強いと判断されることから、事業者は、

上記アの措置に加えて、作業環境、労

働時間、深夜業の回数及び時間数、過

去の健康診断の結果等の当該労働をし

た労働者に関する情報を産業医等に提

供し、当該労働を行った労働者に産業

医等の面接による保健指導を受けさせ

るものとする。また、産業医等が必要

と認める場合にあっては産業医等が必

要と認める項目について健康診断を受

診させ、その結果に基づき、当該産業

医等の意見を聴き、必要な事後措置を

行うものとする53。 

 

 そして、この「総合対策」の記載に加え

て、面接時には、脳・心臓疾患だけでなく
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精神的な不調・疾患のチェックを加えた上

で、厚労省は法制化を試みたわけである。

しかし、第 13 回のときに、阿部からこの説

明・提案がなされると、ただちに経団連の

讃井暢子から、総合対策の通知からわずか

の時間しか経過していないところで、これ

を法律において義務化する根拠はなにか、

そうすることで効果が上がるというデータ

はあるのか、という質問が発せられる。あ

るいは、日本 IBM の金子多香子（産業医）

からは、面接しても医師の指導に従わない

従業員もいるので、「本人の自覚の責任、

正直にいうと責任も一緒にないとうまくい

かない」といった発言がなされる54。 

 第 15 回のときには、商工会議所の伊藤雅

人から、時間外労働について一律に算出す

るコストが大変なものになるといった論理

まで持ち出され、伊藤はこれを年末まで主

張し続けることになる。さらに、伊藤が、

100 時間という根拠は薄弱だというと、検

討委員会の座長で公益委員として入ってい

た和田が詳細に反論する一幕もあった。伊

藤の反論は、経営サイドの考え方、あるい

はレトリックをある意味では率直に伝えて

いる部分があり、先ほどのコスト問題に接

続して次のような発言もなされている。 

 

仕事の量が管理部門の経営者側の人間

にとって、増えてしまうのです。そこ

の労働が増えてしまって、いま世界的

な日本の製造業、企業がどのような立

場に置かれているかということを考え

てみればわかると思うのですが、100

円ショップを考えてみてください。100

円ショップへ行って皆さん安いと思い

ますね。あれはどういう環境で作られ

ているか。外国からの異常な労働によ

って生まれてきた産物以外の何もので

もないのです。コストなど全然あって

ないようなものです。そういう人たち

と我々は闘って、日本の国を支えてい

るのです。仮にこういうことが積み重

なって、管理ばかり増えて、企業が経

営できなくなるとなると、もう廃業し

てしまいましょう。廃業してしまって

外国の人にすべてお任せしたら、結果

的に一体どういうことが起きてくるか。

我々は、日本の中で空洞化が起こって

物が作れなくなってしまうような、１

つの危惧を抱いているためにこういう

話をさせていただいています。 

 

 こうした使用者サイドからの主張と折り

合いを付けるということになろうが、公益

代表で日本クレーン協会会長（当時）の北

山宏幸からは、法制化は必要であると思う

が、時間外労働の時間だけを基準にするの

ではなく、「疲労が非常に蓄積していると

いう自覚をするような、特にリスクの高い

労働者に限って」法制化、つまり面接を義

務化すればよいのではないかという意見も

出される。これに対して、やはり公益代表

で医師の和田は、検討会座長としても当然

反論する。 

 

過労を自覚をした人ということが出て

いるわけですが、過労を自覚したこと

はこの前もお話しましたが二次予防に

入るわけです。すでに何らかの病気が

あって、それをきちんとチェックしま

しょうということで、本来であれば 100

時間で一次予防をやるべきである。す
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べてについてチェックすべきであると

私自身考えていますが、そういった意

味で、皆さんの合意でそういう自覚症

状がある人だけということであれば、

特にリスクの高い人を選んだことにな

るわけです。すべて二次予防でいくこ

とになると考えられるわけです。いま

の世の中、大体一次予防に全部移行し

ているところへ、二次予防を入れると

いうのも、ちょっと残念な気がするこ

とはします。もし、二次予防を重視す

るのであれば、ただ疲労の自覚症状が

ある人だけではなく、やはり産業医が

健康診断の結果や個別の事例、そのほ

かの情報によって、この人はちゃんと

した相談をすべきであると判定した人

を、是非入れていただきたいと考えて

います。 

 

 この和田の発言は、この後の議論の進行

に一定の影響を与えたようにも思われる。

「自覚症状」がある人にだけ限られるとい

う条件付けが結果としてなされること、そ

してその場合には、産業医が必要性を認め

た人には面接を行うようにすべきこと、こ

うした発想は、次の第 16 回分科会で、厚労

省（事務局）から提示された「取りまとめ

素案」に盛り込まれることになる。「申出」

と「勧奨」がキーワードだ。結局、この案

が法令になるので、労働衛生課長（阿部）

からの説明を記しておこう。 

 

時間外労働が「100 時間を超え、疲労

の蓄積が認められるものであって、面

接指導に係る申出を行った者に対して、

面接及び事後措置を義務づけること」

とさせていただいています。……もう

一つ重要な点ですが、……「イ 産業

医は必要があると認めたときは、労働

者に対してアの面接指導の申出を行う

よう勧奨できるものとすること」とい

うところを入れております。 

 

 これに対しても、使用者側からの抵抗は

続けられ、特に商工会の伊藤からは、総合

対策の時間外労働 45 時間内の指導をして

いけば、100 時間などにはならないはずだ

からそれでよいではないかいう発言もなさ

れる。このときには、計画課長から、45 時

間ではやはり収まらない部分もあるから

「若干抜け道的な部分」も大事にしてほし

いといったのは「使用者側の皆さん」であ

り、100 時間の基準にさらに「申出」をつ

けたのはその意をいわば汲んだわけである。

しかるに、今の伊藤氏の発言は、45 時間内

での管理を徹底すればよいといった発言と

受け取れるが、「その辺は使用者側の皆さ

ん方で、少し意見の相違があるということ

でよろしゅうございますか」と、書き起こ

された文言からもその場の緊張が伝わる発

言があった。それでも、讃井などからは、

やはり法制化することの効果について説明

がないといった反論は続けられる。 

 こうした使用者代表の主張に対して、労

働者代表の一人、全国建設労働組合総連合

書記次長（当時）の徳永国安の語りには、

無念と諦念が滲むかのようである。 

 

いままで議論してきた中身がかなり後

退しているという印象です。……きち

んとした一定の歯止めをかけておく必

要がいま必要ではないかと私は思って
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議論に参加しておりました。このなか

で産業医の面接指導の義務づけについ

てはいろいろ議論があって、とりあえ

ず申出があった者というところを読ん

で、後退しているのだと思っています。

申出があった者についてその辺をきち

んと把握して、過重労働から救ってい

くという方向でむしろ前向きにこれを

とらえていく姿勢がないと、これを受

け身にとってしまうと、結局は労働者

がしんどい思いをして…… 

 

 徳永は、第 17 回分科会でも使用者側から

反論が続けられたあとで、「あえて申し上

げたいのですが、労働側の立場からすれば

ここはぎりぎり、逆に言うとこれ以上の後

退は困るというのが率直な感じなのです。

言ってしまいましたが、そのような議論が

ありますので控え目に申し上げておきます。

できれば、この辺でまとめたらいかがでし

ょうか」と、この回の 後を締めくくるこ

とになるが、少なくとも公開の審議の場で

の実質的な議論はこれで終了し、医師面接

については素案の形で法令となる。 

 

5.4.5 改正安衛法と新指針 

 ―「期待」される産業医― 

 それでは、2005 年 3 月に閣議決定され、

翌 2006 年 4 月から大部分が施行された改

正・安衛法と安衛則の内容で、とくに「メ

ンタルヘルス」と関わってくる部分をまず

確認しておこう55。第 1に、月 100 時間を超

える時間外勤務を行った労働者で、疲労の

蓄積が認められ、面接指導を希望する者に

対し、医師による面接指導を受けさせるこ

とを義務化した56。これは事業者の義務とな

るが、第 2 に、労働者に事業者が行う面接

指導を受けることを義務化している。第 3

に、100 時間以下の時間外労働の場合につ

いては、やはり申し出を行った者について、

医師面接を努力義務化した。第 4 に、長時

間労働者に対する面接指導を産業医の職務

として明記した。第 5 に、産業医は、必要

を認める場合は、面接指導の申し出を行う

よう、勧奨できることを明記した。 

以上は、過重労働一般についての対策で

あり、メンタルヘルスにのみ関わることで

はないが、とくにメンタルヘルス対策の部

分として次の安衛則の改正点を挙げておく。

第 1 に、長時間労働を行った者に対する医

師の面接指導では、心身の状況、つまりメ

ンタルヘルスも含めたチェックを行うこと

が明記された。第 2 に、安全衛生委員会の

調査審議事項として、労働者の精神的健康

の保持増進を図るための対策の樹立に関す

ることが明記された。その対策を枠付けす

るということになるが、第 3 に、「労働者

の心の健康の保持増進のための指針」を、

法に基づく指針として策定した。この法と

は、安衛法の「第七十条の二 厚生労働大臣

は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき

健康の保持増進のための措置に関して、そ

の適切かつ有効な実施を図るため必要な指

針を公表するものとする。 ２ 厚生労働大

臣は、前項の指針に従い、事業者又はその

団体に対し、必要な指導等を行うことがで

きる。」というものである。 

 安全衛生課長（当時）の阿部が強調する

ように、「法文や規則レベルでは結構微々

たる」ものではあるが、メンタルヘルス対

策が法令ベースに乗ってきたのは初めての

ことであり（櫻井他 2006:6）、確かに日本
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の産業精神保健の歴史を考える上で一つの

画期点であることは間違いない。とくに、

明確に義務化された部分として、残業 100

時間以上の医師面接が入ってくることは関

係組織の取り組みに一定の影響を与えるこ

とになるだろう。たとえば訴訟の場面で企

業側が問われるクリティカルなポイントに

なりうるであろうし、行政も明確に監督責

任を問われるポイントになるだろう。この

点については阿部が語っている。 

 

これ（医師面接の義務化）を入れるこ

とによって今度は監督行政がきわめて

しっかりしたものになるであろうとい

うような期待が実はあったわけです。

申し出の書式、それから窓口、それか

ら証拠ですね、そういうものをきちん

と外形的に監督行政の側からするとき

ちんと監視できることになりますので

……（櫻井他 2006:12） 

 

 ただし、こうした側面での実効性は、さ

らに経験的に検討されなければ確認のしよ

うのないところが大きい。たしかに、とり

まとめ案の時点では「産業医等」という形

で、医師以外の面接が解釈的に許容される

ところがあったのを、 終的な法文におい

ては「医師」に限定したことで、健康面で

のチェック機能と過重労働に対する規制力

が増すところもあるかもしれない57。しかし、

分科会で労働者代表の徳永が繰り返し述べ

たように、「申出」があった場合という条

件が入ることで、大きく後退したことはい

うまでもない。 

 自ら職場のなかで医師面接を望むことを

労働者が申し出なければ、事業者側の義務

は発生しない。当然、労働者が受診するこ

となく健康上に問題が生じた場合には、本

人が申し出をしなかったということで自己

責任を問われて終わる可能性が大きくなる。

そこで、医師、とくに想定されているのは

産業医であるが、産業医の「勧奨」に多大

な期待が寄せられることになる。2005 年に

『産業医学ジャーナル』で企画された座談

会の席上では、そのことが繰り返し強調さ

れる。日本 IBM の産業医・浜口伝博が、申

し出と義務との関連について問いかけると、

まず阿部が答えている。 

 

（申し出をしてとはいうものの）なか

なか実際の議論のなかでは申し出られ

ない雰囲気、環境にあるのではなかと

いうところを担保するために、……産

業医は面接を勧奨することができると

いう、分かりきった話だと思うんです

が、念を入れて書き込むということで

合意ができているわけですね。……つ

まり産業医がきちんと職場を……見て

回って、あなたもう相当疲れているみ

たいだから 1回私のところにきなさい

と、じっくり話を聞いて中身調べてや

りましょうというような勧奨をしてそ

ういう面接機能を働かせてくれるとい

うことを期待して入れているわけです

ので、そこのところもよくご理解いた

だいてがんばっていただきたいと思い

ます。（櫻井他 2005:13，括弧内引用

者） 

 

 その座談会には、在り方検討会から分科

会まで参加してきた医師の和田も出席して

おり、その点は使用者側の「強い要望」で
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後退せざるをえなかった事情があると前置

きした上で、やはり以下のように語ってい

る。 

 

それを担保するものとしては……産業

医は申し出をしない人に対して受診を

勧奨できるとか、あるいは労働者は受

診する義務があるんだとか、その他努

力義務として……そういったことをや

ってくださいということでなるべく補

完したつもりです。そのへんの後退し

たところを広く医師が活躍して面接指

導に準じた対応をしてほしいと思いま

す。（櫻井他 2005:14） 

 

いずれにしても、産業医の職務がより

明確になると同時に、義務と責任がか

なり強くなってきたことがありますか

ら、その辺をきちんと考えられてぜひ

全力で活躍して欲しいと希望している

わけです。（櫻井他 2005:18） 

 

この「後退」は、なによりも使用者側の

圧力によって生じたものであり、阿部や和

田がその責任を問われるものでは当然ない

が、メンタルヘルスも含めて労働者の健康

に関する「職場」ゆえの困難や難問は、や

やもすると産業医に“丸投げ”されてしま

った印象が強い58。 

振り返ると、80 年代の THP のときには、

セルフケアとその分かりやすさから「心理

相談員」が強調された。2000 年の旧指針で

は、職場環境の改善についての実行責任者

としてライン＝管理監督者に期待するとい

う意味で、ラインによるケアが強調された。

そして、後述するように、安衛法の改正と

セットで改訂された新指針の文面おいても

産業医の面接指導が追加されているが、な

によりも指針を根拠づける法令において、

その職務に面接指導等の実施が追加されて

いる以上、産業医がよりクローズアップさ

れることになる。 

たとえば、新指針について、やはり『産

業医学ジャーナル』で座談会が開かれ、こ

の指針改定に関わる検討会にも参加してい

た医師数名も参加している。このなかで管

理・監督者に議論が及んでも、そこで強調

されるのは「基本的な知識としてセクハラ、

パワハラの問題について周知徹底させるこ

と」であり、むしろ「 大の環境要因」で

ある「直接の上司」はケアをする主体とい

うよりは、加害の側に回らない――加害者

にならせない――ということの方に注意が

むけられるようになったといってよいだろ

う（櫻井他 2006:15-17）。 

あるいは、なるほど、櫻井(2007)で指摘

されているとおり、新指針でも「事業者の

（メンタルヘルスケアへの）積極的な意思

表明」が社内における取り組みの効果を上

げるために必要であることが繰り返し述べ

られてはいる。しかし、それはやはり責任

に関わる言明ではないし、具体的な水準で

役割を明記しているわけでもない。そうし

てみると、「メンタルヘルスケア」につい

ての少なくとも日常的取り組み――またそ

れを可能にする体制の構築――に関する帰

責の構図は、管理・監督者が後景に退き、

産業医が法的にも前景化されることで、た

とえ医師が企業の被雇用者であるにせよ、

企業の外側へと漏れ出す形になりはしない

だろうか。 
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ここで、旧指針と新指針との主な相違点

についてまとめておこう59。新指針は、2004

年末に安全衛生分科会建議がまとめられた

あと、2005 年 4 月より「職場におけるメン

タルヘルス対策のあり方検討委員会」が設

置され、翌年 1 月まで計 9 回の会合を経て

策定された。既に本論で言及した事柄も多

いが、ごく簡略に新指針の特徴を示せば以

下のようになる。第 1 に、法律に基づく指

針になったこと。第 2 に、労使、産業医、

衛生管理者等で構成される衛生委員会等に

おいて調査審議の上、メンタルヘルスケア

について実効性ある対応体制を樹立するこ

との強調しており、そのための章が設けら

れたこと。第 3 にメンタルヘルスケアの進

め方についてより包括的かつ詳細に記され

たこと。具体的には、旧指針では 1 つの章

にまとめられていたものが 2 つの章に分節

された。第 4 に、産業医の職務に面接指導

が追加された。第 5 に、事業場内メンタル

ヘルス推進担当者が新設されたこと。保健

師等看護職や衛生管理者が候補となる。第

6 に、職場復帰における支援について新た

に項立てされた。第 7 に、個人情報の保護

について、より詳細に記されるようになっ

た。第 8 に家族との連携について言及され

た。主な点としては以上である。 

 

6．その後の動向 

6.1 安衛法一部改正法案をめぐって 

 

 ここまで、概ね 2006 年までの状況を辿っ

てきたが、それ以降から近年の動向につい

て少しく触れておこう。 

 第 6 節の前半部でも述べたとおり、1998

年の自殺件数の急増もきっかけとして自殺

予防への関心が高まり、2006 年には自殺対

策基本法が成立している。厚労省の委託研

究として、2005 年から「自殺対策のための

戦略的研究」という大型プロジェクトが

2009 年まで継続された。その直後 2010 年 1

月から、厚労省は「自殺・うつ病等対策プ

ロジェクトチーム」（以下、「プロジェク

トチーム」）を組み、上記プロジェクト関

係者などを対象にヒアリングや意見交換を

行い、5 月にはとりまとめとして『誰もが

安心して生きられる、温かい社会づくりを

目指して：厚生労働省における自殺・うつ

病等への対策』を発表している。 

そして、この報告で職場のメンタルヘル

スが重点課題の一つとされたということで、

その 5 月末から「職場におけるメンタルヘ

ルス対策検討会」（以下、「対策検討会」）

が設置され、6 回の会議を経て 9 月には報

告書も出されている。この検討会では、新

たに求められる枠組み――精神的不調を職

場で定期的にチェックし、より適切な医療

的対応がなされるようにする――からみる

と、産業医の現状は量的・質的に不十分で

あり、また経済的負担から事業所が専門領

域を異にする複数の産業医を雇うことを期

待すること出来ない。そこで、「メンタル

ヘルスに対応できる産業医等で構成される

事業場外の組織（外部専門機関）を整備・

育成」60し、そのことを通してメンタルヘル

ス不調者への対応が各事業場で適切になさ

れるようにすることが現実的であり、さら

に検討する必要があることなどが提言され

た。これを受ける形で、同年のやはり 9 月

より「事業場における産業保健活動の拡充

に関する検討会」（以下、「拡充検討会」）

が 4 回開かれ、事業場の従業員規模に即し
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たメンタルヘルスへの対応の“受け皿”―

―新たな、あるいは既存の地域内組織――

について議論され 11 月には報告書がまと

められている。 

こうした検討を踏まえる形で、2010 年の

12月には労働政策審議会建議がまとめられ、

翌 2011 年 10 月、厚労省は「労働安全衛生

法の一部を改正する法律案要綱」を労働政

策審議会安全衛生部会に諮問する。そのま

ま部会が答申し法律改訂案は同年 12 月の

臨時国会に提出された。結果的には、この

時点でも翌年 9 月の通常国会でも審議未了

で継続審議となっている。ここまで述べて

こなかったが、この法律改定案に繋がる一

連の流れについては、各方面から批判が寄

せられることになった。日本産業衛生学会

（以降、産衛学会）は、上記「メンタルヘ

ルス検討会」が開催されている 2010 年 6 月 

の段階で、「一般的健康診断の一部として、

全事業場で一律にうつ病のスクリーニング

を実施することには現状では問題」が多い

とする見解を表明している61。その後、2012

年に至るまで、産衛学会も含め幾つかの団

体から批判がなされる62。 

こうした一連の動向は、そもそも 2010 年

の「自殺・うつ病等対策プロジェクトチー

ム」の議論とその報告書において明記され

たものを起点としている。自殺防止の厚労

省対策 5 本柱として示されたものの一つ

（柱 3）に「職場におけるメンタルヘルス

対策・職場復帰支援の充実」が掲げられて

いる。さらにその 3 番目に「職場における

メンタルヘルス不調者の把握及び対応」が

あり、チームメンバーであった内閣府参与

の清水康之（NPO 法人自殺対策支援センタ

ー・ライフリンク代表）の意見として「定

期健康診断項目の追加検討が必要」と記さ

れている。これがプロジェクトチームのと

りまとめのなかにある「鳥瞰図」になると、

「職場の体制整備」のブロック内に「定期

健康診断を実施する際のメンタルヘルス不

調者の把握とその後の対応の検討」とプロ

ジェクトチームのいわば結論の一部と読め

る形で示されている63。また、この鳥瞰図の

該当部分で、定期健康診断の項目の下には、

「メンタルヘルスの専門家等を有する外部

機関の活用と質の確保のための措置の検

討」、「メンタル不調に対応できる産業医

等の養成」といった項目が続く。外部機関

の部分も、とくに産衛学会から強い批判が

なされるところであるが、上記二つの検討

会から安衛法改定案までの議論や内容を、

この「プロジェクトチーム」の議論が強く

枠付けたことは伺えよう。 

実際に厚労省が法案改正の概要として示

したものを、一部文章を簡略にしつつ以下

に示しておこう。①医師又は保健師による

労働者の精神的健康状況を把握するための

検査を行うことを事業者に義務づける。②

労働者は、事業者が行う当該検査を受けな

ければならないこととする。③検査結果は

検査実施者から労働者に通知されるが、実

施者が労働者の同意を得ずに結果を事業者

に提供してはならないこととする。④検査

結果によって労働者が（事業者に）医師の

面接指導を申し出たときには、事業者にそ

れを実施することを義務づける。⑤面接指

導の申出をしたことを理由に、（事業者は）

不利益な取扱いをしてはならないこととす

る。⑥事業者は、面接指導の結果、医師の

意見を聴き、必要な場合は、作業の転換、

労働時間の短縮その他の適切な就業上の措
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置を講じなければならないとする。 

では、どのような点がとくに批判の対象

となったのであろうか。様々な論点が提起

されているが、主な点について大きく切り

分けると以下のようになるだろう。(1) メ

ンタルヘルス不調を把握するためのスクリ

ーニングテスト（医師面接を含まない労働

者による自記式問診票）自体の有効性をめ

ぐる問題、(2)検査の結果、不調とされた労

働者に対して生じる可能性のある不利益に

関する問題（およびそれを回避するための

方法に関する問題）、(3)医療的対応の担い

手をめぐる問題、 (4)事業主責任の曖昧性

をめぐる問題、以上の 4点である。 

 

(1)については、実は「対策検討会」報告

書でも指摘されていることなのだが、現在

さほど精度の高い調査票があるわけでない

こと――とりわけ偽陽性者の、あるいは(2)

の理由による偽陰性者がかなりの頻度で生

じうること――が、諸団体から指摘されて

いる。とくに産衛学会は、厚労省が事業場

に義務づけることを検討している「精神的

健康の状況を把握する検査」について、「そ

の妥当性や有効性は未だに確認されていま

せん」と、2012 年 1 月公表の意見書にも明

記している。この「検査」は、もともと「対

策検討会」の報告の提言を具体化するため

に、厚労省からの要請で(独)労働安全衛生

総合研究所が2010年9～10月に検討を行い

――「ストレスに関連する症状・不調とし

て確認することが適当な項目等に関する調

査研究」（座長：下光輝一）――、報告書

にまとめた結果に基づくものである。具体

的には、本稿の時期区分では、第Ⅲ期から

第Ⅳ期をまたぐ形で行われた旧労働省の委

託研究の成果として作成された「職業性ス

トレス簡易調査票」（質問総数 57）から、

とくに 9つの項目――「ひどく疲れた」「不

安だ」「何をするのも面倒だ」など――を

抜き出したチェックリストである。同研究

所が翌年に「試行的実施」を行い、厚労省

としてはこの報告をもって 9 項目チェック

方式の妥当性を主張してはいるのであるが

64、その報告書ではより大規模な調査でその

精度を確認する必要があるとも述べられて

おり、これが産衛学会の批判の論拠とされ

ている。 

 

(2)の労働者に生じる不利益については、

「プロジェクトチーム」でも指摘され、「対

策検討会」の報告書でも、たとえば「心の

健康問題には、これ自体に対する誤解や偏

見等解決すべき問題が存在しており、うつ

病であることが分かった途端に解雇される

事例も見られる」と記載されている。この

点は、2010 年 6 月の産業精神衛生研究会報

告書でも、まず問題にされるところである。

かつてほどではないにせよ、メンタルヘル

ス不調には偏見や誤解があり、それは不調

を不治のものと考えたり、当人の能力自体

と結び付けたりするような傾向に現れる。

こうした状況があるため、「安易なスクリ

ーニングの導入は、精神疾患に関する不適

切なレッテル貼り（誤解に基づく差別化等）

につながり、まさに過去に問題視された精

神障害者の企業からの排除を誘発するリス

クも少なくない」と考えられると述べられ

ている。 

それゆえ、この報告書では続けて、質問

票の結果情報が企業内で当該労働者に不利

益を生まないための取扱い方も含め、適切
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な事後措置がなされる体制が明確に整備さ

れていなければ、スクリーニングの導入は

見合わせるべきだと主張される。また、そ

うした十分な事後措置の体制がないところ

では、労働者が不調と判断されるような回

答を避けることになり、虚偽の回答が増え、

スクリーニングテストを実施する意味はさ

らに無くなると指摘する。むしろマイナス

の「副作用」が大きくなるばかりであると。 

ところで、この労働者のメンタルヘルス

に関する個人情報の取り扱いについては、

安衛法一部改正案でも上述のとおり一定の

規則が盛り込まれている（③～⑤）。しか

し、④で、労働者が医師による面接指導を

申し出る対象は、厚労省の「法律案の概要」

では明示されていないが、「事業者」にな

るところは注意が必要だ。実際、「対策検

討会」の報告書の段階では、医師の面接指

導を受けるのに、労働者が事業者に申出を

行うことが必要とは書かれていない。 

健診をした――「ストレスに関連する症

状・不調の確認を行った」――医師は、産

業医など「就業上の措置について意見を述

べる医師」との面接が必要と判断すれば、

労働者にその旨通知する。ここで事業者に

対して、健診をした医師が、ある労働者が

面接を必要とするといったことを事業者に

伝わらないようにすることは法案と同じで

ある。だが、労働者が産業医等と面接する

こと――さらに産業医などから勧められて、

より専門的な外部医療機関を受診すること

――を、事業者に願い出る必要など無い。

事業者が当該労働者の医師面接を受けたこ

とを知るのは、ただ産業医などが就業制限

（時間外労働の制限や作業の転換等）や休

職が必要であり、そのために労働者の同意

が得られた限りで、事業者に意見を伝えた

ときである。少なくとも「対策検討会」の

報告書では、そのような形が「新たな枠組

み」として提示されていた。 

なるほど、「改正案」では、面接指導の

申出それ自体を理由に、事業者が労働者に

対して不利益となる扱いはしてはならない

とされてはいる。しかし、まず、スクリー

ニングテストの結果、なんらかの不調（の

疑いがあること）は事業者に伝わらざるを

得ない。そして、これは全日本民主医療機

関連合会が主張するところであるが、そも

そも不調の主な原因がそれこそ職場環境に

存する場合、申出は困難であるという批判

もなされる。「長時間労働を強要しまたは

ハラスメントを行っている上司等に面接希

望を申し出る事は、困難である」と（同連

合会が2012年1月に公表した意見書より）。

厚労省の「改正案」は、本稿の第 6 節で取

り上げた 2006 年施行の改正安衛法・則で、

一定の長時間労働を行った者が医師面接を

希望ないし申出した場合に事業者は面接を

受けさせる義務があるとしたことに合わせ

たものとも考えられるが、そうなれば当然、

そのときと同様の批判も生じよう。それは

(4)の問題となる。 

 

(3)の医療的対応の担い手をめぐる問題

とは、なによりもこれまでの産業医の産業

保健活動上の位置付け、もっといえばその

揺らぎに関する批判である。 終的な安衛

法改正案では、「プロジェクトチーム」案

にあった一般健診と一緒にメンタルヘルス

不調のチェックも行うという方式は取り下

げられ、「精神的健康の状況を把握するた

めの検査等」については別の条文が新たに
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作られ、あくまでも別の健診として行われ

る方針が打ち出されている。 

この含意はなにであろうか。産業医が行

う職務について規定した労働安全衛生規則

の第 14 条内に記されている「健康診断及び

面接指導」が既存の安衛法の条文に対応し

ている以上、新たな条文によって指示され

る「精神的健康…の検査等」は、産業医の

職務から外れることになる。実際、改定案

では、安衛法の既存の第 66 条第 1項中「健

康診断」について、括弧書きとして「精神

的健康の状況に関わるものを除く」ことを

加えることを明記している。そして、新た

に加えられる条文――第 66 条の 10――の

なかで、事業者が「医師又は保健師による

精神的健康の状況を把握するための検査」

を行わなければならないとする。メンタル

ヘルスの健診は必ずしも産業医の職務であ

る必要はなく、他の医師や保健師が行って

もよいことになる。言い方を変えれば、他

の医師や保健師が行うこともできるように

なる。 

産衛学会の2012年1月の意見書の冒頭に

くるのは「（Ⅰ）心身の健康を分離して健

康診断を行うことを強いる施策は、対象を

全人的に捉える『医の倫理』を無視してお

り、…労働者のためになりません」という

下りであるが、健康診断の分離方式がもっ

ぱら「医の倫理」に抵触するがゆえに問題

とされたともいえないように思われる。い

ささか穿った見方のようではあるが、「プ

ロジェクトチーム」以降の一連の流れとそ

れに対する産衛学会の声明を一読すればそ

れは明らかだろう。 

「プロジェクトチーム」の報告書および

その鳥瞰図で、メンタルヘルス不調者の把

握及び対応の受け皿として、「メンタルヘ

ルスの専門家と産業医を有する外部機関の

活用」「外部機関の質を確保するための措

置」が今後の検討課題として明記された。

この外部機関についはとくに「拡充検討会」

で、産業医の選任義務のある事業場（労働

者数 50 人以上）について、メンタルヘルス

に関して医療的なサービスを提供する「外

部専門機関」として、その構成や役割につ

いて構想されることになった。本論でも既

に述べた通り、精神科を専門とする産業医

は少なく、その産業医と外部の主治医の連

携が困難であることは長らく問題とされて

きた。こうした現状に対して専門性や関係

医師間の連携・調整を高めることが狙いと

されるが、拡充検討会の報告書では、外部

専門機関の位置づけについて以下のような

提言を行っている。 

 

嘱託産業医と同様の職務に責任をもっ

て従事させるため、外部専門機関に属

する産業医有資格者のうち 1 名を事業

場に対する業務を総括する医師として

当該事業場が定めた上で、総括する医

師が主担当となり他の産業医有資格者

との間で事業場や個々の労働者につい

ての情報共有などによる連携を図りな

がら、産業医の職務を提供する契約を

外部専門機関との間で結ぶことが必要

である。（拡充検討会報告書 2010 :5） 

 

 補足すれば、報告書に付されている外部

専門機関のイメージをみると、総括医師は

一つないし数社ごとに組織される医療チー

ムのリーダー役であり、さらに複数のチー

ムを束ね統括する役割として「産業医長」
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（「一定の見識を有する産業医有資格者」）

が設定される65。 

 こうした構想に対して、産衛学会からは

2010 年 12 月の時点で強い懸念と反対が表

明されている。懸念とは、この構想の流れ

で、外部専門機関と事業者が契約すれば産

業医の選任義務を果たしたことになる、つ

まり「産業医選任義務の実質的撤廃」が法

制度化に向けて「提議される恐れが極めて

高い」というものだ。理由としては、こう

した専門機関との契約には、現行の嘱託医

制度よりはるかに高額の負担が事業者にか

かる。また既に嘱託産業医が選任されてい

るような場合、総括医師の存在は「権限責

任の所在」について混乱を招く。そうなれ

ば、事業者をして外部専門機関のみに産業

保健活動を任せられるように法的改訂が求

められざるを得ないということだ。 

そして、それは職場でなされる産業保健

活動の質を低下させるという。なぜなら、

外部専門機関が拡充検討会で求められるよ

うな人員構成と活動を満たそうとすれば膨

大な費用を事業者は支払わなければならず、

それが回避されればむしろ低コストで劣悪

なサービスしか受けられなくなるからだ。

また、そもそも産業保健は、産業医や保健

職が巡視や安全衛生委員会への参加を通し

て時間をかけて事業場との連携を深めるこ

とでその質を向上させられるものであり、

ここに外部専門機関が割ってはいるような

ことをすれば、嘱託産業医などの「これま

での努力が雲散霧消しかねない」とも述べ

られている。 

日本医師会が 2012 年 2 月に公表した「産

業保健委員会答申」にも、外部専門機関方

式については、「安全衛生分科会において、

国がメンタルヘルス対策を急ぐあまり、産

業医とメンタルヘルス対策に対応できる医

師との連携の一つの方法として建議された

者であり、日本医師会が発意したものでも

ない」とし、「日本医師会は…事業場を熟

知する医師が産業医として選任される現行

の制度を堅持していくよう提言すべきであ

る」と述べられている。 

 こうした医師の団体からのきわめて強い

反対が存在したことも作用してのことであ

ろうが、上述したように安衛法一部改定案

のなかには、外部専門機関や産業医選任義

務に関わる項目は含まれなかった。そのた

め、一部改訂法案についての意見書では、

産衛学会としては、健診における心身の分

離が「医の倫理」に反するという形でのみ

言明しているが、この言明の背後には上述

の過程と問題が張り付いているとみるべき

であろう。 

 その他、担い手をめぐる論点としては、

医師不足の問題がある。外部専門機関が拡

充検討会の報告書にあるような要件を満た

すことになれば、大量の産業医（そして精

神科の産業医）が必要である。あるいは、

外部専門機関によらずとも、メンタルヘル

ス検査の結果、実際よりも多く陽性と判定

される労働者が出て来ることで多くの面接

希望者に対応できるだけの精神科専門医が

必要となるし、事業者に必要かつ適切な就

業措置を具申できるだけの医師もさらに多

く必要となる。このため法案改定を急げば、

現状の質・両面での医師の不足ゆえに大き

な混乱が生じるであろうし、医師の供給体

制の整備こそがまず急がれるべきだという

批判である66。 
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 後の(4)事業主責任の曖昧性をめぐる

問題に移ろう。(2)でも言及した通り、この

改定案では、労働者からの申出がある場合

にのみ、事業者はからの不調を知ることに

なる。そうなると不調および不調の結果と

して生じたことについて、事業者は申出が

ない場合には、知り得なかったという理由

で免責される可能性が高い67。働くもののい

のちと健康を守る全国センター理事会の意

見書(2011.12)でも、むしろ面接を「希望し

なかった労働者個人の責任とされ、事業所

の安全配慮義務に対する責任を免罪するこ

とに」なると指摘される。同意見書では、

長時間労働に関する面接指導受診の申出が

50%にすぎないこともあげて、上記の問題が

大きくなる可能性を示唆している。 

 また、事業者責任と関係してくると考え

られるもう一つのこととして、この改定案

で示されたメンタルヘルス不調についての

検査結果は、職場の環境改善に結び付けら

れる形になっていないという批判がある。

確かに、たとえば職場の単位ごとに集計し

たものを事業者が参考にして職場改善に取

り組むといった主旨の文言は改定案にはな

い。上記の全国センターの意見書では、そ

もそも厚労省が考えているチェックリスト

9 項目には、「本人の気づきを促す」とい

う目的の通り、個人のハイリスクチェック

にはなりえても、「職場分析」に繋がるも

のではないと指摘している。 

 産衛学会の報告書（2010.6.26）でも、こ

の点が問題にされており、労働者が特定さ

れないことや当該職場管理者の責任追及に

ならぬように配慮しながらも、回答結果を

職場単位で集計し、環境改善に結び付けら

れるべきことが語られている。また、スク

リーニングが重視されることによって、手

間暇のかかる職場改善活動（一次予防）や

不調者の早期発見のためになされる管理監

督者への教育研修、あるいは随時利用でき

る相談窓口の整備などが軽視されるのでは

ないかと危惧を述べている。 

 

 以上、安衛法改定案に対するいわば内在

的批判あるいはその背景になった検討会案

への批判を中心にみてきた。しかし改定案

では書かれていない部分で重要な事柄を補

足しておく必要もあるだろう。この案は、

基本的に産業医の選任義務のある規模の企

業に関する議論であり、外部機関などと契

約できる経済力のない小規模企業の問題や、

非正規労働者へのメンタルヘルスケアの供

給に関する問題についてはなんら触れられ

ていないと、やはり各方面から指摘されて

いる68。拡充検討会などでは 50 人に満たな

い事業場については、地域産業保健センタ

ーの体制強化などが語られているが、検討

会が開かれていた同じ 2010 年には厚労省

内の仕分けによってその予算は削減され、

それまでの労働基準局単位(347 カ所)から

都道府県単位に縮小された。また都道府県

レベルで設置されてきた産業保健推進セン

ターも多くが廃止され 15 センターにまで

減らす方針が閣議決定されている。こうし

てみると、現在もっともメンタルヘルスケ

ア、あるいは産業医活動総体から遠ざけら

れている層についての取り組みは、やはり

疑問の付されるところであろう。 

 

6.2 リワークプログラムの興隆 

 

 精神医療者の側での近年の動向として一

つ注目しうるのは、職場復帰支援に関わる
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ものである。第Ⅰ期でも復職支援について

の言及が精神科医の回想のなかでみられた

ように、この取り組みは一部企業では意外

に長い歴史を持っているともいえる。しか

し、やはり 2000 年代に入って急激に注目さ

れるようになり、医療機関等で「リワーク

プログラム」が多く実践されるようになっ

たといえるだろう。 

この拡がりをただ行政の主導によるもの

とはいえまいが、2004 年には厚労省が「心

の健康問題により休業した労働者の職場復

帰支援の手引き」を公表し、2009 年には改

訂版を出しているように、行政としてもこ

の 3次予防の取り組みについては関心が高

いところがある。2004 年の手引きから、病

気休業開始から職場復帰後のフォローアッ

プまでを 5段階に分けて、それぞれの段階

で基本的に踏まなければならない手続きや

留意点が示されている。2009 年の改訂版で

は、支援の対象者に対する復職までの流れ

（プログラム）や事業場外で利用できる資

源や制度について十分な情報提供を行うこ

と、そして休職に関わる、あるいは「試し

出勤」に関わる対象者の身分上の規定につ

いてあらかじめ整備しておくこと、さらに

主治医と職場とが相互的な情報提供を含め

連携を強化することなどが盛り込まれた。 

医療関係者においては、とくにうつ病罹

患者に対する復職支援のリハビリテーショ

ンが、とりわけ事業場外での復職プログラ

ムとして急速に普及した。この起点は、1997

年 NTT 東日本関東病院の精神科で秋山剛を

中心に始められたリハビリを、東京のオフ

ィス街で精神科クリニックを開業していた

五十嵐良雄がアレンジして実践し始めたと

ころに求められよう。デイケアを含む「リ

ワーク・カレッジ」と名付けられたプログ

ラムは、うつ病罹患者が回復して家庭生活

を過ごせるようになったレベルから、実際

に職場で働けるレベルになるまでの間を埋

めていくことを目標とする。医師だけでは

なく心理士、精神保健福祉士などからなる

多・他職種チームによる様々な取り組みが

あるが、作業療法的なものばかりでなく、

個人そして集団の認知行動療法も導入され

ている。五十嵐は、この経緯について、「診

断書を発行して休職させて十分な休養をと

らせた後に、復職を試みても、失敗する患

者が続出し」、かつて勤務していた「病院で

の経験がほとんど役に立たなかった」と語

っている（五十嵐 2007:56）。ここには、彼

がクリニックで診るようになったうつ病の

様相が病院で診てきたものとはかなり異な

るという認識もある。いわゆる現代型うつ

と呼ばれることもある問題に関わるところ

であるが、復職リハビリ・プログラムがう

つ病治療の文脈でもつ意味についてはここ

では省略する。 

上述の秋山によると、2006 年時点では、

都内近県でこうしたリハビリ・プログラム

を実践していたのは 3カ所のみであった

（秋山 2006:13）。しかし、秋山や五十嵐を

中心に 2008 年に「うつ病リワーク研究会」

が発足し、2009 年 5 月には正会員がすでに

48 機関であり、2012 年 2 月時点で、「同研

究会会員であるリワークを行う医療機関は

32 都道府県 118 施設」とされている（五十

嵐 2012:2）。実際、近年開催される産業精

神保健学会やデイケア学会をみても復職支

援の報告は非常に多く、この 5年ほどの間

に急速に取り組みが普及していることが伺

われる。 

ただし、ここで「リワーク・プログラム」

とされるものは、あくまでも事業場外のそ

れ――就業前リハビリテーション――であ

り、事業場内のもの――就業リハビリテー

ション――ではない69。後者については、そ

のときの身分や処遇について制度的に整備

しておく必要があり、また職場と医療関係

者との協働体制もより密に求められること

から様々なコストもかかるものの、その有

効性が高いことは指摘されている70。就業リ

ハビリのための制度整備や実際の取り組み

がどの程度行われているのか、こうした点

も注視する必要があり、既存の調査結果を

後ほど紹介したい。なお、復職支援につい

ては重点的に調査研究を進めており、詳細

な議論は項を改めて展開する予定である。 

 

6.3 EAP 企業 

 本稿では第Ⅳ期を産業精神保健の拡充期

とし、それが過労自殺裁判についての画期

的な 高裁判決によって開始されことは既

に述べた通りである。また、そのことによ
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って企業にとってメンタルヘルスケアの問

題は、福利厚生の問題からリスクマネージ

メントの問題になったということが、関係

者の間で明言されていることも、ある座談

会を紹介するなかで触れた。2000 年以降、

行政から各種指針が出され、より日常的で

多面的な取り組みがなされることも求めら

れるようになった。こうした中で、企業に

生じた新たな需要に注目した「産業」も成

立してくる。 

『日本医師会雑誌』で 2007 年に「職場の

メンタルヘルス」の特集が組まれた。この

とき、その「現状と課題」について論じた

精神科医で、この分野の主導者的存在であ

った島悟は、「課題」に関連して、「非専

門家が『職場のメンタルヘルス対策』を有

望なビジネスチャンスとみなして、参入し

ていること」を挙げている。そして、こう

したビジネスの「乱立」状態に抗して、「医

師が、経営層や人事担当者などがメンタル

ヘルスに関する正しい理解をもつように働

きかけること、……メンタルヘルス活動を

適切にリードすること」を課題の一つとし

て訴えている（島 2007:24）。島が危惧し

ていた対象とは、非医療者からなり経営コ

ンサルタント的に EAP（employee assistant 

program）を提供するという民間企業（EAP

会社）である。周知のように EAP 会社は、

もともとアメリカで発達・確立したもので

あるが、日本では 1998 年に日本 EAP 協会が

設立され、設立者である市川によると、2007

年時点で企業数は約 50 社ということであ

る（市川 2007:◇）。 

この時点では企業数としてさほど多いわ

けではないが、厚労省は 2008 年には既に一

定の対応をみせる。この年の 6 月、都道府

県労働局労働基準部長に対して「メンタル

ヘルス対策における事業場外資源との連係

の促進について」という通達を出すが、こ

のなかでメンタルヘルス相談の専門機関に

ついて、「一定の要件を満たしたものにつ

いて登録・公表」することで、「優良な事

業場外資源の確保を図り、その利用を促進

する」と記している71。相談機関の登録基準

では、「事業者と契約を結び有料でその労

働者に以下のサービスを提供する機関であ

って医療法上の医療提供施設以外のものを

対象とする」と冒頭部にある。「相談対応

者」としては、「心理職」として一定の経

験を有することを条件とはしているが、第

Ⅲ期で取り上げた THP の心理相談担当者も

含まれ、必ずしも臨床心理士や精神保健福

祉士である必要はなく、かなり緩やかであ

る。 

ただし、「精神科医の関与」とうい項目

が目を引くところである。相談機関は精神

科医又は精神科医が所属する医療機関と契

約していることがまず要件とされる。そし

て関与する医師は、「臨床歴を 5 年以上有

すること」が必要であり、たとえば「相談

対応者による面接に先立ち面接を行い、そ

の結果を相談機関に報告すること」、ある

いは「（すべての労働者について相談内容

を）相談対応者から報告を受け、その内容

について医学的な観点から審査する」とい

った形で様々に関与していくことが求めら

れる。医師の関与によって、EAP 会社の質

を担保しようということであるが、登録と

いう制度によってどこまでそれが可能であ

るかは未知数である。また、EAP 会社の提

供するサービスは面接相談と医療機関への

仲介に限られるわけではなく、社会学的な
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視点からこうした企業活動が有する機能に

ついて、きわめて批判的な議論も存在する。

この点は考察部分で取り上げてみよう。 

 

6.4 企業の取り組みと規模格差 

 企業の取り組みについては、厚労省の労

働者健康状況調査などにより、1990 年代後

半以降の動きがある程度把握できる。ごく

簡略に触れておきたい。 

 

たとえば、新旧のメンタルヘルス指針に

「ラインによるケア」という項目が含まれ

ているが、そのために「管理・監督者への

教育研修」が求められている。こうしたも

のは、比較的“取り組みやすい”事柄に属

するであろうが、その実施率の推移を確認

したものが図７である。企業規模（従業員

数）により相当に異なるが、とくに 1997 年

から 2002 年の間で大きな上昇が認められ

る。電通事件の一審判決が出た翌年から、

旧指針の公表された 2000 年を挟んでの時

期であり、やはりこの時期に取り組みへの

圧力が急激に増したことを示すものであろ

う。 

 
 

 

この調査は 5 年間隔で行われており、2012

年実施分の結果はまだ公表されていないの

で、2010 年 9 月～10 月に行われた(独)労働

政策研究・研修機構(JILPT)の｢職場におけ

るメンタルヘルス対策に関する調査｣の結

果も見ておこう。図７で示したものと全く

同様の質問があり、事業所規模別にみると

10～49 人(36.4%)、50～299 人(44.4%)、300

人以上(64.9%)であった。50 人未満の事業

所を除けば、低めの結果が出ている。JLPT

の調査設計は厚労省調査とほぼ揃えている

が72、事業所調査に限定し、労働者調査は並

行して行ってはいない。厚労省調査の有効

回答率が 70.8%であることに対し、JILPT 調

査は 37.5%であり、こうした点も作用した
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図７ 企業における取り組みの

推移
―管理監督者への教育研修・情報

提供を手がかりに―

（厚労省 労働者健康状況調査より

作成）
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ものと思われるが、とくに解釈はできない。 

 精神医療者集団の動向で言及した職場復

帰支援に関わる項目については、JILPT 調

査がより詳細な設問をしているので、そち

らの結果を参照しておこう。 

 

 

 
 

復職に当たっての手続きがルール化されて

いるかという設問についてみると、ルール

化されていると回答している事業所は全体

的に少ない現状が伺える。50 人未満の事業

所で 30%強であり、300 人以上の事業所でも

40%程度である。これが｢試し出勤｣制度のル

ール化状況についてみると、さらに少なく

なる。300 人以上でも、ルールとして決め

ていると回答している事業所は 17%程度に

止まり、それより小規模になると 8%かそれ

より小さな値となる。 

 

 
 
慣行上行われているという回答を含めれば、

二倍程度にはなるが、復職支援においては

ルールの透明性が当事者である労働者の、

そしてその家族の安心に対してもつ意味が

大きいことは、多く復職支援に関わってき

た医師などからつとに指摘されることであ

る。その意味では、やはりルール化されて

いることが、より望ましく、その視点から

みればやはりそれだけ憂慮すべき現状とい

えるだろう。 
 企業の取り組みについては、当然、より

詳細で踏み込んだ検討が必要であるが、よ

り多くの調査資料に基づき検討すべき課題

であるので、これ以上の概略的紹介は止め

ておきたい。ただ、以下の考察部分で必要

に応じて、既述の調査結果を改めて参照す

ることもあるだろう。 

 

 

 

 

 

 

0% 50% 100%

10～49人

50～300
人

300人～

図8 復職に当たっての

手続きルール

社内で復職

に関する手

続きルール

が定められ

ている

人事担当者

がその都度

相談してや

り方を決め

ている

復職はそれ

ぞれの職場

の上司・担

当者に任せ

ている

無回答

0% 50% 100%

10～49人

50～300
人

300人～

図9 「試し出勤」制度

のルール化

ルールとし

て決めてい

る

ルールでは

ないが、慣

行上行われ

ている

その都度検

討して対応

を決めてい

る

「試し出勤

制度」はな

い
無回答
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Ｄ．考察 

 ここまで、1950 年代から近年に至るまで

の産業精神保健に関わる様々な動向や、そ

れに関連して論じられた事柄を辿ってきた。

冒頭部で述べた通り、本稿は文献資料に拠

りながら歴史的な記述を行うことを目的と

したものであり、これまでの作業で議論は

概ね終えたといえる。しかし、今一度、こ

の歴史を振り返り、幾つかの論点にまとめ

ながら考察を加えてみたい。 

 

１．精神科医が企業に雇用されることにつ

いて 

 まず、第Ⅰ期に問題となった、精神科医

が企業と契約を結び、その労働者に対して

精神医療活動をすることについて取り上げ

てみよう。主治医としてではなく、嘱託な

いしは専属の産業医として産業保健活動を

することについて、他科の医師では問題に

ならなかったことが、こと精神科医につい

ては、強い疑いの目をもって批判されるこ

とになった。精神疾患・障碍に対する社会

一般あるいは企業内に存する差別意識を背

景にして、治療とはいいつつ、精神科医は

不調者を結局は排除する役割を担い、企業

の経営合理性に利するものにしかならない

のではないか。さらに、むしろ企業にとっ

て不都合な人員を恣意的な診断によって放

逐するようなことにさえ手を染めているの

ではないか、という批判や疑いである。 

 こうした批判は、近代以降、精神医学が

「正常／異常」の線引きを行いつつ、「異

常」に分類された者を病院に隔離・監禁し

てきた主要な社会的装置であることを論じ

たフーコーや、それに続くとくに英国を中

心にした反精神医学の動きが日本にも波及

してきたこと、またこの時代、それが企業

という存在に批判的な学生運動と交錯した

ことによって確実に増幅された。しかし、

本論で実際に産業医として企業と関わって

きた医師たちの語りやそうした批判に対す

る反論などを多く引用して示したように、

精神科医が企業に関わることが、あたかも

自動的あるいは不可避的に労働者の不利益

に繋がるというのは短絡に過ぎた。 

 反面、我々は現在、「ブラック企業」「追

い出し部屋」という言葉に象徴される現象

として、一定数の企業が人員削減をとくに

「自己都合退職」の形で進めるために様々

な“手法”を用いていることを改めて知る

ようになった73。こうした状況のなかで、産

業精神保健に関わる活動やその知識・情報

が、不適切に利用される、もっといえば“悪

用”される危険性について考えないとすれ

ば、それも楽観的に過ぎるだろう74。これは

なにも産業医となる精神科医に限った話し

ではなく、他職種の専門家、あるいは EAP

会社としての活動、そして精神医学・心理

学に関する知識についても注意が求められ

る。 

 知識・情報については、次の論点で問題

にすることにすれば、ひとまず産業精神保

健活動に関わるスタッフの問題となる。労

働安全衛生規則第 14 条第 4 項においては、

産業医が企業担当者に対して作業環境や管

理について勧告・指導・助言をしたことを

理由に、事業者が産業医に対して「解任そ

の他の不利益な取扱いをしないようにしな

ければならない」とある。その点で産業医

には一定の身分保障がなされているとみる

べきかもしれない。しかし、医師はもとも

と高い権威を付与された資格職であり、当
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該企業から解雇されたことが即座に経済生

活上の困難に結びつく可能性は比較的低い

ように思われる。問題は、医師が企業側の

利益供与に抗し得る条件――倫理性は別に

――と、医師よりも経済・社会的に身分保

障の弱い他職種が不適切に企業側利益に誘

導されない条件なのかもしれない。いずれ

にしても、契約者としての企業と、ときに

患者としての労働者の間において産業保健

スタッフがより自律的でありうる制度的条

件が、精神保健の問題がクローズアップさ

れることで改めて問題になるのではないだ

ろうか。 

この点でいささか気になるのは、総じて、

近年の議論を第Ⅰ期から第Ⅲ期までの議論

と比較したときに目立つ相違として、とく

に産業医として職場に関わる精神科医の果

たす――その意図とはときに関係なく生じ

るものも含め――機能そのものをめぐる議

論がかなり少なくなったことである75。第Ⅳ

期に入って以降は、かつて「入り口」で問

われていた問題は後景に退き、職場のメン

タルヘルスに関わる各職種に求められる技

量や注意点76、あるいは企業内で実効的な対

応方法などが議論の中心になっている。確

かに、さしたる根拠も示さず危惧するとい

うだけで、企業現場で臨床活動を行う者を

批判することは控えられるべきであるし、

逆に現場にいる者は法律と自らの倫理に照

らして、 善の方途を探っていくよりない

という部分もあろう。しかし、どのような

企業や実際の状況が、たとえば精神科の産

業医の自律性を脅かすものであるのか――

もちろん守秘義務はあろうが――、その経

験が何らかの形で公に伝えられ蓄積されて

いく必要あるだろう。 

２．一次予防と「感情管理」について 

 次の論点は、労働者個々人に対してなさ

れるストレス・コーピングなどの感情のコ

ントロール法に関わる、あるいはラインに

よるメンタルヘルス不調者の早期発見に関

わる指導や教育研修の問題である。THP で

セルフケアが強調されたときに、産業衛生

の専門家からは、環境改善・管理の思考が

脱落していることに多く批判や反省の声が

あったことは本論で見たとおりである。

2000 年に公表された旧指針が総合的になっ

たということで評価された所以でもあった。

しかし、とくに労働者個々人がストレスを

含め自らの感情を統制する方法が普及する

ことについては、先鋭な批判もある。たと

えば社会学者の山田陽子は、その一連の論

考で、労働領域での精神保健活動の拡がり

について批判してきた(2008,2011a,2011b)。

そのエッセンスは次の一文によく現れてい

る。 

 

労働者一般の普遍的利益を代弁するよ

うな主張や運動が展開されにくい状況

の中で、労働問題が個々人のストレス

の問題や健康問題として再定義され、

医療的・心理学的介入が可能な個別的

問題へと加工されている。（山田 

2011a:224） 

 

 この文の主張には、とくにメンタルヘル

ス不調者が治療対象になったり、復職支援

の対象になったりすることも医療化・心理

学化を示す現象として含まれようが、こう

した問題については、また次の 後の論点

で扱いたい。ここでは山田の議論の本体、

すなわち労働者をして、より生産性の高い
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主体として、自らの感情を有効にコントロ

ールすることのできる存在へと駆り立てる

こと、そこに医学的・心理学的な知と活動

が動員されているという主張ないし問題に

ついて、多少の検討を加えてみよう。 

 山田が注目している産業精神保健活動と

は、なにより民間の EAP 会社である。企業

経営からみれば「従業員のメンタルヘルス

ケアとはリスクマネジメントであり経営コ

ス ト の 抑 制 を 意 味 」 す る が （ 山 田 

2011b:223）、EAP のコンサルタントは労働

条件にはタッチせずに、上司と部下のコミ

ュニケーションの取り方や労働者個々人の

ストレス・マネージメントの方法を伝授す

ることでリスクを回避させ、生産性の向上

が図られると謳う。 

また既にして「仕事を自己実現の手段と

して見なす趨勢」があり、「大衆化された

心理学的知識によって職業人として自己を

語ったり人間関係や職場環境を観察したり

すること」が広まっている。諸々の状況か

ら生じる感情に自ら気づき冷静に取扱い、

「高い生産性を維持する感情状態の鋳型―

―たとえば、明るく快活に前向きに職務に

邁進する――に流し」込むことは、企業の

側だけでなく、個々の労働者もまた求めて

いる（山田 2011:224-225）。だから、そこ

には十分な「商機」がある。少なくとも山

田は批判的にそう見た。 

 こうした「感情の管理」が、改善される

べき職場環境に存する問題を常に隠蔽する

ものとして強化されるものであるのか、あ

るいは意図はともかく隠蔽するものである

のかは、経験的に検討される必要がある。

しかし、一定の感情――とりわけネガティ

ブな――が常に職場環境についての集合的

な改善を求められる問題に起因するとは限

らず、また感情そのものの取扱いとはまた

別に、当該の環境への介入がなされうる可

能性も仕組みとしてはありうる。したがっ

て、まずは「感情管理」そのものの持つ意

味が検討されるべきことになるだろう。 

 現代社会がとりわけ職業的な場において、

適切な感情状態を作りだし、適切な感情表

現を行うこと――感情管理であり、それが

商品となりうるために感情労働と呼びうる

もの――を求めることを 初に問題化し分

析したのはホックシールド(1983=2000)で

ある。サービス部門など働きかける対象が

直接的に人である職業に顕著であるが、職

業的場面において生産的・機能的であるこ

との起点が「ポジティブ・シンキング」で

あることに求められるようになるとき、そ

うでありたいと願う人々にとって感情管理

は半ば義務化するだろう。このより深いレ

ベルでの自己統制――深層演技――は人に

強度の負荷を与える。あえて私見を加えれ

ば、深層演技の方法論を説くのも心理学的

知識であるのなら、それによって生じる負

荷を言語化しうるのも心理学的知識である

ことはいささか皮肉な事態といいうるかも

しれない。 

 こうした現代社会的趨勢と現代人にかか

る負荷については、晩期フーコーの自己の

テクノロジーに関する議論を引き継いだロ

ーズも、精神医学的・心理学的知識との関

係において詳細に論じており、これらの議

論からも EAP 企業などの行うセルフ・マネ

ジメントについて批判的に評価することも

可能ではあろう。しかし、本稿の主旨とし

ては、むしろ産業精神保健に関わり、その

具体的な文脈の中で関係者たちが論じたこ
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とを今一度振り返っておきたい。 

第Ⅲ期の後半部で、「職場における精神

保健医療ネットワーク検討委員会」におい

て THP の心理相談員（心理相談担当者）の

役割をめぐって、その策定に中心的に関わ

った河野慶三と笠原嘉との間にあった議論

をかなり詳しく取り上げた。ここで笠原は、

「疾病対応を通じて健康に寄与」するので

はなく、「健康な人間がより健康に」とい

う health oriented な方策というのは、労

働者ではなく、あくまでも企業のためでは

ないかと問う。そして、「医者が health 

oriented な面から問題に入っていくときに

は、慎重に慎重である必要」があるとも述

べている。 

実は、こうした問題は、2000 年の旧指針

が公表されたときに、やはり河野が出席し

ている、ある座談会でも語られている。こ

こでは企業で日々労働者と向き合っている

保健師から、非現実的なほど「健康」な精

神状態を目標値にすることで、かえって労

働者が思い悩むとろこがあり、メンタルヘ

ルスに取り組む必要は十分認めつつも、そ

のときの「健康」概念の設定の仕方には注

意を要すると語られた77。これに対して河野

は、会社として掲げるスローガンは何でも

よいが、健康状態についての設定は個々人

が自覚している必要があり、それからのズ

レをさらに自覚できるようになることがセ

ルフケアの目標と答えた（唐沢 2000:17）。

保健師である野田悦子は、「悩みもなくて

いつも元気でニコニコ」といったゴールを

掲げてしまうと、「そうなれない自分を悩

んだり責めたりということが起こってくる

のではないでしょうか」と重ねて問いかけ

るが、この点についての議論はそこで終わ

りとされてしまう（唐沢 2000:18）。 

このときの河野の言い分としては、「ゴ

ール」はともかく、個々人が適度に健康で

ある状態を自分で認識できていればよく、

その状態との差において現状を把握できる

ことがセルフケアだということになるのか

もしれない。しかし、その適度に「健康」

である状態とは何か？そこにはどれほど

「健康」であることが求められているのか、

という社会的期待値が、どうしても入り込

んでくるだろう。そしてその期待値の形成

に医師は大きな影響を与えるし、それが必

ずしも必要のないゴールであっても負の影

響を生み出すことになる78。上記の座談会で、

笠原は、医師のもつ社会的権威とそれが発

する言葉が社会的に及ぼす（ときに思わぬ）

影響について意識し、危惧したのではない

だろうか。そしてとりわけ、よりよく機能

することに人を駆り立てる、「健康」とい

う理想値を定めることの危険性を指摘して

いたように思われる。すでに座談会から 20

年ほど経過した今、より機能的であれとい

う社会的圧力は当時よりもはるかに上昇し

ているが、他専門職や関係者の議論も含め、

自らの設定する理想値のもつ社会的意味を

問い直す議論が、産業精神保健の領域であ

まり見られなくなっているように思う。 

ここで健康モデルの議論からは離れるが、

専門家たちの生み出す知や情報がもたらす

影響について議論を加えておきたい。たと

えば、Rafalovich(2005)は、アメリカのあ

る州でのフィールドワークをもとに、学校

で「言うことをきかない児童」が発達障碍

と認定されるプロセスには、医師よりも学

校の教師や親がより大きく関与している様

相を描き出している。発達障碍についての
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知識が普及してきた日本でも同様のことは

指摘されている。また、筆者は、ある EAP

企業の代表者から、「現代型うつ」につい

ての情報が、近年、職場で普及するように

なった結果、むしろ混乱を招いている――

「百害あって一利なし」と表現していたが

――という話しを講演で聴いたことがある。

確かに、「他罰的」傾向などの断片的な知

識や情報が安易に利用されることがあれば、

それは単なるスティグマになりうるだろう。 

メンタルヘルスに関する管理監督者等に

対する教育研修は、多くの企業でなしうる

取り組みであり、また復職支援のような保

健スタッフ自身が多く難しさを感じるもの

ではないのかもしれない。そのためであろ

うか、そこで伝達された知識・情報がどの

ような意味を職場的に持つものであるのか

を捕捉した研究は関係誌等で見ることはあ

まりない。しかし、上述の感情管理や健康

モデルの規範的設定と同様に、診断名など

の医療的・心理学的な言葉が職場的文脈で

もつ意味や作用について、検討する必要も

あるのではないだろうか。 

 

３．職場環境改善について 

 第 2 の論点で引用した議論にあるように、

精神医学・心理学の知識にもとづくメンタ

ルヘルスケアが職域に浸透していくことに

よって、労働問題、すなわち労働者の不調

をもたらした、労働環境自体に存する原因

が特定・除去されることなく、個人的水準

の治療に回収されてしまうという批判があ

る。これは、シュナイダー＝コンラッドに

よる「逸脱の医療化」という議論から展開

された「医療化論」の直系にあるといえる

だろう。彼らの著書では、非行や学校にお

ける子どもの多動、あるいは同性愛などが

精神医学的な疾患・障害とみなされてきた

こと、あるいは政治的抗議者が精神障害と

され病院に監禁されるようなことが国によ

ってなされてきたことなどが例として論じ

られている。このように、彼らの医療化論

で論じられる「医療」とは精神医療である。

そして、その問題性とは、大きくは、「病」

とされた者の指向や主張が無効化されると

いう意味での「脱主体化」と、社会的背景

が度外視されるという意味での「問題の個

人化」との二つに分けられる（進藤 2003）。 

 前者については、本稿の辿ってきた歴史

でいえば第Ⅰ期に企業と関わった精神科医

に対して投げかけられた批判のなかにあっ

た議論ともいえ、その点については、はじ

めの論点で扱った。後者の問題については、

労働者のメンタルヘルス不調がすべから職

場環境に起因すると断定できない以上、産

業精神保健活動のすべてについてそのフレ

ームで扱うことはできない。業務に起因な

いし関連することの有無や程度とは一旦切

り離して、「労働問題の個人化」とは別の

水準でなお問題として検討できる事柄につ

いては、それとして扱えばよいだろう。本

稿では「感情管理」については、そのよう

に判断し、第二の論点で扱った。しかし当

然、職場環境の問題が個人水準のケアにも

っぱら還元されるということの可能性は十

分に検討されなければならない。 

繰り返しとなるが、他科産業医と精神科

医師とのアプローチの違いは長らく関わっ

てきた関係者の間で意識されてきた。他科

産業医からみれば、職場環境や作業工程に

存する因子の特定と除去が産業衛生の基本

であるはずだが、メンタルヘルスケアにつ
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いての議論にはそこが抜けているのではな

いか。たとえば、THP の指示するものがス

トレスについてのセルフケアに限定されて

いたことに対してなされた疑義であり批判

であった。しかし、2000 年に旧指針が公表

されて以降、とくに産業精神保健に関する

議論のなかで、この種の問題はさらに踏み

込んで論じられてきただろうか。 

確かに、新旧のメンタルヘルス指針には

職場環境改善の議論は含まれている。新指

針でみれば、第 6 項メンタルヘルスケアの

具体的進め方の（２）に職場環境等の把握

と改善とある。その「ア 職場環境等の評

価と問題点の把握」では、事業場内産業保

健スタッフ等が中心的役割を果たすものと

あり、観察、聞き取り調査、調査票による

ストレスチェックなどにより、職場環境を

多面的に評価することが求められている。

その評価結果に基づいて産業保健スタッフ

は管理監督者に助言しつつ、自らも協力し、

次の「イ 職場環境等の改善」を図ること

になる。助言と協力を得て、管理監督者は、

「労働者に過度な長時間労働、過重な疲労、

心理的負荷、責任等が生じないようにする

等…配慮を行うことが重要」とある。 

実際には、2010 年以降のメンタルヘルス

健診に関わる議論に見たように、プライバ

シーの問題に多く配慮すれば、ストレスチ

ェックの結果を職場改善の情報に容易には

流用できないなど困難は多い。しかし、こ

うして指針等で描かれる流れは、逆に「医

療化論」に対して重要な含意もあるだろう。

精神医療化は、必ずしも問題を「個人化」

するとは限らない。むしろ、環境側にある

メンタルヘルス不調の因子をそれとして解

釈してみせることができるのは、とくによ

り公式的な、つまりはより対立的な場にな

ればなるほど、現在の専門家システムにお

いては、医師――場合によっては他特定専

門職もありうるであろうが――だけなのだ。

労災をめぐる訴訟はもちろん、企業内にお

いても、損傷と因子を言語化し、環境条件

を「問題化」しうるポテンシャルは、精神

保健スタッフとその知に準拠した解釈作業

に（も）あるはずだ。たとえば、予防的調

査によるばかりでなく、メンタルヘルス不

調者が繰り返し出現するような場合、その

職場の在り方を問題化することは、少なく

とも論理的には可能であろう79。というより、

むしろ労働安全衛生規則（第 14 条）で定め

られた産業医の職務からいえば、衛生管理

者等に勧告・指導・助言する立場にある。

そのことにより事業者が産業医に対して不

利益な扱いをしてはならいないともある。 

しかしながら、たとえばこの数年の関連

学会大会を傍聴してきても、そうした事例

報告を聴くことはまずないように思われる。

むしろ医師を中心とした学会で、職場環境

を劇的に改善し、不調者の数を激減させた

事例として聴けたのは、あくまでも傑出し

た経営者の取り組みについての報告であっ

た80。医師はじめ心理・看護等の専門職を集

めた学会で、こうした経営者の取り組みが

関心を持たれること自体は、この領域があ

る重要な局面を迎えていることを示すもの

かもしれない。と同時に、精神保健スタッ

フが職場環境改善に踏み込むことの難しさ

も伝えているようにも感じられた。 

印象論が過ぎたが、たとえば新メンタル

ヘルス指針が公表されたとき、『産業医学

ジャーナル』誌で座談会を開いている。そ

こで参加者の医師から、管理・監督者に対
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して「セクハラ、パワハラの問題について

周知徹底させる」ことが 1 次予防として重

要であると発言があった。加えて、「過重

労働的などどうにも避けられない面のある

労働の厳しさはある」けれども、そうした

ことに関することであれば「常に予防可能」

というコメントが付く。つまり医師の立場

からも介入可能な方法と地点として、管理

監督者研修とハラスメントが挙げられたわ

けである（櫻井 2006:15-16）81。経営状況

も含めて、労働現場の「現実」を目の当た

りにすれば、医師が長時間残業などに口を

挟むことはできないという実感があるよう

にも思われる。であれば、過重労働の結果

として生じるメンタルヘルス不調について

も、個別のケアで対応するよりないという

ことにもなるだろう。心ある医師等スタッ

フにとっては不本意な結果に過ぎないが、

確かに「問題は個人化される」ことになる82。 

しかし、筆者の立場として確認しておき

たいことは、個別のケアは確実に重要であ

り、事業場内での取り組みは極めて貴重で

あるということだ。多くは環境改善を回避

するために個別的ケアが導入されているわ

けでもなければ、そうした意図を持って保

健スタッフたちがケアに取り組んでいるわ

けではなかろう。「医療化論」からすれば

関係者の意図ではなく、社会的機能が重要

という立論もありえようが、意図を無視す

れば、｢問題の個人化｣が生じる力学を見誤

るところもある。また、たとえば復職支援

の方法の蓄積と普及は、新たな社会保障制

度の構想――その一部は福祉領域と労働領

域を相互浸透させるところに求められる―

―を具体的な形で補強するものにもなるだ

ろう83。 

議論を締めよう。個々の事業場で産業医

等が、必要に応じて職場の環境改善の起点

になることが可能であるとすれば、具体的

にはどのような条件が必要であるのか。あ

るいは現状では、限りなく困難であるとい

うことであれば、それはどのような点に求

められるのか。特定物質や作業の問題に取

り組んできた他科産業医の経験なども含め、

こうした事柄が改めて論じられることを求

めるのは、現場を知らないナイーブな意見

に過ぎるだろうか。 

また、上述のいわばボトムアップ式の職

場環境改善の可能性も探りつつ、やはりこ

の問題はトップダウン式に対応されるべき

側面があることも忘れてはならないだろう。

本稿でも、2004 年に開かれた安全衛生分科

会で長時間労働と医師面接をめぐって、そ

れが使用者側の義務になるのか、労働者側

の義務となるのか、かなりのやりとりがあ

ったことを紹介した。結局、労働者側の申

出が条件になり、安全衛生の面から長時間

労働に対する縛りを――たとえば 2002 年

公表の「総合対策」で示された時間外労働

45時間で――徹底するということにもなら

なかった。 

その後、2010 年以降の動向で「自殺・う

つ病等対策プロジェクトチーム」で論じら

れ、以降の議論の中心になるのも、あくま

でも要注意者を早期に発見するための健診

の問題であった。2006 年施行の安衛法改訂

のとき以来、危機的状況にある労働者をい

かにチェックできるかということが厚労省

の関心の中心にあったといえるかもしれな

い。ちなみに、上記のプロジェクトチーム

でも、長時間労働・過重労働対策の強化を

求める意見は出されている。しかし、鳥瞰
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図になると、それは「企業文化の醸成」と

いう枠の中に収められているように、実効

的な法的規制を設けるという意向にはなっ

ていない。こうした部分での法制度的枠組

みの在り方と、産業精神保健スタッフを起

点とした職場環境改善の可能性とは相即的

な関係にあるはずである。産業領域におけ

る精神医療的・心理学的ケアの浸透が、「問

題の個人化」に終わらない大きな条件をや

はり考える必要があるだろう。 

 
 
 
Ｅ．結論 
 
本稿は、日本における産業精神保健の取

り組みがいかに始められ、その後どのよう

な展開を辿ったのかを、まずは時系列的に

記述していくことを目的とする。また、こ

の流れの中で、どのような事柄が関係者に

おいて問題とされたのか、そしてまたそれ

はどのような社会的状況と関連していたの

かを適宜検討していくものである。 

関連する専門誌、書籍、行政文書等を中

心に検討した結果、1950 年代以降から現在

までを四つの時期に区分して整理すること

になった。以下、各期の概略を示してみよ

う。第Ⅰ期「創生期」は、1950 年代中頃よ

り 1970 年代初頭までになる。戦前期にめぼ

しい産業精神保健活動の記録はなく、50 年

代より、一部の医師たちが研究会を立ち上

げるなどの動きが出てくる。ただし、より

重要なのは、疾病構造の変化――結核罹患

者の激減――もあり、職場における精神障

碍者への対応が企業としてより問題とみな

され、一部大企業で精神保健の専門家を導

入するようになったことである。関わった

医師たちは、社内の偏見に対峙しながら復

職支援に取り組むなどしていた。しかし、

1960 年代後半になり、反精神医学の潮流と

学生運動とが交錯するなかで、精神科医が

企業に関わることについて激しい批判が向

けられるようになり、個々の企業内活動以

上の営みは下火となる。 

第Ⅱ期は「潜行期」は、1970 年代前半か

ら 80 年代前半までとなる。行政的な取り組

みもまだなく、医療者関係の学会的な取り

組みもほとんどない時期である。唯一、内

科や公衆衛生学を専門とする医師の多い産

業医の集まりである産業衛生学会内の研究

会が規模は小さいながら継続されていた。 

第Ⅲ期「展開期」は、1980 年代中頃より

90 年代前半までとした。一件の事故とある

労働者の自殺未遂・負傷に至ったうつ病が

業務に起因すると労働本省で認められたこ

とがきっかけとなり、行政的な取り組みが

開始される。ただし、この時期は労災認定

基準の見直しに至ることもなく、「健康作

り」運動に含められた対策もごく軽いスト

レスを念頭においたものであった。社会一

般においても「ストレス」という言葉が多

用され、関心が高まってきた時期でもある。

それでも、立ち上げも含め関連学会の動き

が再び見られるようになり、行政委託の大

規模なストレス研究なども開始された時期

である。 

第Ⅳ期「拡充期」は、1990 年代中頃から

現在までである。1996 年に年若い労働者 2

名の「過労自殺」について、民事訴訟で企

業が、行政訴訟で国が敗訴したこと、また

1998 年に自殺者が急増したことなどを引き

金として、なによりも行政が主導的に動き

出し、労災認定基準の見直し、各種指針や

手引きの公表、安衛法の改定などが急ピッ
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チに進められた。関連学会や企業での取り

組みもさらに活発化する。自殺防止が強く

意識されたことは第Ⅲ期の雰囲気とは大き

く異なる。企業使用者代表側と労働者・公

益代表側とのせめぎ合いも見られたが、結

果としては、過重労働に対する法的規制よ

りも産業医等による不調者の早期発見がな

される仕組み作りがひとまず進められたと

ころもある。しかし、たとえば復職支援に

関する各種実践など、短期間で多くの取り

組みがなされたことも含め、産業精神保健

にとってやはり画期的な時期であったとい

えよう。 

なお、本稿の主たる目的は上述の範囲に

収まるものであるが、考察として、この間

の歴史とそこであった議論を振り返りつつ、

社会学における「医療化論」とも絡めなが

ら 3 つの論点を検討した。一つ目の論点と

して、第Ⅰ期にとくに議論され、第Ⅲ期ま

では一定の言及がありながら、近年ではあ

まり目にしなくなった問題、すなわち企業

に精神科医が関わることで企業側利益に追

従することになるのではないかという問題

を扱った。この危惧については一律に否定

も肯定もできないわけであるが、医師等保

健スタッフの対企業的自律性を担保する条

件について、さらに検討も求められるとし

た。 

二つ目の論点としては、社会学における

「労働問題の精神医療化」という批判的議

論を導線として、とくに一次予防として展

開され、労働者個々人のレベルで行われる

ストレス・マネージメントなど「感情管理」

と呼びうる問題を取り上げた。第Ⅲ期に行

政的に導入された時期には、精神科医内部

で health oriented な介入には慎重である

べきという議論もあったが、現在ではほと

んど問題にされていない。しかし、このセ

ルフケア教育も含め、精神医学的・心理学

的知識の導入は、「健康」「正常」のゾー

ンを個人水準あるいは職場水準で狭めてい

き、かえって統制ないし管理的まなざしか

ら生じる心的負荷を高める可能性もある。

こうした点についても専門家の注意が改め

て向けられることを期待した。 

後の論点は、職場環境に存する問題が、

個人水準のケアに還元されて不問に付され

るという批判である。医療化論では「問題

の個人化」とされるところであるが、この

点は、精神科医や行政の取り組み・施策に

ついて、とくに 2000 年頃まで産業医や産業

衛生管理の専門家からも指摘されてき問題

である。ただし、個別的なケアが必然的に

環境改善への取り組みを排除するわけでは

ないことは踏まえるべきだろう。すると、

メンタルヘルス不調の確認から保健スタッ

フが環境改善に向けた勧告などを行うこと

が、現実的に困難であるということが改め

て問われるべきことなのかもしれない。た

とえば産業医が、法的な権限や身分保障と

は別に、そのポテンシャルを生かして環境

改善に対して柔軟に関われる条件とはなに

か。現在に至るまで、こうした報告や検討

はかなり少ないように思われ、この点を指

摘した。 
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1 安井義之のこうした経歴については安井(1993a)を参照。安井の軍医の経験については本

文中でも触れているが、加藤によると 1960 年に刊行された『産業人の精神健康』に執筆し

ている医師のうち本人も含め 4 名が軍医の経験者であり（加藤 1993b:7）、また 55 年以降

（昭和 30 年代）に始められた企業における精神障害者対策の中心にいた産業医たちは、「当

時マッカーサーの命令によってパージとなった国立病院の精神科医であり、大企業での職

場メンタルヘルスの基礎をつくった先覚者たちであった」と記されている（加藤 1993a:5）。 
2 社団法人・精神衛生普及会は、2001 年に解散しているが、その折り、常任理事であった

精神科医で国立精神神経センター精神保健研究所名誉所長である吉川武彦が一文を残して

いる。そこでは、普及会について「精神障害者の医療と保護のその先にある精神障害の発

生予防のみならず人々の精神健康の保持増進を図るため」に設立された団体であり、「職場

の人間関係や職場のモラール向上を図るなどコンサルテーションを行ってきた。これらは

職場のメンタルヘルス講習会や産業精神保健セミナーを企業からの依頼で行うなどしてき

たが、今日的にいえば職場におけるストレス問題の解消を図るためのメンタルヘルス活動

であり時代の先端を歩むものであった」と回想している（吉川,2002:114）。また、その解散

の理由が運営資金の不足にあることも書かれており、普及会の「運営は個人会員と団体会

員および賛助会員による会費および寄付金で行われてきたが…残念ながら退会される企業

が多く円滑な運営に支障」が生じる見通しがでてきたことによるとしている（吉

川,2002:115）。 
3 この点については飯田(1998)でも言及がある。 
4 現在、３次予防をこの領域で分かりやすく表現すると「職場復帰支援」とされているが、

この答申内における３次予防は異なる状況を想定してたものと考えられる。 
5 たとえば、1950 年代より三菱重工で精神衛生活動を行ってきた池田政雄は戦後の歴史に

ついて辿るなかで精神衛生管理研究会に触れているが「数年間の熱心な活動を経たのち諸

般の事情で無期休会となってしまった」とだけ述べている（池田 1993:10）。 
6 たとえば、日本産業衛生学会 70 周年を記念して出版された本に、産業精神保健に関する

座談会が載せられているが、歴史を振り返る部分の一つに、「学生運動の興隆と産業精神保

健の停滞」と見出しが付けられている（皆川他,2000:86）。 
7 ただし、むしろ企業側が復職の問題への対応を主な理由として精神保健の専門家を導入し

たという証言もある。1960 年代から松下電器で専従の産業医を務めてきた精神科医の小西

は、「企業が職場の精神衛生管理に着目したそもそもの理由も、精神障害から回復した従業

員の復職希望にどう対処したらよいか、というきわめて現実的な問題にあったことは否定

できない」と述べている(小西 1984)。 
8 この時期の言説上の変化―精神医学・医療に関わる言説が「障害者」に限定されたものか

ら「健常者」一般を含めたものへと拡張されたこと―については佐藤(2007)が新聞記事等を

データとして論じている。 
9 この引用は、中村・吉村・和田監修で 2009 年に刊行された改訂新版から行った。 
10 この「精神科産業医」という表現に明確に批判を行っているのは、精神科専門の産業医

である廣尚典であり、たとえば「『精神科産業医』という表現は（中略）精神疾患など精神

科臨床医が専門とする健康問題に限って事例対応や教育に携わる産業医の存在を認めるこ

とになるのである。これは、その産業医の対応とそれ以外の対応の間でバランスを欠くこ

とになる恐れがある（後略）」と論じている（廣 2002:335）。 
11 60 年代末の「学生運動」に関する文献は多いが、たとえば東大闘争についても、小熊に

よる当時の医学部が孕んでいた問題に関する周到な資料収集に基づく記述が参考になる

（小熊 2009:665-692）。 
12 皆川のように「対立的」に語るものではないが、池田政雄が 1960 年代中頃について回想
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するなかで以下のように述べている。「昭和 40 年前後になると、この問題に着手する企業

が輩出するが、当時の内情は常勤・非常勤を問わずに企業に身を投じた精神科医を中核に

する群と、この問題に熱意を持つ産業医を中核とする群とに大別され、その間に多少の違

いがあった。しかし、精神科医の確保が容易でなかったという事情もあって、結果的には

後者の態勢が大半を占めることになる。そして、これに常勤の保健婦ないし看護婦と、常

勤もしくは非常期の臨床心理の専門家（いわゆる産業カウンセラーを含む）が加わる形が、

おおよその基本的な体制であったといえよう」（池田 1993:10）。 
13 本論考の前半部である荻野(2010)に掲載した年表を参照されたい。 
14 この点については、皆川など(2000)の座談会における産業医学研究所（当時）の原谷の

発言、廣=島(2004)、河野(2005)を参照し綜合した。 
15 1964 年に公布された「労働災害防止団体等に関する法律」（現「労働災害防止団体法」）

に基づき同年に設立された団体。労働省、そして厚生労働省所管の認可法人であったが、

2000 年には特別民間法人となっている。 

16 この件の労災認定については、厚生労働省の HP 内「働く人のメンタルヘルス・ポータ

ルサイト」において「事例 7-1」として説明・紹介されている（2011 年 3 月 31 日閲覧）。 
17 福井の経歴については、福井(2005)を参照。 
18 この THP 自体は現在も存在しており、指針は 1988 年に策定されて以来、1997 年と 2007
年に改訂されている。 
19 皆川他(2000)の座談会における福井の発言で、「あれは退屈でした」と結んでいる。 
20 実際、労働省にいて、THP 策定に関わった河野は、「法で『事業主が負担してやれ』と

言えるのは限度があります。それ以上言えば、『お金は誰がもつのですか』という問題が必

ず出てきます」と、ある会議の場で発言している（大西編 b 1994b:203）。 
21 河野は会議の席上で図を示しながら、中間管理職が行うのがストレスマネージメントで

あり、ストレス耐性を養うために本人が自ら行うのがストレスコーピングである。そして

マネジメントを前提にして、一人一人の労働者がコーピングを行える教育システムを事業

場に作ることをストレスコントロールと呼んでいる、と説明している（大西編 
1994d:340-341）。 
22 この笠原の表現は、同じ会議のなかで旧厚生省の精神保健法の基本的な考え方も health 
oriented ではないのではないかと述べたところで使われた。これに対して河野は、精神衛

生法の時代は「疾病から」だが精神保健法では違うと反論した（大西 1994d:344-345）。 
23 本稿の前半部（荻野 2010）で掲載した年表にあるとおり、日本ストレス学会は 1983 年

に発足している。 
24 精神科医・加藤正明は日本産業精神保健学会の初代会長であるが、本稿の前半でたびた

び言及している。 
25 この点については第Ⅰ期についての本稿の議論を参考にされたい。 
26 大西(1998)によれば、当時の会員数は約 700 名で、職種別には医師（多くは精神科医、

心療内科医）が半数ほどで、その他では看護士・保健師が多く、臨床心理士などは少ない。 
27 こちらの学会は、主に産業医、公衆衛生・産業衛生の専門家によって構成されていると

いう（久保他(2007)の座談会における東京医科大学の下光の発言より）。 
28 この点は、黒木(2001)などを参照にした。 
29 櫻井他(2000)の座談会での、川上や廣の発言。 
30 毎日新聞 2006/4/17「自殺対策 新法で「遺族支援を」」など参照。 
31 たとえば『自殺予防』（岩波新書）などでも著名な精神科医・高橋祥友は、自殺関連の検

討委員も多くつとめているが、ある座談会の席上で、やはりこれらの背景を指摘して、「こ

の 2 つが大きく影響して、ようやく行政も重い腰をあげはじめました。そこで厚生労働省

の…」と語っている（櫻井他 2004:5）。また、新指針の策定などに中心的に関わった、厚労
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省労働基準局安全衛生部労働衛生課長(当時)の阿部重一は、また別の座談会で、「いろいろ

な統計がありますけれど、私たちが一番よく使うのは、労災補償状況でございまして、…」

と、行政官としてどのような数値の推移に注目して対応の必要性を測っているのかについ

ても語っている（櫻井他 2006:5）。 
32公式統計の常で、なにが自殺としてカウントされるのか、その点での検討も求められるか

もしれないが、90 年代後半におけるこの件数の変化に関する社会学的研究は管見の限りで

は見あたらなかった。 
33たとえば、『職場における自殺の予防と対応』の第 3 章「自殺の予兆」の書き出しは次の

ようなものだ。「自殺が起きる背景には、うつ病、統合失調症、アルコール依存症、薬物乱

用、パーソナリティ障害などの心の病が隠れていることが圧倒的に多いのです。……心の

病の中でも、うつ病がもっとも自殺との関連が強いのですが、うつ病の治療には、…」。そ

の後につづく内容をみても、あきらかに「うつ病」が関心・対応の中心にあるといってよ

いだろう。 
34 清水康之「ライフリンク代表日記」(2005 年 11 月 3 日および 2006 年 3 月 17 日）より。 
35 この 2 事例については、原告の弁護士が裁判の経過や要点などを説明している、ストレ

ス疾患労災研究会・過労死弁護団全国連絡会議編『激増する過労自殺』を主として参照し

た。 
36 労災と認定された場合に生じる、企業（経営側）にとってのコストについては、熊沢が

他の論者の洞察として 3 つの点をあげている。(1)社内における管理責任の問題。(2)同様の

条件下で働いている従業員から労働条件改善の要求が噴出すること。(3)労働協約などの規

定による企業保障が、労災認定によって上積みされること。とくに第 2 の点が大きく、企

業が行政訴訟に対してもとかく非協力的、さらにいえば妨害的である理由として指摘して

いる（熊沢 2010:178）。 
37 この件数と後述の職種については、岡村(2002)第 3 部の表 3-8 を参照した。 
38 この件についての説明は、宗万=川合(2000)に依拠するものである。 
39 この説明には、筆者の解釈が入っており、より厳密な法律論が求められるところであろ

う。 
40 もちろん、この事例の判決が下る一ヶ月前に、電通事件の一審判決が下されており、そ

のことが検討委員会の招集に大きく影響したので、この神戸製鋼所の事例だけで論ずるわ

けにはいかない。 
41 電通事件については、川人(2000)を主に参照した。 
42 安西は、明瞭な申し出がなければ、「積極的に対応」できないと語っているが、あくまで

も結果回避可能性についての議論ではなく、予見可能性についての話のなかで行われてい

るので、業務との関係での失調と予見できないと論じているものと思われる。 
43 河野がこう述べるのは、あくまでも現行法の枠組みにおいてそうならざるをえないとい

う認識による。業務起因ではなく業務関連の疾病についても配慮せよというのは、1996 年

の安衛法改正によるものであるが、そもそも安衛法とそれにもとづく産業医制度は日本に

特殊なものであり、たとえばアメリカには産業医制度自体がないと述べている（大西 
2000:94）。これに反応してのことと思われるが、安西は、「グローバルスタンダード」は自

己管理・自己責任であり、日本の安衛法や安全配慮義務は「世界的な契約からいうとおせ

っかい」にすぎず、「本来は自分でやることなんです」と語り、「電通の事件にしても、別

に残業や徹夜を強制していたわけではないんです」と 後に結んでいる（大西他 2000:97）。
しかし、川人(2000)や熊沢(2010)などで多く指摘されてきたことであるが、電通のいわば「社

風」（たとえば「鬼十則」に象徴される）がもつ拘束力を度外視して、「強制していたわけ

ではない」と断言することに、やはり筆者は違和感を抱かざるを得ない。 
44 「企業防衛」という表現は、安西が使用したもの（大西他 2000:93）。 
45 前者の発言は、とくに労災認定の問題の専門家として知られる精神科医・黒木宣夫によ
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るものである。後者は荒井によるものである（大西他 2000:95-96）。 
46 河野は別の座談会席上でも、「管理監督者が、部下の健康状態を把握することは自分の仕

事なのだという認識をもつことが必要です。安全配慮義務の実行責任者は管理監督者なの

ですから」と強調している（唐沢他 2000:19）。 
47 これらの問題は、主に河野から指摘されることで話題になっている（櫻井 2000:12-16）。 
48 この認定基準についての概略については、熊沢(2010)を参照した。 
49 ある座談会での和田の発言（櫻井他 2005:7）。 
50 同上の座談会での阿部の発言（櫻井他 2005:8）。 
51 この検討会は、2004 年 4 月末から 7 月末まで 5 回開かれた。第 3 回は企業関係者のヒア

リングのため個別事案を取り扱うことになるので非公開であるが、他の 4 回については逐

語的におこされた議事録が公開されている。 
52 この厚労省側が作成した案とは、第 4 回の検討会で配布された「過重労働・メンタルヘ

ルス対策検討会 議論のまとめ（案）」であり、括弧内はそこからの引用である。 
53 2002 年 2 月 12 日付けの通達、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」の別添

4(2)イの記載である。 
54 これらの発言は、第 13 回の議事録より引用した。第 14 回のときには、同じく金子から、

メンタルヘルスについていえば、長時間労働によって発症するというよりは、うつ病の結

果として生じてくることもあるといった指摘もなされる。ただし、この論理であれば、む

しろ長時間労働者をチェックすることの意味が大きいことにもなろうが、労災ではないと

いう点を強調する意図によるものと思われる。 

55 安衛法の改正点および新旧指針の相違点も含め、本稿で言及してきた安全衛生分科会や

2005 年に設置された関連検討委員会（後述）の座長を務めた櫻井が関連雑誌誌上で整理を

行っており参考になった(櫻井 2007)。 
56 この疲労の蓄積が認められるというとき、それを「誰が」認めるのかが問われる。検討

委員会には委員として参加もしていた産業医制度の法律に関する専門家である保原は、こ

の点について、文脈上「事業者」以外になく、その認定の手続きを定めておく必要がある

と述べている（保原 2006:89）。 
57 やはり阿部は「医師」面接であること座談会で強調している（櫻井 2006:12）。 
58 ただし、本論では言及していない重大な問題として、そもそも 50 人未満の事業場では産

業医を指定することが法的に求められておらず、また 50 人以上～500 人未満の事業場では

嘱託産業医でよいことになっていることである。このため、70%程度の労働者は産業医と無

縁ないしあまりその制度の恩恵を受けられないところにいる。そのために、産業保健推進

センターや地域産業保健センターが期待されることになるが、2005 年以降の座談会などで

も、これから充実が必要と語られることが多かった。 
59 櫻井(2007)の他に、島(2007)も参照した。 
60 この文は、検討会に続き組織された「事業場における産業保健活動の拡充に関する検討

会」の開催要項から抜粋した。 
61 これは、2010 年 6 月 26 日付けで、メンタルヘルス対策検討会（座長 相澤好治）に対し

て、産業性衛生学会理事会 理事長 大前和幸の名で送られた見解にある一文であるが、参

考資料として「産業精神衛生研究会報告書」が付されている。報告書の代表世話人は廣尚

典であり 40 名ほどの世話人には、この問題に関連してよく名のしられた医師あるいはカウ

ンセラーが多く見られる。 
62 他の団体としては、たとえば、働くもののいのちと健康を守る全国センター、あるいは

全日本民主医療機関連合会などが挙げられる。しかし、「検討会」メンバーを通じて厚労省

に働きかけ、繰り返し声明を発表するなど、もっとも強力に抗議を行ったのは産業衛生学
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会である。 
63 こうした資料は厚労省 HP で参照した。鳥瞰図になると書かれていないが、報告書内で

は、定期健康診断追記検討の意見の下に、「定期健康診断におけるメンタルヘルス不調の把

握に当たっては、労働者が不利益を被らないようにすることが必要」と、弁護士・生越照

幸（外部有識者としてヒアリングされた）の意見が併記されている。 
64 たとえば 2012 年 2 月 10 日に労働基準局安全衛生部労働衛生課長・椎葉茂樹が行った報

告のスライドでは、この 9 項目と他のストレス傾向を測る項目との間に高い相関があるこ

とが繰り返し示されている。 
65上記引用のすぐ後に、次の但し書きがある。「なお…現時点において、産業医に代わりう

るものとして外部専門機関との契約を認めることについては、現場の混乱が危惧されると

して、その影響を見極めた上で慎重に判断すべきという意見があった」と記されている。 
66 この点は、産衛学会の 2010 年 12 月の意見書にも明確に述べられているが、他に日本精

神神経学会・精神保健に関する委員会が 2012 年 9 月に表明した見解において大きな位置を

占めている。 
67 この点は、たとえば全日本民主医療機関連合の意見書（2012.1.20 付け）でも指摘されて

いるし、産衛学会は拡充検討会が終了した時点の意見書(2010.12.25 付け)で「検診時のスク

リーニング結果を事業種は直接知る必要がなく、これによって、たとえ問題が発生しても、

知らぬ、存ぜぬ、という立場が公然と許容される危険性をはらんでいる」と記している。 
68 この点については検討会の段階から産衛学会が指摘しており(2010.12.25)、その後、働く

もののいのちと健康を守る全国センター(2011.12)や全日本民主医療機関連合会(2012.1.20)、
さらに日本精神神経学会(2012.9.15)からも批判点として挙げられている。 
69五十嵐による 2011 年実施の調査報告では、復職時の勤務先業の産業医・産業保健スタッ

フおよび人事労務担当者に対する連絡・調整について行っているとした割合が、もっとも

簡便な方法（書面による）においても 5 割程度であり、そして前年調査よりも減少してい

たとされている（五十嵐 2012:12）。復帰する場である職場とのより協働的な支援への展開

は、より困難な課題といえよう。 
70 たとえば精神科医の玉井(2006)は、事業場外リハビリが有効でありうるのは、疾患が限

定的であること、復職後の業務が外部で模擬的になしうるほど一般化しやすいものである

こと、あくまでも復帰準備段階までが期待できる回復の水準であることなどをもって、事

業場内の就業リハビリがやはりより実効的であると論じ、その課題について検討している。 
71本節で度々言及してきた産衛学会の産業衛生研究会報告書(2010 年 6 月)では、このことに

ついて「背景には、必ずしも良質とは言えないサービスを提供する民間のメンタルヘルス

サービス期間が増加してきたこと」があると述べている。  
72 相違として、厚労省の 2007 年実施調査では、2004 年事業所・企業統計調査を母集団と

しているが、JLPT2010 年実施調査では帝国データバンクの事業所データベースを母集団

にしていることも書き添えておこう。 
73 それは、たとえば、達成不可能なノルマを課しながら、特定社員に対して低能力・無能

力のラベルを貼り、一定の時間をかけて、当該社員の自己否定感を強めさせ、自分から退

社を選択させるような方法である。労働相談等を行う NPO 法人 POSSE 代表の今野は、そ

れを「違法にならないハラスメント」「ソフトな退職強要」によって解雇規制が無効化され

ている状況として告発している（今野 2012:85-92）。 
74 たとえば、近年、内部通報したことで不当に異動させられたとして、某大手企業社員が

起こした裁判では原告側が勝訴した。この案件に絡んで、会社と顧問弁護士が産業医と共

謀して当該社員を「精神障害者」に仕立て上げ「合法的」に排除しようとしたと一部メデ

ィアで伝えられている。このようなことがあるとしたら、本稿では、雇い主である企業に

対する産業保健スタッフの自律性の問題として論じたが、それ以前に医師等の元々の倫理

性をどのように確保するのかという問題も確かに存在するだろう。2010 年の「拡充検討会」
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での議論にも本論で言及したが、総括医師および複数の産業医からなるチームで企業と関

わる外部専門機関の方式は、医師相互のチェックが働くことによって、ある程度はこうし

た危険性を減じるものであるのかもしれない。 
75 この変化は、やはり 1960 年代末から 70 年代初頭にかけての“時代的特殊性”と、それ

がいわば記憶として影響力を保持しえた時代という視点から考えるべきことのように思わ

れる。たとえば、1974 年 2 月に臺弘、土居健郎を呼びかけ人として、本稿でもその発言な

どを度々引用した加藤正明や笠原嘉などを含む、11 名の精神科医が、3 日間に渡って「精

神医学における疾病概念」について討議集会を行っている。事前に論考を用意し、回覧し

た上での集会であったが、その理由として、疾患概念が大きく動いてきていること、そし

て「伝統的な医学モデルによる疾患概念は社会モデルに挑戦されており…」という一文も

見られる。実際、参加者の一人、荻野恒一は「精神医学における社会学的視点」と題して

レインやフーコーに言及した議論を提起しており、精神科医たちが直面した時代の雰囲気

を伝えている。 
76 たとえば、大西・近藤(2008)では、リワークに関連して、職場はリハビリ施設ではなく

多くを期待するのは筋違いであること、リハビリ期間中の労災の扱いにも事前の取り決め

が必要なこと、あるいは心理カウンセラーが守秘義務を重視しすぎて、雇い主である企業

の利益に反すること（とくに他の社員への他害の怖れを必要な部署に伝えないなど）は問

題であること、医師もうつ病などが完治してもとのように働けるとは限らないことを、企

業側にきちんと伝えないことなどについて、「叱って」いる。 
77 雑誌『働く人の安全と健康』誌上に収録されている「座談会 どう進めるメンタルヘル

ス」において、住友金属工業に勤める保健師で心理相談員の野田悦子が「毎日にこにこ…

…で働けるようになることを目指そうとしてやり出すと、行き着く先もないところを目指

して走っているようなもので、それを持ちかけること事態、働く人にストレスを与えると

いうことになるのではないかという気がしています」と発言している（唐沢 2000:17）。 
78推測にすぎないが、笠原は対談時に優生学に関わる歴史を意識していたのかもしれない。 

79 もちろん、問題化の「主体」は、労働組合などであってもよいし、そうであるべきかも

しれない。しかし、そうした申し立てには、「医学的」論拠も求められることもあろう。た

とえば、個人加盟労組での相談経験をもとに、団体交渉の過程を可能にした、相談者本人

の休職や経済保障を引き出す上で、精神医療の言語が有効であったことを橋口(2012)が指摘

している。また、産業医の経験をもつ精神科医・天笠祟が、とくに成果主義とメンタルヘ

ルスとの関係について論じた著書の冒頭で、労働組合の組合員に向けて書いていると述べ

ていることも、この文脈で示唆的である。 
80 日本産業精神保健学会の 2012 年度大会で、筆者はオリンパスソフトウェアテクノロジー

の代表取締役として社内改革に当たった天野常彦氏の報告を傍聴した。 
81 もちろん、現実問題として、ハラスメントへの対応が大きな部分を占めるというところ

はある。たとえば、2009 年のことであるが、日本産業精神保健学会の会長講演として中山

和彦は、「産業精神保健の課題は、『過重労働』と『パワハラ』に集約されていた」と話を

切り出している（中山 2009:29）。ただし、パワハラに関するルポルタージュなどによれば、

パワハラのいわば常習者のような人物を一定の地位に就けるところには、当該企業の「社

風」ともいうべき問題もままみられるようであり、ラインへの研修によって制御可能な範

囲は限られるところもあるのではないだろうか。 
82 不調者の「個人環境」にのみ働きかける方法は様々に論じられている。たとえば、産業

医が上司や人事担当者をコーディネートして、当人を復職後に別の部署に移す「適正配置」

は（松崎 2007a:138-139）、企業全体としてみれば仕事量も人件費もさして変えることなく

なしうる有効な方法ということにはなるだろう。 
83 社会保障制度の構想として、ここでは宮本太郎(2009)のアクティベーション論を筆者は
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イメージしている。2000 年代に入って以降に多くの議論と実践が生み出されている職場復

帰支援は、これまで精神保健福祉領域では統合失調症者にとっての福祉的就労が多く論じ

られてきた社会的文脈からみても、また異なる試みとして評価できるのではないだろうか。

たとえば、白波瀬らによる、事業場内リハビリテーションにおいて、職場集団そのものも

支援対象とすることで、支援対象者の試行錯誤を高度に可能にしていくようなプログラム

には、支援システムを設計していく上で多くのアイデアが含まれているように思われる。

詳細は、白波瀬(2011,2012)などを参照されたい。 
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行政、行政関連団体等、司法
学会（医学系を中心に）、民間

団体、
出版物（非行政刊行物）

企業

1950 ○精神衛生法の制定
1951 ○日本精神衛生会（戦前の精

神厚生会が再発足）機関誌、
「精神衛生」の復刊（1969年に
「心と社会」に改称)

1952 ○国立精神衛生研究所の開設。同研究所
の加藤正明を中心に産業精神健康管理
研究会が開始。

○精神衛生普及会の発足

1953 ○国鉄が「精神病を
取り上げ」始める

1954 ○精神衛生普及会：産業部を
設けて、精神衛生研究会を開
始（1993年までに400回以上。
多くの企業参加あり）。

1955 ○精神衛生連盟（日本精神衛
生会、精神衛生普及会、日本
精神科病院協会など8団体が
構成団体）主催の全国精神衛
生大会にて、「産業精神衛生」
がパネルとして取り上げられ

○三菱石油職場精
神衛生調査

1957 ○土井正徳『職場の精神健康
管理の方法』精神衛生普及会

○九州電力で精神
衛生活動開始（中
村豊が中心に）

1958 ○日立製作所で「集
団ロールシャッハ」
実施

1959 ○精神衛生普及会に「産業精
神健康管理研究委員会」設置
○産業衛生協会(1929～）より
『産業医学』創刊

○国鉄・鉄道病院に
精神科医（春原千
秋）着任

1960 ○産業精神健康管理研究委
員会『産業人の精神健康』精
神衛生普及会
○日本産業カウンセラー協会
の設立（国鉄の心理学者・相
馬紀公を中心に産業カウンセ
リング養成講習会が開催され
た延長で）
労働科学研究所の桐原（産業
心理学の立場から）『産業精神
衛生の諸問題』
○日本産業医学会（日本産業
衛生協会の年次大会）で「産
業職場の精神衛生」のシンポ
ジウム

○本田技研（埼玉
製作所、浜松製作
所にて）：精神衛生
相談を開始

1962 ○日本精神神経学会：総会で
「社会復帰」がシンポジウムの
テーマに

「産業精神保健」に関する年表　1950～2011年
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行政、行政関連団体等、司法
学会（医学系を中心に）、民間

団体、
出版物（非行政刊行物）

企業

1964 ○松下電器：健康
管理センターに精神
科医（小西輝男）着
任
○東芝：精神衛生
対策を開始（産業
医・御厨潔人を中心
に）
○電電公社：療養
者の統計で、結核を

1965 ○精神衛生法の改訂 ○日本産業衛生協会で「職場
の精神衛生」のシンポジウ
ム。
○同協会内に「産業精神衛生
研究会」が発足→1966産業精
神衛生委員会（委員長・小沼

1966 ○人事院：精神衛生委員会を設置（主題
は精神障害者の社会復帰）。委員が全国
で現場調査。※特定できないがこの前後
の時期と思われる。

○日本精神神経学会の第23
分科会で「学校および職場の
精神衛生管理」についての研
究発表あり。
○日本精神神経学会の「精神
衛生管理研究会」発足（会長
として金子仁郎阪大教授。職
場、学校、地域を研究対象）。
1973年までで「無期休会」に。
○国際精神保健連盟（ＷＦＭ
Ｈ）のｺﾙﾁｴｰﾙ理事長来日、産
業精神衛生懇談会

○富士通：精神衛
生対策を開始

1967 ○McLean&Tayler（中村登訳）
『産業における精神衛生』岩崎
学術出版社
○大道明『職場の精神衛生』
創元医学新書

○電電公社：精神
疾患管理規定を作
成（精神科医・関口
憲一らを中心に）

1968 ○小沼十寸穂『産業精神衛生
に関する答申書』（『産業医
学』に掲載）→日本産業衛生
協会に「職場不適応研究会」
発足
○『教育と医学』で特集「職場
の精神衛生」

1969 ○小沼十寸穂『産業精神衛生
の実際』金原出版
○『教育と医学』17(11)で特集
「職場の精神衛生」

1970 ○池田篤信・石田一宏『働くも
のの精神衛生』新日本出版

1971 ○春原千秋・梶谷哲男編『職
場の精神衛生』医学書院

1972 ○労働安全衛生法の施行（労働基準法か
ら分離独立）

○平井富雄『精神衛生管理』
中央公論社
○日本産業衛生協会が日本
産業衛生学会へ改称

1976 ○小沼十寸穂『産業神経症』
新臨床医学文庫

1979 ○労働省：シルバーヘルスプラン策定・提
唱
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行政、行政関連団体等、司法
学会（医学系を中心に）、民間

団体、
出版物（非行政刊行物）

企業

1981 ○小沼十寸穂『職場の精神健
康管理の実際』労働科学研究
所
○『教育と医学』で特集「職場

1982 日航羽田沖墜落（日航逆噴射）事故 ○内山喜久雄・小田普『職場
のメンタルヘルス』有斐閣

1983 ○労働省：中央労働災害防止協会に委託
し、中高年齢労働者ヘルスケア検討委員
会に「ストレス小委員会」を設置。
○人事院・職員局：国家公務員を対象とし
た精神衛生対策専門家会議（加藤正明座
長）発足

○日本ストレス学会発足

1984 ○東京労働基準局：仕事によるうつ病で
自殺を図り重傷の設計技師に対して、心
因性精神障害として初の労災認定 2/23
○労働省：産業医学振興財団に委託し、
「メンタルヘルスケア企画運営委員会」設
置。

○Craig Broadの
“Technostress”が翻訳され
る。「テクノストレス」の用語が
話題に。
○小西輝夫『サラリーマンと心
の健康』NHKブックス

○富士通：メンタル
ヘルス研修の対象
者を拡大（それまで
は課長クラス→主
任クラス）

1985 ○労働省：「メンタルヘルスケア研修の実
施について」を通達。同時に、「メンタルヘ
ルスケア講師養成研修会」を全国8ブロッ
クで開催。労働省による行政指導で「メン
タルヘルス」が初めて公用語として用いら
れた。
○加藤正明・梅澤勉監修『職場メンタルヘ
ルスのすすめ方』中央労働災害防止協会
より刊行
○労働省・中災防：中高年齢労働者ヘル
スケア検討委員会ストレス小委員会中間
報告。「サラリーマン精神健康調査」「スト
レス関連疾患調査」報告。職場のストレス

○小此木啓吾他編『産業精神
医学』医歯薬出版
○日本経済新聞に連載「働く
人々のメンタルヘルス」（精神
科医・大森健一）。
○笠原嘉『朝刊シンドローム：
サラリーマンのうつ病操縦法』
弘文堂

○東芝：臨床心理
士（森崎美奈子）が
本社勤務部に着任

1986 ○労働省：中災防より『企業におけるスト
レス対応―指針と解説』を発行
○労働省：『労働衛生管理におけるメンタ
ルヘルス』（労働省労働衛生課編）発行。
全国で講習会開催。
○労働省：「テクノストレス委員会」設置（～
1989年）
○加藤正明・精神衛生普及会編『職場のメ
ンタルヘルス』（人事院の精神衛生委員
会・専門委員会の検討から、各省庁のガイ
ドラインとして）

○加藤正明・精神衛生普及会
編『職場のメンタルヘルス』精
神衛生普及会
○小西輝夫『バンカー・シンド
ローム』東京書籍
○百渓浩編『テクノストレスとメ
ンタルヘルス：職場の対応策』

1987 ○精神保健法の施行
○労働省・中災防：ヘルス・リスナー研修
会

○日本精神神経学会にて教
育講演「産業精神医学の課
題」（小此木敬吾）

1988 ○労働安全衛生法の改正。「労働者の健
康の保持増進のための措置」（69条）に基
づき、「心とからだの健康づくり」指針を公
表。「こころとからだの健康づくり運動（トー
タル・ヘルスプロモーション・プランＴＨＰ）」
を開始

○大阪で「過労死110番」実施
(4月)、過労死110番全国ネット
第１回一斉相談(6月)、過労死
弁護団全国連絡会議結成(10
月）、全国一斉過労死労災申
請(11月)
○日本精神神経学会・シンポ
ジウム「産業における精神医
療とその問題点」開催
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行政、行政関連団体等、司法
学会（医学系を中心に）、民間

団体、
出版物（非行政刊行物）

企業

1989 ○労働省：ＴＨＰの一環として、心理相談
員研修の実施→卒後研修の会として、心
理相談員会が1990年に設立

○「産業精神保健研究会」開
始
○朝日新聞で連載「働く人の
心の健康」（大原健士郎によ

1990
1991 ○労働省：「メンタルヘルスのための管理

者教育に関する調査研究」委託
○厚生省・委託研究「職場の精神保健に
関する研究」（国立精神神経センター・藤
縄昭代表。産業精神保健研究会が実施。
その一つとして「職場における精神保健医
療ネットワークに関する検討委員会」、オ
ブザーバー、運営協力者として厚生省、労
働省、人事院関係者。～1994年）

○心身医学会・シンポジウム
「職場のメンタルヘルス」開催
○日本産業カウンセラー協会
の試験が労働省から技能審査
として認定される

1992 ○労働省：「事業者が講ずべき快適な職
場環境の形成のための措置に関する指
針」公示
○労働省：「職場における心の健康づくり」
（産業保健スタッフ向けテキスト）

1993 労働省：都道府県産業保健推進センター、
および地域産業保健センターの設置開始
（推進センターは2003年までに全国47セン
ターを設置。保健センターは労働基準監
督署を単位として設置）

○日本産業精神保健学会の
発足（加藤正明会長，会誌『産
業精神保健』）。
○日本産業ストレス学会の発
足（会誌『産業ストレス研究』齋
藤和雄理事長）。
○『こころの臨床ア・ラ・カルト』
12巻増刊号で特集「職場のメ
ンタルヘルス最前線」（編集：
加藤正明）

1994
1995 ○労働省：「作業関連疾患の予防に関す

る研究」（班長：加藤正明、「労働の場にお
けるストレス及びその健康影響に関する
研究」による「職業性ストレス簡易調査票」
「仕事のストレス判定図」の開発を含む）
（～99年）

○日本産業衛生学会：『産業
医学』が『産業衛生学雑誌』に
誌名変更

1996 ○中央労働基準審議会建議「労働者の健
康確保対策の充実強化について」におい
ては、「メンタルヘルスに関する理解の促
進とメンタルヘルスに関する相談体制の整
備を図る必要がある」と指摘される（１月）
○電通過労自殺訴訟一審判決（東京地
裁）自殺を長時間労働に起因するものとし
て、会社側の損害賠償責任を認める(3
月)。
○神戸製鋼自殺訴訟（神戸地裁）労基署
の不支給処分を取り消し労災と認定(4月)

○加藤正明監修・大西守・島
悟編『職場のメンタルヘルス実
践教室』星和書店

1997 ○東京中央労基署・広島中央労基署で過
労自殺労災認定(12月）

NTT東日本関東病
院精神神経科で復
職支援リハビリテー
ション開始
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1998 ○川崎製鉄過労自殺訴訟（岡山地裁倉敷
支部）で原告勝訴（2月）
○自殺損害賠償訴訟（札幌地裁）で原告
勝訴（７月）

○日本産業精神保健学会『産
業精神保健ハンドブック』中山
書店
○日本EAP(Employee
Assistance Program)協会設
立
○朝日新聞「働き盛りの男性
自殺急増　国レベルの予防体
制急げ　1998.06.30　東京朝刊

1999 ○厚生省・人口動態統計で中高年層の自
殺者が急増と発表（40-50代で前年度比
1.4倍程度）
○労働省「労働者のメンタルヘルスに関
する検討会」(5月設置）。座長：櫻井治彦。
翌年6月に報告書（翌年公表の指針へ）
○労働省「心理的負荷による精神障害等
に係わる業務上外の判断指針」公示
○労働省「精神障害による自殺の取扱い
について」

○読売新聞「倒産やリストラで
中高年の自殺急増　昨年１０
月までで年間記録更新」 03.17

2000 ○労働省：「事業場における労働者の心
の健康づくりのための指針」策定
○電通過労自殺訴訟最高裁判決（3月）原
告側全面勝訴
○過労自殺損害賠償訴訟（広島地裁）で
原告全面勝訴（5月）
○東京海上横浜支店長事件最高裁判決
(7月)
○大阪淡路交通事件最高裁判決(7月）
○厚労省：労災認定基準（脳・心臓疾患に
関する）の改定に着手

○日本産業精神保健学会『職
場におけるメンタルヘルス対
策：精神障害等の労災認定
「判断指針」対応』中山書店

2001 ○厚労省「職場における自殺の予防と対
応」公表
○厚労省「職場におけるメンタルヘルス対
策の事業者等支援事業」創設
○厚労省「脳・心臓疾患の認定基準の改
正について」通達

2002 ○厚労省「加重労働による健康障害防止
のための総合対策」（事業主に対する通
達）
○厚労省社会・援護局内の有識者懇談会
から「自殺防止対策有識者懇談会報告」
○障害者職業総合センター：在職精神障
害者の職場復帰支援プログラム（通称リ

○産業カウンセラー資格：同協
会認定資格に。

2004 ○厚労省「心の健康問題により休業した
労働者の職場復帰支援の手引き」公表
○厚労省社会・援護局から「地域における
うつ対策検討会報告書」
○労働政策審議会建議「今後の労働安全
衛生対策について」→改正部分の骨子固
まる
○厚労省「労働者の健康情報の保護に関

○日本医師会監修『心の病い
治療と予防の現在』労働調査
会
○『臨床精神医学』33(7)で特
集「職場のメンタルヘルス」。
○『精神療法』30(5)で特集「産
業精神保健と精神療法」。
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2005 ○「労働安全衛生法の一部を改正する法
律案」閣議決定、国会審議を経て、11月に
公布
○厚労省「セクシャルハラスメントによる精
神障害等の業務上外の認定について」通
達

○日本精神神経学会総会で、
教育講演「産業領域における
メンタルヘルス対策と精神障
害について」（荒井稔）
○日本産業精神保健学会編
集『メンタルヘルスと職場復帰
支援ガイドブック』
○『こころの臨床ア・ラ・カルト』
24巻で特集「EAP：勤労者のこ
ころの病の支援プログラム」
○メディカルケア虎ノ門でデイ
ケア「リワーク・カレッジ」開始

2006 ○改正・労働安全衛生法の施行
○厚労省「労働者の心の健康の保持増進
のための指針」（メンタルヘルス指針）公
表
○厚労省「過重労働による健康障害を防
止するための総合対策」 公表

○『精神科臨床サービス』で特
集「職場に戻るためのメンタル
ヘルス」。
○日本精神神経学会・シンポ
ジウム「労働者のメンタルヘル
スの現状と課題」開催
○朝日新聞で連載「患者を生
きる　うつ」(7～9月)

大阪商工会議所：
「メンタルヘルス・マ
ネジメント検定」を開
始

2007 ○日本精神神経学会・シンポ
ジウム「精神障害者の労災認
定に伴う諸問題とメンタルヘ
ルス」開催
○日本産業精神保健学会『産
業精神保健マニュアル』
○『日医雑誌』136(1)で特集
「職場のメンタルヘルス」
○『こころの科学』135号で特別
企画「職場復帰」

2008 ○厚労省「過重労働による健康障害を防
止するための総合対策」改訂版公表
○厚労省「上司の「いじめ」による精神障
害等の業務上外の認定について」通達
○地域産業保健センター事業の受託方式
変更（地域医師会委託方式から企画競争
方式へ）
○厚労省「メンタルヘルス対策における事
業場外資源との連係の促進について」通
達
　（そのなかで「メンタルヘルス不調者に対
する相談サービスを提供する機関（相談機

○日本精神神経学会・シンポ
ジウム「産業保健における精
神科医の役割」開催
○うつ病リワーク研究会発足

2009 ○厚労省「当面のメンタルヘルス対策の具
体的推進について」を通達
○厚労省「「心理的負荷による精神障害等
に係わる業務上外の判断指針」の一部改
正について～職場における心理的負荷評
価表に新たな出来事の追加等の見直しを
行う～」通達
○厚労省「心の健康問題により休業した
労働者の職場復帰支援の手引き」の改訂
版公表
○厚労省「職場における自殺の予防と対
応」改訂版公表
○厚労省 メンタルヘルス対策支援セン
タ を設置

○うつ病リワーク研究会『うつ
病リワークのはじめ方』弘文堂
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2010 ○厚労省「自殺・うつ病等対策プロジェクト
チーム報告書」公表
○厚労省「職場におけるメンタルヘルス対
策検討会報告書」公表
○厚労省「事業場における産業保健活動
の拡充に関する検討会報告書」公表
○厚労省 労働政策審議会安全衛生分科
会にて「職場におけるメンタルヘルス対
策」を主に審議（3回）
○都道府県産業保健推進センターが「省
内仕分け」により2011年より3ヶ年で32セン
ター廃止の方針が閣議決定
○地域産業保健センターは同上の理由に
より、労働基準局単位(347カ所）から都道
府県単位にされる

2011 ○厚労省「産業保健への支援の在り方に
関する検討会報告書」公表
○厚労省「精神障害の労災認定の基準に
関する専門検討会報告書」公表
○厚労省「労働安全衛生法の一部を改訂
する法律案」臨時国会提出（審議未了）
○産業保健推進センターが6県で廃止され
る
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Ⅳ． 研究成果及び本研究プロジェクトに関連する刊行物に関する一覧表 

 

三柴 丈典 

学術論文 

１． 三柴 丈典：離職者はどこへ行く？～行き場のない人達の再生は誰がする？：座長か

ら～、産業精神保健 20(4):310-315,2012 

２． 三柴 丈典：東芝事件（うつ病・解雇）事件、判例時報（判例時報社） 

2160:190-202,2012 

 

解説 

１． 三柴 丈典：講座・メンタルヘルスと法（１）～現場課題への法的処方箋～、安全

と健康 64(1):73-77,2013 

２． 三柴 丈典：講座・メンタルヘルスと法（２）～現場課題への法的処方箋～、安全

と健康 64(2):73-77,2013 

３． 三柴 丈典：講座・メンタルヘルスと法（３）～現場課題への法的処方箋～、安全

と健康 64(3):73-77,2013 

 

白波瀬 丈一郎 

学術論文 

１． 白波瀬 丈一郎：境界領域としての働く場―適応と不適応―：精神科治療学 

27(4):437-442,2012 
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